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昭和 63年 第 3 回定例会日程

9月 5日 (月曜日) 会期の決定、行政報告、諸般の報告

9月 6日 (火曜日) 議案上程、請願上程

9月 7日 (水曜日) 一般質問

9月 8日 (木曜日) 一般質問

9月 9日 (金曜日) 一般質問

9月 12日 (月曜日) 一般質問

9月 13日 (火曜日) 一般質問、請願上程

9月 28日 (水躍日) 審査報告、議案上程、請願上程
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0議長(市川i資信君)

午前日時20分間会

これより昭和63年第 3回日野市議会定例会を開会し、直ちに本

日の会議を開きます。

ただいまの出席議員28名であります。

これより日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員については、会議規則第81条の規定により議長において

9番中谷好幸君

10番小俣昭光君

を指名いたします。

次に日程第2、会期の決定の件を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長(小山良悟君) 議会運営委員会の御報告をいたします。

9月2日に63年第3固定例会の会期について、議会運営委員会を開催いたしまして、

協議をいたしました。

その結果、 63年度第3回定例会の会期は、 9月5日より 9月の28日までと決定いたし

ました。なおこの議会運営委員会で、特につけ加えておきたし、ことは、敬老大会の日程と

議会の 日程についての設定について、理事者側に特段の配慮をお願いしたし、ということ

が強く出されましたことを、御報告をいたします。以上でございます。よろしく御承知

のほどお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) お諮りいたします。ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、

会期を決定するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あ り〕

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。

よって会期は本日から 9月28日まで、期日24日間と決定いたしました。

次に日程第 3、行政報告を行います。

市長から行政報告を求めます。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 本日より昭和63年度第3固定例市議会を始めさせていただき

ますので、よろしく御指導のほどお願し.、申し上げます。

6月議会以降、今定例会の間の主要な行政事項について、私より 4点を報告申し上げ、
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他は提出資料をもって、報告にかえさせていただきます。

その 1は国道20号線立川ロータリー立体化事業の促進についてであります。本市内の

幹線道路であります国道20号線は、昨今の車両交通の増加により、その渋滞が恒常化し

ております。現在施工中の 2・2・10号線、立日橋の開通は、南北交通の改善に役立つ

ことは少なくないと思われますが、その渋滞の抜本的な改善を図るためには、立)11ロー

タリーの立体交差、並びに 1・3・1バイパス道路の開通が、最善の方策と考えられま

す。

去る 8月16日、お手元に配付した資料のとおり、文書をもって建設省相武国道事務所

に直接出向き、立)11ロータリーの立体化及び関連道路の整備を緊急課題として、早期解

決を図られるよう要望したところであります。今後、共通の立場にある立川、国立の両

市と連携して、立体化事業の促進運動を進めてまいります。議会におかれましても、何

とぞ御協力のほどお願し、し、たします。

その 2は京王線高幡東踏切立体化事業の促進要請についてであります。京王線高幡東

踏切の都道立体化につきましては、今、市が施行している高幡土地区画整理事業の中で

必要な用地確保を図るべく、進めておるところでございます。

現在、当土地区画整理事業の区域につきましては、換地計画も順調に進み、明年には

必要部分の用地確保が見通せる状況となりました。去る 8月22日、事業主体の東京都建

設局に出向き、都道部分の立体化について、早期取り組み方の要請を行ってまいりまし

た。持参いたしました文書は、お手元に参考として御配付した資料のとおりであります。

今後とも、当該踏切の立体化事業の促進について、都当局に強く要請をしてまいる所存

でございますので、議会におかれましても御協力のほどよろしくお願いをいたします。

その 3は都立美術館の市内誘致行動についてであります。多摩地域に予定される新し

い都立美術館の市内誘致の件につきましては、これまでにも御報告しておりますとおり、

議会と共同の立場で都を初め、関係機関への働きかけを行っているところであります。

多摩地区の都立新美術館は、自然、・文化の環境、交通条件、都施設の配置等の観点か

ら、当市が予定する程久保における立地条件こそ、極めて優位性に立つものと確信いた

します。すでに美術館誘致に関する市議会及び市の意思表示を文書で要請しております

が、この運動の強化を図るため、近隣の文化機関を代表される大学の学長、団体等の代

表の方の連署による「都立新美術館建設に対する地元要望書」を知事あてに提出し、お

願し、をしてまいりました。また市民の熱意、を結集する「日野市都立新美術館誘致期成会」

の設立の機も熟してまいったと考えております。全市を挙げて誘致運動の展開を図りた
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いと考えておりますので、今後ともよろしく御協力のほどお願い申し上げます。

その第4は、日野市環境緑化協会の法人化についてであります。本市が基本構想とし

て目指しております「緑と文化の市民都市」の建設には、適切な行政施策と市民運動の

継続的協力が必要な条件であります。これまでにも新しい緑化運動を進めるため、 2カ

年間の市民会議を経て、昨年 4月、日野市環境緑化協会が発足し、事業活動を展開して

いることは、御承知のとおりであります。

この協会は発足以来、本市の緑行政の一翼を担い、ハードと ソフトの両面での事業能

力を発展するための法人化について、主務官庁であります東京都と協議し、指導を受け

てきたところであります。このたび財団法人設立に必要な寄附行為等について、準備作

業がほぼ完了し、認可が得られる見通しとなりましたので、今回の補正予算に出資金 3

億円を計上させていただいております。

今後、今年度内の法人設立認可に向けて手順を進めるとともに、活動能力の開発に努

めたいと考えますので、よろしく御理解のほどお願いを申し上げます。

以上4件の主要な行政事項につきまして、報告をいたしました。

0議長(市川資信君) 収入役以下については報告書のとおりですので、報告を省略い

たします。

これより、行政報告全般についての質疑に入ります。

御質疑の方は挙手を願います。石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 市長の今、行政報告をお聞きして、 2点ばかり聞きたいと思う

んですが、 1点は都立美術館を市内に誘致されるということで、その都の要望書の写し

が配付になっておるんですが、東京都で2館をつ くられるという ことの中で、多摩地区

へ、 70年度だというけれども、いま少しあれですか、ほかの市も何か名のりを上げてい

るように聞いておるんですが、いつごろ都は一ーなかなか都立病院なんかでも決定する

のにぎりぎりまで都はしないでやるような中で、非常に前座の方でいろんなことが決ま

るというような感じを私も受けないでもないんで、今の段階で、どこの市が、特に三多

摩関係では名のりを上げてられるのかどうなのかということと、それからこう し、う問題

をやるには、例えば場所が日野に決まったとしても、近隣の市がそうしヴ友好か、まあ

日野へ美術館をつくるということに、友好的な考え方を示されるかどうかということも、

決定に大きな要素になるんではなかろうかという意味で、そういうことの他市との多少

ーーもっとも隣の市も手を挙げているというんでは難しい問題かもしらんけど、そうい

うことの連携が、何かし、わゆるそういうどこが名のりを上げているかということをいま
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少し、具体的に御報告願いたい。

それから少し申し上げにくいこともあるんだが、こうし、う資料、けさここ本会議に来

てから、どさっと置いてあるというような感じで、まあでき得れば議案送付と同じでな

くてもし、し、から、 一両日前に配付なり、その上にまあきょうも代表者会議で出たんです

が、電話の何というか素晴らしい機械を、電話ファックスも入れてもらってるんで、こ

ういうことがこうだというような、資料はなるたけ早く、この機械を据えたけど、何も

何か出てこないということでなくて、していただくとし巾、んではなかろうかとこう思う

んですけれども、これは要望なんで、あまり何というか言いにくいことを言っちゃ申し

わけないんで、それが、だから美術館の状況をいま少し御報告願いたい。

それからいま一つ、あしたの議案上程の問題が絡むんですが、この緑化基金の、日野

市の環境緑化協会が法人化されるというこのこと自体に対しては、私も別にそうあれな

んですが、 3億円の基金が補正予算の中で組めるなんというのは、まれに見るというか、

考えられない、当初予算から例えば組んできたというなら、まあそれというのは恐らく

市税収入がこれもどさっと20億も出てくるというような、うれしい悲鳴が恐らくこうい

うことのやっぱり要因の一つ、まあ全部とは申さないけど、そういうふうになったんで、

はなかろうかと、こういうように思うんですが。

私、しばしば言うんですが、何ぼし北、ことであっても、いわゆる永久的に何かやろう

という事業は少なくとも当初予算に組んでいただいて、それで予算委員会で十分審議を

してもらう、こういうことであるんなら妥当ではなかろうかと思うんですが、しかもも

う期間も半ば来たところでですね、こういうことを設けられるというととには一一当初

から予測されていたのかどうか、さもなければまあさっき私が言い方が妥当性を欠くか

もしらんけど、どかっと何というかそうしヴ市税収入が多く、思ったよりというか、最

初から低めに見ておったのか。経済状態、の上昇というようなものをつかみ得なかったの

かどうか、その辺のものを、あした私も聞きたし、と思うんですが、そういう中で、こう

いう基金をつくられること自体には、私一一前からも出てきておった問題だからし巾、ん

ですが、口では 3億というけど、基金をされるというには、かなり周到な準備と、いわ

ゆるそういうことが必要ではないかと思うんで、その辺のところを、それとこれを認め

るからには、今後の法人化の後に、緑化協会というのが、日野のそういう緑の保存とか、

そういう形の中で、どういうメソパーでどうするんだというようなことも当然、この資料

に案が出ているようなんですが、いま少しそういうことの経緯を市長なり担当から説明

をしてもらいたいと、こう思います。
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あとは国道20号とか京王高幡踏切だというのはもう長年の問題で、これを即都へ要望

されるということは、要請されるというか、促進を要請されるというのは当然、じゃなか

ろうかと思うんですが、むしろ強い要請とともに、市議会でも協力できることは率先し

なきゃならんじゃないかという点を、私今感じているんで、 1、2はいいですが、 3と

4の点をいま少し説明願いたいとこう思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問をいただきました。新しい都の将来計画の中に、新し

い美術館を区部に 1館、そして多摩の市部に 1館、これを68年ころまでに場所を決めた

い、つまり事業計画を定めたい、こうし、ぅ計画があるというふうに承っております。そ

のことに伴いまして各市、聞くところによりますと、今 7市というふうには聞いており

ます。そのような各地の誘致運動が生まれておる、こうしヴ状況も聞いております。

今御指摘のとおり、まあ近隣市、八王子、立川、あるいは稲城、多摩・稲城は例の今

米軍が使用しております弾薬庫跡地、それらの近隣市の要請があるということが、間接

に聞いております。これからの推移の中で、関係市とも十分連携のとれるような協議は

図っていくべき問題である、課題であると、このように考えております。

先日、我々執行部の者と、それから滝瀬都会議員さんの同道をお願いいたしまして、

副知事、それから教育長、建設局長、それらの方に事情説明をしながら、お願いをして

まいったところでございまして、ことしの年末ごろまでに、何か委員会の方向づけがな

される。最終的にはもちろん知事の決定されることではありますが、そのようなことを

承りました。今後日野市の熱意をかけて、周辺地域とも十分御協議をお願いをし、実現

への努力を議会とともにさせていただきたい、このように考えております。

資料が遅いという点につきましては、今後なるべく早く資料をお届けするようにいた

したいと、こう考えております。

それから 2番目の御質問、環境緑化協会の法人化に伴つての質問でございますが、今

回補正予算の中で3億円の出資をし、法人化の認可をとる、そうし、ぅ御指導をいただい

てまいったということを、今御報告したところでござし、まして、まあ御理解をお願し、い

たしたいと思っておりますのは、年度問の補正でということですから、一見税収等の財

源に依存をした思いつきかと、こういうことになろうかと思っておりますけど、私ども

の内輸の事情といたしましては、都に法人化への御指導をいただきまして、この程度の

金額、あるいはまた来年、新年度の発足には、この時期に補正をし、 12月議会には寄付

行為の条例を制定していただき、 1月かそのころには、認可をしようと、このように御
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指導を受けております。この財源は、実は御承知のとおり、 10年ほど前に環境緑化基金、

この基金を制定いたしておりまして、その基金、 10億円を超えました。その基金から今

回取り崩しをして、この財源に充てたいと、こういう考えでございました。形は出資金

でございますが、これは緑化基金に置いておくのと同じような趣旨でございまして、財

団法人にはもちろん財団の基金が必要でございますし、それに市の今の緑化基金から取

り崩しをして出資をすると、そうしてその出資はこれは永久に一一一永久にとし巾、ますか、

動かしたり、減らしたり、なくしたりするものではない、こういう性格でございます。

周到な準備が欠けるがと、こういうことに御指摘をいただくわけでありますが、一応準

備を考えながら進めてきたと、このように御理解をいただきたいと思っております。な

お美術館関係につきましては、教育長からも必要な部分は補足してもらいたし、と思って

おります。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 市長の答弁に補足させていただきまして、先ほど石坂議員さ

んの方から質問のありました関係 7市というのは、どの市が今名のりを上げているのか

という御質問でございますけれど、八王子市、それから立川市、昭島市、国分寺市、多

摩市、稲城市、それに日野の 7市でございます。今現在窓口としては教育委員会の社会

教育部、文化課が窓口になって対応していると、こうしヴ状況でございます。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 今、何というか将来、時間が美術館の問題にしても、まだまだ

先の問題で、ただまあいつの段階で、場所がここでよろしいということが決められるか

ということが、運動の展開の熱意というか、いろんな立地条件が備わったとこに、知事

が決められると思うんですが、かなり時間もかかるんではなかろうかと思いますが、 7こ

だまあ私も教育長のお話のように割合とこの近くの市がぜひお願いしますと言っている

だけに、見方によればやりやすいような面もあるし、最終的にはかなり連携をしないと、

互いにヲ|っ張りっこだというようなことでは、我が日野市でも一一一条件としては全く多

摩動物園あり、高幡不動あり、モノレールが通ってくるというようなこ との中では、立

地条件としてはかなり恵まれているんではないかと思うんですが、用地の確保と問題は

そういう点がかなり一つの問題点になるんじゃないかと思うんですが、環境としては私

し、し、と思うんですが、たまたま自由市民会議でも北海道の北見に行って、これは複合施

設だったんで、すが、そういう美術館なり、科学館の複合施設を見てきたんで、都あたり

がつ くる美術館というのはかなり立派なものを考えているんではなかろうかと、考え方
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によればぜ、ひ日野の地にということだけど、近隣との私いろんな力関係というか、引っ

張り合いというのがかなり強くなってし、くんではないかと思うんで、息長く、地道な運

動の展開をすることがやっぱり必要じゃないかとこう思うんで、特段意見ではないがま

あ申し上げておきたいと思うんですが、それこそかなり多摩も名のり上げている、立川

も名のり上げて、国分寺は幾らか遠いかもしれないけれども、江戸博物館のときも私た

またま議長でいろんな人来たんで、すが、とどのつまりは江戸だというから都内へという

ようなことになると、今度は都内に一つ、 三多摩にーっということなんだけど、どうも

この優劣が多摩の丘陵を擁しているだけに、引っ張り っこになりやせんかと思うんで、

その辺のところもよく今、緒についたところだと思うんでですね、そう息の長いお願い

ではないんだろうけれど、かなり心して運動の展開が必要じゃないかと、こういうこと

を申し上げておきたい。

それから緑化など、私は一番こうし、う緑化業界というのを一番一一前は何か私も小島

美術館のときに、いわゆる財団をつくるとしヴ、法人化するというときに感じたんで、す

が、昔というか、案外少ない基本金で認可をしたんですけれど、このまま少なくとも 1

億だというように聞いているんで、それが当然、基本金になってし、くんで、取り崩すから

ではないということも私もわかるんだが、要は公団とか、こうしヴ公社ですら、今の趨

勢の中では非常に行政改革の中で云々というようなことの中で、ともすればこういう法

人化の中で、どういう一ーやはり一番食われていくというのは、私人件費ではないかと

思うんですね。それをだから充当するメソバーを、いわゆる年々市の部課長さんも、お

年をとられれば60とし、う、今の段階では、将来の展望では63になるかもしらんけれども、

今の段階ではいわゆる地方公務員というのは、 60歳が定年というのが決まっておるんで、

どういう人をやはり充てていくかということと、この案にも役員構成の問題が出ている

んですけども、よほどその辺のところが一番何か、事業の内容そのものより、私は何と

いうんですかね、何の事業をするにも要は人だという問題と同じ、それから組織がどう

やはり能率化していくにしても、悪い言葉かもしらんけれども、いろんな災禍というか、

思わしくない警告にしても、人の問題でなるんではなかろうかと思うんでですね、その

辺の社会福祉法人も日野でもつくられているし、こうしヴ緑化法人もつくられる中で、

そういうことのやはり私が言う見通しというのは、かなり人事構成というか、その働く

職員の問題、こうし寸法人の役員構成というものをかなり一段次元の高くて、しかも公

正な、いわゆる理事会組織なり、監査方式を恐らく考えておられるんだろうと思うが、

その辺のことが一番私まあ心配になるというか、重要なことではないかと思うんですが、
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027番(石坂勝雄君) 今、市長、何か緑化協会のことで、公園の管理にしても、道路

ものに対する、要求はするけど保存なり管理というか、意識が出てこないんじゃないか

と。 何でも役所、もう今の日本では役所がやるということになっているから、道路のご

みが落ちてようが、何はしてょうがしないというようなことで、こうしづ緑化事業とい

うなり、事業もある程度そういう地域に任せるということじゃないけど、の理解を得て、

地域のボラ γティアということも考える運動を展開しないと、自然を特に大事にしなかっ

たり、その公闘を非常に大切に扱うという気持ちがなくなるんじゃないかというように

思うんですよね。

特に私百草密だとか、ここらの八幡神社あたりを見ても、もう缶を捨てるとか、そう

いう点から言えば、公徳心が薄れてきているかどうか知らないけれど、そういう点で地

域にやっぱりそういう緑を大切にするなり、公園は遠くの方の者がそう身近な、いわゆ

る旭が丘から百草の自然公園を見に、使いに来る人というのはないとは言わないが、少

ないんじゃないかですね。そういう自治会なり、地域のそういう子供会なりがほかの運

動の一環としてもそういうことを何かの形でしておくということも、とういうときには

必要じゃないかということを、あえて御答弁は要らないけれども申し上げておきます。

以上です。(i関連」と呼ぶ者あり)

0議 長 (市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) ちょっと関連をしてお尋ねをいたします。

今、都立美術館の誘致運動の件について質疑が、そのことを中心に行われたわけであ

りますが、今教育長のお話では、各市もそれぞれ誘致運動が行われているということで、

それぞれの自治体のお名前も一一新聞等でも報道されておりますが、挙げられておりま

した。現在、それぞれ用地を各自治体では挙げてこの誘致運動を名称といし、ますか、場

所を特定をして誘致運動を行っていると思うんですが、日野の場合は都有地でもない、

国有地でもない、また公団等が持っている用地でもない。つまり民有地をあてにして、

個人地主の方の協力というものをひとつ要請をして、その場所に美術館をという考え方

だと思います。先般、ことしの初めだったと思いますが、緑地を保存していくというこ

とで、程久保の16ヘクタールの用地の個人信託の、緑地信託の制度を日野市が採用して、

用地の確保に当たっていくということでありましたが、現在、どの程度の用地がすでに

美術館用地として充てられる目算でしょう。どの程度確保されているのかですね、その

点現状についてお尋ねをいたします。

それから今東京都の委員会で建設予定地の選定や、その規模等について協議が行われ

ているということでありますが、結論がことしじゅうに委員会で出されるということの

そういうことのどうなんですか、腹案的なものはもうことで一一何かこれだけのものを

やられるには出ているんですか、このいわゆる職員の今後の、どういう形で職員という

か、その当たるーーほかの何というか理事長なり副理事長、常務理事というのは常勤か

しらんけど、あとの理事とかというのは、非常勤ではないかと思うんです。その辺の人

じゃなくて、構想というのはどう いう形で持っていくかというようなことが、できてお

られるのかどうか、再度聞きたいと思うんですが。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 現在緑化協会の法人化を目指しておるわけでありますが、役

員構成、あるいは職員ということまで、深く決めることはもちろんでありますし、予定

というところまで、進んでおるわけではありませんO 適正なまた人材を得て、本当に市

民の方々とともに活動できる人員配置でなければいけない、また各団体等の御協力もい

ただく姿をとることが大切であると、このようには考えております。

ただ職員の組織ということになりますと、やはり定年等で去ってし、く職員の方のある

期間の働き場ということも今後大切でございますので、それらのことは大いに当たって

いただこう、このように考えるところでございます。 少なくも日常的な地区公園の管理

の範囲でありますとか、あるいは業界に出しておる委託事業等につきましでも、この機

関、この団体が行政の一翼を担ってやれる、仕事ができるというそういう能力を持つこ

とが、この協会設立の趣旨であると、このように考えておるところでございます。

0議長(市川資信君) 石坂勝雄君。

の街路樹の奥定というんですか、管理にしても、日野全域を業者なり、老人のいわゆる

雇用の促進というか、高齢者事業団のお仕事をやっていただくということは、ある面で

はこれはもうこれからの公園がこれだけ多くなってきて、かなり管理するというのには、

今非常に何というか、福祉事業に対しては、ポラソティアのですね、学生だとか、そう

いうボラソティアを支える人の募っているというか、そういう人のものに期待している

ことは多いわけですよね。それと同じように私かなりこれだけ日野でも道路なり、公園

の管理だけでも大変なことになってくるんじゃないかということで、地域にある程度一

一住民も自分の見方によれば庭だというよう なことも言えるんでですね、あわせてそう

いうような多摩川のクリーソ作戦だとか、浅川のク リー γ作戦をやると同じように、自

分の身近のそういう公園だとかということも、いわゆる環境の何というか、奉仕すると

いうか、ボラソティアをするというような気持ちもしていかないと、私は余計そういう
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ような市長の今お話でございましたが、今後の美術館建設に当たって、東京都はどうい

う計画を現在一一タイムスケジュールですね、持っているのか、その点もう一度お尋ね

をいたします。以上です。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 関連質問にお答えをいたします。

される予定と、こういうように開いています。で、多摩地区にできます美術館につきま

しては、施設の規模が 2万2，0∞平米と、約6，500坪からの大規模な施設を擁する美術館

でございまして、当然建設委員会の中では、その内容等につきまして検討したというこ

とでございまして、最終的に多摩地区のどこにそういう美術館を決定するかということ

につきましては、知事の段階で決定をすると、教育委員会の方にはそういう権限はござ

いませんので、今建設委員会でまとまった内容を知事の方に答申した上で、知事の方で

決定していただくと、そういうスケジュールだと伺っております。

0議長(市)11資信君) 古賀俊昭君。

日野市の考えております美術館予定地、これは動物園から西の方向に接続をしており

ます程久保緑地と言っておりますが、いわゆる調整地域、また都市緑地指定地域、そう

いう範囲の場所であります。そして現在もまさに緑地として保全をされておる状況でご

ざいますし、調整区域であり、また他の指定緑地の場所でもあるということで、地主さ

ん方には一面迷惑な面も伴うわけでございますから、信託制度、それらの制度も使いま

して、ある範囲の契約が今進んでおると、こういう状況でございます。

全部の場所、全部はこれは全体的に考えますと、将来の緑地保全の中で、動物園の拡

張も可能な予定地、全体としてはそう考えたいわけでありますし、その中の 3ヘクター

ルか数ヘクタール、美術館の用地として地形のし、し、場所がとれるというふうに考えてお

ります。

また、信託契約を結んでおりますのは 1ヘクタール前後で、とざいますが、なお市に買

い取ってほしいと、そういう要請を持ち込まれておるケースもございますので、まただ

んだん理解をしていただし、て、ひとつ全域の確保ができれば幸いである、そういう事情

でございます。

それから他の地域も国有地あり、それから公園用地あり、あるいは都の所有というの

は、あるかないか正確には存じませんが、いずれもとにかく買収をしなきゃならん土地

ですから、我々が予定をし、お願いをする地域も御理解を得ることができれば、比較的

取得は他のケースにあわせて困難だということではないというふうに考えております。

スケジュールのことですが、これはちょっとまだ我々も正確な認識は持ち得ておりま

せんが、少し今回横田副知事、それからあるいは教育長、そのあたりですこし具体的な

話もあったように思っておりますので、教育長から受けた範囲で、お答えをさしていただ

きます。

0議長(市)11資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

昨年の10月に新美術館構想建設委員会というものが、教育委員会の中に一応発足いた

しまして、 1年間の大体検討期間ということで、ことしの11月ごろ知事あての答申が出

024番(古賀俊昭君) わかりました。

それで私がお聞きしましたその現在すで、に信託制度を採用して緑地を確保している面

積と、それから美術館の必要面積、またそれを確保するに当たっての時間が、果たして

都が考えている新美術館建設のスケジュールとうまく整合していくのかどうかという点

を詳しくお聞きしたかったわけで、すが、その点ちょっとあいまいだったんで、すが、現在

建設予定敷地は大体6，500坪、すでに信託制度等で日野市が確保している用地は、今市

長は 1ヘクタール程度というふうにおっしゃったんで、すかね。で、今後市の方に買い取っ

てもらいたいという個人地主の方もいらっしゃるということで、その辺は大体美術館の

建設が予定されている完成時期等々と勘案しまして、大体大丈夫なのかどうか、個人地

主の方の協力があったにしても必要面積は確保されなければ、当然この話は水泡に帰す

わけですので、他地域の他の自治体の用地がやはり一括して国有地等であれば、所有し

ているのであれば、こちらの方が早いというふうに普通は考えるのが、通常の考え方で

はなかろうかと思うのです。そういう中に伍して、何とか日野市は有利ですよというこ

とをさらにアピールしてし、くためには、用地の確保にさらに努めなければ、逆に不利な

立場に陥ってしまうのではないかと思うんですが、もう一度お聞きをいたしますが、大

体 1ヘクタール程度ということですが、その点少し詳しく、このくらいは確保してます

ということをちょっとお答えをいただきたいと思います。

それから、時間的に他市と互角にやっていけるというふうに一一用地確保の件とその

美術館の完成時期との兼ね合いは、そういうふうに踏んでおられるからやっておられる

ことだと思いますが、その点もう一度、目算をある程度具体的にお聞きをしたいと思い

ます。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 現状、私有地ということでございますし、公共的な指定等の
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意味はよく御理解はいただし、ておるわけでありますけど、あまり越権なことも、かえっ

て失礼だと、こうしヴ事情はございます。しかしながら先ほど申し上げておりますとお

り、 16ヘクタールという地域の中の、一番地形のし、し、場所をまた選ばなければなりませ

んから、そういう意味では全体の緑地を動物園の拡張用地として考え、その中のまた一

番出入りにいい、また地形上にかなう場所を美術館予定地として定めるのが順序だと、

このように考えております。現在、一応確保に近い状態のものを、すぐ美術館用地とい

うわけではございません。全体の中で地形のし巾、ところを、これはいろいろな関係の方々

のまた御判断によるところが多かろうと、このように思っております。

他との、多少競争の面もございますから、都の方のスケジュールにおくれををとらな

い、そういう確保への努力こそ、ことしの中の急な課題だと、このように考えておるわ

けでございます。大いに努力に努めたい、こういう実情でございます。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 今ちょっと追加をしてお聞きをすべきことがちょっとございま

すのでお聞きをいたしますが、個人の地主の方が市の方に信託をしてくださっている用

地は、市の方が最終的には買い取らなければ、美術館用地としては使えないと思うんで

すが、いわゆる広域信託の、何とし、し、ますか、信託法に基づく信託じゃないということ

をこの間お聞きをしたんですが、そういう場合に間違いなく都立美術館の用地として確

保が、最終的に間違いなくできるものなのかどうかですね。その用地は市が一度買い取っ

たものは、東京都に寄附をするような形になるのか、買い取ってもらうのかですね、そ

の辺、どうなっているんでしょうか。

0議長(市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 事が用地のことですから、あまり先走ったことは言えないわ

けでありまして、要するに市が仲立ちをして、なるべく確保のしし、いように確保に努め

ると、そして都にいずれは買っていただくと、こうし、うわけでございまして、市が買っ

て寄附をするという性格のものではございません。相当期間借りる様子にしましても、

市が確保をしてお預かりをしておくと、それをいずれは地主さんの御了解もいただし、て

都に譲渡する。都が直接お買いになる部分が出るかもしれませんが、市が間に立って確

保しておくということを、当面は信用関係、信頼関係をも確立する中で進めていきたい

と、こう考えております。市が財政投資をするとしみ、終局的にはそういうことにはな

らないわけでありまして、市が確保し、そうして都民全体の施設にしていただくと、こ

ういう考えでございます。
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0議長(市川資信君) お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと

思、し、ますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

行政報告の質疑を続けます。板垣正男君。

午前12時10分休憩

午後 1時32分再開

019番(板垣正男君) 午前中の市長の行政報告の一番目にございます国道20号線立川

ロータリー立体化事業の促進の提起でございます。これをちょっとお伺いしておきたい

と思うんですが、促進の提起ということになっておりますから、森田市長がこの問題を

提起して、建設省に要望を行ったというふうにも受け取れるわけですけれど、従来この

20号線の交通渋滞の問題を解決するには、 1・3・1バイパス計画の促進こそこの交通

渋滞の解消の一番の先決問題なんだと、だからそれにこそ力を入れなきゃいけないとい

うようなことを私ども従来建設省当局から、そういう話を伺うことたびたびあったわけ

でありますけれども、この要望書を持って、市長が建設省当局にお会いした際、どうい

う建設省の反応であったかということを伺っておきたし、と思うんです。

それと立)11ロータリーは御承知のように立川市内にあるわけでありますから、立川の

当局、住民、あるいは関係する国立当局等、当然それらの了解と賛同がなければならな

いわけでありますが、こうし、う立体化促進の問題提起をしたということは、国道20号線

の交通渋滞の解消の有力な一つの方策にもなろうかと思うんですが、それら該当する自

治体住民の意向などは、事前に折衝なり、あるいは打ち合わせ等が行われているのかど

うか、その辺を伺っておきたし、と思うんです。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 先ごろ日野駅のト γネル歩道が開通をいたしまして、我々が

国道20号線の交通事情の解決の大きな第一歩をしるしたと、こういうふうに認識をして

おるところでございますが、なお渋滞を解決するには、その延長上の、東に向かつて延

長上の立川ロータリーの立体化の都市計画が存在するわけでありますので、そのことを

特に今回は問題として提起をし、関心を高めてもらい、取り組みも進めていただこうと、

こういう意図によるものであります。もちろん国当局は我々が 1・3・1と言っている

都市計画路線を国道20号ノミイパスという言い方をしておられます。相武国道工事事務所
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の所長に会って文書をお持ちをし、直接意見を申し上げてきたわけでありますが、 この

ことによって、こちら側の促進を考えることによって、一層 1・3・1路線の優先度が

高まってくると、しかしいす.れにせよ本来の国道の特に立川ロータリ 一部分の立体化と

いうことは、計画としては存在をすると、こういうことでございました。その際、一本

都道を、国立の方から斜めに入ってくる路線なんですが、それも東京都に一一これは都

の管理する道路で計画されておりますので、東京都に対してもそのことを特に機会を見

て、強調してほしいと、こういう意見でもございました。

先般、高幡東踏切のことを御要望に参った際に、そういうこともあわせて東京都にお

願いをしてきたと、こういうことでございまして、建設省とそれから東京都の建設行政

当局に一つの橋渡しをしたと、とういうことにもなってまいっておるわけでありまして、

そういう認識の中で立川ロータリーのことも、促進をいたしたいというのが、日野市民

の願いであると、こういう意図でございます。

0議長(市川資信君) 都市整備部長。

方にも話の内容として陳情もしておりますし、それからさらにはこの所管が、東京都で

言いますと北多摩北部建設事務所の所管になりますので、この所長の方にも事情を話し

まして、文書でお願いをしているということでございます、以上でございます。

O議長(市川資信君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 大体わかったんですけれど、都道の計画の関係などもあるよう

でございますから、東京都もあわせてこの問題に関連して取り組んでいただくというこ

とにならなければならないわけでありますが、市長がお会いしたときに、建設省はもと

もとこの立体化というのは計画としてはあるという話、そういう説明されたようですけ

れど、そのことは立体化についても建設省は前向きに取り組むとしヴ感触を得たという

ことなんでしょうかね。その辺は、率直にどうなんでしょうか。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私はそのように受け取りました。かなり我々の意見も係官が

0都市整備部長(前田雅夫君)

たします。

ただいまの市長も申し上げましたように、立)11ロータリーの交通緩和、いわゆる解消

私の方から少し細かし、部分につきまして、お答えをい

集まって聞いていただきましたし、特に今日の事情、日野橋から立)11ロータリーの部分

から、時刻によりますと、日野台まで車がつながる、こうし、う事情でございますから、

1・3・1の促進はもちろんですけど、この立体化についても、抜本改善に非常に有意

義だということの御理解はし、ただけたと思っております。

0議長(市川資信君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) 2点ほどお尋ねしますが、 1点はことしの夏におきましても海

の事故、山の事故、交通事故等もあったわけですが、市内の公立小中学校に通われてい

るお子さん方の夏の事故の状況が集計されてありましたら、御報告をいただきたし、とい

うふうに思います。

もう 1点は生活・保健センターの中に、温水プールが小さい規模ですができまして、

天候の不順等も重なっていたわけで、すが、今回の初めての開設によってどのぐらいの利

用状況であったのか、把握をされていれば御報告いただきたいと思います。 2点だけで

す。

につきましては、第ーには 1・3・1号線、いわゆる東京・八王子線の建設ということ

になります。

それから 2点目はこの立川ロータリーの関係する道路、それから交差点の改良という

ことになるわけでございます。この立川ロータリーにつきましては、日野の方からロー

タリーに参りまして、現在直進をしますと、立川市役所の方に参りますし、左に折れま

すと奥多摩街道に入るわけでございます。右に折れますと、国道20号線が続いていくわ

けですが、都市計画道路として、ただし、ま市長が若干触れましたけれども、立)112・1・

1号線というのがございます。これは今言いました日野の方から参りまして、国道20号

線の右折した20号線、それから直進する市役所方面、この間に奥多摩街道の方から来ま

すと、真っすぐ行く斜めの計画道路がございます。この道路の建設をしないと、このロー

タリーの処理ができないわけでございます。したがって、立川、それから国立にもこの

改善策につきまして市から話をし、事務的な打ち合わせをしているということでござい

ます。

それから東京都の方に対しましては、建設省の相武国道の事務所の陳情とは別に、先

月の22日でございますけれども、高幡東踏切の立体化の促進にあわせまして、建設局の

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 第 1点目のととしの夏休み期間中におけるところの市内小中

学校の事故の状況でございますが、議員の皆様方御承知のように 7月の20日、ちょうど

終了式当日ですけれど、潤徳小学校の 5年生の前田芳樹君というのが、チック症候群と

いう病気を持病として持っていたんで、すが、母親の方が看病に疲れ、発作的に御本人を

絞殺してしまったと、そんなような痛ましい事故がございました。
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0生活環境部長(藤浪竜徳君) 生活・保健セソターの中にございます温水プールの件

「保有緑地等の維持管理に関すること」とい うようなことで書かれて、出ています。果

たしてその辺の調整はどうなんだと、仮に同じような仕事を両方でやるんだとなると、

その辺屋上屋を重ねるようなことになりはしないかと、そういう懸念があるんではない

かと、こういうふうにも懸念されるわけです。その辺はどうかということです。単なる

調査機関、あるいは市からの諮問についていろいろ調査検討をするということなら、そ

うし、う心配ないわけですけども、どうも一一これは後ほど補正予算で出てきますけれど

も、 3億の出資金を市で出す以上、ある程度の、これは事業をする機関ではないかと、

こういうふうに見てもし、し、わけですけれども、その辺の心配はどうなのかと、こういう

ことです。

さっき石坂議員も言われましたように、せんだって福祉公社も設立されました。何か

こういうことで外郭団体をつくって、そっちへ事業をやらせると、こういうことは一つ

は、まあこれはちょっと心配しすぎかもしれませんけれども、職員定数の問題がありま

すし、市でやることじゃ、これは議会のチェック機構も働くわけですが、とういうとと

で仕事を行政にかわって外部へ委託するような形だと、そういう機能の及ばないところ

で、何かされるとしヴ心配が出てくるわけです。私は緑化の事業、別にどうこうという

わけではないんですが、どうもその辺の心配があるんではないかと。今いろいろの面で

世界的にもよく「小さな政府jということを言われるわけです。なるべく民間でできる

ことは、民間に任せると。行政改革もその一つですが、そういうよう な、民主主義にし

ても、あるいはソビエトのペレストロイカですか、あれにしてもそういう簡単に言えば

ことになるかと思います。その辺の点がど うかなということで、それについての答弁を

お願いします。

それから美術館の誘致の問題ですが、たしか三多摩の人口は約350万あるわけです。 3

50万というと大体都道府県の中で、人口だけ見ると、大体11位ぐらいに当たるわけです。

ほぼ静岡県に匹敵する人口を抱えているわけです。それなのに美術館一つない、あるい

は大型病院、都立病院とし、し、ますか、そうし、う病院も一つもない。集会施設にしても、

市民会館はあちこちにありますが、市ではちょっと手がつけられないような大規模な集

会施設もなし、。あるいは運動施設もないわけです。このぐらい人口持っている県に行き

ますと、大体どこの県でもそのぐらいの施設は持っているわけです。どうしてそんなに

三多摩がこれだけの人口を擁して、そ ういうととで立ちおくれているのだろうか。よく

言われていることですが、一つは東京都に言わせれば、何か一つっくりたくても、今の

ように美術館でもそうですが、調整がつかないということが言えるわけです。美術館だっ

それから今度は逆に、あしたから 2学期が始まるという 8月の31日の最終の日に、南

平小学校の大沢君という 6年生の男子が、母親から叱られて、南平の踏切で電車にひか

れて死亡するというような、これまた非常に痛ましい事故がございまして、 両方とも死

亡事故ということで、教育委員会としても弔意をあらわしたというような状況でござい

ます。

なお、これは直接小中学校の事故ではございませんけれど、昨年の卒業生、日野二中

の卒業生である佐藤君というのが、 8月の28日の日に多摩平の団地の中で、仲間の青年

と一緒にプタソガスを吸引して、それがもとで死亡したという、 3件の死亡事故がござ

し、ましTこO

それ以外大きな障害を伴うような事故というのは、本日まで各小中学校からの報告は

夏休み期間中、全く上がってきておりませんO 以上です。

O議長(市川資信君) 生活環境部長。

でございますけども、このお手元にお配りしてあります行政報告書の25ページに、会議

室、及び温水プールの使用状況が載っております。ごらんいただきたいど思いますけど

も、それによりますと 5月、 6月、 7月で、大人・子供あわせまして 1万3，146人が利

用してございます。その他特定のプールの使用で、ございますけども、 「婦人の日Jそれ

から「老人の日」を持っておりますけども、これらが合計で890人、 「婦人の日Jです

けども890人、それから「老人の日」が374人と、このような状況で非常に好評でござい

ます。以上です。

O議長(市川資信君) 鎮野行雄君。

017番(綴野行雄君) まず第 1点は環境緑化協会の点について質問いたします。

ここに参考資料として緑化協会の寄附行為(案)というのが配付されております。こ

れを見ると、次の事業を行うというのがあるんです。幾っか、五つばかり との事業の内

容が書かれてあるわけですけれども、これと今の日野市組織規則というのがあるわけで

すけども、この中の公園緑政課の所管するのは何かというのが、この組織規則に載って

いるわけです。御存じのとおり公園緑政課は公園係と緑政係とこう分かれているわけで

すけれども、これとほぼ同じ内容の事業目的を緑化協会は持っているんではないか、こ

のように両方対照してみると感じられるわけです。

例えばこの寄附行為(案)の 4、事業目的の 4、 「日野市が保有する公園緑地等の受

託管理」ですね、これはそっくり同じようなことが例えば公園係の場合には、その 3に
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て本来はこれは23区へ一つつくるよりも、三多摩に一つつくるのがこれ優先されるべき

なんですね。都内には幾らもあるわけです。そういうことだと思います。

ですからその辺ひとつお互いに誘致運動を繰り広げて、むだな精力を使うよりも、ひ

とつ何とかその辺の調整ですね。もっと総合的な立場で、あるいは美術館は向こうに譲

るから、ひとつスポーツ施設はこっちへくれよとか、病院にしてもそうだと思います。

そんな形の調整ができないと、ますます立ちおくれていく心配があるんだと思うんです。

ょくですね、この間も、極論ですが、あるところで350万三多摩に人口があるんだ。もっ

といろいろの運動施設の整備なりを促進させるには、ひとつ政令指定都市を三つに分け

て、三つつくればし、し、じゃないかというような議論を聞いたこともあるわけです。ちょっ

と極論かもしれませんけど、そうし、う議論も成り立つかと私は思うんです。

東京都というものは、昔の東京市と東京府が合体してで、きたものですから、どうして

も基礎的自治体の仕事、それは23区の仕事量が多くなるわけですね。ということで三多

摩までは、目が届かない。どうしても仕事がおくれてしまうとしヴ、これが神奈川県あ

たりのことを考えてみますと、神奈川県は、横浜市とし、う政令指定都市を抱えているわ

けですけども、横浜市自体の中の仕事はほとんど横浜市単独でやっております。神奈川

県というのは何をするかというと、主にいろいろの税金面で、横浜市、例えば法人税、

あるいは事業税、法人住民税、あるいは事業税等の財源をもらって、それを横浜市以外

のところで仕事、事業をするというのが、これが大体の神奈川県の仕事になるわけです。

ところが東京都ではそうはいかないと、本来の基礎的自治体である23区の仕事を東京都

が直接やっているという面があるわけです。その面が最近いろいろ都制度調査会ですか、

そういうところでいまちょっと何か有効な組織ができないかというようなことで検討さ

れておりますけども、現状はそうなっております

一つですね、せっかく市長会なり、あるいは町村長会があるわけですから、このよう

な都にいろいろここにも資料でもらってあるわけですが、いろいろの意見書を出すばか

りでなく、ひとつその辺を活用して、ひとつ兄弟けんかしたってしょうがないわけです

から、総合的に検討されて、どこに何を立地するんだというようなことで、ひとつ協調

してやっていかなければならないかと私は思うわけです。

今、交通機関の発達に伴って非常に行政圏と生活圏とが非常に食い違ってきちゃった

わけです。事実ですね、生活の幅は広くなっているわけです。日野市だけでは全部用が

足りないという時代が来ているわけです。その辺もありますし、ひとつぜひそういう面

も検討していただいて、市長の意見なり、考え方を聞きたいと思います。以上です。
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0議長(市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問の後段からお答えをさしていただきたいと思います。

三多摩分県論でありますとか、あるいは多摩地域、つまり区部との三多摩格差という

言い方でいろいろ都行政に対します議論も多いわけであります。つまり三多摩の地位を

向上させるがし北、と、これはどなたも、あるいはどの市町も異存はないわけでありまし

て、東京都に大きな変化が生まれてきました。それはこの 9月1日から、多摩島娯振興

推進本部という都知事が本部長になられて、そうして局長が本部員になる、その事務局

に三多摩事情に明るい私どもの身近で信頼のできる方が参事として事務局長に就任され

たと、こういう発令が、今回の 9月初めの発令に実現したようであります。つまり多摩

島唄振興推進本部、副知事よりも都知事が本部長になるとし、ぅ、何といし、ますか、この

発想、でございますので、何らかのそういった一一多摩に対する人口もふえておりますし、

いろんな意味で発展をする東京都政の中の重要な三多摩に対する行政、特にハードな面

に努力をされるというふうに伺いました。

東京都もかなり税収が今回伸びたということでありますし、多摩に施策をすることが

より緊要な事態であるということと、また予算の執行で、つまり行政的に多摩の方が自

に見える効果がある。このように伺っております。したがって今御指摘のようなことに

つきましては、三多摩側の調整能力ということにもかかわってくると思いますが、都も

いよいよ、予算も構えて腰が上がったということに理解したし、と、このように考えてお

ります。

前段の環境緑化協会に対します、つまり屋上屋を架すようなことにならないようにと

いう御指摘を踏まえた質問だというふうに、伺っております。

行政報告の中でも申し上げましたとおり、特に緑行政というのは公園緑政課が担当い

たします主としてハードな面と、それから市民運動的な立場で、その一翼を担ってもらう

ソフトな面と、両面あると思っております。その両面をいかに継続的にお互いが機能し

あって、緑に関します一種の効用でありますとか、具体的な緑をふやす運動、こういう

ことにつきまして、特に市民の活力とそれから先ほどにも御指摘のありましたボラソティ

ア的活躍を期待のできる、そういう基盤づく りもしたい。これが趣旨でございますので、

屋上屋を架す形にならないように、両々相まって効果が全市的に、あるいは全市民的に

理解をされるという方向で取り組みたいというのが、法人化の意図でございまして、ま

たそういうことが御指摘の部分は十分配慮しなければなりませんし、またそのために大

きな目標として市民のお力を借りたい、こうい うことにあることを御理解をお願いした
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いと思います。

O議長(市川資信君)

017番(綴野行雄君)

飯野行雄君。

これ、各議員にせんだって配られた資料で、すけれども、 「活力

ある多摩島棋の創造」としみノミンフレットがあります。これは東京市町村自治調査会と

いうところで出された資料で、すけども、これはたしか市長もこれに参加当然、されている

わけですけれども、その中にもこの問題が詳しく論議されているわけですけれども、今

言った都の対応ですね、むしろそれ以上に三多摩の東京都における重要性から考えれば、

三多摩担当の副知事を置くぐらいのことが必要ではないかと、このようなことも言われ

ております。

いま一つ、市長からは具体的には聞かれなかったけれども、美術館誘致にしても、幾

つですか、 7市ですか、 8市ですか、名のりを上げると。都ではどっちにも手を挙げか

ねる。したがって事業もおくれてしまうと、こうし、う面が一ーまあこれ美術館ばかりじゃ

ないんです。ほかの都立病院にしてもそうだと思います。あるいは将来必要な大規模な

集会施設にとっても、そういうことになるかと思います。その辺の調整が何とかならな

いか。 26市内輪でですね、露骨なことを悪く言えばですね、けんかしていれば、かえっ

て事がおくれるばかりだ。もっと総合的に、これは都の仕事と言えば、仕事かもしれま

せんが、受け皿である市町村の、何とかその辺の受け方の問題だと、私は思うわけです。

ぜひこれからもそういう面もひとつ考慮、して、これは日野市長の一存でどうこうという

問題ではないわけですが、こういうことがいろいろの資料なりで論議されております。

ひとつその辺を検討なり、考慮、していただきたし、ということです。

それから緑化協会のことですが、この中に事業のーっとして、 「日野市が保有する公

園緑地等の受託管理」ということがあるわけです。現実に、今例えば公園の清掃なり管

理ということは、たしか業者に委託してやられるケースが多いわけですけれども、どう

いうことなんですか、これは環境緑化協会に、今緑政課でやっているこういうことを担

当させるという、文字どおり解釈すれば、そういうことになると思います。どうしてこ

ういうことをする必要があるのか。本来これは行政のやるべき仕事ですがね、今までだっ

てこれ公園緑政課が担当してやってたわけで、すから、それこそこれをまた事業団へ、緑

化協会へ出して、緑化協会がこの公園緑地等の受託管理をまた緑化協会自体でやるわけ

じゃないでしょうから、というケースもあるかもしれませんが、とてもそういうことば

かりはできない。あるいはこれをほかへ受託させるというようなことも、それで出てく

るんではないかというようなことも考えられるわけです。その辺は市長も言われました
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けれども、何か一括して 3億円ですか、出資金は。 3億円もちろん自由に使ってしまう

わけではないんでしょうけれども、ある程度事業をやるわけですよね。本来市でやるべ

きことをこういうところにやらして、執行者もそうですけれども、我々の目の及ばない

ところに行政の仕事を持っていってしまう。こういうのはどうも行政の姿勢としてはお

かしいんではないかと、そのように私心配されるわけです。その辺どうですか。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 心配をしていただくことにつきましては、十分配慮を必要と

するわけでありますが、これからの行政を考えてみますと、まさに自治体はいろんな形

で市民に、市民運動として参加をしていただく。また民間の活力も大いに活躍をしてい

ただく。こういうことこそ、今後の将来に向ける一つの新しい手法ではないかというふ

うに考えるわけでありまして、議会の目から遠くなるなんていうことを意図するわけは

全くないわけでございまして、事業報告もきちんと提出をし、批判もいただくというこ

とでなければいけないと思っております。

もちろん行政で直営する部分、直轄する部分、これが骨格になることはし、うまでもあ

りませんが、新しい手法を用いて、そうして例えば東京都の緑化協会が中心になって毎

年行われます募金、 「緑の羽根運動」というのがあります。 I緑の羽根運動Jは、これ

自体東京都民のいろんな努力によって、まず募金が始まるわけでありますが、そのこと

が緑の意識に対します高い役割を持っておるわけであります。それがまた日野市の場合、

東京都の都内でも、最高の募金額が集められております。これはし、ろんな団体の御協力

のたまものでありまして、それを本部に送りまして、多分6割程度、今度は還付金とし

て戻される。これは公金ではありません。まさに協会が受け入れるそうし、う活動も協会

がするし、受け皿として還付金もいただしこういう関係で、一例を挙げればそういう

ことでありますし、それから公園緑地、特に緑地をこれから相当量、あるいは面積持っ

て管理することになると思いますから、直営で業者に委託する部分もありますし、協会

の自力によって、ボラソティアの手段、あるいは業者に依存するということもあるかも

しれませんけれども、独自のまた方法もいろんな知恵を集める必要がある、こういうこ

とが趣旨であるわけでありまして、一一財団法人を持っているのは、今都内とし、し、ましょ

うか、羽村が持っておられるようであります。だんだん各市もそういう形を特に緑の環

境守るためには進められていくんではなかろうか、こういうふうにもうかがえるわけで

ありまして、もう十数年のいろんな施策を重ねてまいりました日野市でもありますし、

緑化推進条例を持っておる日野市でもありますので、基金は基金として、大切に守ると
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ともに、そういう形をとることによって、また事業活動も行政の範囲のみならずもっと

広がると、これを期待したいと思っております。

そういう考えに基づきまして、従来の単なる行政側の補助金というよりも、基金から

生まれる果実を一定に期待をし、それからまた市からも一一それだけでは済まないだろ

うと思っておりますが、事業費とし、し、ますか、管理費が賄える程度、そういうことが出

資額の根拠になっていると、このようにまた都の御意見も伺ったところでございます。

O議長(市川資信君) 鎮野行雄君。

017番(策野行雄君) 市長の言うことは私もわからないことはないとしヴ、よくわか

るわけです。ただ結果的にそういう意図がなくても、私の申し上げたような心配もある

んではないか、将来ですね。その辺を十分注意してもらいたし、ということを申し上げて、

この件は終わります。

いま一つ、これは市長の行政報告にはなかったんですが、例の JRの新駅の問題です

けれども、せんだって調査報告書を見たら、立派な調査報告書ができ上がりました。そ

れを土台にして、これから JRとの交渉に取りかかることになるわけですけれども、そ

の後あの調査報告書を JRへ届けたと思うんですが、その交渉経過ですね、どうなって

いるか。これはいつでもし北、というわけにいかない、なるべく区画整理との関連もあり

ます。時間的な制約もあるわけでありますので、ぜ、ひ花火を打ち上げただけではまだほ

んとの第一歩で、実現の道はまだ私、そんなに楽観できないとは思っているわけですけ

れども、来年、あるいは再来年に予定されているあそこの区画整理の事業決定とも関連

してくることで、この見通しがない以上、その辺にも遅れにもなりかねないと、こうい

うふうな一面もあるわけでありますので、ぜひ早急に交渉を進めてもらいたし、と、この

ことを要望一つすると同時に、今までのその後の経過を報告してもらいたいと思います。

O議長(市川資信君) 市長。

の難点とされておりました湾曲線、湾曲線とし巾、ますか、直線でない、これはクリアで

きると、そうし、う報告内容になっておりますし、それから駅自体から考えますと、新し

く設ける理由が十分存在をし、営業的にも一一一経費が 7億円ほどかかることにはなって

おりますが、これは新駅の建設費ということであります。新駅ができましても初年度か

ら黒字になると、こうし、う試算も出されておりまして、問題提起をした我々側からいた

しますと、大変事業に大きな背景が明るくなったと、このように言ってよろしいかと思っ

ております。

今の得ております情報といたしましては、当局の専門部局において、内部的な検討が

行われておるということ。それから私の方から差し向けました特命参与には、駅の、つ

まり新設経費はどこが負担するかと、こういうことだそうでございまして、金の負担と

いうことはとれは簡単ではございませんし、本来自治体が持つべき性格のものでもない

ということではありますが、何らかの理由のある、誘導のための役立つ支出はこれはい

とうものではないという程度に申し上げておるところでございまして、よその新駅誘致

で失敗をしている状況もありますので、そういうことを轍を踏まないように、また地元

という見解を正しく位置づけて、これから取り組んでいきたい、要請していきたいと、

このように考えておるところでございまして、まあこの秋にはひとつまた議会も御同行

していただけるような、そういう運動の形をとらしていただきたい、このように考えて

おるところでございます。

0議長(市川資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 教育委員会にお聞きをしたいんですが、先ほども夏井議員の

0市長(森田喜美男君) JR西豊田駅の新設ということを西平山区画整理事業とあわ

御質問の中で教育長がちょっと答弁で触れられておったんですが、新学期が始まって連

日のように子供たちの自殺の報道が新聞紙上にぎわしているという件でございます。そ

の3分の lが動機不明ということで、思い当たる節がないというような、こんな状況に

なってきている。専門家の方々によると、いろいろとその対策等について述べておるわ

けでございますけども、市内でも不幸にして先ほどの答弁にありましたように 1件発生

したと。で、この件について教育委員会としてどのように受けとめているのか、また学

校当局がどんなふうに児童に対して教育しているのか、その辺をお聞きしたいわけでご

ざいますけれども、災害の分析の一つに「ハインリッヒの法則」というのがあることは、

皆さん御承知のとおりでございます。あれは重大災害が 1件起こると、その中に300件

のちょっとしたことで重大災害につながるとしヴ、底辺に300件の隠れた事故があると

いう、こういう法則でございます。これを当てはめてみますと、日野で 1件ああいう事

せて計画をしたし、とし、うことで、 JR当局に以前の国鉄時代から地元要請を持ち上げて、

JR新会社に引き継いでもらい、真剣に取り組んでいただいておる、こうしヴ状況でご

ざいます。先般大きな膨大な調査結果の報告が委託機関からありまして、すでに先般の

議会でお配りをしたということでありますので、今回特に報告には触れなかったわけで、

ありますが、確かにその動きはございます。まず報告書を一つの提言というふうに置き

換えて、 JR本社に文書をつけて送り、要するにこうし、う報告であるから、事業に取り

組み、促進をしてほしいということを進めつつございます。幸いにあの報告では、新駅
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故がある。相当底辺にも悩んだ子供たちがし、るんじゃないか。一例挙げますと、 9月の

2日にたまたま私、子供会の関係の方やってますので、ちょっと育成会の役員さんとの

会合がありまして、その辺を一つの話題にしまして、いろいろとお母さん方に意見を求

めたところ、小学校5年生の女の子がもう夏休みなんか要らないんだと、遊ぶことがで

きない。勉強・勉強、塾・塾ということで死にたいということを複数のお友だちに電話

で連絡していると。で、まあ同じ友だちかどうか、その女の子に聞くと、どうも聞いた

ことがないというようなことで、ただこういう友だちにも電話した、ああいう友だちに

も電話したということで、確認をすると確かに電話があったということが判明したわけ

ですね。すると、今度それを聞いた女の子が逆に今度不安になって、非常にショックを

受けて、同級生がそういうような状態になっているという、自分も何かそんなような気

持ちになってしまったというような話が出されたわけで、す。地域社会の中では、そうい

うことがないようにどんなことをすればし巾、かということで、いろいろとこれからの社

会の一つの問題提起になるのかなというととでやっておるんですけども。

たまたま私、これ興味深く読んでいるんですが、 「まどベ」とし、う教育委員会が発行

している雑誌がございます。この70号に「子供の遊び特集」というのがありまして、こ

の中に東京女子体育大学教授の三浦さんが書かれた今の遊びというのが、運動的な遊び

が全然、ないと、いわゆるファミコソとかし、うそういう静的な運動ばっかり、遊びになっ

ているという・・・・。そのときお話しになったお母さん方でも、うちにも 6年生の男

の子がし、るんだけれども、プールから帰ってくると外に出なし、。何で遊びに行かないん

だというと、外でだれも遊んでないからとしヴ、こういう答えが返ってきた。やってい

ることはテレビを見たり、ファミコ γやっているという。非常に嘆いていたわけでござ

いますけれども、今の時代はそういう時代ですから、昔のことはこうだと言っても、通

用しないことはわかるわけですけども、この「まどベ」が大変し、し、ことを書いているん

ですね。私不勉強で大変申しわけないんですけども、この編集方針というのが、日野市

の教育の向上に使うんだということが書かれている。年 3回学期末ごとに発行している

ということ。これが果たして何部印刷されて、どういう層にこれが配られているのか、

これもあわせてお開きしたし、わけです。ぜひこういったものを活用しながら、本当に思

い悩んでいる子供たちの、本当に若い命を断つようなことのないようにしたいというふ

うに思っているわけですけども、悲しいかな、どんなふうにそういった指導していった

らいいのかよくわからないということが現実でございます。したがし、まして教育委員会

として、こういう一つの悲しい出来事を契機として、どんなふうに対処していこうとし

ているのか、もしお考えがあったら、お聞かせをいただきたし、というふうに思います。

以上です。

O議長(市川!資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

先ほど夏井議員さんの方からの質問の際にもお話ししたんですけれど、確かに大変痛

ましい事故で、特にこの 2学期が始まる寸前に、東京都だけでですね、小中高、 5件、

今申し上げたような動機不明的な自殺、あるいは事故、そういうものが生じている。と

んなことで都教委の方でも、原因究明に対する対策委員会等を設けて、現在の子供たち

の状態というものについて、さらに克明に検討していきたし、という方向を出しておりま

すけれど、日野市でも 9月の 2日の日に、 2学期合同の小中合同の校長会等もございま

して、私の方からもこれらの事故等を通して、特に家庭と学校との連携、あるいは何ら

かのシグナルを子供がはっきり、いわゆるあらわしているんではないかと、そういう点

についての速やかなキャッチ、そういう態勢づくりについて、ぜひ教育委員会と十分連

携をとって検討していただきたいという趣旨の話もしておいたわけでございますけれど、

全般的に言って、現在の子供さんたちの一般的傾向として、耐性、いわゆる我慢する気

持ちというのが、どちらかというと極めて希薄であると、自分の思うようにならないと、

行動が衝動的になると、そういう児童と、それから逃避、逃げてしまう、そうし、う状況

ですね。逃避的な状況等がやはり顕著にあらわれているんではないかと、何とかそうい

う点について何らかの対策を教育委員会としてもとっていかなくてはいけないと。さら

に生命の尊厳、そういうものに対する認識が極めて希薄になってしまっているんではな

いかと O 特に知識だけは極めて豊富なんですが、体験学習に乏しいと。昔はいわゆる年

配のお年寄りがなくなったりなんかする最期ですね、大体家庭でお医者さんが御臨終で

すというような話の中で、家族そろって別れを惜しむ行為等、一応行ってきたけれど、

今ではほとんどが病院でなくなられると。あるいはテレビ等に対しても、 「死Jという

ものに対して、あるテレビで死んだ俳優さんが、次のドラマではまた出てきていると、

そうし、う状況の中で、子供たち自身がこの「死」というものを一つのゲーム化してしまっ

て、死んでも生きているというと言えばおかしいかもしれませんけれど、テレビのドラ

マ等にあらわれてくるその現象というのは、確かにあるドラマでなくなった俳優さんが

別のドラマで、また再生して出てきている。そういうような状況等を通しながら、やはり

生命というものに対する体験的な学習等も乏しくなっているんではないかというような

点等も、いろんな角度から分析して対応していきたい、そんなように考えております。
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いずれにいたしましても、非常に知識だけが先行して、いろいろな面で体験に乏しい教

育、そういうものを何らかの方法で改善していきたい、そんなように思っております。

それからなお先ほどの「まどベ」の問題でございますけれど、年 3回、約800部ほど

印刷し、たしまして、主として各小中学校の先生方を中心に配付していると、そういう状

況でございます。

0議長(市川資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) ありがとうございました。

ぜひ非常に難しい問題であると思うんですけども、今の子供たちに「死j とはどうだ

とかこうだとか言っても、なかなか難しいこと言ってもわかりませんし、ただ今の子供

たちはだれかに相談するんじゃなくて、自分で簡単に結論出してしまうんですね。で、

思い立ったらばあっとやるというそういう非常に危険性を含んだ育ち方をしてますので、

非常に指導も難しくなってきているわけですけれども、ぜひ教育委員会の方としても前

向きに一一いろいろと大変でしょうけれども、また御検討願いたいと思います。

それからこの「まどベ」の今800部、 1回について印刷しているということですけど

も、これあれなんですか、例えば教職員の方に配られているということですけども、教

材みたいな形でもって使われたことがあるのかどうか。また大変し、し、ことも書かれてお

りますんで、多くの関係者に、もう少し増版をしてですね、配ればさらにいいのかなと

いうような気がし、たしますので、こういうことを一つのチャンスとして生かす大変し、し、

教材だと思いますので、できれば財政的に許されるんであれば、もう少し増刷りをする

なりして、関係者にも配っていただきたいというふうに思います。 1点だけですね、要

望はそれですけども、 1点だけ、これはどんなふうに教育の場で使われているのか、そ

れだけちょっとお聞かせください。

0議長(市川資信君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) でき上がった「まどベ」について、直接副読本的な形で利用

しているとか、そういうような状況はございませんけれども、御覧になっておわかりの

ように、各学校の学童、あるいは先生方からのそれぞれ投書をいただきながら、編集委

員の方がまとめている。大体その 3回に分けてのテーマをそれぞれその時期に一番学校、

あるいは家庭等で問題として取り上げられているような問題をそのテーマにしながら、

それを集中的にいろんな角度から研究、あるいは発表したような論文等を含めながら、

対応しているということで、さらに増冊等の問題等につきましては、できるだけ来年度

等に向けて努力したし、と思います。
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0議長(市川資信君) 宮沢清子君。

02番(宮沢清子君) 2点についてお伺し、し、たします。

先ほども御質問があったわけなんですけれども、日野市の環境緑化協会の法人化につ

いて、今期の予算の中で出資金が積み立てられているわけなんですけれども、 3億円の

基金が積み立てられいるわけなんですけれども、基金条例によりますと、 10億円をめど

として、毎年一般会計の歳入歳出予算の中から計上していくということで掲げられてる

わけなんですけれども、むしろこういった予算は補正予算以前の問題で、当初予算とし

てこの条例に基づいて、予算計画を立てていったらし、し、んじゃないかというふうに考え

るわけなんですけれども、その点はいかがなものかとお伺し、し、たします。

それからこういった10億円をめどとして毎年立てていくわけなんですけれども、現在

の基金はどの程度積み立てられているのか、またそれに関する利子の状況を教えていた

だければと思います。

それから62年度の主要な施策の成果と基金の運用状況によりまして、種々御報告がさ

れているわけなんですけれども、さらに今回日野市環境緑化協会の寄附行為に関する案

という案文が出ておりまして、その中の事業計画といたしまして、先ほども御質問があっ

たわけなんで、すけれども、 5点にわたって事業目的が出されておりますが、こういった

主要な施策の成果からさらに発展したトータルプラソをもってのこの事業計画を行うこ

とだと思いますが、その主眼たるものを教えていただきたいと思います。

それが 1点でございますが、 2点目といたしまして、最近の新聞またテレビ等の報道

でも御承知のとおり、老人緊急通報システムが、ベンダソトの方式が普及をされてまい

りまして、さらには東京消防庁に直接受信をして、そして緊急の対策に応じていくとい

うさらなる発展的な対応がなされておるわけなんですけれども、こういった施策の中で、

ぜひ日野市としても実現の方向で制度化されていくようになるんじゃないかと思います

が、この点についてもどのようにお考えになっているか、お伺し、し、たします、以上2点

です。

0議長(市川資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君)

思し、ます。

1点目の質問の前段の部分のお答えしていきたし、と

考え方として本来なら当初予算の中で計上すべきでないかということだろうと思いま

す。先ほど来、市長からの行政報告の中にもお話がありましたとおり、一つは東京都の

指導もあって、来年4月以降法人化にするというような目的の中での、今回の補正予算
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に3億円をお願いするものでございます。この 3億円を 6カ月間積み立てをいたしまし

て、その基金を新年度の法人化に向かつての運用基金として使っていきたいというのが

1点でございます。

また現在の環境緑化基金の残高はということでございます。一番新しいところで申し

上げますが、 8月末の現在でございます。利子等も含んで10億8，317万7，282円というこ

とが、 8月末現在の環境緑化基金の積立金でございます。よってこの額から補正予算で

お願いする 3億円を、この基金から取り崩しをしていきたいというのが、現状でござい

ます。以上でございます。

0議長(市川資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

法人化を予定しております緑化協会、五つの事業が書いてあります。寄附行為の中に

書いてございます。さらにこれの明細とし、し、ますか、どのような展開をしていくのかと

いう御質問かと存じます。これにつきましてはまず64年度からでございますので、 64年

度考えている内容を申し上げます。公共の場におけるところの花壇等の設置、それから

地域緑化清掃、これは清掃月間にあわせてやっていきたい。 6月ぐらいを予定いたして

おります。それから新入学児に対しての花鉢のプレゼγ ト、それから会報を年 2回、現

在 1回でございますけれども、これを 2回、春と秋にやりたし、というぐあいに考えてお

ります。それから小学校の児童を対象といたしましたところの「緑の道」とし、し、ますか、

緑に関しての作文の公募をいたしたいというぐあいに考えております。それから自然、観

察会、これはふるさと博物館等も利用していきたいというぐあいに考えております。そ

れと、前にある議員さんから話が出た緑化、花の方でございますけれども、市道にフラ

ワーポット等の花の設置等を行ってまいりたい。それと壁面の緑化を、なるべく緑で、

コγクリートでなくて、緑で覆っていきたし、というぐあいに考えております。それから

街路樹等のさらなる緑化等々でございまして、このようなことで進ましていただきたい

というぐあいに考えているところでございます。以上です。

O議長(市川資信君) 福祉部長。

いるように思いますし、幾つかの市がすでに置いてますが、これからもふえるだろうと

思し、ますし、日野市もますます必要を強く感じておりますので、できるだけ早く実現の

方向を探っていきたいと、設置、実現していきたいというぐあいに考えております。

0議長(市川資信君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) 休会中の新聞報道に対しまして、 3点ほどその後の行政の取り

0福祉部長(高野隆君) それでは 1人暮らし老人等の緊急通報システム、東京都の

組みと考え方をお聞きしたし、と思います。

1点目は日野駅の歩道ト γネルについてでございますが、あれが完成しました後、何

人かの市民の方から、駅舎とト γネルの間に屋根がないので、傘を差したりっぽめたり

という話があります。したがって、駅舎の中とあのト γネルとが何らかの屋根でつなが

ればよろしいのかなというふうな感じがしておりますが、このことについて行政はその

後JR側に、あるいは建設省なりに働きかけた経過がありゃなしゃ、お聞かせいただき

たいと思います。

それからいま一つ、あのトソネルの中に関してでありますけれども、できればかなり

の壁面に面積があるわけでございまして、あそこに日野市の紹介なり、あるいは学童の

作文なり絵なり、そういったキ.ャ ラリー的なものが当初考えられたような気がするんで

すけれども、その後そうしたものについて、話をされた経過があるかどうか、私は基本

的にその方がし、し、んではないかという立場で、お聞きをいたしたいと思います。

それから質問の 2点目は、先ほど鎌野議員さんからもお話がありました西豊田駅の建

設促進に関する JRとの交渉でございますが、先ほどの答弁でわかりました。だが私が

ここで聞きたいのは、あの新駅を確実なものにするために、幾つかの行動のポイ γ トが

あろうかと思うんですけれども、それぞれの節目についてどのようなととを考えておら

れるか、このことについてお聞かせいただきたし、と思います。

それから三つ目でありますけれども、 7月の14日の新聞だったと思いますけれども、

高すぎる給与・退職金のことについて一一15日の日付ですね、で、 14日に自治省が新た

に是正の指導をすると、こういう新聞報道があるわけですけれども、中身は給与につい

てはラスパイレス指数110以下、退職金は国並みの62.7を超えるととろについては、指

導すると、こういう記事でございますが、私はやはりこれについて日野市なり、あるい

は該当する三多摩の各市のそれぞれの市長会なり助役会なりは、どのような方向づけが

されているのか。私はやはり 1市で対応するというよりは、それぞれの市長会、助役会

でその対応を協議するということが、よろしいかと思います。やはり行政にかかわるも

ののこの自治省の指導が当然だ、当然というのもおかしいかもしれませんけれども、理

緊急通報システムについての御質問がございましたんですが、これについては一般質問

も出ておるように思いますので、詳しくはそこで申し上けYこし、と思いますが、今まで東

京都の社会福祉センターで情報集約等しておりましたのを、直接的に東京消防庁の方で

やるということになってございますので、これは非常に活用しやすい形態になってきて
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0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

につきま しては、地方財政再建法というのがございます。これは地方自治体の財政が破

綻をしたときにこの法律がも とになりまして、財政再建を行うわけでございますけれど

も、その法律の中で、いわゆる旧国鉄時代でございますけれども、地方自治体が建設費

を国鉄に負担することはまかりならんという規定になっているわけでございます。今回

御承知のように国鉄は今度民営化をされまして、この法律から除外をされたわけでござ

います。したがって、除外をされたから財政再建法は関係ないということにはなるわけ

でございますけれど、除外をされたことにより今度逆にいわゆる民間の企業に市がお金

を出すということについての問題が、また生じてくるわけでございます。これは周辺の

利用者を含めまして寄附ということになれば話は別でございますけれども、市の財源、を

そのまま一企業に負担をするということへの問題もあるということでございます。まあ

この辺につきましてはほかの市でもぶち当たっている問題でございますので、十分横の

連絡をとり、財源確保等について研究をしてまいりたいというふうに考えております。

O議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 3点目でございますが、総務部長の方からお答え申し上げ

ます。

7月のラスパイレスに基づく給与是正団体ということでございます。それからもう一

つは退職金の手直しをしろというようなことでございます。これは過去第 2次行政改革

が57年に発足しまして、それから 2次でずっとやってまいりまして、今回第 3次の是正

が行われたわけで、す。それで御承知のようにラスパイレスを国の職員と各市町村との職

員との比較ということで、これは今までラスパイレス一つの物差しにしてまいりました。

そして各市それぞれ市長会を初め助役会、そうしたところで検討されまして、 57年から

落と してまいりました。現在、日野市におきましては62年度のラスパイレスでございま

すが110.7ということで、それが公表されたかと思います。そうした場合一一先ほど基

準といたしましては、第3次は110以下ということでございますが、もう少しのところ

までは来ております。そうした努力の中で、これはやはり第 1回、第2回、第3回、第

2回目につきましては、 112.0というところまでの指導もございました。そうした中で

努力してまいりましたので、まだその112、あるいは現在113.5ぐらいのところもござい

ます。そうした努力で、とれは 1市だけということでなく、御質問にありましたように

26市それぞれが統ーしたもので努力をしていくということでございます。ただしそれに

は職員構成、組織、そうしたものが各市たまたま違っておりますので、それぞれのとこ

ろでの努力をしながら、その目標値に向かつて努力するということでございます。現在、

解できるという立場に立っているのか、そうでなく て行政に携わる者としても、ややこ

の指導については問題ありと受けとめているのか、その辺からやっぱり職員組合に対す

る話し合いの仕方も変わってくると思し、ます。したがってそういったようなことについ

ては、職員組合と話をする前に、行政のそれぞれの当局の各市の幹部の意思統ーという

か、こういったようなものが大変重要なものになろうかと思いますので、その辺につい

てどう取り組みがなされているのかということと、が、市長としてはこの自治省の再度

の是正勧告についてどのような考えをお持ちか、お聞きをいたしたいと思います。以上

でございます。

0議長(市川資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 1点目の御質問でございます。日野駅の歩道トソネ

ルということの、歩道ができても空間の問題だと思います。当然こちらから入った場合

の傘を差さないとという問題があるわけでございます。先ほども JR新駅の問題で特命

の参与がその調査表を本社の方に持参いたしました。その時点で正式ではございません

が、話題として何かの方法でやはり雨のときの不便さの解消についての話はした経緯は

ございます。しかしこの問題については当然不便でございますので、この対応等含んで

やはり正式に要請すべきだというふうに、現状では考えております。

またもう 1点、その壁面のギャラリー利用でございます。これにつきましては、私も

当初の計画等については、明確に把握しているわけではございませんが、当初壁面にあ

そこに一応の絵を書くというようなことを聞いたことありますが、今質問の議員さんか

らの作品の展示というようなことでは、まだ JRと正式に交渉した経緯はございません。

今後内部の調整を進めながら、検討していきたいというふうに思います。以上でござい

ます。

0議長(市川資信君) 都市整備部長。

JR西豊田駅の問題でございますけれども、今後の実現へのステップにつきましては、

報告書の末尾にフローの中で記入してございます。これらの順序に従って進めるわけで

すが、今私どもで詰める上での課題といし、ますか、感じていることを申し上げますと、

まずJR内部での技術的な問題、それから八王子・豊田間に駅をつくりますと当然電車

が停車したり、あるいは通過をするというその辺の運行上の問題、それからあと財源の

問題がございます。その財源につきましては、駅の建設費が 7億円余の金額になります

し、それから駅の南口、あるいは北口の広場をつくることもございます。特にこの財源
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0市長(森田喜美男君) 新聞情報からということでございますが、終わりの自治省の

もう一つ今回特に東京の都市の、都の、市の事情でラスパイレス等を下げる努力をする

ための手段として、住居手当を期末手当の中に参入をした。現在日野市は8，500円でご

ざいますが、毎年の一一期末手当の月数の中に計算をしておる、これが不当であるとい

う言われ方が出てまいりました。よそにもないことで、例外と言えば例外なんですが、

市長会といたしましては、これにも各市条例等で制定はされておりますが、当局の指導

でもございますので、努力をしようとしヴ決定になっております。 12月期を期して、是

正の努力をしようと、こういうことになっておりまして、これがかなりまた困難な論議

になるんではなかろうかということが予測されます。

私は組合側には一応提示はし、たしました。これからの交渉課題になってくると思いま

すが、しかしその前年の実額保障をしなかったためしはないわけでありますから、そう

いう数値の中でだんだんと吸収されていくものである、そういう措置をとらなければな

らないだろうと、このようにどこの市長も考えておるところでございまして、多少の期

間を要する、こういうことではなかろうかと思っております。

それからこういうことをまるで組合と市民生活を大きく支えるための論議の中で論ず

べき問題だとは思っておりますけど、私はもう本来の労使とこういった交渉の姿は、民

間企業、すでにいろんな形で福利厚生が行われております。そうし、う福利厚生の手段を

組合にも与えるとし、し、ましょうか、組合とし、し、ますか、互助会とし、し、ましょうか、そう

いう形で健康を守る手段を提供する。何か週休 5日時代も、土曜閉庁という形がだんだ

ん、どんどん進んでくるわけでございますから、そういう余暇の時間を健康のために、

あるいはスポーツというような手段で、あるいは文化の活動手段で生活を豊かにしてい

くという方向に論議を切りかえるべきではないかというような感じもいたしておりまし

て、これもまだ内容のあるものではございませんが、そういう議論をしようということ

を提示をいたしております。こういう状況でございますことと、あわせてまたそういう

認識で、これからの課題を解決をしていきたいというふうに考えております。

0議長(市川資信君) 福島敏雄君。

そのような努力でやっておりますので、あの新聞に出Tことおりの数字でございます。

それから退職金でございますが、これはやはり市長会、助役会で検討を重ねました。

それと東京都の指導が、先ほど申し上げられましたように退職金が62.7というような国

並みの数字でございますが、これは東京都自体がまだそこまでいっておりませんので、

東京都が26市に対する行政指導、あるいは是正ということの目標値を68カ月ということ

で指導してまいりました。そのために私どもの方で62年から段階的に、 68カ月というこ

とで、 66年の 3月31日をもって、 68カ月ということで努力をして、一応実を結んできた

ということでございます。二、三の市ではまだ68カ月に到達していないところもあるか

と思いますが、大体の市が、前後はし、たしますけれど、年数の前後はいたしますけれど、

68カ月ということでの努力をしてやってきております。しかし先ほど出ましたように国

としては、やはりまだ東京都はそうであっても、国との開きがあるというようなことか

ら、この間 7月には退職金のさらに是正ということで公表されたという経過でござし、ま

す。結論的に申し上げますが、市長会、助役会はこれらの意向を踏まえまして、さらに

努力するということでの統ーしてやっております、以上です。

O議長(市川資信君) 市長。

第2次になりますか、 3次になりますか、行政指導と言われておる内容について、補足

をしてお答えをいたします。

随分高度成長期のこの給与の体系が行政改革という国の方向づけの中で、何年来苦労

もし、努力もしてまいりました。かなり是正と言われる範囲の処置を一一一組合と議会と

交渉の中で改善策をとってまいったというふうに考えております。そして今回のラスパ

イレスにしましても、あるいは退職金にいたしましても、もうほとんど第 1次指導には

互角という言葉が当たるかどうか別よいたしまして、是正を行ったわけで、ありますが、

また第2次、第 3次、いずれは国並みの指導になる、こういうふうに言われております。

したがってそこには非常にこれからのまた難しい点が生まれてくる。都市というのはこ

れはどうしても物価も高いわけでありますし、生活費もかかるわけでありますから、 10

%程度の差が東京都の場合、あるいは神奈川県の場合、その他の大都市周辺で差がつい

ているということは、これは理由はありとみるべきだというふうに私どもは考えており

ます。

こういう形で財政再建、あるいは行政改革という努力は進めてまいっておりますし、

ほぼ自治体としてはし巾、ところまできたんではないかというふうには考えておりますが、

08番(福島敏雄君) ありがとうございました。若干要望を申し上げたいと思うんで

すけれども、一つはやはり日野駅のトソネルの問題にいたしましては、私の発言に異論

を唱えられる議員さんの発言もあったように聞いております。したがし、まして、ギャラ

リーの問題につきましてはぜひ内部でよく詰めていただし、て、まあ日野の玄関でありま

すから、何か工夫できれば私はよろしいかなと思っておりますので、御努力をいただき

たし、と思います。屋根につきましては、何か答弁が非常に前向きでございましたので、
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ぜひ頑張っていただきたいと思います。

それから西豊田駅の建設の問題ですけども、大変新駅のことにつきまして難しい面が

ありそうだというのはわかります。ただし、ずれにしましても、いろいろ構想を練ってい

ただいて、住民の力なり、あるいは周辺企業の力なり、そういったようなものが使った

方がし巾、結果になるんであれば、ぜひそういったような形も考えていくべきじゃないか

と思いますので、役所の中で研究されるのも結構ですけど、ぜひ交通対策特別委員会と

か、またそのほかの機関を通じまして、ぜ、ひ建設に至るまで、に、まあ悔いを残さないと

いうか、そういった全員の力を結集するというか、そういった形をぜひとっていただき

たいと思います。

それから 3点目の給与・退職金の是正の問題ですが、私も今市長のお話の中でかなり

わかる部分もございます。要するに国家公務員のラスパイレス指数というのを、これ10

0というのは、どういう数字なのかよくわからないんですけど、それが例えば全国平均

が100だとすることであるとすれば、やはり大都市近郊の勤労者の生活実感、実態、あ

るいは物価指数、こういったものから考えれば、どの程度必要かというのは出てくると

思いますので、そういった意味で、は国の指導に対して、論理的にまずいものについては

やはり市長会についても、これはきちっと対応すると。そのかわりこれはやめないとい

うふうなものについては、やっぱり職員組合にそれをお願いをしていくというのが、重

要なことだろうというふうに思っております。これからやはり市政をよくするには労使

のよきパートナーの関係を確立するということが相当ウェートが大きい問題だと思いま

すので、御努力をお願いしたいと思います、以上でございます。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君。

うなお話であったわけで、すけれども、アパートの住民や借家人についても、居住権とい

うのは保障しなければならないというのは建前になっていると思うんです。そういう点

ではこういうふうな住民の皆さんに市からの通知も行かないし、説明会へのお誘いもな

い。しかしいろいろ聞くところによると、そろそろ区画整理が進んできて、ここを出な

くちゃいけないかもしれないといううわさも聞いているということで、非常に不安を感

じておられるわけですけれども、こういうやり方というのは一般的なのかどうなのか、

これでし、し、のかどうなのか、その点についてお聞きしたし、というふうに思うんです。

0議長(市川l資信君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

09番(中谷好幸君) 午前中森田市長から高幡区画整理の事業については、順調に進

居住権とし、し、ますのは、御承知のように借地借家法に基づきまして、賃借人にその権

利があるわけでございます。これはこの権利は、いわゆる家主に対しましての問題にな

るわけでございます。区画整理は土地のいわゆる所有者、あるいは賃借者、いわゆる賃

借入、こういったものに対しましては当然区画整理によりまして権利が変化するわけで

ございますので、その権利を認め、法律的な手続きなり通知なりをするわけでございま

す。したがって普通の賃借人につきましては、区画整理法上は市から、いわゆる直接そ

の区画整理事業とか、あるいは事業の進捗等についても連絡等は行かない。あくまでも

大家さんといわゆるたな子の関係と、そういうことになっているわけでございます。

したがって過去、例えば万願寺区画整理区域内で申し上げますと、家の移転等がある

わけでございますけれども、その移転等にかかる問題については、まず第 1段階は賃借

人と賃貸人、いわゆる両者で協議をしてもらうということになるわけでございます。今

の法律体系の中からいきますと、地主を飛び越えた形で賃借入の方に市からいろんな行

政的なアプローチをするというのは非常に難しいんではないかというふうに考えており

ます。それから実際問題としてそういう環境を抜きにいたしまして、市からいわゆる賃

借入にこの区画整理事業の関連の話をするということになりますと、非常に地主と市と

の関係もなかなか難しくなるケースもあるわけでござし、ます。そんなとともございまし

て、現在の区画整理の進め方といたしましては、あくまでも地主さんに責任を持ってそ

の辺の対応をしてもらうということでございます。この関係は先ほど申し上げましたよ

うに、借地借家法でいわゆる賃借入にはそれ相当な権利が保障されているわけでござい

ますから、その中で話し合いをして事業に協力してもらうということになるわけでござ

います。以上でございます。

O議長(市川資信君) 中谷好幸君。

捗しているというふうなお話があったわけで、すけれども、直接そのことには関係ないん

ですが、この地域にお住まいの人、具体的にし、し、ますと、アパートの住民や、あるいは

貸家にお住まいの方から同じような質問を受けておりますので、この機会に質問させて

いただきたいというふうに思います。

それは区画整理事業についての説明を借家人に対してどのような形で行われているか

ということです。このことについて区画整理の窓口で聞いたわけですけれども、いわゆ

る貸し底舗などについては、例えば高幡の貸しj吉舗に行って商売されているような方に

ついては、説明を行っているけれども、借家人、アパートや貸家の住民については、説

明は行われていない。家主を通じてお話をしていただくようにしていると、こういうふ

円。向。
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09番(中谷好幸君) 非常に納得ができないわけですけれども、常識的に考えて、借 説明はやられるべきではないかと、やられる必要があるんではないかというふうに思う

わけです。その点についてお答えいただきたいというふうに、思います。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 借家人ももちろん市民であるということは全くそのとおりで

ございまして、借家人の方だから市の情報を伝えなくてし巾、ということはないわけであ

ります。たまたま土地区画整理事業ということになりますので、土地の持ち主、つまり

地権者が換地ということについては、かかわる対象である。その際にその換地に伴って、

アパートでありますとか、いわゆる借家が補償の対象になるということが生じます。そ

の際には借家人にも正当な補償、あるいは仮り住まいの経費、これらは該当するわけで

ありまして、権利という一一つまり市民という権利の立場と土地の持ち主というところ

に若干の換地という意味では差がございますけど、補償ということに対しましては、全

く同ーの権利の中にあるというふうに考えておりますし、また法律にもそのようになっ

ております。情報が少し足りない部分があろうかと思いますから、地域とい うことで情

報を提供する際にはもちろん借地借家の方も対象になっておりますから、足りない点は

これから補っていかなければならないと、このように伺っておるわけでありまして、積

極的に必要があれば説明に参りたいと、こう思います。

O議長(市川資信君) 中谷好幸君。

家人であっても日野市民としての権利があるわけですよね。日野市の事業によって、町

づくりの事業によって、自分たちの生活がどうなるのかというようなことについては、

あるいは地権者やその他の権利者と同じように関心があるというふうに思うんです。実

際問題として転居しなくちゃいけない、ある場合には居住権を失うというふうな場合も

あるわけです。そこら辺の点について今の法律の関係の建前から、アパートの住民や借

家住まいの皆さんには説明をしないと、しなくてもし巾、んだというふうなことには、絶

対ならないんではないかというふうなことを一つ思うわけです。

それからもう一つは法的に言っても、土地区画整理法でこの居住権の保障というのは、

事業者に借家人は請求できるという条項もあるわけですよ。区画整理法の116条の 3項、

4項です。ここで借家人は移転によって生じた損失を事業者に対して求めるこ とができ

るというふうな条項もあるわけです。法律的に言ったって、事業者と借家人との関係と

いうのは、法的な関係も生まれてくるわけですから、当然アパートの住民、あるいは借

家人に対して、あなたたちにはどういうふうな権利があって、この事業の中でどういう

ふうなことになれば、どういうふうに保障されるんだと、当然説明されてし、し、はずだと

思うんです。そこら辺のところ非常に納得できませんので、もう一度説明いただきたい

というふうに思います。

0議長(市川資信君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

先ほど説明いたしましたように、当然借家人は借家人としての法律的な権利があるわ

けでございます。それを市の方が区画整理事業を進めるために無視をするということで

はございません。当然借家人の権利をきちっと守るような手立ては保障の中でも考えて

もちろんいるわけでございます。

O議長(市川資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君)

O議長(市川資信君)

結構です。

古賀俊昭君。

09番(中谷好幸君) 当然、のことだと思うんです。私、一番最初に聞いているように、

024番(古賀俊昭君) 去る 6月議会で私、 5月3日に市民会館小ホールで行われまし

た日野市憲法記念行事の件について、市長の基調報告にかかわってお聞きをしたことが

あります。その後、新たな事実とし、し、ますか、私が知り得たこの件に関する事態がござ

いましたので、もう一度この点について市長のお考えを明らかにしていただきたいと思

います。

記憶を新たにしていただく上でもう一度市長の発言の要旨、並びに私が 6月議会でお

聞きした点を簡単に振り返ってみますと、市長は基調報告を一一憲法記念行事で毎年やっ

ておられますが、ことし初めて「憲法 5原則ということがよく言われます」ということ

で、その 5原則について発言があったわけで、す。 I一つは、国民主権と国家主権、 2番

目に恒久平和、 3番目に基本的人権の尊重、 4番目に議会制民主主義、最後に地方自治

と、 5本の柱から憲法がなっている」というお話をされたわけで、す。

これについてその論拠はどういうものかということを 6月議会、 お関きをしたんです

実際に借家人やアパートの住民や貸家にお住まいの方には、この区画整理事業はどうい

うふうに進むのかと、どうなるのかということが一切説明されていないということにつ

いては、問題があるんではないかというふうに言っているわけです。市は家主さんにお

任せしますということですけれども、お任せしているために実際の問題としてそういう

ふうな実態になっているわけで、実際に家主と借家人だけじゃなくて、事業者と借家人

との関係も生まれてくるわけですから、当然市からも直接何らかの形で事業についての
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が、あまりはっきりした御返答なかったわけですO 私がこれは日本共産党の主張をその

まま引き写しに、憲法記念行事で発言したのではないですかということをお聞きしたわ

けです。暗に私は認められたような印象を持ったわけですが、それはともかくとして、

ことしの 5月9日の市長の月曜スピーチに、この 3日に市が主催して行った憲法記念行

事のことが同じように触れられております。そこでこの月曜スピーチは庁内ニュースで

ありますので、対市職員ということで、職員の皆さんに対して市長がマイクをとり、ま

た文書で総務部秘書課から配付をされているわけです。

この中に市長は同じように 3日の憲法記念行事の報告をされているわけですが、その

中でこの憲法五原則の話を再度披露しております。 ところがこの憲法5原則を市民に対

してお話しになったときの内容と、市職員の皆さんに対して説明されたときの内容に、

一 一全く同じじゃないんです、非常な開きがある。項目でありますから五つ並べればそ

のまま済むことだと思いますが、あえて市長はこの中で職員の皆さんに対しては、 「国

民主権、恒久平和、基本的人権、議会制民主主義、そして地方自治の日本国憲法5原則

を堅持して」云々、こういうふうな発言がされております。

「国家主権」という言葉がなくなっているんですね。市長は御承知のように就任当初

から、憲法を市政に生かすということで、市長には市長なりの憲法に対する認識、考え

方、また市長としてのいろいろお考えというものがあるということは、私もわかります。

しかしーたび 15原則」なるものを主張するということになって、ごく 1週間の間に

「国家主権」が登場したり、消えたりするというのは、市長の憲法認識はいかがなもの

かと思うわけでありますが、これは単なる手違いなのかですね、市長の憲法認識はその

程度のものなのか、この点について、憲法を市政に生かすということをメイ γスローガ

γにしておられる森田市長のことでありますので、単なる思い違いでは私は済まされな

い問題であると思います。 1国家主権Jはどこに行ってしまったのかで、すね。その点、

市長の憲法 5原則とはどちらが正しいのか。市民に対してお話しされた内容が市長の 5

原員Ijなのか。職員に対してスピーチされた内容が憲法 5原則として市長が考えておられ

るものなのか。いずれが市長の憲法 5原則かですね。市議会の場で明らかにしていただ

きたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 1年間の年中行事、いろいろあるわけでありますが、市民自

治学園、あるいはその自治学園の中の憲法講座、そうして憲法の施行された 5月3日に

憲法行事をやる、そういうことを私はー自治体として基本的な行事というふうに考えな
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がら、日野市らしい行事を行なっておるというふうに、市民にも御理解いただいている

ものと思っております。

憲法5原則と憲法 3原則と、原則論は私は特に強調する部分があれば、それを加えて

一向差し支えないものだ、これはもう、場合によると個人の見解ということになるかも

しれませんが、そういうことでよろしいと思っております。一般には憲法 3原則、ある

いは憲法 5原則が用いられておる。で、国民主権ということが、これは民主主義という

ふうにも解されますし、また一方に日本国の存在ということにもなるわけでありますか

ら、それを「国家主権」というふうに言葉を加えても、何ら意味に相違はない、こうい

うふうに私は認識をしております。したがって、何を問うておられるのか、よくわかり

ませんが、別段変わったことを言ったり、間違ったことを言ったという考えはございま

せん。あとのところ、ことしも憲法講座を開いております。その際にもそのような言葉

が用いられておったということも承知いたしまして、今指摘をされる何か大変差があっ

たり、間違ったりということではないというふうに、お答えをいたしておきます。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) お粗末極まりない答弁だと思います。憲法の解説書と呼んで差

し支えないものがし、ろいろ出ているわけであります。憲法を学びたい、憲法に興味があ

る、日本国憲法について勉強してみようという方が、初めの段階で基本的な原理、ある

いは原則についてさまざまな書籍に触れる、 学説に目を通す。そういう中でさまざま意

見を持つということは、これは十分あり得るし、また学問的な学問の自由が保障されて

いるわけでありますから、どういう説をとろうとそれは特段責められること、もちろん

ないわけです。しかし市長が、市長としヴ公職の立場で、憲法について市民の前でこの

5原則というものを披露された。その内容についてはもういろいろそれは説があるでしょ

うが、私は今そこで、今は触れておりません。しかしやはり市長が 5原則というものを

市民に対して説明する、また今度は職員の皆さんに対してもこのことについて触れる。

そのときはやはり内容が異なるというのは、私はちょっとお粗末ではないかと思うんで

す。特に「国家主権j とし、う言葉をどういうふうに市長は理解をされているか、詳しく

はわかりません。前の議会で一般的なことを市長は簡単に説明されたんですが、その

「国家主権Jなる言葉が登場したり、消えたりするというような 5原則ということでは、

だれしもやはりちょっとまずいのではないかと普通は思うはずなんですね。市長は間違っ

ていないと、そう強弁されるわけですが、やはり憲法というものについて市長はいろい

ろ勉強もされたでしょう。日本国憲法の前文は暗記くやらし、はしておられると思うんです
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が、その市長が職員の皆さんに対して説明するときに、市民の皆さんに対して話したこ

との中から一つだけ欠落をしているということは、大した認識じゃないんじゃないかと

いう人がし、ても、これは仕方がないと思うんですね。ですから、少なくとも憲法につい

て触れる場合には、やはり 5原則でも10原則でも市長がもし信ずるものがあれば、それ

は一貫していなくては、私はし、けないと思います。

1週間前にしゃべったことと、 1週間後に話すことが「国家主権Jについてあったり、

なかったり、違いがあるというのは、少なくとも憲法というものについて、ほかの方よ

りは認識が深いであろうと思う立場からしますと、ちょっといただけない。こういう点

は少し今後研究を、勉強をしていただきたいと思うんですが、人の何か話を受け売りす

るような、自分の身についていないことをやると、とかくこういう失敗をやるものです。

やはりある程度自分のきちんとしたお考えをもとに、だれを郷捻することなく、こびる

ことなく、自分の主張を堂々と述べればいし、んです。こういうお組末なことはやはり繰

り返してほしくない、こう思うわけであります。

憲法の原則というような問題がし、かなる意味を持つかということは、これはさして問

題にはならないかもわかりません。しかしやはりーたびそれをみす.からの説として述べ

る以上は、きちんとやはり責任を持ってもらわなければ困るわけです。

私はここでもう市長にはこれ以上お聞きしようとは思いませんが、まあ市長もこうい

う失敗をされたわけで、すから、私がこの 6月議会の質問の後に、ちょっとこの点につい

ては、一般質問で共産党の市議の人も何とか市長をかばってやろうというので、どうい

う意見だったか私よく覚えておりませんが、何かそういうものがあるようなことをしき

りに、一般質問とは関係ないことを一般質問の場でやっておられる。しかし公平にやは

りこういうことは学問的な立場から考えるならば、やはりきちんと市長も整理しておか

れなければならない、こう思うわけです。

そこで、果たして本当に憲法5原則というものが何か、私どもが普段に入手できる、あ

るいは大学の法学部等で一般的に使われている憲法についての解説書、教科書等にある

かどうかですね。ある大学の法学部の図書室、あるいはその関係者と協力をして調べて

みました。大変たくさんの本がありました。しかしその中で憲法 5原則というのは出て

こないんですね。市長は今も、この 9月議会の場でも、 5原則が用いられていると、一

般的に言われているということをまた言われたんで、すが、どこにもないんですよ。

例えば美濃部達吉著「日本国憲法原論」、有斐閣から出ております本には、第 3節と

いうところで「新憲法の主要原則 1、国民主権主義 2、永久平和主義 3、人権尊

重主義 4、国会中心主義」こういうことが出ております。

それから宮沢俊義、有名な憲法の先生ですが、この方の「憲法」という一一一有斐閣か

ら同じように出ております書籍の中にも「日本国憲法の基本原理」という節があります。

それを見てみますと、最初に「概説Jがありまして、 2番目に「個人の尊厳」、 3番目

に「国民主権J、4番目に「社会国家J、5番目に「平和国家J、こういう表現があり

ます。

またですね一一市長は聞いててください、ちゃんと私発言しているんですから。清宮

四郎、これも有名な憲法の先生です。これも有斐閣から出ました憲法という書籍で、

「統治の原理概説」という章がありまして、その中で幾つか特徴が述べられております。

「民主主義J1自由主義J1平等主義J1福祉主義」、こうなっております。

それから稲田正次著の「憲法提要」、これも有斐閣の書籍ですが、日本国憲法の基本

原則がやはりいろいろ述べられておりまして、 「基本的人権の尊重J1国民主権J 1権

力分立制J1一院優越の両院制J 1議員内閣制J1司法部の優越」、こういうものが並

んで出ております。

それから佐藤 功著の「日本国憲法概説J、学陽書房という出版社から出ております

が、これには第 1項に「平和j、第2項に「国民主権J、第3項「基本的人権」、この

ように基本原理の説明があります。

まだまだたくさんいろんな書籍を見てみたんで、すが、市長のおっしゃる 15原則Jと

いうのはどこにも出てこないんです。まだ十数冊あるんですが、ないんですよ。市長が

個人としていろいろ学説を述べることは、学問の自由が保障されていますから自由です。

しかし、 「一般的に言われるJ 1よく言われているJというように、さもこのことが普

遍性を持った一つの学説かのごとく発言することは、やはり表現が適切じゃないという

ことを言っているんです。このことについては文句はないはずですよ。

その点について市長はもし今も 5原則が用いられているということをおっしゃるんで

すが、いかなる論拠に基づいてこれを導き出されたのか、もう一度私、 6月議会と同じ

ような気持ちで、この点についてお聞きをいたします。どこで発見をされたかで、すね、

森田学説ならそれでし北、んです、そうおっしゃれば、どうですか。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) もっと勉強しろということにつきましては、今後より勉強を

重ねていきたい、このように申し上げておきたし、と思います。

それから私ども地方自治の立場から、また毎日の仕事の中から、地方自治も大変貴重
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な原則であるということを実感をいたしております。特に日本国憲法の中の地方自治と

いうのは、章を分け、 4カ条の条項をもって明らかにされておる内容であります。地方

自治をしっかりと、いわゆる自治の本旨ということをあらゆる課題として取り組むこと

が、我々の立場だというふうに認識をするゆえに、地方自治というのは特に私は強調し

たいという考え方を持っております。

この地方自治もまた国の国会、地方自治もまた議会という立場で、議会前jという中で

存在をするわけでございますから、議会制一ーまあ民主主義と言われるその民主主義の

中の一番すぐれたこの議会制を一つの日本国憲法の特色とすることは、極めて妥当であ

る、このように認識をしておりますことを、私は内容として誤りがないというふうに申

し上けYこいところでございます。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長が素直にこの点お認めになればし、いんですよ。苦しいそう

いう答弁繰り返さなくてもし、し、わけです。

地方自治、それから議会制民主主義にそれぞれ各自がし、ろんな意味合いを見出すとい

うことは、これはもちろん当然、のことですよ、そういう制度が今保障されて、その中で

みんながこうやって議会に出てきて議論しているわけですから、そういうことだれも私

は文句言っているわけじゃないんですよ。しかし、たまたま日本共産党が初めて「憲法

5原則」というのを、 「赤旗」に委員長談話で載せる、それとそっくりそのままの内容

を憲法記念行事で市長が市民の前に話すらしかもそれから 1週間たって、今度は市長が

職員に対してお話しになったときには「国家主権」が消えてなくなっている。こういう

一連の動きを見れば、 「憲法を市政に生かそう、憲法を市政に生かそうj とし、う市長の

お題目も何か本気じゃないなというふうに、だれでもとると思います。そういう点、市

長みずからしっぽを出したんですから、大事なことですよ、私がとうやってお聞きする

ことは、憲法の根幹にかかわることかもわからないですよ。市長がどうし、う憲法認識を

しているかということは、非常に重要なんですよ。ですからお聞きしているんです。

ちなみにこういう「原則」とか「原理」ということを日本国憲法について考える場合、

日本国憲法以外でもし巾、んですが、どのような考え方を持って、基本目的にはどういう

ものがこの憲法の中に込められているかということを探る場合には、いろいろな方法、

考え方が当然、あると思います。それで市長の 5原則もまあどこが大体生まれ故郷かとい

うのは、私もうわかっているわけです、皆さんもおわかりになっていると思うんですが。

憲法の基本目的を考える場合に、つまり「原理」とか「原則Jというものはどういう

ものかというのを導き出すときには、三つの考え方があるというのが、私が読みました

本にありました。小嶋和司とし、う憲法の先生が「憲法概説」という本を書いております。

これはどこの図書館にでもあります。この書籍の中で私が知りたかった点が、触れられ

ております。ちょっと市長に最後にこの点をお聞きいただし、て、市長の「憲法5原則」、

共産党の 15原則」でもいいんですが、こういうものをやはり考える場合には、やはり

ある程度学問的な視野、立脚点が必要だと思いますので、これを聞いていただきたいと

思いますので、最後に触れてみます。

「憲法典がどのような基本目的をもって制定されたかの把握は、いろいろの立場から

なされうる。第一に、比較法的または歴史的に顕著な特徴をとらえて、その採択に目的

があったとする立場がある。」これが一つですね。それから「第二に、制定前後の歴史

的諸条件を考え、制定関係者の主観的意図などにも遡って、その基本目的を認定する立

場が成立する」こうし、う立場から基本的な目的、性格を把握することもできるというこ

とです。最後に「第三に、憲法典の前文や附属文書に着目して、そこに基本目的として

述べられているところを取り上げるという立場がありうる。」こういう三つの立場から

考えることが可能だというこの憲法のある先生の本があります。

私はこの市長がおっしゃった、 「私の 5原則Jというものがどれに該当するかなとい

うことを、いろいろ当てはめてみようと思ったんですが、これもなかなか私にはわから

ない、見当がつかない。少なくとも市長が来年もまたあの場所にお立ちになるかどうか

は、これはもちろん定かではありませんが、いろいろな場でやはり憲法についてお話し

になることはあろうと思うんです。そういう場で、そういう時に、少なくとも今まで

「憲法を市政に生かそうJということをみずからの、一つの信条にして市政運営を十何

年間ゃった人であれば、やはり憲法についてある程度のきちんとした説明が市民に対し

ても、他の人に対してもできなきゃいけない。そういうことからすれば今回の 15原則」

を私が指摘したから、なるほどなと思ってくださった方もあるかもわかりません。私、

議会報告でもそういうことは書いて、市民の皆さんにはお知らせをしました。大事なこ

とだと思ったからです。少なくとも今は公的なお立場にあるわけでありますので、憲法

についてお話しになる、あらゆる法律のもとにある基本的な法律でありますから、六法

の中でも最も中心にある憲法ですから、それにつし、て話す人によって、時間が何日かたっ

たら違ってくるというようなことが憲法のお話の中にあ っちゃいけない。そういうこと

でこの点について触れさせていただきました。よく私もこれから勉強いたしますが、市

長も研さんを重ねていただきたし、と思います。
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0議長(市川資信君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって行政報告

を終わります。

9月 6日 火曜日 (第 2日)
次に日程第4、諸般の報告を行います。

会務報告については、お手元に配付してあります報告書のとおりですので、事務局長

の報告は省略いたします。

諸般の報告全般についての質疑に入ります。なければこれをもって諸般の報告を終わ

ります。 昭和 6 3年

第 3回定例会
日野市議会会議録 (第33号)

本日の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたします。 9月 6日 火曜日 (第 2日)

午後 3時40分散会 出 席 議 貝 (30名)

1番 奥 住 日出男 君 2番 宮 沢 清 子 君

3番 可f司主r 橋 徹 君 4番 土 方 尚 功 君

5番 山 口 達 夫 君 6番 天 野 輝 男 君

7番 福 島 盛之助 君 8番 ?言 島 敏 雄 君

9番 中 谷 好 幸 君 10番 俣 昭 光 君

11番 ) 11 向島 博 君 12番 ，馬 場 繁 夫 君

13番 夏 井 明 男 君 14番 山 良 '悟 君

15番 ，馬 場 弘 融 君 16番 言rcヨTヨ 橋 徳、 次 君

17番 鎮 野 行 雄 君 18番 一ノ瀬 隆 君

19番 板 垣 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

21番 中 山 基 日百 君 22番 秦 正 君

23番 黒 )11 重 憲、 君 24番 古 賀 俊 昭 君

25番 谷 長 君 26番 市 ) 11 資 信 君

27番 石 坂 勝 雄 君 28番 名古屋 史 郎 君

29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 日召 男 君

欠 席 議 貝 (なし)
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説明のため会議に出席した者の職氏名
日程第 4 議案 第 64号 昭和62年度目野市土地区画整理事業特別会計決算

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加藤 郎君
の認定について

企画財政部長 長谷川腸男君 総務部長 山崎 彰君
日程第 5 議案 第 65号 昭和62年度目野市下水道事業特別会計決算の認定

市民部長 大貫松雄君 生活環境部長 藤浪竜符、君
について

清掃部長 坂本金雄君 都市整備部長 前田雅夫君
日程第 6 議案 第 66号 昭和62年度目野市立総合病院事業会計決算の認定

建設部長 永原照雄君 福祉部長 高 野 隆 君
について

水道部長 橋本栄寓君 病院事務長 大崎茂男君
日程第 7 議案 第 67号 昭和62年度日野市受託水道事業特別会計決算の認

教 コ月民 長 長沢三郎君 教育次長 砂川雄 君 定について

監査委員 高崎克好君 監留讃覇努張 小山哲夫君
日程第 8 議案 第 68号 昭和62年度日野市農業共済事業特別会計決算の認

定について

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 日程第 9 議案 第 69号 昭和62年度目野市老人保健特別会計決算の認定に

局 長 佐藤智春君 次 長 こと方留春君 ついて

書 記 田中正美君 書 記 濃沼哲夫君 日程第 10 議案 第 70号 昭和62年度日野市仲田緑地用地特別会計決算の認

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君 定について

書 記 斉藤令吉君 日程第 11 議案 第 71 号 日野市市税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3 日程第 12 議案 第 72号 日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

立川速記者養成所 所長 関根 福 次 制定について

速記者 村上紀子君 日程第 13 議案 第 73号 日野都市計画事業万願寺土地区画整備事業施行規

程を定める条例等の一部を改正する条例の制定に

議 事 日 手呈 ついて

昭和63年 9月6日(火) 日程第 14 議案 第 74号 日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部

午前 10 時開議 を改正する条例の制定について

日程第 15 議案 第 75号 社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例

(設置・選任) の臨時特例条例の選定について

日程第 1 日野市議会昭和62年度一般・特別会計決算特別委 日程第 16 議案 第 76号 日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の

員会の設置及び選任について 制定について

(議案上程) 日程第 17 議案 第 77号 日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の

日程第 2 議 案 第 62号 昭和62年度日野市一般会計決算の認定について 制定について

日程第 3 議案 第 63号 昭和62年度日野市国民健康保険特別会計決算の認 日程第 18 議案 第 78号 日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定に

定について ついて
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日程第 19 議 案 第 79号 日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の の市の義務に属する事故)の専決処分の報告につ

制定について いて

日程第 20 議 案 第 80号 日野市立幼児教育セγター設置条例の一部を改正 (請願上程)

する条例の制定について 日程第 36 請願第 63-17号 「中学校40入学級を 3年生より行う逆学年進行方

日程第 21 議案 第 81 号 昭和63年度日野市一般会計補正予算について(第 式実施」のための日野市議会に対する請願

2号) 日程第 37 請願第 63-18号 「宮」町名存続要望に関する陳情

日程第 22 議案 第 82号 昭和63年度日野市土地区画整理事業特別会計補正 日程第 38 請願第 63-19号 義務教育費国庫負担制度堅持の意見書の提出を求

予算について(第 1号) める陳情

日程第 23 議案 第 83 号 昭和63年度目野市下水道事業特別会計補正予算に

ついて(第 2号) 本日の会議に付した事件

日程第 24 議案 第 84号 昭和63年度日野市受託水道事業特別会計補正予算 日程第 1から第38まで

について(第 1号)

日程第 25 議案 第 85号 市道路線の一部廃止について

日程第 26 議案 第 86号 市道路線の認定について

日程第 27 議案 第 87号 向川原団地市営住宅建替建築工事 (3期工事)請

負契約の締結について

日程第 28 議案 第 88号 向川原団地市営住宅建替給排水衛生設備工事(3 

期工事)請負契約の締結について

日程第 29 議 案 第 89号 万願寺地区区画街路築造第50号(排水)工事請負

契約の締結について

日程第 30 議案 第 90号 神明上都市下水路 (63-1 )工事請負契約の一部

変更について

日程第 31 議 案 第 91 号 (仮称)二番橋下部工事委託契約の締結について

日程第 32 議案 第 92号 土地区画整理事業の施行に伴う水道施設の整備に

関する協定の締結について

(報 告)

日程第 33 報 告 第 2 号 昭和 62年度目野市土地開発公社決算の報告につ

いて

日程第 34 報告 第 3 号 交通事故(日野市高幡714番地先路上の市の義務

に属する事故)の専決処分の報告について

日程第 35 議 案 第 4 号 交通事故(日野市東平山一丁目 5番地の15先路上
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午前10時14分開議

0議長(市川|信資君) おはようございます。

本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員、 28名であります。

これより日程第 1……(I議事進行」と呼ぶ者あり)黒川重憲君。

023番(黒川!重憲君)

す。

去る 9月2日の議会運営委員会並びに昨日の代表者会議で、追加議案としてはっきり

日程に入ります前に、ちょっとお尋ねをしておきたし、と思いま

と3議案につきまして追加をされる、こういう旨で発表をされました。しかしきょうの

この日程を見てみますと、されていないように思うわけですが、いかがなされたのか、

その辺の事情を御説明を願います。

0議長(市川信資君) ただし、まの黒川重憲君の質問に対して、担当理事者の答弁をを

求めます。総務部長。

0総務部長(山崎彰君) それでは、総務部長からお答え申し上げます。

今御指摘のとおり、 9月2日の議運におきまして、それから昨日の代表者会議もそれ

をもとに御報告させてもらっておりました 3件の特養老人ホームの建築工事及び電気、

それからもう 1件は空調関係でござし、ます。この三つ議案につきまじて、追加議案とし

て御審議願いたいということでお願いを申し上げました。

それで経過をちょっと申し上げますと、特養老人ホームの給排水、空調関係と電気工

事につきましては、落札業者が決まっております。これは 8月の23日に執行いたしまし

て決まっておりまして、特養老人ホームの本体工事とし、し、ますか、建築関係工事におき

まして、 8月の23日に入札を執行したわけで、ございますが、このときにジョイ γ トで行

いました。そして普通は 2回でございますが、 3固まで入札を執行しましたのですが、

落札業者がなかったということでございます。それで入札を打ち切りました。

それから直ちに建築課と設計、そうした者との会合も持ちまして設計の関係、それか

ら入札関係のそうしたものを取りまして、直ちに設計においては単価等について別段見

直しをするほどのものはないというようなことから、再度至急入札をかけるというこ と

で、ぎりぎりのきのう 5日の午前10時30分過ぎに入札に付したわけで、ございます。この

業者は 8業者でございます。これは単独でございます。

そうしたところがやはり 2回執行いたしました。相当設計と開きがございまして、不

調に終わったということから、今回この三つの議案につきまして、前もってお願いして

り
ん
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おりました件でございますが、再度設計を見直しして、そして対応していきたいという

ことから、この件につきましては現在、上程を取り下げるというような形になりました。

よろしくお願し、し、たします。

0議長(市川i信資君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 恐れ入ります。きょうの会議の冒頭に現在の 3議案、議会運

営委員会にお願いをし、また代表者会にいずれ上程として扱っていただくことをお願い

をしておったわけでありますが、今、総務部長からお答えしておりますように、 2回の

入札執行を行った結果、いずれも不調に終わりました。したがって、まだ議案たり得る

状況に達していない。今これからの収拾措置を検討中ということでございまして、でき

得ベくば今会期中にという希望は持っているわけでございますが、この状況の説明に欠

け、かつまた議案の扱いに事前のお願いをしておきながら、こちらから御報告をしなかっ

たという不手際、大変恐縮だと思っております。

そういう次第でございますので、また後日の議案として扱わしていただきたい、この

ことの御了解をお願い申し上げるところでございます。

0議長(市)11信資君) 黒)11重憲君。

023番(黒川重憲君) ただし、ま市長から、あるいはまた総務部長からもお話がありま

したとおり、この本会議場で質問をして初めて上程を取り下げる、 2回にわたって不調

だったというお話があったわけで、ございますが、私は全くけしからぬ話だ、このように

思うわけであります。

今申し上げましたとおり、議会運営委員会あるいは代表者会議等ではっきりと追加議

案として 3件が出された。しかも出されるということは、既にもう契約が終わったとみ

なされても、私は決しておかしくはない状況だと思います。それも契約が終わっていな

いうちにこれが出され、しかも昨日の代表者会議では第 1回目が不調になっている。し

かも 2回目も、もしかしたら危ないのではないか、こうしヴ状況の中で、代表者会議に

追加議案としてまた出される。しかも代表者会議は10時15分に始まったそうでございま

す。この契約執行は10時半から行われている。代表者の皆さんが帰ってきたの10時45分、

既にこれがだめになっているにもかかわらず、代表者の皆さんは各会派に追加議案とし

てみな持ってきておる、こんなばかけYこ話が一体あるのでしょうか。一体何と思ってい

るのか、全く軽率な行動と言わざるを得ない。総務部長、いかがですか。

。議長(市川信資君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 今、御指摘の点でございますが、時間的には10時半からの

ほかの懸案と一緒に入札を管財課の方で執行しましたので、私のところに一報が入りま

したのが10時45分ころでございました。既に代表者会議が終わる状況でございましたの

で、そこまでは到達できなかったという時間的なずれがございます。

それはそうといたしまして、この件につきましては議運で申し上げましたので、すが、

9月5日の10時半からの入札に基づきまして追加議案として出したし、ということで、御

了承をお願いをしたわけでございます。

確かに今御指摘のように、その日の議運上程ということで、業者が決まってないとい

うところに一つ問題点がございました。それからもう一つは、不調が 2回に及んでおる

のにかかわらずとしヴ御指摘でございました。確かにそうした懸念は十分あります。あ

りますけれども、日野市の建築課といたしまして、自信を持ってこれをもう一度ゃった

というような経過もございまして、結果的には二度にわたる不調ということでございま

すが、その点につきまして、今までの方法につきまして十分反省するとともに、今後こ

ういうことのないように時間、そうしたものもとりながら検討して、御迷惑をかけない

ようにしていきたし、と思っております。

0議長(市川信資君) 黒川重憲君。

023番(黒)11重憲君) 第 1回目の業者選定のいわゆる業者へのペナルティー、また第

2回目の不調に終わった業者へのペナルティー等と合わせて、これは一体どうなるのか。

第 1回目におきましては JBを組んでいるようでございまして、この中には地元の業

者もたくさん入っている。こういったことで、市の方から多分なペナルティーがきたの

では、地元の業者も大変迷惑をするわけでございます。そういった意味を含めて、第 1

回目、第2回目の業者に対する市側の対応というものはどうなるのか、 1点、伺ってお

きたいと思います。

それとあわせて、今回のこの不調に終わった最大の原因はどこにあるのか、この 2点

について、最後に伺っておきます。

0議長(市川|信資君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 善後処理と申しましょうか、ことしの予算計上の特養老人ホー

ム建設事業の執行をいたさなければならない事情にあることは、もう申すまでもござい

ません。

それでなるべく急いでという気持ちでそれぞれの業者を選定し、入札執行を行ったと

しヴ経過ではございますが、ただし、ま申し上げておりますとおり不調で、議案になる条

件が整っていないために、大変申しわけない事態をっくり出しておるというふうに感じ
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ております。

このことの収拾のためには、今御指摘のことも含めて内部の再検討、また反省すべき

点があるかどうかの調査もあわせまして、なるべく早急に議案となるように事務執行を

進めてし、く、こういうことになるわけでございますが、かかわりました業者、特に地元

業者も初めの入札執行にはジョイ γ トを組んでおりますので、責任あるいは事後処理に

つきましての態度決定はまだ完全にいたしておりませんが、十分状況を判断をして、誤

りのない措置をとりたい、このように考えております。

0議長(市)11信資君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 不調に終わった原因は何かということでございます。

これにつきましては、建設部といたしましては見積もり上、積算上誤りはないし、ま

た不調になったについて何か思い当たることがあるかということでございますけれども、

全くございません。

0議長(市川信資君) これより日程第 1、日野市議会昭和62年度一般・特別会計決算

特別委員会の設置及び委員の選任の件を議題といたします。

一般・特別委員会の設置及び委員の選任については、お手元に配付しました印刷物の

とおりです。

質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。

本案は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認めます。よって、日野市議会昭和62年度一

般・特別会計決算特別委員会の設置及び委員の選任の件は、原案のとおり可決されまし

0議長(市)11信資君) 監査委員から、監査報告を求めます。

〔監査委員登壇〕

O監査委員(高崎克好君) 審査報告をいたします。

昭和62年度目野市一般会計の決算審査につきまして、前もって市長から提出を受けま

した歳入歳出の決算書類、財務諸表、附属明細書等につきまして、竹ノ上監査委員とと

もに慎重なる監査を行いました。また関係職員よりも、その内容につきまして詳細な説

明を受けました。

審査の結果は、決算書を初め、すべての書類に計数等の誤りはなく、関係法規に準拠

し、また予算の執行状況もおおむね議会の議決に沿って執行されていると認められまし

たので、ここに御報告させていただきます。

以上でございますので、よろしくお願し、し、たします。

0議長(市川信資君) これより質疑に入ります。なければ、これをもって質疑を集結

いたします。

本件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を集結いたし

ます。

お諮りいたします。これをもって議案議案第62号、昭和62年度目野市一般会計決算の

認定の件は、一般会計決算特別委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

7こ。

0議長(市川信資君)

ます。

これより議案第63号、昭和62年度日野市国民健康保険特別会計決算の認定、議案第64

号、昭和62年度日野市土地区画整理事業特別会計決算の認定、議案第65号、昭和62年度

日野市下水道事業特別会計決算の認定、議案第66号、昭和62年度日野市立総合病院事業

会計決算の認定、議案第67号、昭和62年度目野市受託水道事業特別会計決算の認定、議

案第68号、昭和62年度目野市農業共済事業特別会計決算の認定、議案第69号、昭和62年

度目野市老人保健特別会計決算の認定、議案第70号、昭和62年度目野市仲田緑地用地特

別会計決算の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありません

御異議ないものと認め、一般会計決算特別委員会に付託し、たし

これより議案第62号、昭和62年度目野市一般会計決算の認定の件を議題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案議案第62号、昭和62年度目野市一般会計決算の認定につ

いての提案理由を申し上げます。

本議案は、地方自治法第233条第 3項の規定に基づき、昭和62年度日野市一般会計決

算の認定を求めるものであります。

なお同規定により、監査委員の意見書及び主要な施策の成果等の書類を添えて提出い

たしますので、よろしく御審議、御承認のほど、お願いいたします。

か。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

円。
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理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君)

理由を申し上げます。

議案第63号、昭和62年度日野市国民健康保険特別会計決算の認定についてO 本議案は、

地方自治法第233条第 3項の規定に基づき、昭和62年度目野市国民健康保険特別会計決

算の認定を求めるものであります。

ただいま上程されました 8議案につきまして、それぞれ提案

0監査委員(高崎克好君) 審査報告をいたします。

昭和62年度日野市国民健康保険特別会計決算、同じく日野市土地区画整理事業特別会

計決算、日野市下水道事業特別会計決算、日野市立総合病院事業会計決算、日野市受託

水道事業特別会計決算、日野市農業共済事業特別会計決算、日野市老人保健特別会計決

算、日野市仲田緑地用地特別会計決算、これらの事業会計及び特別会計につきまして、

一般会計同様、前もって市長より提出を受けました決算書類、財務諸表、その他の書類

につきまして、竹ノ上監査委員とともに慎重なる監査を行いました。

また関係職員よりも種々その詳細につきまして内容の説明を受けたわけでございます

が、審査の結果は、決算書を初めすべての書類に計数等の誤りはなく、また法令にも準

拠し、また予算の執行もおおむね議会の議決に沿ってなされていると認められましたの

で、ここに御報告いたします。

以上でございます。よろしく御審議のほど、お願し、し、たします。

0議長(市川信資君) これより質疑に入 ります。なければ、これをもって質疑を終結

いたとます。

本8件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いた

します。

お諮りいたします。これをもって議案第63号、昭和62年度日野市国民健康保険特別会

計決算の認定、議案第64号、昭和62年度目野市土地区画整理事業特別会計決算の認定、

議案第65号、昭和62年度目野市下水道事業特別会計決算の認定、議案第66号、昭和62年

度日野市立総合病院事業会計決算の認定、議案第67号、昭和62年度日野市受託水道事業

特別会計決算の認定、議案第68号、昭和62年度日野市農業共済事業特別会計決算の認定、

議案第69号、昭和62年度日野市老人保健特別会計決算の認定、議案第70号、昭和62年度

目野市仲田緑地用地特別会計決算の認定の件は、特別会計決算特別委員会に付託いたし

たし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

議案第64号、本議案も同様の規定に基づき、昭和62年度日野市土地区画整理事業特別

会計決算の認定を求めるものであります。

議案第65号、昭和62年度日野市下水道事業特別会計決算の認定についてO 本議案につ

きましても、同様の規定に基づき、昭和62年度目野市下水道事業特別会計決算の認定を

求めるものであります。

議案第66号、昭和62年度日野市立総合病院事業会計決算の認定についてO 本議案も同

様の規定に基づき、昭和62年度日野市立総合病院事業会計決算の認定を求めるものであ

ります。

議案第67号、昭和62年度目野市受託水道事業特別会計決算の認定について。本議案も

同様の規定に基づき、昭和62年度目野市受託水道事業特別会計決算の認定を求めるもの

であります。

議案第68号、昭和62年度目野市農業共済事業特別会計決算の認定についてO 本議案も

同様の規定に基づき、昭和62年度日野市農業共済事業特別会計決算の認定を求めるもの

であります。

議案第69号、昭和62年度日野市老人保健特別会計決算の認定についてO 本議案も同様

の規定に基づき、昭和62年度日野市老人保健特別会計決算の認定を求めるものでありま

す。

議案第70号、昭和62年度日野市仲田緑地用地特別会計決算の認定についてO 本議案も

同様の規定に基づき、昭和62年度日野市仲田緑地用地特別会計決算の認定を求めるもの

であります。

以上8議案につきまして、監査委員の意見書を添えて提出いたしますので、よろしく

御審議、御承認のほど、お願し、し、たします。以上です。

O議長(市川信資君) 監査委員から、監査報告を求めます。

〔監査委員登壇〕

0議長(市川|信資君)

ます。

これより議案第71号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といた

します。

御異議ないものと認め、特別会計決算特別委員会に付託いたし

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕
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0市長(森田喜美男君) 議案第71号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定に 改正でございます。

それから18、19ページでございますけれども、第17条の4、居住用財産を譲渡した場

合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例でございますけれども、この17条の

4は新設でございます。居住用の財産の買いかえまたは交換の特例制度を原則として廃

止いたしまして、これにかえまして、所有期間10年を超える居住用財産を譲渡した場合、

特例制度が創設されまして、 3，0∞万円の特別控除後の譲渡益、これが4，0∞万円以下の

場合は税率2.7%、また4，∞0万円以上の場合、税率3.4%としたものでございます。こ

れは新設でございます。改正の内容は以上でございます。

恐れ入りますけれども前にさかのぼりまして、 4、5ページでございます。付則でご

ざいますけれども、この施行期日でございます。

まず、この条例は公布の日から施行するということでございまして、これは32条の4、

先ほど申しました公的年金等の市民税の申告にこれを適用するものでございまして、後

の付則の17条の 2、17条の 3等、これは64年4月 1日から施行をするというものでござ

います。以上でございます。

0議長(市川信資君) これより質疑に入ります。なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

本件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたし

ます。

お諮りいたします。これをもって議案第71号、日野市市税条例の一部を改正する条例

の制定の件は、総務委員会に付託いたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第72号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定の件を議

題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

ついて、提案理由を申し上げます。

本議案は、地方税法の改正に伴い、日野市市税条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほど、お願

いいたします。

0議長(市川信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

0市民部長(大貫松雄君) それでは議案第71号、日野市市税条例の一部を改正する条

例の制定について、詳細説明をいたします。

まず議案第71号の 8ページ、 9ページの新旧対照表によりまして、御説明を申し上げ

ます。

まず8、9ページでございますけれども、 1条から34条は略しまして、 34条の 2、こ

れは市民税の申告でございます。改正前の公的年金等の所得区分は、給与所得として扱

われていましたが、年金の受給については要するに不労所得でございまして、いわゆる

勤労に伴う給与所得ではないという考えから、昭和63年度分の所得税から公的年金等の

所得区分が雑所得の区分に変更されたことに伴って、市民税の申告も同様としたもので

ございます。

それから次の10、11ページでございます。中段から下の付則でございますけれども、

付則の第17条の 2、12、13ページの方にわたりますが、この改正の内容は現下の土地問

題に対処して、土地の供給及び有効利用を促進するために、所得税と同様、昭和62年10

月1日から昭和65年 3月31日までの長期譲渡所得の、その年の 1月 1日における所有期

間が 5年を超える土地等の優良住宅の造成等のための譲渡による長期譲渡の所得金額が

ある場合は、他の譲渡所得と分離して扱うものとしたものでございます。

3，000万円の特別控除後の譲渡益が4，∞0万円以下の場合、改正前は税率4%でござい

ますが、 4，000万円を超える部分については 5%を4%とするものでございまして、税

率を下げたものでございます。冒頭に申し上げま したように、土地の有効利用を促進す

るための措置でございます。

それから飛びまして16、17ページの最下段でございます。第17条の 3、特定市街化区

域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例でございます

けれども、これは昭和63年度から66年までの各年度の個人市民税に限って、特定市街化

区域農地等を譲渡 した場合、昭和63年度分は優良住宅地等の規定に準じてございますが、

昭和64年度以降昭和66年度まで、優良住宅地等の特例を適用しないための規定の内容の

0市長(森田喜美男君) 議案第72号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例

の制定について、提案理由を申し上げます。

本議案は、地方税法及び地方税法施行令の改正に伴い、日野市国民健康保険条例の一

部を改正するものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほど、お願
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し、し、たします。

0議長(市川信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

0市民部長(大貫松雄君) それでは議案第72号、日野市国民健康保険条例の一部を改

正する条例の制定について、詳細説明をいたします。

まず新i日対照表の 4、5ページをお開き願いたいと思います。 1条から17条までは略

させていただきまして17条の 2、国民健康保険税に関する申告でございますけれども、

これは先ほど市民税の申告で申し上げましたように、国民健康保険税の申告でも、公的

年金等に係る申告は、給与所得から雑所得の区分に変更する法律が改正されまして、こ

のように今回、改正をいたすものでございます。

それから付則、次の 6、7ページに付則の10がございますけれども、これは基礎控除

額を付則で規定してございます。今回の改正によりまして、付則から本則の方に変える

ものでございまして、基礎控除額28万円を本則の方に変えるものでございます。以上で

ございます。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほど、お願

し、し、たします。

0議長(市川信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) それでは議案第73号、日野都市計画事業万願寺土地区

0市長(森田喜美男君) 議案第73号、日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業施行

画整理事業施行規程を定める条例等の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明

を申し上げます。

御承知のように、道路、公園を初めといたしまして、都市基盤の整備と教育、文化、

福祉等の新設は、用地の確保が大きな課題でございます。最近における地価の高騰は、

より用地取得を困難にするとともに、代替地の要望は強く、その確保は非常に困難な状

況にあるわけでございます。

本市は、関係者の御理解と御協力によりまして区画整理事業が進捗し、保留地を保有

しておりますので、この保有地の一部を積極的に都市基盤整備あるいは教育、文化、福

祉等の用地取得に有効に活用する方針でございます。

そこで今回万願寺、高幡及び豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例の第 7条

を一部改正し公共用地取得の代替地として処分すること、あるいは日野市土地開発公社

に保留地が処分できるよう、改正するものであります。

詳細につきましては、新旧の対照で御説明をし、たします。 6、7ページをお開きをい

ただきたし、と思います。この条例でございますが、万願寺、それから高幡及び豊田南の

条例を一つの条例で改正しよう、そういうものでございます。

内容でございますが、 6ページ、 7ページでございます。第 7条でございますが、旧

におきましては第 1号、 「国又は公共団体が公用又は公共の用に供するとき。」という

ことになっておりますが、この条文の後に、 「又は代替地の用に供するとき。」という

ものを加えるものでございます。

それから第 3号でございますが、旧におきましては「東京都新都市建設公社が公共の

用に供するとき。」ということの条文でございますが、これには頭に「日野市土地開発

公社Jとしヴ団体を加えるものでございます。先ほど申し上げましたが高幡及び豊田南

につきましても条文の改正は同様でございますので、説明は省略をいたします。

よろしく御審議のほど、お願いをいたします。

0議長(市川信資君) これより質疑に入ります。土方尚功君。

04番(土方尚功君) 1点ほどお伺いしたいのですが、今、部長の方から説明あった

ことについては特段に質問することはございませんけれども、今回のこの議案上程に当

0議長(市)11信資君) これより質疑に入ります。なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

本件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたし

ます。

お諮りいたします。これをもって議案第72号、日野市国民健康保険条例の一部を改正

する条例の制定の件は厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いた します。

とれより議案第73号、日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業施行規程を定める条

例等の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

規程を定める条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。

本議案は、土地区画整理事業及び他の公共公益事業等の円滑な推進を図るため、日野

都市計画事業万願寺、高幡及び豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例の一部を

改正するものであります。
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たって、基本的な関係でお伺いをしたし、と思います。

この条例そのものは万願寺あるいは高幡、それから豊田ということで、地域が違いま

すし、条例そのものの施行の日にち等も全部違う条例を一括して、内容が同じであるか

らということで、このように三つの条例を一遍に改正をしている、こういうことが今ま

であったのかどうか。日野町から日野市に変わったときに条例を一括して市に直すとい

うことで、こういった事例はあろうかと思いますけれども、このように、目的そのもの

はこれは確かに区画整理で同じですけれども、条例そのものは違う。そして内容も、形

式こそ同じなんですけれども、例えば評議員等も当然、5人のところもあれば3人のとこ

ろもある。それから地域も当然違う、こういった条例を一つ一つ形式を重んじて審議す

る場において、このように今回初めてとし、し、ますか、私の方で直面したのは初めてじゃ

ないかと思うのですが、別の条例を一括して上程した、ここら辺の理由がありましたら、

また過去にそういうことがあったかどうか、そこら辺の取り扱い等についてのことを、

基本的にお伺いしておきたし、と思います。以上です。

O議長(市川信資君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

まずこのような形式での条例の一部改正があったかどうかということでございますが、

ただいま土方議員さんからもお話がありましたように、町名、地番整理でありますとか、

それから事務所等の位置の変更につきましては、一つの条例でその他の条例の一部改正

をしたという事例はあります。

今回の条例の改正の事例は初めてでございます。この改正につきましては、私ども内

容的には主管課がもちろん検討するわけでございますけれども、条文の形式等、非常に

大事でございますので、総務部庶務課と十分協議をいたしまして、この形式を採用した

ということでございます。

条例改正、法律も同じでございますけれども、一つの法律あるいは条例、規則をもっ

てその法律、条例、規則を改正するわけでございますので、この内容が余り変わったも

のを一つの条例で改正するということは非常にまずいわけでございますけれども、この

施行規程につきましては全く同じ条文、事業の内容も同じでございますので、今回一つ

の条例で改正をしたということで、法制上は全く問題はないというふうに考えておりま

す。

0議長(市川信資君)

04番(土方尚功君)

土方尚功君。

ちょっと疑問も残りますが、今後の検討にしていきたいと思い
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ますが、もう 1点、確認だけしておきます。

議案の方の公布の関係ですけれども、新!日対照表の方に、この条例は、公布の日から

施行するというようなことがそれぞれ入っていない現実があるわけですけれども、これ

については前段の方で受けて、すべてにそういう調整をするのかどうか、一応この点?と

けは確認をとらせていただきます。

0議長(市川信資君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 条例の一部改正といし、ますのは、条例をもちましてー

部改正をするということになりますので、この一部改正の条例を公布することによりま

して、この三つの条例改正が有効になるというふうに御理解をいただきたし、と思いますo

O議長(市川信資君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) ちょっとお尋ねしますが、先ほどの部長のお話ですと、万願寺、

高幡及び豊田南の土地区画整理事業をスムーズに進めるためにというお話なわけですが、

7条の 1号のところで代替地の用に供するとし、ぅ、需要とし、し、ますか、市民の方からの、

従来強い要望があった。新しい時期としてそれに応ずるというか、そういうふうな時期

に来たとしろ判断をされて、こういうふうな規程になったのかなというふうに考えるわ

けですが、実際にその辺の具体的な実情というもの、背景ですが、それをお話ししてい

ただきたいと思うのです。あえて従来までこういうふうな形のものが制度としてなかっ

たという弊害等もあってのことかなというふうに思うのですが、その辺の背景を教えて

いただきたいということと、この規程ができることによって、具体的にどの辺まで対処

ができるのか、要望として吸い上がってきているのか、その辺の実情をお知らせいただ

きたいと思います。

特に万願寺、高幡、豊田南ではかなり事情も違いますし、進行の状況も違いますし、

非常に違いが目立つわけですが、その辺、このような形で進めるということは、どの辺

に大きな理由があるのか、いま一歩具体的に説明していただきTこいと思います。

さらに同じ質問になるかと思いますが、日野市土地開発公社ということで、 3号に下

絵を挿入しておりますけれども、この辺の実情も、万願寺はそうでないのかもしれませ

んが、豊田南ですとか高幡ですとかにおいて、どういうふうに具体的にこれが出てくる

のか、その辺の大枠を教えていただきたいというふうに思います。

0議長(市川信資君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 具体的な事例につきましては、後で部長の方からお答えをさ

せていただきTこし、と思います。
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原則的に考えまして、特にこの条例改正をし、新しい条項を入れるということにつき

まして、いろいろ検討をいたしました。もとの施行規程そのものでも、運用は絶対不可

能ということではないわけでありますけれども、この保留地処分の本来の原則に基づい

て、公共事業のための代替地を求められる際に、その保留地を該当させるということを

より明確にしたい、根拠を条例によって明確にしたい。要するに解釈を正確にいたした

い、そういうことの考え方に基づきまして今回の改正に当たった、こうしヴ経過でござ

し、ます。

その背景は過去の議会でも申し上げましたが、なかなかこれから土地の確保が難しい

時代にもなっておりますので、政策的にその保留地を公共事業の代替地として用いるこ

とを、より枠を超えてひとつ実行したい、それによって公共事業の遂行をより円滑にす

る、こういうことでございます。

具体的事例は幾っかこれまでありましたので、部長からお答えをさせていただきます。

O議長(市川|信資君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

この条例の改正の趣旨でございますけれども、市内の都市基盤整備を初めとするとこ

ろの教育、文化、福祉等の公共施設の用地の取得を円滑にするということがポイントで

ございます。言いかえますと、市長が言いましたように、代替地の提供も保留地を与え

るように、そういう道をきちっと開くということでございます。

現在、万願寺、高幡及び豊田南の区画整理を進めているわけでございますけれども、

高幡、豊田南につきましてはまだ換地処分ができておりませんので、保留地は確定して

おりません。現在、この条例がストレートで適用できますのは、万願寺の区画整理の保

留地ということになるわけでございます。

保留地がどのくらいあるかということをちょっと参考までに申し上げますと、万願寺

が6.45ヘクタール、高幡が0.30、豊田南が4.45ということでございます。そういう中で、

市内の道路で申し上げますと国道、それから都道、市内の市道の拡幅、新設等もあるわ

けでございます。それから想定できますのは、さっき申し上げました教育、文化、福祉

等の用地の確保、この用地買収をするときに、土地の所有者からいわゆる生活再建のた

めの居住用あるいは事業用の用地の代替地の要望があります。さらには田んぼ、畑等の

代替地も出るわけでございます。過去からもこの代替地の要望は強かったわけで、ござい

ますけれども、地価高騰の前には何とか代替地を探しまして、あっせんもしていたとい

うことで済んでいたわけで、ございますけれども、最近になりまして、御承知のように地
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価も高騰いたしまして、その代替地を探すというのが至難の技であるわけでございます。

市内の公共事業を進めるために、この保留地を有効に活用したいということを、との条

例の中で明確にしていきたい、そういう意味でございます。

0議長(市J11信資君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) ちょっと確認になるかと思いますが、今のお話は少しわかった

わけですが、日野市土地開発公社というものが入ってはし、ますけれども、それは当然、今

のお話で、日野の市内に文化施設とか教育施設、そういうものを建てるときに保留地の

ここがありますよということであっせんをするのでしょうし、そういうことが中心にな

るので、それの主体になるのはやはり日野市の土地開発公社だとし、ぅ、先ほどの理由づ

けの必然、的な結果として主体はこうなんですよ、そういうふうに受けとってよろしいわ

けですか。

0議長(市川信資君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 答弁を落としまして、大変恐縮です。

日野市土地開発公社をこの条文の中に入れた理由でございますけれども、市の土地開

発公社は市が設立をいたしまして、公有地拡大に基づく法律で設立したものでございま

す。事業の内容につきましては、日野市が利用するところの用地の先行取得を主にして

いるわけでございます。したがって保留地も一部市の公社に処分できるように、そうい

うふうにしTこし、ということでございます。

0議長(市川信資君) ほかに御質疑はありませんか。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) ちょっと教えていただきたいと思います。

区画整理事業の場合に、普通、保留地は処分することによって一部区画整理事業の事

業費に充てられるわけですが、今回、保留地を代替地として活用するという意味合いは

よくわかりますが、土地区画整理事業を推進してし、く上で、事業費の面とのかかわりは

生じてこないのかどうか、その点、ちょっと教えてし、ただきたいと思います。

0議長(市川信資君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

保留地の処分につきましては、鑑定評価をいたしまして、その区画整理事業の中に評

価員というものを選任してございます。評価員にさらに検討してもらいまして、土地の

処分価格が決まるわけでございます。そうし、う原則はもちろん変わりませんので、代替

地に出しましでも事業に圧迫をするとか、あるいは過剰な用地の取得金額と言いますか、

そういうものを事業の中に取り組む、そういうことは全くございません。
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0議長(市川信資君)

終結いたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

本件について、御意見があれば承ります。天野輝男君。

06番(天野輝男君) この件につきまして、意見を述べさせていただきます。

今日までの区画整理を終了した地域を見て、この中から私たちは幾つかの教訓を学ぶ

ことができると思います。

ということは、市民が利用できるようなものは、有効に使っているものは、実際の話、

余りないわけです。そういう面で、今後は実際、土地が高騰してきておりますし、限ら

れた区画整理の地域内の土地を保留地、また公共用地に充てるということですけれども、

その中で充てるということは、なかなか面積的にも難しい面があるわけです。

そういう面で、今回 3カ所の土地を有効に使うという面からこうしヴ条例ができたと

いうことは、ある程度私は評価できるのじゃないか、このように思うのですけれども、

やはり区画整理としヴ事業は1∞年も200年もたっても、やはりこうしてよかったという

ようなものをつくるのが私たちの役目ではないか、このよに思うわけです。そういう面

から、小さいものをちょろちょろつくるのじゃなくて、ある程度長期的に見通して、と

ういうものをつくれば市民のためになるなというようなものをやはりつくっていくべき

ではないか、このように思うわけであります。

そういう、今、私が述べたようなところを実際に生かしていただければよろしいと思

うのです。よろしくお願いします。

0議長(市川信資君) ほかに御意見はありませんかo なければ、これをもって意見を

終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第73号、日野都市計画事業万願寺土地区画整理

事業施行規程を定める条例等の一部を改正する条例の制定の件は建設委員会に付託いた

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|信資君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第74号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条

例の制定、議案第75号、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の臨時特例条例

の制定、議案第76号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定、議案第77

号、日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の制定、議案第78号、日野市遊び場

条例の一部を改正する条例の制定、議案第79号、日野市児童育成手当条例の一部を改正
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する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) ただいま上程されました 6議案につきまして、それぞれ提案

理由を申し上げたいと思います。

議案第74号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定

についてO

本議案は、東京都の心身障害者(児)福祉手当に関する条例の改正に伴い、心身障害

者(児)福祉手当の支給額を改めるため、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の

一部を改正するものであります。

議案第75号、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の臨時特例条例の制定に

ついてo

本議案は、八王子市に所在する社会福祉法人アゼリヤ会の特別養護老人ホームがスプ

リンクラーを設置することに対し、建設費の一部を助成するため、社会福祉法人に対す

る助成の手続に関する条例の臨時特例条例を制定するものであります。

議案第76号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定について。

本議案は、東京都の老人福祉手当に関する条例の改正に伴い、老人福祉手当の支給額

を改めるため、日野市老人福祉手当条例の一部を改正するものであります。

議案第77号、日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の制定について。

本議案は、ひの児童館七小分室が第七小学校の敷地内に移設することに伴い、日野市

立児童館設置条例の一部を改正するものであります。

議案第78号、日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定について。

本議案は、四ツ谷こども広場の廃止及び向川原こども広場の新設に伴い、日野市遊び

場条例の一部を改正するものであります。

議案第79号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定について。

本議案は、東京都の児童育成手当に関する条例の改正に伴い、児童育成手当の支給額

を改めるため、日野市児童育成手当条例の一部を改正するものであります。

以上、 6議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御

審議のほど、お願し、し、たします。
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0議長(市川信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。福祉部長。 事として設置をいたしました。その負担につきましては総経費1，891万円を、各区市の

持ちベッドの比率によりまして相当の負担をするということになったものでございます。

したがって特別条例を設置いたしまして、補助するものでございます。総経費が1，891

万円でございまして、総ベッド数が110ございますので、日野市は20ベッドでございま

す。その比率で計算いたしました金額343万円が、今回の補助の対象でございます。

お手元の参考資料の議案第75号によりまして、社会福祉法人に対する助成の手続に関

する条例施行規則の臨時特例規則によりまして、第 2条に343万円を補助するというこ

とでございます。

なおこの条例につきましては、付則といたしまして、昭和64年3月31日限りでその効

力を失うということで定めております。

よろしく御審議のほど、お願いしたし、と思います。

次に議案第76号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の御説明を申し上げ

ます。

本条例につきましては、東京都老人福祉手当条例の一部を改正する条例が63年3月31

日に改正、公布されました。これに伴いまして改正提案をするものでございます。

本条例の御説明につきましては、新旧対象表によって御説明を申し上げます。 4ペー

ジ、 5ページをお開き願いたいと思います。

まず第 3条に定めております70歳以上の寝たきり者に対する手当でございますが、現

行3万7，∞0円を 3万9，∞0円と改めるものでござし、ます。また第 2号の70歳未満の者に

つきましては、 3万1，500円と定めておりますのを、 3万3，000円に引き上げます。また

一定所得以上の者、また重度心身障害者手当条例による重度心身障害者手当を受給して

いる者につきましては、 2万1，000円を 2万2，000円に引き上げるものでございます。な

お2ページの付則によりまして、この適用につきましては63年10月以降の分を適用する

ということでございます。

よろしく御審議のほど、お願いしたし、と思います。

次に議案第77号、日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例について御説明を申

し上げます。

本条例につきましては先ほど市長から説明がございましたけれども、七小の学童クラ

ブの移転に伴いまして、条例の改正をするものでございます。七小の学童クラブにつき

ましては、新都市建設公社から借用しております506平方メートルの土地を、東京都新

都市建設公社に返却し、たしまして、新しく七小の校庭の中にプレハブの建物をつくって

0福祉部長(高野 隆君) それでは議案第74号、日野市心身障害者(児)福祉手当支

給条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。

本条例の改正につきましては、東京都の心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部改

正に基づくものでございます。東京都の本条例は、 63年 3月31日に改正、公布されまし

たので、それに伴いまして提案するものでございます。

内容といたしましては、第 1項それぞれ500円、第 1項、第 2項をそれぞれ東京都の

手当を500円引き上げると同時に、付則中にあります難病の対象をふやすものでござい

ます。まず新旧対照表に沿って御説明を申し上げます。 6ページ、 7ページをお開き願

いたいと思います。

別表の第 1区分でございます。これは東京都の手当でございますが、月額 1万1，000

円を 1万1，500円に引き上げます。第 2、第 3の市の手当でございますけれども、これ

につきましては60年10月に改正して以来据え置きました。そのために東京都との差が生

じましたので、ここで改正をお願いするものでございます。 5∞円の引き上げでござい

ます。

また第4項の難病でございますけれども、まず金額につきましては500円の引き上げ

をいたしますと同時に、東京都の難病指定の対象が四つふえましたので、それを対象と

して加えるものでございます。対象といたしましては、新表の下のところに嚢癌性乾鮮、

突発性門脈圧允進症、ミオトニー症候群、広範背柱管狭窄症の四つを加えるものでござ

います。

この適用につきましては、 2ページの付則をお開き願いたし、と思いますが、それぞれ

の金額の引き上げにつきましては、 63年10月以降の対象とするものでございます。また

新条例の 4の方の特別疾病につきましては、それぞれ嚢癌性乾癖及び突発性門脈圧允進

症につきましては63年4月 1日、ミオトニー症候群については63年10月 1日、広範背柱

管狭窄症につきましては64年 1月 1日ということでございまして、これについては東京

都の医療費扶助の適用年月日に沿って適用するものでございます。

次に議案第75号、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の臨時特例条例の制

定について、御説明を申し上げます。

本条例につきましては、社会福祉法人アゼリア会の建設に当たりまして、既に20床の

建設費の一部を日野市として補助してまいりましたけれども、当該施設には当初からス

プリソクラーの設備がないために、松寿園の大火災事故の教訓といたしまして、追加工
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移転をするものでございます。新しくできる軽量鉄骨の建物につきましては、 99.372平

方メータ一、プレハブでございまして、レソタルで 5年間の借用で実施いたします。 9

月19日に新しい地番、日野市神明三丁目 2番地にヲ!っ越しをいたしまして、 9月19日か

ら新しく開設をするということでございます。したがって9月18日は前の施設を廃止す

るという内容のものでございます。

よろしく御審議のほど、お願いしたいと思います。

次に議案第78号、日野市遊び場条例の一部を改正する条例の御説明を申し上げます。

本条例につきましては、既に設置しております四ツ谷こども広場を地主さんの御都合

によりまして返還をいたしますために廃止をいたします。また新しく川辺堀之内市営住

宅内に設置されました向川原こども広場を新しく加えるものでございます。したがって、

現行の32の児童遊園につきましては、総数においては変化はございません。

次に議案第79号、日野市児童育成手当条例の一部を改正を改正する条例の御説明申し

上げたいと思います。

本条例につきましては、東京都児童育成手当に関する条例の一部を改正する条例が昭

和63年3月31日に公布されましたものに伴いまして、今回、改正提案をいたすものでご

ざいます。

新旧対照表によって御説明を申し上げたいと思います。 4ページ、 5ページをお開き

願いたいと思います。

今まで育成手当につきましては9，α泊円を支給しておりましたが、 9，5∞円に5∞円アッ

プをいたします。また障害手当につきまして 1万1，∞0円、現行支給しておりましたと

ころ、 1万1，500円を提案するものでございます。

なお 2ページの付則によりまして、適用につきましては63年10月ということでお願い

を申し上げるところでございます。よろしく御審議のほど、お願し、し、たします。

0議長(市)11信資君) これより質疑に入ります。夏井明男君

0福祉部長(高野隆君) ただいま七小の学童クラブの移転に伴いまして御質問ござ

013番(夏井明男君) 一言お尋ねします。

いましたが、七小の学童クラプの移転につきましては、それぞれ父母会等からいろいろ

な御意見等が出されました。その中で、私どもといたしましては、いろいろやむを得な

い事情等も御説明をして御理解をいただいておりますが、なおかつ不安な点といたしま

しては、 5年先はどうなるのか、こういう点についての御質問もございましたけれども、

これについては何とかその辺のところはその時点で不安のないような対応をする、こう

いうことで御理解をいただし、て、今回の移転になりました。

これについてはまたぞれぞれ私どもも今後これについての努力を、一層しなければな

らないというぐあいに考えております。

0議長(市川信資君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたします。

本6件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いた

します。

お諮りいたします。これをもって議案第74号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給

条例の一部を改正する条例の制定、議案第75号、社会福祉法人に対する助成の手続に関

する条例の臨時特例条例の制定、議案第76号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正す

る条例の制定、議案第77号、日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の制定、議

案第78号、日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定、議案第79号、日野市児童育

成手当条例の一部を改正する条例の制定の件は厚生委員会に付託いたしTこし、と思います

が、これに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第80号、日野市立幼児教育セγター設置条例の一部を改正する条例の制

定の件を議題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕議案第77号の児童館設置条例の一部を改正する条例ということで、 5年間リースで七

小の校庭を使ってできるというお話なんですが、私の記憶では、前回、児童館の場所に

ついて陳情、請願があったと思うのです。そういう方たちの御理解がし、ただけて、円満

にいったというふうに理解してよろしいのかどうか、その辺ちょっと一言お話ししてい

ただきたいのですが。

0議長(市川信資君) 福祉部長。

0市長(森田喜美男君) 議案第80号、日野市立幼児教育セ γター設置条例の一部を改

正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。

本議案は、日野市立幼児教育セγターを引き続き存続させるため、日野市立幼児教育

セソター設置条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては教育次長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほど、お願
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し、し、たします。

0議長(市川!信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) それでは議案第80号、日野市立幼児教育センター設置条例

の一部を改正する条例の制定について、御説明を申し上げます。

御承知のとおり、昭和61年の 4月に日野市立幼児教育セ γター設置条例が成立をいた

しました。それ以来 3カ年にわたってセンターの各種事業を行ってまいりましたが、事

業の進展状況については年次ごとの業務報告書を出しておりますので、既にごらんをい

ただいておることと思います。

現在、幼児教育セソターにおきましては、重点的に取り組んでおります課題というの

は、一つは幼児期における個性形成の把握、二つはカリキュラムの実践的研究、それか

ら三つは幼児教育の相談業務の実施、四つは保育者の自己研修の推進、五つは家庭教育

通信口座などによる家庭への支援という内容でございます。

これは改めて申し上げることもないわけでございますけれども、幼児期における家庭

での育て方、あるいは生活習慣のつけ方、あるいは幼稚園、保育園における保育の方法、

内容といったものは、大変人間の人格の形成の上で非常に重要な役割を負っております。

こういった幼児期における非常に重要な役割ということから、やはり目の前にいる一人

ひとりの子供がしていること、考えていること、望んでいること、そういったととも的

確に把握をして、子供の個性の発見と育て方を明らかにして、それをすぐ保育現場に返

していくということが、非常に大切なわけでございます。

幼児教育セ γターにおける事業推進に当たっての基本というのは、このように子供の

実態、保育の実態を基礎にして保育現場や家庭と密接にかかわりを持ちながら実践的、

実証的に調査、研究をし、相談、研修などの業務を行っていくという点にあるわけでご

ざいます。

現在、この五つの当面する課題につきましても、幼稚園、保育園との共同研究などに

よりまして、ょうやく一定のレベルに到達してきました。これからさらに活動内容を高

めなければならない時期にきているわけでございます。今後、日野市における幼児教育、

保育の一層の充実、振興のために、地域と密着した実践的な機関として幼児教育セソター

を存続をさせ、その機能を活用、発展させていきたいというふうに考えておるわけでご

ざいます。

それで議案の 4ページ、 5ページの新旧対照表にありますように、付則が、この条例

は公布の日から「施行し、昭和64年 3月31日限りでその効力を失うJとなっております
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のを、 「この条例は、公布の日から施行する。」というふうに改正をお願いするもので

ございます。

よろしく御審議のほど、お願いいたします。

0議長(市川信資君) これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) ただし、ま幼児教育セソターの設置条例の一部改正ということで、

いわゆる時限の期限が付してあったものを期日を解くとしヴ、見方によると非常に簡単

のようなんですが、恐らく今の30名いる議員が61年の 3月議会でこれを審議して、 61年

の4月 1日から施行したものを期限をつけたというには、それなりの広く、深く議論を

されたと私は思うし、私もそういう考えでおったので、ここで期限を必ず解くという、

提案者の市長なり、特に詳細説明があった教育次長の説明を聞いていると、私はこれは

当然、文教委員会に付託されると思うのですが、いわゆる文教委員会で慎重な審査がされ

ると思うのですが、一言私、質疑をしたし、と思うのは、この幼児教育セソターの設置条

例という前には委託事業でやっておった。それを条例化して定着を決めて、議会の方は

それに 3年間の時限立法というか、時限の条例をつくった。こうしみ経過があるので、

それにはそれなりの理由があったから 3年間に付したということなんですが、ただ一番

私、心配というか、この仕事の内容、非常に画期的な事業であるけれども、いわゆる小

中学校というのは義務教育である。それから公私立の幼稚園というのは決して義務では

ない。その中で、ただ幼児教育セソターの業務報告書等も、私も拝見をさせていただい

ているのだが、問題は公が、市がこうし、う条例を設置して、幼児教育の幼保の問題を公

立に対しておやりになるのは私は決して問題はないのではなかろうかと思うのですが、

いわゆる私立に対してそういうカリキュラム的な問題を、一つのアドバイスをするとい

うことの受けとめ方ならどうか知らぬけれども、するというのは非常に何というか、教

育の独自性、特に私学というのは独自性を持っている中で、恐らく幼稚園にしても義務

教育の中小でも今なされていて、しかも今、東京都にしても国にしても、小中学校の義

務教育であっても、教育のいわゆる経常経費の 2分の lを負担をしていく、普通でいけ

ば義務教育に、私学に通っている者に経常費の 2分の lを負担するなんというこ とは、

10年なり20年前には考えられなかった問題じゃないかと思うのです。

そのくらい教育というのは、いわゆる日本国民であれば公立の学校を選ぼうが、私立

の学校を選ぼうが、独自のあり方でよろしいという考え方の定着の中で、こういう市が

条例をつくって、ほかのことの幼児相談とか何かとかいうものをおやりになるのはし巾、

が、そうでなくても臨時教育審議会等で幼稚園から小中のいろいろな指導要録が変わる
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中で、一つの自治体でそういうことがやり得るのかどうか、こういうことをぜひ文教委

員会で審議されると思うのですが、その辺ちょっと、教育長の御見解だけ聞いておいて、

別に私、このことの本会議の上程に対する賛否云々と言っているのじゃなしそういう

特に教育内容的なものに対して私立の、いわゆる私学というものに対してどういうお考

えでやられているのか。 ただあくまでも研究的でアドバイスするというのですか、一つ

の参考にしてくれ、こういう意味なのか、公費を使っておやりになるのにはそれなりの

お考えがあるのではなかろうか、こう思うので、その辺のところを教育長にお尋ねした

いと思います。

以上です。

O議長(市川信資君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

私立幼稚園協会との関係、この問題につきましては特に幼児教育というような分野に

立ちまして、公私で協力していかなくけはならない面というものが多分にございますの

で、私の方といたしましても再三、私立幼稚園協会とは連絡をとりながら、現在の幼稚

園教育等を進めているという現状でございます。

この幼児教育セ γターの問題等につきましても、当初私立幼稚園協会との意見が必ず

しも一致しない中で幼児教育セソターが出発したというような経過等もございまして、

若干その面でのしこりが残っていたわけで、ございますけれど、ことしに入りましてから

も2月の25日、さらに 8月の22日というような形で、教育委員会と私立幼稚園協会の役

員会の方々との懇談等を持ちまして、幼児教育センターに対する協力、こういうことも

お願いしながら進めている次第でございます。

今、石坂議員さんの方から御質問にありました私立学校としての独自性という問題、

やはりこういう問題をないがしろにするというわけには全くいきませんので、前回の話

し合いの際にも、幼児教育センターとしては決して、この幼児教育セγターの中で研究

している内容を押しつけるというような考え方は全く持っていないのだ。ただ、現在の

幼児を取り巻く現象の中で、いろいろ出ている問題等につきまして、参考にしていただ

ける部分があれば参考にしてし、ただきたい。そういう観点に立って、それぞれの幼児施

設にお示しをしている、そういうような話等もしながら、現在の幼児教育センターの協

力方についてお願いを進めてきたという状況でございます。

なおこの幼児教育セ γターを条例化される中で、この 3年間の経過を振り返りまして、

条例化される前と比較した時点の中で、は、やはり公的に認知された機関として他の都道
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府県の同じような研究機関、あるいは幼児の施設関係等との連携というものにつきまし

て情報交換、あるいは対等の立場に立つての話し合い等が十分持たれるような状況になっ

て、その面についての効能というものは、条例化される時点の中で非常に発揮されてき

ている、このように受けとめております。

0議長(市川信資君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) この問題については、時限立法をつけた当時から、私たちもそ

れなりに考えておりました。この問題は、私自身は地方自治体がやるべき問題ではない、

私は今もそのように考えております。

それにはどうしたらし巾、かということになりますと、やはり先ほど石坂さんの方から

もありましたように、それぞれの機関である程度結論が出ているのではないかと私は思

うのです。こういうものをもしやりたし、というのだったら、本当に何回も市長をやって

お金をもうけた人が研究施設でもつくってやらせるのが、一番し、し、のじゃないかなと、

私はそう思うわけです。

そういう面で、私はこの問題をとらえるということになりますと、やはり今日まで研

究して出ておりますそうし、う結果は、やはり日野市民に生かさなければならないのでは

ないかと私は思うわけです。少なくとも諸経費をかけて研究してきたテーマですから、

やはりこれは何らかの形で残すのが理想ではないかと思いますけれども、日野市の状況

もあるでしょうし、やはりとれは今後どのような形で日野市の教育行政の中に生かして

いくかということを考えるのが、私は筋じゃないかと思うのです。

そういう面で、実際、教育資料室なんというのはつくったけれども、名前だけで何も

ないわけです。そういうところに、やはり日野市の将来の教育ということを考えた場合

に、幼児教育だけが教育ではないと私は思うのです。特に才能を生かすということにな

りますと、いろいろ本にもあるように、 3歳くらいの間に能力開発をしたら優秀な子供

に育つということは一般的な考え方でありますけれども、それよりもやはり将来社会人

となったときに、日野市の教育の中から成人してきた子供たちが、立派な社会人になる

というようなものが、私、日野市においては必要じゃないかと思うのです。

特に私は、いろいろな人と話し合う機会がありまして話をしますと、確かに学者のグ

ループの中では、日野市の教育というものに対しては大変評価が高いのです。どこが高

いのかと思って私、聞いたので、す。そうしたらやはりこうしヴ問題があるわけです。そ

ういう面で、今回はこの問題についてはもっと討議を重ねまして、最善な方向に残すの

が一番し、し、のじゃないかと、私は思うわけであります。
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そういう面で今、私が申し上げましたように、特に学校の現場からは当然こういう声

が出ていると思うのです。幼児教育について、現場の小中学校または幼稚園の協会、そ

ういう方からどのような意見が出ているのか、ちょっと参考までに聞かせていただきた

いと思います。

0議長(市川信資君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) ただいまの御質問の中に教職員研究資料室というようなお話

もございまして、確かに幼児教育セソターとは別個に、現在、小中学校の教員の研修施

設として、教職員研究資料室というものを潤徳小学校の空き教室の一角を利用して行っ

ております。形の上から、それぞれ全く別個の形をとりながら進んでいるような状況が

ございますけれど、私は幼児教育セソターは幼児教育センターとして、それから教職員

研究資料室は教職員研究資料室として、それぞれの機能を十二分に発揮しながら内容を

充実させていくということ、そのことが今の時点では一番重要な課題ではないか。必ず

しも上から一つにまとめて経営したらどうかというような、天野議員さんのお考えだと

は思いますけれど、そういう状況というものは、それぞれの機関がそれぞれ活動してい

く中で、将来的に大きく、自然体の形でまとまっていこうとしヴ機運が起きてきた時点

で取り上げられる性格であって、今の時点ではそれぞれ機能を十二分に発揮していただ

くような取り組みをお願いしていくのが妥当な線ではないか。

それからまた現場の先生方、幼稚園、あるいは小中学校の先生方も、それぞれの機関

をそれぞれ利用しながら取り組んでいるというのが、現状でございます。

O議長(市川信資君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) まあわかったようなわからないような、そんなあれですけれど

も、ただ私が考えますには、この問題は根が深いというと、根が深いわけです。幼保一

元化の問題から絡んでいて、特に美濃部さんがこのことに手をかけていたことを日野市

で取り上げたとし、うところに、一番問題があるわけです。

だからそういう面でこういうものを、まして何もかも日野でまちづくりはできていて、

もう予算がうんと余っているというなら、別にとやかく言う筋合いはないと私は思うの

です。ましてこれからどれだけ日野市の町をつくるには資金が要るかわからない、こう

いう状況の中で、やはり切り詰めていくところは切り詰めていかなければならないとい

う時期が、もう来ているわけです。だからそういう面で私は、むしろこういう問題はも

う少しだから認めてほしいというのじゃなくて、確かに成果は成果として、私は認めな

ければいけないと思いますけれども、やはりこうしヴ問題はもっと財政面からも慎重に
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審議して、そして将来的にこういうものを残すということになりましたら、やはり幅広

い人の意見を聞いて残すのが筋じゃないかと、私は思うわけであります。

そんなことで、この問題は当然文教委員会で審議すると思いますから、慎重に審議し

ていただいて、日野市に汚点を残すようなことのないようにしていただきたい、このよ

うに思います。

0議長(市)11信資君) ほかに。小山良悟君。

014番(小山良悟君) 天野議員の、今、教育長の答弁がわかったようなわからないよ

うなというふうな率直な印象を今、語られましたけれども、確かに教育長がこの幼児教

育セ γターの必要性を一生懸命話をしていただくわけですけれども、そういう話を聞か

されれば、話としてはわかるのです。頭ではわかる。 ただ、心の中でその必要性という

ものを強く感じない、 これが私どもの率直な印象なわけであります。

この幼児教育セソターの設置構想、が出たときの一番の目標が、方向づけが、幼保一元

化ということで議論されてスタートしたのを記憶しております。その件につきましては、

私もかなりむきになって論争した記憶がございますけれども、だんだんその大義名分と

いうものが影が薄くなってきたというか、方向がちょっと変わってきているのではない

かというふうな印象を強く受けるわけでありまして、現在では、先ほどいろいろ教育次

長が存在理由を申し上げておりましたけれども、要するに地域に密着した幼児教育の実

践を目指すというふうな、そんな方向に変わってきているというふうに受けとめられま

すけれども、そのことの確認とし、し、ますか、幼保一元化の大目標とし、し、ますか、という

ものが、既に幼児教育セγターの方向づけの中にもうないのか、消え失せてしまったの

かどうか。

それからもう一つは今申し上けYこ、要するに幼児教育セソターは地域に密着した幼児

教育の実践を目指していくのだという位置づけでとらえていいのかどうか、このことを

まず確認したし、というふうに思います。

それからもう一つは、これも正直な、率直な気持ちで申し上げるわけですけれども、

要するに幼児教育セソターの構想は、初めに重松ありき、こういう印象が強くするわけ

であります。したがってこの重松先生がもしこの所長をおやめになるというふうな形に

なった場合に、幼児教育セ γターがその後のスタッフで、本来の目的とするものが機能

し、役割を果たしていく自信があるのかどうか、そのこともあわせて確認をしたいと思

し、ます。

O議長(市川l信資君) 教育長。
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0教育長(長沢三郎君) 幼保一元化とし、う問題で出発した現在の幼児教育センターが、 から、今、教育長おっしゃいました一元化はで、きるはずがないということで申し上け.た。

これは驚きなんです。当初この構想、が出たときには、幼保一元化を目指すということで、

堂々と答弁しているのを、まさかお忘れになっておるわけじゃないと思うのです。私ど

もは、そういったことに対してむきになっていろいろとその件について論争をしたわけ

であります。それをお忘れじゃないと思うのです。教育自身が今、国の行政の指導権の

違いと言いますか、二元行政を一自治体がそう簡単に直せるはずがないとみずから申し

上げている。そこに本当に純粋な動機で、この幼児教育セγターというものを市長が先

頭に立って、あるいは教育長が先頭に立って取り組んでいこうとし、う純粋な動機じゃな

かったということを、今ここで、教育長みずからが暴露したようなものなんです。これ

は余りきっく責めませんけれども、こういうやりとりの中に、いかに存続させるという

ところに、行政側に無理があるかということを象徴した答弁だというふうに、私は思う

わけであります。

そしてしかも今後は、いわゆる保育者の質を高めながら、幼児と接触してその教育効

果を高めていくことが一番の目的だというふうにも教育長が答弁しておりますけれども、

そういったことは、今の例えば私立幼稚園、保育園でも当然そういう基本的な理念を持っ

て取り組んでいるわけであります。その保育者の質を高めるとか、そういうふうなもの

については国や都の研究機関、あるいは民間の研究機関からノウハウを受けて、それを

応用して教育の場で実践していくということが十分できるわけであります。

そのことを私どもはそういう行き方で、何も日野市の税金で日本国民全体の幼児教育

のあり方を背負って立つなんという、そういうふうなことが日野市の能力じゃできない

ということを申し上げているのです。税金がもったいないとか何とか言っているわけじゃ

ないのです。能力的にできない。今、教育長みずからが言うように、幼保一元化なんて

できっこない。できっこないことを、最初に幼児教育セソターの設立構想、のときにそれ

を大義名分にして、議会に提案してきた。それを数年たって、教育長みずからが否定す

るような形で出てきておる。いろいろな意味でやはりこれは無理のある取り組みであっ

て、名誉ある撤退ということも必要だと思うのです。知恵を絞って幼稚園教育、あるい

は保育の質を高める、レベルを高めるとし、う方法は幾らでもとれるはずです。もっともっ

と民間の機関、あるいは国や都の機関のノウハウを受けて、それを教育の場で実践する

という気持ちになって、もう一度よくこの幼児教育セソターというもののあり方を見詰

め直していただきたい。委員会でそういう観点からも、ぜひ十分に討議していただきた

いということをつけ加えて、質問を終わります。

当初の目的にどのように機能しているのか、目的がすっかり変わったのかというような

御質問だと思いますけれど、確かに幼児教育、それから幼児保育というこ元行政と申し

ますか、文部省並びに厚生省、そういう形の中でそれぞれ措置されております幼児の実

態というものを、一応幼児教育センターの機能を通しながら理解し、制度上の区分とい

う、そういうものにはとらわれないで、具体的に現在の場面におけるところの保育研究、

こういうものを進めながら、一番肝心な部分というのは保育者がそれぞれの資質を向上

する中で幼児と接触をしていくということ、幼稚園の教諭あるいは保育園の保母、そう

いう方々が、それぞれ自分の資質を向上しながら幼児と接触していくというところに一

番大事な幼保一体と申しますか、幼保一元と申しますか、そういうものの基盤がそこに

あるのではないか。

Tこだ制度の上で、今厚生省あるいは文部省、そういう形の中で取り扱われている問題を、

単に一地方自治体が云々かんぬんという形で一元化するということがあり得ることは当

然考えられませんし、そういう時点に立ちながら、幼稚園の先生も保育園の保母さんも、

それぞれの資質を上げながら取り組んでし、く、その実態の中に幼保の一体化というもの

が進められていくのではないかというようなとらえ方をしております。

さらに、今の幼児教育セソターが重松所長ありきと、したがってもし重松先生が去ら

れるような事態になったときに、あとを継いでやれるような状況があるのかというよう

な御質問だと思いますけれど、重松先生も非常に幼児教育というものに情熱を注いでお

られます。自分も、自分の年齢というものを意識しております、ぜひ条例化というもの

が確立した時点の中で、次の世代にバトソタッチをする時期というものを、先生自身も

考えているというように、私は憶測しております。

Tこだ現在、重松先生と御一緒にこの仕事を進めております明星大学の岡田先生、ある

いは岸先生、岩城先生、これらの方々も当然、重松先生の意思というものを受け継ぎなが

らやってし、く十分なお力を持っている先生方である、このように、訟は認識しておりま

す。以上です。

O議長(市川!信資君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 教育長も一生懸命答弁されておるわけでありますけれども、や

はり初めに重松ありきということでスタートしたこの幼児教育セソターを守ろうとする

無理なと言いますか、とにかく苦しい答弁のように聞こえてくるわけです。

例えば幼保一元化については二元行政のいわゆる根幹的な政治行政の問題であります
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0議長(市川信資君)

終結いたします。

本件について、御意見があれば承ります。石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 今の質疑で私も教育長のお考えなり、自由市民会議の天野議員、

ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を ゼロ歳なり 1歳、 2歳というような保育は、まだまだ要望が強いかもしらぬが、幼稚園

の方でも現実に 4歳、 5歳が一一ー公立は最初は 5歳児のみだったのがし、わゆる 2年保育

をするようになって、私立ではもう 3年保育が定着している。 3年保育をやらなければ、

実際には生徒数が集まらないというのが、恐らくどこの幼稚園でも私は現状ではなかろ

うか、こういうふうに考えています。

そういう中で、今、世の中というのは既に動いているのです。それを10年前にお考え

になったことだけを踏襲しているというのはいかがなものか。こうし、う意味を含めて、

十分な、いわゆる文教委員会で審議をしていただきたいということを、意見として申し

上げておきます。

以上です。

O議長(市川信資君) 中谷好幸君。

小山議員の質疑を承っている中で、第 1点は、どうか文教委員会で十分な審議をしても

らいたい。それというのは、期日としても明年、 64年3月31日まで期日があるというこ

とです。それからもちろん執行者として、特に予算を伴う問題なので、恐らく理事者の

方は早自にこういうことを直しておかないと予算的な問題があるということは、私も十

分推察できます。しかしこうしヴ問題は、少なくとも多少時聞をかけて、ぜひ文教委員

会で慎重な審査をしてもらいたいということを申し上げておきます。

それから 2点目として、当初は美濃部さんの時代に日野へ、これは恐らく市長さんの

時代だったと思うのですが、旭が丘の 64ブロックの中へ、1，000坪くらい都へ買って

もらうというか、提供のような形で誘致して幼児教育センターをつくるという構想が、

たまたま都の財政難で挫折したことを、非常に幼児教育等に理解のある市長が、日野の

幼保一元化というものの中でお始めになられた。

私、決してこの問題に対しては、ほかの議員がおっしゃられたけれども、そのこと自

体は否定はしません。ただ現状が非常に幼児人口が減ってきている。しかも小中学校に

おいても、中学3年生が出ていけば、今の五、六年生が中学 1年生なり 2年生になれば、

中学といえども非常に生徒数が減ってくる。しかし昨日も質疑があったのですが、非行

の問題だとか、子供に対するいろいろな、我々の世代では考えられなかったような事故

が起きているのです。しかし私が憂慮するのは、今非常に生徒数が多いから、教育の40

入学級云々というような問題も、小学校でも議論される。中学でも議論。じゃ、少なく

なったからそういういろいろな落ちこぼれの問題、非行の問題、それから子供が簡単に

尊い生命をなくしてし、く、こういうようなことが実際なくなっていくのかどうかという

ことに対しては、非常に私も疑義を持っているのです。

そういう点で考えれば、広くそうしヴ問題を自治体として、特に日野でこういうこと

であるとすれば真剣に一ーただ幼保だけだということになれば、幼児人口も減っている

し、これはこのまま私は意見として申し上げておきますが、私立の幼稚園の遠足の認可

権者、認可をおろすときには知事でありますが、遠足のいわゆる変更の委任事項は市長

に知事から委任されておって、市長さんの決裁で遠足の変更とかの許可はできるという

中なので、いわゆる教育の内容でなくて、現実に行われる幼稚園の、恐らく保育園でも

09番(中谷好幸君) この幼児教育センターの問題につきましては、私も議員にして

いただきました最初の議会で、ぶつかった問題で、すので、非常にこれまでも関心を持って

きまし7こ。

残念ながら条例は時限的な条例となったわけですけれども、この 3年間、 2年半余り、

幼児教育セγターの皆さんは非常に情熱を持ってこの仕事に取り組んでこられたという

ことについて、敬意、を表したいというふうに思うのです。

特に私は、幼児教育セソターから毎年研究業務報告書というのが出されています。こ

れが年々充実してきているということを、非常に関心を持って見てまいりました。 62年

度の経過と成果についてもいただいているのですけれども、議員の白から見て大変参考

になるというか、まずこ反省させられるというふうな点も非常にあります。

例えば62年度の経過と成果では、幼児の実態調査というのがやられています。こうい

うふうな調査というのは、聞くところによりますと、全国でも例がない。東京都や国は

もちろん、幼児がどういうふうな実態に置かれているかということを、市町村レベルで

も調査した例はないというふうなお話もあるわけですけれども、この中でも、例えば日

野市では保育園にも幼稚園にも行っていない児童がどのくらし、し、るのかというふうなこ

とについても調べられていますが、今後の行政に生かしていくという点で、非常に貴重

な、短期間のうちの成果ではないかというふうに思うのです。役に立つ研究をやられて

いるというふうな印象を、第一に持ちます。

それから保育のカリキュラムについて、かなり立ち入った研究をされています。我々

議員というのは、ややもすると建物とし、し、ますか、そういう施設ができればそれで仕事
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が終わったというふうな感じになるわけですけれども、また市民の評価の点で、も、そう

いうふうな点が第一にいくというところがあると思うのですけれども、やはり保育の内

容について、我々がややもすると盲点になるようなところについて、自治体がこういう

ふうな研究をやっているというのは、貴重な成果ではないかというふうに思うのです。

それから私、この幼児教育センターの報告書を見て一番大事だと思うのは、というか、

私が非常に感じるところというのは、この報告書の表紙の裏に書いてある言葉です。

「今の世の中でひとりひとりのお子様のしていること、しようとしていること、考えて

いることがしみじみとおわかりでしょうか。力をあわせてさぐりましょう。 Jと、こう

いう呼びかけがあるのですが、これについては前の議会でも取り上げたと思うのですが、

毎回毎回同じ言葉が出てくるのですけれども、私は読むたびにはっとさせられる言葉だ

というふうに思うのです。

私も子供の親なんですけれども、親というのは、子供に対して親の立場からものを言

う、親の期待から子供を見てしまう。本当に子供の立場に立ってものを考えるというこ

とが、親も、また行政も、今、子供たちが管理だ、抑圧だというようなことを言われて

おりますけれども、本当に子供の立場に立つものの見方というか、考え方というか、こ

ういうことがさまざまな分野で今、切実に求められているところではないかと思うので

す。

こういうふうな研究活動を通じて父母ゃあるいは保母、幼稚園の先生方、こういうふ

うな方々の中に影響を与えれば、本当に一番大きな成果というか宝というものになるの

ではないかというのが、私の幼児教育セソター研究業務報告書、毎年出されているもの

を読んでみての感想です。

それで、二つほど要望なんですけれども、ぜひ文教委員会でも審議をしていただきたい

というふうに思うことですけれども、 2 この報告書にも幼児教育セγターの業務関連構造

図、現在の教育がどういうことをやっていて、将来どういうことを考えているのかとい

うことが、チャートにして出されてありますけれども、私、研究教育というのは非常に

息の長い、すぐ役立つことというのが自に見えてわかるようなことというのは、なかな

かないと思うのです。

当然、行政の側も議会との関係、市民との関係で、すぐ成果を出そうというふうなお

気持ちに、ややもするとなられるかもしれませんけれども、研究セソタ一、教育研究と

いうのは長い目で成果が出て、市民のものになってくるのだ、こういうふう な観点でぜ

ひとらえていただきたいし、そういうふうな点から審議を進めていただきたいというこ
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とが一つです。

それからもう一つは、こういう大きな問題が地方自治体で果たして見られるのかとし、

うふうな議論もあるわけですけれども、やはり日野市の幼児教育セソターの特徴という

のは、現場から離れることなく、父母ゃあるいは先生方と一緒に研究をやっていこうと

いうところに特徴があると思うのです。

そこら辺の、原点を踏まえた将来構想、なり、見通しなりを、この条例審議の中でもぜ

ひやっていただきたし、というふうに委員会への希望、要望、また意見を述べさせていた

だきました。

0議長(市川信資君) ほかに御意見はありませんか。なければ、これをもって意見を

終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第80号、日野市立幼児教育センター設置条例の

一部を改正する条例の制定の件は文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認め、文教委員会に付託いたします。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

0議長(市川信資君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

午後 O時19分休憩

午後 1時38分再開

これより議案第81号、昭和63年度目野市一般会計補正予算(第2号)の件を議題とい

たします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第81号、昭和63年度日野市一般会計補正予算(第2号)

について、提案理由を申し上げます。

本議案は、昭和63年度目野市一般会計補正予算(第2号)であります。補正額は、歳

入歳出それぞれ24億2，550万6，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を340億2，396万8，00

0円とするものであります。
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詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほど、お願

し、いたします。

0議長(市川|信資君) 歳入歳出全般の説明を関係部長から求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) ただし、ま提案されました議案第81号、昭和63年度目

野市一般会計補正予算(第2号)でございます。内容について、御説明を申し上げたい

と思います。

まず表題の件につきましては、提案のとおり、補正額24億2，550万6，000円でございま

す。

よって、歳入歳出の予算総額は340億2，396万8，000円ということでございます。

2項でございますが、第 1表の歳入歳出予算補正について、 2ページのところの内訳

で説明を申し上げ、たいと思います。まず2ページをお開きいただきたいと思います。

歳入部分につきましては、市税収入が20億9，879万5，000円、数字は割愛させていただ

きますが、内容といたしましては、国税の収入も紙面上でもかなり発表されております

が、空前の自然の増収、あるいは景気の急回復、もちろん企業の努力というようなこと

で、市民税、法人税、合わせましての増でございます。なお国庫支出金につきましては

補助金の確定、あるいは単価アップ等による歳入増でございます。 10の都支出金につき

ましても、全く同じ、国庫同様でございます。 13の繰入金につきましては、きのうも御

質問があったわけでございますが、環境緑化基金として 3億円、基金の方から取り崩し

をいたしまして、ここに 3億、歳入にしていくものでございます。

なお、歳出の主なところだけ申し上げます。補正額の欄でございます。款の 2の総務

費でございます。 1の総務管理費、 11億2，462万でございますが、これは公共施設基金

の積み立てと合わせまして、 62年度の園、都の補助金の確定による一部返還金という内

容でございます。

なお、 3ページの款の 8の土木費でございます。項4の都市計画費10億9，642万5，000

円、今回補正をお願いしたわけでございますが、用地買収費として、都市計画費の中で

ここに計上させていただきました。

それでは詳細につきまして、 8ページ、 9ページをお開きいただきたいと思います。

2の歳入でございます。款の 1の市税、項の 1の市民税、目では 1の個人ということで

ございます。補正額につきましては、 6億3，505万円ということでございます。この個

人収入につきましては、説明欄にも記載のとおりでございますが、大都市を中心とした

土地高騰によっての譲渡所得の伸び、当然その分離課税の譲渡による、所得割による伸

びということでございます。

なお 2点目の法人につきましては、多少先ほど触れましたが、国税庁でも既に発表さ

れております。国の関係でも当初予算に比較して 7兆円としヴ、史上空前の自然増収が

発表されている段階でございます。当市につきましでも大企業、大手法人等を含んだの

が大半でございますが、法人税割の伸び、当然予算計上の中では62年度、前年度対比等

も十分含んだ中で予算編成に努めてきたわけでございますが、景気の急回復による大幅

な伸びが、ここに12億9，610万円という数字でござし、ます。

なお10ページ、 11ページでございますが、自の固定資産税でございます。説明欄の記

載のとおり、土地につきましては当然地目変更による評価替えの増ということでござい

ます。 2番目の償却資産につきましては、各企業の設備投資の伸びが大幅にあったわけ

でございますので、それを補正させていただくわけでございます。

なお、下の国有資産等所在市町村交付金及び納付金でございます。当初の時点では前

年度実績で計上させていただきましたが、ここで納付金の確定がされましたので、その

差額を計上させていただきます。

続いて12、13、目 1の特別土地所有税でございます。面積として5万6，330平方メー

トルの面積に対する補正額でございます。

14ページ、 15ページをお開きいただきたいと思います。目 1の都市計画税でございま

す。都市計画税につきましては、御承知のとおり議会の中でも御審議をいただき、税率

の改正をしたわけでございますが、先ほどの地目変更による評価替え等の増収に関連し

て、伸びております。その補正を、1，081万4，000円お願いするものでございます。

なお16ページ、 17ページをお開きいただきたいと思います。民生費の国庫負担金につ

きましては、補助確定によるものでございます。

18、19ページ、 4の教育費でございます。国庫補助金でございますが、説明欄の記載

のとおり、全く補助金の確定による補正をお願いするものでございます。

20ページ、 21でございます。 10の都支出金、 1の都負担金、目の 1、民生費都負担金

でございます。節の中で3の老人福祉費負担金でございますが、先ほども条例改正を本

会議にお願いしたわけでございますが、それに関連する単価引き上げによる増でござい

ます。節の 4については、省略させていただきます。

22ページ、 23ページ、都の補助金でございます。目の 1の総務費都補助金でございま

す。市町村調整交付金でございますが、本年の新しい事業として、東京都におきまして、

市街地におけるマックイ虫伐倒駆除事業ということで、新しい事業が計画されたわけで、
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ございます。よってこれが調整交付金の中に歳入になるということで、 200万円の補正

をお願いするわけでございます。

目の 2の民生費都補助金につきましては、おのおの説明欄の記載のとおり基準額、あ

るいは人員増による補正をお願いするものでございます。

なお 3の衛生費都補助金でございます。補正額1，000万ということでございますが、

これも新しい事業として、公共下水道の未許可地域を指定されたわけで、ございますが、

この目的は、一つの河川浄化を目的にして、一般住宅に合併処理浄化槽を設置するもの

でございます。東京都が 3分の 2の補助金を支出するわけでございますので、よってこ

こに歳入補正をさせていただきました。

6の教育費都補助金でございます。特に補助基準の改定による歳入でございます。

なお24ページ、 25ページ、目 5の土木費委託金でございます。補助金の確定によるも

のでござし、ます。

26ページ、 27ページ、自の 3の環境緑化基金繰入金ということでございます。法人化

について東京都と協議をしてまいりました。来年4月設立に向かつての法人の認可の見

通しがついたわけで、ございます。よってその中の指導の中で、 3億円の基金をここに歳

入にするわけでございます。

なお28ページ、 29ページ、 3の歳出に入らせていただきます。主なところだけ簡単に

申し上げたいと思いますが、自の 1の一般管理費でございます。特に節の中で15の工事

請負費、新しい予算として、日野駅前に看板を設置していきたいということでございま

す。庁舎、市民会館あるいは生活保健セソタ一等の主要施設の完成に伴つての案内掲示

板を計上させていただきました。

自の 6の財産管理費、節の25の積立金でございます。ここに公共施設建設基金として

9億9，570万円をお願いするものでござし、ます。

なお自の 7、企画調整費でございます。節の中に 7の賃金、 11の需用費、 14の使用料

及び賃借料、 18の備品購入費ということで4点あるわけでございますが、既に昨年来委

員会の設置、あるいは当初予算にもお願いしました斉藤紅一画伯の作品の寄附を、最終

的に現在26点でまとめております。大小あるわけでございますが、すべてを市に寄附さ

れる点数とそれに関連しての備品購入の当初の不足分、あるいは秋には一つの作品展を

開催するための使用料、あるいは賃金でございます。

続きまして30、31ページでございます。自の14の諸費でございます。補正額は 1億2，

269万7，000円、おのおの説明欄のとおり、前年の事業の確定によっての返還金をここに
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記載し、お願いするものでございます。

なお34ページ、 35ページでございます。 3の民生費、項 1の社会福祉費、自の社会福

祉総務費でございます。補正額は180万でございますが、新しい事業としての取り組み

として、障害者雇用促進助成補助金ということで補正をお願いするわけでございます。

この事業の内容といたしましては、事業主に対しまして雇用条件を整えて、雇用促進と

定着化を進めていきたいということでお願いするものでございます。

なお 2の身体障害者福祉費の中で13の委託料、 19の負担金、補助及び交付金につきま

しては、当初予算13の委託料で計上させていただきましたが、この負担金、補助及び交

付金としての組み替えをお願いするものでございます。

なお4の心身障害者福祉施設費につきましては、 19の負担金、補助及び交付金でござ

います。おのおの補助確定による歳入のところでも説明申し上げましたが、都の基準単

価アップによる補正でございます。

目の 5の老人福祉費、 13の委託料150万の補正をお願いするわけでございますが、と

こに記載のとおり、なお一層充実を図り、弱者対策としての推進をしていきたいという

ととで、入浴サービスに努めてし、く予算でございます。なお19の負担金及び補助でござ

いますが、先ほど条例関連の中で提案したとおりでございます。その負担金をここにお

願いするものでございます。

なお36ページ、 37ページ、目の 6の老人福祉施設費でございます。節の11の需用費で

ございます。福祉セソターの修繕料ということで、中央福祉センタ一等の問題につきま

しては、今後の問題は議論しているわけでございますが、現在、屋上からの雨漏りがし

ますので、その最低限の補修の経費をここにお願いするものでございます。

なお8のコミュニティ施設費、 10の婦人活動推進費につきましては、説明を略させて

いただきます。なお38ページ、 39ページにつきましても特にございません。

40ページ、 41ページでございます。自の 7の公害対策費でございます。節の中で合併

処理浄化槽設置補助金ということで1，500万、先ほどの東京都の事業による浄化槽の設

置に伴う市の 3分の 1の負担と合わせましてここに計上し、補正をお願いするものでご

ざいます。

なお42ページ、 43ページでございます。自の 1の清掃総務費でございますが、この右

の内容に書かれたとおりでございます。

自の 3のし尿処理費の中の節の15の工事請負費でございます。ここの説明欄に記載し

てありますが、投入の汚泥の増加によ っての貯留槽を今、分離しているわけですが、そ
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の混合によって能力化を図りたいというような工事の改造費を、ここに608万円お願い

するものでございます。

なお続いて44ページ、 45ページ、自の 2の道路維持費、 3の道路新設改良費でござい

ます。当初予算にも、各部から予算要求があったわけでございますが、なお一層急、を要

する問題としての、可能な工事範囲として、ここに工事請負費、道路改良関係につきま

しては 2路線、舗装改修につきましては l路線ということで補正をお願いするもので、ご

ざいます。

4の街路灯費でございますが、 15の工事請負費、この記載の場所の水銀灯あるいはポー

ル、全体改修をここで進めていきたいという内容でございます。

なお 5の交通安全対策費のうち、節の19の負担金、補助及び交付金でございます。 48

万という補正額でございますが、日野交通安全協会被服費補助金、交通安全協会の中に

婦人部という組織があるわけでございます。その婦人部の方の会員、現在60名という内

容の中での被服を、補助金として支出していくものでございます。

なお46ページ、 47ページ、自の 2の区画整理費につきましては繰出金でございます。

額は、土地区画整理事業の特別会計に区画整理地域内の用地買収費として、ここに繰り

出すわけでございます。

5の下水道費でございます。管渠埋設実施設計のためにその繰出金2，480万5，∞0円を、

これも下水道会計に繰り出す内容でございます。

なお 6の公園管理費、節の15の工事請負費でございますが、おのおのこの4点につき

まして工事を実施していきたし、ということで、一番上の三角点につきましては三沢、 3

番目の遊具、休養施設設置ほかということで、これは万願寺というような考え方でおり

ます。

なお自の 8の緑化費でございます。おのおのここに内容は記載のとおりでございます

が、一番下の24の投資及び出資金、ここに 3億円を出資金として、緑化協会の出資金に

お願いするものでございます。

なお48、49につきましては、省略させていただきます。 50、51、特にありません。 52、

53ページもありませんが、その中で目の 4の林間施設費、ここに11の需用費、修繕料と

して95万円、お願いしました。大成荘の問題もあるわけでございますが、やはり屋根の

多少の修繕と給水設備を含んで、ここに補正をお願いするものでございます。

54ページ、 55、学校管理費、特にございません。

続いて56、57につきましては、ござし、ません。

58、59ページの自の 3の文化財保護費でございますが、歳入との関係もございまして

11の需用費、 13の委託料、あるいは14の使用料及び賃借料を含んで、補助金との関連で、

またその事業に必要な経費を、とこに補正をお願いするものでございます。

なお4の博物館費でございます。 7の賃金でございます。御承知のとおり、先般落成

式を行いました。そのための準備等を含めまして、これからの仮オープγ等も含んでの

賃金の補正をお願いするものでございます。

なお 6の図書館費につきましては、特に11の需用費の中で修繕料がございますが、こ

れは当初予算にも担当課から予算要求があったわけでございます。しかしもう少しこの

夏を、状況を見ょうということで保留していた。どうしても使用不可能だというような

中での修繕を行いたいということで、補正をお願いするものでございます。

なお60ページ、 61ページ、最後の部分でございますが、自の 3の市民グラウソド費で

ございます。節の13の委託料84万、これは市民グラウソドの現在のある場所の下流のと

ころに、多少グラウ γ ドを考えていきたいということで、その設計委託料をお願いする

ものでございます。面積としては、 7，800平方メートル程度の測量委託でございます。

大変雑駁でございますが、よろしく御審議のほど、お願いしたいと思います。以上で

終わります。

0議長(市川|信資君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 2点、お尋ねをいたします。

まず都市計画税でありますが、今回約1，000万の増額補正がされております。御承知

のように、ことしの 2月の第 1回臨時市議会で都市計画税の税率の改正を行ったわけで、

あります。市長の提案は当初0.275ということでありましたが、議会で0.27に修正をし

て可決をしたとし、う経緯がございます。

その折のいろいろな説明資料等によりますと、これは向こう 3年間の時限的な措置が

とられておりますので、昭和65年度までに約4億4，000万円の減収見込みがあるという

試算が私どもに説明されていたわけでありますが、今回、従来の予想とも多少変わって

くるのではないかと思いますので、その点、今後の減収見込み額をどういうふうにお考

えになっているか、お尋ねをいたします。

それから35ページの、これは新しい事業のようですが障害者雇用促進助成補助金、今

回、社会福祉総務費の中で新しい事業がここで出てきておりますが、今までなかったこ

の事業がどういった経緯で、どのような背景で今回、提案をされたか、その点について

お尋ねをいたします。
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以上、 2点です。

0議長(市)11信資君) 市民部長。

0市民部長(大貫松雄君) それでは 1点目の、都市計画税に伴う税率を改正をお願い

いたしまして、そして 3年間の時限立法で土地の高騰に伴う対応をしたわけで、ございま

すけれども、前にお願いしたのが 3年間で4億4，149万5，000円を予想いたしました。 9

月補正の時点で推計をいたしましたところ、 4億5，126万1，000円ということで、 3年間

で当初見込んだものよりも約1，000万減収が多くなるということで、現在、この時点で

は考えている次第でございます。

以上です。

O議長(市川信資君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問の35ページ、障害者雇用促進事業という補正をお願い

しているわけでありますが、私の市民相談の中で、たまたま障害者で何とか就業したい、

あるいは雇用側でも能力の限り雇用をしてし、きたい、こうし、う事例の中で一番陸路になっ

ておりますのが、最低賃金法という法律があるわけでありまして、それだけの生産能力

がないとしヴ、その際に若干の支援をすれば就業の機会、あるいは生産に携わるという

ことも可能であるというような判断をいたしまして、まだ試行の段階ではございますが、

他の市にもそういう事例があるということもわかりまして、今回、小さな形の援助事業

として取り組んでいきたい、こういうことでございます。

0議長(市川信資君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長から答弁のありました雇用促進についての施策については、

年度途中でもこういったものが出てくるということは、市民のそうした需要に即座にお

答えになったということで、これはそれなりの評価をしたし、と思います。

それで都市計画税の件なんですが、当初63年度の税率をもし変更しない場合の税収見

込みが約14億で、それに今回1，000万の増額補正をやっておりますので、 1億程度は少

ないのですが、当初提出をされました改正案の0.275の場合の試算、 13億1，500万はもう

今回、上回っているわけですね。今回いろいろ地目の変更等によって税の増収が見込め

るということで、今後の向こう 3年間の減収見込み額にどういう変化が生じてくるのか

ということをお聞きしたかったのですが、 1，000万程度、当初の試算よりもさらに減収

になるということですか。4億4，000万というのが、大体私どもに示された数字だった

のですが、それがどういうふうに変わるか、もう一度お願し、し、たします。

0議長(市川信資君) 市民部長。
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0市民部長(大貫松雄君) 今、議員さんがおっしゃったように、約当初うちの方で見

込んだのよりも1，000万多く減収になるというふうな推計をとっているわけです。

0議長(市川信資君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) ですから、当初試算をしたよりも減収額は少なくなるというこ

とですか。ふえるのですか。

0議長(市川信資君) 市民部長。

0市民部長(大震松雄君) ふえるのです。私、 3年間の合計で、言ったのですけれども、

例えば当初63年度が 1億4，300万と推計したので、すけれども、これがこの時点で l億4，6

∞万ということで、 63年度で減収が約300万ばかり多くなります。それから64年度も 1

億4，800万ということで、それがこの時点では 1億5，100万、それから65年が 1億4，900

万が 1億5，3∞万ということで、 3年間の総額で、当初見込んだのが4億4，1∞万だった

のですけれども、これがこの時点では4億5，1∞万に推計をしてございます。そういう

ことで、 3年間ではこの税率を改正したことに伴って約1，000万円減収になる、そうい

うことでございます。

0議長(市川信資君)

024番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

わかりました。私は当初の試算が、その時点でいろいろ補正等

が組まれて、数字が多少変わってくるというのはわかるのですが、これはいわゆる例え

ば法人税や個人の市税とは違いますので、ある程度はっきりした数字というものが出て

くるだろうと思うのです。地目は変更すると言いましでも、そう大きな内容の変更とい

うことはないと思います。今回約1∞0万の補正がされていますので、私は普通常識的に

考えて、減収見込み額が少なくなるのかなと思ったので、すが、逆に当初の計算をされた

額よりもふえるということが結論のようですが、そういうふうに考えてし、し、わけですね。

O議長(市)11信資君) 市民部長。

0市民部長(大貫松雄君) はい。(iその理由は何ですかJと呼ぶ者あり)私、先ほ

ど言ったのは、税率を変更した段階で、3年間、大体こういうふうに推計されるというこ

とを申し上げましたけれども、ここの補正で都市計画税は1，0∞万、補正をさせていた

だいているわけです。

ということで、やはり税の積算をする段階で、例えば固定資産、都市計画税、同じな

んですけれども、 1月1日現在の土地の売買、地目を積算の基礎にするのですけれども、

そうしますと、これは昨年から続いて積算をする段階までの把援はできるのですけれど

も、積算をした段階から今度将来というのですか、これは推計になりますので、その点
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の、今回は実績にともなった補正をさせていただいたということでございます。

O議長 (市川信資君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) 2点ほど、お尋ねをいたします。

先ほど東京都の補助を1，000万いただきまして、河川の浄化ということで、合併処理

浄化槽整備事業にこれから取り組むわけですけれども、私も53年第 1回定例会でこの件

については質問させていただいたので、すが、そうしますと、 これを具体的な事業として

進める場合に、たしかそのときの一つの参考例というふうな形でお話があったので、すけ

れども、 50人槽、 50人用の浄化槽ですが、そういうふうなものを置くと、例えば単独処

理浄化槽ですと30万、合併浄化槽にすると、例えば60万とればその30万について個人の

方に負担を願うのではなくて、その30万については東京都の方で3分の 2見ましょう、

あとの 3分の lについては市の方で見ましょうという、例えと して前回お聞きしたとこ

ろなんですけれども、具体的にこれを進めるに当たってはどういうふうな形で行われる

のか。

例えば今、 50基ということで出ているわけですけれども、そういうふうな規模の槽の

住宅に重点的に当たるような形になるのか。そうではなくて、もう少し小さな人数の槽

のものでも対象としていくのか、その辺、事業の骨格ですけれども、ぜひお話をしてい

ただければありがたいと思います。

それから第 2点は、民生費の社会福祉費の老人福祉費で寝たきり老人入浴サービスと

いうことで、委託料150万計上しましたというお話なんですが、これは前の議会でも あ

りましたけれども、このことによっていわゆるお年寄りの寝たきりの方の回数が 1カ月

に数回ふえるというふうに考えていいのかどうか、その辺をもう少し具体的にお話をし

ていただければありがたいと思います。

以上です。

O議長(市川i信資君) 生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君)

す。

それでは合併浄化槽に関する御質問にお答えいたしま

この事業は、東京都が61年から合併処理浄化槽補助事業として開始をしております。

これは河川の汚れがいわゆる家庭雑排水にある、これが原因の約大半を占めるというこ

とで、補助が決まりました。当初は水道水源地域を対象としておりましたけれども、そ

の地域が広がりまして、ことしの 4月から日野も該当するように、補助の対象になるよ

うになりました。それで補正予算書の中では、一応 5人槽を対象にしております。ただ
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これは50人槽以下でございますので、一応計算の一般的な使用の人槽として 5人という

ことで、 l人当たり 6万円の補助ということで、 30万円を計上したわけでございます。

したがし、まして、 50人以下の槽が対象になります。なお単独浄化槽と合併浄化槽の差額

をいわゆる負担をする、その差額の 3分の 2が都、 3分の lが市、そのような割合でご

ざいます。

以上です。

O議長(市川信資君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 35ページの老人福祉費の委託料、寝たきり老人入浴サーピ

スの150万でございますけれども、これによって入浴サービスの回数がふえるかという

御質問ですが、これはあくまで現在、至誠ホームとの契約の中で、入浴の回数が、希望

者が月 1回を満たす状況になっております。これを回数をふやす目的で現在、考えてお

ります。したがって、至誠の利用希望者が年間で513人入浴しておりますけれども、そ

れをもう 1回、その分だけ入れるようなぐあいに予算を組みまして、したがって月に 2

回入浴できるように体制を組むものでございます。希望があれば、希望者の全部の方が

2回していただければ2回は確保できる、こういうぐあいに考えております。

0議長(市川信資君) 小山良悟君。

014番 (小山良悟君) 35ページの新規事業、障害者の雇用促進の助成の制度でありま

すけれども、一口に弱者と言ってもいろいろな層のとらえ方があるわけであります。そ

ういう弱者の中でも特にみずからの意思表明をできない、そういう能力を持ち合わせて

いない人たちに対する援助政策というものは、まことに意義のあることだというふうに

思し、ます。福祉の原点はそこにあるのではないかと思いますので、そうし、う意味でこの

制度は、立場は違うにしても、高く評価をできると思います。

先ほどの市長の答弁の中で、若干誤解されるのじゃないかなと思いましたので、一言

申し上げますけれども、いわゆる障害者の方と雇用者側との雇用の契約の障害となって

いるものを取り除くということで、特に東京都の最低賃金法というものが陸路になって、

障害になっているというふうなことで、この制度ができればいわゆる最低賃金法をクリ

アできるというふうにも受けとれかねないような説明じゃなかったかなと思うのですが、

基本的にはそう いうふうなことではなし、と思うのです。

あくまで雇用者側が払う賃金、これにつし、てはやはり最低賃金法というのは東京都に

あるわけですけれども、これはあくまで適用除外というふうな手続をとることによって

企業側はクリアしなくちゃいけない。ただ少なくともこの制度ができたことによって、
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最低賃金法にクリアできる金額、あるいはそれに近い金額が実現することによって障害

者の自立の道が大きく広がってし、く、また採用する企業側にも大きな援護射撃となると

いうふうな意味で、大変意義のある制度だというふうに思うわけであります。

今後この制度をどのような形で周知させてし、く手順であるか、その辺のところをお関

かせいただきたいと思います。

0議長(市川信資君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 今回の障害者雇用促進援助事業でございますけれども、こ

れにつきましては、現在の障害者の雇用の状況を見ますと、どうしても重度障害者並び

に精神薄弱者の雇用が阻害されている状況にございます。特に障害者の雇用が、大企業

では身体障害者は規模も大きくなるに従って軽度の障害者の占める率が多い。また精神

薄弱者の場合には、ほとんどの事業所が、大きくなるにつれて雇用率が低くなっている、

こうしヴ状況でございます。したがって、中小以下の企業で頑張っていただいているの

が現状ではないか、こういうぐあいに思います。

したがって精神薄弱者並びに重度障害者の雇用の促進、こういうことで国も障害者の

雇用促進事業を 3年間助成金を出しておりますけれども、それをさらに援助をする、ま

た障害者の雇用もそれによって促進を長期化できる、こういうことを願って雇用主、ま

た雇用者に恩恵のあるように、私の方としては今回の事業を適用していきたい、こうい

うふうに考えております。

0議長(市川!信資君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 国の方でも 3年間補助というようなことがありますけれども、

正確に 3年じゃないと思うのです。たしか 1年だと思うのですけれども。いずれにして

もその辺の対応は、まだまだ行政としても不十分な点があるわけで、ぜひこの制度を企

業側にも大いに知らせしめて、障害者の雇用の場を、自立の道を大きく開くように、行

政側も一生懸命取り組んでもらいたい。強く要望して質問を終わります。

0議長(市川信資君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 63年度の予算編成のとき、税収の伸びが非常に懸念されたと

いう経過があるわけですけれども、特に法人市民税が円高の影響などで非常に不安定で

あるということから、一般会計予算が微増にとどまったわけでございます。しかしなが

ら、先ほどの部長の説明のとおり史上空前の、一般的には大幅補正というふうに各自治

体とっておりますけれども、言われるように、内需拡大策もさることながら、企業努力

等々によってかなりの増収になった。 12月になるとさらにふえるのであろうということ
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が予測されるわけであります。

13億としヴ法人市民税の収入がここで計上されたわけでありますけれども、企業努力

あるいは景気回復等があっても、そこで働く者が一生懸命になって努力した結果で、ある

ことには、間違いないわけでございます。これから勤労市民が、時間短縮等でもって非

常に余暇時間のふえてくる傾向に、社会的にはなってきておるわけでございますけれど

も、そういったときに余暇活動を楽しむ場所ということで、従来から総合体育館とか総

合運動場の建設をとし、う要望なり要請をしてきているわけですけれども、今回の補正の

中にはそういったものはない。勤労市民のために何かやれということじゃないのですけ

れども、少なくともそういった施策も掲げてほしかったなというふうに、今、この補正

予算を見て感じるわけでございます。全然、ないわけじゃなくて、この財産管理費の中で

公共施設建設基金ですか、これがどう積み立てられて使われるのかわかりませんけれど

も、こういうふうに勤労市民が数多くいる日野市でもって、本当に一生懸命になって努

力しているそういった方々に、少なくとも何かの還元があってもよいのではないかなと、

こんなふうに、この予算書を見まして、感じたわけで、ございます。

こういったところを、理事者側としてどのようにこの増収を受けとめて、施策を遂行

しようとしているのか、その辺の答弁をお願いしたし、ということと、他市が、ほとんど

が12月でもってかなり大幅な補正を組むというようなことが言われております。府中の

場合は今回何か20億くらいの補正予算が組まれるようでございますけれども、こぞって

各自治体がそういった法人市民税の増を受けて、いろいろな面で潤っているわけでござ

いますけれども、予算案のときに、市民クラブとして要望しておきました勤労市民の施

策、これがどのように今後生かされてくるのか、その辺もあわせて御答弁願いたいと思

います。

0議長(市川信資君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御指摘の部分、まことに同感でございまして、ことしこういっ

Tこ年度半ばの補正という形で増収が大幅に得られるとし、う状況になりましたことは、日

野市にとりましても過去数年間、特に法人市民税で円高でありますとかあるいは国際的

な経済事情によって打撃があった、特に輸出関連の企業につきましては非常に御苦労を

されたということをつくづく感じるわけであります。ょうやくそれらに対しまして、内

部努力によってある程度克服されたものもあると思いますし、また内需拡大という政策

が、だんだんと園内の景気浮揚に役立ってきた、このようにも原因を求めることができ

ると思っております。
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これからもなお税収増を期待したし、わけでございますし、そのこと自体は日野市のハー

ドな面のまちづくりももちろんでございますし、ソフトな面の市民に対しますいろいろ

な施策のまた重要な財源に充てられるべき財源となるものでございますので、慎重に、

使途につきましても取り組んでし、くべきであるというふうに感じております。

この中で特に強いて、今御指摘の勤労市民に対して何か施策はということにつきまし

ては、多摩川市民グラウンドの下流に若干の河川敷があるわけでございますが、その誤11

量予算を計上いたしております。いずれはこのあたりも、つまりグラウソドを拡張する

という形で河川敷の利用を広げていきたい、こういうことにももくろみがあるわけでご

ざいます。その他のことにつきまして、今回は当面、ハードな面の、区画整理事業の中

の、特に豊田の区画整理で、既に私どもの開発公社が求めております土地、これを今回

の予算化によって、区画整理事業の中の準備用地として市の所有にしておきたい、こう

いう一つの使途と、それから公共事業建設基金の中にまた相当額を積み立てまして、こ

れからの公共事業の用に充てていく。その公共事業の用というのは教育もありますし、

また市民施設も用い得るわけでありまして、努めてこれからの余暇時代、昨日もちょっ

と触れたわけで、ございますが、週休2日制のまさに余暇時代、個人個人が毎日を有意義

に過ごすというための施策が、地域に当然、整備されるべきものでございますので、そう

いう考え方に立ちまして、勤労市民の方々に十分地域社会での活躍が、文化の面、スポー

ツの面でも満たしていただける、こういうふうに取り組んでいきたい、こういうことで

考えておるところでございます。

0議長(市川信資君) 奥住日出男君。

各部署から出されたのかどうか。それぞれ担当部署から少なくともこうしヴ状況なんだ

からというようなことが出たのかどうか、もしその辺のことがありましたら、お聞かせ

いただきたいと思います。

0議長(市川|信資君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 私の方からお答えさせていただきたし、と思います。

当然、 9月の補正予算でございます。そういう中での大きな事業としては、半年の間の

執行にはなかなか難しい問題もあるわけでございますが、財政当局の方には、今回の補

正の中ではグラウソドの、先ほど市長から話がありました測量委託の予算その他につき

ましては、特にこの補正予算の要求の中にはなかったということでございます。

もちろん今後、これから基本計画あるいは実施計画もできておりますので、それに向

かつて私の方も一層努力するつもりでございます。以上でございます。

0議長(市川信資君) 鎌野行雄君。

017番(熊野行雄君) まず歳入ですけれども、先ほどの説明によれば、個人住民税

01番(奥住日出男君) 市長の言われることはよくわかります。ぜひそのようにして

の補正額が約 6億3，500万ということで、そのうちのかなりの金額が土地の譲渡所得増

によるものだというような説明だったわけで、すが、具体的に6億何がしのうち、今言っ

た譲渡所得の増による歳入増はどのくらいなのか、説明願いたいと思います。

それから二つ自の法人税、約13億の補正になっているわけですが、過去たしか私の記

憶によれば、法人市民税の収入が一番多かったのは約40億だったと記憶しております。

それに近づきつつあるわけで、非常に結構なことなんですけれども、この法人市民税、

住民税の歳入については非常に決算時も違いますし、個人住民税と違って見通しなり計

算が複雑なわけですが、最終的にどうなんですか。いま少し将来、あと12月と 3月があ

るわけですが、最終的な見通しはどんなふうに見ているのか、その辺を教えてもらたい

と思います。

次に、この補正予算の主なるものはこれだけの歳入増があった、これを一つは基金に

積み立てる。いま一つは区画整理事業へ繰出金がかなり出ている、こんなことだと思い

ますけれども、公共施設建設基金が約10億、手元に62年の決算書があるので、これを見

てみますと、この基金が約34億です。ほかの基金の積み立てを合算すると93億あるわけ

ですよ。

一方に、こういうふうな余裕金が出た場合の処置として、地方債の繰り上げ償還とい

うことも考えられるわけです。今、確かに低金利時代ですから、基金の利子収入はそん

なに見込まれないわけで、むしろ事情が許せば地方債の繰り上げ償還、この方が有利で

いただきたいわけでありますけれども、昨年の決算委員会の中でも、委員の中からいろ

いろ発言がございまして、基金だけをどんどんどんどん積み立てればし、し、というものじゃ

ない。 たまにはそういうお金も有意義に使うべきではないか、こんな発言もあったわけ

でございます。

弱者救済、それはそれなりに意義はございますけれども、少なくとも大半の方が健康

体で今、あるわけでございます。そういった方にもひとつ、今、市長が言われたような

ことを、ただ将来そういう用地を確保するとか、積み立てるとかじゃなく、もっと積極

的にやっていただきたいということでございます。それは要望しておきます。

1点だけ、今回こういった補正を組む中で、それぞれの部署からいろいろな要望等も

あったのでしょうけれども、そういった勤労市民に対する施策について、何か考え方が
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はないかというような感じがするわけです。近い将来、この基金を取り崩して何らかの

公共施設をつくるのだということなら、これも損得は度外視して積み立てなければなら

ないということもありますし、また繰り上げ償還が非常に難しいというような事情があ

れば別ですが、それがなければ、通常ならば有利な方をとって、繰り上げ償還へ回すべ

きではないかというふうな気がするわけなんですが、その辺の事情はどうなのかという

ことです。

次に、総務費のうちに返還金というのがあります。これをずっと見てみますと、生活

保護費の国庫負担金の返還金です。これが8，6∞万、かなりの大きな金額になっている

わけです。生活保護費の補助金は、当初予算の予算書がありませんから、決算書を見て

言うわけですけれども、総額で約 7億円ですね。そのうちの8，600万ということは、か

なり大きな数字になっているわけです。これは単なる計数整理ではない、何か特別な事

情があるのではなし、かと思うのですが、その辺、私、ちょっとわからないもので、教え

てもらいたいと思います。

いま一つ、土木費のうちの繰出金です。これはあとの特別会計も関連してくるわけで

すが、 7億4，500万の繰出金増ということです。特別会計の方の予算書を見てみますと、

たしか豊田南口で2，776平米だったで、すかの先行取得をするのだ、 8億4，0∞万という説

明がありますけれども、この辺も、もうあとことしも半年を残すのみですが、この買収

の見通しはある程度ついているのかということ、この辺の説明をお願いしたし、と思いま

す。以上です。

O議長(市川信資君) 市民部長。

0市民部長(大貫松雄君) それでは私の方から 1点、 2点、お答えをいたします。

まず 1点の個人市民税の 6億3，505万円の補正の内容でございますけれども、内容は、

今回は分離譲渡のみの補正でございま，す。特にここで補正をお願いをしたのは、 62年分

ですか、 2月から 3月にわたって確定申告がされました。

そしてその確定申告の、特にここで八王子税務署管内が、聞くところによりますと、

全国一の土地の関係で、分離が伸びたということだそうでございます。そういうことで、

私どもの方が、ちょっと他市の関係をここで調べたわけでございますけれども、例えば

所得割の場合ですけれども、これは全部分離というふうに内容はちょっと把握はできま

せんけれども、例えばさっき奥住議員さんも申し上げていましたけれども、所得割の場

合には府中が14億9，8∞万、それから法人が19億5，∞0万、約20億ですか、それから町田

が所得割が、 36億3，000万の補正をするそうでございます。

そういうちなみに各市の動向があるのですけれども、この 1点目と 2点目とちょっと

関連がありますが、 2点目の法人のさらに伸びるのはどうかということなんですけれど

も、最終的に我々の方が見込んでいるのは、このままいけばあと法人が 2億円くらい出

るのではないかなというふうに推計はしているわけです。ただ八王子とか多摩、稲城等

は、これを12月補正にするということで、稲城の場合も 2億8，000万とか、そういうふ

うな所得割が出ているそうですけれども、これを12月補正ということで、私どもの方は、

例えば20何億か12月補正をするということは余りにも、要するに時間的なものもありま

すので、かなり詰めたものをここで補正をさせていただし、たわけでございますけれども、

法人市民税の場合にはあと 2億円くらい出るのではないかなというふうに予想してござ

います。

以上です。

O議長(市J11信資君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 2点目の、地方債の繰り上げ償還の問題でございま

す。

当然、私の方も償還の繰り上げが可能であれば、やはりそれをやるのが一番妥当であろ

うとしヴ折衝もやりました。しかし今の現状の中におきましては、全く繰り上げの償還

につきましては認めていただけません。よって、そういう状況でございますので、今後

起債を申請をする場合においても、十分検討しながら基金との問題を整合性を持たせて

いきたい。ただ、現状におきましては、償還は不可能であるというのが実態でございま

す。

0議長(市川信資君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 基金に積み立てたことにつきまして質問をいただいたわけで

ありますが、御承知のとおり、公共施設を何かつくろうということを思い立ちましても、

まず用地の確保ということが大前提になります。そして今、例えば国有地を求めなけれ

ばならない淡水跡地、あるいは桑園跡地も、残り地もございます。

それからもっと急いで、多分買い取りを求められるのが国鉄清算事業団の管理してお

る土地、具体的に申し上げますと二小の西の方に元の国鉄社宅用地を求めて小学校をつ

くろうという案を、案といいますか計画を持っておるわけでありますし、またそれをつ

くらなければこれから開けていきます、また豊田の区画整理で、は小学校をふやすことは

ございませんので、西平山の区画整理事業の地域、それと両方の地域を兼ねた形で小学

校 1校用地、まる 1校、つま り国鉄用地を区画整理の中に取り込んで、そして校地を確
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保したい、こうしづ計画がございます。

多分これが最初に買え一一買えとし、し、ますか、そういうことになってくる と思ってお

ります。試算をいたしますと、坪100万では求められない。ある いはそれ以上とい うふ

うになるようでございますので、仮に100億基金を蓄えておりましても、用地をそういっ

た将来の公共事業のために買い取るということになりますと、たちまち消費することに

なってしまいます。

そういうことを考えまして、用地費として、あるいは将来のまた公共事業の建設費と

して、応分の蓄積は絶えず持っていかなければならないというのが、現在の日野市の将

来展望の中の大切な資金に対する考え方だ、こう考えております。

確かに蓄えるばかりがもちろん能じゃないわけでありますが、今日の土地事情から言

いますと、まさに蓄えておかなければ土地も買えない。将来行き詰まってしまいますの

で、そういう考え方に立っておるというふうに御理解を、この際はお願いをしておきた

いと思っております。

0議長(市川信資君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは31ページの生活保護費の国庫負担金の償還金でご

ざいますけれども、これにつきましては御質問の8，698万4，∞C円、これのもとは、年度

当初に 7億6，837万円計上いたしまして、実績額が 6億8，138万6，844円でございますの

で、その差額でございます。

年々生活保護実績も低下してございますけれども、年度当初には昨年の実績で組んで

おりますし、また多少余計に組んで、おかないと対応できない場合もございますので、そ

れについては国も保障しております。そこでその差額が8，600万、こういうことになっ

たのだと思います。

0議長(市川信資君) 都市整備部長。

係で少なくなったのか、どっちかということなんです。その辺、いま一回、答弁をお願

いします。

それから企画財政部長の答弁で、繰り上げ償還は不可能だということだったので、すO

これは私、その辺の詳しい事情は知らないけれども、それと地方債を持っている方が繰

り上げに応じないということだと思うのですけれども、制度的に幾らうちの方で繰り上

げ償還しますからと言っても、相手が応じなければ不可能だ、こういうふうに解釈して

し、し、わけですね。以上でいし、です。

0議長(市川信資君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) 御質問の生活保護費ですが、別に基準が変わったというこ

とではございません。しかしこの 3年ほど、国は概算払いという方式をとっておりまし

て、少し余計に寄越すのです。それで、詰めて言いますと、 1億円近くの金が余計に参

りますので、その分はどうしても返還金の中で出てくる、こういうことでございます。

O議長(市川信資君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) もう多くの人が聞かれているので、重複しないようなことだけ

0都市整備部長(前田雅夫君) 最後の財産購入費でございますけれども、これは豊田

開きたいと思うのです。

法人市民税の大幅な伸び、これは都も国も全くそのとおりだというようなお話の中で、

法人市民税が13億で個人のが 6億何ぼ、 20億が、市税が増収になるということなんです

が、私、今後の展望の中で、いま少しあるのじゃないかと思ったら、法人の方はあと 2

億くらいだというお話なんですが、物価は安定しているけれども、法人の経済の動向と

いうのは非常につかみにくいということは、私もわかるのです。

問題は、増収になってきた金をどう使うか、蓄えるか。今、企画財政部長の答弁なり

市長の答弁では、お金を返すといっても契約があるからできない。そうなると、土地が

高し、から、 100億くらいの金を公共基金に積んでおいても、土地を買うとなれば全く幾

らも買えない、これは私も理解はできるのですが、ただ自治体というのはいつの時代に

なってもなくなるということがないだけに、かなり長期の構えをする必要があるのじゃ土地区画整理事業の区画整理事業用地として2，776平方メートル、金額にいたしまして

8億4，504万5，000円でございますけれども、この用地につきましては日野市土地開発公

社で、既に買収をしてございます。

したがし、まして、公社の方から特別会計で買い取りをするというものでございます。

O議長(市川信資君) 飯野行雄君。

ないか。

017番(綴野行雄君) 後の返還金から聞きたいのですけれども、これは何か基準が変

これは私が言えば恐らく見当がつくと思うのですが、ギャ γブルの収入が例えば何ぼ

あっても、それは今の地方自治体の基準財政需要額では見ないという。だからこれは一

つの憶測なのでわからないのですが、府中市の場合には80億から100億あるのじゃない

か。それで私も、この間 2日ばかりぽつぽつ歩いてみると、府中というのは公共施設を

もうつくるところがない。従前に全部、市民が考えていないようなときに確保されていわったということか、あるし、は基準は変わらないけれども、対象者がし、ろいろ所得の関

- 102 - Q
U
 

ハU
噌

E
ム



るのです。それからいま一つは道路なんかにしても、国道なり都道に抜いてしまうとい

ろいろな問題が出るけれども、その前まではかなり用地は買ってあったり、できている

というような状況を見ると、特に日野というのはいつも、私も議員に出て4期になって、

ひがむわけじゃないのですが、旧七生地区というのは都市計画道路も 1本もない。特に

国有地というか、そういう公の持っていたところが全く旧七生地区には、全部ないと言っ

ちゃ失礼なんで、すけれども、そういう点で皆無に近い。しかし今、市長の答弁、企画財

政部長の答弁の中にもあったように、用地が確保で、きれば箱物はできたも同じだという

中で、非常に土地が高い中で用地取得は困難だ。

私がこの質問をしているのは、なかなかいいところはもう売ってくれる人もなければ、

買おうとしてもなかなか一一そうかと言って市が買う場合に、いわゆる公示価格の何ぼ

とか、評価額の何ぼということでしているのだけれども、これを多少の見直しをする必

要があるということをまず私一つ、また見直しが、都の第二関戸橋なり立日;橋の買収を

見ておっても、年度が 1年度変わることによって、だからいわゆる正直者はばかを見る

というというようなことが行われているのじゃないかということを、まず開くのです。

そういう面でいけば、 1年くらい先の単価を買うなり、異常な土地の高騰があったと

きは別ですけれども、普通は物価は安定しているのに土地だけはいろいろなことをする

のですけれども、そういう問題を、収用権というような問題もあると思うのですが、た

だ執行するということになると非常に難しいのですが、そういうことを考えると、私の

これから質問したいのは、し、し、ところを買うというのは、非常に日野なんかでは難しい

と思うのです。区画整理も全く予定されていない、埋蔵文化財なんかもあって、そうい

う指定を受けているということで、しかしまあ将来展望の中では、今言う第二関戸橋な

り何か公共の道路が、モノ レールならモノレールが通っていて、道路を拡幅して、人家

が移転しなきゃならぬ、区画整理なんかしていてやはり移転しなきゃならぬ、そういう

ときに代替用地として悪いところ、悪いところというと、もしかしたらしかられるかも

しらぬけれども、日野の場合、山では調整区域あるのですが、農地なんかの場合にほと

んど調整区域はないと言っても全部市街化区域。そういうところにさっきの区画整理の

何か公社が買えるという改正になったのを見ても、いま少し発想、を変えられたらどうな

のか。

はちっとも差しっかえないのじゃないか、そういう何か発想の転換をしないと、まちづ

くりはできないのじゃないか。

一つ私はあえてきょう、こうし、う場所で言うべきか、本当なら通告質問で言いたし、の

ですけれども、自分は出してないから申し上げているのですが、第二関戸橋のところで

40戸も移転があるというのです。都もかなり懸命な努力をするけれども、さっき区画整

理でアパートに住んでいる人のこともやはり考えてやらなければならぬじゃないかとい

うこと言われて、私もなるほどそういうことだなということも感じているわけです。

その点でいけば、かけがえのない過小宅地の30坪、 50坪をもろにかぶって、どこに行

くかわからぬなんという姿勢では、なかなか買収に応じないと思うのです。そのときに

市が、一つの例を見れば、百草園からす.っと下っていった東電との境あたりに、市も東

電との替え地、市長も私と一緒に行って見たときもあられるように、替え地を持ってい

るわけです。赤道の代償で取られたと ころもあるわけです。ああいうときに、それこそ

東電の企業と話して、 1本例えば道路を持ってくるなりすれば、地主は反対しないと、

私は断言したいのです。

そういう何かのところに金を投資していくということの方がし巾、のじゃないか、何か

今までのバターソだけを踏んでいる、そうしヴ発想の転換ができないかどうか、こうい

う機会を通して質問したい。それが 1点。

それからいま一つは、先ほど出た日野市の環境緑化協会出資金 3億円出て、これは法

人化されて、単純に設立趣意書なり、寄附行為の問題を見て、事業内容等も見て、これ

は単純に見て 3億円の基金が、l億円な り5，0∞万円以上預ければ銀行でもかなり高利

を払うので、そうかといって10%出すということは私はわからぬけれども、 10%も出れ

ば3，∞0万出るわけです。それにプラスして公園管理費と、少なくとも緑化費はトータ

ルして2億円くらいの事業費をやるというような理解でよろしいかどうか、その辺2点、

聞きたいと思います。

0議長(市川信資君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 直接のお答えをする前に、ちょっと別の話をさせていただき

たし、と思うのですが、 8月 1日の広報で、私は公共施設のための用地を求めております

ということで、ちょっと記事を載せたわけでございますが、今、対応していろいろな情

報をいただいております。

その中で一番多いのが長期営農の農地を市に預託というよりも委託という形で、つま

り市民農園に使え、消費者農園という のがございますが、そういう用途に提供がかなり

基金に積み立てることにもちろん反対しているわけじゃないけれども、何か方法等、

区画整理をするところだけ先行取得になって、売ってくれるものは買うけれども、全く

しないところは買っていない。例えば民間にやらしたときにも、市が持っておっても私
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ございます。そういう土地も、もしでき得ベくば、あの書き物の中では信託という形で

緑地を、申し出があれば買います、そういった表現もしておりますが、農地も生産緑地

というふうに拡大解釈をして、農地も適用させたい、こういう考え方も持っております。

したがって、現在すぐ直接的に使う土地でなくても、申し出があれば適正価格で譲っ

ていただく、このことは、将来の発展のために、いろいろな土地を持つということは、

有意義でございます。そういう考え方は持っておるというふうに御理解をお願いしてお

きたいと思います。さればと言って、特に区画整理を行っております土地では、用地も

なるべく持ちたいわけでございますので、そのこともつまり譲渡契約をしていただくと

いう形で問いかけを行ったわけでございますが、西平山の方面では、かなり情報をいた

だくことができております。

今御提案の、あるいは御質問の内容につきまして、もっと七生方面に土地を買え、こ

ういうことにはっきり承るわけでございますので、これから、きのう議論いただきまし

た程久保緑地のことはもちろんでございますし、その他の土地につきましても、申し出

があれば積極的にひとつ用地を買収しておきたい、こういう考えは持っておるというふ

うに御理解をしていただきたし、わけでありまして、相続税のような際にその機会があり

ますので、価格の決定、かなり困難ではございますけれども、積極的に用地は持つべき

であるという考え方は、将来のために必要だと思っております。

それから環境緑化協会の出資金は、これは 3億円は基金と同じでありまして、よって

生まれる果実をもって事業資金に充てる、こうし、う性格でございます。今日の金融情勢

でございますので、利率は低いわけでございますけれども、せめて1500万くらいは、つ

まり 5%くらいは期待しなければいけない、このように考えております。

基本的な事業資金には当たると思っておりますが、それだけで緑化協会が全部事業が

できるということではございませんので、委託とか、事業もなるべく協会らしい仕事は

協会にやらせる、やっていただく。そして御承知のとおり、緑行政はかなり人手を要し

ますけれども、人員はふやさない形でやれる部分を、市民参加の中で、あるいは民間活

力の導入の中で、果たしていきたい、こういう考え方でございます。

十分ではないかもしれませんが、お答えしておきます。

0議長(市)11信資君) 石坂勝雄君。

0議長(市川信資君) 市長。

0市長(森田喜美男君) それだけではございませんが、その分野もそちらに仕事をで

きるようにしたいと思し、ます。

0議長(市川信資君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) それから 1番目の先行投資というか、公共基金だけ充てるとい

027番(石坂勝雄君) 結構丁重な御答弁をいただいたのでありますが、私、緑化の問

うことも必要かもしらぬけれども、特に私、ほかの地帯はわからないのですが、南多摩

流域下水道というのは、もう供用を開始し始めたので、すね。残っているのは条件の悪い

ところなんです。下水道の枝管というのですか、公共升のところまで行っていないとい

うのは、例え 2件でも市民だからやらなければならないのじゃないかと思うし、またや

らなかったら、不公平が出てくるわけです。

そういう場合に、市が直接そこのところの小さい区画整理なり何かをしなくても、あ

る場合には基本的な道路なら道路を、下水道を持っていってやらなければならぬから、

プラ γを立ててやって、たまたまそういうところで市が用地なんか確保していれば、民

間の開発事業が入っても、恐らく私民間が入ってくる場合には、そうでなくても埋蔵文

化財というだけでも、その調査だけでもびっくりする。しかも市からのまちづくり要綱

の指導中ので、市が決して人口をふやすということを、誘致するという形じゃないにし

ても、まちづくりの一環としても、市が道路計画は何か先に一つのプラ γを立てておく

のだ、こうしヴ姿勢が必要ではなかろうか。

山であっても、山の中に挟まれている農地にしても、私もちょっとこの間農業の調査

を、農業委員会が中心になって基本調査をしたのを見ても、万蔵院台にかなりの農地が

あるのですが、現状は、恐らく担当はいろいろなことを見ておられると思うのですが、

北海道の農業を考えたのじゃ、 1人分の農地もないのですが、ここいらの農業を考えて

も、 1町くらいを経営しなければならぬということを考えると、 3軒くらいなんです。

現実に後継者の問題で、私はそういうことが果たしてどうなるかということになると、

何としてもやはり将来の展望としては市街化区域だとなれば、道路計画だけくらいは持っ

てやって、そのかわりほかの密集地帯の区画整理なり何かが行われたときの住宅に供す

るというようなことが、そういうところで持っていない限りはなかなか難しいのじゃな

いかということで先ほど言ったので、前向きな形の中で、日野でも限られた面積を持っ

ているというのは、例えば栄町の台だとか、万願寺の今、区画整理をやっているところ

の一部だとか、限られていると思うのです。例えば 1万平米なり 2万平米と言いまして

も、 1カ所に何も人家がないというところはもう限られているのじゃないかと思うので

題は、公園管理費と緑化費を主に委託のような形で緑化協会にやるのではなかろうかと

いった、そういう理解でよろしいですね。どうなんですか、それは。
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す。

そうし、ぅ、計画ですからやたら発表するとかえって害が出るかもしらぬけれども、少

なくともまちづくりの一環として、こうしヴ基金と一緒に私は検討される必要があるの

じゃないかということだけをお願いしておきます。以上です・o

O議長(市川信資君) ほかに御質疑はありませんか。土方尚功君。

04番(土方尚功君) 1点だけ、確認をさせていただきますが、先ほどの議案の上程

の方にも係ります76号ですか、社会福祉法人、こちらの予算の方では35ページ、負担金、

補助及び交付金のアゼリヤ会特養老人ホーム、スプリソクラー設置負担金、この関係な

んですけれども、両方が付託になるわけですが、今までですとアゼリヤ会の建設の関係

で、補助金ということで出ております。これは理解しているわけですけれども、今回の

条例の方も内容的には同じで、資金を助成するとしみ条例になっていまして、今回のこ

ちらの予算の方は、負担金ということなんです。ですから、内容的にこれが負担金で間

違いないのかどうか。補助金と負担金だとちょっと性格が違ってきますから、それに基

づいて負担金が正しいとすれば、助成の意味合いの方が若干とらえ方が変わってくるの

じゃないか、こういった点で一応確認をしておきたいと思います。

以上です。

O議長(市川信資君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) アゼリヤ会の特別養護老人ホームの設置に際して、時限の

条例をっくりました。その際には、補助金ということでたしか出したように思います。

今回の場合に、何市かの負担をすべき金額ということで出してございますけれども、

負担金ということでお願いを申し上け7こいと思います。

0議長(市川信資君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたします。

本件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたし

ます。

お諮りいたします。これをもって議案第81号、昭和63年度目野市一般会計補正予算

(第2号)の件は、歳入全般及び歳出のうち総務費を総務委員会へ、歳出のうち民生費、

衛生費、消防費を厚生委員会へ、歳出のうち土木費を建設委員会へ、歳出のうち教育費

を文教委員会へそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認め、それぞれの委員会へ付託いたします。
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お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

( r異議なしjと呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

0議長(市川信資君) 休憩、前に引き続き、会議を開きます。

午後 3時16分休憩

午後 3時47分再開

これより議案第82号、昭和63年度目野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 1号)、

議案第83号、昭和63年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第82号、昭和63年度日野市土地区画整理事業特別会計補

正予算(第 1号)について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和63年度目野市土地区画整理事業特別会計補正予算第 1号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ8億1，504万5，∞0円を追加し、歳入歳出予算の総額を44億

1，778万5，αm円とするものであります。

議案第83号、昭和63年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、提

案理由を申し上げます。

本議案は、昭和63年度目野市下水道事業特別会計補正予算第2号であります。補正額

は、歳入歳出それぞれ 1億4，960万2，∞0円を追加し、歳入歳出予算の総額を、 48億6，37

2万6，∞0円とするものであります。

以上、 2議案の詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審

議のほど、お願いいたします。

0議長(市川信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) それでは議案第82号、昭和63年度目野市土地区画整理

事業特別会計補正予算第 1号につきまして、御説明申し上げます。

まず 1ページでございますけれども、第 1条でございます。8億1，504万5，0∞円を追

加し、たしまして、歳入歳出予算の規模を44億1，778万5，∞0円とするものです。
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第 1条、第 2項でございますけれども、その内容につきましては第 1表、歳入歳出予

算補正のとおりでございます。それから第 2条の債務負担行為の補正でございますが、

第2表、債務負担行為補正の表のとおりでございます。

順を追って御説明を申し上げます。

まず歳入でございますが、 6、7ページをお開きいただきたし、と思います。国庫補助

金でございますが、この中で万願寺区画整理の補助金といたしまして、備考欄にござい

ますように、 3675万円を補正をするものでございます。

次が 8、9ページでございます。都支出金でございますが、これも区画整理都補助金

で、万願寺区画整理の補助金でございます。金額といたしまして、 3，325万円でござい

ます。都の補助金及び国の補助金を合わせまして、 7，000万円になるわけでござし、ます。

次が10、11ページでございます。繰入金でございます。まず区画整理管理費繰入金の

1億円の減でございますが、今まで区画整理の先買いの用地を、区画整理の管理費で購

入しておりました。今回から事業別の経理を明らかにするために、区画整理区域をそれ

ぞれの区域に分けまして経理をするようにいたしました。したがし、まして、管理費繰入

金の l億円を減にいたしまして、この下にございます4節の豊田南区画整理費繰入金に

含めまして、 8億4，504万5，000円としたものでございます。

次が歳出でございます。 12、13ページでございます。一般管理費の委託料でございま

すが、埋蔵文化財の発掘調査費7，∞0万円の補正でございます。これは当初予算に 3億3，

750万円計上してございましたが、来年度の工事に先駆けまして調査をしようというこ

との経費でございます。これが先ほど申し上げました国及び都の補助金の7，000万円が、

財源として充当されているわけでございます。

用地取得費でございますが、これは歳入の中で申し上げましたけれども、一般管理費

でございますので減額をいたしまして、次の事業費の方に回っているわけでございます。

14、15ページでございます。豊田南区画整理費の事業費でございます。公有財産購入

費といたしまして、豊田南区画整理の事業区域内のいわゆる事業用地といたしまして、

ここに記載してございますように2776.08平方メートルを、 8億4，504万5，000円で購入

するものでございます。とれは先ほどの質疑の中でもございましたけれども、既に日野

市土地開発公社で先行取得をしております。これをこの特別会計で取得をするというこ

とになるわけでございます。

次が議案第83号、昭和63年度目野市下水道事業特別会計補正予算第2号につきまして、

御説明申し上げます。

まず第 1条でございますか、歳入歳出予算の総額に 1億4，960万2，000円を追加いたし

まして、予算規模を48億6，372万6，∞0円とするものです。内容につきましては、第 1表、

歳入歳出予算補正のとおりでございます。

それでは歳入の説明をいたします。

22、23ページをお開きいただきたいと思います。当初予算で一般会計からの繰入金を、

この補正前という数字がそうでございますが、 12億6，423万円を計上してございました

が、今回これに2，480万5，000円、プラスをするものでございます。

次が24、25ページでございます。繰越金でございますが、 62年度の決算によりまして

繰り越しが出たわけでございます。この全額を開いたわけで、ございます。金額にいたし

まして 1億2，479万7，∞0円でございます。

次が歳出でございまして、 26、27ページでございます。下水道の総務費でございます

が、需用費50万円でございます。これは印刷製本費「日野市の下水道」というととで、

日野市の下水道の経緯、現況、今後の計画、こういったものを一つの冊子にまとめよう

というものでございます。内部の行政資料に使うものでございます。全部で500部、印

刷する予定でございます。

次が28、29ページでございます。管きょ建設費でございます。備考欄にございますよ

うに、管きょ埋設実施設計、浅)11処理区(万願寺地内)公共下水道管きょ埋設というこ

とでございます。内容につきましては、ここに記載のとおりでございます。当初予算で

2，6∞メートルの設計の予算を持っておりましたけれども、さらにここで2，844メートル

をプラスいたしまして、今年度5444メートルの設計をするものでございます。以上でご

ざいます。

0議長(市川信資君) これより質疑に入ります。なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

本2件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いた

します。

お諮りいたします。これをもって議案第82号、昭和63年度日野市土地区画整理事業特

別会計補正予算(第 1号)、議案第83号、昭和63年度日野市下水道事業特別会計補正予

算(第 2号)の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。
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これより議案第84号、昭和63年度目野市受託水道事業特別会計補正予算(第 1号)の

件を議題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第84号、昭和63年度目野市受託水道事業特別会計補正予

以上で補正予算書の説明を終わります。よろしく御審議のほど、お願し、し、たします。

O議長(市川信資君) これより質疑に入ります。なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

本件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたし

ます。

お諮りいたします。これをもって議案第84号、昭和63年度目野市受託水道事業特別会

計補正予算(第 1号)の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

C i異議なしjと呼ぶ者あり〕

算(第 1号)について、提案理由を申し上げます。

本議案は、昭和63年度目野市受託水道事業特別会計補正予算第 1号であります。補正

額は、歳入歳出それぞれ4，979万8，α泊円を追加し、歳入歳出予算の総額を16億8，869万8，

α泊円とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほど、お願

いいたします。

0議長(市川信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。水道部長。

0水道部長(橋本栄寓君) 議案第84号、昭和63年度日野市受託水道事業特別会計補正

予算第 1号につきまして、御説明を申し上げます。補正予算書の説明書の35ページをお

開き願いたいと思います。

歳入歳出の予算、それぞれ4，979万8，∞0円を追加いたしまして、歳入歳出の予算の総

額、それぞれ16億8，869万8，∞0円としようとするものであります。

次に、歳入について御説明いたします。 36、37ページをお開き願いたし、と思います。

自の 1の、水道事業委託金でございます。 4，979万8，∞0円ですけれども、これは歳出

に見合う金額を都から委託してくるものでございます。

次に、歳出について御説明いたします。 38、39ページをお聞き願いたし、と思います。

自の水道改良費の15の工事請負費でございます。 4，979万8，0∞円の増額でございます。

この工事については、 2件が増径工事と、それから 1件は補助管の改良工事を追加する

ものでございます。増径工事の内容を申し上げますと、まずーっは都道 154号線、場

所から申しますと、第四小学校の南側にある都道でございます。そこに埋設されていま

す、口径100ミリの配水小管を200ミリに増径する工事でございます。

あとの 1件は都市計画道路、日野2・2・10号線でございまして、場所から申しま

すと、日野本町七丁目地内でございます。口径100ミリの配水小管を2∞ミリに増径する

という工事でございます。補助管の改良工事については、程久保八丁目地内のもと専用

水道の区域でございますけれども、ここに口径50ミリの補助管を改良する工事でござい

ます。

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第85号、市道路線の一部廃止、議案第86号、市道路線の認定の件を一括

議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君)

上げます。

本議案は、現況が廃滅して公共の用に供されていなし、小構12号線の一部を道路法第10

条第3項の規定に基づき、一部廃止するものであります。

議案第85号、市道路線の一部廃止について、提案理由を申し

議案第86号、市道路線の認定について、提案理由を申し上げます。

本議案は、廃道敷との財産交換に伴い新設する新町7号線を道路法第8条第2項の規

定に基づき、市道認定するものであります。

以上、 2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御

審議のほど、お願いし、たします。

0議長(市川信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 議案第85号でございます。市道の一部廃止でございまして、

廃止する路線名は、一部でございますけれども、小構12号線でございます。

その場所につきましては、次ページを開いていただきますと書いてあるところの場所

でございまして、廃止する起点が書いてありますとおり日野台一丁目の 7番地先から、

終点は日野台一丁目 2番の31番地先、延長が7.26メートルでございます。幅員が1.82メー
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0市長(森田喜美男君) 議案第87号、向川原団地市営住宅建替建築工事(3期工事)

得又は処分に関する条例第 2条の規定により、提案するものであります。

入札の結果、落札者がないため、最低価格者である日本国土開発・青木建設工業建設

共同企業体と随意、交渉により、 4億5，600万円で見積もりを得ました。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほど、お願

し、し、たします。

0議長(市川信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

O総務部長(山崎 彰君) それでは御説明申し上げます。

議案第87号でございます。 1ページでございます。向川原団地市営住宅建替建築工事

( 3期工事)請負契約の締結につきましてでございます。

契約の金額につきましては、 4億5，600万円でございます。契約の方法につきまして

は、随意契約でございます。工期につきましては、契約の翌日から昭和64年 6月30日ま

でO 契約の相手方でございますが、日本国土開発・青木建設工業建設共同企業体でござ

います。構成員(代表者)でございますが、東京都港区赤坂四丁目 9番 9号、日本国土

開発株式会社、代表取締役、辻岡聡宏でございます。

2ページ、 3ページをお開きねがし、たいと思います。 2ページにおきましては、 10社

が指名いたしまして JVでございます。 2回目で落札がありませんので、予定価格内で

ございますので、見積もりを徴し、 4億5，600万円で随意契約を行いました。

入札でございますが、 JVの説明会を 8月2日に開き、それから 8月10日に JVの組

み合わせで締め切りました。そして 8月12日現場説明を行い、 8月23日入札の結果でご

ざいます。

工事の概要につきまして、御説明申し上げます。

工事の概況につきましては、御承知のとおり第 3期工事でございます。地番は南平五

丁目30番地の 1でございます。工事内容につきましては、これも第 3期とも同じでござ

いますが、プレキャストコソクリート造でございます。 4階建て 2棟、今回は64戸でご

ざいます。附帯工事といたしまして、ポソプ室、自転車置き場、外構整備一式でござい

ます。面積につきましては、記入されているとおりでございます。

次の 4ページでございますが、外観図でございます。 4階建てでございます。

次の 5ページでございます。配置図でございますが、今回黒くハッチしてありますと

ころが 5棟、 6棟、これが 3期工事でございます。 1棟、 2棟が61年でございました。

62年が 3棟、 4棟でございます。残ります後が 7、8、9でございます。以上のような

配置図で、合計し、たしまして 264戸の戸数を改築建てかえするものでございます。

トルでございます。この小構12号線とし、し、ますのは、全長が105メートル、幅員1.82メー

トルでございます。

廃止する理由でございますけれども、今、市長から御説明がございましたように、現

況が廃滅いたしておりまして、公共の用に供されていないということから廃止するもの

でございます。

次に、 86号でございます。市道の認定でございます。

路線名といたしましては新町 7号線でございます。起点、終点はとこに書いてあると

おりでございまして、延長が304.5メートル、幅員 6メートルでございます。その位置

につきましては、 2ページに書いてありますとおりでございまして、新町4号線と言い

ますのは、谷地川の横を通っている道路でございます。それから東光寺-松山線、これ

が新町四丁目と書いてある、起点のところの道路の名称でございます。この間の304.5

メートルを、今、提案理由がございましたように廃道敷との財産交換、及び交通の利便

に資すために、道路認定をお願いするものでございます。

よろしく御審議のほど、お願いし、たします。

0議長(市川|信資君) これより質疑に入ります。

なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本 2件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いた

します。

お諮りいたします。これをもって議案第85号、市道路線の一部廃止、議案第86号、市

道路線の認定の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|信資君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第87号、向川原団地市営住宅建替建築工事(3期工事)請負契約の締結

の件を議題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。

本議案は、向川原団地市営住宅建替建築工事(3期工事)の請負契約を締結するもの

で、地方自治法第96条第 l項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取
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01番(奥住日出男君) それはわかるのですけれども、例えば初めての工事であれば

随意交渉ということで今まではほかのもやっておりますので、随意交渉の経過を今申し

上げたわけでございますが、その落ちなかった理由で、ございます。それは設計金額でやっ

ておりますので、入札される業者の方々との差が出てくるということでございます。

それは今までも入札を行いました場合には、その差というものは出てきております。

そうした中で、の対応をいたしております。その差が大きな場合には打ち切っていくとい

うことでございますが、それではその設計が、金額がどうなるのかということになりま

すと、設計金額そのものは公表できませんし、やっておりますので、その中での対応の

仕方、そしてもしこの契約が済んだ段階で建設部の方、あるいは担当部でやりますが、

契約業者と見積もりの内訳書を取ります。そのときに細かく人夫賃、あるいはコ γクリー

トの量、コソクリートの単価、そうしたものとの差をチェックしてし、くわけでございま

すが、それはその全体の中での差が出てくる可能性は十分あると思います。以上です。

O議長(市川信資君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたします。

お諮りいたします。ただし、ま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君〉 御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付

託を省略することに決しました。

本件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたし

ます。

これより、本件について採決いたします。

本件は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認めます。よって議案第87号、向川原団地市

営住宅建替建築工事(3期工事)請負契約の締結の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第88号、向川原団地市営住宅建替給排水衛生設備工事(3期工事)請負

契約の締結の件を議題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

平面図詳細につきましては、二つのタイプがありまして、KN6タイプと KN7タイ

プでございます。 KN7で、こちらの方が大きい形式になっております。 6畳になって

おります。 6の方は4畳半でございます。一つあります。 こちらは 6畳でございます。

以上でございます。よろしく御審議のほど、お願し、し、たします。

0議長(市川信資君) これより質疑に入ります。奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 1点だけ教えていただきたいのですが、もうこの工事、 3期

自に入ってくるわけでございますけれども、落札者がなかった理由、 1期、 2期、工事

が終わっていまして後半に入るわけでございますけれども、この時期になって随意契約

というのはちょっとよくわからないのですが、何かその辺に理由があるのかどうか、も

しありましたら教えていただきたいのです。なければ結構ですけれども。

0議長(市川信資君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 2回実施いたしました、ごらんのとおりでございますが、

最低落札者が日本国土開発と青木建設工業の共同体でございますが、 4億57∞万という

ことでございます。私どもの方の予定価格に達しておりませんので、ここで入札を打ち

切りましたので、すが、ただし工事の請負契約に関する基準というものの中で、再度入札

ということで、原則として2回ということと、それから予定価格の開きが 5%以上の場

合は入札を打ち切る、それで再指名するということと、それから 5%以内であればさら

に入札を続行するか、随意交渉を行うということで、今回とりました措置は 5%以内で

ありましたので、入札を続行するのでなく、随意、交渉でこれをお願し、し、たしました、そ

ういう経過でございます。

0議長(市川信資君) 奥住日出男君。

そういうことも納得できるのですけれども、既にこの工事がもう 3期自に入っていると

いうととでございまして、す.っと継続されているわけですね。もう来年度は最終段階を

迎えるわけでございますので、過去にこういった例があるのかどうか、その辺がちょっ

とよくわからないのですよ。もう少し中身の回答をいただきたいのですが。

0議長 (市川信資君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 私の経験では 1期、 2期、 3期というような年度間にわた

りました経験はちょっと持っておりませんが、普通、入札の場合もそうでございますが、

議会の案件でなくても入札を執行した場合、予定価格に達しなかった場合には、今申し

上げました基準の中で、やっておりますので、多少の聞きが落札者とありましても、この

0市長(森田喜美男君) 議案第88号、向川原団地市営住宅建替給排水衛生設備工事

( 3期工事)請負契約の締結について、提案理由を申し上げます。
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本議案は、向川原団地市営住宅建替給排水衛生設備工事(3期工事)の請負契約を締

結するもので、地方自治法第96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第 2条の規定により提案するものであります。

入札の結果、 9，200万円で株式会社サソプラ γ トが落札し、たしました。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほど、お願

し、し、たします。

0議長(市川!信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

O総務部長(山崎彰君) 御説明申し上げます。

議案第88号でございます。向川原団地市営住宅建替給排水衛生設備工事の第3期工事

請負契約の締結についてでございます。

契約金額につきましては9，200万円でございます。契約の方法につきましては指名競

争入札、工期につきましては、契約の翌日から昭和64年 6月30日まで、契約の相手方に

つきましては、東京都中央区日本橋大伝馬町 1番8号、株式会社サγプラ γ ト、取締役

社長、岸田義雄でございます。

次のページでございます。入札については、先ほど申し上げました建築工事と同じで

ございます。 8月の23日に執行させてもらいました。 2回目の入札で落札し、たしました。

次に工事概要でございますが、工事の内容につきましては1)が給水設備でございます。

そこに記載しである圧力タンク方式、給水ポンプユニット、受水槽 1基でございます。

衛生器具設備につきましては洋風便所、洗面器、パラ γス釜、浴槽等を設置するもの

でございます。

排水設備は屋内排水設備、屋外排水設備等でございます。

ガスにつきましては、都市ガスでございます。各メーターで各戸内のガス器具に供給

するものでございます。

次の 4ページでございますが、浄化槽につきましては234人槽でございます。処理能

力、放流水質については記入のとおりでございます。よろしく御審議のほど、お願し、し、

たします。

0議長(市川信資君) これより質疑に入ります。なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|信資君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付

託を省略することに決しました。

本件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたし

ます。

これより、本件について採決いたします。本件は、原案のとおり決するに御異議あり

ませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認めます。よって議案第88号、向川原団地市

営住宅建替給排水衛生設備工事 (3期工事)請負契約の締結の件は、原案のとおり可決

されました。

これより議案第89号、万願寺地区区画街路築造第50号(排水)工事請負契約の締結の

件を議題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第89号、万願寺地区区画街路築造第50号(排水)工事請

負契約の締結について、提案理由を申し上げます。

本議案は、万願寺地区区画街路築造第50号(排水)工事の請負契約を締結するもので、

地方自治法第96条第 1項第5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第2条の規定により提案するものであります。

入札の結果、 1億2，350万円で株式会社森本組が落札いたしました。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほど、お願

いいたします。

0議長(市川信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

O総務部長(山崎彰君) 御説明申し上げます。

議案第89号でございます。万願寺地区区画街路築造第50号(排水)工事請負契約の締

結でございます。

契約金額につきましては 1億2，350万円でございます。契約の方法は指名競争入札で

ございます。工期につきましては、契約の翌日から昭和64年 3月 1日までです。契約の

相手方は、大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町4番11号でございます。株式会社森本組、代

表取締役社長、森本光男でございます。

2ページをお開き願います。 8月8日に現説をいたしまして、 8月19日に入札を執行
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して、 2回目で森本組が落札し、たしました。

工事の概要でございますが、この工事は、図面が4ページにちょっと見にくいのです

があります。黒い部分でございます。工事区間でございます。この区聞を、 135メーター

でございますが、実施するものでございます。

内容的には管渠工、それから補助工、これは薬液注入でございます。舗装復旧工でご

ざいます。面積にして、 730平方メートルでございます。

以上でございます。よろしく御審議のほど、お願し、いたします。

0議長(市川信資君) これより質疑に入ります。なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付

託を省略することに決しました。

本件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたし

ます。

これより、本件について採決いたします。本件は、原案のとおり決するに御異議あり

ませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認めます。よって議案第89号、万願寺地区区

画街路築造第50号(排水)工事請負契約の締結の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第90号、神明上都市下水路 (63-1 )工事請負契約の一部変更の件を議

題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第90号、神明上都市下水路 (63-1 )工事請負契約のー

部変更について、提案理由を申し上げます。

本議案は、神明上都市下水路 (63-1 )工事の請負契約のうち、契約金額を 1億2，15

0万円から 1億5，100万円に変更するものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほど、お願

いいたします。

-120 -

0議長(市川信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

O総務部長(山崎 彰君) それでは御説明いたします。

議案第90号でございます。神明上都市下水路 (63-1 )工事請負契約の一部変更でご

ざいます。

これは 2ページにありますように、昭和63年6月27日、 6月定例会におきまして御承

認いただいた契約で、ございます。それを変更するものでございます。変更の理由といた

しましては、まず最初に内容でございますが、契約金額 1億2，150万の契約でございま

した。それが 1億5，1∞万円、 2，950万円の増ということでございます。理由につきまし

ては、この本都市下水路は 2・2・10号線の一部を占用し、工事施工してまいりました

が、都の用地買収におくれを生じたため、変更するものでございます。

次の 2ページ、 3ページでございますが、 3ページに図面で変更場所が出ております

が、お手元のところに色刷りで神明上都市下水路 (63-1 )工事請負契約の一部変更概

要というところで、御説明させてもらいます。

まず赤い色で塗ってあるところでございます。ここが62年度に実施したものでござい

ます。既に終わっているものでございます。そして 6月に契約を締結いたしましたのが

緑の箇所でございます。場所は警察の所、西側の国道20号線から入ったところでござい

ます。多摩川までということでございます。

そして今度変更いたしますそれは、用地買収のためにおくれを生じまして、変更する

ものでございます。それが藍色で塗ってあるところでございます。それから黄色のとこ

ろはまだ未施工で、今後実施していくところでございます。以上のところでございます。

そして最初に申し上げましたように、 6月期に契約いたしました緑のところの一部を

変更いたしまして、今回、藍色の部分を、中間にもございますが、それを増工事といた

しまして行うわけでございます。そのような場所の変更をお願いしたし、ということでご

ざいます。

よろしく御審議のほど、お願し、し、たします。

0議長(市川!信資君) これより質疑に入ります。福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) なぜそうなったかという説明がないものですから、恐らく東京

都の用地取得ができなかったとかということだろうと思いますけれども、その辺の事情

と、この黄色の未施工部分がいつごろになるのか、その見通しについてお話をお聞きし

たいと思います。

0議長(市川信資君) 都市整備部長。
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0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。 す。(1"休憩」と呼ぶ者あり、その他発言する者あり)

0議長(市川信資君) 山口議員、これは議会運営委員会で決まってますので、ーたん

休憩して議会運営委員会を開いて、その上でやっていただく以外にないと思うのですけ

れども。(1"休憩」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)

0議長(市川信資君) 議事の都合により、暫時休憩いたします。

御承知のようにこの道路は、道路管理者が東京都で、もちろん東京都が建設をしてお

ります。この道路の建設に並行いたしまして、都市下水路を埋設をしているわけでござ

います。 63年度事業につきましては、 62年度中に東京都と協議をしてまいりまして、東

京都の用地買収の見通しの上で設計をし、議会の承認をいただきまして発注をした。そ

の後東京都の用地買収がどうしても早急には片がつかないということで、下水道事業に

ついての変更の申し出があったということでございます。

この議案第90号参考資料でもおわかりのように、黄色の部分が未施工として残るわけ

でございます。これが延長といたしまして76.998メートルということでございます。

この件につきましては、特に原因は借地、借家人の関係がまだ解決してないようでご

ざいますので、東京都は鋭意努力いたしまして、早急に解決をしたいということでござ

います。

0議長(市川信資君)

午後4時35分休憩

午後4時55分再開

0議長(市川信資君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

0都市整備部長(前田雅夫君) 黄色い部分でございますけれども、まだ東京都は63年

お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認めます。よって、会議時間を延長すること

に決しました。

ちょっと申し上げます。ただいま山口達夫議員の質疑の中で、本議案を委員会付託に

していま少し調査していただきたい旨の申し入れがあったのですが、御存じのように、

議会運営委員会で委員会付託を省略するという旨の申し合わせができております。ただ

し本会議において質疑をされることについては何らはばかりはないという申し合わせも

できておりますので、このまま本件を継続質疑していただいて、その上でなおかつ疑義

等があるようでしたら委員会付託に持っていくこともやむを得ない。議長判断にお任せ

いただきたい、かように存じますが、よろしいでしょうか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

福島敏雄君。

08番(福島敏雄君)

O議長(市川信資君)

できればいつごろ開通するのか。

都市整備部長。

度中に片側を完成させたし、という方針を変えてはいません。何としてでも早急に解決を

したし、とし、う見解でございます。

0議長(市川信資君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) わかりました。

Tこだ私は、この国道20号線から北側のこれがずっとつながれば東町地域、ー中の浸水

対策、それから多摩川団地の浸水対策、一挙に解決するのじゃないかと思うので、ぜひ

東京都の事業とはし、し、ながら、市もできるだけの援助をすべきだと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

0議長(市川信資君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) あるいは要望ということになろうかと思いますけれども、用地

の問題から始まって、完成の時期にわたるまでいろいろな問題があろうかと思います。

即決を予定されているようですが、今お聞きした範囲で、どうも判然、としない部分もあ

るような感じがし、たしまして、例えば未施工の部分が具体的にどんな状況なのか、そし

て変更契約の場所を行って見たらどうなのかというような面も含めまして、委員会付託

で十分に練ったらいかがかなという感じがし、たしまして、ぜひよろしくお願し、し、たしま

0議長(市川信資君) そのようによろしくお願し、し、たします。

それでは再開いたします。山口達夫君。

05番(山口達夫君) それでは質問を継続させていただきます。

議案90号の参考資料を見ますと、この色の塗ってある地図ですが、変更契約の内容と

してダフ守ルで書いてあるところがございます。先ほどの福島議員の質問によりますと、

未施工の部分があるということで、いつだろうかとしヴ御質問がございましたけれども、

私が心配しますのは、未施工があってなおかつダフ宇ルで、やるということは二重投資の可

能性があるのではないか。つまりここがもともと必要なところが工事されているのか、

それとも必要でないところを、たまたまそこの用地買収がスムーズでないから工事を迂

回してあるのであって、用地買収が終わった折にはまたそこを工事するのだということ
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になりますと、明らかに二重投資になってくる。その場合には、未施工の期間がし、つに

なって明確に施工できるかによって、もう少し待てばよかったのになということが起こ

りかねないわけです。

そういう意味で、変更契約をした部分について、二重投資の可能性を、今言ったよう

な観点から御説明をいただきたいと思います。

0議長(市川信資君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 議案第90号の参考資料でございますけれども、まず62

0都市整備部長(前田雅夫君) 御説明申し上げます。

年度施工済み353.51メートル、これが赤で既に完成をしているということでございます。

63年度既定契約と言いますのが、本年の 6月の議会に承認をいただきまして、発注して

いる部分でございます。これが緑の部分で2カ所でございます。国道20号線に近い部分

と、それから多摩川に近い部分のかぎになったところでございます。これが

180.833メートルでございます。

その次が紫の部分でございますけれども、とれが今回変更しようとするものでござい

ます。甲州街道の方から申し上げますと、緑の部分が160.5メーターでございます。そ

のうち黄色い部分が32.509メーターでございます。これが用地買収が不可能でできない。

したがって紫の部分128メーターが工事施工可能だということでございます。

それからさらに北の方へ参りまして、ちょうど中聞に紫が 1セγチくらいございます。

これが20メーターございますが、これは62年度の準備の段階では、用地買収ができてい

なかったわけで、ございます。したがって63年度の工事には入っていなかったわけで、ござ

いますが、用地買収が済みましたので、今回の変更の中にプラスをするというものでご

ざいます。これが20メーターでございます。

さらにその北側の紫でございますが、これが20メーターと同様、用地買収が可能にな

りましたので、 80メーターを今回の工事にプラスするというものでございます。

それからずっと参りまして、かぎの字になっております緑の部分でございます。これ

が20.32メートルでございます。これが用地買収がまだ未済でございますので、マイナ

スになったわけでございます。したがってこの黄色に塗った部分 3カ所が、いわゆる用

地買収が不調でまだ工事の発注ができない、この延長が76.998メートルということにな

るわけでございます。

O議長(市川信資君) 山口達夫君。

大変にこの図面の説明が雑駁で、誤解を招いたようでございます。申しわけないと思

います。

これは、この緑の部分が既に発注した部分でございまして、この区間の一部、これは

下に黄色で、塗ってございますけれども、これは道路内に、緑の部分に工事をするわけで

ございますけれども、黄色の部分の区間が用地買収ができませんので、紫の区間になる。

ですからこれが緑の上に乗っかるわけでございます。大変恐縮でございます。そういう

理解でこの絵は見ていただきたいと思います。

それからあとす.っと北の方へ参りまして、少し角になっている緑と黄色がございます

けれども、この黄色もちょっとこの絵が長くなっていますが、これは緑の区間がそっく

りできないわけですから、この同じ長さでずれるということでございます。大変誤解を

いただくような図面で申しわけございません。そのように御理解をいただきたし、と思い

ます。

0議長(市川!信資君)

05番(山口達夫君)

山口達夫君。

今の図面の意味はわかりました。非常に紛らわしいので、これ

を見ますと二重にやるのかなと、しかもその説明が、用地買収がうまくし、かないからだ

と、こうし、う御説明だったものですから、私の理解が、あるいはその説明からではそう

理解したわけです。

となりますと、今度はこの変更の金額の問題なんですけれども、同じ場所を、むしろ

未施工が出るということになると、少ない面積を施工するということになるのでしょう

か。どうも御説明が、契約金額との関係とか、今言った図面との関係を含めて、私、も

う少し突っ込んだ御説明がなければいけないのじゃないかなと思うのですが、その点で

再度御説明を求めます。

0議長(市川|信資君) 担当部長、質問者の意味をよく勘案していただいて、具体的に

説明を願います。都市整備部長。

05番(山口達夫君) 御説明を受けてかなりわかってきたので、すけれども、実はこの

20メーターの変更工事区間、 80メーターの変更工事区間、議案90号の 3ページで言いま

す③のところ、 100メーター開削工法で行う、との件ですけれども、これは新しい場所

に新しい工事を行うということであって、変更ではなくて新規ではないかとしヴ、私は

理解があるのですけれども、なぜこれが変更なんですか。

0議長(市川信資君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) これは工事発注の技術的な問題になるわけでございま

すけれども、この路線につきましては、工事を施工する場合に複数の業者が入りますと
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非常に施工がやりにくいとか、いろいろございまして、既に議会で承認し、発注してあ

る業者があるわけでございますので、その発注後に用地買収等のトラフ守ルがございまし

て、変更するわけでございますので、既に発注した契約をもとにし、変更契約をすると

いうことでございます。

方法としては、山口議員さんは、この契約は、いわゆる施工できない部分を短縮して、

それで変更契約をし、さらにこの追加分については別工事ということだろうと思うので

す。それも一つの方法だと思いますけれども、工事施工上はこのように変更契約をあえ

て議会の承認を得てやった方が正しいのではないかということで、あえて変更工事でやっ

たということでございます。

0議長(市川信資君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) いずれにしても契約ですので、議会の議決は当然、必要なわけで

す。どういう形でも議会の議決があればし、し、というものではないだろうと私は思うので

す。事態に合わせて議決のあり方があろうかと思うのですけれども、事実上の問題とし

て、一つの路線の中に多くの業者がそれぞれ別の工事をするということは、大変これは

難しさがあろうというのは理解しております。

その意味で、いろいろな工夫はもちろん市としても御苦労いただいておるだろうと思

うのですけれども、だからといって、一部が減ったからほかのところもつなぎ合わせて、

より広く、大きくして、これは変更だよというには、そこの部分が新しく設計をし、新

しく工事のありょうを立て、そして準備期間を設けるというようなことになりますと、

私はこれは契約の中の一部の変更では済まないのではないかというふうに理解するわけ

です。

今までの例で、このような形で途中の部分、ここを契約しておいたので、その部分の

一部を削って、別のところで変更だといったような議決のあり方をしたことがございま

すでしょうか。

0議長(市川!信資君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 私の知っている限りにおいてはそういうことは、新しく追

加というか、別のところをやるということはなくて、一つの工事の区間があります。そ

の中でトラ 7'ルを生じた場合、それの変更、あるいは金額の変更をするとかいうことで、

去年ですか、川崎街道のところの不陸がありまして、そこでの大きな変更を しました。

それはやはりその区間内での出来事で、ボーリ γグの深さや何かでどうしても工事がで

きないということで、もう一度ボーリングをやり直したという経過がありますが、今ま

ではそういった新しい場所ということはありませんでした。

O議長(市川信資君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) やはりわりと土というのは個性があると思うのです。場所、場

所によっていろいろな個性がある。そういうことがあって、やはりその場所、その場所

はどういう形で、どういう工法をということがあろうかと思います。本会議の中でこれ

以上の質疑を続けていくためには、資料の問題とか、現場の問題とかいろいろあろうか

と思いますので、私はぜひこれは委員会付託にお願いしたいというぐあいに考えるので

すけれども、いかがでしょうか。

0議長(市川信資君) よろしいですね。(r聞かなくてもし、いの」と呼ぶ者あり)

ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を集結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますがこれに御異議ありませんか。石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 何か総務部長も今、こういうケースはないというようなことで、

私もかなり頭が悪くてわからなかったのですが、ややわかってきたので、できれば山口

議員そのものも再度聞いて、納得されて、本会議で議長、諮っていただいて、おさめる

ことがいいのではなかろうかということの議事進行というか、意見を申し上げて、諮っ

ていただきたいと思うのですが。

O議長(市川信資君) わかりました。

それでは、再度お諮りいたします。先ほど申し上げたのですが、議会運営委員会で契

約案件に、契約会社の汚点ですとか、契約金額に対する問題点とかあったときには委員

会付託をするという申し合わせがあったのですが、いわゆる技術的な問題とか何かは、

できる限り本会議において質疑をして、その中で委員会付託を省略するという申し合わ

せがあったものですから、私はそれを重視して、今、お取り計らい申し上けやたので、すが、

いかがでしょうか。

これを委員会付託とするか、あるいは委員会付託を省略するかです。(r議事進行J

と呼ぶ者あり)小山良悟君。

014番(小山良悟君) いろいろ議会運営上で皆様に御苦労をかけて恐縮と思いますが、

ただいま私どもの石坂議員から議事進行が出されました真意、は、山口議員にもう少し質

問を継続させていただし、て、そしてできるだけそういう質問の中で消化できれば、そう

いう形でどうかとしヴ、今ここで委員会付託をするかどうかということを諮る前に、大

体ある程度理解できてきたから、もう少し質問を継続していただいて、できればそれで
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おさめてはどうかというふうな調停案的な議事進行だろうというふうに、私は理解して

おりますので、その線で、議長の方で取り計らっていただければと思いますが。

0議長(市川信資君) 山口達夫君、いま少し質疑を…一。

05番(山口達夫君)

O議長(市川信資君)

05番(山口達夫君)

じゃ、やります。

山口達夫君。

議会運営委員長の方からお話しいただきまして、それでは質問

を続けさせていただきますけれども、変更契約でやるべきか、あるいは新規の契約でや

るべきかというのは、私は大変大事な問題ではないかと思うのです。

なぜならば、規定にもありますように、新規であれば、これはもう一回入札を行うべ

き状況になってこょうかと思います。随意契約でやるためには一定の要件がありますの

で、新規であるとして、なおかっこれは随意でできるものかどうかについて、まずお聞

きします。

O議長(市川信資君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 先ほど、一つの区間ということで、私、申し上げました。

今回この区間を見ますと、最初に緑の区間、これが飛んでありますけれどもあります。

これを一つの区間と定めて、この中での変更ということでありますれば、これは一部変

更と認めることができるという判断をいたしました。

( i了解」と呼ぶ者あり)

山口達夫君。0議長(市川信資君)

05番(山口達夫君) 今、私が御質問させていただきましたのは、新規であるという

ふうに考えた場合には随意契約で、やる手段というのはあるのかどうかということをお聞

きしたのですけれども。要するに変更なのか新規であるかといった場合に、判断はどっ

ちかあろうかと思います。今、理事者側の判断は変更なんだという判断なんですが、も

しこれを新規であると言った場合、なおかっこれを随意契約の中でやっていく方法はあ

るわけですか。

0議長(市川信資君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 随意契約の場合でございますが、随意契約には法にも定め

られた各項目が、 7項目ばかりあるかと思います。その中で、競争入札に値しないとい

うことで非常に安くと言いますか、廉価でできるというような場合、そうしたものと、

それから今回これが随意契約でし北、のかということでございますが、先ほど都市整備部

長が申し上げましたように、非常に狭いところで、そして多くの業者が入ってやるとい
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うことは非常に工期的にも、それから工事的にも無理を生じるというようなときには随

意契約でこれをお願いするということでございます。

そしてこの金額が大きい、半分以上の大きな契約金額になった場合には、これはまた

考えなければいけませんですが、その金額が少ない場合には追加工事もあります。それ

から変更工事も行われるわけでございますが、そうした中では随契をとっております。

0議長(市川信資君)

05番(山口達夫君)

山口達夫君。

今回はそういう範囲だとし、う御理解だということで、私もこれ

以上は御質問しませんが、一つ意見になろうかと思いますけれども、先だってやはり議

会の中で、非常に大きな変更が下水道の件で、即決で行われた例がございました。地盤

が考えた地盤で、なかったために、工法が変わったのだとし、う御説明でしたけれども、私

はやはりそういったことも含めて、その時点で、議会でいろいろな議論が交わされたと

きにはやはり慎重であるべきだという議論があったわけで、今回の件につきましても同

じように、先ほどの説明ですと、 fこだ変更だというだけで、ごく簡単な説明でしかなかっ

た。こう質疑を繰り返していくうちに、これは新規であるか、変更であるか、ぎりぎり

の中での一つの判断をしているのだということがわかってきたわけなんですが、そうい

う意味では契約の問題についてはぜひとも慎重な判断と行動をお願いしたし、ということ

で、質問を終わります。

0議長(市川信資君)

終結いたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付

託を省略することに決しました。

本件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたし

ます。

これより、本件について採決いたします。本件は、原案のとおり決するに御異議あり

ませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認めます。よって議案第90号、神明上都市下
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水路 (63-1 )工事請負契約の一部変更の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第91号、 (仮称)二番橋下部工事委託契約の締結の件を議題といたしま

す。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第91号、 (仮称)二番橋下部工事委託契約の締結につい

て、提案理由を申し上げます。

本議案は、 (仮称)二番橋下部工事委託契約の締結について、 2億円で建設省関東地

方建設局長と委託契約を締結するものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほど、お願

し北、たします。

0議長 (市川信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

少しやはり本会議の場で聞く必要があると思いますので、お聞きいたします。

これは下部工事ということで出ております。たしか基本計画の中にも示されていたの

ではないかと思うのですが、全体のこの橋の今後の計画は、完成までどのようになって

し、るかとし、う点。

それから今回の工事では、下部工事ということで、大体図面で見ますとどの部分まで

が完成をこの契約でするのか。橋の姿がすべてでき上がるまでにはまだ上部の工事等も

あろうかと思いますが、今回の工事の内容はどこまでなのか。それから完成はいつごろ

になるのか、その辺のスケジュールをお尋ねをいたします。

それから周辺の取りつけ道路の件がし、ろいろ陸路になって、この計画がかなり長く着

手されずに今日に至ったわけで、ありますが、周辺の取りつけ道路の件につし、てはどのよ

うに対応されるように計画されているのか、その点、お尋ねをいたします。

0議長(市川|信資君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君)

説明申し上げます。

件名は、今言いましたように、仮称二番橋の下部工事でございます。契約金額2億円、

議案第91号、 (仮称)二番橋下部工事委託契約について御 0建設部長(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

契約の方法といたしましては、随意契約でございます。工期は、契約の翌日から64年の

12月28日まで、契約の相手方が東京都千代田区大手町一丁目 3番 1号、契約担当官、建

設省関東地方建設局長の志水茂明でございます。

委託契約の内容でございますけれども、件名は先ほど申し上げたとおりでございます。

場所でございますけれども、 3ページ及び4ページにございますように、新井橋と高

幡橋のほぼ中間に位するところでございます。委託契約の内容でござし、ますけれども、

橋台工が、橋台と言いますのは護岸、堤防の寄りにできる台でございまして、けたを受

ける台でございます。それが左右にできますので 2基、それから橋脚、これが河川の中

央にできるものでございます。これが 1基、護岸工といたしましては、 4ページにござ

いますように、延長で130メートルでございます。

よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。

0議長(市)11信資君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) これは即決ですか。一一先ほどの議案も即決だということで、

山口議員の方からいろいろと質疑がありましたが、考えてみますと、用地買収も終わっ

ていないところの箇所に工事契約の議案が出てきたのを、みんな全員で賛成と言って決

めるのも随分おかしな話だと思うのです。それは終わったことですからいいのですが、

まずこの計画はどのように進んでいくのかということでございます。

調査設計をいたしましたのが昭和61年でございます。 62年度で測量及び地質調査、下

部の詳細設計をいたしております。 63年度で上部の設計と景観設計をいたしております。

それと今お願し巾、たしております下部工事、これは64年度にまたがりますけれども、 64

年度で下部工事と護岸工事、そして上部工事を64年、上部工事はまた65年にまたがりま

す。 65年度で上部工事を上げまして、取りつけ道路等の完成を見ていきたい。そうして

供用開始の予定は66年の4月でございます。

用地の件でございますけれども、左岸につきましては、区画整理とも今、詰めの段階

に入っております。それと右岸につきましては、 63年度であそこに河辺林がございます。

大体 2人だった、それと国有地がございます。これの浪Ij量を終わって、用地測量もいた

しました。そうしてどのように道路を取りつけていくかということを検討いたしたし、と

いうぐあいに考えております。

それと下部というのは、どことどこを指すのかということでございます。下部と言い

ますのはあくまでも橋台と橋脚と、その二つでございます。以上でございます。

0議長(市川信資君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 66年の 4月にこの橋の完成を見るということで、完成の時期は

わかりました。タイムスケジュールも今、教えていただきました。

そこで、今の議案で取り扱われております工事箇所というのは橋脚と橋台、橋台とい
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うのは橋脚に渡される台座のようなものを指すのかどうか。全体の図面は出ております

けれども、よくその辺がわかりません。説明書に橋台の説明図も出ておりますけれども、

これはちょっと専門的でよくわからないものですから、その点をお尋ねをいたします。

それからこれは河川ということで、河川管理者の意向が大変強いと言いますか、河川

管理者の考え方、建設省の指導等を十分受けながら今日までこられたと思いますが、通

常こういった河川|に橋をかける場合は、随意契約で契約の相手方を監督官庁に契約を結

んで工事をお願いするというのが通常のやり方なのかどうか、その点も追加でお尋ねを

いたします。以上です。

O議長(市川信資君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

橋台と言いますのは、あくまでもけたを乗せる前の段階の工事でございます。橋け7こ

を乗せる前の、ですから下部になるわけでございます。 6ページを見ていただきますと、

橋台の正面図、側面図というのがございます。橋脚というのがございます。余計なもの

が書いてあるのでわかりにくいのでございますけれども、床板と書いてございますが、

床板の部分を除いた部分でございます。あくまでもけたを乗せる前の段階を、下部工事

と申します。

委託の理由でございますが、一般的には、これにつきましては建設省の意向もござい

まして、当然設計内容についてはあくまでも市の考え方を尊重する、しかしその構造等

につきましてはやはり建設省の意向を尊重してほしい、また河川法の適用もございます

ので、そのようになるわけでございますが、都道府県等につきましては、大体自分で施

工をしているようでございますけれども、市町村につきましてはおおよそが随意契約と

いう方向でやっているのが普通でございます。そのようなことで、随意契約ということ

で建設省と契約を結んでいきたし、とし、うことでございます。

0議長(市川信資君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) それでは、今回の二番橋の下部の工事契約が来年の12月の末で

一応工期が終わる。その後もなお建設省の方と随意契約をさらに結んで工事を続けてい

くのかどうかということです。

それと、この橋は今まで人道だということで、ずっと説明を受けてきておりましたが、

その点、例えば自転車とかミニバイクとかオートパイ等は通行できるのかどうか、その

点をお願し、し、たします。

0議長(市川信資君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

上部の方はどうするのかとし、う問題でございますが、設計につきましては、あくまで

も市の考え方を尊重する中において設計していきたい。しかしその中においては、建設

省の御指導を受けることもございますけれども、上部の設計の委託につきましては、あ

くまでも市が発注をいたしたいというぐあいに考えております。

工事につきましては、これはやはり建設省の方に委託する、委託契約を結んで委託し

ていくとい う考え方でございます。

それからこれは人道橋だという話だったけれども、どういうものが通れるのかという

ことでございます。これはあくまでも人と自転車に限るというぐあいに限定いたしたい

と考えております。

0議長(市川信資君) 山口達夫君。

お伺いしますが、二番橋を人道橋として設計したその設計思想、05番(山口達夫君)

というのでしょうかね、議会の場でも市長から概略についてはお聞きしたとも思うので

すけれども、今回こうしヴ契約が出たというこの機会に、なぜ人道橋でなければならな

いのか。つまり私が聞きたい部分は、当初この人道橋はここではなかったような記憶も

あるわけです。当初の人道橋はたしか渡しのあたりではなかったか。人道橋を設けると

いうことの意味合いというのは、今、橋というのは物と人と情報の相互交流のできる重

要な要素ですので、特に人だけに限定する、あるいは自転車だけに限定するということ

は、大変その中で幾つかの要素を落とすわけですので、よほどの設計思想がそこになけ

ればいけないのじゃないかと思うわけです。

もし人だけの交流で、コミュニティとしての交流であるとするならば、私は、この市

営住宅の脇に特別養護老人ホームをつくっておりますけれども、そういった公共の、み

んなが使える施設が橋のこっち側にだけあるのだよ、だから向こうからも人に来てもら

うのだょとしヴ意味であれば非常によくわかるのですけれども、残された高幡不動の駅

から数分の一等地が、今、特別養護老人ホームとして建っている。じゃ、そこのところ

どうして人道橋だけにしなければいけないのかな、こういうことも疑問として感ずるわ

けです。

ですから人道橋に限定するというのは、普通の考えではないわけですね。普通、橋と

言えば、通常、我々が考えるのは当然、救急自動車も入るだろう、消防自動車も入るだろ

う。だからどちらに火災が起きても、どちらに何か危険が起きても、当然この橋で人を

救うことができる、財産を救うことができると、こう理解するわけです。しかしそれを
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0市長(森田喜美男君) 二番橋構想、が生まれてから相当な年限もたちながら、ょうや

その意味で、橋は単にその一つの橋をかけるという意味だけじゃなくて、他の可能性

をすべて排除するという意味において、非常に大事ではないかと、こう考えているわけ

なんですけれども、そういう意味で、非常に限定的な橋を設けるということによって他

の交通の可能性をすべて遮断してしまったということでは、私は今の説明だけではちょっ

と不満であるという感じがし、たします。

できるならば、この形で人を通すということであれば、この後、人がそこを往来した

後、みなが楽しめるための施設を高幡周辺につくるための基本的な計画というものを立

てながら、周りを整備しなければいけないと思いますので、ぜひ周りの整備に早急に取

りかかっていただきたいと要望して、質問を終わります。

O議長(市川信資君) 市長。

0市長(森田喜美男君) ちょっと追加し、たします。

言うまでもないことですが、日野市は町の中に川を持つ町として、非常な特徴を持つ

わけでありまして、現在、橋が 5橋あるわけですが、その中で、将来豊田と南平をつな

ぐ豊南橋、それから今の市民プールの部分の南北関係を渡しで将来とも存続をするか、

あるいは人道橋になるか、そのあたりは今後の課題だというふうに思っておりますが、

これらのことも河川管理当局のいろいろな、今回水と緑をネットワークさせるまちづく

りということで、かなり関心を持って指導をしていただいた、こういう経過でございま

す。

将来のまちづくりの私は大きな特色をなす、日野市のシンボルにもなり得るような、

そういう意味合いを持たせたい、これがこの橋に託する意味でございます。単なる交通

というのみならず、景観性、親水性、そしてしかもなお人間の触れ合いの利便、こうい

うことで十分意味を持つのではないか、このように考えたいわけであります。

0議長(市川|信資君) 天野輝男君。

人だけということになりますと、交通のそういった危険性を排除すると言いますか、そ

ういうことには全く役に立たない。だからなぜ人道橋に限定してそういうことをお考え

になったか、その設計の根本思想、のところをちょっと御披露いただきたし、と思います。

O議長(市川|信資君) 市長。

く設計あるいは施工段階にたどりついた、こういうことでございます。

当初から新井橋とそれから高幡橋のちょうど中間のあたりを予定をして、一方には水

に親しむ親水の思想、と、それから日野市の高幡不動等の五重塔や緑の背景などを借景と

して景観を重んずる、そういう橋をつくろう、こういうことを今まです.っと経過の中で、

議会の御了解もいただきながら進んできたと言えると思っております。

新井橋あるいは高幡橋、これは当然都市計画上の大きな交通を消化すると言いましょ

うか、そうし、う役割を持っておるわけでありますし、その橋の中間にはむしろ人の交通、

つまり自転車の範囲で、あるいは人道橋、歩く方と自転車程度の乗り物の方に提供をす

る、こうし、う交通の分離をいたしたい。かつて大きい交通と小さい交通という言い方を

もって表現したことがあるわけでございますが、そういう考え方に起因するものだとい

うふうに、御理解をいただきたいと思います。

そして現在、北側では万願寺の区画整理が進みつつありますし、いずれ相当数の人口

がまた定着されるでありましょうし、高幡の駅がちょうど二つの橋の中間地点にも当た

るわけでございますが、人と人との触れ合いの橋に、位置もそうでございますし、そう

いう意味合いを持つ、こういうことで計画が進んでまいっております。

人車分離という考え方も、私はこれからの交通の中で大切に考える課題だというふう

にも思いますし、こういう形で橋をかけることによって、南と北のコミュニティが相、

手を結ぶこともできるし、日常的に愛される橋になるに違いない、このように期待をい

たしております。

これは市民の皆さん、議会の御意見も十分踏みしめて、御了解をいただきながら進ん

できた橋として人道橋が一般に認められた、こうしヴ状況でございます。そのように御

理解をいただければ幸いです。

0議長(市川!信資君) 山口達夫君。

05番(山口達夫君) 橋も、幾つでも次々かけられればし、し、わけですけれども、一度

その付近に橋をかけますと、もうその周りには橋はかからないというのが現状ではない

かと思うのです。

06番(天野輝男君) 橋につきまして人道である、これじゃ当然国の補助金とか、都

の補助金はつかないと思うのです。そういう面で、実際この問題については確かに小山

議員の方からもやじの中にあったように、何年間にもわたって審議してきたと思うので

す。まして高幡の駅の北側になるあの地域の、こっちを整備をしないで、橋だけつくっ

たって、私は余り意味がないのじゃないかなと、今、市長の言葉の中に、高幡不動の美

観というのですか、こういうものに対しては大変美しい景色であるということを言って

いますけれども、周りを見たら美しいどころか道路すら、私、あそこに橋をかけるとい

うから見に行ったので、すO そうしたら用水があって、細い道路があるわけです。農道で
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すか、あれは。そんな状態の中で、やはり私はもっとやるべきことはしっかりやらなけ

ればいけないのじゃないかと思うのです。

やるべきことというのは、周りの環境を整備をしながら、そしてその補助金はいただ

けるような、橋をかけるのは、やはり私は市の行政を担当する人として、そのあたりも

考えなければならないことじゃないかなと思うのです。少しくらい金があるからばらば

らまけばし巾、というものじゃなくて、やはりしっかりした考え方の中に立って、そして

有効に使うものは有効に使うというような考え方のもとに、一般財源をうまく使ってい

ただきたい、こう思うわけです。

市長、どうでしょう、そのあたりは。

O議長(市川信資君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 一般論として、その意見に全く我々も同感でございます。

ただ二番橋に関しましては、これまでもう相当の年月をかけて、そして議会にも御理

解をいただき、市民にも期待をされ、今後の日野市内の河川に、人が車に脅かされない

形で渡れる橋ができるということは大変私は意義がある、このように考えてきたところ

でございまして、むしろ議会からもこの人道橋を促進せよというお話もしばしば聞いた

と思っております。

そういうふうに、財政の運用はもちろん大切にしなければなりませんが、将来のまち

づくりのために日野市らしい意味を持つ、そういうコミュニティ形成の橋もまた必要で

ある。南と北をそういう形でつなぐことは、私は日野市内の将来のために有意義である、

このように考えますのと、それから万願寺方の住民から聞きますところでは、一番近道

ができて、そしてしかも歩いたり自転車に乗れる範囲で駅に通路ができるということは

非常に歓迎をされておるというふうに、承知をいたしております。

なお伴って、周辺にまたふさわしい市民施設を設けるということも重要だということ

でありますので、今後の計画の中で満たしていきたい、このようにお答えを申し上げて

おきたいと思います。

0議長(市川信資君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 市長のお話を聞いておりますと、何か一人で楽しんでやってい

るように、私、感じがするわけです。そういう面で私は、実際、日野市の一般財源を使っ

てやるわけですから、確かに長い期間にわたってとの問題については審議してきたよう

には思うのですけれども、やはりこの根本的なものの考え方というのは橋をつくる、そ

れにはどこから補助金を持ってきて、どういう形でそれを穴埋めするかということが、

私、一番必要なことじゃないかと思うわけです。

そういう面で、先ほど私が言ったように、高幡不動の駅の北側の部分は基盤整備も途

中で立ち消えてしまって、解決の道すらないように聞いておるわけです。そういう中で

人道の橋をかけることによって、そして人道の橋をかければ当然周辺には自転車なり通

行人もふえるわけですから、そういう形になった場合には、地域の人たちがどういう気

持ちになるかと思うときに、やはり私は橋をかければし、し、というものじゃなくて、地域

の不便さというものはあるわけですから、そのあたりも真剣に取り組んでいただきたい

と思うわけです。

そういう面でぜひこういう機会にもう一回、あのあたりの基盤整備というものについ

てはしっかり考えていただきたい、このように思います。

0議長(市川信資君) 石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 関連。

長くかかって恐縮なんですが、最後に私、人道橋だということはかねがね私も承知を

しておるので、そのこと自体は、いろいろな御意見があるとしてもやむを得ぬじゃなか

ろうかと思うのですが、構造上で私の方はわからないのですけれども、何としてもこれ

だけの橋がかかるので、例えば人間が、極端なことを言えば一遍に2∞人乗っても大丈

夫なのか、構造的にはどのくらいの耐え得る強度があるのかどうか。

それからいわゆる人道橋だと、人間と自転車しか歩かない、万願寺側は区画整理だ、

そうなると高幡側は2メートルの道路を取りつけるのか、 4メートルの道路を取りつけ

るのか。見方によると、 4メートル以上とは私は考えられないと思うのです。区画整理

で北側の高幡側は何かしてそうやったということになれば別だけれども、現時点ではあ

そこは区画整理も外れているのだ。高幡側の取りつけ道路は何メートルにされる計画が

あるのかないのか、あるとすれば何メートルなのか。それからあとは強度の問題ですね。

もう一遍伺いたい。

0議長(市川信資君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 専門技術者ではないわけでありますけれども、橋のことをい

ろいろ専門的にノウハウ、知識をお持ちである河川管理当局にお願いする意味は、そう

いう意味もともなって、安心してお願いできる、こういうふうに判断をしておる理由で

ございます。

もちろん橋ですから、人が乗っかつて落ちるということはあり得ないわけであります。

それから真ん中に柱をっくり、つり橋という形になるような設計を承知しておりますの
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で、そのようなことも含めて、安全でしかも意味のある、役立つ橋ということでなけれ

ばならないと思っております。

したがし、まして伴います周辺の通路、これにつきましては 4メーター程度の道を早く

設ける必要がある、当面は潤徳小学校の西方の通路、これを整備することを考えており

ます。

0議長(市川信資君)

027番(石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

これは私も少なくともこの構想、をやられて、つくられた市長が

うかということを聞きたいわけですよ。

O議長(市川信資君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 人道橋でござし、ますので、将来にわたって車を通すという

ような構造計算はいたしておりません。

0議長(市)11信資君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたします。

お諮りいたします。ただし、ま議題となっております本件については、委員会付託を省

略し、7こしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|信資君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については、委員会

付託を省略することに決しました。

本件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたし

ます。

これより、本件について採決いたします。本件は、原案のとおり決するに御異議あり

ませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認めます。よって議案第91号、 (仮称)二番

橋下部工事委託契約の締結の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第92号、土地区画整理事業の施行に伴う水道施設の整備に関する協定の

締結の件を議題といたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

百歳まで生きるとすれば、 30年間くらいはそういうことはないかもしらぬが、時代とい

うのは変わるので、そのときにまたどうしても例えば軽自動車、ダγプや貨物車は通っ

ちゃいけないけれども、乗用車が通るというようなときには、だから私、強度の問題を

聞いているというのは市長、人が50人や100人は大丈夫だ、天野先生と黒川先生が通ら

れたから危険だ、そういうことはないと思うのですよ。その点、私が言うのは、将来と

いうのはなかなか予測できないので、そういうときがあっても耐え得るような、建設省

が指導をされているのかどうかということを私は聞いているわけなんです。

0議長(市川i信資君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

人道橋となりますと、やはり人道橋としての強度を持たせる。構造計算をやる場合に

は、デッドロードと言いますが死荷重と活荷重がございます。この両方によってこの構

造が持っか持たないかという計算をするわけでございます。

この場合、活荷重を350キログラム・パア・平方メートルということで考えておりま

す。 350と言いますと、普通の強度とし、たしまして、人道としてはこれが一般的でござ

います。もちろんこの強度とし、うものにつきましては安全率を見ております。必ず350

キロ乗ったから壊れるというような構造にするものではございません。だけれども、安

全率はある程度見ますので、人道橋として計算をしているということでお答えしておき

たいと思います。

0議長(市川信資君)

0市長(森田喜美男君) 議案第92号、土地区画整理事業の施行に伴う水道施設の整備

石坂勝雄君。

に関する協定の締結について、提案理由を申し上げます。

本議案は、豊田南土地区画整理事業の施行に伴う水道施設の整備に関する協定につい

て、東京都公営企業管理者である東京都水道局長と締結するものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほど、お願

し、し、たします。

0議長(市川信資君) 関係部長の詳細説明を求めます。都市整備部長。

027番(石坂勝雄君) くどいようですけれども、私はその場合に家の構造にしても、

例えば特に不特定多数が出入りする学校だとか、そういうものの構造の強度というのは、

かなり余裕を持った、 一軒の個人の家と違うと思うのです。そういう面でいけば、私は

将来の目的の中で、乗用車程度が通っても大丈夫なんだ、例えば普通乗用車の360キロ

パワーというのを考えると、そういうところが可能なところまで指導されているのかど

0都市整備部長(前田雅夫君) 御説明申し上げます。

議案第92号、土地区画整理事業の施行に伴う水道施設の整備に関する協定の締結でご

ざいます。
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これは豊田南の区画整理事業でございまして、昭和61年8月19日に事業認可を取りま

して、施行面積といたしましては87.1ヘクタールでございます。来年度から一部土地を

借り上げまして、区画街路の建設に入る予定でございます。したがし、まして、東京都の

予算の編成等もございまして、本年度東京都水道局との協定を結ぶというものでござい

ます。

事業の名称でございます。日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業の施行に伴う水

道施設の整備事業でございます。

概算の工費でございますが、 10億1，752万4，∞0円でございます。そのうち日野市が負

担する分でございますが、 7億1，937万4，∞0円、 70.7%でございます。事業の期間でご

ざいますが、協定の日から昭和69年3月31日まででございます。協定の相手方でござい

ますが、東京都千代田区丸の内三丁目 8番 1号、東京都公営企業管理者、東京都水道局

長、菊地俊三でございます。

よろしく御審議のほど、お願いし、たします。

0議長(市川信資君) これより質疑に入ります。なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

お諮りいたします。ただし、ま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については、委員会

付託を省略することに決しました。

本件について、御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたし

ます。

これより、本件について採決いたします。本件は、 原案のとおり決するに御異議あり

ませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川信資君) 御異議ないものと認めます。よって議案第92号、土地区画整理

事業の施行に伴う水道施設の整備に関する協定の締結の件は、原案のとおり可決きれま

した。

これより報告第2号、昭和62年度目野市土地開発公社決算の報告の件を議題といたし

ます。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 報告第2号、昭和62年度日野市土地開発公社決算の報告につ

いてO

本報告は、地方自治法第243条の 3、第2項の規定に基づき、昭和62年度日野市土地

開発公社決算を報告するものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほど、お願

し、し、たします。

0議長(市)11信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 報告第2号でございます。昭和62年度目野市土地開発公社

決算の報告でございます。別添の決算書をお開き願しイこし、と思います。 4ページ、 5ペー

ジでございます。

これは年度聞におきまする公社の取得用地でございます。 10件でございます。面積に

いたしまして、 7，443.92平方メートルを取得いたしました。金額におきましては、 12億

705万2，347円の金額でござし、ます。

続きまして、 6ページ、 7ページでございます。これは処分の用地でございます。 13

件でございます。 2万7，650.1平方メートルでございます。金額は10億1，190万3，172円

でございます。

続きまして決算報告でございますが、 8ページ、 9ページにおきましては事業決算の

収入でございます。続きまして、支出でございます。支出におきましては、 91.99の執

行率でございます。

それから12ページでございます。 12ページは、年度間におきまする損益計算書でござ

います。最後に当期純損失で2億3，928万91円というものでございます。それから次の1

3ページにつきましては、収益費用の明細書でございます。収入でございます。そして

次は14、15におきまして支出の明細でございます。それから16ページ、 17ページにつき

ましては、貸借対照表でございます。負債と資本の部のパラ γスシートでございます。

次の18、19ページは公有用地の明細書でございます。あと、附属的に測量や有形固定

資産等でございます。よろしく御審議のほど、お願いし、たします。

0議長(市川信資君) これり質疑に入ります。石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) これは私、内容ではないのですが、 62年度なので、 62年度に対

しては恐らくこうだと思うのですが、 3ページに新旧という役員のお名前、役員に関す

る事項とし、う、役員の異動があって、次に役員の状況があって、これは63年の 3月31日
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現在の役員だと思うのですが、今年度に変わっていられるのかどうなのか。この中を拝

見すると、お亡くなりになっている人も、この時点ではなっていますけれども、こうい

うことでよろしいのかどうなのか。

それからいま一つは、いわゆる理事と称せられる人は職名によって限定されているの

かどうなのか、その 2点をお聞きしたいと思います。

0議長(市川信資君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 3ページでございますが、この中に 1名が亡くなられてお

ります。それで現在の公社、 63年度 4月 1日以降におきましては理事長、常務理事、そ

れから理事につきましては 1名を除きまして同じでございます。監事もそうでございま

0議長(市川信資君)

027番(石坂勝雄君)

石坂勝雄君。

また確認なんですけれども、いわゆる現職の総務部長さんでな

ようにこの公社は公拡法、公有地拡大法に基づいての先行取得の責任を負っておるわけ

であります。それに基づきまして、この公有地の明細書にありますように、古いところ

は49年からというようなことでこれを購入したわけでございますが、その間におきまし

て、例えば一番上の49年でございますが、 1・3・1のこれが代替用地であるというよ

うなことからまだそれが、万願寺区画整理の今の実際の中での対応の仕方ということで、

まだ市に引き取ってもらえないという状況はあります。

これらにつきましても、要するに購入というか、買収する依頼というものはほとんど

が担当部から来まして、そしてそれに基づいて公社の方で先行取得をしておるというこ

とでありますので、長いのは確かに10年以上持っているということもありますが、 逐次

これを解消していくということで、財政との関係もございますが、担当部にお願いして、

今回の補正でもありますように、都市計画部におきまして豊田南区画整理で8億ですか、

というようなところの用地も、これを公社から移管して、ここから削っていくとい うよ

うな形をとっております。

そういうふうな形でありますので、古いもの、あるし、はど うしても隅切りだとか、そ

ういうものが道路のところに出てくる場合につきましては公社で現在持っている、持た

ざるを得ないのもあります。それらはまたし、ろいろの面におきまして道路の拡張だとか、

そういったととろにおいて交換だとかし、うふうな形での対応の仕方をしていきます。

御指摘のように、 量が多ければ多いほど、公社のお金は銀行からお借りしてのお金で

ございますので、利息もふくらみます。そうしたことがありますので、これらの処分と

いうことについては、鋭意努力してやっておるような状況でございます。

0議長(市川信資君) 古賀俊昭君。

す。

そして理事長につきましては、理事の中から互選ということでございますが、常務理

事につきましては規則で総務部長ということになっております。それから理事につきま

しては、あて職でございます。監事につきましてもあて職でございます。以上でござい

ます。

くてもよろしし、としヴ理解でよろしし、ですか。 4月 1日から一一いなくなられた伊藤正

吉さんというのはもう退職して、ほかの部署にはおられるけれども、余り名前を言うの

は嫌だけれども、その点の確認、....・・。

0議長(市川信資君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 失礼しました。その下の伊藤前建設部長でございます。こ

の方も退職されておりますので、 2名の欠ということでございます。

0議長(市川信資君) ほかに御質疑はありませんか。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) そういうお考えは当然、お持ちにならなければ困るわけですが、

024番(古賀俊昭君) 決算審査意見書にも出ておりますが、私も以前この議場で市の

利息だけでも 1億5，000万からの支払し、が行われているということで、長期間抱え込む

ということは、市の財政にもそれだけ圧迫を与えるということですので、その点は今後

意見書にありますように、十分留意をしていただきたいと思います。

一つ具体的に、例えばNo.5の50年の 7月に取得をしております栄町のこの都市計画道

路用地及び代替地ということになっておりますが、これも一つ、ぽつんとここにあるの

ですね。都市計画道路の用地であるということならば、もう少しその周辺についても、

用地の確保等について努力が行われてもいいのではないかと思いますが、私、毎年見ま

すと、これだけがいつも気になるのですが、この 5番目の都市計画道路の用地というこ

とでの箇所については、どういうような市は今お考えで臨んでおられるか。その点、 具

取り組みについてお聞きをしたことがありますが、現在保有をしております公社の用地

について、長期にわたって公社がその本来の事業目的に供することができずに抱え込ん

でし、るものが結構多いわけです。 10年以上、大体15年近くなるものもあるわけですが、

こうい う点、今、市側はどのように取り組みをなさっているか。その点、基本的な考え

方をお聞きをしておきたいと思います。

0議長(市川|信資君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 公社の常務理事としての考え方でございますが、御承知の
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体的にひとつこの件だけお尋ねをいたします。

O議長(市川信資君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問のところは、私がよく承知しておりますので、お答え

ますが、一般に、余った土地だからというような際に、民間に処分をするということは、

不可能な仕組みになっております。今、土地が非常に貴重な時期に入っておりますので、

不良財産という形のものはございませんということと、これから十分役立つ手持ちであ

り、また公社の本来の成果というものを十分活用していきたい、このように考えており

ます。

をいたしたいと思います。

薬王寺というお寺が中央線に近い位置にあるわけでありまして、今回、あの周辺の組

合施行による区画整理が、地元でお話が進みつつあります。本来、その土地は持ち主が

市に、将来の都市計画道路の用地に当たっているのでどこか引っ越した方だと思います

が、買収してほしい、こういうことによって、将来のことを予測しながらかなり安い価

格で買い取った、こうし、う記憶がございます。

ちょうど今、まさに役立つときがきた、こういうことでございまして、組合施行の区

画整理ではございますが、あわせて2・2・11の道路にぜひ取り込まなければならな

い、こうしろ時期に到達いたしておりますので、非常に役立つときが来たというふうに

お答えのできる状況になっております。そうし、う経過がございます。

0議長(市川信資君) 古賀俊昭君。

0議長(市川信資君) 古賀俊昭君。

0市長(森田喜美男君) 各自治体が都市化あるいは急成長の時期に、公共用地拡大法

024番(古賀俊昭君) それはよくわかるのですが、この土地開発公社の場合、チェツ

クをする機関としては、私どもが議会でこれを今、議案を見てこのように意見を述べる、

質疑を行うということで一定の監視機能は(動いていると思いますが、そのほかに今私が

お聞きしたのは、例えば開発公社は法律によって設立をされているものですので、事業

の運営やそれから公社の仕事の内容等について別の、例えば東京都の指導ゃそうした意

見が出されることがあるのかどうか、そういうほかにもチェックと言いますか、ほかの

機関からの意見等が出される場合がこの公社に対してあるのかどうか、その点をお聞き

をしているわけです。

0議長(市川信資君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) まず公社の中でのチェックということは、最初の 1ページ、

2ページにありますように、理事会ということでその都度予算なり、それから事業のよ

しあしを検討されまして、理事会で決定していくというような仕組みでございます。

それから、それではその上の監督官庁ということで、これは東京都の方で指導されて

おります。それに基づきまして指導の公社の、公社といたしましても、各市それぞれ非

常に内容の違った運営の仕方もしておりますので、それらの指導ということもございま

す。そうした中で、一番最近の指導といたしましては、土方議員さんも言われたので、す

が、これらの中の条文だとか、それから予算の組み立ての問題だとか、そういうものが

ありまして、そうし、う指導、条文の整備というようなことが行われたことがございます。

そのような指導を受けて、やってきております。

0議長(市川信資君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 用地を公社が買収する場合には、市長が買収命令と言いますか、

買収を指示をして、それに従って今度は公社が交渉に入って、用地の取得に努めるとい

うことになるわけですので、その時点でそれなりの計画、必要性があってそういう指示

が出されているということは当然だろう と思うのですが、こうし、う公拡法に基づく公社

の運営の状況等については、私ども議会でこのように議案として出されたものを審査を

するということで、チェックを受けるということが一つはあると思いますが、その他例

えば東京都や国というところからの何か意見ということが出されることがあるのかどう

か、その点はどうしヴ仕組みに、この土地開発公社の場合にはなっているのか、ちょっ

と教えていただきたいと思います。

0議長(市川|信資君) 市長。

が法律として施行されましたことに始まって、いずこの自治体もこのような開発公社を

持つようになっております。

その用途、取得します土地は、公共用地の先行取得でありまして、市自身の公共事業、

それから都や国の公共事業にも該当できるものでありまして、ときによりまして、依頼

を受けてあらかじめ買っておくということは、過去にもあったと思っております。

したがって公社の手持ちの土地は、代替用地として公共事業に差し向けることはあり

024番(古賀俊昭君) じゃ、わかりました。都の方からの指導も受けるような仕組み

があるということですね。

私が最初にお聞きしたことに戻るのですが、公社が保有をしている土地の処分につい

て、日野市の場合に、長期持ち込んでしまっている用地がある。そういう点、処分をで

きるだけ早く、可能な限り行っていくようにというような指導は別に受けていないのか
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どうか。審査の意見書に、わざわざ審査結果のところに付されておりますので、都の指

導の段階ではそうした意見は出されていないのかどうか、その点、お尋ねをいたします。

O議長(市)11信資君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 今、御指摘のように、内部の監査におきましては確かにそ

ういうふうな処分についてのここに最後にございますが、そのように今後とも一層努力

せよというような指示でございます。

それでこれらに都部からの、上部団体からの指導ということでは特にございません。

それよりも私も常務理事でございますので、非常に持っている土地というものの評価が

多いということから、なぜこれを持っていなければいけないかというととから、担当部

の方にお願いして、それが早く公共用地として活用できるものなのか、生かしてもらっ

てそれを買い戻してもらいたいということでお願いして、先ほど申し上げましたけれど

も、財政との関係も多少ございますが、そのような、鋭意努力はしております。

0議長(市川信資君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 日野市の場合にも、先ほど高幡不動とか万願寺、豊田の中に、

今度はこの開発公社で公共用地を先行取得するということが入ったわけですけれども、

開発公社の予算を見ますと、大体59億くらいの仕事をやっているわけなんですが、開発

公社の事業を生かして先行取得してし、く場合に、どの程度まで用地を取得することがで

きる予算を組むことができるのか、これがわかればちょっと教えていただきたいと思う

のですが。

0議長(市川信資君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 開発公社の処分とそれから用地の取得でございます。これ

は年々変わっております。非常に差があります。

例えばことしが、処分の方で申し上げますと 2万7，065平方メートルということです。

去年は幾らかと言いますと、その半分にも満たない6，288.97という数字になっておりま

す。ではこれはどうしてかと言いますと、 62年度は特に都立高校の 2万3，000というよ

うな大きなのを処分しております。

そうしたこともありますので、その都度、その年度ごとに違いが、取得にも、買う場

合もそうです、それから処分もそうです。そうしますと、予算がどういうふうな立て方

をしているかということになると、それにつきましては各担当部から、例えば区画整理、

あるいは建設部から来年度の予算の土地買収についてということで、書類をもらいまし

て、それに基づいて予算化して、そしてやっているというのが現状でございます。

0議長(市川信資君)

06番(天野輝男君)

天野輝男君。

私がこうし、うことをあえて申し上げるのは、やはり区画整理を

進めても、先ほど私が申し上げましたように、小さいものしか、ぼろぼろしかできない

わけですね。そういう面で、三つの場所を区画整理を進めておるということになったら、

やはり将来どういうものが日野市に必要であるかというものを考えながら、そしてそれ

こそ100年たっても200年たってもつくってよかったと言われるようなものを今後つくら

ない限り、将来有効に日野市の財政を使えないのじゃないかなということを考えている

わけです。

そういう面でぜひ、せっかくこういう働きをしている開発公社もあるわけですから、

そういう面で慎重に審議していただきまして、小さいものよりもやはり日野市民の将来

役に立つようなものを計画していただきたい、このように思います。

0議長(市JIIf言資君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって報告第

2号、昭和62年度目野市土地開発公社決算の報告の件を終わります。

これより報告第 3号、交通事故(日野市高幡714番地先路上の市の義務に属する事故)

の専決処分の報告の件を議題をいたします。

理事者から、提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 報告第 3号、交通事故 (日野市高幡714番地先路上の市の義

務に属する事故)の専決処分の報告について。

本報告は、日野市高幡714番地先路上における交通事故についての専決処分により、

相手側との損害賠償額及び和解の締結をいたしましたので、地方自治法第180条第 1項

及び第2項の規定に基づき、報告をするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御承認のほど、お願

し、いたします。

0議長(市川信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) それでは報告第 3号でございます。交通事故(日野市高幡

714番地先路上の市の義務に属する事故)の専決処分の報告でございます。 2ページに

書いてございますが、この専決処分は藤巻 勝さんという方で、競輪の選手だそうです

が、バイクと日野市の車とが、小型貨物でございますが、ぶつかったということでござ

います。それに基づいて、和解が成立しました。2万9，300円で賠償額ができましたの

で、ここに専決をいたした次第でございます。
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よろしく御審議のほどを、お願し、いたします。

0議長(市川!信資君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) これも私、以前に同じことをお聞きしたと思うのですが、事故

本報告も、先ほどの報告と同様、地方自治法第180条第 1項及び第2項の規定に基づ

いて報告をするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御承認のほど、お

願し、し、たします。

0議長(市川信資君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 報告第4号でございます。この件につきまして、御説明申

し上げます。

まず、事故が発生したのは63年6月21日でございます。相手方はやはりバイクでござ

います。市の職員の方は車でございます。普通の乗用車でございます。そして相手方は、

ここに書いてありますような富沢三男さんでございます。賠償金額については、 4万6，

870円ということでございます。

経過について御説明申し上げますと、区画整理の職員が、市議会の建設委員会の現地

説明の説明者として行ったときに、自動車からおりようとしたときに二輪車のドアと接

触してサイドミラーを壊したというような経過でございます。それで事故発生日は、報

告をもらいましたのが21日でございますので、事故発生日は63年6月20日午前11時5分

ということでございます。よろしく御審議のほど、お願いし、たします。

0議長(市川信資君) これより質疑に入ります。なければ、これをも って報告第4号、

交通事故(日野市東平山一丁目 5番地の15先路上の市の義務に属する事故)の専決処分

の報告の件を終わります。

これより請願第63-17号、 「中学校40入学級を 3年生より行う逆学年進行方式実施j

の為の日野市議会に対する請願の件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。請願第63-17号の常任委

員会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長において文教委員会に付託いた

します。

これより請願第63-18号、 「宮」町名存続要望に関する陳情の件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。請願第63-18号の常任委

員会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長において建設委員会に付託いた

します。

これより請願第63-19号、義務教育費国庫負担制度堅持の意見書の提出を求める陳情

の件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。請願第63-19号の常任委

の報告ということであれば、報告事項は大体いつ、どこで、だれが何をしたということ

が最低載っていないと、報告にならないと思うのです。

例えば市の職員の方がどなたで、あったかということは、別に私は結構なんですが、い

つあった事故かもわからないのです。せめて報告というのは、最低その程度のことは満

たされないと報告と言えないのじゃないかと私は思うのですが、いつの事故かは、報告

する際の書式のようなものには載っていないのでしょうか。私は前にも同じようなこと

をお聞きしたことがあるのですが、 10年 1日のごとくこの形で出てくるようなんですけ

れども、どうなんでしょうか。

0議長(市川信資君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 御指摘、まことに申しわけありませんでした。

今後もし処分書ということでこれが出ます場合には、そのようにいつどこでというこ

とで、氏名はあれですが、どのような事故だということをちゃんと書いて、との 3点だ

けでなくやっていきたいと思います。まずそれが 1点です。

今回です。 63年の 4月27日にこの高幡の714番の地先でございます。百草台小学校の

方でございまして、小型貨物に乗りまして、後ろに、これは清掃の方に持ってし、くため

に何か枝や木を積んでいたので、すが、それがバイクが来たときにぶつかったということ

でございます。

そのようなことで、これが事故になりました。以上です。

0議長(市川!信資君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって報告第

3号、交通事故(日野市高幡714番地先路上の市の義務に属する事故)の専決処分の報

告の件を終わります。

これより報告第4号、交通事故(日野市東平山一丁目 5番地の15先路上の市の義務に

属する事故)の専決処分の報告の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 再び交通事故で申しわけないわけでありますが、報告第4号、

交通事故(日野市東平山一丁目 5番地の15先路上の市の義務に属する事故)の専決処分

の報告について。
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員会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長において文教委員会に付託し、た

します。

本日の日程はすべて終わりました。あすの本会議は、日程では午前10時となっており
9月 7日 水曜日 (第 3日)

ますが、御存じのように、議会運営委員長の報告にもございましたように、あすは敬老

大会がありますので、本会議は11時から開会というふうにさせていただきます。

本日は、これにて散会いたします。

午後 6時30分散会 昭和 6 3年

第 3回定例会
日野市議会会議録 (第34号)

9月 7日 水曜日 (第 3日)

出 席 議 貝 (29名)

1番 奥 住 日出男 君 2番 r邑ムー・ 沢 清 子 君

3番 主I司主 橋 徹 君 4番 土 方 尚 功 君

5番 山 口 達 夫 君 6番 天 野 輝 男 君

7番 福 島 盛之助 君 8番 福 島 敏 雄 君

9番 中 谷 好 幸 君 10番 俣 日百 光 君

11番 )11 向島 博 君 12番 ，馬 場 繁 夫 君
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議 事 日 程

昭和63年 9月 7日(水)

午 前 10 時開議

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1

午前日時0分開議

0副議長(一ノ瀬隆君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員25名であります。

本日、議長所用のため、私、副議長がその任を努めます。特段の御協力をお願い申し

上げます。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問 1の 1、市民サービス向上に向けての通告質問者、馬場繁夫君の質問を許し

ます。

(12番議員登壇〕

012番(馬場繁夫君) それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

人々は、コミュニケーションなくして社会的生活を営むことはできない。社会的コミュ

ニケーショ γの行為を通じて、人は社会的存在となれますし、また人間に限らず自治体

や会社などの諸団体におきましても、社会的存在になるときには人との問、あるいは環

境である社会との間にコミュニケーショ γが必至の活動とも言えます。自治体の広報活

動は、その地域の市民にとりましては価値がありますが、他地域の市民にと りましては、

それほど価値があるとは言えない、地域という限定があります。このようなコミュニケー

ショ γの類型から考えますと、地域情報は、マスコミュニケーショソとパーソナルコミュ

ニケーショソの両者の特徴をあわせ持ったクラスコミュニケーショ γで伝達されるメッ

セージの特性が強いとされておるところであります。

自治体の広報活動では、市民への周知徹底を原則とする内容の情報が最も多く、今後

情報が市民に伝達されていく方法は多様化することが想定されております。その際の媒

体のチャ γネルの選択は、より重要となることでありましょう。

コミュニケーショ γの基本的な構成の三要素であります参加者とい う点での一方方向

から双方向へ、という情報の普遍性を考慮、した媒体選択が行われることの必要性が、ま

すます要求きれてまいってきておるところであります。キャプテン、ピデオテックス、

パソコン通信等の必要性が、そういう意味からも高まってきているところであります。

パソコン通信は、ネットワークの中心となりますホストコンビューターと自分のパソ

コγや通信機能を持ちますワープロで交信を行い、知らせたい情報が書き込んでありま

すホストコ γピューター内の電子掲示板を読んだり、別の会員の私書箱にメールを送っ

たりすることができるようなシステムであります。

自治体が関係するパソコソ通信の草分けは、大分県からホストコンピューターの購入
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の補助金を受けて、大分県地域経済情報セソターの有志が85年に始めましたのが最初で、

あり、最初は地域の企業案内などの経済情報がデータベースの研究の目的でありました

が、その後、会員同士のコミュニケーショソ中心に変わってまいりました。肩の凝らな

いおしゃべりの間に意外な情報に人気を呼び、全国的に知られるようになりました。自

治体のパソコソ通信ブームに火がついたので、あります。自治体が直接運営したり、自治

体が出資した財団法人や会社が運営する。

市民向けの生活情報ネットワークでは、休日の当番医や共済制度の案内など、自治体

の広報や商庖街が提供します大売り出しの情報、観光案内など、コ γピューター内の電

子掲示板で見ることができますし、会員同士が生活の中で、気がついたことを語り合った

り、地域の活性化にするための意見交換などを盛り込んで行われることであります。

まず、質問 1点目といたしましては、行政キャプテンは秋川市とか東村山市、八王子

市。ビデオテックスは立川市等で導入を行っていることであります。新しい広報活動、

市民への情報の提供が市民ニーズへの吸収等の面より、パソコソ通信やキャプテγ等の

導入計画についてのお考えをお伺し、し、たします。

日本におきます金融機関のコンビューター化は、昭和40年ごろから始まりまして、銀

行では大型電算機によります事務処理が一般の庖頭にまで及び、省力化とお客様へのサー

ビス向上が比較的に進んできております。これが第一次のオンライソの過程と言われて

おるところであります。

40年代の後半から50年代にかけましては、第二次オンライソであります全科目のオγ

ライ γ処理、事務処理化、例えば預金の引出しは現金自動支払機CD、また現金自動入

出機ATMも普及しているところであります。単純な窓口業務は次々と自動機コーナー

に移り変わり、ォ γライ γのネットワークが個別の銀行内部から金融機関同士へと拡大

してまいりました。さらに金融のネットワークは、ますます広がっていくことでありま

出せ即納金できる市民サービスに応えるような傾向も、既に三多摩26市中19市で実施さ

れているところであります。現金自動支払機CD、もしくはATMを庁舎、市立病院、

また支庖などにも設置し、キャッシュサービスを受けられるような検討をしていただき

たいと思いますが、お考えをお聞きいたします。

健康保健組合連合会による成人病と保健医につきましての調査によりますと、不安に

思っております成人病は、脳卒中、高血圧が36.5%で最も多いことであります。次にが

んが30%となっております。高血圧とは血圧高進症の通称であります。血圧が異常に高

進する病症ということであります。高血圧は、それのみでは生命にかかわるような危険

性はありませんが、長く続きますと脳卒中や心臓病、肝臓病などの合併症を引き起こし

生命にかかわるととも出てくる、とされておるところであります。医学の急速な進歩に

よりまして、恐ろしいとされる病気であっても早期発見、早期治療にすれば治ることが

多くなってきております。

61年に宮沢議員も一般質問を行っております自動血圧測定器であります。市役所に訪

れた市民の方が気軽に利用でき、自分の血圧の状況を確認し、また健康管理に対する関

心度を深めていくような自動血圧測定器の設置をされるよう希望するところであります

ので、行政のその後の状況をお伺し、し、たします。

行政の中心となすべき財務会計事務の電算化は、基本計画によりますと前期64年度に

おきまして基礎調査の実施、基本計画の策定、後期65年から68年におきましてはシステ

ムの開発、システムの稼働となっておるところでございます。 68年に稼働するため既に

計画のとおり実施されているとは思いますが、現在の進捗状況をお伺いし、たします。

以上4点について、よろしくお願し巾、たします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。企画財政部

す。

長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) まず、質問の 1点目でございますが、パソコソ通信

の考え方ということでございます。

御承知のとおり、議員さんからの質問の中に、既にパソコソ通信につきましてはニュー

メディア時代の一手段としての脚光を浴びていることは事実でございます。現在、この

パソコソ通信につきましては、八王子地域内に一つの企業が、八王子と日野を管轄する

範囲で既に実施される実態はあるわけでございます。当然これは、日野と八王子地域だ

けでございます。

当市といたしましては、現状、市の広報だけを情報の提供として、その企業に提供し

例えば、都銀と地銀のオ γライン化、証券会社は信金以外にも郵便局とのうナンライ γ

化を進めている、とも伝えられているところであります。銀行からのオγライ γ化は、

金融機関以外にも結ぼれている傾向であります。例えば企業と銀行、家庭と銀行、小売

広と銀行等であります。

金融機関、企業に比べますと、自治体はまだまだ大変遅れている、と指摘もされてい

るところであります。今や、カード時代に即応した市民サービスを考慮する時代であり

ます。市役所内におきまして、カード使用によりますキャッシュサービスの現金を引き
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ているのが実態でございます。ただ、このパソコ γ通信につきましては企業でございま

すので、会費制、あるいは会員制、そういう形の採算を取っているわけでございます。

よって、現在の日野市内の会員としては、まだできたてで、ございますし、そういった状

況もありますが、 10名程度というような会員の状況でございます。

もちろん議員さんからの質問は、市としてという考え方を、ということだろうと思い

ます。当然、今後、市としても電話回線の完備、あるいは通信の普及、そういった市民

情報の提供の場として恐らく普及されるだろう、というふうに現状では考えております。

当然、それに対する現在の機器の可能な問題、そういった整備も必要があるわけでござい

ます。他には、電算事務の推進を現在進めております。

そういった整合性を持たせながら、今後パソコ γ通信についての検討も進めていきた

い、というふうにお答えをいたします。

2点目でございます。現金支払機、自動預金機、キャッシュカードの利用ということ

でCD、ATMの関係だと思います。御承知のとおり、この各種の端末器械類の問題と

しては、確かに質問の中にありますとおり身近な存在となっていることも事実でござい

ます。その中で市民サーピスに向けての本庁舎、あるいは病院、支所関係というような

公共施設に設置がどうなんだ、ということだろうと思います。

しかし、現状におきましては、本庁舎の場合に金融指定機関である三菱銀行のとこ ろ

に一つ設置されているわけでございます。そういう状況の中で本庁舎の場合には、やは

り本庁にあれば確かに便利でありますが、今の実態の中ではそんなに不便を感じないん

ではなかろうか、というようなとらえ方をしております。

ただ問題は、質問の中にもありました26市のうち19市が既に設置されている、という

ことでございます。それも全く事実でございます。ただ、この19市を分析してみると、

割合金融機関が遠い。銀行サイドからの各市に要請があって設置された経緯、そういっ

た問題があります。これは、 Tこだ本庁だけで、ございます。しかし、私どもの方もこれか

らの市民サービスを考えるならば、この金融機関の関係等も検討するわけでございます

が、現在設置されている、設置した場合においても指定金融機関は三菱でございますが、

それ以外に金融関係を取り扱う第二指定金融機関としての、私の方で29庖舗があるわけ

でございます。そのうちの12庖だけが現在そのキャッシュカードで使える、ということ

で、まだ銀行全体の中での調整、金融機関全体の調整も現在されている、ということは

事実でございます。

本庁の利便性の問題は、あるわけでございますが、病院関係についても、これは入院

患者の立場を考えれば確かに市民サービスの問題があろうかと思いますが、いずれにし

ても、これを設置する場合には、ある程度の庁舎内のスペース、この問題があるわけで

ございます。

よって今後の問題としては、私の方も庁内管理の問題、あるいは他の部所との総合的

な調整が必要だろう、というふうに考えております。今後、もう少し時間をかけた中で、

金融機関との問題等を含んで研究をしていきたい、というふうに思います。

なお、 3点目をちょっと飛ばさせていただきまして、 4点目、財務会計の問題の方を

先にお答えさせていただきます。

財務会計、会計事務ということの状況はどうなんだ、ということでございます。一定

の電算導入に伴つての市民サービス面での電算導入については、促進してきたわけでご

ざいます。今後やろうとする問題は、会計事務、当然、財務会計ということになるわけで

ございますが、庁内で現在関係部所と調整を行い、その中で現状の把握を現在分析中で

ございます。かなり膨大なものになります。

目的としては、当然財務会計の各事務の簡素、効率化、あるいは 2点目としては、計

画、予算執行及び決算の流れの合理化、あるいは予算執行管理の徹底、4点目としては

財務データーの多目的利用というようなことで、この問題を財政計画、あるいは事業計

画を立てるには基礎的な計画開発をするべき内部での検討を進めております。

当然その具体的な問題としては、財務の問題、予算管理、会計、決算、資金、債務、

財産、契約、こういったシステムを詳細にやっぱり把握する必要がある、ということで

現在開発すべき準備の検討段階で進めております。目標を、やはり先ほど議員さんの質

問の中にありましたとおり、 68年には軌道に乗せていくべき作業を進めておるところで

ございます。

以上でございます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) 3点目の自動血圧計の件でお答えをいたします。

当市におきましても、担当課で2年ほど前にこの件については検討をいたしました。

この自動血圧計につきましては世論的な背景もございまして、市によっては公共施設

に、腕を入れれば簡単に測定できる自動血圧計の設置が見られております。設置がある

わけですけれども、その後、不都合な事柄が起きております。それは、この自動血圧計

は医療機器でございますので、本来的には病院や健康診断等の医師等の専門職による一

対的な使用が本来の目的でございますので、無人的な状態におきまして、これをむやみ
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に使用するということは、非常に弊害がある、ということでございます。

測定機器そのものの誤差がございますし、使う人の身体的状況によりま して、その数

値が異なるわけでございますけれども、そういうことがございまして、その数値がうの

みにされてしまう、ということもございます。

このようなマイナス面が生じておりますので、最近では保健所、それから医師会等、

保健関係者の見解では、あくまでも医療器械である以上、医師等の一対的使用が前提と

なり医療上好ましくない、とし、う指摘もございます。

このような状況でございますので、この器械等が正確な改良等が期待されれば関係機

関との指導を得まして、可能な限り設置を目指したい、と考えております。

以上です。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) それでは何点か再質問させていただきます。

まず、第 1点のパソコソ通信ということでありますけれども、特に21世紀の日野市の

まちづくりという観点から考えましても、いかに今の若い青年層、もしくは高校生、中

学生等の意見をいかに吸収していくか、特に21世紀のときには、そういう青年層、もし

くはそうしヴ大学生、高校生たちが21世紀の中核をなしていくことでありますので、そ

ういう青年層たちの意見をいかに行政が吸収をして、そして今までの発想とは変わった

新しい発想の中でまちづくりをしていくか、ということも非常に重要な今後の課題になっ

ていくわけですけれども、どうしても今の広報活動、またいろいろと市民の皆さんのニー

ズ等を吸収する方法も、なかなかそういう若い層の人たちに対しての方法が、余りどこ

の行政においても十分行っている、と言えるような状況ではありませんし、特にそのパ

ソコソ通信なり、また新しし、ニューメディアの方法を用いながら、だれでも特にまた若

い層の人たちが非常に関心を持っている部分も多いことでありますので、そういう一つ

の媒体を利用しながら市民ニーズを吸収してし、く、それをまた新しいまちづくりに利用

してし、く、というそういう発想も非常に重要な部分になってこょうかと思います。

そういう意味から、一方通行から双方通行とし、う、そういうふうな利便性を踏まえた

通信網を、早期に実現できるよう最大の努力をしていただくように、これは要望といた

したいと思います。

それから、第 2点目の現金の自動支払機でございますけれども、先ほど私もお話しい

たしましたように非常に今、特に金融機関を初め企業におきましては、相当いろんな方

向の中で進んでおるところでございますけれど、どうしても行政におきましては市民サー

ビス、もしくはそういう利便性については、もう一歩、なかなか踏み込みの度合いが少

ない、ということも言えると思うんですけれども、これだけキャッシュを利用した方が、

たくさん日常生活の中で利用している。多い人は、キャッシュカードも相当の数を持っ

ている、ということも言われている中で、庁舎に来た方々、また、いろんな支所とか、

それから市立病院に入院した方、また利用される方も現金を持たないでCDを利用して、

そこでお金を下ろして即納金する、というふうな部分が非常に今は必然、的になってきて

いるわけですけれども、今の御答弁でありました中で、なかなか、確かに今の系列が、

大きく三つの系列に分かれていますから、どうしてもすべての金融機関のものを網羅す

るためには、どうしても 3台機種が必要だ、という部分も確かにありますけれども、場

所が広ければ3台置くことも可能でしょうけれども、なかなか現実的には、そこまでの

対応は難しい、というのは理解できるところでありますが、やはり、まず中心となす、

都銀を中心とした現金自動支払機をまず設置して、 多くの該当する市民の皆さんが有効

に利用し、また利便性を使っていただしということから考えますと、早急に設置する

ことは何ら障害はないんではないか、というふうに考えておりますので、何とか早急に

設置できるように強くお願いしたし、ところでございます。

収入役さんにお聞きしたし、んですけれども、このCDの必要性というか利便性につき

まして、そういう専門の立場からはどういうふうにお考えになっていますか、収入役さ

んのお考えをお伺いしたいと思います。

それから第 3点目として、自動血圧測定器でございますけれども、非常に厳しい答弁

でありましたが、しかし、今は自動血圧計も非常に制度も進んできております。ただ使

用する、測定をする我々人間の方が、そこでどういう条件で測定をするかによって数値

が変わってしまう、とし、う部分の懸念性はあるかと思います。運動をしてきたり、また

駆けてきたりして、それにまた精神的にも不安定な状況で測定すれば、その人の測定値

がどうしても上がってしまう、ということは実際はあり得ることだと思います。

しかし、血圧は非常にいろんな病気を誘発する部分が多いことでありますし、市民の

方が血圧を測るために病院に行ったり、また健康保健セソターにわざわざ行くという こ

とは、なかなか実際としては難しさがありますので、例えば庁舎に行ったときに、つい

でに測ってし、く、そして、そこで自分の血圧の大枠のことを理解し、またそれによりま

して、やはり医者に行きまして精密検査を受けるなり、そ うしヴ健康診断のきっかけを

つくる、という意味から利用することが大事かと思います。

また、各、多摩市にしても八王子市にしても設置しておりまして、そこで測定した後
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にカードが出てきまして、そのカードにも「自分で判断しないで医師の判断を受けなさ

し、Jというようなコメ γ トもついておるところでありますので、そういう意味からも、

そういうような対応をしながら設置して、少しでも多くの市民の方が市役所に参ったと

きのついでに利用していただく、そして、それを健康診断の一つの方向に結びつけてい

しということも可能かと思いますので、これについて、もう少し前向きなお考え方を

お開きしたいと思います。

それから、第4点目の財務会計事務の電算化というととであります。このことにつき

ましても、もう既に26市の中でも13市でしたっけ、かなりの市も導入してきておるとこ

ろであります。今のような進み状況でいきますと、果たして68年度に基本計画にありま

すような方向の中で行くのかどうか、非常にぎりぎりの状況ではないかと思うんです。

そこで、少しでもその基本計画の方向に沿って実施できるように、創意、、努力をして

いただきたいと思うんですけれども、そうしますと、これからの方向など、特にプロジェ

クトチームをっくりまして具体的に詰めてし、く段階は、いつごろ等にお考えになってい

るか、それについてお伺し、し、たします。

以上4点について再質問、お願いします。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 再質問についての答弁を求めます。収入役。

0収入役(加藤一郎君) それでは、第 1点目の御質問でございますけれど、収入役の

考えは、ということでございます。

確かに各市におきましては、指定金融機関の、いわゆる CD、あるいはATM、これ

らの設置がおっしゃられるとおり19市設置されている、こういう状況にあります。

これらにつきましては、先ほど企画財政部長がお答え申し上げましたとおり、それぞ

れ指定金融機関との場所の問題、当然離れているわけでございます。こういうような中

から金融機関の方の要望の中で設置された、その経緯におきましては、いわゆる58年の

8月から実施されました金融機関の土休関係、これが61年度では第二、第三、これがま

た、最近の新聞紙上によりますと来年の 2月からは隔週、ともかく土曜は休業になる、

こういう状況にございます。

そういう中で、特に61年度、各市の状況を見てみますと、この中から、第二、第三が

お休みになるという中から、こういったCD、あるし、はATMの稼働が、銀行側として

もやはりお客さんのサービスの低下を補う、こういうような状況から銀行の要望として

設置されておる、こうしヴ状況にあるわけです。

そこで当市の場合におきましては、確かに指定金融機関が全くすぐ近く、いわゆる直

近にあるわけでございまして、私どもに対しても一一ー私どもは実際に聞いてないわけで

ございますけれども、特に金融機関の方から設置してほしい、ということは今まで伺っ

たことはございません。

そういう中でございまして、その必要性、直近にあるからといって、さらに庁舎にあ

れば、よりこれは利便がある、ということは間違いがないわけでございます。そういう

意味におきましては、私の考えといたしましては、それは欲しいわけでございますけれ

ど、いろいろ問題もございます。先ほど、企画財政部長が申し上げましたとおり、設置

の場所の問題、管理上の問題、いろいろまだ、今後検討する事項も多分にあると思いま

す。

そういう意味におきまして、やはり財政部長が申し上げましたとおり、今後、十分研

究をしていく必要があるのではないか、このように考えているわけでございます。

以上でございます。

0菌IJ議長(一ノ瀬隆君) 生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) 再質問にお答えいたします。

自動血圧計でございますけれども、これはあくまでも医療機器でございます。したが

いまして、本来的には医師等の専門の方が一緒に行って測定した方が、一番ベターかと

思います。

そこで、各市の状況をちょっと調べてはござし、ますけれども、例えば保谷市でござい

ます。以前に市役所の玄関ホールに置いたケースがございますけれども、マイナス面が

多くて現在は使っておらない。それから八王子市でございますけれども、本庁、それか

ら保健セγタ一、医療セγタ一等に数年前に設置をしております。これについては、プ

ラスマイナス半々である、というふうなことでございます。

それから多摩市でございますけれども、 2年前に本庁に置いてお りますけれども、新

設の保健セγターにその測定値をそのまま持ってきて、そのデーターと医療とのトラプ

ノレもあった、というようなこともあったようです。稲城市、町田市については、当市同

様検討しておりますので、将来的には生かせる方向で導入を考えてし、く、ということで

ございます。

当市の状況でございますけれども、保健セソターで、各種の健康診断を行っております。

健康相談も毎週金曜日ですけれども、行っております。それから、産業祭の健康コーナー、

それから保健センターにおいでの方の希望者に対応などいたしまして、年間8，000人ほ

どの直接血圧測定をしております。水銀の血圧計、それから自動血圧計等を併用いたし
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まして数値の正確性を求めているところでございます。

現状では、やはりその血圧計の管理という商で、まだ若干の問題もございますし、故

障等も考えなきゃいけませんので、あくまでも正確な数値が出なければ役に立たない、

ということでございますので、成人病予防、あるいは健康保持等の意識の向上につきま

しては、これらについては効果が期待できる、ということでございますので、機器の改

良、先ほども言いましたけれども、医療機関等の指導を得まして可能な限りの設置を目

指していきたい、このように考えております。

以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 財務会計の具体的な進行とし、う再質問でございます。

私の方も、これは部内で現在、一応の基本計画策定時の中での68年目標を具体的に立

てております。ただ、まだ近いうちに電算審議会をかけて聴取した中で正式にこの決定

を見たい、とし、う状況でございます。

よって現状におきましては、 64年度までには基礎調査を終わらせていきたい、という

考え方でございます。年度ごとに具体的な細かし、問題は、あるわけでございますが、 67

年度にはプログラムの開発を進めるための年度を追って、いろいろな研究をしていく計

画を立てております。もちろん大きな財務会計部分でございます。庁内全体の中での協

力も必要でございますが、現状の基礎調査の中では、一部の関係課だけの調整を基礎的

な調査をしている、というのが実態でございます。

それらができ上がりますと、今後、庁内全体のやはり組織をつくった中での財務会計

の取組等が大きな問題になろうかと思いますが、 68年の稼働に向けて精力的にやってい

きたい、また他部課の協力も得ながら、この目標実現のために努力してし、く、という構

えでおります。

以上でございます。

0言Ij議長 (一ノ瀬 隆君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) 現金自動支払機につきましでも、スペース的には約3.3平方メー

トルのスペースがあれば、大体設置は可能になっていくかと思いますので、それほど、

すごいスペースも必要でありませんし、その辺もまた検討していただきたし、と思います。

特に、確かに金融機関がすぐ近くにありますが、なかなかその金融機関におきまして

も、その辺、市民の皆さんも十分周知していない人もいますし、先ほど収入役さんもお

話がありましたように、第二、第三土曜日が銀行機関もお休みだということもあります

から、やはり庁舎内に設置するということも、今後やっぱり考えていただきたい。特に

病院関係は、早急に設置できる条件はそろっておりますので、設置できるかと思います

ので、この辺については鋭意努力して、早急に設置できるようにしていただきたし、と思

います。

やはり、金融機関からそういう話があるから設置する、設置しない、というそういう

部分ではなく、もう少し市民側、市民サービスという部分に立って御判断なりしていた

だきたい。金融機関から設置の要望がなければやらない、という、そういう消極的な部

分であっては困るんですけれども、例えばCDの設置状況ですけれども、早いところで

は、昭和51年に多摩市では設置している。 53年に府中市が設置した。 58年になりまして

稲城、田無、保谷市が設置している、ということで、非常に早くからそうしみ部分も着

目しながら一一確かに、そういう金融機関が遠いという条件の違いはあろうかと思うん

ですけれども、もう既に十一、二年たっている、ということもあります。

やはり実際的には、市民の皆さんがカードを利用する面がさらに多くなってまいりま

すので、このように利便性を含んだ方向の中で検討をしていただきたし、と思います。

それから自動血圧計におきましでも、その正確な数値という ことを常に、再三強調し

ているような感じも受けるんですけれども、確かに正確性は大事でありますけれども、

問題は、その器械自身の正確性よりも、こちらがどうしヴ状況の中で自動血圧計に臨ん

で検査するかによった方が、数値の違いが大きくなると思うんですね。その辺も理解を

していただきたいと思います。

やはり、その血圧計を設置することによ って少しでも関心を深める、という観点から、

いろんな障害があるかもわかりませんけれど、それを克服しながら設置できるような鋭

意努力をしていただきたいと思います。

それから財務会計におきましても、 68年度に目標を目指して年度別の計画を立てなが

らやってし、く、ということでありますので、その辺は68年度設置できるよう鋭意努力し

ていただきたいと思います。特に府中市の場合も、もう既に財務会計がことしの4月で

すか、稼働しておるんですけれど、それも既に58年度からプロジェクトチームをっくり

ながら進んできている、とし、う経緯もあるわけですけれど、やはり、非常に財務会計に

ついては複雑多岐にわたりますので、なかなか、 実際、スケジュ ールに沿っていきながら

相当時間もかかる可能性がありますので、少しでも前へ前へと設置状況をつかんで‘いき

ませんと、やはり後が遅れてしまう、ということもあります。

特に財務会計の電算化によりまして、その余剰人員が多分出ていると思いますけれど
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も、そういう余剰人員をいかに、これから市民サービスの強化できる方向に配置転換す

るなり、また市民サービスへの創造が展開できるような部門に人員を充ててし、く、やは

り、なるべく単純簡素化な業務は、少しでも電算化によりまして減らしながら、より効

率的なきめの細かい市民サービスが受けられる方向にするために、基本計画に沿って68

年には稼働できるように鋭意進めていただきたいと思います。

それで、最後に市長に、何か一言あれば御答弁をお願し、いたします。

O副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今、ニューメディアによる新しい時代の住民サーピス、この

ことについて御指摘をいただきまして、十分前向きに検討し、サービス手段にまた新し

い時代の要素を求めていく、ということは、とかく対応の遅れがちな行政の立場として

進んで考えなければいけない課題である、このように伺ったところでございます。

それぞれ、現在の事情や判断の点もございますが、それらをなるべく積極的に克服を

いたしまして、御指摘のような手段による、新しいニューメディアによる住民サービス

の開発ということに十分努める、またその必要のある時代だ、このように考えておりま

すことをお答えとさせていただきます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) 以上で、この問題を終わります。

0副議長(一ノ瀬隆君)

終わります。

一般質問 1の2、環境汚染と市民生活についての通告質問者、馬場繁夫君の質問を許

します。

これをもって 1の1、市民サービス向上に向けての質問を

ゾール製品の噴射材など我々の生活に深く入り込んできております。

地球が誕生して以来、雨は生命を育ててきましたが、この雨が、現在工業の進んだ先

進国を中心といたしまして汚染され、酸性雨として逆に生態系に対する脅威となってき

ております。現代文明社会が消費する膨大なエネルギー、火力発電所、工場等で使用さ

れる石油、石炭の燃焼により硫黄酸化物となり大気中に放出されると、数百キロから数

千キロ遺留し硫酸の雨を降らすことは、既に知られているところであります。自動車に

おきましても硝酸の雨、焼却場におきましては塩酸の雨を降らせる、とされておるとこ

ろであります。また有機錫問題、ダイオキシγ等々、環境汚染はたくさんあるところで

あります。

質問といたしまして、化学物質のっくり放題、使い放題に放っておきますと、消費者

1人 1人に投げかけられている問題であり、行政への緊急課題でもあります。国へ強く

解決へ向け働きかけたり、市民への意識高揚、消費者教育に便乗すべきであろうと思わ

れますが、現状と、これからの行政の対応についてお伺し巾、たします。

ロボット、電子部品、半導体製造等、世界に誇れるハイテク製品が、多摩地域に多数

進出しております。科学技術大学長を初め多くの学者も、アメリカのシリコソバレーに

なぞらえて、この地域をシリコソリバーとも呼んでいるところであります。

ハイテク公害の難しい点は、従来のように煙を吐く煙突や危険物質の野積みなど、だ

れの自にも明らかなような発生源を特定するのが困難である、ということであります。

水も空気もきれいな場所に建つ工場は、一見クリーγであり、しかし実際は、有機溶剤

を初めとする危険である。化学物質を大量に使用する化学工場である、とされておると

ころであります。特に地下に流れ込んだ汚染物質は、河川に比べると浄化が極端に困難

であります。

ハイテク汚染に対する環境アセスメ γ ト体制、発生源研究など、ほとんど進んでおら

ない、とも言われているところであります。企業秘密の壁で公開されず、技術革新のス

ピードが余りにも早いため、行政は対応の後追いに終始せざるを得ない現状とも言われ

ております。

質問としまして、ハイテク公害に対する現状と、後追い行政にならぬよう今後の対策

なりについてお伺し、いたします。

環境庁は、有害化学物質汚染実態調査結果によりますと、発がん性、奇形児出生を招

くと言われております猛毒の化学物質のダイオキシソが、東京湾のポラと大阪湾のスズ

キから検出されたのを初め、 14種類のダイオキシソ類が検出された、と発表いたしまし

012番(馬場繁夫君) 人類は、石器、青銅器、鉄器時代を経まして石油時代の、現在

は真っただ中におります。石油化学から生まれたプラスチックが鉄鋼を抜き、化学産業

が最大の材料産業へと変化をしているところであります。

市民生活のあらゆる場所に化学製品があふれております。また重大な問題は、広域化

する環境汚染であり、化学汚染はヒマラヤ山頂の雪から太平洋の真ん中の海水に、さら

には北極のアザラシ、南極のペンギンに至るまで広がり、全地球規模にまで及んでおる

ところであります。

フロ γガスの問題は、新聞でも取り上げられ話題にもなってきておるところでありま

す。成層圏のオゾソ層を破壊し、皮膚がんの多発や生態系への影響がある、と指摘され

ているところであります。このフロソガスは、冷蔵庫の冷媒やへアスプレーなどのエア
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た。一般環境から検出されたのは初めてであるそうであります。

ダイオキシソの持つ毒性は、青酸カリの数万倍とも言われております。除草剤、農薬

などの製造過程で不純物としてできたり、ごみ焼却炉内でプラスチックなどの化学製品

の中に含まれておる有機塩素化合物が燃焼されることによりまして生じる、とされてい

るところであります。

昭和58年11月、徴量化学物質分析の権威者であります愛知大学の立川教授が、ごみ焼

却炉内から猛毒のダイオキシ γが検出されたことを発表し大ショックを与えました。

質問 3点目といたしましては、ダイオキシ γの発生源となっておりますプラスチック

は、日常生活に氾濫しております。毎日、ごみと一緒に焼却されておるところであり ま

すが、日野市の清掃に対しましての現状についてお伺し巾、たします。

以上 3点について答弁をお願し、し、たします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。生活環境部

する、とし、う対応をしております。

以上でございます。

0言IJ議長(一ノ瀬隆君) 清掃部長。

0清掃部長(坂本金雄君)

げます。

現在の日野市のごみの収集につきましては、燃えるごみ、燃えないごみ、それから粗

3点目の御質問に対しては、清掃部長からお答えを申し上

長。

大ごみ、さらに危険物、この四つに大別をいたしまして収集をしております。

御質問のプラスチック類につきましては、これは燃えないごみの分類になっておりま

して、これを破砕をいたしまして、焼却炉に燃やさないで最終処分地、日の出の処分地

に運搬をいたしまして、そこへ埋める、こういう流れになっております。

ダイ オキシソ関係につきましては、清掃施設は定期的に、煤煙ですとか放流水につし、

てデーターを添えて東京都に報告することになっております。しかし、現在のところ、

このダイオキシソについては報告の義務がございません。現在あるのは、硫黄酸化物、

窒素酸化物、それから塩化水素と煤煙の 4項目だけでございますので、ダイオキシソの

検査は今のところやっておりません。

しかし、無公害の清掃施設を目指す市の清掃工場でございますので、何らかの形でこ

のダイオキシγについての調査もやってみたい、と考えているところであります。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) ありがとうございした。

まず第 1点の化学汚染につきまして、生活環境部長の方からフロンガスについて御説

明がありましたようでございます。フロンガスは、世界で約、年間1∞万ト γ生産され

ていると言われております。特に日本では、そのうちの12%、12万トソが生産されてい

るということであります。今、オゾンが 1%破壊されますと紫外線が 2%ふえてし、く、

そうしますと 3ないし4.5%ぐらい皮膚がんがふえてし、く、ということも言われている

ところであります。

特に行政におきましでも、大変広い地球的な問題でありますので、大変難しいことも

ありますが、市民の方に非常にいろんな化学汚染についての深い関心と理解を深めるよ

うに、いろんな角度から消費者へのPRなり、またその教育を深めていただきたいと思

います。

それからハイテク産業につきましては、そういう防止条例に基づいてやってし、く、と

いうことでありますが、やはり日野市だけでやっていっても何ら意味がありませんので、

0生活環境部長(藤浪竜徳君) それでは、ただいまの御質問にお答えをいたします。

まず、第 1点目でございますけれども、有害化学物質によります環境汚染、確かに御

指摘のようにフロンガスとか酸性雨の地球的なレベルの問題が起きております。

特にフロ γガスにつきましては、ほとんど毒性がない、あるいは毒性が低い、という

ことで大量に日常の製品に使われております。特に家庭の冷蔵庫、あるいは車のクーラー

だとか、それから半導体等の洗浄、あるいは溶剤として使われております。このフロン

ガス等につきましては、大気圏のオゾソ層を破壊するということで、まだその現象は起

きておりませんけれども、起きた時点で、は既に手遅れだ、ということで、環境庁でもそ

の対応に現在進めておるところでございます。

市といたしましても、国なり、また市の広報を通じまして、これらの問題につきまし

て啓蒙を図っていきたい、と考えております。市民の関心を深めてし、く啓蒙を図ってい

く、ということでございます。

それから 2点目でございますけれども、いわゆるハイテク産業と言われるもので新し

い産業から、いわゆる 1C産業等の先端技術でございますけれども、有害物質の汚染が

既に始まっている、と言われております。幸いとし北、ますか、市には、半導体、いわゆ

るハイテク産業等によります製造工場は現在ありませんけれども、日野市環境保全条例

を昨年改正いたしまして、これらの事業を設置をするものは新技術事前評価を行い、市

との公害防止協定を結ぶ、それから環境保全連絡協議会を設置しまして、これらに対応
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今後その周辺の行政と十分連携をとりながら、また周辺の自治体におきましても、そう

いう問題を深めていきながらハイテク公害を防止してし、ける、としみ部分に強めていた

だきたいと思います。

特に企業秘密の問題とか、いろいろ、また新しい公害ですから、なかなか行政につい

ても、ついていきにくい、という非常に難しい問題も備えておりますので、特に東京都

などと連携をとりながら進めていただきたいと思います。一度そういうものが発生して

しまうと、今度修復することが今まで以上できない、という難しさがあるわけです。特

に最近、 トリクロルエチレγが地下水に一一一日野市におきましても地下水から検出され

始めてきております。

そうし、う問題もありますから、さらにそれについての対策を強化していただきたいと

思います。

第 3点目のダイオキシ γ、清掃問題につきましては、京都大学の環境保全セ γターの

教授が、ごみの実態調査をされたらしいんですけれども、それによりますと、現在の家

庭のごみというのは厨芥とか廃品ではなくて、それらを入れた、また包んで、いる容器、

また包装紙が主役になってきている、ということを指摘されています。

要するに中身よりも外見の方がふえてきているんだ、特にその容器の包装紙を材料的

に見ますとプラスチックが、容積比率で見ますと52.4%、重量比でいきますと38.5%が

そのごみの中に含まれているんだ、食品包装紙が、約、容積率で比べますとごみの中の

4分の lを占めている。 1世帯当たり年間1，588個のトレイパックがごみとして廃止さ

れている、ということを指摘しております。特に世界一の、日本はプラスチックの生産

国であります。清掃工場でプラスチック等を燃焼することによってダイオキシ γが発生

する、ということであれば、これは世界ーのダイオキシ γの固と言わざるを得ない、と

いうことも指摘されているところであります。

ダイオキシンの毒性については、もう既にベトナム戦争におきましての枯れ葉剤に使

われたり、それによりまして奇形児が多発したり、死産が多かったりすることは、既に

御承知のようでありますし、日本におきましでも、日本の田んぼを九州から北海道まで

調査した中で、も既にダイオキシ γが発見されている、というふうな状況がありますし、

もう日常生活の中で既にダイオキシンにつかっている、と言われても過言ではない、と

指摘する声もありますので、今後、日野市の清掃工場におきましても、答弁にありまし

たように今後調査してみたい、というお考えのようでありますので、十分調査していた

だきたいと思います。

また、そのごみの燃焼の一一高温で燃焼しますと発生しやすい、というデーターもあ

るようでありますので、現在の清掃工場の中で、何か燃焼の方法なり研究することによっ

て、その発生が少なくなるなり、また発生されないような方法ができるのか、その辺も

今後の行政の課題として研究をしていただきたいと思います。

それで最後に、市長に化学汚染、ないしはまたノ¥イテク汚染、ダイオキシ γ等につき

まして、何か御意見なりがありましたら、一言答弁をお願し、し、たします。

0副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 公害に対しまして一個の自治体の能力というのは、そう強力

という状況ではないわけでありますが、私どもの日野市におきましては、まだ組織の中

に公害とし、ぅ、公害防災課という「公害Jの言葉を残して、公害に対します日常的な監

視体制、また市民に対しましてのお願い、このようなことの基本を強く存続をしていと

う、という考えでおるわけでございます。

今日、一方、この消費材の豊かな姿が生活の利便とか、あるいは高レベルを維持して

おるわけでありますけれども、エネルギーを使い公害のもとになるいろいろな資材を使っ

て生活が成り立っておるわけでありまして、これに対します私は哲学的な反省というも

のを絶えず、高等社会になればなるほど維持するべきものである、というふうに考えた

いところでございます。

それぞれ、特に日野市内、ハイテク企業も多いわけでありますが、昨年、環境保全条

例の改正をいたしまして、つまり 1C産業等が進出されることがあるならば、あらかじ

め将来に対しますみずからのアセス的評価をつくっていただいて、そうして市と協定を

結ぶ、という条項を加えた、理由はそういうところにあるわけであります。

東京都の衛生局の調査によりまして、浅川流域の地下水に御指摘のとおりのトリクロ

エチレソ系汚染が進行しつつある、このことも承知をしておるわけであります。そのた

めに、少なくも市内では、なるべく井戸水はやめて公共水道の水を生活に使っていただ

くように、ということも進めてまいりました。

聞くところによりますと、東京湾の汚染はますます悪化の方向にある。将来、東京湾

で一一新鮮な魚もいろんな意味で生活文化に役立っておるわけでありますが、それらに

おきましても、いろいろ専門家の指摘が絶えないわけでありまして、これは上流、ある

いは流域に属する地域が、やはり公害に対しますみずからの厳しし、一一外には、つまり

公害を送らない、そういうことがー自治体のまた基本的姿勢でなければならない、この

ようなことを私どもも日ごろ考えておるつもりでございまして、先般、公害担当の職員

。。
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たちとも、現在一応、何かミニ公害的な状況にあるけれども、公害の本質そのものは絶

えず厳しい目で監視、あるいは先を見た対応をしていかなければならない、というふう

なことを勉強会を開いたりしておる状況でございます。

一層、御指摘の点もよく承知をしておるつもりでございますので、いろいろな施策に

努力をしていきたい、こう考えております。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 馬場繁夫君。

012番(馬場繁夫君) 以上で終わります。

OalJ議長(一ノ瀬隆君)

を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

これをもって 1の2、環境汚染と市民生活についての質問

然、として昔のままの 6尺道路のまま放置されているわけです。車の交換もできない、と

いうような道路事情であります。公園にしても何かあるか、というと一つもないわけで

す。何か児童遊園地らしいものは、 1カ所あるに過ぎないわけです。

あそこの、これから申し上げます域社公園駅の周辺ですが、もともと、あそこは、前

の平山小学校があったところでありまして、記録を調べてみますと現在の平山小学校が

昭和39年開校ということになっておりますから、たしかその 1年か 2年後にその土地を

利用して、いま少し西にありました平山城祉公園駅ですね、あれが現在地へ移ったわけ

です。京王駅広を含めて駅用地を譲渡し、残りが今の地区セソター用地、あるいは平山

図書館用地、一部、今の高幡の公会堂との用地と交換して七生農協の平山の支広ができ

ているわけです。地区センターにしても図書館にしても、駅広を挟んで駅前の一等地に

あるわけです。あそこは建ぺい率を見ましても準商業地域で、 80の200ということになっ

ております。

最近あそこに、駅前の放置自転車なりを整理をするために有料の駐車場ができました。

線路を挟んで地下道で南北がつながっているわけですけれども、北側は用水路の上を利

用し、南側は地区セ γターのわきと、それから、一部図書館の用地を利用しまして総台

数が、調べてみますと304台ということだそうです。北側が収容能力が120台、南側が18

4台、北側については、まだ多少現状では空きがあるようでありますが、南側は、まだ1

84台では不足している、申し込み残が相当数残っているようであります。

いろいろ市民から、これについてどうし、うわけだ、というような注文があるわけです。

いろいろ、今、市民の行政に対する要望が複雑多岐にわたっている、と言いますけれど

も、いろいろなことを言われます。我々、税金を払っているのに自転車置き場を有料と

はどういうわけだ、無料にすべきではないか、というような声もありますし、まだ不足

しているのを何とか早くどこか土地をみつけて設備をつくれ、というような声もありま

OalJ議長(一ノ瀬隆君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後12時 9分休憩

午後 1時25分再開

OalJ議長(一ノ瀬隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問 2のし平山城祉公園駅周辺の整備についての通告質問者、旗野行雄君の質

問を許します。

(17番議員登壇〕

017番(絞野行雄君) それでは、通告質問に入らせていただきます。

よく、平山地区のうち西平山については、日野のチベットというようなことを言われ

ていたわけで、すけれども、ょうやく、あの地区も区画整理事業が緒につき、あるいはそ

の核となるべき新駅の問題も調査が加わり、これから本番に入ることになって都市施設

の整備についても見通しがついてきたわけでありますけれども、翻って浅川の南の、こ

の城祉公園の駅のある平山五丁目、あるいは六丁目あたりの都市施設の整備状況はどう

か、というようなことを考えてみますと、終戦直後、あそこを東西に横断をしておりま

す通称川崎街道というのがあるわけですが、あれができて、従来曲がりくねっていた約

九尺ぐらいきりない都道にかわり、道路の幹線は一応完成をし、その後、南北の道路も

滝合橋が、たしかあれは古谷太郎市長の時代でしたか、でき上がった。最近、平山橋を

通ずる2・2・6号線が開通したわけで、すO

その点は、いいんですけれども、あと南北に何本か道路があるわけですけれども、依

す。

また、この料金が今、月決めで1，6∞円徴収しているわけです。この料金についても、

あそこに以前から京王帝都で駅広を挟んで有料の自転車置き場をつくってあるわけです

けれども、そこが月決めで1，500円で、ずっとやってきております。税金を取りながら

民間の会社の料金よりも高く取るとは何事だ、こういうような声も聞かれます。

また民間の自転車置き場もあるわけですが、聞いてみますと、月決めでこれも1，1∞

円ということだそうです。これについても同じようなことを言われるわけです。

そこで、この問題については、料金の設定はどんな方法で行われているのか。聞くと
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ころによると自転車整備セソターというのがあるんだそうです。それに、あそとの整備

なり、あるいはあとの管理を委託してやっているようでありますけれども、今の料金の

問題と、それから将来の南側の自転車置き場の拡充の問題はどのように考えているのか。

自転車置き場の件については、以上のことを答弁願いたいと思います。

次に移りますけれども、あそこに平山地区センターというのがあるわけです。あそこ

は昭和43年に建てられたわけです。既に20年経過しておりまして、相当老朽化しており

まして、雨漏り等もあるんだ、ということを管理人に聞きますと言っております。せっ

かく、あのような、いわば一等地に建てられておる施設であります。何とか、いま少し、

さっき申したように建ぺい率も今申し上げたようなことでありますし、日照権の問題も

北側が駅広になっておりますから全然、問題なし、。後で申し上げます図書館についても同

様なことが言われるわけであります。

この利用率を他の地区セ γターと比べてみましても、非常に利用者も、これは年間た

しか 1万7，∞0人ぐらいありまして、 1万7，∞o、これは昨年、あるいは一昨年かもしれ

ませんけれども、統計によりますと 1万7，412人ということになっております。

使用件数が1，047件、これは他の地区セγターの例を見てみますと豊田の地区セγター

ですね、これもほぼ同じ程度の利用回数、それから日野台の地区セγターもほぼ同じよ

うな使用件数、あるいは人数になっております。豊田については53年に建てかえ、それ

から日野台の地区セγターについては52年建てかえ、ということになっておりまして、

まだ10年そこそこの、至っておりません。何とか、あそこをいま少し立体的に利用でき

ないか、という声が地域の皆さんから聞かれるわけであります。

平山の地区センターの用地は、あれは約514平米あるわけです。建ぺい率が、容積率

で200と言いますから、いっぱし、に建てると約1，∞0平米、昔の尺貫法で言いますと、約

3∞坪の述べ面積の施設が建てられるわけです。いかにも、もったし、ないんではないか、

また自転車置き場にしても、何とかその 1階なりを利用すれば、多くの台数がそこへ収

容できるんではないか、こういうような市民からの声もあるわけであります。

都市計画に行って聞いてみますと、 1階を自転車置き場にした場合には、これは建ペ

い率から除外されるんだそうで、全然建ぺい率には影響しないようであります。

この地区セソターを含めて、できればさっき言ったように、ほかに平山地区には見る

べく施設というのが全然、ないわけです。ぜひ、よく言われる複合施設なら、なお結構な

わけで、図書館を含めて、その辺の将来の考え方はどのように考えているのか、という

ことについて答弁願いたし、と思います。

次に図書館ですけれども、今、分館が、これは児童図書館は別にしまして、日野の図

書館ですね、それから多摩平の、あの社会教育セソターの内部にある図書館と平山と、

ほぼ類似した施設が三つあるわけです。これの利用状況なりを調べてみますと、蔵書数

もほぼ平山と、それから日野は同じ冊数であります。社会教育セソターは、坪数も少な

い関係で幾らか少ないわけです。

また貸し出し冊数を見てみますと、これは86年、一昨年の数字ですけれども、平山が

7万3，∞0冊、日野が約10万冊、社会教育セ γターの図書館が 6万6，0∞冊、こういうこ

とになっております。図書館全体の貸し出し冊数を見てみますと、 1980年が資料により

ますとピークだったようであります。この 1年の貸し出し冊数が総体で106万何千冊、

とこういうことになっておりまして、以後、徐々にこの冊数が減ってきておりまして、

一昨年は94万冊、約12万冊貸し出し数が減ってきているわけですね。

どんなことでこんなふうになるのか、という内容を見てみますと、これは児童書が非

常に貸し出し数が減ってきているわけです。一般書は、 80年、 86年対比してみますと、

むしろ増加傾向にあるわけです。

また、図書館別にこれを見てみますと、移動図書館の貸し出し冊数が非常に減少して

おります。約9万冊ぐらい、この 6年間で、減っているわけです。平山の図書館について

見ますと、 80年が 9万2，0∞冊、 86年が 7万3，000冊、 2万冊弱減ってきているような数

字が出ております。

どうもこの辺の事情がよくわからないんですけれども、開館時間の関係が大いに影響

しているんではないか、こういうふうに私、感じるわけです。今、開館時聞はどうなっ

ているか、とし、いますと平山の図書館が半日開館なんです。午後きり開館してない。 1

時から 5時までですね。そして、月曜日と土曜日が休館日。これに対して日野の図書館

ですね、これは10時から 5時までの開館、しかも休館日が月曜日だけだ、ということに

なっております。社会教育セソターは、開館時間が10時から 5時、これは休館日が月曜

と土曜、こういうことです。

とれは高幡図書館は別にしまして、類似した図書館の開館日がこのように食い違うの

は、どういうわけだ、という問題があって、私、何回も市民からおかしいじゃないか、

午前まで、 10時からの開館時間にしろ、というようなことを言われているわけです。ど

うもだれが考えても、同じような類似の施設で休館日なりが、あるいは開館時間がこの

ように違っているというのは、行政の公平な面からいったっておかしいじゃないか、と

いうのが、これは当然、じゃないかと思うわけです。
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どうしてこんなことになったのか、というと、私、ある人に聞いたんで、すけれども、

いろいろ開館のときの経過があるんだということは、一応はあるようですが、もう大分

開館から年数も経過しているわけです。オープンも社会教育センターは69年ですけれど

も、西暦ですが、平山が78年、日野の図書館が79年というと、ほぼ同じ時期に建てられ

ているわけです。既に10年も経過しているわけですけれども、いつまでもこの状態を放

置しておくのは、どうも納得できない、というのが地域の利用者の声であります。

その辺はどうなっているのか、また将来の見通しはどうなのか、ということについて

答弁願いたいと思います。

次に、あそこが駅広があるわけですけれども、前々から夜になると暴走族、あるいは

非行少年とし、し、ますか、あそこがたまり場になっているわけです。あるいは、非行事件

もあの近辺で何件か発生したことがあります。何とか、その都度、警察へ連絡して、来

てもらって取り締まってもらったこともあるようですが、そのときだけのことで、また

もとへ戻ってしまう。あの近辺の人は早朝まで騒音に悩まされる、というのが現実だそ

うであります。

そこで、何とか対策として、あそこには多少用地もありますので駅前交番ぐらいでき

ないものか、とし、う要望が強いわけです。現在、あそこの川崎街道に面した第8方面の

分駐所がありますけれども、あの前に交番があるわけですけれど、あの交番を駅前へ移

設できないか、というのが市民の声であるわけであります。

これは都の公安委員会なり、最終的には警視庁の問題になるかと思いますけれども、

その方面へ話しても見たことはあるんですけれども、なかなか、すぐというわけにはい

かない、ということですが、市でも、直接の理事者ではないにしても、その辺の市民の

声でありますので行政活動なり何なりできないものか、というふうなことを私考えまし

て、この際、問題として提起したわけで、ありますので、その辺の対応策がありましたら

ぜひ答弁願いたいと思います。

いま一つ、前に一般質問で質問したことがあるんですけれども、あそこは、もと平山

季重の住居跡に当たるわけです。そして!日小学校の校庭の一角に記念碑が二つ建ってお

りました。それを、建っていたところを七生農協へ譲渡した際に、今の図書館の敷地の

一角に移設したわけです。できれば、非常に現在の場所が目立たない場所にあるので、

駅の広場の真ん中にちょっとした緑地があるのでそこへ移せないか、というような要請

をしたことがあります。ただし、これについてはいろいろ問題があるので、交通事故の

問題、あるいはそのほかの問題もあるようでしたが、実施は見送られて現在に至ってい

るわけです。

いろいろなことで、あそこへ最近、何回も行く機会があるんですけれども、 今、現状

を見ますと、記念碑の周りが草ぼうぼうなんです。全然手入れもしてない、笹が生い茂

るに任せている。それから、上から木がかぶさっていて、その枝が記念碑の上まで垂れ

下がっている、というような現状で、荒れるに任せている、といってもし、し、ような状態

であります。

そして、なんか前回の質問のところに、案内板でも建てたらどうか、ということもあ

りましたが、しかし案内板は、確かに今の碑のそばに一つ小さいのが建っておりますけ

れども、できたら駅前の進入路のところへでも、いま少し大きなものを目のつくような

ところへひとつ建てられないものかな、というような気もするわけであります。その辺

についての対策も、今までどんな対応をしていたか、答弁願いたいと思います。

ついでに、いま一つ申し上げ、たいんですけれども、あそこの川崎街道から域社公園の

駅へ進入路をつくったわけですO 幅員については、確かあれは8メートルぐらいである

かと思いますけれども、あそこの隅切りが全然取ってないわけです。幾日か前に大型ノミ

スで箱根の方へ団体旅行で行く機会がありまして、八王子方面からあの駅広へ入ろうと

したら全然あそこが曲がれない。やっと、何回も何回も切り返して川崎街道の通行する

車両を止めて、かろうじてあそこを曲がり切れる、というようなことで非常に不都合な

現状であるわけです。

ぜひ、その辺も何とか将来検討できないか、というよ うなことを考えております。

以上のことについて、まず答弁願いたいと思います。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 飯野行雄君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(永原照雄君) 今の御質問にございましたように、平山域社公園の現在ま

での整備状況を少々お話ししたいと思います。

市民要望も強うございまして、昭和62年度で南口、これは駅広のある方でございます

けれども、 2カ所、収容台数165台、北口には、これは浅川寄りでございますけれども、

1カ所、収容台数139台、合計304台の増設をいたしたところでございます。

これ以前におきましては、北口に161台、南口に110台、これは無料でございましたが、

合計271台ございました。これで現在までに575台の市の自転車の駐車場を整備したわけ

でございますが、民間といたしましては、今おっしゃいましたように北口に 1カ所、こ

れは中村さんという方でございますが、 120台、南口に1カ所、これは京王でございま

す。 47台、計167台でございます。市営と民間と合計し、たしますと、平山城祉公園に現
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在確保されておる自転車の駐輪場の収容能力は、 742台でございます。

そこで、今御指摘のございました南口、今後の状況を勘案いたしますと、市といたし

ましても非常に心配し、希望も多いのが南口の駐輪場、自転車の駐車場でございます。

これにつきましては、今までも設置には努力をいたしたところでございますけれども、

なかなか、その用地というものの確保が思うようにいかない、非常に難渋いたしている

ところでございまして、ぜひ地元の御協力を得ながら、これの整備を図っていきたい、

よろしく御協力を願いたい、というぐあいに考えているところでございます。

もう 1点申されました、1，6∞円である、これはどうしてか、ということでございま

す。民間のほかのところを調べてみますと、豊田で2，5∞円から3，0∞円の間でござし、ま

す、民間の駐車場は・・。それから、高幡で2，5∞円でございます。それから平山では、

今おっしゃいましたように中村さんが1，1∞円、京王が1，500円ということでございまし

て、では、市はどうであるか、ということでございます。

市では、有蓋のものにつきましては2，3∞円、パーキγグポスト等につきましては1，6

∞円ということでございまして、これ等を勘案いたしまして、高幡、日野市でやってお

ります自転車の駐車場につきましては、 1，600円ということでやっております。

これをそのまま持ってきまして平山域社公園に適用した、ということでございます。

余り安過ぎても、また民間との問題もございますし、その辺を勘案した中において設定

されたのが、この1，6∞円ということでございます。

以上でございます。

0言IJ議長(一ノ瀬隆君) 生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) それでは、 2点目の地区セ γターの件につきましてお

答えをいたします。

平山域社公園駅前の平山地区センターでございますけれども、新井地区センタ ーとと

もに大地区センターという位置づけをしております。駅前ということで、非常に御質問

の中にもございましたけれども、利用率が、市内53カ所ございます地区センターの中で

最も多い部類に入ると思います。

この施設も43年にっくりまして、既に20年を経過しております。また利用の頻度が非

常に高い、ということから傷みも多くなってきております。御指摘のありました雨漏り

など、補修をその都度行っておるところでございます。近い将来は、建物の耐用年数等

を考慮、いたしますと改築も検討しなければならないと思われます。

その際には、駅前の建物ということでございますので、一等地にございます。現在の

ような単独の施設として建てかえを行うか、さらにまた複合施設として新たな構想のも

とに行うか、関係部署と十分に協議をしてまいりたい、このように考えております。

以上です。

O副議長(一ノ瀬隆君)

O教育次長(砂川雄一君)

教育次長。

それでは、 3点目の図書館に関する問題についてお答えを

いたします。

平山図書館につきましては、昭和46年にあそこに児童館ができましたときに、その 2

階の一室をお借りをして平山児童図書館ということで、子供の図書館を開設をしたわけ

でございます。それ以来17年ほど経過しているわけですが、その間に、昭和52年にこの

児童館をもらい受けまして、さらに翌年一部増築をして名称を平山図書館というふうに

変えて、大人の本も置いて内容の充実を図ってきたわけです。

利用の方も、児童図書館時代に比べますと 4倍以上にふえてきたわけでございます。

ただ、開館時間については児童図書館であった時代から、午後半日の開館という形で続

けてきたわけで、すが、昭和52年に平山図書館に名称をかえたときに、当時のサービス規

模、蔵書規模、そういったようなものから職員等配置体制も、一応は、当面は半日開館

でし、こう、という形で設定をして現在に及んできているわけでございます。

今、御指摘がございましたように、午前中から開いている方が市民の方の利便性が非

常に高いわけでございますので、十分その点、私どもも検討して、必要な改善措置をとっ

た上で、午前中からの開館が実現できるように努力をしてまいりたい、というふうに思っ

ております。

それからもう一つは、 5点目の季重の碑に関する御質問がございました。

現在、図書館の用地の南側の部分に季重の碑が移されております。その周辺には、ケ

ヤキの大木があったりして、校下ろしその他もやっておりますが、草その他の問題も御

指摘がございましたので、早速その辺については手当てをしたい、というふうに思って

おります。

それから、案内板の問題につきましては、確かにどこに案内板を建てるか、という問

題がありまして、ロータリーの中央、あるいは地区セソター側、いろいろ検討をいたし

ましたけれども、いろいろ地元の方との御相談もした上で現在の位置に案内板を建てた

わけでございますので、その点、御理解を賜りたい、というふうに思います。

以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 企画財政部長。
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0企画財政部長(長谷川暢男君) 4点目の交番の問題でございます。

御承知のとおり、現在市内の派出所、あるいは駐在所が14カ所というような配置の状

況にあるわけでございます。平山駅を中心として考えるならば、御質問の中にありまし

たとおり平山の派出所、滝合橋の駐在所ということでございます。

質問の中にも平山派出所の移転、移設というような内容でございます。非常に移設に

ついても警察当局の考え方としては、難しい問題があるわけでございますが、やはり駅

前という中では、市民の利用に供する場所としては、いろんな案内等を含んで場所的に

も好条件のところだろう、と思ってはいます。

しかし、なかなか実際の交渉となると用地等の問題があるわけでございます。先ほど

生活環境部長からも地区セソタ一等の問題をお答えしたわけで、ございますが、図書館等

も含んで公共用地との駅前の効率化を図る中での、これからの検討の課題だろうと思っ

ていますし、そういう中での一つの、今後検討課題としていきたい、というふうに現状

では思っております。

以上でございます。

O副議長(一ノ瀬隆君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 川崎街道から平山城社公園に入る道路、あれは40年後半だっ

た、というぐあいに記憶しておりますけれども、京王があの駅を新設するに当たりまし

て設置した道路で、ございます。

そのとき隅切りの問題は、市の方といたしましても、当然隅切りを少なくとも底辺 3

メートル以上、外角線路上が 3メートル以上というのが原則でございますので要望した

わけでございます。しかし、やはり用地をお持ちの方の御理解を得ることができなかっ

た、とし、う経緯がございます。そうし、う経緯の中で、市としましても最大の努力はし、た

しますけれども、やはり非常に困難を伴うのではないだろうか、というぐあいな予想は

しておるわけでございますが、最大の努力をいたしまして、やはり道路は、道路構造令

に基づきました道路に近いものにつくってし、く、道路構造令は、あくまでも技術的指標

でございますけれども、これに近づけるという努力はいたしたい、というぐあいに考え

ております。

以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 鎌野行雄君。

017番(寂野行雄君) 余り時間もないようですから、簡単に再質問したいと思います

けれども、 最後の、 あそこの隅切りの問題ですが、よく隅切りを今から用地買収して、

というのも、これはできれば結構な話だけれども、難しい状態にあることは承知してお

ります。

ひとつ現状を l回見てもらって、できるだけあそこを回りやすいように、ひとつ改善

する余地があったら一一私、多少、ないということはないかと思うんで確認していただ

きたいと思います。

それから、自転車置き場の南側の増設の件ですが、用地が、非常に取得が困難だ、と

いうことは承知しておりますけれども、余り申し込みが多いのに放置しておく、という

ことも問題でありますので、ぜひ、その辺の努力をお願いしたいと思います。

地区セソターについては、すぐにどうこうとしヴ、今ちょっと企画財政部長も総合的

に検討したい、というような答弁でありましたけれども、できれば、きっき言ったよう

な立地条件もあるわけで、いま少し用地的にも増設が図書館も含めて総合的に可能なわ

けでありますので、ひとつ、その辺の将来計画を至急検討してもらいたいと思います。

ただ一つ、この図書館の開館時間の問題ですね、これだけは前々から、もう言われて

いるわけで、どう考えても不自然、なわけですね、同じような施設。これは、開館時は確

かに児童館向けのあれで出発した、という事情は、確かにそのときの事情は理解できる

わけですが、もう既に昭和一ーたしか53年から今の形で開館しているわけですね。もう

10年たっておりますよね。その辺の事情もあるし、どう考えても行政の公平な面からいっ

て妥当を欠くと思うので、今、なかなか定数問題もあるので難しい事情もあるかとも思

いますけれども、これはパートでも何でも対応できないことはないわけですから、ぜひ

早急に改善をお願いしたい、このことを要望しておきます。

最後に簡単に、市長、この図書館の開館時間の問題は、教育次長からは、ああいう答

弁がありましたが、ぜひ早急に改善してもらいたい。どう考えても、だれが見ても、こ

れは行政の公平を欠く、と私思っております。地域の人たちから言われて、こういう事

情を知っている人から、みんなこうなっているじゃないか、あるいは同じような社会教

育セソターは、開館時間がこう、開館日数はこうだ、と言われれば、私、申しわけが立

たないわけですよ。ぜひ、その辺は早急に解決してもらいたし、と思います。

この問題についての質問は、これで終わらせていただきます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) これをもって2のし平山城祉公園駅周辺の整備について

の質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。
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0言Ij議長(一ノ瀬隆君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後2時8分休憩

午後3時33分再開

も、将来展望は非常に明るい、ということが言われております。一つには内需拡大とい

う景気刺激策が功を奏した、ということもありますし、円高傾向が一応ストップした、

ということもありまして、輸出関連産業である自動車とか電機関係ですね、こういうの

も相当明るい展望を持っておるようでありますし、また非製造業についても同じような

ことが言われているようであります。

しかしながら、今、日本はGNPの10%国家と言われておりますけれども、世界経済

の将来展望というものは基本的には、そう変化はしていない、と私は思うわけでありま

す。依然として貿易収支の黒字の傾向は続いて、そんなに変化はないわけであります。

よく言われる米国の双子の赤字と言われておりますけれども、これも改善の傾向は見ら

れない。

さらに大きな問題として、途上国の莫大な累積債務の問題もあるわけです。この問題

がし、っ爆発するかもわからない。

さらに日本経済にとってみれば、後進国のニックスを中心とする追い上げの問題もあ

るわけであります。よく言われる産業の空洞化の心配もあるわけであります。必ずしも

日本経済の将来は、長期的に見れば楽観できないわけであります。

それで、基本的な問題ですけれども、よく政策として、保全と、あるいは開発という

ことが言われております。よく圏央道の問題についても、この問題が出てくるわけです

けれども、自然の保護を優先するか、あるいは開発を優先するか、こうし、う問題が基本

的な問題としてあるわけであります。

日野市においても、基本構想で「緑と文化の市民都市」ということを言われておりま

すけれども、地域の自立化、あるいは活性化を保つためには、ある程度の調和ある開発

も、私、必要ではないか、こういうふうに思っているわけであります。単なる東京都の

ベッドタウ γでは済まされないんではないか、こういうふうに考えているわけでありま

す。

基本的な問題ですが、市長、この辺についてどう考えているか、これをます.問いたい

わけであります。

さらに政治というものは、社会の将来がどうなっていくであろうか、また、どうある

べきであろうか、という展望の上に立って政策を展開するのが基本ではないか、こうも

思うわけであります。

21世紀に向けて、よく言われるように国際化、情報化、高齢化時代の到来、これは、

まず間違いないわけであります。いろいろ資料も勉強させていただいたんですけれども、

[ I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0言Ij議長(一ノ瀬隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問2の2、産業振興対策について(地域の自立化活性化のために)の通告質問

者、旗野行雄君の質問を許します。

[17番議員登壇〕

017番(簸野行雄君) この問題については、私、 3月議会に質問を出しておいたわけ

ですけれども、残り15分ということで十分な質問もできませんでしたので、引き続いて

今回質問させていただくわけです。あと47分ということでございますので、私も簡略に

なるべくやりたし、と思いますけれども、答弁者の方でもその点を御留意願いたし、と思い

ます。

私が、この問題を 3月議会に取り上げた動機というものは、 53年度予算がほぼ昨年と

比べて、いわゆるゼロシーリソグ、ほとんど伸びが見られなかった、ということ、これ

は国、あるいは都なり、あるいは地方財政計画というのがあるわけですけれども、その

面が相当な伸びが見られたのに日野市の予算がこのような状態であることは、どういう

原因であろうか。簡単に言えば、税収の伸びが見込まれないというのが基本だったと思

うわけであります。その原因は何か、ということに関連して質問を提起したわけで、あり

ます。

あれ以後、きのうの議案上程にもありましたように内需振興策が功を奏して、相当景

気が回復してきて、相当補正で税収増が見込まれております。

けさの新聞の経済欄に、日銀の 「企業短期経済観測調査Jというのが載っておりまし

た。いわゆる日銀の短観というやつなんですけれども、これによると、昭和50年代、 60

年代を通じて景気が一番よかったのは、昭和54年であったわけでありますけれども、 こ

れを景気見通しがはるかに凌駕している。

この短観というやつは、どういうことかというと、各企業の景気見通しですね、これ

を日銀が調査して、経済界が将来展望をどんなふうに見ているであろうか、とし、う調査

であります。その結果、今言ったようなことでありますし、昭和40年代の高度成長時代

にほぼ匹敵するような景気だ、ということを回答が返ってきているそうであります。

よく不況産業の見本と言われておりました鉄鋼業、あるいは石油化学工業等において
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あそこに都立の科学技術大学というのが旭が丘にあるわけですけれども、西平山の誘致

運動の署名運動のことで何回か学長なり、日野市の都計審の審議委員をやっておられる

秋山教授というのがし、られるわけですが、その方にお会いして、そのついでにいろいろ

資料もいただいてまいりました。

これは、多摩ルネッサンスの提言という、たしか一昨年になるかと思いますが、あそ

こで、集会が持たれた、その議事録が余っているというので 1冊いただし、てきました。そ

んなようなことを読ませていただし、て、これから、参考にして発言を続けていきたし、わ

けです。

この三多摩の将来展望、こういうことなんですけれども、これについて一番わかりや

すく申し上げますと、これは東京都の鈴木知事の、この中に基本演説というのがあるわ

けですけれども、その中にこういうことを言われております。

日野市の基本構想、に当たるものですけれども、これが、第 1回が昭和55年に策定され

たものが東京都ではあるわけです。それを、年度途中、つまり、あれは大体10年区切り

ですから、 61年、もう一昨年の秋になりますか、その年度途中で第二期の、いわば基本

構想、を策定し発表したわけです。どうして10年たたないのに改めたのか、ということは

国際化、情報化、高齢化社会が余りにも急であるために第一次の基本計画では対応でき

なくなった、改めて練り直さなければならない、ということが基本であるようでありま

す。

よく東京の国際化、あるいは都市集中の弊害ということが言われておりますけれども、

多極分散型都市をこれからは建設しなければならない。余りに都心に集中することは弊

害が多過ぎる。メリットもありますけれども、弊害が多過ぎる、ということで、この計

画の練り直しという必要が生じたわけで、あります。

三多摩について、どういうことを言っているか、とし、し、ますと、従来の考え方を変え

てゾー γ構想、というのがあるわけです。一つは西多摩の方からし巾、ますと、あそこが林

間ゾーγというゾーソを設定する。それから、今まではプロック的な考え方をしていた

わけですけれども、北多摩の23区に接している地帯は、 5Jllの考え方をしておりまして、

いわば良好な住宅区域だというようなとらえ方をしております。この辺を含めて、あと

の今二つを除いた三多摩の地域は、多摩中央ゾー γというような名称で、職住近接の都

市を建設したい、というような発想であります。

どういうことかというと、今、大体三多摩の人口が約350万と言われております。そ

のうちの稼働人口が約 4割、 150万近くになるわけですが、そのうちの60万人は都心へ

の通勤人口だ、こういうふうに言われております。このことは、いろいろ通勤難、ある

いは都心の環境悪化につながって好ましくない。できれば多摩中央ゾーンでも産業を振

興して職住近接都市を建設すべきだ、なるべく、そこに産業振興策を講じて、そのよう

な弊害を取り除くべきである、こういうような発想に立っておるわけであります。

いろいろ、そのための中央線の複々線化とか、あるいは圏央道とか、あるいは南北交

通の問題、多摩川架僑の問題、あるし、は日野市にも関係のありますモノレールの問題と

か、こういうような環境整備を都では促進する考えのようであります。また、よく言わ

れるように業務核都市の問題があるわけであります。

さて、では、この辺の産業振興としてどんなことを将来考えられるべきか、というこ

とですが、この辺の特徴として、これは日野市でも言えることですけれども、同じこと

なんですけれども、いわゆる単なる製造業では、将来この地域には立地し得なくなるん

ではないか、交通事情もよくなる、あるいは労働力の問題もある、高地価の問題もある、

ということで、こうし、う産業は、もっと他の地域に移転していくんではないか、いわば

今のままで放っておけば空洞化現象が起きるんではないか、こういう、一方には懸念が

あるわけであります。

さらに、この辺の特徴として非常に大学が多いわけです。 たしか八王子に19とかとい

う話ですし、住環境も比較的いい、さらに研究施設も多い、さらに労働力面からいえば

高学歴人口を非常に多く抱えている、こういうことが言われているわけでありますが、

こうしヴ条件を利用して、いわば研究開発型、先端技術型、高付加価値型の産業の立地、

あるいは促進を考えるべきだ、こういうことが、この鈴木都知事の基調演説の中で述べ

られておるわけであります。

まさに私も、そのとおりだと思うわけであります。いわば多摩川テク ノルネッサγス、

ハイテク産業を立地させてみる。元来、この多摩川流域、 23区の南部地域、川崎、横浜

を含めてよく言われるんですが、ナショナルテクノポリスと言われております。金属、

機械産業の日本の根拠地であったわけですが、それが急速にハイテク化して、その流れ

が多摩川をさかのぼってこの多摩中央ゾー γまで及んでいるんだ、この流れを促進すべ

きだ、というのが鈴木都知事の発想でもあるし、この多摩美術大学、科学技術大学あた

りの先生たちの主張でもあるわけであります。その辺どう考えるか、ということで、具

体的に今、すぐすぐどうこうということではないんですが、緑と文化、こういう面でな

く、これからは地域の自立化、活性化のためにも、こうしヴ展望の上に立って政策を展

開すべきではないか、こういうように考えるわけであります。
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そのためには、具体的などんな政策をとるべきだ、とし、う具体的な問題があるわけで

ありますが、幸い日野市も多くの大工場を抱えておりまして、それを支える立派な中小

企業も多いわけであります。その辺との連携を深め、今、たしか秋山教授の説明による

と地域産業振興協会というのがあるそうです。これは、いわば産学協同とし、し、ますか、

産業界と、それから科学技術大学を中心とする学者たちの組織であるわけでありますが、

できれば自治体でも産官学協同の趣旨に沿って、こういう方面についてお互いに協力し

て政策を促進すべきではないか、こういうふうなことを私、考えるわけであります。

まず、その辺について市長なり担当者は、どう考えているか、聞きたし、と思います。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 鎌野行雄君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 高遁な経済学説に基づいた地域社会の対応という見解だ、と

お伺いするわけですが、東京都の多摩に対する考え方、それからまた、その背景にある

日本経済の大きな動向ということにおきまして、この多摩の地域にハイテクが期待され

ておる、ということは必然の理になってくる、このようにも思うわけでありまして、一

自治体が、いわゆる地域の産業振興という観点から措置し得るといいますか、政策をと

り得るのは、大きく言えば都市計画上の今言われるように工業地域の設定でありますと

か、あるいは商業核をつくるための商業地域の、いわゆる用途地域の決定に対します措

置ということになるわけですが、日野市で用途地域上、その政策としてとり得る方向と

し、いますのは一応現状を守る、準工地域の多少の手直しは考えられる、と思っておりま

すが、既に立地をしてあります企業が、なるべく仕事がしよいように条件を提供する、

これは当然でもあり、そういう考え方でいることは申すまでもありません。

たまたま工場が、あるいは企業が立地する、ということが、とりもなおさず職住近接

ということになるわけでありまして、例えば多摩のニュータウ γが何か、要するに事業

所を迎えたい、という考え方もそのあたりにあるわけであります。日野市は、既成の事

実と して既にそういうす ぐれた企業が立地をされ、またその従業員に当たる市民が、た

くさん職住近接という形で居住をしておられる、こういう一般的に言える日野市の性格

だ、というふうにも思うわけでありまして、地域社会としてとり得る、自治体として、

あるいはとり得る、これはもう既に私は、日野市ではゾーニソグは終わっておる、とい

うふうに申してよいと思っております。

現在の用途地域の指定が、多少の手直しということはありましょうが、大きく色を塗

りかえる、という余地はもうほとんどない、と言ってし、し、と思います。既に、将来の経

済界の方向と申しましょうか、つまり頭脳の高いとし、し、ますか、付加価値の高い形で生

産業、あるいは学術の振興、こういうことは、ますます必要でございましょうし、そう

いう方向に日野市も将来動向は、そういう方向に進む必然、性が地域の性格だろう、この

ようにも言える、と思うわけでありまして、それをなるべく順調に進められるように地

域社会が整える。やはり道路の整備でありましたり、あるいは下水道の整備でありまし

たりハードな面の施策も必要でありますし、子供の教育でありますとか、差し当たりの

すぐ診療のできる医療機関でありますとか、余暇時代にその余暇を有効に過ごすことの

できるスポーツの施設、あるいは図書館、それらが住民の方の需要を満たす形で、より

進めてし、く、より高めてし、く、こういうことに行政の努力目標が置かれる、こういった

必然、性があると思っております。

ですから、今までの市政の方向を特に切り換える、ということよりも方向を、まず、

いよいよ明確にして、そして諸条件を整えていくということになる、こういうふうに思

うわけであります。緑と清流でありますとか、あるいは緑と文化の市民都市、という言

い方が、日野市の地域の目指す動向に何かプレーキになっているとか、あるいはその建

前が地域の振興を妨げる、とかそういうことは、私は全くない、と言ってよろしいと思っ

ております。

もう緑も、そうたくさんあるわけではありませんし、日野市の未来の市民のために、

いかに自然の環境を基本的に整えて守っていくか、ということこそ、むしろ日野市の特

色をますます高め将来の市民に対する大きなサービスになってし、く、こう言ってよろし

いんではないかと思っております。

地場産業、あるいは地域、地域の商業活動、これらにもまだ支援をする余地はあろう、

と思っておるわけでありまして、経済の振興、発展ということは一つの手段でありまし

て、人間の幸せを追及する手段としてそういう経済の、また生産が必要である、経済の

発展が必要である、ということになるわけでありますから、経済の発展のために今おら

れる日野市民を犠牲にする、というような考え方は、むしろ取るべきではない、こう思っ

てよろしいと思います。

経済という観点から追及いたしますと、とかく生産性でありますとか機能性でありま

すとか、その方面に行く傾向が強くなるわけでありますけれども、それも日野市という

この環境の中では、人聞を大切にするという思想が一番もとにあって、そうして経済も

また、それにふさわしい形で、あるいはそれを支える形で守り発展をさせてし、く、とい

うことが我々の自治体の仕事だ、このように考えたいわけであります。

。副議長(一ノ瀬隆君) 鎌野行雄君。
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017番(績野行雄君) し北、生活環境を守る、ということは、確かに行政の基本であり

ますし、今、これからの産業の発展のためにどうしヴ条件が必要か、私、申し上げてお

りますように、そこに住みつく人たちのための良好なる生活環境の保持ということも、

これは第一条件であるわけであります。いわばどっちを優先すべきか、とし、う問題でな

くて、いわば産業の振興もそうですし、良好な生活環境の保持ということも、ひとつ自

治体の車の両輪ではないか、こういうふうに考えておるわけであります。この産業の発

展ということも自治体の一つの大きな仕事であるわけであります。

この基本計画、この中にも確かに第4章に「活気ある産業と豊かな消費の町」という

項目が設けられておるわけでありますし、中に活力ある工業の振興、とか云々というこ

とも書かれております。一つ、緑の保全ということもこれは大事な仕事です。しかし、

一方において、できる範囲内において産業の振興を図る、ということ。いま一つ、産業

といってもいろいろあるわけで、将来のこういうところでは、こういう産業が立地すべ

きであるし立地するであろう、とし、う展望の中でそういうことを促進すべきではないか、

というのが私の考え方であるわけであります。

いろいろ、この中に、基本計画の中にも幾つか書かれているわけですけれども、集団

化とか、施設の共同利用とか、あるいは経営指導とか、融資とか、いろいろ書かれてい

るわけです。これは、もちろん結構な話なんですけれども、まず視点として、とういう

産業振興を常々心がけなければならない、理事者として心がけなければならないんでは

ないか、こういうことのわけです。

例えば、地域の産業界の人たちと、絶えず情報交換をするとか、いろいろとあると思

うんですよ。さっき言った地域産業振興協会というのがあるそうです。私、全然、知らな

かったんですけれど、多摩平の駅前の、あれは京王ピルの何階かにこの事務局があるわ

けですね、福島議員御存じかもしれないけれど・-。あそこの事務局長が、たまたま私

の学校の同級生だったもんですから、私、この間、訪ねて行っていろいろ事情を聞いた

わけですけれども、なかなか思うように仕事ができないんだ、これは定火山教授も言って

おられることですけれども、せeひ産官学協同の趣旨に沿って、これからも事業を促進し

たし、んだ、こういうようなこともありますし、その辺もうひとつ、市長、心がけておい

ていただきたいと思います。

とれは、ある資料によるんですけれど、日野市の大体労働力人口とし、し、ますか、労働

力とみなされる人口が16万のうちの約 6万4，000ぐらいだそうです。それに対して事業

所の日野市内の雇用を吸収できる人口は、どれくらいか、というと約4万5，000だそう

です。その差が約30%に当たるわけですね。というのは、いろいろ、これは単純な計算

ですが、 30%は要するに市外に働く場所を求めなければならない、ということになるわ

けですよね。

これは、おしなべて三多摩については同じ傾向だそうです。雇用吸収力の方が多いの

は、たしか武蔵野市と武蔵村山市でしたか、この 2市だけだそうです。すべて労働力人

口の方が多い、という状況であります。 23区は逆に約50%ばかり流入労働力一一逆に言

えば雇用吸収力の方が多い、ということになっておるようであります。

再三言うようですが、これからは、その地域で住んで、働いて、学び、憩い、遊ぶ、

こういう機能をその地域で備えなければならないわけであります。なかなか言うは易し

いけれども、実行することは難しいわけですが、この産業振興という視点も絶えず市長

としても配慮してもらいたい。それでないと単なる、冒頭申し上げましたように単にベッ

ドタウンでし、し、んだ、ということなら話は別ですが、それでは将来とも、市の行政とし

て地域を活性化するためにも自立化するためにも、まずいんではないか、これが私の考

え方のわけです。

商業にしてもそうですね、単なる現状維持では一一よしさっき申し上げた業務核都

市の問題があるわけですが、八王子、立川、あるいはまだ、この業務核都市自体がどん

な機能を持っている、ということは、まだはっきりした展望はないようですけれども、

一応そういうことが言われておるわけです。あるいは多摩ニュータウ γも最近はそのよ

うな予定だ、というような情報もあるわけであります。

そうすると、これは工業ばかりでなく商業にしてもそうですけれども、日常買い求め

る品物は、とにかく、よく言われる買い回り品ですね、こういうものは全部市外へ流れ

てしまうんじゃないか、というようなことが懸念されるわけです。商業振興にしても現

状維持だけでは済まされない問題があると思います。たまたま日野市というのは核がな

い都市で、そういうはっきりした中心の商庖街というのがないわけです。その辺が非常

に難しい面があるわけでありますが、いま一つは、最近、例の大店舗法の見直しの問題

もあるわけです。

それはどういう発想か、というと円高のメリ ットが生かされていない、ということで

すよね。流通業界の合理化が非常に遅れているんではないか、とし、う問題があるわけで

す。日本は円高の関係もあって勤労者の所得というものは既に、はるかに一一ーはるかに

でもないにしても米国をオーバーしちゃったわけで、すね。ところが、生活の豊かさとい

う商から考えると、まだ全然それに追いついていけない、とい う面があるわけです。こ
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れは土地が高いから、住居費が余計ふえているのは仕方ないにしても、食料品にしても

牛肉にしても、いろいろなものが、ヨーロッパと比べても米国と比べても非常に高い、

いわば豊かさというのが実感として、所得があるにもかかわらず、ないというのが現状

だと思うんです。

そういう面で商業政策というものも、その面だけではない流通業界の合理化、という

面も視野に入れて今後展開を図るべきではないか、と私は思います。

余り時間もないわけですけれども、よしこれは26市共通して言われていることです

けれども、非常に全国的に見ると財政力というものは、昔と比べて非常によくなってい

る、という傾向があるわけです。よく昔は、 3割自治だ、 3割自治だ、ということが言

われておりましたけれども、むしろ、今26市の平均だと自己財源が 6割、平均すると 6

割くやらいあるわけですよね。 6割自治といってもいし、わけです。歳入面の財政力指数と

か、自己財源比率とかいう面は、全国六百五十何市かあるうちのほとんどの市が上位に

いるわけです。

ところが、よく言われる計上収支比率というのがあります。これは財政の弾力を示す

数字なんですけれども、これは年々悪くなってし、く。これは、むしろ六百五十何市のう

ちの下位に位する市が多い、あるいは事務的経費の比率、あるいは人件費比率、あるい

は投資的経費の比率、こういうものは下位の100位の方にラ γクされる市が多いわけで

す。こういう傾向は、どこから来るんだろうか、と私、不思議に思うんですけれども、

やればできるだけの力は、この26市にはあるんではないか、いろいろの面でですね。

いろいろ、これからも多く問題を抱えているわけですけれども、ひとつ、ぜひ、任期

もあと幾らもないんですからがんばっていただきたい、とそのことをお願いして私の一

般質問を終わらせていただきます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) これをもって 2の2、産業振興対策について(地域の自立

化活性化のために)の質問を終わります。

一般質問 3のし保健医療計画策定への今後の対応についての通告質問者、米沢照男

君の質問を許します。

(30番議員登壇〕

030番(米沢照男君) 保健医療計画策定への今後の対応について質問をいたします。

6月議会では、安心して住めるまちづくりを目指して病床確保に全力をトライして一

般質問を行いました。医療法の改悪に伴う地域医療計画の義務づけ、その目的や背景に

ついて、さらには東京都の保健医療計画策定に向けて必要な病床を確保するための積極

的な取組を強く要望してまいりました。

御承知のように、その後6月末には、森田市長から都知事あてに医療計画策定におけ

る本市域病院の病床確保について、とし、う要請書が提出をされております。その要請書

の内容は、御承知のように日野市としては、最小限300床の増床確保が必要である、内

容として市立総合病院の増床に100床、日野市の南部地域病院として150床、そしてその

他一般、民間病院の病床枠として50床、ということで具体的な数字も上げての要請書の

提出が行われたわけであります。

同時に市議会といたしましても、入院ベッドの確保に関する意見書が同時期に東京都

に提出をされたわけであります。その後、御承知のように 7月15日に東京都保健医療計

画調査会の報告書が出されました。この報告書を受けて、 300床の増床の確保が最小限

必要だ、とし、う立場の日野市当局として、この内容をどう受けとめておられるのか、ま

ず1点お伺いをしたいと思います。

0面IJ議長(一ノ瀬隆君) 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。生活環境部

長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) ただいまの御質問でございますけども、去る 7月の15

日に東京都の保健医療計画調査会の最終報告が出たわけでございますけれども、これに

先立ちまして市の方から、市の意思表示ということで300床の増床の確保をお願し、いた

しました。これについては、それぞれの根拠を示しまして都知事あてに要請をしたわけ

でございますけれども、今後東京都といたしましては、都の保健医療計画策定委員会を

っくりまして、現在ベッド数のカウソトに入っている状況でございます。

そこで原案を作成するわけでございますけれども、医師会、それから歯科医師会、薬

剤師会、都から意見を聴取しまして原案を作成する。その後、原案を作成した後、市町

村からの意見聴取ということになるわけでございます。これら、都の動向を十分に状況

を把握いたしまして今後の対応に努めたい、このように思っており ます。

以上です。

O副議長(一ノ瀬隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 再質問をいたします。

私の手元に東京都保健医療計画調査会報告書の概要がございます。これまで、後で具

体的に日時も申し上げますけれども、私は 4回、東京都の衛生局に必要なベッドを確保

するために、南部地域への医療機関をつくる会の皆さんと積極的な都への働きかけを行っ

てきました。それとあわせて、先ほど御紹介しましたように市当局も、そして市議会も
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同じ立場からの東京都への働きかけを行ってきたわけであります。

しかし、たび重ねての東京都への働きかけではありましたけれども、この 7月15日に

出された報告書で、は、その働きかけがこれに具体的に反映されておりません。極めて残

念でありますけれども、しかし、日野だけではございません。三多摩、あるいは全都的

な広範囲な都民サイドからの東京都への働きかけがなされたわけですけれども、今後に

若干期待のできる表現の部分もあります。

この概要の11ページに、 「必要病床数等の取扱」ということで具体的に書かれており

ますけれども、こういう表現があります。

イとして、 「計画工事後は、病床不足圏域においては当該圏域内の既存病床の配置状

況、不足する機能等を考慮、しながら、適切に病床の整備が行われるよう関係者の理解を

得るとともに、必要な指導をする必要がある。また病床過剰圏域であっても、区、市町

村、及び医師会等関係団体との調整が行われ、真に地域医療の推進にとって必要で、ある、

と認められるものについては病床の新増設について配慮する必要があろう。例えば圏域

内において著しく不足する医療機能を整備するために必要な病床、開放型病院の病床、

その他、都市計画事業地域内で移転、改築する等やむを得ない事情により必要とする病

床などが考えられる」ということで、計画の策定に当たっての考慮すべき点が若干触れ

られております。

さらに16ページ、 「計画の推進」の中で2として、 「保健医療計画は、関係者間の協

調と十分な協議、調整のもとに進める必要があり、都、区、市町村及び二次保健医療圏

域の各レベルで協議の場の設置を検討すること」。さらに 3の中で、 「地域福祉推進計

画の検討状況を踏まえながら整合性に留意する必要があること」ということで、慎重な

表現ではありますけれども、今後の検討の範囲に含まれている、という点でささやかな

がら期待がつなげる、そういう報告書の表現の部分があるわけであります。

この点について、どういう御見解か承っておきたいと思います。答弁はどなたでも結

構です。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 再質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) 東京都の保健医療計画調査会の報告書の内容でござい

ますけれども、病床数の数につきましては、私どもも扱いについてもそのとおりだ、と

受けとめております。日野市といたしましては、やはり不足しているものは不足してい

る、とし、う認識でおりますので、これらの取扱については調整の段階で反映ができるも

の、とこう思っております。

以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) この東京都の保健医療計画調査会の報告書が出された以降、例

えば8月の31日に東京都の衛生局に日野市から、あるいは市議会から提出をされた要請

書、あるいは意見書の立場で積極的な話し合いとし、し、ますか、要請行動を行ってまいり

ました。結論からいって、日野市の具体的な実情が計画の策定に反映されるのは今後に

なる、こういうことであります。

私の、きょうの質問は、これまでも市長も地域の、あるいは市民の要求に応える立場

から積極的に、能動的に行動されてきたと思いますし、その点は高く評価したい、と思

いますけれども、これまで取り組んできた、この保健医療計画調査会の報告書も出され

た、ということで、それから市長会での説明会も月末には行われたようであります。と

いうことで、状況としては、まさに今、この時期の東京都への働きかけが決定的だ、と

いうふうに、私は過去4回、衛生局に出向いていって直接要請行動を行った、そのみず

からの体験からして、そう痛感するわけであります。

私の質問は、そうし、う意味でもうー踏ん張りがんばってほしl、、市民サイドでも、こ

れからが決定的に大事だ、というととで引き続き積極的に東京都に働きかけていこう、

こういう相談をしているところであります。

そこで、具体的に質問をしたいわけですが、先ほど部長の答弁にもありましたけれど

も、今後の計画策定に向けての東京都の取組としては、既に東京都保健医療計画策定協

議会が設置をされました。そして調査会の報告を基礎にしながら、計画原案の作成に入

ります。そして、次のような手順に従って今年度中に計画が策定される予定になってお

ります。その東京都の今後の進め方を見てみますと、以下のようになっております。

今申し上げた都の保健医療計画策定協議会が設置をされ、調査会の報告をもとにして

計画原案の作成に入るわけですけれども、その過程として次のような段取りが日程とし

て上げられております。

診療、調剤に関する学識経験者の団体からの意見聴取、そして原案の作成、この原案

が作成された後で区、市町村からの意見の聴取が行われます。さらに、区、市町村から

の意見の聴取を経て医療審議会から意見の聴取を行う。そして計画の策定、つまり来年

3月までにこの計画の策定が行われるわけであります。

こういう日程で、今後、計画の策定に向けての段取りが進められるわけですけれども、

そこでお伺いしたいのは、今後予定されている、今申し上げたような段取りとし、し、ます
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か、この日程はおおむね、今、この時点でわかる範囲で結構ですけれども、どういうよ

うな日程でこの段取りが進められるのか、これを伺っておきたいと思います。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) ただいまの御質問の中にございました日程でございま

すけれども、まだ私どもは、正確な日程を把握してございません。

以上です。

O副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 地域医療の体制の確立ということになるわけでありますが、

今、御質問の、いわゆる地域保健医療計画、東京都の場合、地域ということでは南多摩

という範囲が一つの医療圏というふうに、地元の医師会等におきましでも、あるいは都

の調査会においてもとらえられておるようでありまして、日野市は御承知のとおり、日

野市は日野市として市民に医療の責任を持つ、とし、う立場からの見解が当然なければな

りませんし、それに基づいて最小限の病床確保の努力をしておる。その内容は、先ほど

も言われた数で一応考えておるわけでありますが、それのまた、相互間の融通というこ

ともあっていい、と思っております。

ひとつのこの市立病院の地域医療の中で、どうしみ位置づけを行うか、ということが

改築の問題と伴って存在をいたしております。したがって、ここ数年間のかなり大きい

課題の一つに座るもの、というふうに考えるべき課題だと思っております。

日野市の、いわゆる南部、川向こうの医療不足とし巾、ましょうか、このことも、どう

してもカバーをしなければならないわけでありますので、市立病院、それから南部に予

定のしたい地域病院、あわせて民間の医療機関等も総合して一段階として地域で二次医

療までは、やれる、というところを確立すべきだと思っております。

きょうの新聞にも出ていたようなもんですが、多摩市に、比較的また日野市から近い

ということで東京都の、多摩の南部の地域病院、これが約300床を持って公設民営とい

う形で69年ごろには開設をされる、というふうに聞いております。もう一つ多摩市とし

て大きな課題になっておりますのは、三井一一何というんでしょうか、要するに社会奉

仕の機関というふうに言える団体でございますけれども、これはもう非常に大きな病院

が計画されておる。

そこで東京都は反対である、ということが言われておる。地元ではぜひ誘致したい、

こういうふうに言われておる、ということを承知いたしております。

これらの問題も含めて日野市の課題は、恐らくここ数年間、そのための具体的な方向

づけも可能だ、というふうに思っております。

今、諮問をいたしております日野市の地域保健協議会、ここに病床確保の進め方とい

うことで、どうすればいいでし土うか、とし、う漫然、たる質問ではなくて、その進め方に

ついて根拠のある御意見を伺っておるわけでありまして、市立病院の増床におきましで

も、あるいは南部病院のことにつきましでも、過去の医師会との一応の話し合いの課題

であった、ということでございますので、地域の医師会では、むしろ増床、要するにこ

の地域で二次医療に期待のできる病院ということで、むしろ促進を求められておる、と

いう事情もございますので、地域で合意を形成した中で確立できるものだ、というふう

に願っておるところであります。

東京都におきましても、あるいは国の法の建前にいたしましても、 5年ぐらいでまた

調整もしなきゃならない、こういう事情もあるようでございますので、我々の、つまり

地域としての切実なる事情というものは、あらゆる方法で説明もできますし、また認識

もいただかなければならない、こういう考え方で、適切な促進運動というととになる、

と思っておりますけれども、進めていきたい、このように考えております。

0副議長(一ノ瀬隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 最後にもう 1点、伺って、この質問を終わりたいと思いますけ

れども、先ほど紹介した東京都の計画策定へ向けての今後の進め方の日程とし、いますか、

段取りで行きますと、もちろん日時は明らかではありませんけれども、原案を作成した

後、区、市町村からの意見の聴取を行う、その時期は多分10月から11月にかけてであろ

うと思います。時期的には、まだ確定はいたしませんけれども、そう見ていいんではな

いかと思います。

今、市長が言われましたけれども、このまま東京都からの呼びかけを受けて意見を述

べる、いわば座して待つ、ということではなく、市長の今言われたように積極的な立場

から日野市の要求、地域の医療要求が具体的にこの計画に反映できるように、積極的に

働きかけてし、く、というととが必要ではないかと思います。

日野の南部地域への医療機関をつくる会など、全都的な横の連絡も取りながら、この

9月の段階で、かなり大がかりな東京都への要請行動をやろう、という話も今出てお り

ます。住民サイドからのさまざまな形での、との段階での東京都への働きかけ、これが

かなり決定的な役割を果たすと思いますし、あわせて市当局、市長を初めとした市当局

からの、この段階での改めての東京都への働きかけが大変重要な意味を持つであろう、

と私は、みずからの体験を通じて感じ取っております。
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ことしに入って 2月の 1日、 6月の29日、 8月の 8日、さらに 8月の31日、と 4回に

わたって会の皆さんを中心にしながら、都衛生局への日野市の要求をこの計画に反映を

させるよう積極的な働きかけを行ってまいりました。その体験を通じての肌で感じた印

象で、この段階での取組が大変大事だ、というふうにつくづく感じております。

私も、さらに一層精力的に取り組んでいきたい、という決意を込めながら、市長のも

う一度の、この段階での決意、を伺っておきたいと思います。

0副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 伺っておりますとおり、いろいろな情報を正確に把握しなが

ら時期を逸しない積極的な努力を進めてまいりたい。また、住民の方々の運動にも大き

く期待できる、と思っておりますので努力をしていただきたい、このように考えます。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) これをもって、この質問を終わります。

渋滞の状態が引き起こされ、それに伴う住環境への重大な影響が予測されるわけであり

ます。その他、細かい問題も含めて幾つかの対応が行政側として迫られていたかと思う

んです。

その点について、まず、どうし、う取組がこれまでされてきたか、伺っておきたいと思

し、ます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。生活環境部

長。

0副議長(一ノ瀬隆君) これをもって 3の1、保健医療計画策定への今後の対応に

0生活環境部長(藤浪竜徳君) ダイクマの工事着工に伴います市の対応について、と

いう御質問でございます。市は当初から、 58年 8月に出庖の計画が発表されまして、そ

れ以来、市は当初から迷惑施設である、ということで反対の立場をとってまいりました。

しかしながら、ここにまいりまして現在工事が進んできております。その中で交通問

題につきましては、いわゆる駐車場の関係が一番主な対策になろうかと思いますけれど

も、駐車場につきましては、東京都公害防止条例によりまして、 20台以上つくる場合は

作業場ということで市に届け出ることになっております。

なお、この点につきましては、早急に，駐車場関係の件、それから交通の安全対策につ

いて、どういうような対応をするのか、ということで一応計画を出すように指導をして

おります。

とりあえず現状は、ただし、まのとおりでございます。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 企画財政部長。

ついての質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたし、と思

いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(一ノ瀬隆君)

とに決しました。

一般質問 3の2、ダイクマの工事着工に伴う市の対応についての通告質問者、米沢照

男君の質問を許します。

御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長するこ

030番(米沢照男君) ダイクマの工事着工に伴う市の対応について質問をいたします。

これまでダイクマ問題については、再三再四、地域の住環境を守る立場、そして地域

の商業活動、商業の発展という立場から質問を繰り返し行ってまいりました。この 3月

議会では4月6日の日に、北野街道の自動車交通量調査の結果について、と題して質問

をしてまいりました。

きょうは、あれこれ申し上げることはありません。ただ、既に工事が着工されており

ます。この工事の着工に伴って、幾つかの行政側として対応しなければならない課題が

あったかと思います。当然、のこととして、それらについてこれまで対応されてきたと思

います。下排水の問題、駐車場の問題、住環境への影響の問題、と りわけ、あそこへ開

庖されれば予測されるように、今でも大変な交通量の状態が一層過重されて、いわゆる

0企画財政部長(長谷川暢男君)

されたわけで、ございます。

今、もう一つの問題としては、企画財政部が中心になって全体の組織の中で、もう一

度精査、あるいは今までの議会の意見等を踏まえた調整会議を 3回ほど終わらせていま

ただいま生活環境部長の方から、計画を踏まえて話

す。その中での新しい問題、あるいは今までの見直しすべき問題等を現在整理中でござ

います。

今、議員さんからも御指摘がありました福祉、環境整備の問題、生活環境の問題、駐

車場の問題、安全対策等、幾つかあるわけでございますが、それを整理しながら一つは

建築主である寺沢商会、あるし、は業者の立場に立つ一一建物の建築主である業者がある

わけでございます。そういった両面の中に市として再度申し入れをしていきたい、とい

うようなことで現在取りまとめを図っているところであります。

ごく近いうちには正式に、改めて申し入れをしていきたい、とし、う状況でございます。
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以上でございます。

O副議長(一ノ瀬隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 私が、きょう、あえてこの問題で質問に立ったのは、こういう

ことであります。

6月の25日に日鉱住宅自治会、南平都営住宅自治会、都営平山自治会、そしてダイク

マ出庖反対同盟、この 4団体が中心になりまして、市当局にダイクマ南平庖建設に関す

る陳情を行いました。いろいろ書かれてはいますけれども、その市の陳情の中心的な要

点は、あれこれある、懸念される近い将来の住環境等への悪影響等々、心配される問題

についていろいろ聞きたい、という ことから説明会の開催を要請をし、その市への斡旋

とし、し、ますか、市の方でそういう説明会の場がセットできるように、ひとつ骨を折って

いただきたい、これが、この日の中心的な陳情の要点であったかと思います。

6月25日ですから、既にかなりの日時が経過をしておりますけれども、工事の方はど

んどん進捗しているようであります。しかし、地域の住民4団体から出されたその要請

が今もって実現されない、ということは、本当に過去の経過から見ても、また事の問題

からしてもちょっとふがし、ないんではないか、という気がして、あえて一般質問に立っ

たわけであります。

今、部長の答弁では、庁内に調整会議が開かれて何回かその諸課題についての協議が

行われてきたようでありますけれども、そのことにあわせて、今言った地域住民のさま

ざまな心配やら懸念やら、それを総括的にやはり処理をする、という、言い方は語弊が

あるかもしれませんけれども、一つの方向として、まず説明会を聞かせる、というこ と

が当然、の成り行きではないか、と私は思うんです。

その点について、当局としてどのように受けとめられているか、伺し寸こし、と思います。

O富Ij議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いわゆる大型庖舗と言われる最近の出庖の仕方、これが我々

の行政指導に明確に引っかかる点が、抜けられているという点に大変残念に思っている

ところであります。

つまり寺沢商会から、建物の建築確認事務としては建築指導事務所の方に出されて、

その中に入る庖の名前なんていうのは、全く表に出ないわけであります。また現地に行

きましても、看板が一つ出ているわけでもない。実情は、いわゆるこれまでの問題にさ

れておりますダイクマというディスカウ γ トショップが、その出店の準備として建物が

進んでおる、ということは、よく承知しておるわけであります。

そこで、少々遅ればせではありますが、今後行政指導をすべき点をきちんと全体をま

とめて、そして行政指導の機会を持ち、またそのこととあわせて地元に対しますその説

明、あるいは地元要望に対する対応というものを応えてもらおう、このように進めつつ

あります。

開発指導要綱という、つまり建物の規模において指導の機会が当たってない、という

ことに、指導の機会を逸しておる感じがしておりますので、ひとつその指導要綱の中に

追加でもして、この種の庖舗の計画につきましての自治体として、あるいは市民生活を

守る立場から指導のできる仕組みを制定しておかなければならないことを感じたところ

であります。

少々遅ればせでございますが、そういう条件を整えて、そうして一定の行政指導とし

て出庖者には要請をする、つまり要請をしないと何に使う、という用途すらわからない

ような状況で、歯がゆい点があるわけでございますが、駐車場のことも、あるいはごみ

や排水のことも含めて、それぞれに適切な指導をし、地域に対して迷惑を発生すること

がないように、そういうふうに取り組んでいきたい、とその準備を進めつつございます。

その前には、むしろ出庖ということが地元の商底、あるいは商業活動に決してし、し、影

響をもたらさない、という点から取り組んでおったわけでありますが、商調協という制

度の審議の中では、地元の意見が通らなかった、こういう点につきましても残念には思っ

ておるわけでありますし、これからもこういうことがしり抜けにならないようにしなけ

ればならない、というふうに考えておるところでございます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 説明会の開催その他含めまして、今後の市当局の取組を期待し

て、この部分の質問は終わりたいと思います。これに関連して、後日、中谷議員がこの

問題で触れることになっておりますので、この程度にとどめたいと思います。

ただ最後、 1点、今年度63年度の当初予算で南平駅周辺地区整備計画の策定に向けて

の調査が行われるととになっております。今日の時点で、今年度の事業として設定され

たこの事業の取組が、どの程度進んでいるのか、当面、どんな見通しで進まれようとし

ているのか、この点について 1点、伺っておきたいと思います。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

御指摘の調査につきましては、委託調査になるわけでございまして、調査の委託の仕

様書をつくるわけでございます。現在、その内容の検討の詰めを今している、というこ
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とでございます。

0面11議長(一ノ瀬隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) ちょっと再質問いたしますが、今、業者への委託による調査と

いう御答弁がありました。どういう調査をやるかの筋道を今準備中という意味の答弁が

ありました。

私は、単に業者に委託をし、そして一定の調査がまとめられる、ということもそれは

一つの方法でありますけれども、その過程で地域住民の意向がどう反映されるのか、調

査がまとまった後、その以後に地域住民の意向が反映され、いわゆる仕上げが行われる

のか、その進め方について、ちょっとこの機会に伺っておきたし、と思います。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

調査委託の内容を簡単に申し上げますと、まず地区の現況、及び動向の整備でござい

ます。この内容につきましては、道路等の整備状況とか、あるいは現在ありますところ

の建築物の分布状況、開発の動向、こういったものを調査をする。

それから 2点目といたしましては、この地区の将来的な位置づけの検討でございます。

これは駅周辺の問題、それから、駅から少し離れた地域をどうするか、こういったこと

を検討するわけでございます。

3点目は、この地域の整備の実現をどうするか、ということになるわけでございます。

二つございまして、事業手法の検討といたしまして、例えば市街地再開発事業によるも

の、あるいは土地区画整理事業等によるもの、こういうことになるわけでございます。

さらに規制、誘導の手法の検討といたしまして、用途地域の変更の問題、あるいは地区

計画等を導入できるか、ということを検討、いわゆる実現方策として答えを出す、とい

うことになるわけでございます。

これができた段階で、は、関係の地域の皆さんにこの調査結果を話しまして、権利者及

び住民の方の意見を聞きながらまちづくりを協議をしてし、く、ということになるわけで

ございます。

O~lj議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 南平としヴ地域に対しまして、 2・2・5という道路の都道まで

の延長、拡幅、それから2・2・5という一番橋通りなんですが、これから東方、南平小学

校のあるあのあたりの範囲でございますが、 9ヘクタール程度の面積に、地元で組合施

行の区画整理が進められつつある、その際には現在の、いわゆる川崎街道、これの都市

計画道路としての幅員を広げる計画がございますので、その道路の用地をその区画整理

の中で生み出してし、く、つまり高幡街道に初めて都市計画が、道路の拡幅という形で現

実に生じてまいります。その南平駅の方にもその拡幅の状態を計画していかなければな

りませんし、今回の建物にも拡幅できる状況にあるかどうか、このことをまた調査し、

拡幅のできる条件をつくってもらわなければならない、このようなことも伴っておりま

す。

0面Ij議長(一/瀬隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 質問要旨になかった質問事項でありますので、これ以上は遠慮

しておきたいと思います。

ただ一言、言っておきたし、と思いますけれども、いずれにせよ、地域住民の意向がこ

うした企画や計画にきちんと反映できるように、業者や、あるいは担当部局だけで企画、

立案、そして事業が進捗する、というようなことのないように、くれぐれも民主的に手

続きを踏んで作業が進められるよう要望して、この質問を終わります。

0副議長(一ノ瀬 隆君) これをもって 3の2、ダイクマの工事着工に伴う市の対応

についての質問を終わります。

一般質問 3の3、みなみが丘住宅汚水処理場の汚水流出についての通告質問者、米沢

照男君の質問を許します。

030番(米沢照男君)

ます。

まず、この汚水処理場からの汚水の流出が 3月と 4月の段階で、わずか 1カ月の間に

2回もそういうひとつの事故が起きた、という点で、あえて質問するわけでありますけ

みなみが丘住宅汚水処理場の汚水の流出について質問をいたし

れども、この 3月、 4月段階での汚水の流出について、その状況、原因の調査、その後、

市側としてどう対応されてきたのか、まず伺いたいと思います。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。生活環境部

長。

0生活環境部長 (藤浪竜徳君)

すが、お答えいたします。

去る 3月11日の事故でございますけれども、これは付近の方から通報がございまして、

それでは、みなみが丘住宅汚水処理場の件でございま

汚水が用水路に流れている、ということがわかりました。この原因でございますけれど

も、これは原水槽、最初に入る槽でございますけれども、このポ ソプの電気系統の漏電

によりましてメイソスイッチが全部切れてしまった、ということで浄化槽機能が全く停

。。
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止したためで、ございます。そうしまして、各槽から汚水が場外に流出したものでござい

ます。

この対策につきましては、処理水が安定するまで技術者を配置するように、それから、

すべての電気系統の点検、さらに漏電保護のリレー等の工事等を指示をいたしました。

これらにつきましては、改修等の予算的な措置も必要でございますので、この点も含め

て管理組合の組合長さんとも相談をいたしております。

それから 4月の26日でござし、ますけれども、同様な通報がございました。これは汚泥

の質が悪くて沈澱槽が飽和状態となりまして、汚水が流出したものでございます。これ

の対策といたしましては、一部調整槽に汚泥を返送する、ということで、約22トンの汚

泥の引き抜きを返送することと、それから汚泥の22トンでございますけれども、これを

引き抜きで対処いたしました。

二度に続けて事故が起きましたので、再発防止のために管理体制の強化を指示いたし

まして、月に10回以上の巡回をするように指導をいたしました。それ以後は、異常はな

いと思います。

なお、この問、都の環境保全事務所、それから、清掃局の環境指導部の立ち入り検査

と指導をお願し、いたしたところでございます。

以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 素人考えで、この流出事故、二度に続けての事故を見て率直に

思ったんですけれども、御承知のようにみなみが丘住宅というのは、まだ、かなり広い

部分が空き地で未分譲のまま置かれています。したがって、当初の汚水処理場の機能は、

その全部にうちが張りついて、その人口全部を賄えるだけの機能を持った処理場が設置

されたのではないか、と私は思うんです。当然、常識的に考えてもそう であろう、と思っ

ております。

ところが現状は、地域的に見て約 3分の lくらいの地域が、まだ空き地のまま残され

ている。今後分譲され、びっしりと人口が張りつく、ということが予測されるわけであ

りますけれども、当初の、処理場の設置されたときの処理能力がどうであったのか、人

口をどのくらいを見込んでの設計になっていたのか、それから相当年月がたって、なお

空き地のまま 3分の lの地域が残されている、しかし、処理場の施設そのものは年々老

朽化をして、今報告があったような事故が二度も続けて起きている、ということであり

ます。
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施設の老朽化と、それから当初見込んだ処理能力とし、し、ますか、これとの関連は、い

かがなものか、というふうに素人考えながら疑問を持つわけであります。その点の当初

の設置計画と現状について伺っておきたい。

それから近い将来、今申し上げたように未分譲の地域が広範囲に残されている。当然

それへの住宅の建設、人口増が予想されるわけでありますけれども、今の老朽化した処

理施設で、今後の新しい人口、そして、その汚水排水を引き受けるだけの余裕があるの

かどうか、この点が非常に疑問に思うわけであります。

その点について、わかる範囲伺っておきたいと思います。

。副議長(一ノ瀬 隆君) 再質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) それでは、ただいまの御質問にお答えいたします。

施設の能力でございますけれども、この施設の能力は 1日当たり520立法メートルで

ございます。昨年度の平均の処理量は、 1日230トソです。最大では 1日312トソという

のが記録されております。

ことしの 4月から 6月までの平均の処理量は、 347トソでございます、日量ですけれ

ども。昨年と比べまして、若干多くなっておりますけれども、雨の多いシーズンでござ

いましたので、多分雨水の流入があったんではないか、こういうふうに考えております。

したがし、まして、能力的には十分、 520トンでございますので能力的には余裕がある、

とし、うことになります。

それから、今後の人口の増の予測でございますけれども、現在、みなみが丘住宅では

345世帯ございます。空き地も95区画あるようでございますけれども、 450世帯にふえた

といたしましても、能力的には520トγございますので能力的には余裕がある、と申し

上げておきます。

ただし、この施設は48年の 3月から使用しております。既に十数年を経過しておりま

すので、施設そのものの老朽化も進んでいる、とし、う状況でございます。それから長雨

とか集中豪雨、それから、夏におきます水の使用量等の増加の影響もございますけれど

も、それらの影響によっては多少原水槽の調整槽、これらの増設が必要になるかもわか

りませんので、これらについては将来の課題ではないか、こういうふうに考えておりま

す。

以上です。

0副議長(一ノ瀬隆君)

030番(米沢照男君)

米沢照男君。

先ほど提起した問題点とし北、ますか、懸念、ですね、こ の点は今
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後の検討課題として譲りたいと思います。この質問も、私はいろいろ事情があって、質

問要旨を明示しないまま登壇しております。答弁者には大変迷惑をかけておりますので、

余り細かい質問は、きょうは避けたいと思います。

最後、ちょっと私が気になっている点があります。この点は、ぜひ今後是正をしてい

かなければならない問題であろうかと思います。

それは、どういうことかとし、し、ますと、この汚水の流出事故について、その用排水路

の隣接地に住むAさんと申し上げておきましょう一一ーが、二度にわたって市の方に通報

をいたしました。これに対して管理会社から市の方に報告がされ、そして記録によると、

この事故に対してこういうふうに指導しました、としヴ報告が記録されている。 I現状

を説明し、至急に復旧作業をするよう指導し、あわせて当該施設周辺の清掃、迷惑をか

けた人々へのあいさつ、及び処理水が安定するまで人員を配しておくよう伝えました。

また後日、事故状況、及び今後の対策について報告書を提出するよう要請しました。 J

とし、う、これは職員の記録かと思います。

これに対して、この管理会社から市の方に報告書が提出されているわけですが、迷惑

をかけた住民へのあいさつだけではなくて、電話を二度もかけて訴えてきたこの住民に

対しても全く何のあいさつも、その後こうしました、とも報告されてないんですね。こ

れは、私は行政側として、だれそれを責めるつもりはありませんけれども、ちょっと、

せっかく通報してくれた、情報を提供してくれた住民に対してすら報告もあいさつもし

てない、というのは、ちょっと手抜かりではないか、こう思うんです。

これは、今後の反省材料として私の方で指摘をしておきたし、と思います。このことに

だけで結構ですけれども、一言、御答弁をいただきたいと思います。そして、この質問

を終わります。

0言Ij議長(一ノ瀬 隆君) 答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) ただいまの御質問でございますけれども、通報をいた

だいた方に何らのあいさつもなかった、ということでございますけれども、恐らく、そ

ういうことはないんじゃないか、常識的に考えてもないんじゃないかと思います。恐ら

く、何回か電話をしても不在であった、というような状況では、恐らくないんじゃない

かと思いますけれども、もしそういうことでなければ、十分反省、注意をしたい、この

ように考えております。

以上です。

030番(米沢照男君) この質問、これをもって終わります。

0副議長(一ノ瀬 隆君) これをもって 3の3、みなみが丘住宅汚水処理場の汚水流

出についての質問を終わります。

本日の日程は、すべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日は、これにて散会いたします。

午後5時23分散会

0冨Ij議長(一ノ瀬隆君) 米沢照男君。
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昭和63年 9月 8日(木)

午前 10 時開議

午前10時10分開会

0議長(市川!資信君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員、 21名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問4の 1、平和のネットワ ークを地域へ未来(あした)へ!の通告質問者、宮

沢清子君の質問を許します。

[2番議員登壇〕

02番(宮沢清子君) おはようございます。

平和のネット ワークを地域へ未来(あした)へ!と題しまして、質問をさせてし、ただ

きます。

人類に初めて原子爆弾が落とされてから、 43年の歳月が過ぎました。戦争と平和を考

える季節、炎暑の 8月、ことしも各地で平和への叫びが繰り広げられましたが、昨今の

世界情勢の中で、アラブ諸国の争い、イラソ・ イラク戦争、アフガγ問題、ニカラグア・

ホソジュラス・チリなど中南米諸国の政情不安、南アフリカのアバルトへイトの問題と

か、休む暇もなく胸の痛むニュ ースが耳から白から入ってまいりました。でもことしに

なってやっと明るいニュースが報じられ始めました。米ソの INF全廃条約を初め、ア

フガソからのソ連軍の撤退、カソボジアにおける四派会談の実現など、潮流の変化が見

てとれるようになりました。

このような中で最大の朗報は、国連の(動きかけで8年間続いたイラソ・イラク戦争が

昭和63年 8月20日終結いたしましたことは、周知のとおりでございます。また昭和53年

8月12日に日中平和友好条約が結ばれてから、満10年を迎えましたが、これより 6年前

の昭和47年 9月29日に、日本・中国の両国は日中共同声明に調印をして、この共同声明

によって、日中国交正常化が実現いたしました。日中両国は、一衣帯水の間にある隣国

であり、両国間には社会制度の違いはありますが、平和友好関係を樹立すべきことを確

認して、平和五原則に基づく恒久的な平和友好関係を確立するととなどがうたわれまし

Tこ。

またこの共同声明によって、日本は名実ともに戦後を終結できたことは、周知のとお

りでありますが、また日中平和条約は、日中共同声明の原則と精神を条約としたもので、

日中間の平和友好関係のあり方を想定したものだと思います。この条約によって日本・

中国の両国は名実ともに子々孫々にわたる友好に向けて、新しい時代を迎えました。こ

うして条約締結からことしで10年、日中間の貿易はこの10年間で 3倍になり、両国の人
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的交流も 8倍になってまいりました。国ばかりでなく、自治体、市民団体のレベルでの

交流も年々活発になってきております。そしてこの交流のパイプをさらに太くすること

が望まれております。

日野市におかれましては昭和57年10月8日、 「日野市核兵器廃絶平和都市宣言Jを行っ

て以来、毎年具体的な施策を実施されてまいりましたが、本年さらに平和事業を発展さ

せるために、 「日野市平和事業基金条例」が制定され、その基金が 1億円ずつ積み立て

られました。この平和事業基金が地域に根差した平和運動としていくためにも、今後さ

らに力を入れていただきたく、数点質問させていただきます。

第 1点目の質問といたしまして、日野市平和事業基金の活用についてお伺し、し、たしま

す。1"日野市核兵器廃絶平和都市宣言」の趣旨を受け、啓発事業の一環として、 「平和

の灯」をともしたらどうかと思います。火種は、広島平和記念公園の「平和の灯」と長

崎市の「誓いの灯」であります。広島市の灯は、核兵器が地上から姿を消すまで、燃や

し続けようと、核廃絶を願う灯であります。また長崎市平和公園の「誓いの灯」は、長

崎を最後の被爆地とするとの誓いが込められた灯で、あります。この広島・長崎両市から

の灯を分火させていただき、日野市で合犯し、点火できるよう両市にお願いしたらいか

がでしょうか。そして例えば庁舎前とか、中央公園とか、またこのたび、建設されます南

平丘陵公園と適地を選定していただき、 「日野市核兵器廃絶平和都市宣言」の宣言塔の

左右に平和の象徴でありますハトを配置したガス灯に点火されたらどうかと思います。

平和の尊さと、生命の尊厳さを訴えるとともに、平和都市宣言の趣旨を市民の皆さんに

さらに理解していただき、被爆者への冥福と、平和の願いを込めてぜひ実現の方向で、

御検討していただきたく、御見解をお伺し、いたします。

第2点目の質問といたしまして、市内各地に設置されております宣言塔の箇所に、 1

日数回日野市の日野市歌であります「みどりのまちJを初め、 「夏の思い出J 1"赤トン

ボ」、 「かあさんの歌J 1"四季」の歌等々、四季折々の名曲を奏でるようにしたらどう

かと思います。平和宣言の趣旨と平和への意義を市民の皆さんになお一層理解していた

だき、関心を高めていただくためにも、平和な町づくりへの参加と協力を呼びかけてい

ただき、あの地にこの地に平和を願う庶民の心のネットワークを着実に広げていかれた

らと考えますが、いかがでしょうか。

第 3点目の質問といたしまして、母と子の広島・長崎等の平和派遣と、婦人・児童交

流会についてお伺し、し、たします。先ごろ行われた朝日新聞における世界 5カ国の学生意

識調査の結果、広島・ 長崎の大学生は 8割以上が核兵器を認めておらず、ほぼ全員が被
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爆体験の継承の必要性を感じておりました。戦後43年を経た日本の若い人たちの間に、

いまだ高い核アレルギーや戦争嫌悪、の気持ちがあることは評価できますが、反核運動に

興味を持つ人は 6割に減り、実際何らかの運動に参加した人となると、わずか 1割にも

満たない状況であります。

また中学3年生を対象にした戦争と平和の意識調査では、戦争に関心を持った動機と

して、戦争のドラマ映画で34.2パーセント、家族や先生の話を聞いてと、 29.9パーセソ

トになっており、アニメや漫画がそれぞれ24.5パーセソトと、 22.5パーセントとなって

おり、時代相を写し出しています。さらに戦争の話を聞く相手として、父母より、祖父

母が高くなり、戦争実感の継承が危倶されております。 21世紀に向かい、若い世代の人

たちが、本当に継承すべきものとは、美化された戦争体験でもなく、戦争の残酷、かっ

悲惨な思いを心に理解していくことだと感じます。日野市におかれましては、平和推進

事業の一環といたしまして、広島・長崎の平和行事、参加人補助事業を実施されており、

毎年30名くらいの方が参加されておりますが、参加対象は20歳以上となっております。

今後全市民を対象として、特に物事の映像を純粋にとらえることができる青少年を入れ

ていただき、さらには中学生は修学旅行等で行かれたらどうかと思います。

また小学校五，六年生を対象に、春休み・夏休み等を利用して、母と子で参加できる

よう参加対象の拡大を図っていただきたいと思います。また広島・長崎を中心に行って

おりますが、沖縄を追加していただきたいと思います。第2次世界大戦中日本で唯一の

地上戦となった沖縄戦は、昭和20年6月23日、沖縄守備軍第32軍の壊滅をもって終わっ

ています。 沖縄戦での最大の犠牲者は一般住民でありました。中でも幼児童の悲劇は、

一般住民の戦死者 9万4，754人中、 14歳未満の幼児童の犠牲者が 1万1，483人で、一般住

民の戦死者全体の12.1パーセソトを占めています。その犠牲者のケースは、ごうを提供

によって、戦場へほうり出されたのが 1万101件で、 88パーセソトに上っています。戦

争のつめあとはかろうじて生き伸び了こ人々の戦後の人生に、色濃い陰を落とし、その悲

劇は今も続いています。保護者を失い、孤児となった子供たちを待っていたのは、食糧

不足、マラリア痘、戦後の混乱だけでした。沖縄戦で孤児となった子供たちは、およそ

1，000人と言われています。保護者を失って、戦場を初復する孤児たちは、米兵が保護

するとともに、孤児院に保護されました。中には生まれて間もなく両親を失い、名前も

つけられずに収容され、戸籍のないまま成人した孤児もおりました。世の中が落ち着く

と孤児たちは養子として引き取られていきましたが、しかしここで待っていたのは労働

力としての苦しい毎日だったのですO 戦後43年、戦争孤児たちの戦後は、肉親捜し、生
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活苦と心身にわたる安らぎのない歳月でありました。戦争がし、かに埋めることのできな

い心の空白を刻印するか、孤児たちの姿が胸に突き刺さってまいります。

沖縄平和資料館展示の結びの言葉に、 「戦争を起こすのは確かに人間です。しかしそ

れ以上に戦争を許さない努力のできるのも、私たち人間で、はないでしょうか。」とあり

ます。命の尊さを、さらには戦争体験のない世代がどう平和を受けとめていけるかは、

その地に足を運び、心を寄せることから始まると思います。

第4点目の質問といたしまして、被爆写真展の開催と、平和資料の常設展示について

お伺し、いたします。私は過日横浜で、 「故沢田教ー写真展」を見てまいりました。御存

じのとおり、氏は、ベトナム戦争の硝煙の中で常に人間的視座から、戦禍を告発し続け

た、世界で最もすぐれた写真家の一人であり、殉教をしたカメラマソであります。会場

には銃弾の音が聞こえてくるような迫真に満ちた写真が展示されておりました。例えば

ピュリッツアー賞、世界報道写真大賞を受賞された「安全への逃避」と称される写真は

頭上には荒れ狂う機関銃を迫撃砲の猛攻から必死に逃れようと、濁流に胸までっかりな

がら、若い母親が左腕には乳児をしっかりと抱いており、右手では長女の手をちぎれん

ばかりに握りしめています。またこの肩越しに老婆が、さらに後ろかなたには小学生ぐ

らいの長男が白い歯を食いしばっており、母子ら 5人が必死に)11を渡ろうとしている様

をレγズでとらえていました。目は物を言うとは、まさにこのことでありましょう。 5

人の自には恐怖と怒りと悲しみが凝縮されておりました。

さらにハーグ世界報道写真コソテスト第 1位に選ばれた写真ではありますが、 「泥ま

みれの死j と題してありました。写真は米軍の戦車が死んだゲリラの足をロープでつり

上げ、ぬかるみの中を死体処理場まで引きす.っていく一瞬をとらえたそうですが、引き

ずられてし、く死体は無言のおえつにむせんでいました。まさに泥まみれの死が、見る人

の胸に迫ってきます。氏がまさに命がけで撮った 1枚、 1枚の写真に圧倒されました。

戦争は人間を人間と思わないような極限状況に追い込むものだと痛感いたしましたのは、

私ひとりではないと思います。

また氏はピュリッツアー賞を受賞した後、この 5人の家族を訪ねて、賞金の一部とと

もに、写真に「幸せに 沢田 1966年6月29日」というサイ γを書き込んで、贈られて

いるということも伺いました。このようなベトナム戦争の生の写真を見て、民衆の悲劇

の痛ましさ、極まる思いでございました。

私は戦争を知らない世代の人たちに、こうした写真展を見ていただきたいと感じまし

た。一人の報道カメラマ γが自分の命と引きかえに残された平和へのメッセージを今に

生きる私たちが、また未来に向かつて進む子供たちがしっかり受け継いでいきたし、と思

います。こうした写真展を開催したらいかがでしょうか。また平和資料の常設展示をし

たらどうかと思いますが、そのお考えもお伺いし、たします。市庁舎の市民ホールに掲示

されております広島市役所、旧庁舎の被爆した敷石を初め、貴重な資料を市民の皆さん

に提供していただき、常設展示されたらと思います。

私は過日、 7人の子供を連れて中国から引き揚げてきたS婦人のお話を聞きました。

この方は 7人の子供を連れて中国から引き揚げの途中、4人の子供を飢えや病気でなく

されました。泣く泣く、 7歳の子供の遺体を埋めた場所の近くに咲いていた綿の花を我

が子のかわりに持ち帰ったそうです。重病の我が子が最期に語った母への一言が「暖か

い空気が吸いたい、お母さん、抱っこして」だったとのことです。零下30度を越える酷

寒の中で、息を引き取った我が子、愛児への思いを野原に咲いていた綿の花を持って帰っ

てくることにして、母が40年間大切にしまっていた綿の花は、今はもうぼろぼろになっ

ており、一見何の変哲もないものですが、綿の花を見ては、どれだけ母が涙を吸い取ら

れたことでしょうかと、姉は語っておりました。

一輪の綿の花に、今も一人の母の愛は変わることなく、死別した我が子に注がれてい

く、こうした中でその方は若い人たちが訪ねてくると、あなた方はお母さんになったら、

また母で、あるあなたは子供をしっかり抱っこして、かわいがってあげてねと語るそうで

す。この心から愛する一言に、本当の愛情を感じます。このように大切にしている宝物

ではありましょうが、こうした一つ一つをお借りして、展示でき、そのことが広く多く

の人の心の中に共感を呼ぶような平和思想を広げてまい りたいと思います。

第5点目の質問といたしまして、国際交流についてお伺し、いたします。国際性豊かな

新しい時代のリーダーの育成とあります。現在日野市におかれましては、青少年派遣事

業といたしまして、レッドラ γ ド市と姉妹交流を結び、交流を図っておりますが、 21世

紀はアジアの時代とも言われておりますように、アジア諸国との交流も図れるよう配慮

されたらいかがと思います。また、反核運動の盛んなニュージーラ γ ド、デンマーク等

への市民海外視察団の派遣等も考えていただけたらと思いますが、この点についてもお

伺し、し、たします。以上数点でございますが、御答弁のほどよろしくお願し、し、たします。

O議長(市川資信君) 宮沢清子君の質問についての答弁を求めます。

総務部長。

0総務部長(山崎彰君) それでは、総務部長、逐次申し上げていきます。

今宮沢議員さんから切々なる平和の願いということでのるる説明がございました。そ
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れにまがうほどの答弁ができるかどうか非常に不安でございますが、一生懸命御回答さ

せてもらいます。最初に平和基金の活用ということで御質問をいただきました。御存じ

のようにことし 1億円でスタートしたわけで、ございますが、この件につきましては、御

承知のように 7月ですか、 7月におきまして 2度、市民の皆さんから御意見ということ

で、市民の会議を開きました。その開いた結果、今まとめたところでございますが、そ

れらを踏まえながら、御提案の件は「平和の灯をともせ」というような中で、広島・長

崎の灯を分離して、市庁舎あるいは公園というところに立てたらという提言でございま

す。この提言につきましては、私どもの方も今、平和事業として過去に予算化されてき

ておりますが、全然別の次元の、非常に提言の新しい、ユニークな提言でございますの

で、この平和事業の平和会議におきまして、きのう集計し、たしました平和会議につきま

しては、 59項目の提案を受けております。こうした中での提案を踏まえながら、それら

も十分加味しながら検討をしていきたいと思っております。それを、 59項目におきまし

ては、今判読いたしましてまとまったと、テープでまとまったというところでございま

すので、これから来年度に向けての予算要求もございますので、これらについての今の

宮沢議員さんのお話の提言も取り入れまして、どのような活用の仕方をするかというこ

と十分検討していきたいと思っております。

2点目の昭和57年10月8日に日野市議会で宣言されました「平和都市宣言Jでござい

ますが、この宣言塔を一一これも非常にユニークなお話でございます。市歌をそれに塔

として、その中に入れておられます。それからまた四季折々にその歌を奏でていくよう

なものをつくったらどうかという提言でございます。これらにつきましでも、今、基金

ということだけでなく、現在持っております日野市の平和事業とも関連いたしますので、

これらをトータル的にもちまして、またこの提言につきまして慎重に対応していきたい

と思っております。

次は母子の広島・長崎ということにつきましての提言でございます。確かに御質問ご

ざいましたように、広島・長崎に毎年30人前後の方々が行っておりますが、これは年齢

的には20歳というようなものでございます。それでそれをさらに下げた子供、あるいは

幼児、そうしたそれ以下の人で、すね、 20歳以下の少年というような方々に、これを広げ

たらどうかということでございます。この提言につきましては、過日の市民会議の中で

もそうしヴ問題も出ておりますので、予算との関係もございますが、これらもまたやっ

ていきたし、というふうに思っております。

さらにこの中でお話がございました、日野市は広島・長崎については60年からすでに

やっておりますけれど、今提言されました沖縄については、やっておりませんでした。

この沖縄の生々しいお話もお聞きしまして、また市民会議でも沖縄に行かれた方からも、

直接広島・長崎もそうですけれど、むしろ戦争というものの本当のものを見るならば、

沖縄というようなことも提言の中で出ております。今、宮沢議員さんからの御提言、こ

れらも加味しまして、それらの広島・長崎、さらに沖縄、できるかどうかということで

十分検討させて、慎重に検討をさせてもらいたいと思っております。

それから 4点目でございますが、被爆者の写真展、あるいは常設展示室というような

御提言でございます。私どもも被爆者の実際のものといたしまして、市役所の玄関のと

ころにあります「被爆の石Jというものと、もう一つ広島の原爆の絵画でございます。

こうしたものを62年度に購入、あるいはもらってまいりました。 r被爆の石」というの

は、当直室の前にございますが、この石はちょっと申し上げますと、広島市の市役所の

石でございます。昭和 3年に建てられた敷石だそうですが、原爆で被爆、中心から1.1

キロメートルのところの石だそうでございます。これを60年から広島市が建てかえる、

新しく庁舎を建てかえるそのときに希望市に配布するというようなことから、私どもが

お譲りいただきまして、 62年5月26日からあのところに展示したわけで、ございます。

それからもう一つは原爆、被爆絵画画家としての増田さんの「独言」という 100号の

絵画でございますが、これを購入させてもらいました。市民ホールに掲示したのも、や

はり 5月の20日からでございます。こうしたことからいたしまして、さらに一歩進めま

して、被爆者の実際の写真展、あるいは常設する展示室を持てというようなお話でござ

います。これらにつきましても、今二つのものが展示されてはおりますが、そうしたも

のを含めながら、また横浜のそうしたお話もございましたので、さらに検討を進めてい

きたいと思っております。

それでは 5点目につきましては、企画部長の方から・-

O議長(市川資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 5点目の国際交流、青少年の派遣の問題でございま

す。 61年からこの制度を確立して、 3回実施したわけで、ございます。もちろん今、議員

さんの質問の中にもありましたとおり、レッドラソドの方、友好を深めるための制度も

確立しております。もう一方委託機関として、財団法人世界青少年交流協会というよう

な組織があるわけでございます。そこに派遣をお願いして、幅広く青少年に行っていた

だくという制度でございます。ちょうどコースとしては、 14コースあるわけでございま

すので、かなり幅広く現状ではとらえているわけでございますが、市内の青少年の希望
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に沿った調整をしながら、年々実施しているのが実態でございます。以上でございます。

O議長(市川資信君) 宮沢清子君。

さんのお考えをお伺いしたいと思います。

O議長(市川資信君) 市長。

02番(宮沢清子君)

O議長(市川資信君)

0教育長(長沢三郎君)

第 3点目の中で、中学生の修学旅行広島へということは・-

教育長。

お答えさしていただきます。

0市長(森田喜美男君) 平和に対します基本的認識として、いろいろな形でこの地域

修学旅行につきましては広島方面への旅行計画というのが、今までの聞に七生中学、

あるいは日野四中、大坂上中学等で設けられ、実施されてきているわけでございますけ

れど、永続しないと、長続きしないとしヴ欠陥を持っております。その根拠というのは、

一つはやはり現在の修学旅行の日程が 3日間、 72時間という時間日程の中で、広島まで

足を延ばすのが、いろいろ日程の上からも相当無理な強行軍をとらないとならない、こ

ういう面が一つございます。それからもう一つ、京都あるいは奈良の文化遺産、この問

題に関してやはり非常に、せっかくの修学旅行の中で十分な時間を割きたし、というよう

な考え方が、もう一点ございます。したがって、実際奈良・京都まで出かけていくので

すから、その先広島の原爆の一応平和への祈願、そういうものを含めまして、足を延ば

すという方向、これは広島市長あたりも毎年全国に呼びかけている、そういう状況もご

ざいますし、都教委等ともよく交渉して、何とか現在の72時間という時間の規制という

もの、これにつきましてもう少しゆるやかな日程が組めるような方向、こういうものも

現実問題としては極めて必要なんではないかと、そんなように考えております。いずれ

にいたしましても、学校現場等ともよく研究して、日程的に子供たちの無理のないよう

な形での取り扱い方、そういうものを研究してまいりたし、と思います。

0議長(市川|資信君) 宮沢清子君。

02番(宮沢清子君) ありがとうございま した。いろいろと中身の問題を検討してい

かなければいけないと思いますが、きょうは提案を中心と してのお話というか、質問を

させていただきましたので、前向きに取り組んでいただきたし、と思いますので、よろし

くお願し、し、たします。

最後に、 「戦争は人間の心の中で始まる」と、ユネスコ憲章にうたわれております。

ゆえに過去の悲惨な戦争に思いを馳せ、一人が一人に伝え、またその一人が一人に伝え

る、親から子へ、子から孫へという語り次ぎは本当に大切だと思います。この伝承の厚

さが戦争に反対する人間像づくりとして、っくり出していくのではないでしょうか。そ

うして未来への子供たちが平和に今この時を大切にしながら、精いっぱい前向きに取り

組んでし、く、そんな思いでぜひこの提案を御検討していただきたいと思いますが、市長

社会の中に、そうしてまた後の世代を受け継ぐ子供たちに、その認識を正確に継承し、

植えつけていくということのいかに重要であるかということを、全く同感の気持ちでお

伺いしておるところでございます。

このたび、特に「核兵器廃絶平和都市宣言」をいたしております本市といたしまして、

平和事業基金の制定もいただくことができておりますので、この精神をひとついろんな

形の事業の中で、効果のある行事に結びつけていきたい、このように考えておるところ

ろございます。

御提言の中のそれぞれこれから検討させていただく課題でもございますが、平和の灯

の点火ということにつきましては、これまで考えてまいりました予定の地もあるわけで

ございました。実現のできるように想を練っていきたし、と、このことを特に感じたとこ

ろでございます。また、青少年の平和行事への参加ということも、十分意義をあらしめ

るように取り組んでいきたい、このように伺えたところでございます。今後積極的に検

討させていただきますことを申し上げて、お答えといたします。

0議長(市川資信君) 宮沢清子君。

02番(宮沢清子君)

せていただきます。

0議長(市川資信君) これをもって4の1、平和のネットワークを地域へ、未来(あ

した) !への質問を終わります。

大変ありがとうございました。以上をもってこの質問を終わら

一般質問5の1、視力障害者への施策の向上をめざしての通告質問者、一ノ瀬 隆君

の質問を許します。

(18番議員登壇〕

018番(一ノ瀬 隆君) ことし初めて一般質問をさせていただきます。

市議会議員の交流を深める目的で、毎年実施されている市議会議員親善野球大会を今

回初めて応援させていただきました。副議長だから応援ぐらいしないといけないのかな

といった、一種の義務感からだったのかもしれません。多摩川河川敷グラウ γ ドでの田

無戦に惜敗した後、 8月 1日の暑い日、町田市のグラウソドで、町田市議会との対戦が

ありました。この日、日野市議会野球チームは、誕生以来の初めての勝利でした。もち

ろん私もこの喜びを分けて.もらったので、すが、私にとってそれ以上に感激したのは、町
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田市長の大下さんと一緒にネット裏で観戦でき、いろいろと話ができるチャ γスが与え

られたことでした。何しろ日野市議会チームが初回に12点も取り、私は安心していまし

たし、逆に大下市長はあきらめていましたので、大下きんの話を十分間くことができま

した。 大下市長と同い年60歳の元気なエース秦投手に一緒に感嘆し、大きな会社で持っ

ていると認識している日野市、その大会社出身はサードとレフトとセカソドと、それに

監督がそうなんですといった話。果は大きく報道された江戸川競艇の真相など、私ごと

きものでも決して見下げることなく、対等に話してくれた大下市長に、ますます尊敬の

念を抱いたのでした。大下市長に会って、悔やまれたことが一つだけありました。昨年

買っておいてまだ読んでなかった本、大下さんの書いた「一人ひとりの命を」、これを

読んでおけばよかった。そうすればさらにいろいろと話が聞けたのにと思って後悔した

のでした。おくればせながら、それからすぐに読みました。いい本でした。ぜひ皆さん

にも読んでいただきたいと思うところです。特に市長を志す人には、是が非でも読んで

もらいたい。そういう人はこの議場にも少なくも 3人はいると聞いております。

特に私の感動した 1ページをちょっと紹介させていただきます。大下市長のたひ、重な

る努力ででき上がった車いす用自動車の第 1号に、 4人の障害者が初めて試乗し、地上

におりたときのことです。 Iついにやった。見上けYこ空は澄み切っていて、青く輝いて

いた。車いすの 4人もまぶしげに青い空を見上げていた。 “どんな気持ち"とAちゃん

に聞いてみた。しばらく言葉に詰まった後、感無量の面持ちで、 “生きていてよかった

な"と言った。Bさんも満面をほころばせ、空を仰し、でいる。 “天皇陛下になったよう

だ"と冗談を言って、みんなを笑わせた。 “生きていてよかった"という言葉は聞く者

の胸をジーソと打った。私にとって終生忘れ得ぬ感激である。市長という立場につけて

もらったことに、ただただ感激する気持ちでいっぱいだった。 Aさんは物心ついて三十

数年この方、下半身が麻薄のゆえに一人で町へ出て、好きな買い物をする機会についぞ

恵まれなかったということである。日本の暮らしはよくなったとしみ。世界第2の経済

大国になったと も言われる。だのに日本の社会は、政治はこの30年間、 Aさんにただの

一度だってそのささやかな願いをかなえてくれなかった。そこには非常に冷たい切り捨

ての論理が貫徹してし、た。人手がかかればかかるほど、お金がかかればかかるほど、そ

のような福祉の施策はすべて無視され、切り捨てられた。最悪の条件にある人々の生き

る権利は、省みられなかった。日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低

限度の生活を営む権利を有する」なんて、何と現実と離れたそらぞらしい条文だろうか。

だれのための経済繁栄か。だれのための政治か。一人ひとりの命を、一人ひとりの生き

る権利を、しかも最も悪い条件のもとにある人々を最も大切にすることこそ、政治の基

本でなくてはならぬ。日本の現状は、余りにもかけ離れている。最悪の条件下にある人々

にとっては、絶望に近い。政治に携わる者は、これらの人々を励まし、勇気づけ、絶望

とあきらめの淵から、少しでも生きる喜びが持てるまでに、最善の努力を尽くさなけれ

ばならない。しかしこれは机上の施策からは決して生まれない。ただ日常の人と人との、

心と心との触れ合いの中からのみ生まれ出る。このような心と心の触れ合う政治を国に

求めても無理であろう。身近な自治体でしか生み出し得ないものではなかろうか。一自

治体が生み出し得るものは、ほんのわずかなものであり、遅々としてはかどらないもの

かもしれない。だが、それぞれが一つ一つを大切に守り育てて、やがて大きな輪を広げ

てし、く以外道はない。」

この本であります。 I一人ひとりの命を福祉の町づく り 革新町田市政大下勝正J。

日野市議会市川資信議長も絶賛する大下市長。大下市長の書いた本です。

この本を読んだ感激さめやらぬ今、大下市長の福祉の町づくり、特に障害者の問題を

私も発言させていただきたし、と考えたところです。森田日野市長も、大下町田市長に勝

るとも劣らぬ福祉施策を、障害者施策を講じてきたととを、ここで触れておく必要を感

じましTこ。

去る 8月26日、市内程久保の多摩更生閣の園生で、車いすで生活し、十数年間関生自

治会長として、障害者の生活と権利を守るために活躍した太田 喬さんがなくなりまし

た。 59歳でした。心から冥福を祈りたいと思います。この太田さんら多摩更生園の園生

の希望を入れ、車いすが通れる歩道に改善し、段差をなくし、 多額の費用をかけて、高

幡駅まで車いすで来られるようにした森田市長の実績は大きいものがあると思います。

そして何よりも、生活圏は全く日野市でありながら、八王子市民であった太田さんら園

生を、東京都に有無を言わせず、園生の切なる願いを実現させた森田市長の勇気を高く

評価しているところです。今、太田 喬さんは天国でこのことを森田市長に深く感謝し

ているに違いないと思います。

障害を持っておられる方はどんな障害でも、それぞれ厳しい境遇にあると思いますが、

障害者の中でも特に自の見えない人に思いをはせ、従来から視力障害者の施策の前進を

願って発言してきました。今回もまた発言させていただきます。

1974年、昭和49年第4固定例議会で、我が日本社会党の名古屋史郎議員が、 「市内の

視力障害者の生活を守れ」と題して、一般質問を行いました。この質問が実を結んで19

76年、昭和51年4月 1日より、 身障老人機能回復助成事業が実施されました。この事業
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の目的は、身体障害者である老人に無料でマッサージを施し、機能を回復させようとい

うものでありますが、あわせてこのマッサージを視力障害者のマッサージ師に限定し、

視力障害者の仕事を確保し、生活を守ることを大きな目的にしているのであります。

なぜかこの事業実施要綱にはそのことが触れていませんが、マッサージ師は視力障害

者であることが、この事業の本旨であり、現実に要綱でし、ぅ、契約する施術師として、

視力障害者協会が当たっていました。私はうかつにも今まで視力障害者のマッサージ師

が、この事業を推進しているとばかり思っていました。ところが視力障害者のマッサー

ジ師が知らないうちに、視力障害者協会が知らないうちに、視力障害者でないマッサー

ジ師が大勢入っていて、びっくりしたので、した。

「視力障害者の生活を守れ」と視力障害者のマッサージ師の仕事を確保するための施

策が、いつの間にかだめになっているんです。先日、 7月19日視力障害者協会の方5人

と一緒に、担当の老人福祉課とお会いして、このことについて話し合いました。謹厳で

真面目な担当職員はこの要綱、 「日野市身障老人機能回復助成事業実施要綱」に忠実に

仕事をやっているとのことでした。この要綱には第 1条の目的で、 「この要綱は、身障

老人機能回復助成事業の実施に必要な事項を定めることにより、身障老人に対し、あん

ま、マッサージ等を施し、機能回復を促進、社会復帰と健康の増進を図り、もって老人

福祉の向上に寄与することを目的とする。」とあります。

また第4条で、 「施術の助成は、施術所が日野市内にあって、あん摩、マッサージ、

指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第 1条による免許を受けた者で、同法第 9条

の2の規定によって知事に届け出がある者から施術を受けた場合に行うものとする。」

とあります。視力障害者の「視」の字も入っていないのです。視力障害を持つマッサー

ジ師などの生活を守るため、視力障害者の強い要求で実現したこの事業であることは、

一言も書かれていないのであります。したがって要綱にのみ忠実な課の職員は、これが

視力障害者施策の重要なものの一つであることを、全く知らないのであります。

施術師の一覧表を見せてもらうと、驚くなかれその半分は晴眼者の施術師だったので

す。これでは視力障害者の施術師に仕事はなかなか回ってこないのは当然であります。

視力障害者施策の一環として始められたこの事業が、むしろ晴眼者の施術師に仕事量を

ふやさして、恩恵を与えることになってしまっているのであります。担当者はこの事業

が視力障害者施策であることを知らない。だから施術師が目が見えない人でも、目が見

える人でもとんちゃくない。そこで晴眼の、自の見える施術師がふえてしまい、施術師

のうち、だれが視力障害者なのであるかを全く知らないのであります。要綱のみしか頼

りにしていないし、それ以外に何もないことを強調していた職員に対して、実はこうな

んだと、この施策のスタート時点からの話をして理解してもらいました。

私の方も、視力障害者の文字の全くない要綱しかなく、それらしい引き継ぎもないの

では、現担当者を責めることはできず、十分調査し、原点に戻って視力障害者施策とし

てこの事業を真に復活させてほしい旨をお願いしたのでした。

ところが後日視力障害者協会の方で調べてみると、 「日野市身障老人機能回復助成事

業契約書Jなるものが出てきたので、すO この契約書は日野市長と、日野市視力障害者協

会会長との間のもので、助成事業要綱に基づいたものだったのです。昭和51年4月 1日

に結んだものから、 1年ごと結んでいたのであります。私はここに最初の、昭和51年の

ものと、昭和58年のもののコピーを持っています。自の見えないハソディを押して探し

てくれたものを、視力障害者協会からお借りしてコピーしたものです。 i日野市長 森

田喜美男Jきんと「日野市視力障害者協会会長 中村 繁」きんとの契約書であります。

この契約が毎年繰り返されてきていたらしいのです。

視力障害者協会の方を考えれば、中村会長がなくなられたことと、目の見えないとい

う大きなハソディがあるので仕方がない。このような団体こそ、市として細心の注意を

払わなければならないと思うのです。その市が、毎年視力障害者協会と契約しておいて、

頼りは要綱だけです。この事業が視力障害者施策とは、知りませんでしたのでは、余り

にもずさんだと言わざるを得ません。どうしてこうなったのか、猛省を促したいが、反

省すべき点はないというのでしょうか。私はこの「日野市身障老人機能回復助成事業」

が有力な視力障害者施策であったということを再認識し、改めて視力障害者協会と十分

相談し、ーから出直していただきたい。現状抜本的に改めていただきたし、と考えるので

すが、いかがでしょうか。前向きな答弁を強く望みます。 14年前に名古屋議員の言う、

市内の視力障害者の生活を守るためにぜひお願いします。

その上で、さらにこの施策への要求があります。私が再三再四発言して、いまだに聞

き入れてもらえないものです。身体障害者の機能回復のためのこの施策を、老人に対し

てだけでなく、この対象を広げてほしいというものです。障害の重い人は若い人でもこ

のマ ッサージが必要である人がし、ます。その人たちからの要求もあります。もちろん老

人福祉でなく、障害者福祉の施策ということになりますが、その対象の拡大にぜ、ひ踏み

切ってほしいと思います。例えば身障 1級、 2級については年齢制限がないようにする

などが、考えられると思います。これは従来私が主張してきたものであります。この回

答もお願し、し、たします。
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次に移ります。ふしぎなくらいに何人かの視力障害者から、福祉タクシーについての

要望が出されました。それもそれぞれ違う要望なのでした。一括して申し上げますので、

視力障害者の要求であることを真撃に受けとめ、善処していただきたいと思います。そ

の1は、福祉タクシー券は基本料金だけしか使えないが、基本料金より上積みされるも

のも使えるようにしてほしいというものです。タクシーをたまにしか乗らない人はそう

願っているようですし、福祉タクシーのタクシー券を基本料金以上に利用してよい市も

多くあると聞きますので、日野市でもそうしてほしいと思います。

その 2は、福祉タクシーのタクシー券の有効期間が限られるのは、困るというもので

す。年間の利用状況が把握できないから、有効期間を設けたのだというお話ですが、視

力障害者にとって、これが非常なマイナスになる、負担になるということは、説明を要

しないことだと思います。

その 3はタクシー券が大きすぎるということです。そんなことは大したことではない

という人は、視力障害者の生活を知らない人ではないでしょうか。券が大きすぎること

が健常者には全く何でもないことでも、視力障害者にとっては大きな問題なのです。

その 4、私たちがタクシーに乗ると料金が表示され、カチソ、カチソと上がってくる

のが気になります。視力障害者にとっては料金表示が見えず、悲哀を感じるところです。

現に刻々と移り変わる料金が、音声で表現される装置をつけたタクシーが走っていると

開きます。日野市内の福祉タクシーにこの装置をつけるように、そしてこの車に視力障

害者が乗れるような施策を講じてほしいというものです。以上4点が福祉タクシーに関

するものです。それぞれ視力障害者の要望に添えるようなお答えをいただきたいと思い

ます。

次、東京光の家の園生だった視力障害者の中には、この施設を出て生活保護を受けな

がらも自立し、通園している人もいます。生活保護世帯には、資産の保有について制限

があります。過分なぜ、いたく品はまかりならん、それがあるんだったら、それを売って

生活すればいい。生活保護の必要はないというものだと患います。ところが、ぜいたく

品といっても、健康な人と障害者とは基準が違うと思います。非常に高価なものでも、

障害者が文化的な最低限度の生活を持続するのには、欠かせないものもあります。生活

保護世帯であっても、障害者がゆえにこのような資産の保有について制限を加えず、認

めるべきであると思うのです。例えば生活保護世帯に自動車の保有は認められないと思

いますが、歩けない障害者が自動車でのみ買い物などに行くことができるのだったら、

自動車はぜいたく品でもなければ、 資産の保有の制限に引っかかるものでもないと思う
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のであります。このようなことで心配している視力障害者がし、ます。今、視力障害者向

けの有線放送が、 「へレγ ・ケラー協会」のスタジオから試験的に放送されています。

関東、関西のみで、視力障害者が司会をやっているのだと聞きます。試験的な現在の放

送が1990年、再来年の 4月から本放送を開始する予定だということです。視力障害者と

してこの放送をぜひとも開きたいが、有線放送をキャッチする設備が 3万円かかる。受

信料は月6，000円、特別な割引があって、月額3，000円だということです。ここで受信料

は別として、 3万円の設備、 3万円の資産の保有を認めてもらえるだろうかというとと

なのです。もちろん私はこの 3万円がさらに高額であっても、視力障害者にとってかけ

がえのないこの放送を聞く願望は、かなえてやらなければならないと考えます。

そこで質問は、このような 3万円のケースも含めて、生活保護世帯の資産の保有の制

限と、障害者の生活との関連をどう考えるのか。法規にしばられるのか。市の独自の開

拓は可能なのか。都や国への働きかけの考えがあるかを質問します。以上が大きく分け

た三つ自の質問であります。

続けます。豊田駅のホームにやっと点字ブロ ックが敷設されました。昨年の11月だっ

たと思います。先日豊田駅長の平賀徹也さんにお会いしましたが、前駅長から点字ブロッ

ク敷設が強力な引き継ぎ事項になっていて、実現できてよかったと言っていました。ま

た豊田駅北口の都民銀行のあるピルの方へ行く斜めの横断歩道には、点字びょうがこれ

またやっと打ち込まれました。ともに、主に東京光の家の視力障害者は喜んでいます。

この豊田駅北口の入口の階段をおりる手前に、盲導鈴がついています。私はたまにしか

豊田駅を利用しませんが、この盲導鈴が鳴っていないときがときどきあります。そのた

びに必ず駅長室に行って、その善処を要求しております。先日は接触が悪かったと駅長

が直して、すぐに鳴り出しました。そのとき一般市民への盲導鈴を理解してもらうため

の張り紙も、重ねて要望していったところです。それにしても豊田駅周辺は光の家から

の道路も含めて、視力障害者にとって生活しやすい町へと、大幅に前進しています。こ

の点、光の家の障害者も関係者も、市の努力に感謝しています。

最近で、は駅周辺へ外出する東京光の家の園生が多くな って、 198名の園生の約70パー

セγ トは、買い物などで、豊田駅周辺へ外出しているということであります。光の家から

豊田駅周辺への視力障害者の外出しやすい町づくりで、なお幾つかの間題が出されてい

ますので、それらを含めて提起ないし質問をしておきます。

視力障害者がよく通る横断歩道の渡り初めの真ん中に鉄柱が立っていて、じゃまだと

いうんです。自動車教習所の坂、これは都道ですが、この坂を上がっていって、多摩平

-221-



緑地通り、多摩平幹線 1号線というんでしょうか、その通りにぶつかったところの横断

歩道ですが、その鉄柱は私が調べてみたところ信号の鉄柱でした。簡単に移動は難しい

と思いますが、何らかの機会に移動するよう心がけておいていただきたし、と思います。

その教習所の入口の坂のところに、都道を斜めに横切る側溝があります。この側溝はグ

レーチソグと言われている網状になっていて、視力障害者は上から側溝に沿って右側を

歩いてくるが、側溝が斜めに道路を横断しているので、そこが道路の右端だと思って、

道の真ん中に出てしまう δ ちょうどそこはカープになっている道路なので、非常に危険

だということでした。グレーチソグの側溝を工夫するなど、障害者のつえに誤解を与え

ないようにしてほしいと思います。

点字ブロックには連続して敷設される誘導システム点字プロックと、飛び飛びに敷設

されるラ γ ドマークシステム点字プロックがあるそうです。その場所の地理が頭に入っ

ている人にとっては、ランドマークシステムの方が便利だということです。豊田駅北口

からの都道は、ラソドマークに直されてきていますが、三井銀行前から西方の部分には、

まだ誘導システムが残っているようです。ラ γドマークにかえてほしいという要望があ

ります。

豊田駅北口を出て、盲導鈴の音を聞きながらすぐ左折すると、そこに道路の真ん中に

3本の鉄柱が立っています。自動車進入禁止のためのもののようですが、これこそ光の

家の障害者が何度もぶつかったことがある危険なものです。自動車の進入を禁止する方

法はほかにもありそうですし、これを取り去ってほしいというものです。最近では自転

車置き場ができ、そこに管理人も常時いるようですから、柱を取り去っても大丈夫なよ

うな感じがします。

次は、京王ストア前のスクランブル交差点での視力障害者対策についてであります。

この交差点の横断歩道の渡り初めには、一定の方向へのスタートを意味する点字ブロッ

クがついています。その点字プロックに乗れば、ここから横断歩道が始まり、こっちの

方向へ行きますよとわかるものです。ところが道路に直交する方向のものしかなく、斜

めに横断できるスクランプル交差点なのに、対角線横断歩道のスタート方向を示す点字

ブロックがないのであります。ここは都道ですが、実現のために市でも努力してほしい

と思います。以上 5点、大分多くなった障害者の外出に対して、一層の安全を守るため

の努力をお願いしたいと思います。

さらに光の家に関連した要望をつけ加えておきたし、と思います。光の家の視力障害者

は、たまには施設から外へ出て運動したし、と思うんですが、運動する場所がない、だん

だんなくなっているということです。旭が丘中央公園は借りにくく、なかなか貸しても

らえない、すぐ近くの旭が丘東公園は園生が運動するのに随分利用させてもらったが、

最近ブラソコやすべり台ができて、こわくて障害者がとても運動することができない。

近くの会社の運動施設も以前はよく貸してもらえたが、最近はほとんど貸してもらえな

くなっている。このような状況を市としてどう考えるかを質問いたします。

以上の質問をお答えいただきたいのでありますが、視力障害者の皆さんも傍聴してい

るようです。 I生きていてよかったJと思われるような前向きのお答えを期待します。

O議長(市川資信君) 一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。

市長。

O市長(森田喜美男君) 質問の一つで、つまり視力障害者のための一つの施策として

始めました高齢者のリハビリ的マッサージ療法、この事業が今伺うところによりますと、

一般マッサージ師にも拡大をされて、当初の施策の意味が変化していると、こういう指

摘と伺ったわけでありまして、そうだとするならば、まことにうかつであったと言わな

ければならないと思っております。本来の視力障害の方々に、少しでもマッサージとい

う手段が同じ市内のお年寄りの方などに、リハビリとして効力を持つと、こうしヴ関係

が本来的趣旨でございますので、もと通りの姿に置くように運用をいたしたい、そのよ

うに伺ったところでございます。他の項目につきましては、それぞれの担当の方でお答

えをするようにさせていただきます。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野隆君) それでは第2点目の福祉タクシー券についてのお答えを申

し上げたいと思います。

福祉タクシー券につきましては、基本料金の上積みを、利用券の内容として利用でき

ないかということでございましたけれども、要綱によりまして定めてお りますのは、基

本料金以外の距離を利用した場合には、日野市福祉タクシ一利用券補助要綱第9条第2

項の規定によって、補助額以外の料金は自己負担となっております。このような規定に

なっております状況につきましては、 26市の中でも、迎え料金150円を補助している市

がl市ございますほかに、加算料金80円を補助している市が l市でありました。その他

の市については、基本料金がタクシー券の内容ということになっております。

今後につきまして、これについての他市の動向等も配慮、しながら、またそれなりの対

応を、まあできるかどうかについては、検討してまいりたいというぐあいに考えており

ます。実際に御利用なさっている方で、多少のその辺の柔軟な対応ということがなされ
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ているように聞いておりますけれども、基本的には要綱でそのように定めておりますの

で、基本的に料金以外の料金を利用できるということではございませんので、ひとつ御

理解を願いたいと思います。

それから 2番目にタクシー券の有効期限についての御意見がございました。これは有

効期限が制限なしということは、ちょっと難しい問題だろうと思います。単年度の予算

編成で市は実行しておりますので、以前に期限が要らない券が実際には出ておりました

関係ありますけれども、基本的には年度内に使用するということでございます。したがっ

て明確に有効期限を入れるようにいたしましたのは、決して利用期間を制限するという

ことでなくて、基本的に明確にしたということでございますので、これについてもぜひ

一つの予算の基本的な性格でございますので、御理解を願いたいと思います。

三つ自でございましたか、タクシー券のサイズが大きすぎるのではないかということ

でございました。これについては契約会社が現在は 2社ふえておりますので、多少大き

自になった関係がございましたが、これについては縮小するような検討も現在しており

ますので、何とか小さ目にしていきたいというぐあいに考えております。

また4点目の運行料金等を知らせる音声装置について御質問ございましたけれども、

現在の契約は15社と契約をしておりまして、全社、全車両に設置するということは非常

に困難だとは思いますけれども、外部と今後協議いたしまして、何とか実現できるよう

な方途があれば、探っていきたいと思います。以上が福祉タクシー券の御質問でござい

ます。

次に生活保護の問題での資産制限についての御質問がございました。これについては

例えば自動車、あるいは高価な貴金属等はこれは生活保護では換金、現金にかえて、そ

れを売却して生活に充てていただくようにお願いをしている状況でございます。御質問

のテレビにつける受信装置等については、視力障害者が日常生活営む上で、必要だとも

思われますし、これについては、保有が可能であろうと考えられますけれども、今後は

検討してまいりたし、と思います。取り扱いについては東京都の協議がぜひ必要でござい

ますので、東京都と打ち合わせる際には認められるように、積極的に働きかけていきた

い、こういうぐあいに考えております。以上でございます。

0議長(市川i資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 今の、質問者からございましたように、多摩平幹線第 1号

でございまして、これの富士電機のところに信号がございます。これはマウ γ ト・アッ

プの歩道になっておりまして、ここにポールが立っている、これがじゃまであるという
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ことでございます。これにつきましては、公安委員会、日野警察とも協議いたしまして、

何とかならないものかということで折衝いたしてみたいというぐあし、に考えております。

その次に自動車教習所のところから立正佼成会の方に渡るところのU字溝の、グレー

チγグでございます。これを斜になっている、直角になっておりません、斜になってい

る問題、これはまた必要で、なければ廃止というようなことか存じますけれども、やはり

雨水が民家に入っていくということで、このグレーチングを廃止するということはちょっ

と困難かと存じますけれども、どうしたら視力障害者の方々の障害にならないかという

ことを考慮、の中に入れ、また雨の降った目、現地に直接行きまして、調査をして善処し

たいというぐあいに考えております。

それから 3番目の豊田の北口をおりましてすぐ左側に入る道路、多摩平の42号線でご

ざいまして、幅員 4メートルでございます。ここにこまどめの鉄柱が 3本立っておりま

す。これが通行するときに非常にじゃまになる。そこには点字ブロックがございまして、

点字ブロック側の 1本を障害にならないように、移動していきたい、障害者のために安

全に通れるようにしていきたいというぐあいに考えております。

それから都道でございますけれども、都道235号線のスクラソブールの交差点でござい

ます。おっしゃいましたように、斜めに渡るところの点字ブロックが歩道上に明示して

ございません。これにつきましてはやはり必要なことでございますので、議員さんのおっ

しゃいますようにこれも設置につきまして、都道の方でございます関係上、都とよく打

ち合わせをして、設置の方向でお願いをしたいというぐあいに考えております。

もう一点は旭が丘の東公園の件でございます。昔原っばみたいになっていて、よく障

害者の方々があそこを御使用になっていたということでございます。そこにプラ γコと

か滑り台というようなものが設置されて、常時障害者の方々に対しては使いにくくなっ

てきたということでございます。また中央公園、多摩平の第 1公園でございます、そこ

が旭が丘の中央公園等も貸し出しが多くて、なかなか使えないというようなことでござ

いますが、その公園ということからいきまして、やはり子供が遊ぶとしヴ、これもまた

考えなければならないことですし、その辺非常に苦慮しているところでございますが、

何かし巾、方策がないものか、ひとつ検討してみたいという ぐあいに考えております。以

上でございます。

0議長(市川資信君) 一ノ瀬隆君

018番(一ノ瀬 隆君) 最初に部長に答えていただし、て、後で市長に答えていただく

ように考えていたわけで、ありますけれども、 異例にも市長が最初に、身障老人機能回復
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助成事業についてはお答えいただきました。そしてそんなふうになっているのは、けし

からんと、すぐに改めるということが言われたと思うんですけども、もちろん市長が知

らないうちにこのような方向になったのだと思います。(I困る」と呼ぶ者あり)した

がって市長が答えていても、またもとに戻らずそのようになる可能性だってあるわけで

すから、この際最初に戻って部長から答弁をいただくのがいいんではないかと考えたと

ころです。なぜこのようなことになったのか、当初の方針からはす.れたということは市

長が認めたから、それはし、し、ですけれども、なぜこうなったのかということが市長は知

らないわけです。部長は知っていると思うんです。それを聞いておきたい。例えばすべ

ての職員の怠慢からこうなったのか、あるいは課長がしょっちゅうかわったから、こう

なったのか。あるいは部長が長いことかわらないから、こうなったのか。その点で部長

の方から、市長が答えた以外のことをお答えいただきたし、と思います。答えが、発言が

あるはずだと思います。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) この機能回復訓練については、私が承知しているような御

質問でございます、私については、その経過を知りませんので、どのような形で変化し

てきたのかについては、存じておりません。また当初、出発点についても詳しいことは

知りませんが、 49年のころ、御質問のように市議会からそのような要請がなされた、ま

た51年にこれは設置されておりますので、その辺の経過については、理解しておりませ

んが、市長が今お答えをいたしましたので、要綱については改定をする、こういうぐあ

いに考えてございます。

0議長(市川資信君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬隆君) 市長が答えただけでは、質問者の私としては不足だから、部

がし、けなかったのか、怠慢だったのか、そういう反省は全くありませんか。

O議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) この要綱が設置されておりますのは、 51年4月でございま

す。私が部長として就任しましたのが52年で、ございますので、その辺の経過は私、知り

ませんけれども、その後の要綱改正について、基本的な内容が私の部長時代に変わった

ということはございませんでした。したがって、当初から このような要綱ではなかった

のだろうかと、私は考えております。(I何のために予算つけているんだ、しっかりや

れj と呼ぶ者あり)

0議長(市川資信君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬 隆君) 先ほど私も申し上げましたよう に、できれば要綱にそのこと

が、そのことととし、し、ますのは、視力障害者施策なんだよということが載っていればい

いと思うんですけども、まあ要綱というのはそういうことは載らないのかもしれません

けども、しかし要綱に載っていないといっても一番大事なこと、 「この施策は視力障害

者施策なんだよ」と、名古屋議員の発言から始まって、名古屋議員は身障老人なんとい

うことは、身障老人施策なんだということは、特に強調しなかったと思うんです、もち

ろん発言はあったと思うんですけども。 I視力障害者の生活を守れJと、そういう題名

からも示すように、それを一番の大切なこととして発言し、それをもとにスター卜した

わけで、それすらも、そのときに私は部長でも、福祉部にもいなかったから知らないと

いうことで済まされるのでしょうか。(I済まされないぞ」と呼ぶ者あり)私の言いた

いのは、だから高野部長けしからんということだけではなく、どっかに欠点があるわけ

でしょう。(IそうだJI森田市政に欠陥がある」と呼ぶ者あり)いやいや、市長に言

わせることでなくて、市長にただす前に、部長として、担当者としてそのぐらいのこと

は把握できるでしょう。(I市長は悪くなしづと呼ぶ者あり)部長が、前部長はだれだっ

たか知りませんけど、その引き継ぎのときになかったから、こうなったんだと。(Iだ

れだ、前任者は」と呼ぶ者あり)そういう点ではっきりしていただけると思うんですけ

れども。

さらに進みますと、 1年ごとに視力障害者協会と契約しているんですよ。それが高野

部長、いつから福祉部長になったか、定かじゃありませんけれども、もう相当、四，五

年はやっているんじゃないかと思うんですけれども、 1年ごとにやっているということ

は、高野部長のもとでやっているんですね。ところが先ほど申し上げましたように、要

綱に沿ってやっているから、特に視力障害者のマ ッサージ師ということを意識していな

長に開いたわけで、市長が答えたからし、し、という答えでは図るんです。

何でこうなったかわからないということ、最初のことはわからないということは、ま

ず言えるでしょう。そういう引き継ぎがなかったということ。どうも今の部長の答弁で

は納得できない。もちろんこれから、私が先ほど申し上げましたように、ーから出直し

て、視力障害者施策として再出発し、視力障害者の意見もよく聞いて、協会の意見もよ

く関いてやる というならそれでし巾、ですけども、以上の今のような状況ではこれから先

またどうなるか、わからない。ほかの施策についてもそうだと思うんで、その点をもう

少しはっきりさしておきたし、と思うんですけれども。部長、それではほかの、今までの

部長とか、課長とかじゃなくて、現在の高野部長が課長に、その辺を指示しなかったの
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かったんで、す。その辺は、知らなかったとは言えないと思うんですけれども、 1年ごと

にやっているんですよね、契約を。そういう点はどうだったか、それもはっきりしてい

ただきたし、と思うんですけど。うかつだった、知らなかった、それでも答弁のうちには

なるかと思うんですけども、答弁お願いします。

O議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 御質問にお答えできない点については、まあ承知しており

ませんというのが、多いところが原因でございますけれども、ともかく状況についてよ

く調べて、また検討していきたいというぐあいに考えております。

0議長(市川資信君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬 隆君) この前、視力障害者の 5人の方と、このことでお会いしまし

た。当然私は課長のみならず、部長も出てきてくれると思ったのであります。その話を

した上で、せっかく不自由な体を、 5人もそろって市役所に来たわけで、すから、市長の

都合がつけば市長にもお会いさせてあげたい気持ちがあったのであります。ところが話

し合いが進む中で、課長と担当者しかその話し合いに出席してくれなかったのでありま

す、部長のすぐ前の席でやったわけでありますけれども。(Iそういう姿勢だから、物

事がわからないんだ」と呼ぶ者あり)私はせっかく来て、すぐ前に部長がし、るんだから、

部長にも出席をお願いして、いろいろ話し合って、部長の知識も得たと思うんですよね、

恐らく障害者と一緒に話し合ったことが福祉部長として向上したと思うんですけども。

どうもその辺から、部長の真剣味がないような気がしてならないわけで、ちょっと私も

ここでしつこく言いすぎたかもしれませんけれども。そのときがあるわけですから、こ

れから調査をするということは、当てはまらないと思うんです。私もそのときに言いま

した。要綱になくて、引き継ぎもないというなら、しょうがないだろうということを言っ

たわけでありますけども、先ほど申し上げましたように、その後 1年ごとの契約書が見

つかったわけです。その契約書について、どうもまだ理解ができない。その点契約書に

しぼって、部長、お答えいただきたいと思います。

0議長(市川|資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ちょっとその契約書の中身について、ちょっと私詳しく、

具体的には承知しておりませんので、よく調べてお答えしたし、と思います。

0議長(市川資信君) 一ノ瀬隆君。

なお答えをいただきましたけれども、今の部長の答弁についての感想も含めて、 発言を

お願いしたいんですけど。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) この事業の出発の時点の経過は、私もよく記憶もしておりま

018番(一ノ瀬隆君) 部長への質問はこの辺で打ち切ります。

すし、まあそういう形で運用されているものと一一うかつでもという ことを先ほど言っ

たわけですが、思っておりました。結局今考えてみますと、この事業の要綱の名称に少

し紛らわしい点がある。むしろ明らかに視力障害者の能力を活用する救援事業というこ

とをはっきりさせれば、途中で変わるということはないわけだったように思っておりま

す。一方に、一般のマッサージ師の仕事、まあそのような事業があれば自分たちも入り

たい、こういうこともおのずからあることも考えられますので、そういうことがあった

かちょっとわかりませんけど、今、その方々、一般マ ッサージの方に説明することは多

少難しい面があるんじゃないかと、こんな感じもいたします。しかしよく理解をしても

らって、本来の事業の性格にはっきりと位置づける、こういうことで今後の処理をいた

したいと思っております。

一言加えますと、つまり多摩市の、つまり多分マ ッサージの方だと思うんですが、多

摩市の患者という立場の方に、足伸ばしをしてもし、し、かと、こういうことがあったよう

でございますけど、それは市の事業としてやっていることであって、マッサージ師の救

援という意味で、多摩市まで足伸ばしをすることはどうかなと、まあ日野市内でひとつ

やってくださいということを整理したような記憶もございます。

このこととは別でございますが、このたび図書館で点字の一一一ワープロというんでしょ

うか、たくさん一時に資料等もできるそういうことも進めつつございますので、載せら

れることになります。これは日野市が始めることになりますから、障害者の方には、そ

のあたりのことも説明をして御了解をいただくように、この件につきましてはいたした

いと、こう思っております。

0議長(市川資信君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬 隆君) とにかくこの施策については、第一歩に戻って、視力障害者

施策であるということを再認識して、改善していっていただきたいと思います。

次にここで一言聞いておきたいことがあります。視覚障害者誘導システム、私がこの

ことを 2度ばかり発言しています。上尾市ですでに実行されていて、産業廃棄物のフェ

ライトを利用した、視力障害者にとって非常に便利なものです。これを日野市ですぐ実

行するということは無理だと思いますけれども、少しずつでも調査し、将来取りつける今の私と部長とのやりとりを聞いて、市長に質問いたします。先ほど市長から基本的
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ために努力してほしいと申し上げておきました。光の家の関係者のお話では、こういう

ものは上尾市よりも豊田駅の北口が必要性が強いんだ。将来ぜひつけてほしい。時間の

問題で、将来は必ずこういうものが取りつけられるであろうけれども、少しでも早くお

願いしたいと言っております。視覚障害者誘導システムと呼んでますけれども、このこ

とについていかに検討がされているのか。恐らく私ごとき者の 2度にわたる発言でも、

ほとんど無視されているんじゃないかというような気がしますけれども、少なくも上尾

市に行って、その実際を見るなどはしなければいけなかったと思うんですけれども、そ

の点どうでしょうか。これは担当は道路なので、建設部長だと思うんですけれども、何

よりも視力障害者施策、福祉施策なので、福祉部長もこの点考えられてきたと思うので

あります、いかに考えたか。上尾市に一回だけは見に行きました。そういう答えでも結

構ですから、この際お答えいただきたいと思います。建設部長と福祉部長にお答えいた

だきたいと思います。

0議長(市川資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 上尾市を例にとられまして、視力障害者の誘導システムに

つきまして、上尾市を例にとられまして、今まで2回も質問した。その結果はどうなん

だというような件でございます。これにつきましては、今後十二分に検討をいたしまし

て、福祉部長とも協議をいたしまして、これの実現の方に努力をしていくというぐあい

に考えております。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長 (高野 隆君) 御質問の視覚障害者の誘導システムでございますが、これ

は新しく最近開発されたものだと思いますが、これについてはこれから新しく設置する

ようなものについては、何とか設置していきたいというぐあいに考えております。現在

建設予定の特別養護老人ホーム、高幡特別養護老人ホーム等に設置する ような努力をし

ております。

0議長(市川|資信君)

『読書器』開発 工業技術院」。盲人に声を出して本を読んでくれる読書器が開発され

たという報道であります。こういう記事が出たとき、日野市としてこの情報はし、かにイ

ンプットされるかをお聞きしたいのであります。これをすぐ実現するということは無理

でしょうから。

0議長(市川|資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 図書館長から、そのことの情報を受けております。直ちに調

査をし、適用できるかどうかを検討するようにという指示をいたしました。

0議長(市川資信君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬隆君) 先ほど紹介しました大下市長の「一人ひとりの命を」の本で

018番(一ノ瀬隆君) 予想外に福祉部長のお答えは、実施するように努力している

ありますけれども、この中にこういった文章があります。(I町田からスカウトしろ」

と呼ぶ者あり) I町田市議会で、歩道の段差解消のための予算が審議されると、すぐさ

ま反対の質問が出る。 “一体歩道の段差を解消するとい うが、人数にして何人がそれを

利用することになるのか。数字を示してほしい"と皮肉たっぷりであった。 “町に車い

すで歩いている人を見かけたことがない。ごくわずかの人のために、しかもほとんど利

用されないような今回の予算は、全く無駄な支出である。市長の人気取り政策と言われ

ても仕方がない"と毒づかれました。このような予算を出す前に、もっと多くの市民が

いろいろな要求をしているのに、一向も解決されていない現状を反省すべきであるo 行

政の公平という観点からしても、もっと多数の人々のことをまず優先すべきだ。これは

本会議場での恥じらいのーかけらもない、その堂々たる質問ぶりにしばし唖然とし、自

分の耳を疑ったほどである。しかしこのような論議は何も議会だけではない。今日、な

お常に多くの市民から私の耳に投げ込まれてくる。 “福祉、福祉も結構だけれども、自

分たちの要望も実現してほしい押こういう言い方をする人々が案外多い。何もわざわざ

福祉も結構だけどと言わなくてもよさそうなものだ。しかしこの人々にとっては、これ

は枕言葉に言わなければ、胸がつかえてすっきりしない、何か心の中にあるんであろう。

少数よりも多数を優先、尊重するということが、いかなる場合でも正しい民主主義の原

則であると信じているらしい。このような形式論理を振り回せば、福祉は成り立たない。

福祉は本来、多数が少数を支援する論理で成り立っていくものだからである。幸い、予

算は多数で可決された」とあります。

日野市議会ではこうしヴ場合、多数ではなく、全会一致で可決きれる、そのような日

野市議会であると確信しています。(Iそのとおり」と呼ぶ者あり)今度の補正予算で

新しい障害者施策が出きれております。それに対しても、来年の 4月を目指したものだ

一ノ瀬隆君。

ということでありました。ぜひ早く実現してほしいと思います。視覚障害者誘導システ

ムそのものも十分に理解していないんじゃないか、私の言ったことはすぐ忘れられちゃっ

たんじゃないかと思ったわけでありますけれども、予想外に努力しているということで

すからぜひお願し、し、た します。

8月31日の朝日新聞にこんな記事がありました。 I本を入れると合成音出る 盲人に
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などとは決して言うことなく、高く評価 してし、る議会であります。執行者側も障害者対

策をどんな少数の人のためで、も、自信を持って議会に提案していただきたい。このこと

を申し上げて、私の一般質問を終わります。

0議長(市)11資信君) これをもって 5のし視力障害者への施策の向上をめざしての

質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後 1時18分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

の交流会に行ってきました。

柳津町の春日源一町長を初め、数人の町議会議員など、多数の人が歓迎してくれまし

た。そこに農業立て直しのための真剣な姿を見ることができました。風光明婦な只見川

を見わたせる町民センターで、コシヒカリの昼食を町長などと一緒にいただきました。

地熱を利用したシイタケや野菜の栽培などを見学し、交流会では、有機米といっても油

かすを一度使っただけのものもある。無農薬といっても、実際被害があったときには、

農薬は使う。予防としては使わない。したがって無農薬というよりも、低農薬というの

が正しいのだ。世間一般に普及している有機米にもいろいろある。低農薬でも、普通の

場合の 5分の 1の農薬で安全なものだなどが話されました。

ひなびた温泉で心のこもった、すべてこの土地でとれたごちそうをたらふくいただき

ました。その日粉にしたそば粉1∞パーセソトの手打ちそば、キ ノコの一種のマイタケ、

大根、サγショウづけ、インゲγ、トマト、キュウリ、アスパラ、魚の鯉とか、川鮎な

どで歓待してくれました。

生産地と消費地の立場、安全な食品の供給を期待し、再会を約し、除夜の鐘で有名な

地元の国蔵尊などに寄って、皆満足な心で帰ってきました。この柳津町に限らず、無農

薬、無公害、安全な食品の生産者を求めての産地直送について市としてはいかに考え、

いかなる施策を持っているかを質問いたします。

新聞にも載っていましたが、学校給食への理解を深めてもらおうと、日野市職員組合

の調理員部会が、 8月26日「第 3回給食展」を開きました。四中と七生中で同時に開催

しましたが、私は四中の方へ参加させてもらいました。37年半もの間勤めた会社を先月

やめた私にとっては、最後の賃金カットでの行事出席でした。給食づくりの過程や、包

丁研ぎの実演、地元農産物の展示、廃油からつくった石けんの配布、輸入食品の汚染を

警告したビデオの放映などがあり、全体を通して沈黙のうちにも給食の安全性や質の確

保には正職員による給食が必要だと訴えていました。250円の実費で給食メニューを試

食しました。すばらしい催しだと感じ、出席者の中で、議員は私 1人では寂しい思いで

した。来年はぜひ議員の皆さんにも出席してほしいと考えているところです。

学校給食に地元農産物が利用されている学校は、今全体で9校になっているようです。

これらを一刻も早く全校に広げるなどが望まれるところです。学校給食の無公害、安全

な給食の提供の施策の現状と今後についてどう考えるかを、質問いたします。

次に放射能汚染食品測定装置について質問いたします。 1986年、一昨年の 4月26日、

ソ連のチェルノブイリ原子力発電所第4号炉が史上最大の大爆発を起こしました。この

一般質問5の2、安全な食品を求めての通告質問者、一ノ瀬 隆君の質問を許します。

018番(一ノ瀬 隆君) 政府自民党は、アメリカからの強硬な要求に屈し、牛肉・オ

レγジの輸入自由化を受け入れ、生産者米価の大幅な引き下げを行いました。これは我

が国の工業製品の輸出が、貿易収支の大幅な黒字に目をつぶって、それでなくとも衰退

を迫られてきた日本農業に、しわ寄せをしてきたと言えます。それでも日本の農民は主

食の米作を黙々と守り続けています。今、農村では急速に自民党離れが進んでいるとい

うことです。

国連の食糧農業機関の i2000年の農業」とし、う報告書によりますと、 20∞年、 21世紀

に入る前の年ですけれども、つまり2000年に発展途上国では、 1億5，300万ト γの穀物

が不足し、飢餓線上に 3億9，0∞万人が置かれるとしています。将来、確実に世界的な

食糧不足が訪れることを示唆しているものであります。現在の日本の農政は、このよう

な現実を無視して、食糧自給の道をみずから閉ざしていることになります。こうした情

勢の中で、一部の農業者は自分たちで生きる道を模索しています。

福島県河沼郡柳津町では、町役場、農業、農協、生産者の有志が有機農法による米作

を研究しています。さらにシイタケ、各種野菜など消費者に喜ばれるものを積極的に生

産しようとしています。このたび、柳津町の有志から、日野市の消費者の生の声を聞こ

うと、縁あって私どもに現地交流の呼びかけがありました。この農業のピンチに、消費

者の声を聞き、消費者に役立つものを生産していこうという考えからの交流会の呼びか

けだったのでした。先月、 8月の27日と28日の両日、私たちはノミス 1台を仕立てて、こ

り，白q
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原発事故のため放出された膨大な放射能は、ソ連、東欧からヨーロッパ全域の食品を汚

染しています。汚染食品は貿易を通 じて地球規模に拡大しつつあり、日本の食卓にまで

上るようになってきました。事故から 8カ月余りたった昨年の 1月9日、厚生省は横浜・

神戸両港に荷揚げされたトルコ産へーゼルナッツの計30トソから、放射能が検出された

と発表しました。日本の厚生省は l万ピコキューリーという非常に緩い規制値を採用し、

しかも抜き取りで検査を行っているため、高いレベルで、汚染された食品が市場に出回る

結果となり、市民に不安を与えています。この上現状の基準値をさらに緩和する動きさ

えあると聞きます。そして厚生省は基準値以下なら、表示しないでどんどん輸入すると

いう姿勢をとり続けていました。食料の 3割、穀物の 7割を輸入に頼る日本の実情から、

汚染食物は大量に日本に輸入されていると見なければなりません。輸入汚染食品が乳幼

児の口に入ったり、学校給食に使われたりして、大人に比べて放射能の影響を受けやす

い子供たちに直撃するという事態も考えられます。

このような状況の中で始まっているのが、市民の手による放射能汚染食品測定の運動

であります。この運動は食品汚染災害に対する自衛的な防衛運動だということができま

す。昨日の新聞にも、小金井の運動が大きく報道されていました。そして自治体にも、

汚染食品測定器の設置を求める運動が起こっています。神奈川県の藤沢市や東京中野区

では、議会に請願が出され、それが採択され、 測定器購入の具体化が検討されていると

いうことです。政府が放射能汚染食品の情報を知らせない現状の中で、放射能汚染食品

測定の運動は非常に大切なものだということができます。

日野市でもこの放射能汚染食品測定装置を購入していただきたい。そして市民が安全

な食品を確保できる道を切り開いてもらいたいと考えるところです。市民のカソパで上

野に放射能汚染食品測定室を設立しようとし、う運動がありますが、その趣意書によりま

すと、約10ベクレル以上のセシウムが測定できるというもので、約250万円だとありま

す。もっと安いものもあるようですが、ぜひ日野市で買ってほしいと思います。いかが

でしょうか、お答えし、ただきたし、と思います。以上です。

0議長(市川資信君) 一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。

生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君)

ます。

まず 1点目でございますけども、無農薬の食品の生産者を求めて、産地直送の施策は

それでは 1点目の御質問からお答えいたしたし、と存 じ

求めまして、他市との、それから他県との農家と年間契約をしてし、るところもございま

す。これですと運搬料、それからいろいろと配布等に問題ございますので、なかなか大

変という ようなことも聞いております。このような中で私ども一番今一一最良の方法と

いうことではございませんけれども、産地でとれました農産物を安心 して消費者に渡る

ような方法はないかということで、毎年市内の生産者の代表と、市内の農業経営者クラ

ブとの代表の方の話し合いを進めております。この話し合いの中では、消費者側からは

無農薬，あるいは有機栽培などの要望も出されておりますし、また生産者側も食べる人

の顔がわかれば、自然に農薬をする量も必要最低限に押さえるというようなお話でござ

います。農家の方々は実際にその方向で今努力をしているところでございます。

確かに議員さんのおっしゃるとおり、農業経営、非常に苦しいわけでございますけれ

ども、当日野市の現状を見ますと、やはり年々環境が悪化しております。その中の都市

農業ということで、この農業を守るためにも、このような方法、地場生産、地場流通等

の無農薬、低農薬の食品が消費者の手に渡るようなこの方法を、私どもとしては当面努

力をしていきたし、と、このように考えております。

それから 3番目の放射能の汚染測定装置を、市で購入せょとしヴ御質問でございます。

一昨年の 4月26日に起きましたチェルノブイリの事故でございますけども、これをきっ

かけといたしまして厚生省は、 61年の11月から輸入食品の規制値を定めまして、関税に

おきまして、まあ抜き取り検査を実施しております。東京検疫所でもガγマ一線用のシ

γチレーション・サーベイメーターを置きまして、連日放射能の検査を行っているとこ

ろでございます。さらにことで疑わしいものがあれば、国立衛生試験所で再チェックを

しております。人体に影響のありますセシ ウム134、137の検出量が基準値を超えるもの

につきましては、輸入業者に積み戻しを命じているところでございます。近く東京検疫

所など 5カ所でも、このセシウムをより正確に測定できるゲ「ノレマニウム半導体検出器を

設置するなど、検査の体制は強化するということでございます。東京都でも衛生局食品

監視課が窓口になりまして、疑いある食品につきましては、アイソトープ総合研究所で

ゲルマニウム半導体検出器を置きまして、精密測定を行っているところでございます。

現行法規ではこれら検査等は国や都が実施すべきものであり 、市の段階では疑わしき

食品は関係機関に検査を依頼することになっております。御指摘の御質問でございます

けども、この測定の購入につきましては、問題もいろいろござし、ますので、今後多角的

に研究をしてまいりたし、と、このように考えております。以上でございます。

0議長(市川資信君) 教育次長。ないかということでございますけども、市内の消費者ク守ループの中には、無農薬野菜を
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0教育次長(砂川雄一君) 学校給食の問題についてお答えをいたします。学校給食に りますけど、これはまだ運動の域を出ないわけでありまして、社会にいろんな意味での

警告をしていただくというところに、価値があるというふうに思っております。

今、議会に食品安全条例をつくれとしヴ条例が審議されておるということも承知して

おりますし、また今御提案の放射能の測定器、ガイガー・カウソターというふうなもの

かと思いますけど、そのことも課題には考えております。ただその効果もさることなが

ら、発見をしてどういう処理ができるかというところに、きわめられない問題も残るわ

けでございまして、まあ意識を高揚する、つまり啓発的な手段としての方法ということ

も緊要でございますので、あわせて検討をしておると、こうしヴ状況でございます。な

お市民の健康を守るためには、基本的に安全食品の供給が一一全体の量という形で行わ

れることを願うわけでありますし、なお地元には、地元の生産農家には、できるだけ無

公害、あるいは無農薬の手段によって栽培したものを販売の道に乗せる、これが行政の

なし得る大切な施策だというふうにも考えますので、これらについても一層の努力を払

いたいと思っておるところでございます。

0議長(市川資信君) 一ノ瀬隆君。

おいて食品を取り扱う場合の基本というのは、安全で良質の材料を使うということでご

ざいます。したがし、まして、防腐剤とか合成保存料、あるいは乳化安定剤、発色剤、そ

ういった食品添加物が使用されているものについては、原則として使用しないというこ

とで、これは東京都の学校給食会もそうしヴ方針でございますし、日野市にございます

日野市学校給食会でも、こうしヴ方向で給食の質の向上を図るように、日常的に努力を

しております。特にその中で栄養士部会の重要な活動のーっとして、食品の研究も行っ

ておりますので、今後も十分その食品の安全性については、留意をして進めるようにし

たし、というふうに考えております。

0議長(市川資信君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬隆君) どうもありがとうございました。

あと 7分あるとし、う表示が出ています。市長に、今部長と教育次長が答弁していただ

きましたけれども、それを補足する発言、あるいは市長としての感想などがありました

ら、お願いしたいと思います。それを得た上で終わりたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 食品につきまして、基本的に健康を守る手段ということは絶

えず考えなければならないというふうにも思うわけであります。法律の建前もございま

すし、食品衛生法あるいは食品監視指導員制度もございますし、一応それで一見安全か

に見えるわけでありますが、なお深く流通経路、あるいは生産の状況等を考えますと、

決して安全ではないということは、いろいろな情報で承知しておるところであります。

特にアメリカから大量の果物、あるいはその他の肉，あるいは穀物、これらが輸入され

る一一一特に日本農業に対する打撃という形で考えられておる問題もあるわけであります

が、 「これでもあなたは食べますか」としヴ全国農業中央会の作品、がつくった映画も

求めまして、私も一度見ております。まあ消費者に対する一つの安全食品、あるいは今

の農業の仕組みというものを啓発する意味で、貴重な内容を持つものだというふうには

思いましたが、もう少し科学的に決め手になる内容検討が望ましいんではなかろうかと

いう感じもいたしました。

個々にミニマムのような対応で守るか、あるいはマキシマムに大きく守るかというこ

つのコースがあると思うわけでありまして、本来ならば大きなコースで、国民の健康を

守る意味で、安全食品の供給がなされる仕組みこそ、大切だと思っております。消費者

運動等で安全食品に対しますいろいろな探究と努力のあることも承知しておるわけであ

018番(一ノ瀬隆君) どうもありがとうございました。

表示が 1分になりました。これをもって私の質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。

0議長(市川i資信君) これをもって 5の2、安全な食品を求めての質問を終わります。

一般質問6の1、婦人の地位向上と社会参加をさらにすすめるために、婦人に関する

諸問題について問うの通告質問者、鈴木美奈子君の質問を許します。

(20番議員登壇〕

020番(鈴木美奈子君) 婦人の地位向上と社会参加をさらにすすめるために、婦人に

関する諸問題についてただし、まから質問させていただきます。

「原始、女性は太陽であった。真正の人であった。 Jこの言葉は平塚らいてふが明治

44年、明治の終わりの年に、婦人解放のために呼び、かけた言葉でございます。婦人の文

芸雑誌、 「青鞘」が出されたころには、婦人の解放どころか、婦人みずからを解放する

ための権利もなく、そしてまた女性は虐げられてまいりました。今から77年の前でござ

います。命を生み、育てる婦人が人類の生存と発展と、進歩の源であると同時に、封建

社会のもとで、不当に抑圧されて、また苦しめられてきた婦人の人間解放の宣言で、もな

いかと私は思います。

日本共産党もその後、 11年後に創立されましたが、ことし66年になります。日本共産
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党も創立当初から、綱領草案の中に18歳以上のすべての男女に対する普通選挙権を掲げ、

さらに婦人の完全なる平等権、出産休暇各 8週間の有給休暇、生理休暇 5日間の有給休

暇を掲げ、 1945年の12月の第4回党大会では、婦人行動綱領草案を発表いたしました。

婦人解放の道筋を示したものであり、その後の婦人運動にも大変大きな展望を与えまし

た。

先ほど市長も言われましたけれども、婦人の間には農作物の輸入自由化によって持ち

込まれる農薬や、添加物の食品づけ、これに対する不安が高まっております。 rそれで

もあなたは食べますか」という、私もこれを16ミリでみましたし、私のところにもビデ

オがございますけれども、これを見た多くの婦人の方たちが、もうとても外国から輸入

するくだものも、食べ物も食べられないわねという、こういう思いが多いわけです。

子供たちを取り巻く状況も目黒の中学生の御両親とおばあちゃんの殺人事件、これ多

くの方々に衝撃を与えました。またことしの夏は子供の自殺も非常に多くなってきてお

ります。命や人権を守ることや、また校則や体罰の横行などが、子供たちを伸び伸びと

育てようとしヴ、またそうし、う気持ちも失う、そういう状況ではないでしょうか。教育

の現場への「君が代Jr日の丸」、愛国心の強要、こういうものが一層教育の反動化と

ともに進んでおります。

家庭の中はどうでしょうか。子供が本当に親子そろって育つ家庭も、今御主人や夫や、

あるいはまた父親たちは眠りに帰るだけというそうしヴ家庭もあるでしょう。あるいは

また単身赴任、夫婦別居、こういうことも今多くなって、家族の団らんなど、私どもが

幼いころにあったそういうことは今望めない、そうし、う家庭状況だというふうに思いま

す。

産業空洞化によって、人減らしゃ合理化、あるいはまた労働条件の強化、そしてまた

過労死が大変多くなっている。今一番働き盛りの熟年の時代に、過労死が多くなってい

ることが、新聞紙上にも報道されておりますし、婦人の労働者も長時間過密労働や、深

夜、あるいはまた休日労働など、母性と健康破壊、こういう中で苦労しながら仕事と家

庭を両立させている、こういうことで今婦人たちの状況があるわけでございます。

1975年「国際婦人年Jを迎え、 「平等、発展、平和」これを課題といたしまして、婦

人の地位向上を図るための努力が全世界的規模で行うことになりました。もう御承知の

ことと患います。 r国連婦人の中間年Jも終え、そして「国連婦人の10年Jの最終年も

終わりました。 1985年には10年間の成果を全世界で検討しよう、そして評価をしようと

いうことで、 「国連婦人の10年、ナイロビ世界会議」を開催し、西暦20∞年に向けて、

新たな一歩が踏み出されました。 r婦人の地位向上のためのナイロピ将来戦略Jです。

とれを略称しておりますが、日野市の婦人問題懇談会の前回の座長さん、山問先生もこ

れに出席していらっしゃいます。これらの一連の動きの中で、日野市も全くかかわるこ

とないことはなく、婦人の中でも大きく 影響を与え、婦人セ γターができた後、ここを

拠点にして大きな婦人の施策も日野市の情勢の中で進み始め、また地域の中で多くの婦

それから今日まで43年、今、国を取り巻く状況はどうでしょうか。ことしの夏、第34

回日本母親大会が東北の岩手で開かれました。 2万2，∞0人の母親たちが集まりました

が、私も東京近辺で行うときには、毎年この母親大会には参加し、たしております。この

東北の集会でも、今日本を取り巻いております政治状況、あるいはまた社会に対する怒

りの声がたくさん出され、また今後の展望についても、あふれるような発言が各分科会

の中で、行われたというふうに聞いております。日野の代表も参加し、たしました。

今、核基地化が進んでいる横須賀沖で、先般も皆様御承知のように、自衛隊の潜水般

が衝突し、子供を含む30人の命が失われました。人命無視、あるいはまた軍事優先の自

衛隊の姿が私たちの前に明らかになって、おぼれる人も見殺しにするということに対し

ては怒りや不信の声も高まっております。

日本の軍事費世界第 3位、米軍への思いやり予算も80年当時から20倍にもなっている、

こうしヴ状況でございます。また政府自民党もリクルート疑惑や、総理府汚職、明電工

脱税事件など、汚職・腐敗の問題でも今これを国民の前に明らかにしなければならない

というふうに、多くの国民の声もあるわけでございます。黒い株に群がる、そして一夜

にして数千万、億のお金を手に入れることができる、こういう政治、このことは決して

私は許せないというふうに思います。どんなに働いても、働いても、住宅も買えない方

もいらっしゃいますし、あるいはまた住宅を買っても、住宅ローγに追われている、あ

るいはまた教育費にお金がかかる、このやり繰りのために、本当に苦労している多くの

人たちゃ婦人たち、この人たちの気持ちがわかるような、そういう政治にしていかなけ

ればならないと思うわけです。

消費税の導入も、年金暮らしも、生活保護を受けていらっしゃる方も、母子世帯も大

金持ちもみんな一律に税金がかかる、こんなことは許せないと思います。高齢化社会の

ためとしヴ、こういうお年寄りのことを前面に押し立てておりますけれども、お年寄り

が幸せになる、こういうことであればし巾、わけですけれども、これはごまかしであると

いうふうに私は思います。これは明らかに軍事費を賄うための財源づ、くりであることは

間違いありません。
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人の人々がそれぞれ持っている能力を生かしながら、そしてそれを多くの人々と交流し

ながら、婦人の活動が前進しているところでございます。

私は以上述べました中で、ただし、まから 8点にわたり質問をいたします。一つは婦人

セソターの充実でございます。婦人セソタ ーは57年の11月 1日に開設されました。皆様

方も御招待があったと思いますので、御出席なった議員もいらっしゃると思います。こ

としで6年目を迎えます。運動から出発し、請願採択、そしてそれにこたえて、日野市

がもとの三菱銀行の市役所支庖の跡地に建物を提供し、ここを拠点にして婦人の活動が

展開されました。第 1会議室は 1階で約50名、 2階は第2会議室、約20名でいっぱし、で

すけれども、事務室と幼児の保育もできる、小さい、本当にかわいらしい建物です。し

かし小さいけれども、この中で大きな婦人の運動が前進したことを、私は評価したし、と

思います。この婦人セγターが、一つの婦人の拠点として活動が展開され、日野市では

57年の11月1日、第 1期の婦人問題懇談会がつくられ、私も参与として、第 1期目に参

画させていただくことができました。今では4期目の懇談会があるわけでございます。

60年3月には、婦人に関する施策の基礎資料を進めるために、日野市の婦人に関する意

識調査が行われ、同じ12月には「日野市における婦人行動計画策定のための提言 第 1

次案」が示されました。 62年の 1月には、 「日野市婦人行動計画」がまとめられ、 62年

の8月には「男女共同時代の新しい生活・文化創造のために地域社会、日野市における

婦人行動推進プラ γへの提言」が、それぞれ 2期、 3期の婦人問題懇談会の委員会のま

とめとして提出されております。また婦人セγターに集まる多くの婦人たちも婦人セ γ

ター祭りを行い、延べ600人の日野市の婦人がこれに参加しております。婦人のシ γポ

ジウムも行ったり、 この秋には市制25周年の記念の婦人交流集会も開かれます。婦人セ

γター友の会もあり、市内の各地域のさまざまな分野の婦人たちが、小さいけれども中

身の大きい、充実した婦人セソターとして、この施設を利用しているわけです。しかし

6年たった今、いろいろの問題も起きてきております。私はその中で施設の建物の点は

後で述べさせいただきますけれども、来年度の予算に向けて、ぜひ施設の充実、備品の

充実に、市の方でも積極的にこたえていただきたいと思うわけでございます。備品の問

題では、今テレビやビデオ、テレビなどを通じての、あるし、はまたビデオなどを通じて

の学習会や集会施設で学ぶ点も多いかと思いますけれども、婦人セγターにはテレビも

ビデオもございません。ぜひこれを来年度予算につけていただきたい。そしてまた各部

屋にも時計もつけていただきたいと思います。食器戸棚もまだないわけでございますの

で、お茶わんなども洗いますと、伏せて布がかかっている、その状況です。また婦人に
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関する本や資料も随分そろってまいりました。大変私は結構なことだと思いますけれど

も、もっと婦人に関する本や資料もどんどん購入していただきたいというふうに思いま

す。

それから今この婦人セソターを利用する人たちは、昼間だけでなくて、夜も多くござ

います。ところが、仕事を終わって夜利用するには、なかなか時間の制限があるわけで

ございます。使用時間の延長、これもぜひ、これは婦人セソターだけでなくて、地区セ

γターなどでもいろいろと要望が出されておりますが、との時間延長をぜひお願いする

わけでございます。婦人セソターを中心に、婦人の横のつながりもできておりますし、

団体とのつながりも多くできてきております。ぜひ私は今提案いたしましたこれらの問

題につきまして、来年度の予算に積極的にこたえていただけるかどうか、質問をさせて

いただきます。

2点目は、婦人会館の建設でございます。婦人セソターができて、婦人の活動の分野

が広がりました。庁内でも生活文化係ができまして、この文化係の係長さんも婦人が配

置されまして、一緒に婦人のととろではいろいろとお話し合いをしながら、運動が進め

られているわけでございますけれども、婦人セγターは何しろ小さい、それは請願など、

あるいはまた市民の期待にこたえて、市の方が積極的にこたえてくださったわけでござ

いますけれども、もう 6年Tこった現在、そして婦人の活動が広がってし、く中では、ぜひ

この婦人会館を建てていただきたいと存じます。日野市の基本計画の中の第4節に、

「女性の英知と力を地域社会に」と題して、女性の地位向上と活動条件の整備が載って

おります。残念ながらこの中に婦人セソターの建設のことは載っておりませんけれども、

さらに事業計画としては、婦人生活相談員の開設のみでございますが、私は婦人がもっ

と地域の中で活動し、学習し、そして婦人会館がこれにこたえられる、そういうととの

ためにも、今生活・保健セソターができましたけれども、生活・保健セソターとはまた

違う立場で婦人の拠点としての講演会もできる、学習会もできる、サークル活動もでき

る、こうし、う婦人会館をぜひつくっていただきたいと思います。

三つ目には婦人に関する予算をふやし、婦人活動にも財政援助をし、諸外国への女性

派遣事業にも補助金を支給せよということでございます。26市に関する予算をいろいろ

調べてまいりました。 23区も調べましたが、大変まだ婦人に関する予算は少ないです。

婦人の活動が活発になれば、予算もふえるのは当然でございます。私はぜひ今、日野市

の中での婦人の活動をもっと援助するためにも、婦人の活動の分野に予算をふやしてい

ただきたし、と思います。日野市の予算も57年の婦人セ γターができたときから比べます
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と、大変多くなってきておりますけれども、ぜひもっともっとふやしていただきたいと

思います。また諸外国への女性派遣事業、このことに関してでございますが、東京都が

昭和56年度より婦人問題解決のための新東京行動計画に基づきまして、都内の各地域に

住んでいらっしゃる婦人問題解決の各種の施設の視察を行っております。順番がござい

ますので、日野市に当番が回るというわけでもございませんけれども、 61年日野市では

松浦幸子さんがニュージーラ γ ド、オーストラリアに13日間、東京都下の15名の婦人と

一緒に行ってまいりました。 62年はデソマーク王国、 ドイツ連邦共和国でしたけれども、

これは日野市では参加いたしませんでしたが、 63年度ことしはカナダ、アメリカ合衆国

へ10月中旬で約70万の予算で、 16名の方がし、らっしゃいます。この中に日野市の代表が

参加いたしますが、ことしは60万かかります。この半分が東京都がこれを負担する。私

は全額負担とは言いませんけれども、全額負担できれば一番し、し、わけですけれども、ぜ

ひ何らかの形で、この派遣事業、このことによって松浦さんも行ってきてから報告集会

も持ちましたし、文章でもきちっとした報告の文章も私もいただいておりましたが、ス

ライドを見ながら、ニュージーラ γ ドやオーストラリアの婦人の分野の中身について報

告してまいりました。ぜひ私も一一一外国にいた経験ございますけれども、必ず役に立っ

こういう中身だというふうに私も思うわけでございます。市の方でも青年海外協力隊員

への補助金、青少年海外交流ということで、 300万63年度も予算も出ております。婦人

の方にもぜひこの援助をしていただきたし、ということを質問として 3番目に行わせてい

ただきます。

4番目には行政委員会、各種審議会に婦人をもっと登用させ、行政に婦人の声を反映

させよ、こういうことでございます。私ももう随分前になりますが、婦人問題に関しま

して質問したときにも、もっと各種審議会や委員会の中に婦人を登用させて、今の男性

中心のいろんな中身をもっと婦人の声をこの中に入れよということで、行わせていただ

きましたけれども、日野市ではこういう中に24.8パーセソトの婦人が参画しているとい

うことで、他市に比べれば、まあ真ん中ぐらいというふうに判断はできるわけでござい

ますが、しかしこの人数、どこに入っているかということを調べますと、圧倒的に民生

委員の数が多い、約80パーセソト近い民生委員が女性であるということから、この数が

多くなっているわけでございますので、これからぜひ国の方も東京都も、この問題につ

いては今努力しておりますけれども、国も東京都もなかなか婦人の分野でのこうした登

用の活用が少ない、そういう中で日野市が積極的に各種委員会や審議会に婦人の声を入

れるためにも、婦人を多く入れていただきたいというふうに思います。

5番目に、幹部職員に婦人を積極的に登用させ、政策決定の場をもっと広げよ、こう

いうことでございます。市の職員の数は現在1，427名、この中で婦人が652名、約、半数

には行きませんけれども、まあ男女それぞれの人数となっております。いつも思います

ことは、このひな壇にも婦人の部長は一人もいない。私を議会に送り出していただし、て、

今5期目でございますが、 l期目から一人も婦人の部長が座ったことがないわけです。

ぜひ婦人の分野でも部長や課長一一ー係長はかなり人数がおりますけれども、ぜひ政策決

定の場、男性中心の政策決定でなくて、婦人をぜひ入れていただきたいというふうに思

います。

6番目には婦人担当の係、婦人係の設置でございます。生活文化係ができました。こ

れも私が婦人問題のことで質問したときに述べましたけれども、ぜひ婦人担当を置いた

らいかがと提言も行いましたが、その中で生活文化係もでき、婦人の社会生活に関する

こと、これが生活文化係の中に入って、婦人の係長がその担当を勤められております。

大変結構なことだと思いますし、婦人センターができて、婦人団体や個人と市との指導

する上でも、やはり婦人の担当の方が私はし巾、と思 うわけでございますが、この生活文

化係でもやる仕事とすれば、一つは住民の余暇活動と、生活文化の振興に関すること。

二つ目には、消費生活に関すること、そして三つ目が婦人の社会生活に関することでご

ざいます。四つ目はその他市民生活の文化的向上に関することでございます。この三つ

の婦人の社会生活に関すること、このことで、私は本当にたくさんの婦人に関する仕事が

あるというふうに思います。この生活文化係でも市民ギャラリーのことから、消費者農

園その他消費者団体の仕事、これだけ見ましても、たくさん仕事があります。婦人問題

懇談会、毎年行われております福祉を語る婦人の集いの仕事、ことしも市制25周年の記

念の行事も行われます。婦人センター友の会や、セγター業務との連絡など、たくさん

の婦人に関する仕事があるわけでございます。これから高齢化社会を迎える中で、地域

の婦人をどのように多く知恵を出し合い、もっと力を出し合って、社会参加への道を広

げていくか。こういう中では私は「婦人係Jが必要だというふうに思います。福祉部を

調べてみましたら、障害者係、老人係、こういうものもござし、ます。生活保護係、私も

このときに、前にも老人係を設けたらどうかとし、う提案もし、たしましたが、今ではこう

した老人係も設けられ、やはり障害者の担当、老人の担当というととで、その仕事もそ

れぞれのところでスムーズに進んでいるのではないかというふうに思います。婦人セソ

ターができて 6年、日野市の婦人行動計画も策定されまして、その中で担当の係として

婦人係を設置し、婦人の課長や婦人の係長、そして婦人の一般職員でこれらをつなげて
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いけば、私は婦人の持つ特性をもっと生かし、婦人の政策が日野市の中でもっと前進す

るものというふうに考えております。ぜひこの点についてお考えをお聞かせいただきた

いと思います。

7番目に、婦人問題審議会の設置でございます。日野市の方からも提言を受けました

施策の中に、この答申案の中にも述べられておりますが、婦人の施策や運動を援助し、

日野市の今後の婦人行政をさらに進めるためには、私は「婦人行動計画」、これをさら

に進めること。そしてまた「男女共同時代の新しい生活文化創造のための提言」を受け

て、これをどのように進めていくか。この中ではぜひ常時、婦人問題審議会、これが必

要だというふうに考えます。今婦人問題懇談会がございますが、これが今婦人問題審議

会のかわりとしてやっているわけでございますが、 1期、 2期、 3期、 4期とこういう

ふうに進んでし、く中では、ぜひこれをさらに伸ばしてし、くためにも、婦人問題審議会の

設置をお願いする次第です。

最後8番目となりましたが、日野市の婦人行動計画 「男女共同時代の新しい生活文化

創造のためにの提言Jを受けて、 1年以上が経過いたしました。 5月とそれから 1月で

ございますので、もう 1年半近くこれが経過しておりますけれども、日野市としては、

これをどのように受けとめ、そして今どの辺の到達点になっているのか、今後の具体的

な進め方、どのようにするのかをお聞かせいただきたいと思います。行動計画をつくれ

と過去一般質問でもいろいろと提案してまいりましたけれども、ぜひ私は婦人がこの日

野市の中で多く、もっともっと社会参加をするためにも、こうした婦人行動計画もでき

ましたし、婦人問題懇談会を中心に、また婦人セγターを中心に、こうしたことの発展

のためにぜひ前向きな御答弁をお願いする次第です。以上です。

O議長(市川資信君) 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。

生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君)

と存じます。

それでは御質問の点につきまして、順次お答えしたい

まず第一点目の婦人センターの充実でございます。小さな施設ですけども、大変大き

な評価をただいまいただきました。その婦人セソターでございますけども、日野市の基

本計画第 5章第4節では、 「女性の英知と力を地域社会に」の中に、活動条件の整備と

いうことで、婦人センターの充実が挙げられております。これらにつきましては施設の

面と職員態勢を含めまして、管理・運営・内容の充実に向けて努力をしていかなければ

ならないと、このように考えております。
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御指摘のありましたとおり、施設面の充実でございますけども、本年は冷暖房機の設

置もできましたし、要望の出ておりました階段の手すり等の改善もいたしました。備品

につきましても複写機とワープロ等も購入をいたしました。さらに今後御指摘のありま

した備品、テレビ、まあ時計等ですね、いろいろございましたので、これらについては

今後十分に努力をしたし、とこのように考えております。

それから 2番目の婦人会館の建設でございます。確かに女性のライフサイクルが変化

しておりますし、人生80年時代を迎えております。この中で女性の方々が生き生きとし

て生きてし、くためには、もっと施設の充実した建物が必要になってくると思います。学

習・研修のできる、また和室もあり、大きな託児室もある、また料理実習もできるとい

うような施設が現に要望として上がってきております。市民の方の要望を十分聞きなが

らできるだけ実現できるように、前向きで検討をしてまいりたいと、このように考えて

おります。

それから 3点目の婦人に関する予算をふやしてほしいということでございます。 62年

度の当初予算と、本年度の当初予算を比較いたしまして、婦人活動推進費だけを見まし

ても、前年度と比べまして544万2，∞0円の増額となっております。率にいたしまして74.

8パーセント、アップはしております。特に新規事業といたしましては、婦人週間行事、

それから婦人相談事業、女性交流集会、先ほど申しました備品等の購入等徐々に増額を

しているところでございます。今後につきましても、婦人活動の状況に応じ、助成をし

ていく考えでございます。

それから63年度の諸外国への女性派遣事業でございます。これは東京都の実施してお

ります事業でございますが、本年度は日野市が 1名決定をしております。アメリカのニュー

ヨーク、それからカナダではトロ γ ト、この 2市になっておりますけども、日野市につ

きましては、 61年度と続きまして、 2回目になります。御指摘のとおり費用の半額は当

然負担し、半額は自己負担ということになっておりますけども、今後市といたしましで

も、何らかの方法で婦人の海外派遣につきましては助成を行っていきたし、と、このよう

に検討をしております。

それから 4点目でございます。行政委員会、各種委員会に婦人をもっと登用させよと

いうことでございます。昭和63年の 4月1日現在で、女性委員の構成率は、行政委員会

で総委員数34人に対しまして女性委員は 1名でございます。 2.9パーセソトでございま

す。付属機関等では総員数860人に対しまして、女性員は213名で、 24.8パーセソトでご

ざし、ます。これは御指摘のとおり民生委員さんの女性の方が多いとし、うことでございま
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す。これにつきましては昭和61年4月にできております 「庁内婦人行政連絡会」という

のがございます。これらに働きかけまして、女性委員のいない審議会を少なくするよう

できるだけ幅広く人材を求めるように、庁議等を通じまして、女性の登用を図ってまい

りたい、このように考えております。

それから二つ飛ばしまして、 7点目でございます。婦人問題審議会の設置でございま

す。昭和57年に日野市婦人問題懇談会を設置いたしまして、現在で第4次の懇談会を15

名の委員の方でスタートしたところでございます。今後は第 3次婦人問題懇談会から提

言いただきましたところの、 「男女共同時代の新しい生活文化創造のために」というこ

とで、婦人行動推進プラソを尊重しつつ、具体的な推進体制を検討しております。今後

は婦人問題解決のためには、この審議会の設置も前向きで考えていくところでございま

世紀に向けまして、実現できるように現在努力をしてまいりたい、このように考えてお

ります。以上でございます。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 5点目の幹部職員に婦人を積極的に登用させ、政策決定の

場へ、もっともっと広げよということでございます。日野市の、今御質問の中で構成的

なことは出されておりますが、この女子職員というようなことから、すでに女子の勤務

条件につきましては、 61年におきまして男女平等機会均等法、簡単な略しましたんです

が、そうした中での対応の仕方をして、それらの報告を講じてまいってきております。

そうした勤労的な非常に優遇も出てきております。そしてその中で、現在、今45パーセ

ントの女子職員がおられます。今後これらの登用ということで、非常に幹部職員が少な

いじゃないかということでございますが、これらにつきましても一般行政職という点か

ら、病院だとか、保育園、そうしたあれがありますので、一般行政職をちょっと比較を

とりますと、この率が男性の方が62パーセ γ ト、それから女性の方が38パーセ γ トとい

うような比率で行政職には配置されておるわけでござし、ます。御質問のように非常に幹

部職員が少ないということで、係長職には相当女性の方もおります。今後これらの構成

の比率もあります中で、女性の登用も十分考えられる。そしてまた適材適所の配置をし

ていきたし、と思っております。以上でございます。

O議長(市川資信君) 企画財政部長。

す。

それから 8点目でございますけども、日野市婦人行動計画「男女共同時代の新しい生

活文化創造のために」の提言を受けて、現在どのように進んでいるかという御質問でご

ざいます。昭和62年 1月に策定いたしました日野市婦人行動計画は、女性問題の解決と、

女性の地位向上のために日野市が行う施策の基本的な方向を示したものでございます。

日野市の基本構想とも整合性を図っているものでございます。これは昭和61年度から昭

和68年度までの計画の期間を示しまして、それぞれA、B、Cの三つの 3段階に分けて

表示をしております。 Aにつきましては担当部署ですでに実施をしているもので、今後

とも充実を図っていくというものでございます。 Aから Bにつきましては、 63年度以降

68年度までに担当部署で事業化を図っていくというものでございます。

それからCにつきましては、現状では難しいけれども、引き続き検討をいたしまして、

具体化できるものについては、順次事業化を進めていくというものになってございます。

担当部署におきまして、今計画をそれぞれ推進をしているところでございます。

それから第 3次婦人問題懇談会から提言を受けました「男女共同時代の新しい生活文

化創造のために」は、昨年 5月に提出をいただいたところでございます。その中で日野

市独自の制度として提言を受けております、 「女性の能力及び能力提供者派遣制度」が

ございます。この理念を十分尊重しつつ、この制度並びに研修・学習・準備等含めて、

今イメージを明確化するために、第 4次婦人問題懇談会が現在鋭意検討をしてございま

0企画財政部長(長谷川暢男君) 質問の 6点目でございます。組織の関係でございま

女性のための就労の研修、それから調査研究が今後引き続き必要になってくると思い

ますので、基本計画にも「女性の英知と力を地域社会に」とうたわれているとおり、 21

すので、私の方からお答えさせていただきます。

質問の要旨としては、婦人の担当の係、あるいは婦人係の設置ということでございま

す。 26市の中でも、すでに「婦人課Jとし、う課が 1市ございます。他の「婦人係Jある

いは併用した問題担当というような形の中でも、 4市あるわけでございます。その実情

については、私の方も踏まえているわけでございますが、現状の状況としての当市の問

題の中では、日野市の婦人問題懇談会の答申等を受けた婦人行動計画の策定の提言、あ

るいはその中での先ほど来話が出ておりますが、日野市の婦人行動計画というような中

の内容についても、婦人問題担当の部門をというような提言もあるわけでございます。

いずれにしても日野市の基本計画の中で、この行動計画の推進を図るための一つの女性

の英知を結集してというような条件整備の方向・づけを現状しているわけでございます。

しかしこの問題だけでなくして、やはり組織となりますと、全体の組織の問題の機構調

整等を踏まえなければ、なかなか難しい問題でございます。今後こういった内容は十分

す。
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踏まえているつもりでございますので、これからの検討課題にしていきたし、というふう

に思っております。以上でございます。

O議長(市川資信君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) それでは再質問いたしますσ

今それぞれの担当から御答弁いただきましたけれども、なかなか婦人が地位の向上と

か、あるいはまた社会参加する上では難しいなということを率直に思うわけです。私は

ぜひ今一一一生活環境部長の方から lの問題について努力したい、このような答弁がござ

いましたが、努力したいでなくて、テレビやビデオ、あるいはまた食器戸棚、時計、本、

資料の収集、私これについてはそんなにたくさんのお金がいるわけではないと思います

ので、ぜひとれについては来年度の予算につけるかどうか、これは最終的には市長の判

断にもよるかとも思いますけれども、それくらい積極的な答弁があってよかろうかとい

うふうに思いますので、これについて再質問いたします。まだ続きますので・・・。

それから婦人会館については、 26市それから23区、調べましたが、婦人会館がある市

はまだまだ少ない。婦人セγターであるとか、婦人会館とか、婦人情報セγターとかと

いう名前で、 26市の中でもあるのが 5市、まだ 5市が予定、 16市がまだ婦人会館もない、

婦人センターもないとしヴ、そういう中では日野は前進しているなとし、う、これは婦人

の運動の成果で革新市政がこたえてくださったわけですけれども、ぜひこれについても

積極的に婦人が多く集まられる婦人センターをつくっていただきたいというふうに思い

ます。これについては後ほど市長から答弁をいただきます。

それから婦人に関する予算をふやして、海外への女性派遣事業にも補助金を、これに

つきましても何らかの方法で助成するために検討しておりますというふうに言われまし

たが、具体的にどのように検討しているか、もう少し詳しくお知らせいただきたいと思

し、ます。

それから 4番目の行政委員会、各種審議会に婦人をもっと登用させ、行政に婦人の声

をということと、それから 4番目の幹部職員に婦人を積極的に登用させ、政策決定の場

をもっと広げよ、これは同じような庁内のことですので、ちょっとまとめて質問させて

いただきますけれども、 26市、それから23区の中でも庁内に推進会議等ができておりま

す。これはやはり「国際婦人年」、あるいはまたし、ろんな婦人のこうした世界的な活動

の中から、国も東京都もそれから日野市もその指示を受けて、動いているわけでござい

ますけれども、この庁内の推進会議ができている市も多く、そして20市の中では実施し

て、まだ 6市でこれができてないとしヴ、八王子などはまだできていないということで
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ございますが、私はこの庁内推進会議ができたことは大変結構です。それでお尋ねした

いのは、庁内の婦人行政連絡会ができたというふうに聞いております。部長が 1名、課

長が15名で、中身としては「婦人関係施策の総合的かつ積極的推進を図る」という、こ

ういう目的を持って、このものが「庁内婦人行政連絡会」ができているわけでございま

すが、この中に婦人が入っているのか。あるし、はまた課長は、今、課長補佐は 1人いらっ

しゃいますし、それから多摩平支所に課長が行っておりますが、あとは全部保育園とか

幼稚園、病院、とういうところの園長先生が係長という待遇でございますが、課長はま

だし、なし、ーーまあ 2人、 4人、主査も含めて4人ということになっておりますが、私は

この「庁内婦人行政連絡会」の中に、婦人がし、るのかどうか。それとこの会議は61年の

4月 1日に設置されましたが、今日まで何回この庁内連絡会が開かれたか。とのことを

お尋ねいたします。

それから婦人の担当の係、婦人係はまだこれからということでございますけれども、

先ほど述べたように婦人の行政をもっと積極的に推進するには、私は係が必要だという

ふうに思います。まだ26市、 23区の中でも、 「婦人係Jとまではいかないけれども、積

極的に婦人の問題でも市の方の行政として運動も展開されておりますけれども、調べて

も予算も少ない、そして係もないということになりますと、本当にいろんな分野でもっ

ともっと前進するのには、私は「婦人係」が必要だと思いますので、この点については

市長の方からも答弁をお願いしたいと思います。

それから 7番目の「婦人問題審議会の設置」、これにつきましてもぜ、ひ私は婦人、こ

れの「男女共同時代の新しい生活文化創造のために」の中にも提言が出されております。

行政として何を整備し、充実させていくかという中で、婦人問題に関する諸分野から、

専門の学識経験者を含めた条例による婦人問題審議会を設置し、市の婦人行政に助言を

得、また民間及び市民的見解を導入する。なお条例による審議会が設置されない間は、

当面暫定的に婦人問題懇談会がその役割を果たす。今、社会の中でも婦人が多く採用さ

れて各分野で、民間会社でも婦人が積極的に採用されて、多く力を発揮しているわけで

すから、これについてぜひ「婦人問題審議会」を設置していただきたいということで、

もう一度再答弁をお願いしたいと思います。

あとは具体的には、私は市長に最後にお尋ねするのは、 「男女共同時代の新しい生活

文化創造のために」と、日野市の婦人行動計画について、最終的に市長はどのようにこ

の問題をとらえて、そしてこれから進もうとしているか。先ほど部長の方ではA、B、

Cを分けて答弁なさいましたけれども、見るだけでも Aもございますけれども、 Cもか
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0生活環境部長(藤浪竜徳君) それでは再質問につきまして、御答弁いたします。

係長でも一般の職員でも私はし、し、と思います。婦人をもっともっと積極的に登用させて

いただきたし、というふうに思います。そのことについて最終的には、市長の答弁となる

というふうに思いますので、ぜひまとめて市長から御答弁をいただきたいと思います。

O議長 (市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御指摘のあるそれぞれの課題については正確な認識を持つベ

く、いろいろまあ勉強もさせていただいておるということを、まず申し上げておきたい

と思います。行政の中に総合行政として、 「青少年問題」とし、う問題、あるいは「婦人

問題」という問題という言葉がついておる行政が、総合行政の中でこれから解決をしな

きゃならない、そういう課題を持っておるというふうに、認識をしております。

従来は婦人もどちらかというと、社会的弱者の地位において、福祉のサイドから施策

を考えるという傾向がございましたが、私は今日、婦人のこの社会参加といい、地位の

向上といい、これは弱者という視点ではなくて、婦人という一一社会を構成をしている

男性女性の平等の関係で、解決、あるいは向上の方向を図るということが基本であると

いうふうに思っております。

したがって政策、あるいは施策的に何を具体的にやれば、そのような成果が現実に行っ

たことになるか、この点にまだ結論までを見出し得ていない。こういうところで、今指

摘をされるような部分が大いにある、このようには考えておるわけであります。幸いに

当市におきましてはいろいろな運動がございまして、婦人セソターを小規模ながらも発

足をさせることもできましたし、それから社会的に消費者運動としづ立場で、まさに生

活に関します運動の大部分を、婦人に、婦人の運動に依存をしておると、こういう面も

あるわけであります。

社会教育、それから子供のもちろん健全育成、それから今後の高齢化社会、このそれ

ぞれの課題の中でこれから婦人に期待をし、また依存をすることが非常にふえてくる。

このように考えるわけでございまして、どういうふうに婦人の力量を地域社会に発揮し

ていただけるか。このことをまず基本的に進めようとしておるのが、婦人問題懇談会に

対します諮問の内容でもあります。これまで婦人問題懇談会などでは、日野市にふさわ

しい行動計画をつくっていただき、その行動計画の中に、具体的な提言もいただいてお

るわけであります。例えば、婦人の力量によるボランタリー・アソシエーション・シス

テムの開発をやるとか、こういうことを指摘されておることに私最も重点を感じており

ます。つまり日野市の一一婦人らしし、能力において社会参加をして、そして世の中のニー

ドに積極的にこたえていくそういうシステムをつくれと、こういうことだと受けとめて

なりあります。このCの問題、特にこのことについてはどういうふうにやっていくか、

これからの課題だというふうに思いますが、ぜひこれについての見解をお聞かせいただ

きたいと思います。市長は一番最後で結構ですので、まず部長の方からお願し、をする次

第です。

O議長(市川資信君) 生活環境部長。

まず第一点目でございますけども、婦人セソターの備品の予算計上の件でございます。

要求のございました備品、それから本等の資料、まあ婦人活動に必要なものと思います

ので、これにつきましては予算を計上したいと、このように考えております。

それから 3点目の海外、女性の派遣事業の補助金の件でございますけども、これらに

つきましては、現在各市の状況を調査しております。これらをもとにしまして、検討を

さらに進めていきたし、と、このように考えております。

それから庁内の婦人行政連絡会でございますけども、これらにつきましては、構成委

員でございますけども、女性の委員は入っておりません。それからこの61年4月 1日か

ら施行になっておりますけども、この間一一一特に記憶がございませんけども、まあ何回

かは開いたんで、はないかと考えております。私になってからはまだこれは開催しでござ

いません。以上でございます。

0議長(市川i資信君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) もう一度質問して、そして最後に市長からまとめて御答弁を

いただきます。

先ほど部長の方から「庁内婦人行政連絡会Jの中に、一人も女性が入っていない、私

当然だと思います。婦人の課長がし、ないんですから。課長補佐という方はし、らっしゃい

ますけれども、あとは全部、外の方の係なので、私はぜひこの人数にこだわらないで、

日野の市役所の中にも婦人の方がたくさんいらっしゃるわけですね。そういう女性の比

率をぜひ入れていただきたいというふうに思います。

それから、この連絡会が何回開かれたかということについても、全く把握されていな

い。私が開いたところによりますと、ことしは 1回ぐらいしか開かれていないというふ

うに聞いておりますので、これでは本当に婦人の行政が進むわけはないわけです。この

日野市の中でも、私も婦人議員として、婦人の地位向上のためにも、本当に頑張ってま

いりましたけれども、庁内からこういうことであれば、本当に婦人行政が進むわけあり

ませんので、ぜひこの点については、庁内からこのことについて改善していただし、て、
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おるわけでございまして、今回の婦人行動計画には、そんな具体的な取り組みのことも

お願いをしておるところでございます。

婦人の登用でありますとか、あるいは審議会の設置でありますとか、また女子職員の

庁内の登用でございますとか、いろいろ分野はそれぞれに、また有意義でもあろうと思っ

ておりますので、総合的な婦人行政とし、し、ましょうか、要するに地域社会にどのように

婦人の力量と役目を積極的に導き出すことができるか、誘導することができるか、能力

を持たれながら、家庭にどちらかというと能力を十分に発揮できないでいらっしゃると

いう状態がまさに婦人問題だろうというふうにも思うわけでありまして、日野市は新し

い町でもございますし、先鞭をつける土壌としては、十分可能性のある状況だと思って

おりますので、そういう観点の中から今後の婦人問題、あるいは婦人行政というのを発

展をさせていき、そして男女の共同社会の中で一一ーまた役割というと、何かこう男女差

というようなことになりかねませんが、それぞれのやっぱり能力をふさわしく出せる、

そういう社会システムということが、新しい社会に求めていくべき理念だというふうに

考えておりますことを、お答えにさせていただきたいと思います。

個々のセソターの備品の充実でありますとか、それから海外派遣に選ばれ、婦人問題

懇談会の中からことし選ばれて、おいでになる方の何らかのはなむけというふうなこと

も、内部的には考えておるところでございます。ただこの前行かれた方に、必ずしも十

分なことがやっておりませんので、その方に配慮もまたしなければならないと、こうし、

う事情もございます。

婦人の登用はこれは庁内では漸次一一一人材もたくさんおりますから、その能力がだん

だんと高まっておることも承知いたしております。その婦人行政連絡チームという、そ

うし、う必要な場合にお互いの連絡もできる、そういう人選は行っておりますので、これ

からはもう少し機能的な活動をするように求めていこうと、このように伺ったところで

ございます。

まさに理念づくりの審議会は、意味がもちろんあるわけでありますけど、私はもう理

念づくりよりも、行動の時代である。むしろ細かく委嘱をした形の審議会、あるいは懇

談会は、個々の方に御苦労のかけすぎということにもなるように思いますし、むしろ個々

の運動を尊重をして、運動の力量の中で、お互いがまた大いに励みあっていただく、こ

ういうような方策を考えたいと思います。

0議長(市川|資信君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) ただし、ま市長から御答弁いただきましたが、私はぜひ、私が

今回提起いたしました八つにわたる問題について、今後とも市の方でも積極的にやって

いただきたいというふうに思います。まず市の幹部の方々の頭の一一男性幹部の方々の

頭の切りかえも私必要ではないかというふうに思いますし、例えば私がことし一一採用

の問題でもあるわけですけれども、 63年度の採用でも一般職の日野市の中の採用でも、

男性が 8人、女性が 5人ということで、 13名採用されておりますが、こういうことにつ

いてもまず採用の段階から、男女同じ数、それはやっぱりその職場によって限られるか

もしれませんけれども、一般職であるならばこれは可能なわけであります。そういう点

ではぜひもう採用の段階から男女の差はなくす。また庁内でもまず男性優先のこういう

係長の、それから課長、部長というふうに、そういうふうになっていくと思いますので、

婦人もたくさん能力を私持っていると思うんです。そういう中ではぜひ婦人をもっともっ

と積極的に登用させていただきたいというふうに思います。

それから婦人会館の建設も、今これだけ大きく広がってきた婦人の持っている能力を

生かして、先ほど市長も言われましたこの日野市の提言の中にも、これからの婦人の活

動、こういうふうにやったらどうかという本当に積極的な提言がまとめられているんで

す。これをやるためには、婦人会館も必要でございますので、ぜひ婦人会館の建設も検

討の中に入れていただきたいというふうに思います。

それから外国に行く女性派遣事業にも補助金をということでは、三多摩の中で 1市行っ

ている市もございますので、ぜひ条例などもつくっていただし、て、これに対する、やっ

ぱり外国に行って、見聞を広げて、この日野市に戻ってきて、日野市の婦人のリーダー

としてまた活躍できるそういう場にもなりますので、ぜひこの点についても御援助をお

願いしたし、というふうに思います。

それから婦人の担当の係もぜひ今後の検討としてやっていただきたし、と思いますし、

婦人問題審議会の設置も、先ほど市長も言われましたが、これから本当に婦人の力量を

社会に発揮してもらうためにも、必要でもありますし、これからは理論づくりよりも行

動の時代だというふうにおっしゃいましたが、こうしヴ婦人問題審議会も必要です。そ

の行動の拠点となる婦人会館も必要でありますし、先ほど示されました日野市の婦人行

動計画、そして「男女共同時代の新しい生活文化創造のために地域社会日野市における

婦人行政推進プラ γへの提言」、このことに本当にこれらからの婦人の活動が入ってる

と思いますので、これからの市の行政について、期待を申し上げまして、私の質問を終

わります。ありがとうございました。

0議長(市川資信君) これをもって 6のし婦人の地位向上と社会参加をさらにすす
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めるために、婦人に関する諸問題について問うの質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時49分休憩

午後 3時27分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

議決権というようなことの行使の中で、また市政をチェックする上でもこの条例集、あ

るいは要綱集、こういったものがなければならない。また市側にとっても行政を担当す

る行政が同様に大変重要なものである。これは当然だと思います。

条例については議会の議決を経るわけですから、我々も承知している部分、部分とい

いますのは、我々が担当した時点では十分承知をしている。で、過去に設置をされた条

例、そういったものもあるわけですから、そういう言い方をきしていただきますが、規

則・要綱等については、行政側で定めるというところでありまして、そのために庁内に

おいて例規審査会、規程、あるいは要綱等の作成及び取り扱い規程を定める、その取り

扱いには十分配慮がなされていることと承知をしている部分であります。

そこで市長に直接お伺いをする前に、せっかく私の方で、先ほどちょっと一言、口火

を切ったんで、たまたま調べたことですから、御報告をさしていただきたいと思います

が、第 1巻には183項目、それから第 2巻には252項目、要綱集には180項目、あわせま

すと615というような数字が出てきます。まあ多少見間違いがあるからかもしれません

から、変動があるかもしれませんが、それだけ膨大な、例規集の中には含まれていると

いうことでありますし、中には総理府一一先ほど申し上け7こ中の細かいことでは総理府、

あるいは自治省、東京都の告示、主として特段に定めたものといし、ますか、それ以外に

条例・例規・細則・規則・協定・規約・定款・あるいは減免基準、そして要綱の方には

要綱等基準、こんなようなことで、それぞれ一定の手続きを踏まれたものが載っている、

こういうことでございます。そういう中で特段今回はタイトルを中心として、内容につ

いては要旨を伝えていないという中でございますけれども、先ほど来の、ほかの議員さ

んの質問の中では、市長は一番最後にというようなことがありましたんで、一番最初に

市長にこの条例、あるいは要綱、そういったところに完全に整備され、あるいは十分機

能を発揮しているとお思いになっているのか。この点を、まず後の質問の関係もありま

すから、簡単でございますので、その点だけお伺いして、次に進んでいきたし、と思いま

一般質問 7の1市政執行の基本となる条例・要綱等に不備はないかの通告質問者、土

方尚功君の質問を許します。

(4番議員登壇〕

04番(土方尚功君) 議長のお許しを得ましたので、通告に従いまして一般質問を行

わせていただきます。

今回市政執行の基本となる条例・要綱等に不備はないかとの質問であります。昨日共

産党の米沢議員の質問の中に、要旨を伝えていないのでとの理由から、積極的な私が受

けた感じでは質問となっておりましたが、私、今回の質問では一切質問要旨を伝えてあ

りません。それは今申し上げ、たタイトルに十分あらわされているからです。ということ

で理解をしているところでございます。

さて、私たち議員がそして市民が含めて行政の指針とし、し、ますか、どのようにとり行

われているかといった内容を深く知ってし、くためには、ここに貸与を受けております例

規集、これによるところが大きいわけであります。要綱集も当然でございまして、この

例規集等の大変なこれだけの量でございまして、一読するにも非常に相当の時聞を要す

る、実際に市長はこの中に何項目あるか、できれば質問したいところでござし、ますけれ

ども、御承知のとおりこの条例の内容につきましては、早期に日野市全体にかかるよう

な問題とし、し、ますか、そういったものと議会、それから行政委員会、まあ委員、行政の

通則、人事・給与、財務、そして 2編の方には教育、民生、衛生、産業、経済、建設、

消防、防災から受託水道、公営企業、その他というようなことで、項目が16の編に分か

れているわけです。この中、中心としてはその市の基本にかかるような問題と、それか

ら行政が直接これに基づいて執行してし、く、あるいは市民が受ける受益とし、し、ますか、

そういった商にわたって広く書かれているわけです。我々が、条例については新設、ま

たは改廃、それから予算の執行関係、決算、こういったことの認定については、議員の

す。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御指摘のとおり、市の公務に関します行政執行の根拠は、条

例であり、それから内部の運営上の指針を定めた要綱であり、その他規則等一定の、国

の法律から発生したもの、いろいろな系列があるわけであります。したがし、まして、そ

れらの行政執行の源になる諸制度は、絶えず一一市民の要望、あるいは行政執行の側か

らなるべく完全に機能する状態である、またその状態を維持することが大切だというふ
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うには、原則として論拠があると思っております。長い期間を経たし、ろいろな集積でも

ございますので、時代の変化によって、多少意図や趣旨が変更される、あるいは変更す

る必要のある変化も伴うわけでありますが、それらを適切に改廃等行いながら、一番機

能性の高い状態を維持することが大切だということは感じておるところでございまして、

現在今、数のことも言われまして非常に内容膨大でもございますし、一々点検をすれば、

今の原則論に抵触するものもあるかもしれませんが、これらを速やかにこれからしっか

りと目を開いて、必要のある改廃も行わなければならない、こういうこともまた感じて

おります。一般原則論は以上であります。

0議長(市川資信君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) ありがとうございました。今の答えからすれば、多少そういっ

置くことができるじゃなくて、置くというような状況でありますし、それからその

委員そのものを置いていない、こういうものがあるわけです。すべて詳細に調査をした

わけではありませんけれども、今述べたように、部分的に少なくとも検討を要する部分

があるんじゃないか。ですからタイトルでは「不備」というようなことでうたったんで、

今回どうかなと思ったんで、すが、私は今回の質問のタイトルを出したことによって、相

当一ーまあ50パーセントはそれぞれ部課において、自分のところの条例はどうかなとい

う見直しがされたんじゃなし、かなというふうに、私はよく解釈をしているつもりです。

ですから、結論的になっちゃいますけども、あとこれから、今まで個々に見てみますと、

例えば先ほども一ノ瀬議員からの質問、あるいは過去においても、はっきり条例・要綱

等をうたって、見直しは必要ではないかというような問題、石坂議員あるいは高橋議員

等もおっしゃってました「町づくりの指導要綱等J、こういったものも、条例そのもの

というより、今回の最初の条例の改正の上程のときにも市長は目的に沿ったというよう

なことで強くおっしゃってましたし、今回も先ほどの中で大分やりとりの中に、要する

に趣旨、目的に沿って要綱等がどうなのか、見直しというようなことで言われておりま

したから、そうし、う視点で今回質問をしたわけであります。せっかく立って、あまり短

い時間でもいけませんから、一つ事例を挙げてお伺いをしたいと思いますけども、今回

の当初にもありました、要するにこれから日野の行政を進めていく中で、土地の取得の

問題等が出てましたし、先ほどちょっと申し上げました基金の関係で、考え方を伺って、

一一一これ間違えているということじゃありませんで、考え方等をひとつ伺いたいと思い

ます。 1日野市土地開発基金条例」これについては、 46年に条例が設置されたわけです

けども、当時、今の市長は議員として審議をされたメ γパーの一員でございますし、こ

の点基金が当時、最初は一億円で出発をいたしました。 47年、 49年に改正をされ、現在

は5億円というようなことで、まあ「必要あるときは予算の定めるところにより、基金

に追加して積み立てをすることができるj。それから次に「前項の規定により積み立て

が行われたときは、基金の額は積立額相当額、増加するものとする」。つまり基金の額

は5億円というふうに定めて、今回決算の関係でいきますと、 6億5，723万1，0∞円とい

うような決算出ておりまして、こういったことも一つの見直しとし巾、ますか、特段にそ

の土地をこれから取得していくんだというようなことでは、金額をよげるのをもうすで

に二十数パーセ γ ト、要するに基金の額を上回った金額で、動いているわけで、そのこと

が間違いではないということになろうかと思いますけども、やはりそれに沿った、例え

ばもっと先を見越して、極端な例とすれば、 10億なり20億なり、そういった金額を設定

た点もあるではないかなというようなことであろうかと思いますし、せっかく質問のこ

の場に立たしていただきましたんで、若干こんなことかなということを少し、幾っか挙

げさせてもらいたいと思いますけども、特にこれを見て、実情にもうすでに合っていな

いんじゃないかなというような条例。例えば「雌牛の貸付」というようなことの条例が

現実には、もう乳牛そのものが確かに 3軒、今経営されている方が 3軒で、頭数も何十

頭というような形の中で、日野市でも特に持っていない、それでそれに付随する要綱等

も、審査委員会の規程等もある。それから古いものがそのまま載っている事例、例えば

59年度というような、あるいは60年度というような年度を区切った時限的な要綱、ある

いは条例ですね。事例ですから挙げさせていただきますけども、 159年度目野市社会教

育関係補助金交付要綱J 160年度酸素購入費助成費事業運営要綱J 1豊田駅周辺地区商

庖街診断実施補助金交付要綱」こういったものは、年度である程度、あるいは年度ではっ

きり切ったもの、あるいはもうすでに過去に時限的にやって、その事業は済んでしまっ

たというような要綱ですね。それから内容を改正をするべきであろうというような問題、

「社会教育協会に対する補助金交付の条例」あるいは「日野市社会教育センター補助金

交付要綱」、それから開発の基金の関係でございますけども、そういった問題。これは

あとちょっと場合によっては内容に触れますけども、そういったものO それから付属機

関等、あるいは委員ですね、こういったものの設置を定めているのにもかかわらず、置

いていない条項。これは例えば実態にこれはそくやわなし、一一徐々にはそういった問題で

検討されるでしょうけども、 「駐留軍関係の離職者等対策協議会条例jあるいはその設

置にかかる問題、それから「社会教育指導員設置等に関する規則J 1埋蔵文化財行政特

別専門委員設置要綱」、こういったものがそれぞれの機関を置くということでうたって
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していくのが、妥当ではないかなというような考え方に立つわけなんですけれども、そ

こら辺についてまあ一つの事例としてこうなんだというような考え方があれば、お示し

をいただければというふうに思います。

0議長(市川|資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 考え方ということでございますので、文書を取り扱ってお

ります総務部長の方から御回答いたします。

今御指摘の、議員さんからおっしゃられました基金の額が 5億円、そしてさらに 6億

5，723万というような、もう 1億も現在基金としてはあるわけです。そうした場合にこ

の条項に照らしまして、第2条、第 3項で、額の相当額が増加した場合という ことでござ

います。ということでこれの見直しをすべきであるということでございます。確かにこ

れはその年度ごとには、 5億円以上の金額がすでに二，三千万円も出ていたと思います。

そうした中での見直しをしてなかったということでございますので、その提言というか、

これは非常に条例の見直しをしなかったということでございますので、これらの見直し

をしていきたいというふうに思っております。

0議長(市川資信君) 土方尚功君。

04番(土方尚功君) ありがとうございました。

的が達成されたかなと思います。で、今後私の方もじっくりそれらの対応について見さ

せていただきまして、状況によっては個々に質問をさせていただきますし、今回調べ上

げた状況の中からは、決算委員会でも指摘をして、済ましていきたいと思いますので、

ぜひそういった対応をお願いをしたし、というふうに思います。特段に市長の方からそれ

に向けてのお答えがあればお伺いして、なければ質問を終わりたし、なというふうに思い

ます。

0議長(市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) よく調査をしていただきまして、熱意に感謝をしておるとこ

ろでございます。当時、この土地開発基金条例というのは、人口がふえ、公共施設をつ

くるためにむしろ積極的に基金を定めて、額をふやしていこうと、つまり基金制度の始

まりだったと思っております。そういう意味で、この活用を期待する発言のしたことを

思い出すわけでありますが、今日開発公社などができまして、またかわる形で用地確保

についての努力が進んでおる状況でございます。基金も大分項目もふえてまいっており

ますし、それぞれの本来の条例制定の趣旨に沿って、過去金額では今日禁止される面が

あるかもしれませんが、これからも十分活用に留意してまいりたい、このように感じて

おるところでございます。

0議長(市川資信君) 土方尚功君。たまたまこの基金の関係につきましては、先ほどお話ししたとおり、 46年の時点で初

めて議案上程がなされまして、そのときの、まあ今の現在の市長が大分細かく質問をさ

れておりまして、市長は十分承知をされているところであろうというふうに、理解をす

るところであります。特にその金額等の関係については、たまたま委員会に付託された

後も、改めて市長が確認をしている一一今の森田市長が確認をしている、その一言だけ

ですけども、ちょっと披露したいと思います。 I第2条の基金の額の 1億円は、年次に

よって累増するものであるかどうか、このことがどういうふうに認められておるか。」

こんなことでですね、この基金に絡んだことは、大分質問等されてます。これは46年の

第 1固定例会、この議事録でございます。相当書いてあるんですが、そういうことで特

段この関係等については、市長も十分承知をされているというふうに思います。ぜひ一

一今、総務部長をして検討を してい くというようなこ とのお答えをいただきました。総

体的にほかにもまだ相当、先ほど指摘した部分とし、し、ますか、以上に、要するに総体の

一一今までも議論がありました条例の目的、それに、沿った要綱等を大きな意味合いで、

書いてある条文だけに限らず、そういったものを総点検するという必要性が多分にあろ

うかと思いますので、先ほども申し上げました半分は、もうすで、に投げ、かけた時点で、目

04番(土方尚功君) ありがとうございました。

特段に申し上げるあれはなかったんで、すが、当時も土地開発公社の関係等もこの中に

もちょうど並行して出ているようでございますんで、それはそれとしていずれにしまし

ても今回監査委員の方からの報告の中にも、特段に補助金の関係、これは特定のもので

すけども、そういった補助金に目を向けた関係、それからも う一つ支出負担行為整理簿

の事務処理というようなことで、とにかく職員の部分に目を向けたことはあります。こ

れらもすべて、きょうあまりあれなんですが、やはり理事者を中心としてひとつそれぞ

れの部、課長さん、あるいは係長さん、一丸となって市民のために全力を注いで、より

よい市政ができるよう要望をいたしまして、この質問を終わらせていただきます。あり

がとうございましTこO

0議長(市川資信君) これをもって 7の1、市政執行の基本となる条例・要綱等に不

備はないかの質問を終わります。

一般質問 7の2、四小、万願荘周辺の整備についての通告質問者、土方尚功君の質問

を許します。
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04番(土方尚功君) 続いての質問でございますが、四小、万願荘周辺の整備という 出というものがとまったというような効果は、私も目で確認をしております。この点に

ついては、感謝を申し上げるところでございますが、今部長の中には、進んでいる、要

するにいろいろの関係が進んでいるんだというふうな言い回しでお答えがありましたけ

ども、実態としては、確かに万願荘についてはああしみ市道の問題から整備をして、カー

ブミラー等も設置され、道路も完全に舗装された中で、はし、し、わけですが、第二日野万の

地域とし、し、ますか、それから四小にかけた方向については、必ずしもそういう実情では

ないというふうに、私思います。そういった意味で、ちょっともう一度確認をいたしま

すが、そこら辺を含めての今後、ごく最近とし、し、ますか、これから特段に事業を進める

というようなととが具体的にお示しがし、ただければ、いただきたいなというふうに思い

ます。

ようなことで、前回のとし巾、ますか、昨年のちょうどこの第 3回定例会で、万願寺の第

2地区とし、し、ますか、この関係の質問をさせていただいたときに、やはりちょっと質問

はいたしましたけれども、改めて確認の意味合いでの質問等させていただきますが、万

願荘地域については、もともと区画整理の区域には入っていない。そして都道から北と

し、し、ますか、北東の部分の、多摩川との聞にはさまれた都道との間の部分、これらにつ

いては、この部分の方は都市計画一ーそのものは計画あって、実際に幹からははす.れた

というようなことがありまして、この地域特段に道路の状況、それから排水関係という

ようなことに集約をされてこょうかと思いますけれども、改めてこの地域の問題につい

て、まあそのときにはたしか生活道路の整備というようなことで対応していきたいとい

うような答えがあったかと思いますけれど、この下水道の未整備等による雨水問題や、

その道路の整備など、生活環境に対する施策の推進に強く地域の人が関心を寄せている

わけですから、現在この地域における市側の公共施設整備、そこら辺で、市民がずっと

住んでいたい、そうし、う地域に改良していくために、差し当たってどのような事業計画、

お持ちになっているか、お伺いをしたいと思います。

0議長(市川資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

今議員さんからも御指摘がございましたように、第四小学校の付近、及び万願荘とそ

の北側一帯における既設道路の整備、また交通安全上、生活環境上の向上を図るという

意味からも、重要な問題であるということで痛感をいたしておるところでございます。

このような点を考慮、いたしまして、数年ほど前から、この地区の側溝の改修、また路面

舗装の整備を初めといたしまして、多摩川堤防沿いの市道の拡幅、及び排水施設の新設

など、比較的整備が進んでいる地域であるというぐあいに考えているところでございま

す。このほかに第四小学校の雨水流出ということで、非常に問題がございましたけれど

も、これは吸い込み槽を新設いたしまして、大きな効果をあらわしているというぐあい

に考えております。今後とも引き続きまして、日常生活に密着した生活道路の整備、改

良、具体的に押し進めて、利便性の向上、安全性の確保ということを押し進めていきた

いというぐあいに考えております。以上です。

O議長(市川資信君) 土方尚功君。

0議長(市川資信君) 建設部長。

04番(土方尚功君) 今、お答えをいただきまして、特段四小の校庭からの排水の関

0建設部長(永原照雄君) 私、進んでいるとし、し、ますか、ほかの地区に比べて比較的

進んでいるというような意味で申しましたので、そのように御理解願し寸こし、と思います。

今、御質問でございますけれども、さしあたって今後どのような事業が、具体的に進

められていくのかとし、う問題でございます。一番目といたしましては、多摩川沿いの市

道の路面の改良をいたします。これは今年度の予算だったと思います、に計上してござ

いますし、また四小の西側の南北を結ぶ道路の路面の舗装と、排水溝の改良をいたしま

す。それから 3番目といたしましては、雪印乳業付近の幹線市道の排水溝の改良を当面

いたします。この 3点は実施するということで、御理解を願いたし、と思います。

もう一つ情報が入っております。それは都道でございます。都道の154号線、日野橋

からの高幡の保健所を抜けてし、く道路でございます。これが154号線でございますけれ

ども、件名といたしましては、路面の補修工事でございます。延長は632メートル、こ

れは車道路面補修でございまして、場所はどこからどこまでかとし巾、ますと、古谷太ー

さんの一番はずれの方から、根川の先、高幡より1∞メートルぐらいまで、延長632メー

トルでございます。

それから 2番目といたしましては、ガードレールの設置がござし、ます。これは四小の

入口より西側の方に位いたします。設置のメーター数は96メートルで、ございます。

それから 3番目といたしまして、側溝の補修をするということでございます。これは

高速道路の日野橋より約46メートルでございます。そういうことで都の方でも工事を進

めてくれるというようなことで、なお市の方でも今申し上げましたとおり、 3点は実施

していきたし、というぐあいに考えております。以上でございます。係は、確かにことしの夏休みの聞に、吸い込み槽を設けていただいて、非常に外への流
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0議長(市川資信君) 土方尚功君。 ( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって会議時聞を延長することに

決しました。

古賀俊昭君。

(24番議員登壇〕

024番(古賀俊昭君) Iミスター行革JI財界の荒法師」の異名で知られました、ま

た経団連の元会長、第 2臨調、そして行革審の会長を務められた土光敏夫さんが、去る

8月4日、 91年の生涯を閉じられました。まさに巨星落つ、残された多くの実績をたた

えるとともに、御冥福を心からお祈り申し上げたいと思います。

特に晩年は「私の残る全精力を日本の行政改革の達成に注ぎたし、Jということで、日

本の世直し、いわゆる行革に、持てるエネルギーのすべてを傾注してこられたわけであ

ります。この情熱、そして精神、そして行革の指針を今後我々が継承していかなければ

ならないと思うわけであります。

さて土光さんのモットーは、新聞報道等によりますと「個人は質素に、社会は豊かに」

であったそうであります。そして氏はよく、歴史の話をされたそうであります。ローマ

帝国が滅亡した例をヲ|し、て、 「今、手を打たなければ、 21世紀の日本はだめになるので

はないか」そう憂いておられたそうであります。私どもこのローマ帝国の話は、歴史で

も学んだところでありますが、アフリカの最北端、チェニジアという国があります。こ

こは昔都市国家で知られました、栄耀栄華を極めたカルタゴという国があったところで

あります。このカルタゴはローマ軍に攻め落とされ、滅びるわけでありますが、このカ

ルタゴを攻めたスキピオというローマ軍の将軍は、カルタゴが燃え落ちるのを見て、以

前にはノミピロニア、そしてアッシリアが滅び、今、カノレタゴが滅ぶ。次はローマかとい

う発言、そういう話をしたそうであります。そしてそれからローマはやがてスキピオの

予言どおり東西に分割をされ、やがてこれまた栄華を誇ったローマ帝国は滅んだわけで

あります。この滅亡の原因は、よく言われるところでありますが、 「パソとサーカスに

ある」と言われております。今日流に言うならば、ぜいたく、飽食と遊びというととに

なろうかと思うわけであります。

我々はこうした歴史の教訓にも素直に学び、そしてこれからの21世紀に向けての日本

の国づくり、土光さんが期待されたように、誤りなきを期していかなければならない、

そう思うわけであります。 91年の生涯をたたえたいと思います。

さて、行革の中でも再三私は一般質問に取り上げてまいりました、 「給与」や「退職

04番(土方尚功君) ありがとうございました。

特にこの地域には今舗装の問題も伺いましたが、実際には路面がよくなることは結構

なことなんですが、特段にはあの地域、四小の南側とそれから都道の、高速道路の南側、

この辺については必ず水がたまるというような状況がありまして、今回の舗装にかかわ

る問題では側溝の部分の改修は期待ができないかなというふうな判断をするわけですけ

ども、ぜひそういったことも働きかけとともに、特段に四小のプールのわきの水等につ

いては、万願寺の区画整理の方をできるだけ早く進めていただいて、そちらに流し込む

という予定にもなってますから、そちらの分野の方にはよろしく推進方お願いしたい。

特段に、先ほど出たこの地域の中で、やはり相当低い一一一地盤が低いとし北、ますか、そ

ういったところがありますんで、その四小に設置をした吸い込み槽というようなものを、

極力普通の道路の中へ埋め込んで、雨水にかかる早急な処理ができるような提言的な意

味合いで、ぜひ事業化に取り組んでいただきたい。あわせてまた地域には、相当な私道、

私道として残っているような道路がありまして、そういったことで住民側が要望する場

合には、極力市側としてもその面に協力をいただきたし、なというようなこともございま

す。とあわせ、おかけ.で万願寺、要するに例のパス路線の関係は、非常にこの路線もふ

えてきたというようなことで、地域の人も喜んでいるようですが、特段、あちらの第2

万願荘の方の方にすると、道路一一パスが国道を通らなくなったというような関係から、

非常に不便だというような意見もあります。そういったことも含めて、この地域の方々

によりまた市の施策が反映をされるように、特段の努力をお願いをして、この質問を終

わらせていただきます。ありがとうございました。

0議長(市川資信君) これをもって 7の2、四小、万願荘周辺の整備についての質問

を終わります。

一般質問 8の 1、三度、自治省から是正指導を受けた「給与J I退職金」についての

通告質問者、古賀俊昭君の質問を許します。(I議長、議事進行」と呼ぶ者あり)

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私、大体ほんの 1時間ぐらいで終えるのではないかと思ってお

りますが、途中で時間延長が入るようになるよりも、あらかじめ取り計らっていただけ

れば・.. . 

0議長(市川|資信君) お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の

延長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
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れだけの項目を提示して、そしてやってまいりました。それでは、その今御指摘のあり

ましたように、遅々として進まないという中でも、その 9項目につきまして、残りまし

た今のあと 2点の問題でございますが、通し号俸、これらの問題を除きまして、不十分

ながら、特勤にいたしましても、それから初任給にいたしましても全部、手をつけたと

いうことで、この間のヒアリ γグにおきましては、日野市に対する指導というものはほ

とんど甘かったというような結果を、私受けております。だからといって、これは私ど

も再三申し上げておりますが、改定計画一一第 3次行政改革ですね、これは今崇高な土

光会長さんがなくなられました。土光さんの命令を受けてやるというものでなく、むし

ろ市独自が、常に行政が今後ずっとある限りにおいてはやってし、く、みずから取り組ん

でいくべき問題であるというふうな認識のもとにやってまいりました。そういう中でこ

の是正計画を10月末までにというようなことで、これを提出していくということで、す

でにこれらにつきまして、きのう、議会ちょっと前でございますが、組合と団体交渉を

持ちまして、そこでの話し合いをいたしましたが、組合との話は決裂的なものでござい

ました。そうした中で、の駆け引き、強硬なものがありますが、今後ともこの計画につい

てはどういうふうな対応の仕方かということでございますが、ともかく第2次の 9項目

のうち、ほとんどが手をつけてやりました。その中で残ったのが、今言われます給与の

職務給の問題が、これが去年の12月に半通し号俸とし、し、ますか、準通し号俸とし、し、ます

か、そうしたことでお認めいただきました後、まだ手ついてないということでございま

す。これはその当時から再三にわたりまして組合と交渉しているものでございます。そ

してまた議会からの附帯意見もありますので、きのうも強硬にこれを申し入れ、そして

実施していきたし、ということの理解を、ということでの話をしてまいりました。それで、

これらについての内容については、私どもはこれを中心にして出していきたし、というこ

とで、あとについては、ある程度是正が済んだというふうに考えておりますが、なおま

だ検討の余地がありますが、一応それを中心にしていきたい、提出の考えを持っており

ます。組合となお努力しなければならない問題でございます。

2点目の職場の活性化のために行われました通し号俸をいつまでにするのかというこ

とでございますが、御存じのように通し号俸はすでに東京都、日野市を除いて、何とい

いますか 7市ぐらいにはなったわけで、ございます。そうした中で日野市も準通し号俸制

で課長補佐以上はなりました。それできのうもこの点につきまして、係長以下の通し号

俸ということ、職務給について考えてもらいたい。うちの案を提出したいということも

組合には話をしてあります。まだ組合との交渉は、非常に難しさがあります。そうした

金」についての是正措置が日野市もスローモーでありますが、とられてきているのは事

実であります。しかしながら今回、 7月14日、自治省が国の基準を、水準を、給与水準

や退職金が大幅に上回っている自治体の団体名を公表し、指導団体に指定をし、たしまし

た。全国で165団体、日野市を含む多摩地域では、 16市が給与面では是正を今後向こう

3年間にわたって受けていくことになるわけであります。さきの行政報告でも若干取り

上げられて市の方から、市長からも答弁があったようでありますが、その点は省くとい

たしまして、今回の第 3次の「給与J I退職金」の国並みに抑制をしていきなさいと、

しなさいという指導については、やはり前向きに取り組んでいただかなければ、困るわ

けであります。第 1次の指定が昭和57年、第 2次が昭和60年でありました。今回第 3次

の指定、三度是正団体に不名誉な名前が挙がったということであります。

そこで具体的にお尋ねをしてまいりたし、と思いますが、 1点目は今後この是正指導を

受けたことによって、自治省に提出をする、いわゆる是正計画は、 10月の末までに提出

をするということに期限が一応切られておりますが、毎年日野市はかなり遅刻をして、

提出を行ってまいりました。今回、時期のことはさておくといたしまして、是正計画、

具体的にどのような内容で提出が行われるのか、その是正計画の内容について具体的に

お尋ねをいたします。

2点目はその是正計画の内容に含まれるかもわかりませんが、いわゆる市職員の職場

の活性化の面から、これらの活性化が図れない原因のーっとして、大きく問題になって

まいりました準通し号俸制の是正についてであります。毎回議会でお聞きをいたしてお

りますが、組合にも提示をして、残り半分、準通し号俸制になった、この地方公務員法

に違反をする給与制度については、いつまでに抜本的な改正を図るおつもりなのか、そ

の点改めてお尋ねをいたします。以上2点について、御回答をお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) それでは総務部長の方から、 2点についてお答えいたしま

1点目の是正計画でございます。これは私どもが第 2次のときに出しましたのが、是

正計画ということでなく、改定計画ということで、市の独自案で出したということでご

ざいます。そしてこれについては、毎年度事情聴取がございまして、その中での進行状

態というものがなされたわけです。過日、今年度もございまして、職員課長行かれまし

たのでございますが、私どもは恐らく 26市で、この是正計画、改定計画ですね、これを

公に議会、組合と発表したのは日野市だけではないかと。というのは、9項目という こ

A
q
 

ハ
h
u

n
L
 

戸

h
u

ハh
u

η，'山



中で、なおいつまでということで、最初には市長の方からは、近い議会にできればとい

うことで努力するというお話しでしたが、現在ことしに入りましてからも何回もこれら

につきましての交渉、そうしたものをやってきておりますが、まだ努力の未熟さから、

その日時の確定までできてお りません。で、方法論といたしまして、最初に係長、そし

てその前の段階で、この前も議会からも強い指摘がございました病院関係の方を一番最

初にやりたし、という考えで、これらもきのう、私から組合に強く要望しあるいはまた

決意を表明してはあります。以上でございます。

0議長(市川|資信君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 私どもが物事を進める場合には、大体行程の9分 9厘が完了し

さんもこぞって、この運動に協力をされている。これは一北海道、また一根室市の問題

ではな く、我々国民すべてが、例え九州の人で、あろうと、沖縄の人であろうと、東京の

我々であろうと、ひとしくこの問題を根室の人たちと同じような気持ちになって、取り

組んでいかなければならないということを、感を強くして私どもは帰ってきたわけで、あ

ります。(1そのとお り」と呼ぶ者あり)

9月の定例議会が開かれているわけでありますが、先日 9月3日は、私ども自由民主

党が定めております「ソ連の北方領土不法占拠に抗議をする日」として、主要全国の街

頭、駅頭等で世論の喚起を、また国民の国民運動を盛り上げるためのキャソペーソを実

施をしてきたわけで、あります。御承知のように政府は 2月7日を「北方領土の日Jと定

めて、数々の行事を展開しているわけでありますが、各政党もいろいろな意味合いをもっ

て日を定め、北方領土に一応取り組んでいるということは、私も承知をしております。

私ども自由民主党では先ほど申し上げましたように、 9月3日を「ソ連の北方領土不法

占拠に抗議をする日Jと定めて、活発な運動の展開を図っているわけでありますが、こ

の9月3日という日について、ます.触れてみたいと思います。

御承知のように大東亜戦争が終結をいたしましたのは、私どもはすべて8月の15日、

ポツダム宣言を受諾をした日だと、普通は考えるわけでありますが、何ゆえに 19月の

3日」とい う日がここで出てくるのかということであります。この 19月3日jはソ連

が日本との戦争に勝った記念日としてお祝いをしている、ウオツカを飲んで、祝杯を上

げているかどうかわかりませんが、対日戦争の戦勝記念日として、ソ連がお祝いをして

いる日に当たるわけであります。

それでは8月15日に戦争が終わり、なぜ半月間もの問、ソ連が戦争に勝った日として、

祝っている日との聞にこの聞きがあるかということが、まずこの「北方領土問題」を考

えるに当たっての一つのポイソトになろうかと思うわけであります。大きな国というの

は非常にたちの悪いことをよくやるものであります。例えばアメリカも、戦後国際条約

で定められました、つまり「陸戦の法規慣例に関する条約Jというものがあります。こ

れはオラソダのハーグで結ぼれて、明治44年、調印をされておりますが、これにはもち

ろんソ連も調印をし、加盟をし、アメリカも日本も入っております。この43条には「陸

上戦闘を行って占領をした国の法律慣習を変えてはならなし、」ということが定められて

おります。しかしながらアメリカは一体何をしたか。御承知のように、天皇の御一身を

守るということを条件に、日本に憲法を押しつけました。そ してこの占領期間中にその

国の、つまり主権が制限されている期間に、一国の基本法である憲法を定めるというこ

て半ばとせよというようなこと、よく言われるわけです。大方の作業に、項目に手がつ

けられ、中には改善されたものもある程度あるからということで、気を緩めるとい うこ

とは、最後の段階で事をしくじることにもつながる場合があるわけでありますので、そ

の例えのとおり、ひとつ市民から長く批判が続いてきた給与制度、また退職金について

はこれは東京都の水準に、昭和66年度までに近づけることになっておりますので、 こと

さら議会で議決した内容でありますから、取り上げることもなかろうかと思いますが、

準通し号俸については鋭意取り組んでいただくことをお願いをして、また内容に富んだ

是正計画が提出されることを期待をして、この質問を終わります。

0議長(市川資信君) これをもって8の1、三度自治省から是正指導を受けた「給与J

「退職金」についての質問を終わります。

一般質問8の2、 「北方領土帰る日明るい平和の日」日野市も北方領土返還運動に参

加をの通告質問者、古賀俊昭君の質問を許します。

024番(古賀俊昭君) 私ども自由市民会議では、会派研修として去る 8月の下旬、北

海道東部の視察を行いました。北方領土の視察もその中に含まれておりまして、返還運

動に取り組む根室市の担当の方、また議員の皆さんからもさまざまな意見を聞かせてい

ただいたところであります。日野市役所の中におりますと、感覚的にはちょっと考えら

れないことでありますが、根室市には「領土対策係」という係がございます。国際政治

の非常に厳しい一面を、一市役所にもこうした係があるということを見るにつけ、感ず

るわけであります。特に昭和21年から昭和62年までの問、ソ連によって不法不当に掌捕

された漁民の方々が、 8，762名おられたということであります。また牟捕された漁船の

数は、 1，248隻ということでありました。多くの犠牲を払いつつも「北方領土返還運動」

の中心の、まあ一つの拠点として、根室市は市長さんを先頭に漁民の方、また市民の皆
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とは、この国際法に照らして、違反をするということは、大方の国際法の学者が認める

ところであります。まあアメリカはこういうことで、憲法というものを日本にもたらし

ました。

さらにソ連は次に何をしたかということであります。ソ連はこの「陸戦の法規慣例に

関する条約」の23条に、 「手を挙げた軍隊に攻撃をしかけてはならない」としヴ規定が

あります。つまり、沖縄戦や数々のアメリカとの戦闘の中で、日本はポツダム宣言を受

諾をして、戦争を終結を図る決断をしたわけであります。ところがソ連は先ほど申し上

げましたように、日本が降伏をした後に、戦争を 2週間、半月間ほど行って、北方の島々

を取ったということであります。つまりこのソ連も、国際法に照らして、明らかに違反

をしているわけであります。

さらに振り返って当時の状況を見てみたし、と思います。昭和20年終戦の年になるわけ

でありますが、 4月の 1日にアメリカ軍が沖縄に上陸をいたしました。そして 6月の22

日、沖縄の最南端、摩文仁の丘というところで、沖縄軍の日本軍最高司令官牛島 満中

将が割腹自決を図って、ひめゆりの悲劇等もありましたが、沖縄戦は一応終結をいたし

ました。牛島中将の最期、非常に悲壮なものがあったということを前に視察に行ったと

きに、沖縄の案内をしてくださった方からお話を聞いたことがあります。沖に大体アメ

リカの上陸船団、 1，700隻の大船団を見ながら、沖縄はついに落ちたわけで、あります。

この沖縄の戦闘は 2カ月間で終わりました。この沖縄の悲劇を天皇陛下も大変御心配に

なりました。このままいけば本土決戦しかない。そうすれば、大変な何百万という犠牲

者が出るであろうと、そこで天皇陛下は時の外務大臣、東郷外務大臣に命令を出され、

一一近衛文麿という人が当時、日本に政界の実力者としていました。この近衛文麿を全

権に立てて、日本とアメリカとの戦争の間に入ってもらおうとしヴ指示をされたわけで

あります。うまいぐあいに日本とソ連との聞には、日ソ中立条約が当時ありました。昭

和16年に締結をされ、有効期間 5年間の条約でありました。つまり昭和21年の翌年の 4

月までは、この条約が有効であったわけであります。

そこで当時日本には中立国の大使として、マリクという人がし、ました。マリクは後に

国連大使になるわけでありますが、東京の爆撃が大変激しいというので、箱根の山の中

にソ連大使館は当時移転をしておりました。東郷外務大臣は、何回もこのマリク大使に

対して、日本とアメリカとの仲裁に立ってほしい、仲介をしてほしいということを再三

にわたって連絡をするわけであります。しかしながら、ソ連は一体何しに来るのかわか

らないということで、 一向に色よい返事をよこしてまいりませんでした。

さらに当時モスクワには、日本の佐藤尚武という大使がおられました。この方は後に

参議院の議長までなられた方でありますが、この佐藤尚武大使もクレムリソを訪ねて、

当時のソ連の外務省、外務大臣モロトフに対して、これまた何度も日本とアメリカとの

戦争の仲介に立ってほしいということをモスクワでも同じようにお願いをしていたわけ

であります。ところが面会に行ったこのクレムリソのソ連の役人は、モロトフとスター

リソはもうすでにモスクワにはいない。ポツダムに出かけていますということで、なか

なか取り次ごうとしなかったわけで、あります。そして御承知のようにポツダム会談は、

昭和20年の 7月の17日から、 7月の26日まで聞かれます。連合国の米国のトルーマγ、

ソ連のスターリ γ、そしてイギリスのチャーチルが連合国首脳としてポツダムに集まり、

第2次世界大戦後の世界のあり方等について、それなりに連合国の意思統ーを図ったわ

けであります。

このポツダム会談に先立つ 1日前、 7月の16日にアメリカはニューメキシコで初めて

原子爆弾の実験に成功をいたします。意を強くしたトルーマンは、ここでソ連との聞に

かなり強い態度に出たということが、記録には出ているわけでありますが、ここで忘れ

てはならないのは、トルーマソがこの原子爆弾の実験に成功したことを受けて、記録で

は7月の24日となっておりますが、スターリソに対して、新型爆弾の開発に、実験に成

功した。これを日本に落とそうかどうかということをスターリソに対して開いておりま

す。これに対してスターリ γは「どうぞ落としなさし、」という承諾の返答をしておりま

す。もしこの時に、ソ連と日本とは中立条約を結んでいる。しかもソ連に対して再三国

連大使になるわけでありますが、東京の爆撃が大変激しいというので、箱根の山の中に

ソ連大使館は当時移転をしておりました。東郷外務大臣は、何回もこのマリク大使に対

して、日本とアメリカとの仲裁に立ってほしい、仲介をしてほしいということを再三に

わたって連絡をするわけであります。しかしながら、ソ連は一体何しに来るのかわから

ないということで、一向に色よい返事をょとしてまいりませんでした。

さらに当時モスクワには、日本の佐藤尚武という大使がおられました。この方は後に

参議院の議長までなられた方でありますが、この佐藤尚武大使もクレムリソを訪ねて、

当時のソ連の外務省、外務大臣モロトフに対して、これまた何度も日本とアメリカとの

戦争の仲介に立ってほしいというととを、モスクワでも同じようにお願いをしていたわ

けであります。ところが面会に行ったこのクレムリ ソのソ連の役人は、モロトフとスター

リソはもうすでにモスクワにはいない。ポツダムに出かけていますということで、なか

なか取り次ごうとしなかったわけであります。そして御承知のようにポツダム会談は、
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昭和20年の 7月17日から、 7月の26日まで開かれます。連合国の米国のトルーマン、ソ

連のスターリソ、そしてイギリスのチャーチルが連合国首脳としてポツダムに集まり、

第2次世界大戦後の世界のあり方等について、それなりに連合国の意思統ーを図ったわ

けであります。

このポツダム会談に先立つ 1目前、 7月の16日にアメリカはニューメキシコで初めて

原子爆弾の実験に成功をいたします。意を強くしたトルーマ γは、ここでソ連との聞に

かなり強い態度に出たということが、記録には出ているわけでありますが、ここで忘れ

てはならないのは、 トルーマ γがこの原子爆弾の実験に成功したことを受けて、記録で

は7月の24日となっておりますが、スターリ γに対して、新型爆弾の開発に、実験に成

功した。これを日本に落とそうかどうかということをスターリ γに対して聞いておりま

す。これに対してスターリソは「どうぞ落としなさい」としヴ承諾の返答をしておりま

す。もしこの時にソ連と日本とは中立条約を結んでいる。しかもソ連に対して、再三ア

メリカとの仲介をとってくれるように依頼を受けているから、原子爆弾の投下はやめて

くれということを、ソ連が、スターリ γが、 トルーマ γにもし話をして、その投下の中

止を要請していてくれたならば、広島の14万、長崎の 7万の日本国民の犠牲はなかった

はずであります。まあこういった点、私たちはとかく原爆投下の歴史的な経緯を深く理

解をする機会もないわけでありますが、ぜひこの点については歴史の事実として知って

おく必要があろうかと思うわけであります。

このように再三にわたってポツダム会談が開かれている間にも、日本は戦争の仲介を

依頼をするわけでありますが、 8月の 8日になりまして、モロトフは日本の佐藤尚武大

使をクレムリ γに呼びつけます。日本時間の 8月の 8日午後11時、夜中の11時でありま

す。佐藤大使は喜んで、日本とアメリカとの戦争の間に立ってくれるものだと思い、跳

んでクレムリ γに参りました。ところがその時モロト フから渡されたものは、日本に対

する宣戦の布告でありました。ソ連というのは、まあ随分ひどいことをする国でありま

す。そしてモロトフは、 「この文書は一方的に渡すものであるから、質問等は受けない」

という大変強い態度を示したということであります。佐藤大使は「きょうまでが日ソ中

立条約があって、 2国間は平和友好、 1時間後が、あしたからが戦争、そういうことが

世界の歴史の中にあるか」と、大変強く抗議をいたします。しかしながら、モロ トフは

その電報を日本に、東京に打つことは許しましたが、それ以上の回答は何もいたしませ

んでした。日本がこのソ連の宣戦布告を知ったのは、モスクワからの電報ではなく、つ

いにそれは終戦までモスクワから届かなかったわけで、あります。 8月の10日になってマ

リクから日本政府に、ソ連駐日大使から伝えられて初めて、日本はソ連の対日参戦を知っ

たわけであります。このとき、佐藤大使はさらに昭和16年にドイツが、ヒトラードイツ

は、ソ連に対して戦闘行動に出ました。昭和16年の 6月22日のことであります。このヒ

トラーが、ノ連を攻めたときに、日本はドイツと同盟関係にありましたから、当時ヒトラー

ドイツの日本大使館は、今の国会議事堂の参議院の隣、国立国会図書館の場所にドイツ

大使館はございました。そこに日本の指導部を呼んで、ヒトラーとかねて日本政府との

約束を守るように、つまりモスクワを目指して、ヒトラーは戦争を開始したので、日本

軍もシベリアを攻めるように要請をするわけであります。しかしながら、日本は御承知

のようにそれから半年後、昭和16年の12月8日に戦争に突入をするということでありま

す。日本はヒトラーがソ連を攻めても、シベリアを攻めなかった。しかしながら、今回

日本とソ連との聞に条約が、つまり中立条約があるにもかかわらず、戦争を宣言をする

とは、甚だ不当だということを再三抗議をしております。しかしこれはこわい話であり

まして、これにも幾つかの理由があるということを、私ども知ることができます。それ

はソ連のスパイの活躍であります。

当時ドイツの大使館の中には、フランク フルター・ツァイトゥ γグというドイツの新

聞社の記者として、リヒャルト・ゾルゲ、というスパイが、オットーという駐日ドイツ大

使の親友として頻繁に出入りをしておりました。このソゅルゲ、は昭和16年に捕まるわけで

ありますが、それまでの問、近衛文麿、当時の総理大臣の側近をしておりました、朝日

新聞の記者尾崎秀実とともに、ソ連の、いわゆる GRU、ソ連赤軍の秘密情報局の一員

として、日本に対する工作を行っていたわけであります。つまり我が国が果たしてシベ

リアを攻めるかどうか、そこが非常にソ連にとっては気になっていたところであります。

つまりソ連軍がアジアに配置をしている軍を、ヨーロッパ戦線に向けられるかどうか、

つまりヒトラードイツに向けて、アジアの戦力を振り向けることができるかどうかは、

スターリ γにとっては最大の関心事でありました。そこでこの近衛文麿の側近として、

朝食会のメ γパ一等にもなっておりましたこの朝日新聞の記者尾崎秀実は、近衛文麿に

対して、わかりやすく言えば右翼のふりをして、今ドイツがソ連と戦争をすれば、シベ

リアは日本が直接戦わなくても.日本の領土になるのであるから、あえて北方に対する、

シベリアに対する戦力を割く必要はない。むしろ南方の資源を確保すべきだということ

を、再三にわたって吹き込むわけであります。そしてこのゾルゲと尾崎秀実の工作が功

を奏したのか、日本はついにソ連を攻めませんでした。そ して御承知のように昭和16年

の12月の 6日に、もう雪が降ってくる、寒くなるということで、ドイツ軍はモスクワを
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前にレニγグラードでUターソを開始をします。その後、 12月の 8日、 2日後に日本は

真珠湾攻撃をする。情報の伝達が正確に、しかも確実に日本とまたドイツ、そういった

ソ連の情報等が入っていれば、第2次世界大戦のうち大東亜戦争、太平洋戦争の開幕は

なかったのかもわからないという気がするわけであります。

しかしながらいずれにしろ真珠湾の攻撃を日本はいたしました。しかしこの真珠湾攻

撃についても、アメリカは 1年前から知っていたということが言われます。当時日本に

いたアメリカの大使、グルーという人が、 「日本滞在10年」という回顧録を書いており

ます。これには昭和16年の 1月の 9日に豊後水道の戦艦長門の上で、真珠湾攻撃の計画

を山本五十六が、当時の及川海軍大臣に計画書を出します。これの提出の10日後、 1月

の20日には、この回顧録を読みますと、アメリカは日本軍の真珠湾攻撃を知っていたと

いうことが記されております。しかも真珠湾攻撃当時のアメリカの海軍の責任者はキソ

メルという人であります。陸軍の責任者は米軍のショートという人でありますが、いず

れも戦争が終わって13年たって、真珠湾攻撃で被害を受けた責任をとって、この人たち

は階級が降格されております。しかしながら自分が的確に対応できなかったのは、ルー

ズベルト以下国の首脳が、自分たちに日本軍の真珠湾攻撃奇襲の情報をもたらしていな

かったからだと言って、当時のアメリカの海軍また陸軍のそれぞれの責任者は、アメリ

カ政府に対して名誉回復の裁判を起こしております。こういう一連の事実を見ますと、

必ずしも日本は真珠湾攻撃奇襲をしたというつもりになって、まあゃったのかもわかり

ません。しかしながらアメリカはこれだけの情報網、また万全のいろいろな態勢をとっ

て、この真珠湾の攻撃を迎え撃ったということが言えるのではないかと思うわけであり

ます。

このように日本は確かに真珠湾の攻撃をいたしましたが、ソ連がドイツに攻められた

昭和16年の 6月の22日から半年もたった後でありました。このように日本がソ連を攻め

なかったということを強く主張して、佐藤大使はモロトフやまたスターリ γにもそのこ

とを取り次ぐように、強く抗議をしているわけでありますが、そうしたことがございま

す。この情報というのは、非常に大切なことだと思います。先ほど申しましたように、

ソ連のスパイにすっかり日本の総理大臣までが乗せられていた。朝日新聞の記者、今も

昔もあまり朝日は変わらないなと思うわけでありますが、しかしながら昭和16年の10月

にこのゾルゲは逮捕されます。今の六本木の、よく待ち合わせに使います「アマンド」

の交差点の裏あたりに、ゾルゲの愛人の家がありました。そこでゾルゲは、最後に日本

軍はシベリアを攻撃しないとしヴ暗号電報を打って、その後逮捕されるわけであります。

つまりこのゾルゲからの、日本軍はシベリアを攻撃しない、その連絡を受けてスター

リソはアジアにあったすべての兵力をヨーロッパ戦線に移す。それによって先ほど申し

ましたように、ヨーロッパ戦線ではドイツがレニングラードで敗退をするということに

つながってし、くわけであります。こうして昭和16年から昭和20年までの問、日本は情報

の面ではかなりおくれをとったと、そういうことが言えるわけであります。

さらに 8月の 8日に、先ほど申しましたように、日本に対してソ連は宣戦を布告をす

る。そして 8月の 9日、夜中には、もうすでにソ満国境を越えて、ソ連軍が怒溝のよう

に進撃をいたします。今日、中国の残留孤児の肉親捜しのことがよく報道されるわけで

ありますが、このときソ連は日ソの中立条約を破らずに、国際条約を遵守をして、日本

とアメリカとの戦争の聞に入っていてくれたならば、また国際条約を違反するというこ

とは大変、これは非難される重大な国際法違反の行為でありますが、こういったことが

なければ、今日のこの中国語で「お父さん、お母さん」と呼びかける日本人孤児の皆さ

んの悲劇はなかったわけで、あります。ソ連という国は非常に、こうして見ますとたちの

悪いところがございます。

そしてさらに御承知のように 8月の15日には、日本はポツダム宣言を受諾をいたしま

す。しかも 8月の10日には御前会議を開いて、ポツダム宣言を受諾する旨決定をし、 8

月15日に玉音放送が行われるということであります。ソ連はこの日本の玉音放送が流れ

た3時間後に、北方領土に対する攻撃命令を出しているわけであります。日本人はだれ

しも戦争が終わったという安堵感もあったかもわかりませんが、長い戦争に疲れ、だれ

しも放心状態、にあったと思います。その玉音放送が行われた 3時間後に、ソ連は日本に

対する攻撃命令を出しております。しかもそれは北方の島々に対する上陸作戦を含む攻

撃の命令でありました。極東の軍司令官であったソ連のワシレフスキーという元帥が、

極東の上陸軍の司令官であったグネチコという少将に対して、攻撃命令を出しておりま

す。そして 9月の 3日までかかって、北方の島々をすべて占領したということは、先ほ

ど申し上げたとおりであります。

しかしこの 8月の15日の玉音放送の 3時間後にソ連が攻撃命令を出し、新しい戦争を

企画をして、意図して北方領土に対する戦争準備をする。そして 9月の 3日まで勝手に、

日本は戦争した覚えないにもかかわらず、 9月3日までかかって、北方の島々をすべて

今日なお不法に軍事占領を続けているわけであります。しかしなぜソ連がこのような行

動に出たのか、これも理由がひとつ、幾っか考えられると思います。

これはアメリカもひとつかんでいると見なければなりません。それはアメリカの当時
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のルーズベルト大統領、 32代の大統領でありますが、このアメリカのルーズベルト大統

領は御承知のように、非常に重い、今で言う難病にかかっておりました。アルパレス病

という病気であります。このルーズベルト大統領は、御承知のように昭和20年の 2月の

4日から11日までの問、ソ連領のヤルタに呼び出されて、ヤルタ会談に引きずり込まれ

ているわけであります。ルーズベルト大統領は、日本との戦争にどうしても自分が元気

な聞に勝ちたかった。病身ではあるが、日本との戦争に何が何でも自分が大統領でいる

間に、勝ちたいという思いが強かったと思われます。しかしながら当時アメリカ軍は硫

黄島にやっと上陸を開始をしたとしヴ段階であります。ヨーロッパ戦線では、ベルリ γ

の大体東60キロに、ソ連軍は追っておりました。そしてアイゼンハワーの指揮するアメ

リカ軍、イギリス軍の連合軍は、まだ400キロのはるかかなたでベルリソを臨んでいま

した。太平洋戦線では今申しましたとおり、硫黄島にやっと来たところ。この分では自

分が壮健の間に、日本との戦争に勝てないんではないかという不安がありました。当時

のヤルタ会談の写真を見てみますと、チャーチルやスターリソは元気そのものでありま

すが、ルーズベルトの顔色はさえないような気がいたします。このルーズベルトは何と

しても日本との戦争に勝つには、ソ連を日本との戦争に引きずり込む以外はない、引き

込む以外はないと、スターリンに対して、ルーズベルトは頭を下げてしまったわけで、あ

ります。これがアメリカの失敗だと思います。そして日本との戦争に加勢をしてくれれ

ば、樺太の権益を渡しましょう、千島列島の権利も渡しましようということを約束をし

てしまいました。このルーズベルトのヤルタの密約さえなければ、今日ソ連が唯一の根

拠としているこの秘密の約束、ヤルタの密約はなかったわけで、ありますので、ソ連の占

拠も甚だ理由を欠くということにさらになるわけであります。

ここで我々が考えなければならないのは、このルーズベルトの病気、また63歳という

年齢であります。つまり政治の指導者の心身の衰えが、国や世界の運命に大きな影響を

与えるということであります。スターリ γは元気そのもの、何十杯もの乾杯をこなした

にもかかわらず、ヤルタではルーズ、ベルトは杯を重ねることもできなかったそうであり

ます。スターリンは大喜びでこのヤルタの密約をもとに、先ほど申しました天皇陛下の

玉音放送の後、 3時間後、しかも原子爆弾を落とされて、日本はもう参ったと言ってい

るわけでありますから、こちらが鉄砲を打たない戦争で、とれほどやりやすい戦争はな

かったわけで、あります。ぬれ手でアワで、ソ連は今日北方の島々を占拠し続けていると

いうことを、よくおわかりいただけるのではないかと思うわけであります。(Iだから

全千島返還と言っているじゃないか」と呼ぶ者あり)

さらに 8月の16日には、マッカーサーははるかフィリピソから、 「占領行政命令」と

いうものを出しております。これにはヤルタの約束が一部含まれていました。つまり日

本軍がどの軍隊に対して降伏をするかということが、書かれている命令書であります。

トルーマγはスターリンに千島列島を渡したくなかった。そこで樺太の日本軍はソ連に

武装解除を受けなさい。満州の日本軍はソ連軍に武装解除を受けなさい。朝鮮半島、韓

半島の38度線北は、ソ連軍に武装解除を受けなさい。その他の太平洋の島々等では、連

合国、アメリカに対して武装解除を受けなさいという内容が書かれていたわけで、ありま

す。ところがこれに千島列島が抜けていたので、あります。スターリソはかんかんになっ

て怒ったで、あろうと思います。そこで武力での占拠しかないというヤルタ密約の実行を

迫る上からも、物理的な力、つまり新しい戦争に訴えるということに、踏み切ったので、

はないかと思うわけであります。トルーマンは抵抗いたしました。しかしながら 8月の

16日から 9月の 2日までにかかって、スターリ γといろいろやりとりをやったわけで、あ

りますが、結局千島列島の中にアメリカ軍の飛行場を 1カ所つくるということを取り引

き条件に、日本軍がソ連軍に武装解除を受けるということも、まあ受け入れてしまった

わけであります。このようにスターリ γの執助な交渉、強気の姿勢、これも外交の場で

は功を奏したということが、結果としては言えるわけであります。

どちらかによい方に選択をしていくというのが、外交の選択の場では確かにあること

だとは思いますが、ソ連に対するアメリカの姿勢も、今日「北方領土」問題の解決をお

くらしている一つの原因になっているということを知らなければなりません。先ほど申

しましたように、ソ連は 8月の15日に戦争命令を出しました。もともとソ連は第2次世

界大戦で、一度も上陸作戦を行っておりません。この北方領土に対する攻撃に当たって

初めて、ソ連は第 2次世界大戦で唯一、上陸作戦というものをやるわけであります。 8

月の17日にカムチャッカ半島のペトロパブロフスクというところからソ連軍は集結をし

て、北方領土の攻撃に向かいます。このペトロパブロフスクというところは、ペトロパ

ブロフというソ連のロシア皇帝の 4人の王女、皇太子を暗殺をした人の名前をとってつ

けられた町であります。このペトロパフ守口フスクから、北方領土の最北端の島、占守島

に対して、攻撃を実施をいたしますのは、戦争が終わって3日もたっていた 8月の18日、

夜中の午前2時のことであります。アメリカ軍が当然、武装解除に来るものだとして大砲

も皆しまい、戦車の砲塔もはずして、終戦の準備をしていたわけであります。そして突

然上陸の地点に砲声が聞こえる。何者が攻めてきたかもわからない中で、応戦を始める

わけでありますが、当時幌延島にありました師団指令部から、占領地に対する、日本が
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終戦で撤収することはわかっておりますが、どこの軍隊かもわからないものに占領され

ることは許されない。つまりきちんとした軍師の交渉によって停戦の交渉を行うわけで

ありますので、とりあえず戦わなければならないということで、応戦をいたします。こ

のときのソ連軍の兵力は航空機80機、兵員 1万2，000名、そして80機の航空機が援護を

する中、上陸作戦が行われるわけであります。日本軍は防戦をいたしましたが、結局 9

月の 2日まで、いろいろなやりとりもありましたが、得撫島までの北方の島々を 8月の

27日までに占拠してしまうわけであります。その後、ソ連軍は一度Uターソをしており

ます。今、政府が「北方領土」と呼んでおります択捉、国後、色丹、歯舞群島について

は、当然アメリカ軍が来るものだとし、う判断がソ連軍にあったということであります。

ところがアメリカ軍が一向に来ないということを知ったソ連軍は、今日 14島返還」

ということで、ソ連に対して日本政府が求めております北方の島々、 つまり択捉、国後、

色丹、歯舞群島についても、同じように上陸作戦を行い、 9月の 3日までかかって、す

べてを押さえてしまったということであります。

我々は今日ソ連の態度について、非常に大きな憤りを感じます。つまり「北方領土」

の問題は存在をしないというソ連の態度であります。ソ連は昭和31年に鳩山総理が訪ソ

を行い、モスクワで日ソの共同宣言を発表した折りには、北方領土問題の存在を認めて

おりました。平和条約が締結をされれば、その後歯舞、色丹については返還をするとい

うことで、その返還の内容については甚だ不当なものでありますが、領土問題の存在は

認めていたわけであります。また昭和48年に田中角栄総理大臣がプレジネフと会談をし

た折りにも「戦後 2国聞の未解決の問題は北方領土の問題であり、歯舞、色丹、国後、

択捉の件で間違いありませんね」ということを、 2度にわたって確認をいたしておりま

す。このときプレジネフは 2度までその問いに対して、 「そのとおり，そのとおりJと

答えを行い、北方領土問題の存在は昭和48年までは、ソ連ははっきり認めていたわけで

あります。しかしソ連がなぜ今日、北方領土問題の存在はないというふうに言うのか、

それはいろいろ考えられると思いますが、一つは日中条約があると思います。今からちょ

うど10年前、日本は中国との間で条約を締結をいたしました。日中条約によって、日本

は「覇権条項」というものを設けた。つまりソ連はこの「覇権条項Jはソ連の覇権に反

対をするというふうな解釈をとって、それ以後北方領土の問題は存在をしない、そうい

う主張を繰り返してきているのではないかと思うわけであ ります。

日中条約についても今日 10年の歳月を経て、いろいろな面で見直しの必要も説かれて

いますし、また友好・平和の立場からも、この条約の効果、そう いうものを評価するこ

とも一面では私どもも認めなければならないと思いますが、領土問題について考える限

り、この条約の背景がどういうことであったのか、その点についても考えてみなければ

ならないと思うわけであります。

ソ連はアメリカと戦争中は、少なくともいろいろなヤルタ会談、ポツダム会談、カイ

ロ、そういったところで会合を重ね、一応友好関係は保ってきておりました。本来、日

本と中立条約を結んでおりますから、連合国の会合に出席するということ自体は、背信

的な行為でありますが、一応ソ連とアメリカは、仲がし北、期間はあった。しかしながら

終戦後すぐにソ連はアメリカと仲が悪くなりました。当時、昭和24年にトルーマ γ大統

領の国務長官であったアチソソという人は、国家安全保障会議で、このソ連に対する対

応について、秘密の策を練るわけであります。内密に計画を立てるということでありま

す。つまり中国を仲間に入れて、ソ連に対抗させる。そのためには日本とヨーロッパの

経済力を中国に与える。そうしたことが昭和24年、朝鮮戦争の前に計画をされているわ

けであります。これはアメリカが25年たったら、情報公開をいたしますので、 25年後、

このアチソ γの秘密文書というのは公開をされております。

当時アメリカはすでに中国を抱き込んで、ソ連に対抗させるとし、ぅ、作戦めいた計画

を持っていたということが、この文書からもわかるわけであります。何とかそのために

は、日本も中国と仲ょくさせなければならない。アメリカはそうした意図があったもの

と思われます。そこで日中条約を結ぶに当たって、台湾を切らせた、またキッシソジャー

が中国・北京を訪問をする。そういうことで逐次そのおぜん立てをしてまいります。当

時の10年前の状況を思い返していただきますと、パγダがやってくるということで、日

本は大騒ぎをしていました。パソダ、ラソラソちゃん、カ ソカ γちゃんということでデ

ノミートでもぬし、く。るみを売ったり、自民党まで選挙でシンボルマークに使ったりしたこ

とがあります。パソダは見たところはかわいいんですが、そばに寄ると、熊の中でも大

変どうもうな熊だそうであります。飼育している人をかみ殺したというような話もあり

ました。一見、見たところはかわし、し、が、そばに寄ると危ないというのは、共産党によ

く似ていると思います。

そうしたアメリカのいろいろな働きかけもあって、日本は中国とやはり条約を結ぼう

ということになるわけであります。しかし、 ( 1サソフラソシス コ条約は触れられない

なJ1そうだ」と呼ぶ者あり)中国の周恩来や毛沢東も賢い、世界的な政治指導者であ

ります。ただ黙ってくっつくわけにはいかない。そこで条件に出されたのが、沖縄の返

還であったということであります。沖縄には米軍の基地がある。核がある。これを日本
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に返す。そして本土並みの条件で返還をする。そうすれば中国もある程度安心はできる。

そうした条件を出しております。また佐世保や日本にありました米軍の基地等の扱いに

ついても、いろいろな条件が出されたということが、いろいろな方のお話から推測する

ことができるわけであります。しかしながらいろいろ条件を認めたにしても、安保条約

がある以上、日本に幾ら仲よくしろと言われても、日本との仲を取り持とうとアメリカ

に言われでも、なかなかそうはいかないというのが、中国の当時の指導者の考えであっ

たでありましょう。

そこで当時の佐藤栄作総理大臣は、安保条約によってもし核が使われることがあるか

もわからないという危倶を払うために「非核三原則jなるものを国会で発言をいたしま

す。今日、これはまあ国是となって、日本の一つの外交の、また国際社会に臨む大きな

柱になっているわけでありますが、日中条約締結に当たってのアメリカの一つの意図も

働いたということが言われているわけであります。しかしながらソ連はいす.れにしろ、

こうやって中国が日中条約を結ぶ、またアメリカとも外交関係を持つ。こういうことで

包囲網がある程度みずからに対して行われるのではないかということで、これに対して

非常な反発を示しております。つまり日中条約に対する反発が、今日の北方領土に対す

る非常な困難な条件をつくったということも、一面では言えるのではないかと思うわけ

であります。

我々は北方領土の問題は、 ( I共産党に任しとけ」と呼ぶ者あり)コンブや漁業資源

の問題だということで、その面も確かにあるわけでありますが、やはり日本の安全や平

和にとって、どのような意義を持つのか、そういったことも十分に考えてみなければな

らないと思うわけであります。

先般も日野の市議会で、 NLPの三宅島の訓練基地反対の意見書というものを共産党

の人が出して、いろいろ言っておりました。私たちは日本の安全とか平和ということを

当時、私、いろいろ質問の形で話をしたと思いますが、やはり北方領土の問題を考える

に当たっても、そうしたことも総合的に考慮に入れて運動の推進を図っていかなければ

ならないと思うわけであります。ついでにNLPのことを思い出しま したので、話をし

ておきたし、と思いますが、米軍の空母が日本の港に寄港する。その間パイロットの練度

を保つためには訓練を続けなければならない。厚木が非常に困難な環境下にあるという

ことで、どこかにやはり日本の安全を考える上で、その場所を求めてし、かなければなら

ないわけでありますので、何か最初に反対ありきで、こういった問題を考えるのは許さ

れないと思うわけであります。聞くところによりますと、 1人の、空母に搭乗するパイ

ロットを養成するには、 10億円のお金がかかるそうであります。陸上の場合には 4億円

程度とし、し、ますから、その10億円かけて養成をしたパイロットの技量を維持していくた

めには、絶えずいわゆるラソディソグの離着陸の訓練をしなければならない、そういう

ことであります。空母の場合には高速で飛んでくる航空機がわずか70メートル程度の空

母の横に張ったワイヤーに時速大体277キロ程度でフックにひっかけてとまるというと

とでありますので、高速で走っている新幹線をいきなり急ブレーキかけてとめるような

衝撃があるわけであります。そういう大変難しし、訓練を絶えず行わなければ、パイロッ

トの練度が保てないということでありますので、我々はそうした点十分に理解をして、

日米安保条約というものの条約の内容を十分理解をして、こういった点についても考え

ることを怠ってはならない、こう思うわけであります。

さて、北方領土の問題は今申しましたように、単に魚がとれない、コンプが食べれな

いという話だけではなくて、日本の存立にかかわる大切な問題だということを申し上げ

ました。御承知のようにそのことは今申しましたとおり、国の安全を図ってし、く上で、

どのような意味合いを北方領土が持っているのかということであります。日本はいろい

ろ歴史を振り返ってみますと、例えば元冠の役、こういったときも朝鮮半島から、フピ

ライ汗、つまり元冠の役というものがありました。絶えず九州も侵され、非常な辛酸を

なめたというととがございます。さらに明治に入りましては明治17年、朝鮮半島でいろ

いろな事件が起こる。明治27年には日清戦争、 37年には日露戦争、こういったことが日

本の歴史を振り返ってみますと、祖国を守る、祖国防衛の立場からいろんな人たちがこ

ういう場面で、非常な努力をする。苦労をして今日の日本を守ってきた。そういうこと

がわかるわけであります。果たして今後はどういうことが考えられるかということも同

時に思いを致さなければならないと思います。

韓国では今回、オリ γピックが開かれる。無事にもし開かれて、これが終わるとすれ

ば、国連軍という名のアメリカ軍は必要ないということで、当然撤退の話が出るかもわ

かりません。一時、大統領候補として名前が挙がったゲーリー・ハートというような人

は、はっきりと米軍の国連軍としての役割はもう終わっている。韓国から撤収すべきだ

ということを言っておりました。韓国に国連軍がいなくなったときに、果たしてアジア

情勢はどう変わるか、そういったときに北方の島々がどのような役割を果たすのか。こ

ういったことも総合的に考えていかなければならない、このように考えるわけでありま

す。

もともとソ連という国は、モスクワの一地方を中心にした小さな小公国でありました。
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それから、西暦1500年ぐらいからボチボチと東へ進み始めて、大体400年間で世界の陸

地の 6分の lを今日占めるに至って、広大な国土を保っているわけであります。日本は

ソ連の国土の60分の l、北方の島々ぐらい返してくれてもいいのではないかと思うわけ

でありますが、そういった気配は全くない。しかも第 2次世界大戦後領土をふやした国

というのは、ソ連一国であります。これは大西洋憲章や、カイロ宣言などにもはっきり、

またポツダム宣言にも違反をしております。つまり連合国は領土拡張は一切求めないと

いうことが、再三連合国諸国の会談等では確認をされていたわけであります。しかしな

がら今回の戦争で、ソ連は資料によりますと、 26万4，0∞平方マイル、人口で2，500万、

日本の領土の約2倍を拡張しているわけであります。ソ連に領土をかすめ取られた国は

日本のみならず、 ドイツ、ポーラ γ ド、チェコ、前の議会で申し上げましたノミルト 3国

などもそれらに含まれるわけであります。

このようにソ連が今日、あらゆる理由を、いろいろな根拠を示して、北方領土の専有

の、占拠の理由を挙げても、我々が少なくともあらゆる国際会議、つまり連合諸国が行っ

た連合国の会議、また国際条約にも違反をして、今日不法に占拠を続けているとい うこ

とを、はっきりと指摘をしなければならないわけであります。

さらに先ほどサンフラ γシスコ平和条約の話がありました。御承知のように日本は平

和条約を締結をいたしましたのが、昭和26年であります。このときは私の知る範囲では、

51カ国の国が参加をしたということを聞いておりますが、最終的にはソ連はサγフラ γ

シスコ講和条約の中に、千島列島の領有権をはっきりソ連の領土だと書けという修正案

を出して、ほかの国々に退けられました。何とも厚かましい要求を出したものでありま

すが、このソ連の修正案等は受け入れられなかったというようなこともあって、ついに

ソ連とチェコスロパキア、ポーラソドはサンフランシスコ講和条約には署名をしなかっ

たということであります。しかしながら日本政府は、このとき吉田全権はいろいろな留

保をつけながらも、やはり負けた国でありますので、領土問題での強い主張はできなかっ

たものと思われます。しかしこのサγフラソシスコ講和条約も今から振り返ってみると、

私ども全面的にこれを仕方がないことだとあきらめ切れる内容のものではないわけであ

ります。この一一ーしかしサソフランシスコ講和条約でも、 25条の中で、 「し、かなる国に

も領土を与えるものではない」ということがはっきりと書かれております。しかも北方

4島を日本はこのとき放棄をしたとし、うことは、日本側の立場では少なくともそういう

ことは表現はしておりません。しかし、千島列島の放棄をサγフラ γシスコ講和条約で

したことは事実であり ます。しかしながら、千島列島の18島の島々の権利を放棄をした

からといって、ソ連がこれを領有をするということを喜んでいる人もいるようでありま

すが、ソ連がこれを領有するということは、一言も書いてないわけであります。しかも

条約というのは、第三国を利せず、害せず、つまり署名をしなかったソ連には何らの権

利もこの場合発生をしないわけでありますので、北方4島を含めて、千島列島、南樺太

についても、ソ連が今日領有を主張する根拠は、全く存在をしないわけであります。我々

は今後連合国に対しては、少なくともこのサγフラソシスコ講和条約に署名をした国々

が、最終的に領土をどのように、この北方領土について結末をつけるのか、その点をね

ばり強い外交交渉でも要求していかなければならないと思います。

またヤルタ密約の破棄についても、アメリカはかねがねこのヤルタ密約については、

一定の目標を述べたもので何ら拘束力を持たないとい うことは、再三表明をしているわ

けでありますが、正式にこのヤルタ協定の破棄も求めてし、く、そうし、う外交姿勢も、手

段も必要ではないかと思うわけであります。ソ連のこの不法占拠について、昭和39年、

毛沢東首席もソ連に対する日本の北方領土要求、返還要求、日本政府の要求を支持する

ということをかつて発言をしております。

また昭和53年の日中平和条約の成立に際しても、 都小平副首席は、日本の返還要求を

全面的に支持すると表明をしております。毛沢東や郡小平においてすら、この北方領土

の返還要求については全面的に支持をするということであります。アメリカももちろん

北方領土の返還運動のお手伝いをしたし、とい うことは、何回となく日本に申し出をして

きております。そういう状況の中で、我々はソ連に対する気持ちをやはり国民が一つに

してし、く。そして今までは返せという運動が、主体に行われてきたわけでありますが、

やはり今日ある程度我々が国家主権の一一市長が、前、国家主権とし、う言葉を言ってお

りましたが、主権を侵されているとしヴ現実を知るならば、やはり謂なく不法に領土を

取られて、黙っている日本の例があるということは、世界の平和にとっても好ましいこ

とではないと思うわけであります。

私たちはこの世論の喚起をもって、この領土問題の前進のために力を尽くしてし、かな

ければならないと思うわけでありますが、先ほど申しましたように、領土のまず4島に

ついては、これは明らかに北海道の一部である、そしてサソフラ γシスコ平和条約で放

棄をした千島列島については、また南樺太については、その帰属先が今日今なお37年たっ

ても決められていない。こういうことから当事国に対して、この帰属について結論を求

めてし、く、そして最終的には、管理権の日本に対する委譲等を求めていくことが、一つ

の現実的な方法ではなかろうかと思うわけであります。
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このようにサγフラ γシスコ平和条約にも違反をして、ソ連は軍事占領を今日なお続

けているということを、我々は許すわけにはまいらないわけであります。ソ連が自分が

奪った領土をそうたやすく返すとは思われませんが、やはり国民の気持ちを一つにして、

それに対して要求をしていく。そして世論を何とか、まあ根室市なんかでも、友好会館

をつくったり、漁船に対して、そういう友好協会会員証を渡したりして、いろいろな分

断工作が行われているようでありますが、根室の議員さん、職員の皆さんも一生懸命こ

の領土問題、市民を挙げて取り組むということを先般おっしゃっているととに大変意を

強くしたわけであります。

我々は国際的にはそうした、先ほど申しましたような点を求めてし、く。そして世界の

人たちから支持され、特にアジアの人たちからも支持をされ、この正 しい要求が実現さ

れるように、また連合国諸国に対しては、国際会議において、しかるべく責任のある要

請を日本が行ったことを受けて、領土問題の決着を図るように努力をしてもらわなけれ

ばならないと思うわけであります。以上、大まかに、北方領土の今日、 43年間に渡る不

法占拠の背景、また経緯、現状をお話をさせていただきました。私は日野市としてもぜ

ひ領土問題の解決のために、北方領土問題解決のために、何らかの力を果たすべきだ、

役割を果たすべきだと、このように思うわけであります。

そとで具体的に市長にお聞きをしたいと思いますが、通告をいたしましたとおり、東

京都には「北方領土の返還を求める都民会議」というのがあります。これは昭和57年に

設立の準備会が開かれ、 58年に設立をされております。東京都の生活文化局、国際交流

部に事務局がございます。全国の都府道県にもすべて都民会議と同じような県民会議、

道民会議が設置をされているようであります。特殊法人の北方領土問題対策協会ととも

に、車の両輪で領土問題の PRを行っているわけであります。こういったことで日野市

としては、この「北方領土の返還を求める都民会議」に加盟をすべきではないかと思う

わけであります。参考までに申し上げますと、日野市議会はもうとっくに加盟をいたし

ております。また近隣の自治体でも八王子や、それから多摩市、立川市は、また武蔵野

市、こういったところも市議会も自治体も、市も入っております。狛江市や清瀬、それ

から稲城市、秋川市、町村でも幾つも加盟が行われておりますし、多くの労働団体、婦

人団体、東京青年会議所、とういったところが組織体として会員に名を連ねております。

日野市は加盟をしていないわけでありますが、ぜひこの北方領土の返還を求める都民会

議に加盟をして、返還運動の一翼を担うべきではないかと思うわけでありますが、その

加盟のお願いをしているわけであります。意思ありゃいなやをお聞きをいたします。

さらに北方領土の返還運動を進める自治体として、北方領土返還運動都市宣言を行っ

てはどうかと思うわけであります。愛知県の津島市というところが、もうずっと以前に

市として都市宣言を行い、愛知県の中心組織としてこの市も活動が行われているという

ことであります。パネルの展示会を行ったり、まあそうしたPR活動、また小中学生向

けに北方領土の副読本を配付をして、教育の場でもこれを取り上げてし、く。また署名活

動を行う。こういったことを都市宣言をして取り組むべきではないかと思うわけであり

ますが、その点市長のお考えはいかがか、お聞きをいたします。以上、 2点について回

答をお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 古賀俊昭君の質問につし、ての答弁を求めます。

市長。

O市長(森田喜美男君) 1時間余にわたって、古賀議員にふさわしい史観に立ったお

説を拝聴いたしました。国会の国会議事堂の近くに参りますと、 「北方領土帰る日、平

和の日」と、これの標識をしばしば見ておるわけであります。北方領土の返還というこ

とに対します日本民族の悲願と情熱にかけては、これはそうあるべきものだということ

に、私も同感であります。 ただ、第 2次世界大戦、その中の我が国の最もかかわった太

平洋戦争、これらの今日までの経過を考えてみる場合に、まだ未解決の問題が世界史的

に数多くある、一番未解決の問題はし、わゆる西側とか東側とかいう言い方で、 2極構造

になって、この対立が存在をし、その一番大きい世界の人類的な規模で、あちこちにま

だ戦争という状況が存在するわけでありますし、またその対立たるや、極めて激しいも

のがある。こういうことも我々の世界観として認識をする必要もあるわけでありまして、

そういう観点に立って日本民族として北方4島の返還ということには、理由はなしとし

ないわけでありますけど、それを主張するには、環境がかなり大きい判断を要する、こ

ういうことが伴っておると思います。つまり今日本は、日米安保条約によって、あらゆ

るしがらみを課せられておるわけでありまして、国土を割し、て、敵の一一ーまあ敵とは言

えないかもしれませんが、敵対する関係の一方の基地まで提供しておる、こうし、う状況

から判断をいたしますと、なかなか事柄は簡単ではないと言わざるを得ないと思います。

私も61年沖縄に参りまして、そして沖縄の置かれておる今日的状況、しかも米軍の基

地を、太平洋戦略の基地を抱えておる、しかも太平洋戦争で最も痛めつけられた立場に

なったこの国が、まだそういう状況に置かれておる。読谷村の嘉手納基地という米空軍

の大きな基地が存在するわけでありますが、まあ沖縄の県民はもちろんでございましょ

うし、那覇市民、あるいは嘉手納の村民、心の中で解決のできてない状況をひしひしと
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感じることができるわけでありました。

また私もそのことに伴って、説11路、根室に旅行をさせていただきまして、そうしてい

わゆる一番近い地域の 4島の返還に対する熱烈なる悲願、そうしてしかも産業的にも過

去の歴史的関係でも、まるで庭先を行くこともできない状態で，強大な、歓迎をしない

形の占領下といってし巾、状況にある。こういうこともつぶさに勉強してまいったつもり

であります。北方領土の返還は極めて望むところでありますが、また次元を異にする、

理由を若干異にすることではありますけど、いわゆる今日世界戦略の軍事上の中で、こ

の相対立する大国が、それぞれいろんな戦略を練っておる今日の現実でありますし、こ

れは本来はもう第 2次大戦で学び尽くした、清算をされるべき一一ー覇権主義がまだ残っ

ているということが明らかに言えるものであります。まあそれをどのように解決してし、

くかというのが、今日の平和運動の目指すところだといってもよいと思っておりますが、

日本海、あるいは宗谷海峡、極めて波安らかならざる状況があることも、我々も日常的

な報道として知っておるわけであります。

最近、ゴルバチョフ政権が(r市長、質問に答えてくださいよ。ゴルバチョフはし、し、

です。簡単な質問なんですよ、私」と呼ぶ者あり)まあちょっと順序が・・・・。多少

領土問題がないと言っていたのに、やや取りつくところが感じられるという感じもいた

しております。そういうような状況が今日でありますので、我々はむしろ世界に対して

は、両方、日本人に戻してほしいということをはっきり唱えるべきだと思っておること

を、過去にも申し述べたことがあります。したがって、 一方を返せと言ったって、返る

はずがない。やはり全体の平和戦略の中で、両方返してくださいということを堂々と主

張すべきである、こういう私の信念でございます。日野市民も全く同感だというふうに

思っておりますので、これから十分それらの関係を、御意見を聞きながら、また議会の

方々の対応を拝聴しながら、態度を決定すべきものだと思っております。したがって、

当面一方のみを返還運動に加担するということは、私は日本のこの問題に対する解決に

望ましくないという見解でおります、以上です。

O議長(市川資信君) 古賀俊昭君。

好例とし、し、ますか、し、し、例を見たような気がし、たします。

私は、こうし、う北方領土の問題は、最初に触れましたように、全く言われがなし、ソ連

の領土の占拠については、一分の理もないんですよ。それを沖縄と同じように考えてい

るとしヴ、まあそれも一つの市長の考えだと言えばそれまでですが、果たして後世の良

識ある市民、国民の批判に耐え得るかどうか、よくお考えをいただきたし、と思います。

結論としては、多くの自治体や市民団体が加盟をしている北方領土の返還を求める都

民会議には、加盟をする意思がない。また北方領土返還運動の宣言を町として行うとい

うことには、反対である、やる気がないということがはっきりいたしました。私どもは

少なくとも広範な国民世論を結集をして、世論の統ーを図りながら、北方領土問題の解

決のために、本来自治体も日野市は日野市として努力をすべきだと思います。まあその

点を求めたわけで、ありますが、市長の理解は日本の上にあらず、どこか日本海よりはる

か西の方に寄った立場での意見であったように思います。非常に残念であります。まあ

そうした結論も大体予想できたわけで、ありますが、これほど国民が気持ちを一つにして

ほとんど議論の余地のない問題について、市長ひとり考え方が違う、非常な悲劇的な状

況があると思います。大して市長がそう言ったところで、大きな力にはなり得ないと思

いますが、しかし少なくとも日野市長としての回答でありましたから、その点は残念で

あります。自民党もまた国民とともにこの北方領土問題の一日も早い解決に向けての前

進を図るべく、一生懸命取り組むことをこの場で表明をして、この一般質問を終わりた

いと思います。

0議長(市川資信君) これをもって 8の2、 「北方領土帰る日明るい平和の日J日野

市も北方領土返還運動に参加をの質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたします。

午後 5時29分散会

024番(古賀俊昭君) 市長のその考え方は、この日野市議会の会議場の真ん中よりや

や左の方の部分には通用するかもわかりませんが、国際条約で、いろんな条件が、例え

ばついたにしても、施政権とか、国の主権とか、そういうことをきちんと整理して考え

れば、同列に「沖縄」と「北方領土」を意識して考えているというのは、まあ世界には

通用しない考えです。よく「世界の常識は日本の非常識」と言われますが、まさにその
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日程第 1
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午前10時9分開議

0議長(市川資信君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員18名であります。

これより日程第 l、一般質問を行います。

一般質問 9のし都市計画の問題点について行政はどう対応するかの通告質問者、川

嶋博君の質問を許します。

(11番議員登壇〕

011番 (川嶋博君) おはようございます。

都市計画の問題について行政はどう対応するか、質問に入りfこし、と思います。

きょうは、しばらくぶりのよい天気に、さわやかな気持ちで一般質問を行いたし、と思

います。

都市計画と申しますと、一言に言っても、いろいろの、住みよいまちづくりから始ま

りまして、まちづくりから道路建設、それから下水道を含めて、市民全般の住みよいま

ちづくりを指す中で、きょうの私の質問は、皆様の議員の方々から何度も質問がありま

した、下水道の問題と道路の問題、こういう関係を中心に問題点を拾い上げ、行政の取

り組み方をただしたいと思います。

下水道の問題も、もう 15年、 20年前から、いろいろの方法で進められておりますが、

まだまだ下水道の問題もいろいろございます。現在までの下水道につきましては、 62年

度から着工し、前期68年度までと、それから後期15年間を、合計して15年間を要する計

画で、今、進められております。

その中には、現在、計画どおり進められている地域等ありますが、まだまだ見通しの

つかない点がございます。これにつきましては、日野市全体を、地域を申し上げますと、

栄町から新町を含めた、日野本町を含めた下水道の幹線でございます。

また、吹上地域、東豊田の地域につし、ても、これもまた、なかなはっきりとした計画

も出ておりません。この問題は、行政としてどう対応しているのか、でござし、ます。

また、道路の問題にし、たしましても、 2・2・11、1・3・1、1・3・2、2・2・

5の問題、数字だけ申し上げますとわかりませんので、 2・2・11の栄町から東町に向

かう道路でございます。この問題も、遺跡の問題等がございましたけれど、なかなか着

工しない。なかなか、説明はございますけれど、それは進んでし、ない。

また、 2・2・5につきましでも、市役所通りを下がっていって、東豊田二丁目から

一番橋に抜ける道路でございます。これも大勢の議員の方々から質問がございますが、
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そのときに、その都度、報告がござし、ますが、依然として着工をしておりません。

先日、森田市長の行政報告の中に、立)11ロータリーの立体化とか、それから、高幡踏

切の立体化のお話もございました。この件につきましても、なかなか進んでおりません。

この問題を含めて、行政はどう対応するか、まず通告に従いまして、答弁をお願いした

いと思います。

0議長(市)11資信君)

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

ルにつきましては、そのうち豊田の南区画整理、それから西平山の区画整理、万願寺第

二東町、こういったところが、面整備を、区画整理整理、基盤整備をするわけでござい

ますので、この区域につきましては、区画整理事業と整合をさせる、ということになる

わけでございます。

残るところを区画整理以外で事業を行う、ということになるわけでございます。この

以外の面積につきましては、多摩川中央幹線、浅川中央幹線に張りつくところでござい

ます。これは、御承知のように、多摩川中央幹線につきましては、 2・2・11に幹線が

入る、ということになるわけでございます。

下流から申し上げますと、万願寺の区画整理区域内、万願寺第二東町の区画整理区域

内、それから四谷下の区画整理区域内、この点につきましては、既に事業実施ないしは

事業中、それから、これから区画整理を事業化しようということで、 JR中央線までは

2・2・11号線でいける。

それから以西でございますけれども、新町、栄町の区域につきましては、 2・2・11

号線の整備が下水道計画に整合すればスムースにいく、ということでございます。

都道の関係の質問がありましたけれども、本件につきましては、この道路の進捗を都

の方に要請をする。この道路の計画とにらみ合わせまして、下水道の認可を取っていき

たい、というふうに考えております。

それから、浅川中央幹線でございますけれども、先ほど申し上げましたように、区画

整理の区域に入っているところは、それでし、し、わけでございますが、本管が 1・3・1

号線に埋設をされる、ということになるわけでございます。そうしますと、万願寺の区

画整理の西境から豊田南の区画整理の区間、この間が、まだ見通しがつかない、という

ことになるわけでございます。

これは、道路関係で若干触れますけれども、できる限 り1・3・1号線に埋設し、そ

れから、どうしても 1・3・1号線の見通しがつかないという分につきましては、ほか

の路線等を活用するような、そういう検討も進めている、ということでございます。

したがし、まして、現在、 76年度には公共下水道を何とか完成をさせたいということで、

現在、取り組んでいる、ということでございます。

2点目は、都市計画道路の関係でございます。

まず、 1・3・1号線でございますが、これは通称東京一八王子線、 「東八線Jと称

している道路でございます。日野市内の延長は、 6，690メーターでございます。このう

ち、事業実施ないしは計画中の延長を除きますと、 1，860メーターがまだ整備方針がき

川|嶋 博君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

まず、 1点目の下水道の問題でございます。公共下水道のうち、汚水の関係でござい

ますけれども、現在、計画は 3区域に分けまして、事業を進めております。処理区で申

し上げますと、南多摩処理区、それから秋川処理区、浅川処理区でございます。

南多摩処理区につきましては、多摩ニュータウソの関係でつくっております、稲城の

南多摩処理場に分けてございます。ほぼ232ヘクタールの面的整備は、 62年度で完了し

たわけで、ございます。残る秋川、浅川でございますけれども、浅川につきましては、浅

川処理場、それから秋川につきましては、八王子処理場に流しまして、処理をすること

になっております。

まず、この処理場の建設でございますけれども、現在、東京都が行っておりまして、

既に着工をし、昭和66年度に完成をし、 67年度に稼働をしたい、ということで進んでお

ります。

この処理場の稼働に合わせまして、日野市を初め関係市の公共下水道、汚水管の整備

をしている、ということになるわけでございます。

秋川処理区で申し上げますと、これは旭が丘、日野台を中心にいたしまして、高台の

部分でございますけれども、この部分につきましては、面積といたしまして397ヘクター

ルで、ございますが、これは既に認可を取りまして、でき得る限り供用開始まで接続でき

るように、今、努力をしている、ということでございます。

残る浅川処理場でございますけれども、整備区域が1，733ヘクタールございます。こ

の区域、浅川右岸でございますけれども、 760ヘクタールは、既に、このうち認可区域

は638で、調整区域もあるわけでございますけれども、認可を取りまして、事業を実施

し、処理場の稼働に間に合うように、今、一生懸命努力をしている、ということでござ

います。

残るところは、今、議員さんからも御指摘ございましたけれども、浅川左岸の区域で

ございます。面積にいたしまして、804.9ヘクタールでございます。こ の804.9へクター
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ちっと立っていない、ということになるわけでございます。この区間は、万願寺区画整

理の西端から、豊田南区画整理の西端、 2・2・5号線の付近でございます。

この区間につきましては、現在、まず、万願寺土地区画整理の区域の西端、都市計画

道路では 2・2・2号線でござし、ますけれども、その始点から川崎街道まで約340メー

ターございます。まず、この340メーターを整備をしようということで、建設省もその

方針を立てまして、現在、いろいろ地元折衝を開始をしたわけでございます。来月には、

関係地主の説明会を日野市と共同で開催をするというふうに、そういう予定になってお

ります。

残る川崎街道から 2・2・5号線までにつきましては、今後もまだ課題として残るわ

けでございます。

それから、 1・3・2号線でございますけれども、これは、さっきの話と若干ダブり

ますけれども、当初、建設省は、 1・3・2号線の一部を開通させ、万願寺まで 1・3・

1を使いますと、 900メーターあるわけでございます。要するに、市役所の南の神明上

の区画整理で 1・3・2ができておりますから、その境から万願寺まで900メータ一、

これを実施したいということで、数年来、地元にアプローチをしたわけでございますけ

れども、地元の了解が得られませんで、測量調査等に入れなかった、ということでござ

います。

そのような状態を長く放置することはできませんので、先ほど申し上げましたように、

万願寺の西端から川崎街道までの340メーターを、まず事業化したいということで、取

り組んでおるということでございます。

それから、 2・2・11号線でございますが、これは、 2・2・10号線から万願寺、高

幡方面につきましては、先ほど申し上げましたけれども、区画整理の手法をもちまして、

今、整備をしたいということで、現在、予算計上もし、取り組んでいるということでご

ざいます。問題は、 JR中央線から西の部分でございます。この西の部分につきまして

は、 JRのすぐ西側に薬王寺というのがございます。この付近の土地のお持ちの方が、

組合施行ということで、現在、まだその区域が決まったわけではございませんけれども、

権利者が仮同意を取った、そうしヴ状況になっております。要するに、組合施行のプロ

ジェクトが、そこに一つ生まれつつあるということが1点。

それから、さらにその西にまいりますと、元神綱電機の社宅の跡地がございまして、

現在、東京都が住宅用地として持っております。それが、およそ 2万2，000平方メート

ルございまして、この土地にも 2・2・11がかかっておるわけでございます。したがっ

て、そういったものをもとにいたしまして、今、東京都の方にも、東光寺まで延伸する

ように働きかけをしている、ということでございます。

それから、質問ではなかったんですが、ちょっとお話の中に、高幡東踏切の立体化の

お話も出たわけでございますけれども、この件につきましては、今議会で市長の方から、

東京都への陳情等の経過も報告をしたわけでござし、ます。この立体化につきましては、

まず、モノレールの路線で、あるということ。それから、高幡土地区画整理の区域にも入

れであるわけでございます。

そういうことで、市の方からの努力から申し上げますと、区画整理の、現在、法律に

基づかない換地の供覧をいたしまして、権利者との調整を行いまして、順調にいきます

れば本年の12月に仮換地の指定の手続に入りたい、ということで進んでおります。

この区画整理の換地が済み、事業が、いわゆる移転、道路工事等が進みますと、東踏

切の立体化の用地があいてくるわけでございます。立体化の関係用地のうち、おおよそ

4分の 3ぐらいは区画整理で土地があく。この 4分の lの残り分でございますが、これ

は保健所の前、いわゆる西側でございますけれども、都道の西側になるわけでございま

す。当初、区画整理区域に入れてはし、たんですが、区画整理の賛同が得られなくて、除

外した分で、ございますが、その区域が約4分の l、要するに 4分の lの土地につきまし

ては、東京都が直接買収をしなきゃいけない、ということになるわけでございます。

そういうことになりますと、早急に東京都がこの事業認可を取りまして、用地買収に

入る、ということになるわけでござし、ます。そういうことを、先般、早急にやるように、

市長の方から東京都に申し入れをした、ということでございます。

区画整理の進捗、あるいは都道としての拡幅の事業認可が順調にまいりますれば、立

体化のタイムスケジュールも明確になってくるのではないか、というふうに考えており

ます。一層の努力をいたすつもりでございます。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 川i嶋博君。

011番 (川|嶋 博君) ただいまの下水道の問題、それから道路の問題の答弁をいただ

きました。

下水道の問題につきましては、浅川中央幹線、これにつきましては、 1・3・1の道

路に関連がござし、ます。この道路が完成しないと、やはり面の配管が入らない、こうい

うことでございます。そこにかかわる地域の方々は、今、 15年計画というような長期的

な計画を持っておりますが、その問、やはり行政として、地域の住んでいる方々に一日

り山Q
u
 

n
L
 円。

Q
d
 

n
L
 



0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

それから、流入時間、途中降った雨が、その管に入る時間でございますけれども、こ

れが、短い方が、設計上は管が大きくなり能力が上がるわけでございますけれども、こ

れが建設時は10分、現在の基準では 7分、というような状況でございます。

したがって、現状の土地利用の問題、それから設計の数値の問題からしまして、この

管につきましては、若干不足をする。そういうときには不足をする、ということになっ

ております。

ただ、そうは言いましても、あれだけの管を、キャパシティーを増大をさせるという

ことは、非常に大変なことでございます。数字的に言えば、こういう、今申し上けYここ

とになりますけれども、現在の溢水の原因にも、いま少しシビアに調査をいたしまして、

改善策を考えたい、というふうに考えております。

現在は、その溢水している、前後しますけれども、溢水している場所といいますのは、

八王子自動車教習所の西の方で、 「日曜大工セソター」という庖が、中央線に沿いまし

て、 1軒角地であるわけでございます。現在、その部分だけが溢水をする。その中央線

との簡の道路は、東側にずっと勾配が下がっております。通常の溢水とし、し、ますのは、

溢水をして下からす.っと水がたまってし、く、ということでございますけれども、現在は、

この一丁目の浸水とし巾、ますのは、今、マ γホールが上がるという議員さんの御指摘で

ございますけれども、その部分だけの水位が上がる、ということでございます。

まだ、管そのものには、私ども、余裕があるのではないか、という見方をしておりま

すけれども、そういう、ちょっと特異な浸水の状況でございますので、少し時間と経費

をかけまして、きちんと原因を究明した上で対応いたしたい、というふうに考えており

ます。

も早く下水道が使えるように、バイパスを組んで、その配管がむだにならないような設

計で進めたらどうか。私はそう思います。

それから、 2・2・11にかかわる、これもやはり下水道も道路も関連がございますの

で、これについても早急に行政側として対応していただきたし、と思います。

やはり都市計画というものは、行政だけではできないと私は思います。やはり地域の

権利者を含めた方々の協力、ここの、聞に入る議会の先生方の努力による力も相当ある

と思います。よって、こうしヴ問題も早期に解決するように、重ねてお願いしたいと思

います。

それから、ことしは非常に雨の多い年でありました。 8月には、何度か大量の雨が降っ

て、浸水した箇所もあります。旭が丘一丁目の地域も、その浸水に遭いました。夜 7時

ごろでありましたけれど、私は飛んでいって見ましたら、やはりマγホールの重いふた

が持ち上がって、外れてしまう、このような水圧でございました。やはり、そこに住ん

でし、る方々は、異常な雨だ、とそうあきらめている点もございますが、やはり自分の財

産等が浸水される心配が非常に強いところがございます。こういう点で、行政はどう対

応しているか。その対応の方法を教えていただきたし、と思います。

0議長(市川資信君) 都市整備部長。

この都市下水路でございますが、平山台の土地区画整理事業を行ったときに建設をし

たものでございます。この管の流域面積は165ヘクタールでございます。平山台の区画

整理の面積は128ヘクタールでございます。したがって、平山台の区画整理の区域、及

び中央線の南側の、いわゆる 2・2・6号線と称しておりますけれども、その東西の地

域も、この流域に含めまして処理を、排水をしている、というものでございます。

御承知のように、この建設当時は、国が定めた設計基準に基づきまして設計をし、建

設をしたわけでございます。その後の変化でございますけれども、一つは、予想以上に

建てつけ地がふえてまいりまして、いろいろ当初の設計から比較しますと、数値が変わっ

てきている、ということでございます。

設計基準だけで申し上げましでも、当時と現在で申し上げますと、公共度とし、ぅ、一

つ呼び方があるわけでございますけれども、これが建設当時は40ミリだったものが、現

在が50ミリ 。

それから流出係数、これは雨が降って出る量の割合でございますけれども、これがo.

4から0.5、現在、 0.5でございます。

0議長(市川資信君)

011番(川嶋博君)

川嶋博君。

ただいまの質問内容ですが、やはりその経過を、地域の住民に

理解していただくような方法で連絡をしていただく。行政の取るべき処置をしていただ

く。これをお願いしたいと思います。やはり、こういう問題は、市内各所にございます

が、これを、予算の裏づけをもって市が早速対処をする、この態度をとっていただきた

いと思います。

森田市長、 15周年経過しておりますが、日野市を見ても、市民会館の建設、教育・文

化の向上のためにも市民会館、立派なものができました。それから、日野市の古い歴史

を学ぶためにも、ここでふるさと博物館もできました。また、福祉の面で、老人憩いの

家、それから特養老人ホームも、計画ものっております。数々の森田市長の業績もござ
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いますが、全体的に見て、ことしは、あと 1週間後にはソウルオリソピックもございま

すが、オリソピックゲームをたとえてみますと、森田市長は 3段跳びの選手じゃないか

と私は思います。そして、ゴールドメダルというか、メダリストだと、私はそう思いま

す。やはりそれぞれの施設をつくって、看板を立てる、こういうことがございますが、

やはり 3段跳びで跳んで、土を着かないところがあっては、私はいけないと思います。

こういう意味で、やはりし、し、面もございますが、やはりそういう土に踏まない点のと

ころを、森田市長として、今後、どのような考えで行政を携わっていくか、ひとつ心構

えをお伺いしたいと思います。

0議長(市J11資信君) 市長。

て当局に要請をしてし、く、ということが一つの順序だと思って、取り組んだような状況

でもございます。

福祉、文化の政策ももちろん大切でございますが、なお、あわせて、将来の日野市民

の、いわゆる住みよいまちという条件をっ くり出すためには、都市計画的手法が、とも

に前進することを必要といたしますので、そのような考え方に立ちまして、積極的、果

敢に取り組んでまいりたい、とこういう気持ちでございます。

0議長(市川資信君) 川嶋博君。

011番(川嶋博君) 市長の考えもわかりました。

0市長(森田喜美男君) このたびは、都市計画の進捗状況の観点から、貴重な質問を

やはり国道というか、 1・3・1、 1・3・2、それから都道2・2・11とか、市道

と違って、やはりこれは都道なんだ、これは国道なんだ、とし、う区別をしないで、そこ

にかかわる住民が市民でございますので、やはり区別なく、粘り強く東京都や国に向かつ

て促進をお願いしたいと思います。

これをもって、都市計画の問題点についての質問を終わりたいと思います。

0議長(市川資信君) これをもって 9の 1、都市計画の問題点について行政はどう対

応するかの質問を終わります。

一般質問 9の2、旭が丘中央公園グラ γ ドにナイター設備を早期に実現したし、の通告

質問者、 J11嶋博君の質問を許します。

011番(川嶋博君) 第2点目でございます。

日野市内には、中学校にナイター設備、一中、二中、七生中が、現在、施設されてお

ります。やはり日野市内を全体的に見ましても、 グランドをつくるとし、う用地は、もう

ございません。新しく買うとしても、予算的に見ても、相当な金額になると思います。

やはり、このスポーツ人口を、大勢し、る中で、それを利用していただくには、やはり何

といっても、ナイター設備をもって、昼間も含めて、夜間、二重に使うことが一番手っ

取り早い方法だと私は思います。その中においても、ナイター設備を早く設置していた

だきたいと思います。

やはり、町田市を見ますと、町田市には、 1万7，000平米の大きな体育館を建設予定

をされていると聞きました。そのほかに、 50メートル、 25メートル、それから幼児用と

しての温水プールもつくる、といわれております。

片や府中市におきましても、立派な野球場がございます。体育館につきましては、 1

万3，000平米の、都下では現在 1位といっていいくらいの体育館がございます。それに

匹敵する体育館が 6カ所あります。やはり地域ごとに体育館が 6カ所あるといわれてお

いただいた、というふうに受けとめております。

都市計画は、相当、長期戦になることは、やむを得ないわけでありますが、今、御指

摘になりました、特に下水道の、流域下水道の仕組みの中で、日野市内の公共下水道に

わたる部分を、これからどういうふうに先を開いて行くか。その中で、若干のまだ未解

決点があることも、御指摘のとおりであります。

これが、都道が先行していただく、あるいは国道が先行していただく、これに期待す

るところが伴っておるものですから、それとの促進に、都道に関しましても、あるいは

国道に関しましても、積極的なお願いをして、そうして打開を図っていただく中で、ま

た地元の事業の進捗ができる、とこうし、う関係にある部分があります。今、御指摘の、

栄町、新町方面しかりでありますし、それから、直接の浅川の左岸の地域にそういう部

分があるわけであります。

そのために、都には、都営住宅と、あるいは道路建設との兼ね合いにおいて、都の中

の行政連絡の中で調整をお願いをしたい、こういうことも申し立てをいたしておること

を、御報告したことがございます。これから積極的にそれらのことを、それぞれに連携

させて、議会にまた御支援、御協力いただきながら積極的にやってし、く。そのことによっ

て、下水道並びに日野市内の都市計画用の道路整備を図ってし、く。このことを大きな責

任感として、取り組みを進めようとしておるところでございます。

このたび、行政報告の中で申し上げました、高幡東踏切の課題もそのとおりでござい

ますし、また、日野市内の一番交通幹線になります、いわゆる甲州街道、 国道20号線、

これが将来ともに円滑な流れを、交通状況を保つためには、今ごろから立川の地域にな

るわけでございますけれど、いわゆる立J11ロータリーの立体化を、日野市から声を上げ
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ります。

そのように、他市では野球場、体育館を、市民の健康のために努力している話を聞き

ます。府中は、実際、私は行って見てまいりました。このように、いろいろの面で、他

市ではスポーツ行政が盛んでございます。

昨日の一般質問に、一ノ瀬議員が、ネット裏からの野球のお話を言われましたけれど、

日野市議会の野球チームも、中山監督以下、初めて公式戦で、町田市で優勝をいたしま

した。優勝というか、勝ちました。そのときに、大下市長さんもおいでになりまして、

やはり日野のチームを歓迎をしていただきました。そのときに、町田大下市長さんは、

町田市で今つくっている4，000株のダリアが見事に咲きました。これを少ないけれど、

1本 1本差し上げますという、一人ひとりダリアの花をいただきました。いろいろ、懇

親の面でも、町田大下市長さんは、なかなか心が温かし、市長さんだな、とこういうよう

に思し、まし7こO

その次の試合は、昭島市との対戦でございましたが、成績はふるいませんでしたけれ

ど、そのときに伊藤市長さんが見えまして、日野のチームのところへ見えまして、多分

ウーロン茶だと思いますが、お持ちになって、 「日野のチームの皆さん、歓迎いたしま

す」そう言って、日野のチームを歓迎していただし、て、冷たし、ウーロソ茶もごちそうに

なりまして、非常に和やかな試合運びになりました。

いろいろとスポーツを通じて、人間の本当に交流を含めた、気持ちのし、し、交流が、コ

ミュニケーショ γが結ばれたと思います。

そういう意味で、日野市としても、やはり他市とは負けず、やはりスポーツに利用で

きるナイター施設、設備を早期につけていただきたし、と思います。この点について、行

政側として、どう対応するか、お伺いしたいと思います。

0議長(市川i資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) 御質問にお答えをしたいと思います。

現在まで、ナイター設備につきましては、先ほど御質問の中にもございましたように、

中学校 3校に設置をしてきております。これは、学校開放事業の一環として、市民のス

ポーツ要望にこたえたいということで、 3校、既に設置をしてきておりますけれども、

基本構想計画の中では、今後さらに 2校、新たにナイター設備を設けるようにしたい、

というふうに考えて、計画は立てております。一応、あと東部の地域と、それから西部

の地域に、それぞれ l校ずつナイター設備を設けたい、というふうに考えております。

これは、私どもの計画としては、学校校庭の開放事業の一環として、ナイター設備を
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今までは考えてきたところでございます。

したがし、まして、御指摘をいただきました旭が丘の中央公園については、現在のとこ

ろは、中央公園にナイター設備を、ということでの計画は持っておりませんけれども、

今年度、旭が丘の中央公園については、テニスコートを全天候型に改善をする、とし、ぅ

予定も持っております。その中で、コートに夜間照明をつけてほしい、という御要望も

ございますので、その辺のところも含めまして、今後、旭が丘の中央公園の問題につい

て、よく検討をしていきたし、とし、うふうに考えております。

ナイター設備の場合には、これはどこに設ける場合にしても、周辺住民との問題もご

ざいまして、御理解をいただかなければならない、ということもございますし、また、

特に公圏内に設ける場合には、樹木がたくさん公圏内にある場合に、樹木の生態にも関

係してくることも、一定の配慮を考えなければならない、ということもございます。そ

うした点を十分検討した上で対処をしていきたい、というふうに考えております。

以上です。

O議長(市川資信君) )11嶋博君。

011番 (JII嶋 博君) ただいまの次長の答弁でございますが、各学校にナイター設備

をつけていきたい、とこのような発言でありました。

やはり学校校庭は、つけて結構でございますが、やはりスペースの関係で、野球も思

い切ってできる、こうし、う場所も必要ではないかと思います。校庭は、そう広くはござ

いませんし、やはりまちの中でございますから、近隣に住居がございますと、やはり声

がするとか、明るいとか、いろいろまた問題が出てきます。この点について、旭が丘中

央公園は、周りが工業団地でありますし、樹木も生い茂っている点もございます。こう

いう面で、やはり野球が専門にできる施設が必要じゃないかと思いますが、この点、ど

う考えているか、お答えを願いたいと思います。

0議長(市川資信君) 教育次長。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

一応、今までの計画では、学校校庭の開放事業の一部として、ナイ ター設備を整えて

いくということで、今まで計画は考えていたわけでございます。いずれにしろ、あと 2

カ所、この計画期間中、基本計画の期間中にはっくりたい、というふうに考えておりま

す。

先ほども申しましたように、東部と西部にというふうに考えておりますので、西部と

いう地域に設ける場合に、ただいま御指摘をいただいた旭が丘中央公園の問題も含めま
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して、よく検討して対処をしたい、というふうに考えております。

O議長(市川資信君) 川嶋博君。

011番(JII嶋 博君) 了解いたしました。この問題については、早期に設置してし、た

だくよう強く要望いたしまして、私の一般質問を終わります。

0議長(市川|資信君) これをもって 9の2、旭が丘中央公園グラ γ ドにナイター設備

を早期に実現したいの質問を終わります。

一般質問10の1、大型庖対策を強化し、地元商業の振興をの通告質問者、中谷好幸君

の質問を許します。

(9番議員登壇〕

09番(中谷好幸君)

いただきます。

議長のお許しを得ましたので、通告に従いま して質問をさせて

大型庖の出庖や増床が、全国的に再び勢し、を増しております。その背景としては、円

高不況の中でももうけ続けた流通大資本が、新たな設備投資の意欲を強めている、とい

うことであります。

また、市場開放を求めるアメリカの圧力があると思います。アメリカは、日本国内で

の輸入品販売をふやすために、日本の流通機構の改革が必要だとして、円高差益の消費

者への還元なども唱えながら、日本に圧力を加えてきております。

竹下首相は、 トロントサミットで、規制緩和を公約しております。

また、財界主導の行革審は、公的規制のあり方に関する小委員会を設定して、規制緩

和の検討を進めておりますし、政府もこれにこたえ、大規模小売店舗法の見直しを、検

討を始めております。ア メリカの圧力と財界の圧力のもとで、農業の切り捨てと同様、

日本の中小小売庖の切り捨ても進められる、こういうゆゆしい事態になっている、と思

うわけであります。

さて、ディスカウソトショップ、ダイクマの出!吉計画に対しましては、 4年余にわた

る地元業者、市民の粘り強い反対運動が展開されました。イトーヨーカ堂という巨大資

本を背景とするダイクマは、ありとあらゆる手段で、南平への進出を果たしま した。し

かし、政府が大型j古規制緩和政策を進める中でも、 4年以上にわたって進出計画が凍結

される、こうした事態は、全国にも数少ない例だとも言われています。

そして、先日の米沢議員の質問にもありましたように、地元周辺自治会との間では、

現在も環境問題等をめぐって、紛争は続いているわけであります。

また、地元電機商組合等との聞で、協定締結のための交渉なども行われている、と開
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いております。

そういう意味で、ダイクマの出庖問題は、行政当局におかれましても、今日、一層厳

しい対応が求め られている といえると思います。

さらに、ダイク マが出庖する位置からそれほど遠くない南平の北野街道沿いには、も

う1庖の電器製品を販売品目とする、ディスカウソ トストアの進出計画も進められてお

り、これは 9月中にはオープンする、とも聞いております。

ダイクマの進出は、市内の競合庖、商広街に重大な影響を与えるだろう、といわれて

きましたけれども、さらにもう 1底、ダイクマと目と鼻の先にディスカウソトが進出し

てきますと、大型庖同士の競争も加わり、さらに一層深刻な影響を与えるであろうこと

は、明らかであります。

また、問題とされてきた川崎街道や北野街道の渋滞などの環境問題も、一層重大にな

ります。

今、大型庖は、大型広同士のシェア競争、陣取り争いが一層激しくなっている、とい

われております。大型広が、どういうところをねらって進入してくるかといいますと、

人口密度の高い割合に、商庖街の発達がおくれている地域だといわれております。人口

の割合に地元の商庖街の販売力が弱くて、他地域へ買い物客が流出している地域で、大

型庖の進出、陣取り合戦が激しくなっている、といわれているわけであります。

高幡の区画整理や、万願寺区画整理の進捗によって、さらに人口も見込まれる川崎街

道沿いや北野街道沿いは、大型庖の激戦地となる可能性が極めて高い。多少の抵抗、損

失があったとしても、大型庖はさらにこれからも強引に進出してくる可能性が極めて高

いといわなければなりません。

そこで、私は、大型庖対策を、市として、自治体としてどう強めるのか。このことに

ついて質問したし、と思いますが、最初に問題点を明らかにするために、具体的に幾っか

質問したいと思います。

第 lは、米沢議員からも質問され、市からも御答弁をいただいておりますけれども、

環境問題についてです。このことについて、補足的に質問したいと思います。

ダイクマ出活に伴って起こる環境問題について、市では対策会議をつく って、行政市

道の内容などをまとめて、ダイクマに申し入れをされる、というふうに伝えられており

ますけれども、その内容について、差し支えなければ、具体的に明らかにしていただき

たい。何を問題にされ、どういう内容の指導をされようとしているのか。この点につい

て、お聞きしたし、と思います。
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第 2は、先ほど述べた北野街道に、もう一つディスカウ γ トが進出する計画があると

聞いておりますが、どのような計画であるのか。市が把握されているところを、お教え

いただきたいと思います。

三つに、日野市基本計画では、魅力ある商庖の振興を一つの節として掲げ、具体的な

施策として、商業振興プラソの策定や、商庖街の整備促進、特に既存商庖街におけるコ

ミュニティ商庖街事業を打ち出しておられます。これは、具体的に何を目的とする、ど

ういう内容の施策を考えられておられるのか。

また、この施策をどのように具体化していくのか。例えば、どこかモデル商庖街につ

いて考えているのかどうなのか。

あるいは、こうした日野市の基本計画で打ち出した方向について、現在、日野市の商

庖街、商業者は、どういうふうに反応しているのか。

あわせて、これまで日野市としてどのような振興一一商業振興、商庖街づくりを進め

てきて、成果を上げているのか。

以上、 3点について、最初に質問したし、と思います。よろしく御答弁をお願いします。

O議長(市川資信君) 中谷好幸君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) 1点目の、調整会議への多少のことがあるわけでご

ざいますが、これからの申し入れの内容ということでございます。

現在、各部と、最終の詰めをやっているところでございますが、一つは、内容的には、

福祉環境整備要綱があるわけでございます。この問題についてを、やはり明確に提示し

ていきたい、ということでございます。

なお、駐車場の問題、これは御承知のとおり、東京都公害防止条例に基づいての、事

前の届け出、そういった方法は、現状ではなされておりませんが、その問題についての

考え方がどうなんだ、というような具体的な問題を出していきたい、というふうに思っ

ております。

もちろん、その中での駐車場の考え方、あるいは、その確保の場所、そういったもの

を提示を願う、というような問題もあるわけでございます。

なお、安全対策面におきましては、市道、歩道、都道、切り下げの問題、あるし、は、

当然、福祉のまちづくり要綱、 前段で申し上げましたとおり、それに関連する部分、 ま

た、自転車あるいはノミイク等の置き場の問題、街路灯の設置の問題等も含んでおります。

なお、道路部分については、具体的に幾つか、その周辺に対する問題等もあるわけで

ございます。廃棄物問題についても、ごみの収集、運搬、処分、そういった問題の処理

をどう考えているのか。そういったものを具体的に伺いながら申し入れをしていくつも

りでおります。

以上、大綱としては、そういう内容でございます。終わります。

O議長(市川資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君)

ます。

まず、 2点目は、南平のもう l庖の出j吉状況、ということでございます。

それでは、 2点目以下につきまして、お答えをいたし

多分、南平三丁目にできます広だろうと思います。一応市で判明した状況は、電器商

でございます。1"株式会社、野島電機商会」でございます。

それから、売り場面積が463.1平方メートノレ。取り扱い製品は、オーディオ、ビデオ

製品。それから、家庭のOA製品、いわゆるパソコソとかというものでございます。一

般家庭の電化製品は扱わない、とし、う状況でございます。

それから 3点目でございますけれども、基本計画の中にございます商業振興プラソの

件でございます。これにつきましては、昭和62年の 2月にまとめました日野市商業振興

計画策定にかかわる基礎調査がございます。これは、商工会に補助として調査いたした

ものでございます。それが、まずございます。

その後を受けまして、日野市商工会地域商工振興ピジョ γ策定報告書が、 63年の 3月

に出ております。これは、東京都の補助によります調査報告でございます。

これらの調査等に基づきまして、また、さらに消費者の意識、それから生活行動、ニー

ズ、そういったものの調査、研究を今後行いまして、商業振興プラソを今後進めてまい

りたい、とこのように考えております。

それから、同じく基本計画の中にございます、魅力ある商庖街の整備促進ということ

でございますが、その中にございますコミュニティ商庖街事業というのがございます。

これは、東京都の補助事業でございますけれども、これは59年に国が、コミュニテ ィマー

ト構想というものがございます。これを受けまして、東京都が補助事業として行ってい

るものでございます。

内容をちょっと申し上げますと、東京都は、今までモデル商庖街事業の育成というこ

とで進めておりましたけれども、 63年、ことしからコミュニティ商庖街づくりの支援と

いうことで、助成を行っております。

その内容といたしましては、コミュニティ施設設置補助でございます。商庖街の中に

コミュニティセソターとか、小公園、それから装飾灯、そういったものの施設補助とい
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たしまして、 3分の l、補助の限度額は2，000万の助成でございます。

さらに、コミュニティ活動補助といたしまして、絵画展、それから写真展、それから

縁日、盆踊り大会、それから朝市等の助成といたしまして、やはり 3分の lですけれど

も、約、限度額といたしましては100万円の補助をつける、というものでございます。

これにつきましては、商工会、各商広街等照合いたしまして、該当のそういう意向が

あるかどうか、確認したわけで、ございますけれども、残念ながら、この計画には、現在

のところ名乗りを上げている商庖街はございません。

また、その理由といたしましては、この要綱一一一条件といたしましては、商庖街が法

人化されている。もしくは、法人化が助成金申請時までに確定が見込まれる、というよ

うな状況がございますので、そういう状況もやむを得ないかなと、こんなようには考え

ております。

それから、商庖街に対する助成でございますけれども、今までの振興策といたしまし

ては、商広街の装飾灯の補助、それから商庖街所有の電気料の補助、それから、担当は

私の方ではないようですけれども、いわゆるカラー舗装の実施など、いたしております。

なお、商工会というのがございます。これに対しても補助を行いまして、いわゆる商

庖街のあり方、それから経営のあり方、そういった指導の講習会等もございます。

今後とも、施策といたしましては、商業者団体の活動の助成ということも、この計画

の中にございますけれども、これは商庖街のイベγ トの助成も考えております。その地

域の特性に合ったもの、生かしたもの、例えば、夏祭りとか、運動会などに対する助成

も、今後、検討してまいりたい。このように考えております。

以上でございます。

0議長(市川|資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 再質問をします。

私は、自治体として、大型庖対策をどうするのかという点で、大きく言って二つある

と考えています。

一つは、大型庖の進出に対して、行政として規制、調整、誘導を行っていくというこ

と。行政として、この手段を持つ、ということだと思います。

二つは、大型庖の進出のすきを与えないような商庖会づくり。また、大型広が進出し

てきても、それに対抗して打ち勝つことができるような、消費者にとっても魅力ある商

j吉街づくりを行ってし、く、融資なども含めた商業振興策だと考えます。

この二つは、どちらも大事であるわけであります。大型庖は、単純に規制すれば問題

は解決する、というわけではありません。先ほども述べましたように、大型庖は、人口

密度に比べて商庖街が未発達なところを、激戦地として進出をねらっているわけであり

ますから、規制とともに、すきを与えないような商庖街づくり、まちづくりを進める必

要がある。ある場合には、大型庖を核庖舗として誘導する、というようなことも考えら

れるものだ、と考えています。

先ほどの御答弁を踏まえまして、さらに具体的に再質問をしたし、と思います。

第一に、ダイクマ庖出j苫に伴う環境対策であります。ぜひとも厳格な行政指導を行っ

ていただきたいわけであります。

日野市には、 「日野市環境保全に関する条例」というのがございます。この中で、例

えば、市長の基本的な責務として、市長は公害防止に努めて良好な生活環境の保全を図

り、市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に努めなければならないとか、あるいは、

事業者の責務として、事業者は事業活動による公害を防止するために必要な措置を講じ

なければならない。

あるいは、事業者は、法令に定めないものについても、人の健康または生活環境に障

害を及ぼすおそれのないような公害防止に努力しなければならない。

あるいは、工場、事業所、または建築物、その他の施設等を設置しようとする者は、

工場等の敷地の周囲における良好な生活環境を損なうことのないように努めなければな

らない。市長は、工場等の設置により、周囲における良好な生活環境が損なわれるおそ

れがあると思われる場合においては、その原因の除去または減少させるために、必要な

措置を講ずるように指導をし、また勧告することができる。

こういうふうな条例があるわけであります。

そこで、この行政指導の内容で、具体的に要望しておきたいと思います。

企画財政部長の御答弁の中でも、触れられているわけでありますけれども、交通対策

です。中央大学の商業基礎調査でも、町田の大型庖を例に挙げまして、南平にダイクマ

が出屈すれば、特に渋滞の問題が深刻にあるだろう、ということを指摘しております。

町田の例でも、駐車場への左右折や、あるいは手押し信号が、本線の交通を妨げ、か

なりの渋滞を招いている。

同じような、よく似た条件にある北野街道の場合、広舗の規模では町田の 3倍以上。

さらに南平の場合は、駅にも近いということを加味すれば、混雑はさらに上回るであろ

う、というふうに指摘しています。

そこで、これらの対策として、こういうことを考えたらどうか、というふうに思って
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います。

一つは、出庖用地を若干セットパックしてもらって、現在、往復合わせて 2車線の道

路を 3車線にして、本線の通行を妨げないような引き込み線をつくっていただく。さら

に、道路横断のための地下道をつくっていただく。この点についても、ぜひとも行政指

導の中身に入れていただきたい。このように考えているわけであります。

この点について、どのように考えるのかということについて、まず第 1点、再質問し

たいと思います。

二つ自に、米沢議員の質問に対して、市長は、大型庖に対する行政指導の権限が、現

在の法、条例のもとでは、極めて限定したものである、市町村にとって。こういうふう

な答弁をされております。

また、市としても、まちづくり指導要綱の対象に、大型庖も加えるなどしたい、とい

う答弁がありました。敷地面積が5，000平米を超えるような大型庖の建設が、開発行為

に足らないというようなことでは、どうしてもおかしいと思うわけであります。小さな

マγションでさえ、駐車場は幾つ必要だ、ということまで規制されているわけでありま

すから、指導要綱に、こうした大型庖を含めるのは当然だと考えるわけであります。

実は、この問題は、かねてから、共産党が要求しているところであります。既に昭和

54年度と、それから昭和59年にも共産党の米沢議員が、大厄舗に対する指導要綱をつく

れ、と一般質問で要求しております。

昭和59年の質問では、米沢議員がダイクマの問題に関連して、質問しているわけであ

りますが、この中で、当時の都市計画部長は「現在、開発要綱を持っている。その一部

を改正いたしまして、大型庖舗が、この開発要綱に適用してくるような形で改正してい

く必要がある、ということで、もう既に検討してございます」 一一一このように答えてい

るところであります。他市でも既にやっているから、こういう方向で、ダイクマ庖にも

対応していきたい、とし、うふうに、市は答弁されているわけであります。

これがどうしてできなかったについては、聞いませんけれども、今度は確実にやって

いただけるのかどうなのか、再度、確認をしておきたいと思います。

第3点の質問は、大活法では、一応500メートル以上を届け出というふうな建前になっ

ており、 500平米以下、あるいは、これにぎりぎり迫る中型庖については、規制の網が

かかっていません。たしか大広法が制定される当時、国会で、基準面積以下の庖舗につ

いても、大型庖に準ずる行政指導を行うように、という国会決議も上がっているところ

であります。それは、意識的に、基準ぎりぎりの中型庖をたくさん出して、大!古法の網
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をくぐり抜けるということを防止するためである、と開いております。

実際には、国は、この国会決議を守らず、行政指導を放棄しているわけですけれども、

この国会決議の精神に基づき、多くの自治体が条例をつくり、大庖法に準ずる行政指導、

地元商庖との調整を行っているところであります。

調べてみましたら、現在、三多摩でも、八王子市、国分寺、田無、保谷、東大和で、

こうした大型庖に準ずる中型庖とし、し、ますか、準大型庖に対する指導要綱をつくってお

ります。要綱を取り寄せましたけれども、大体同じような内容で、大庖法の基準に達し

ない、 200平米ないし300平米から500平米の売り場面積を持つ中型庖に対して、市への

届け出、地元商j苫街や商工会との話し合い、調整を求めるもの、となっております。

御答弁のありました「野島Jについて言えば、確かに大企業とは言えないわけであり

ますけれども、大庖法基準ぎりぎりの売り場面積で、今、三多摩各地に進出していると

ころであります。地元商庖街や商工会に一切知らせることなく、小平では、開庖のお知

らせの新聞折り込みを見て、地元の商工会や商庖が知る。着工から開広まで 1カ月余。

こういうふうな事態も起こっているわけであります。

日野市の出店についても、 7月の下旬に工事が始まり、ディスカウソトといううわさ

がたつ。ところが、どんな庖であるのかは、東京都も、市も、商工会もわからない。こ

ういう事態、があったわけで、あります。もちろん、こうした中型店については、大企業と

同様に扱えないわけでありますけれども、こうした中型専門広、中型店についても、地

元の商工会や地元の商業者にとっては、大きな影響を与えることは明らかでありますし、

この、とうした中型屈についての指導要綱についても、考える必要があるのではないか、

と私は考えますけれども、この点について、市当局の御答弁をいただきたいと思います。

第4に、商庖街づくり、商業振興策についてであります。

先ほど、基本計画に示されました商業プラソや、あるいは、コミュニティ商庖街事業

について、説明があったわけで、ありますけれども、何か、地元の商広が乗り気でない、

というふうな御答弁があったわけであります。基本計画に打ち出された施策が、地元の

商庖街から本当にそっぽを向かれたら大変な事態、である、というふうに思います。

関連して、私の地元の落川、三沢、百草の問題について、{列を挙げ、お聞きしたし、と

いうふうに思っています。

私の地元の落)11、三沢、百草では、百草園駅前と川崎街道沿いに一定の商庖街を形成

しております。桜ケ丘のショッピングセソターと、高幡の商圏に囲まれ、かなり厳しい

情勢にあるわけでありますけれども、何よりも身近にあるということで、身の回りの日
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常品やサービスを中心に、固定客はいますし、また、近くには百草園などの観光地もあ

りますから、頑張りようによっては、これから魅力ある商庖街づくりを進めることも可

能だ、と考えているところであります。

昭和61年に、八千代信用金庫が、この百草園駅商店街について、消費者と経営者にア

ソケート調査を行ってあります。魅力ある調査報告書となっているわけでありますけれ

ども、いろいろ興味あるデータが出ていますけれども、例えば、こういうことが出てい

ます。

経営者に対して、この自分の商庖街について魅力を感じているかどうか、という ふう

な質問をしてありますけれども、 「十分魅力がある」と答えている人は、ゼロでありま

す。 i少しはある」が26.7%0 iさほどはないJ36.6%0 iほとんどないJ26.7%。自

分自身、経営者自身が、商庖街につし、て魅力がない、という方が多いわけであります。

それから「商店街の再開発や近代化についてどう考えるか」、こういうふうな質問が

されています。これについては、 「賛成」が36.7%0 i場合によって賛成」が50.0%0

「反対」はゼロであります。再開発や近代化について、強い関心を持っている、 9割近

くにのぼっているわけであります。さっき、基本計画について、余り乗り気でなかった

というのは、どの程度聞かれたのかわかりませんけれども、商業者が意欲を持っていな

いということではない、ということだと思います。意欲は十分あるし、行政は手を差し

伸べて、こうした商工業者の意欲を引き出す、そういうふうな施策を行う必要がある、

というふうに私は考えております。

昨日の米沢議員の質問の中で、南平では、地区計画を立てるため、その手順などにつ

いて調査に入る。地元の住民の参加を得てまちづくりを進めたし、。都市整備部長からの

御答弁もあったわけでありますけれども、三沢、百草、落川の地域について、市当局は

どういうふうに考えられているのか。商庖街の発達は、まさに未成熟な状態にあります。

一定の人口もありますし、買い物客が流出しているわけであります。先ほど述べました

ように、まさに大型広がねらいそうなところであるわけであります。商庖街づくりが急

がれているところではないか、と思います。

この基本計画で出されている地区計画、あるいは商業振興プラ γ、コミュニティ商広

街事業など、ぜひとも、この三沢、百草、落川地域をモデ‘ル地域として、中小業者や地

元住民の参加で進めていただきたい。こう考えているところではありますけれども、こ

の点について、市当局のお考えをお聞きしたいと思います。

以上、 4点について、再質問をいたします。

0議長(市川資信君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 再質問の 1点目につきまして、お答えいたします。

ダイクマ出庖に伴います安全対策の問題でございます。先ほど、すべてではございま

せんが、これから要望する部分、各部局の調整した中での概要を申し上げました。今、

何点か、これを追加して要望を、というようなお話があったわけでございますが、当然、

その中での安全対策面での道路の問題、これは住民の非常に危険を伴う問題でございま

す。担当部からは、道路拡幅の問題、セットバックの問題、道路の要望事項の中に入っ

ております。

他の問題につきましては、当然、含むべきものだと思いますが、担当部とよく協議の

上、追加し、その中に入れて要望していきたい、というふうに思います。

0議長(市川資信君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 2点目の、まちづくり指導要綱の中に、いわゆる面積

要件を入れろ、ということでございます。

現在、住みよいまちづくり指導要綱につきましては、対象事業を、開発行為規制法に

基づく宅地造成、それから建築物、道路の位置指定、それから砂利採取法に基づくもの、

ということで、 5点を挙げております。

さらに、との 5点の中で、適用規模というものを定めております。この本件に該当す

るものだけ申し上げますと、建物の高さ、これは10メートルを超えるもの、または 3階

以上という基準になっております。

御指摘の点につきましては、現在、指導要綱を見直しをする準備をしております。既

に作業に入っております。その中に具体的に入れまして、要綱の中に定めたい、という

ふうに考えております。

7こだ、どこまで面積を入れるかとい うことにつきましてほ、十分検討をさせていただ

きたい、というふうに考えています。

それから、 4点目の、百草地域の商業振興なり、基盤整備の問題でございます。この

地域につきましては、既にこの本会議の中でもいろいろ議論されておりますし、また、

今回の用途地域の変更につきましても、地元から、用途地域の見直しで、さらに近隣商

業地域の拡大とか、いろいろあるわけでございます。

私ども、都市計画課が、一部、地元の方との話し合いもしております。これは、都市

整備部だけの問題ではなくて、一つは、商業振興、いわゆる業務としヴ、そうし、うハー

ドの面がありますし、それから、一番大切なことは、地元権利者の盛り上がりといし、ま
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すか、そういう熱意が非常に大事でございます。そういったものも図りながら対応して

まいりたい、というふうに考えております。

0議長(市川l資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) それでは、 3点目につきまして、お答えいたします。

現在、大型庖に対します規制、あるいは指導に関する法の背景をちょっと申し上げま

すと、大型庖につきましては「大規模小売庖舗における小売業の事業活動の調整に関す

る法律j というのがございます。これ、いわゆる大庖法といわれておりますけれども、

この中で、 1種、 2種ございまして、 500平方メートル以上は、この大型店に該当する、

ということでございます。

さらに、これ以下の、 500平方メートル以下の大企業の出庖につきましては、 「小売

商業調整特別措置法」というのがございます。この中で、大企業ということで、面積要

件ではございませんけれども「資本金が1，000万円以下の会社、並びに従業員が常時50

人以下の会社、及び個人であるということ」これ以外が大企業の規定になっております。

ただし、 2項におきましては、そういう 50人以下、あるいは1，000万円以下の資本金

がございましても、いわゆる親会社、出資するものがほかにある場合は、これは大企業

にみなしますよ、とそういう規定もございます。

これを受けまして、東京都では、 500平方メートル以下のいわゆる大企業の出庖を、

「東京都小売商業調整に関する要綱」で、地域の小売業者の調整を図っているところで

ございます。御質問がございましたとおり、都下で独自の調整要綱を定めている市は、

2区、 5市で、今のところございます。

これにつきまして、御質問がございましたけれども、大型庖の、いわゆる中型店と申

しましょうか一一一失礼しました。大型庖あるいは中型庖の出庖が、地域の小売業に影響

を及ぼす率も事実でございますし、また、反面、大型店が地域経済の活性化にプラスに

なっている、とし、う事実もございます。商業の活性化、それから商業者の技術強化、こ

れからは、当然、中小小売業者の相互の自由競争が基本的ではないかな、こういうふう

に考えています。

先ほど、もう 1底、南平に出庖する事業、業者でございますけれども、これも中小企

業者になります。

そういった 3点から、この要綱の制定につきましては、慎重に検討してまいりたい、

とこういうふうに考えておるところでございます。

0議長(市J11資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 第 1点の質問、それから、第 2点目の質問については、結構で

す。了解いたしました。

第4点目の商店街づくりについても、後でまた市長から伺いたいと思うんですけれど

も、中型庖に対する指導要綱をつくれということについて、慎重に検討したい、という

ふうな御答弁があったわけで、すけれども、私、大変残念に思います。

中型庖に対する指導要綱というのは、そんなに規制の内容が、前面に立ったものでは

ないわけです。要するに、中型庖であっても、市に届け出をして、どうし、う御商売をや

るのか、周りの人ともお話し合いをしてください、とし、う程度の要綱なわけですよね。

今回の「野島」にしても、地元の電器商の皆さんあたりに、かなりのうわさが出てき

て大変心配だ、というふうなことがありまして、東京都へ聞いても、日野市の担当の方

に聞いても、どういうふうな事情なんですかと質問しても、全くわからない、というふ

うな事情が、 7月の段階であったわけです。

こういうことは、やっぱりまずいと思うんです。中型庖であっても、届け出程度はし

ていただく。それで、市が、どういうふうなものであるのか、また、その地元の商庖と、

それから進出予定の庖との間での調整ぐらいはできる、というふうな権限は、最低必要

ではないか、というふうに私は思います。

しかも、先ほどの答弁でありましたけれども、自由競争を尊重しなくちゃいけないと

か、大型庖も活性化の要素になる、というふうなことが言われているわけでありますけ

れども、さっきの基本計画の中身に対して、商広街にどういうふうな反応があるのかと

いうと、余り商庖会からは意欲がないんだ、というふうなお話がありましたけれども、

これ、逆に言えば、日野市の行政当局が、日野市のまちづくりについて責任ある行政を

やっていない、ということの裏返しなわけですよね。まちづくりの方も放っておいて、

規制の方も放っておくということになれば、これが自由競争だったら、もう行政は要ら

ないということになるんではないか、というふうに私は思うわけであります。ぜひ、実

際の地元の業者の皆さんの御意向もよく聞いて、この点についても切に御検討いただく

ことをお願いしたい、というふうに思うわけであります。

この質疑を準備する中で、いろいろ日野市の商工行政について、少し当てずっぽうに

なるかもしれませんけれども、私が感じた感想、を述べさせていただきます。

一つは、日野市の商工関係の職員やスタ ッフが、足りないんではないか。商工会を通

じて、商工行政を進めるという形にな っておりますので、やむを得ない面もあるかもし

れません。いろいろな調査報告書や、また調査も出ておりまして、その中には、すばら

ハU
寸
1
ム

つd
司

l
A

司

l
Ano 



しいものもあるわけでありますけれども、ほとんど委託という形で、こうした仕事が行

われてし、て、職員が、市が直接現場に出ていって、つくったものではありません。

私は、商業振興というのは、まちづくりの柱の一つでありますから、例えば、都市計

画や区画整理などでやっているように、現場に出ていって、商工業者と一緒に知恵を絞

りながらつくっていくものでないか、というふうに思っております。

行革で職員を減らさなくちゃいけない、民間委託を進めなきゃいけない、こういうふ

うな動きもあるわけでありますけれども、ぜひともこう した点について御検討いただき

たし、な、ということを感じました。

もう一つは、市が基本計画でも打ち出しているまちづくりでありますけれども、先ほ

ど、都市整備部長からもお話がありましたけれども、例えば、地区計画は都市整備部で

進めてし、く。商業振興プラ γやコミュニティ商庖街事業は、生活環境部で進めてし、く。

生活環境部の方に、地区計画についてどういうことを進める気かと言えば、わからない。

後者に聞けば、前者がわからない。こういうふうな事態では、本当に基本計画に掲げら

れたような仕事は、進んでいかないんではないか、というふうに思うわけであります。

そういう意味で、横のつながりを持ったフ。ロジェクトをつくるなど、基本計画に掲げ

られた本格的なまちづくり、商j苫街づくりを始めていかなければならないのではないか、

というふうに感じました。

これまでの質疑も踏まえまして、森田市長の考えをお聞きしたい。その際には、百草、

三沢地域で、モデル事業をやることはできないのかどうなのか、こういうような点につ

いても触れてお答えいただければ、大変幸いでございます。お願いします。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君)

あります。

日野市のまちの形成、発展が、あらかじめきちんとした都市計画を持って、それにのっ

御質問を伺っておりまして、いろいろ感じる点は多いわけで

れる日野市の、日野、豊田、高幡という三極構造がある、というようなことから、商業

発展に必ずしも計画性をっくり出すことになっていなかった、というようなことが、背

景にあると思っております。

そして、都市計画あるいはまちづくりは、規制、誘導、調整、こうし、う手法によって、

将来のあるべき姿になるべくマッチさせてし、く。これが行政の主導手法でなければなら

ない、このようにも思うわけでありまして、今まで商工会の、いわゆる業界内の内部的

な討議が十分でもない、という点もあったように思いますし、いろいろなことが、これ

からも課題として残され、集中をしてし、く。この状況を、いかに行政として、将来のあ

るべき姿を培っていくか、というところに課題を感じておるわけであります。

一番弱点になっておりますのが、情報が極めて遅い。情報キャッチが手段に欠けてお

る、とこういう感じがし、たしますので、事前届け出制、半年なり 1年前に一定の規模以

上の商業活動の計画があれば、届け出制をとってもらいたい。それらのことを行政指導

の項目に位置づけていかなければならない、こういう感じがし、たしましてしております。

あわせて、商工会に正常なピジョソを持って、そして行政と相協力のできる関係をっ

くり出していくことだ、とこのようにも感じております。なるべく早く、そういう条件

を整えて、特に自由出庖の原則もあるわけではございますけれど、その中でも、将来の

日野市民にサービスをする商庖活動の形成、また、育成に、一定の指導理念を持ってい

く、とこのようにしなければならないということを感じております。

交通のこと、あるいは周辺の都市との関係もないわけではありませんが、基本要綱に

定められておりますとおり、必ずしも安易な大型出庖を野放図に任せておくということ

ではなくて、魅力ある地域の商業活動の発展を誘導する。そのことに将来の行政のまた

視点を定めたい、こう考えております。

特に、三沢、百草、落川という地域で、これも川崎街道の日野市の将来性のある背景

もあるわけでございますから、何かモデ、ル事業の取り入れができるかどうか、その可能

性を地元に諮りながら取り組みを進めていきたい、このように考えます。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君。

た形で、開発ないしは整備が進んだということでは、必ずしもないわけでありまして、そ

のあたりに、うらみも残る、こういう感じがし、たします。

もう一つは、市内に、何と申しましょうか、 1点集中という経済活動の形成ではなく

て、御承知のとおり、 2本の路面交通の、つまり甲州街道並びに川崎街道、そして、そ

れぞれに中央線と京王線、駅が、中央線に 2駅、そして京王線に 5駅、とこういうふう

な形で、まちの骨格ができております。したがって、歴史のあるまちが、中心があり、

その周辺にまただんだんと市街地形成がされた、という形になっていないと、よく 言わ

09番(中谷好幸君) 大変ありがとうございました。

第 5期革新市政の大きな課題ともなるとも考えますので、ぜひとも頑張っていただき

たいと思います。

終わります。

0議長(市川資信君) これをも って10のし大型庖対策を強化し、地元商業の振興を
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0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後 1時25分再開

富の二極化が進んでいるのが今日の姿ではないか、と思います。

今、国会では、リクルート疑惑、消費税が、問題となっております。総理府汚職や明

電工の事件、リクルート疑惑と、金権腐敗、疑惑の事件が、次々と明るみに出ています。

いずれも、政治家や高級完了が、黒い金、黒い株に群がり、たかるとし、ぅ、構造的な事

件であります。

しかも、竹下首相、中曽根元首相、安倍幹事長、宮沢大蔵大臣と、名前が登場してお

ります。自分たちはぬれ手で、アワの大もうけで何が消費税だ、というのが国民の感情、

こうした国民的な反発が大きくなっているのは、当然のことであります。

年収百数十万円の年金生活者に、例えば3%の消費税がかけられますと、減税のd恩恵

はゼロですから、確実に 3万から 4万の税金が絞り取られるわけであります。消費税が、

弱者を犠牲にする最も不公平で非人道的な悪税であることは、政府がどんなにごまかそ

うとしても、ごまかしようのない事実であります。

私は、今日、こうした自民党の悪政のもとで果たすべき地方自治体の役割、自治体が

地方自治の本旨としている住民の生活と権利を守ることが、極めて重要になっている、

と考えるものであります。とりわけ、ぎりぎりの生活を強いられている、市民の暮らし

と人権を守ることは、最先決課題となっていると考えます。

さきの議会では、生活保護行政の問題を取り上げて質問しましたが、今回は、母子世

帯の問題を取り上げ、質問したいと思います。

まず、基本的なところから質問をいたします。

一つは、母子世帯、あるいは父子世帯、ひとり暮らし世帯の生活の実態について、日

野市としてはどういうふうにとらえられているのか。わかる範囲で、教えていただきた

いと思います。

二つに、日野市基本計画では、母子福祉世帯への援護について、今後の施策の方向性

を明らかにしています。生活の援護、子供の養育環境の整備、就労などの相談、指導体

制の充実の 3本柱からなり、生活援護では、家事援助サービス、所得保障制度の充実、

母子福祉資金貸付制度等の充実の、三つの施策が掲げられているところであります。

これらは、いずれも重要な施策だと考えますけれども、今回、私が質問したい、母子

ひとり親世帯に対する医療の助成については、触れられておりません。あるいは、これ

は所得保障の中に入るのかもしれません。

母子・父子世帯の医療の助成は、大変重要な課題で、私の調べたところによりますと、

ほとんどの県で、既に実施されている施策であります。47都道府県中、 41府県で、既に

の質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

[ 1"異議なし」と呼ぶ者あり]

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問10の2、母子世帯(ひとり親世帯)の医療費無料化をの通告質問者、中谷好

幸君の質問を許します。

(9番議員登壇〕

09番(中谷好幸君) それでは、通告に従いまして、質問をさせていただきます。

景気の回復は著しく、史上空前とも、高度経済成長時代を上回る、とも言われる活況

を呈しています。確かに昭和63年の 3月決算を見ても、例えば、日経新聞によれば、金

融を除く大手829社の計上利益は、 5兆8，∞0億円となり、前年比18.8%増と、 3年ぶり

の増益、金額では史上最高ということでございます。

しかし、こうした景気の回復の恩恵を、一般の国民が受けているかというと、そうで

はありません。今議会で、 20億の税収増の補正が提案されていますけれども、その内容

は、大企業の法人市民税、また、土地譲渡所得による個人市民税の税収増、土地高騰に

よるものであります。このことも、こうした事態をよく反映するものであります。

独占大企業の円高を利用した海外進出や、産業の空洞化政策のもとで、多くの中小企

業の倒産は引き続いておりますし、人減らし合理化のもとで、労働者の状態は、さらに

悪化しております。

連合のもとで、初めて迎えたといわれる88年春闘の結果は、 4.40%、1万167円の賃上

げで、春闘史上最低といわれた昨年と比べて、率で 1%弱、金額でプラス2，247円と、

春闘史上 2番目の低位に抑え込まれているわけであります。独占大企業においては、高

度経済成長の再来とも言われているわけでありますけれども、労働者や一般国民の懐は、

寒々とした状態にあるわけであります。

こうした中で、とりわけ年金生活者や障害者、母子世帯、生活保護世帯など、ぎりぎ

りの生活を強いられている皆さんにとって、事態は一層深刻となっております。景気は

回復といっても、 富める者はますます富み、貧しき者はますます貧しくなるとしヴ、貧
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実施されております。助成の形はさまざまでありますけれども、一部見舞い金の形をと

るところもありますが、多くのととろで、県が一部を助成し、市町村が残りを負担して、

完全な無料化を実施しているところであります。

私ども共産党は、都議会でも繰り返しこの問題を取り上げ、条例提案も行っておりま

すけれども、また、今度の議会でも、鈴木都政に対して、強くこの医療費の無料化を要

求しておるところでございますけれども、日野市として、この施策を単独事業として実

施する考えはないかどうか。

そして、実施するとすれば、どの程度の財源が必要であるのか。おおよその見当で結

構でございますから、教えていただきたいと思います。

最後に、こうした施策を自治体として実施してし、く場合、どういうふうな問題、どう

いうふうな課題がのぼってくるのか。あわせて、ここら辺の点についても教えていただ

きたいと思います。

以上、 3点について、お願いをいたします。

0議長(市川資信君) 中谷好幸君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野隆君)

と思います。

まず、第 1点の、母子世帯の生活の実態はどうか、とこういうことでございますが、

それでは、何点かの御質問に、 JI原にお答えを申し上け了こい

申し上げますと、そこで母子世帯が654世帯、父子世帯が61世帯、合わせまして715世帯

が受給者でございます。

そこで、御質問の、生活の実態ということでございますけれども、現在、私どもで、

直接日野で把握した生活実態ということを、データとして持っておりませんけれども、

東京都が昭和61年に実施しました東京都社会福祉基礎調査によりますと、母子世帯の生

活実態が、そこに出ております。

そこで、母子世帯の母親のうち、働いている数は85.5%0そのうち就労形態としては、

常用勤労者が53.8%、臨時日雇い、パート の方が28.5%、自営業者が12.9%ということ

でございます。

また、この調査によりますと、母子家庭の平均月収が23万4，000円でございますが、

そのうち母親の就労による平均月収は16万2，000円でござし、ます。なお、母子家庭の平

均月収は、両親そろった家庭の51.8%となっております。

したがって、ひとり、または母子家庭の家庭は、両親がそろっている家庭に比べて、

一般的に所得水準が低く、しかも働きながら家事、育児等を行っているなど身心の負担

が多い、というのが実情ではないだろうか、とこういうぐあいに考えております。

第2点の、基本調査で言っております中で、特に取り上げられていない、ということ

でございますけれども、ひとり親家庭については、低所得者対策の中に含めて考えてお

ります。

そこで、現在は、御質問のように、母子家庭の医療助成を行っている県は、 47都道府

県のうち41の自治体が実施しております。六つの自治体、東京都を初め埼玉、神奈川新

潟、鹿児島、沖縄の 6件が未実施となっております。

また、東京都の市町村の実施状況で見ますと、中野区、東村山市、多摩市、保谷市が

助成を行っております。

そういうことでございますので、私どもとして計算をいたします指数といたしまして

は、先ほど申し上げました数値で換算をいたしますと、母子世帯のうち児童扶養手当、

並びに育成手当の受給者を対象とした世帯の医療費、総額が 7万124円が、これは年間

の国保の医療費でございますので、そのうち 3割が自己負担ということになっておりま

すので、年聞は 2万1，037円、とこういうことだと思います。

したがって、先ほどちょっと数値として申し上げましたけれども、約1，700世帯を対

象にして、すべてを実施するということにいたしますと、この数値を掛け合わせますと

3，600万、約かかります。

日野市の母子世帯の基礎データにつきましては、日社協で56年に実施しました母子世帯

実態調査報告書、その後の調査を行われておりません。

そこで、日野市におけるひとり親家庭の推計でございますので、推計といたしまして

申し上げますと、現在、日野市の総世帯数が 5万7，928世帯ございます。そのうちの出

現率が、東京都で押さえております出現率が2.63%でございます。それで掛け合わせま

すと、 1，523世帯という数字ですが、ちょっと私どもの感覚では、ちょっと多いのでは

ないだろうか、というぐあいに考えておりまして、 56年の出現率を掛け合わせてみます

と2.01%でございますが、それを掛け合わせますと1，064世帯、とこういう推計が出て

まいります。

父子世帯につきましては、出現率0.53%ということで、東京都の数値を使いますと30

7世帯、とこうしヴ数値でございます。

したがって、日野には1，300前後のひとり親家庭があるのではないだろうか、こうし、

うぐあいに考えております。

また、現在、私どもで実施しております児童扶養手当、児童育成手当との受給者数を

円。
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また、若干の所得制限をいたしまして、児童扶養手当等を受給している世帯を対象に

して実施する、というととになりますと、その世帯が628世帯でございますので、 1，300

万ほどが必要な財源ではないだろうか、とこういうぐあいに考えております。

そこで、日野でどのような形で実施するか、ということでございますけれども、御承

知のように、東京都でも、先ほど御質問のありましたように、いろいろと都議会等で意

見が交わされております。そこで、都知事も言っておりますように、東京都といたしま

しては、ひとり親家庭に対する医療費補助の実施は、国の医療保険制度との関連で、昭

和60年の後期の早いうちに実施したい、とこういうことでございます。(発言する者あ

り) 詰めて言えば、 65年から実施するということになるかどうか、わかりませんが、

そういうようなことで、東京都も今現在、考えておられると思いますし、私どもとして

も、東京都の施策の展開を十分にらみ合わせながら、この日野市の母子世帯の、あるい

は父子世帯ですね、ひとり親家庭の医療助成については、そちらの方を十分にらみなが

ら、実施については検討をしていきたい、とこういうぐあいに考えております。

どのような問題が実施に当たって起きるか、という御質問でございますけれども、私

ども、今現在考えておりますのは、乳児医療を実施する際にも経験したことでございま

すけれども、この実施の際に、どのような形で実施をするか。何せ現物給付ということ

で、窓口で医療が受けられるようにするか、あるいは後払いで現金を精算するか、とい

う形をとるわけでございますけれども、できれば他市で実施しておりますような、窓口

で現物給付、とこうし、う形が望ましいと思います。東京都も、そんなようなことを考え

ているんじゃないかと思いますが、それには、やはり医師会の御協力が、まず第ーに得

られないと、できない。これは、東京都全域、あるいは日野市全域の医師との調整が、

医師会との調整が、まず必要ではないかと思います。

その他、医療審査、あるいは支払い機関との調整、そのようなものO それから、財源

的な裏づけ、さらに言えば、私どもの担当職員等の配置、このようなところも含めて、

総合的に今後、検討すべき問題だろう、というように考えております。

0議長(市川|資信君) 中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 御答弁でも明らかになりましたように、母子世帯の生活の実態

あります。共通しているのは、就労の面でも経済的な面でも、生活は極めて不安定であ

ります。恐らく収入は、生活保護水準に近い、あるいは、それ以下の状態であろう、と

いうふうに思っています。

こうした中で、も、こうしたお母さんは、体を張って仕事に励み、そして、子育てに奮

闘されています。あるお母さんは、昼間パートで働き、夜もまた別の職場で、働いておら

れます。

また、あるお母さんは、わずかな遺族年金と内職で、 4人の子供を育てられておりま

す。育ち盛りの子供が4人もいれば、外に出て働くこともできない、というふうな事情

にあるわけであります。あるお母さんは、二人のお子さんのうち、一人が障害者であり

ます。こうした方々にとって、ぎりぎりの生活を支えるのは、健康、自分の体だけとなっ

ているわけであります。ところが、生活に追われていることもあり、大変心配な状況に

あるように思えてなりません。

私は、ある方から、こうし、う相談を受けました。私は風邪をヲ|し、ても、けがをしても、

医者にはかからない。なぜなら、医者に行くために時間をつぶせないし、わずかのパー

ト賃金から高い治療代をとても払う気持ちにはならない。国民健康保険に入っているけ

れども、保険料を払いたくないので、抜けることはできないのかどうなのか。こうした

例は、極端かもしれませんけれど、多かれ少なかれ母子世帯の方々、そういうせっば詰

まった気持ちになられているのではないか、と思います。

私は、母子、父子家庭で、みずからの健康を支えに検討されている方々に、せめて病

気になったときには、悪くならないうちに、安心してお医者さんにかかれるように、緊

急に医療費の無料化を実施することが重要でないか、と考えるものでございます。御答

弁にありましたように、医療費無料化に必要な財源は、例えば、児童扶養手当、育成手

当の受給世帯を対象とすれば1，300万円。今議会で提案されている補正額のわずか0.65

%にすぎません。財源的には、ほとんど問題がないと思います。

また、全都的な運動の結果、東京都においても、早かれ遅かれ実施せざるを得ないよ

うなところまで、追い込まれているわけであります。市として、ぜひとも先行して、こ

の事業を緊急に実施していただきたい。このことを重ねてお願いするものであります。

確かに市の単独事業の場合、医師会との調整や、また、支払い機関との調整などもあ

りますけれども、日野市では、既に乳児医療の無料化などの、長い実績があるわけであ

りますから、必ず理解が得られ、実現できるものと考えるものであります。

基本計画においても、母子世帯の逼迫した生活実態については、触れられているわけ

というのは大変深刻なものがある、というふうに思います。

挙げられた東京都の調査によっても、 30%の母子世帯は、年収200万未満、これは大

体、生活保護水準で考えると、それ以下というふうな実態にあるわけであります。

私の知っている人にも、母子世帯で奮闘しているお母さんが、何人もおられるわけで

。。
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でありますから、ぜ、ひとも緊急に、この母子、ひとり親世帯の医療費の無料化を実施さ

せていただきたい。できれば来年度から実施すると構えで、医師会や関係機関との調整

など、準備に入っていただきたし、と思うわけですけれども、市長のお考えをお聞きした

いというふうに思います。

0議長(市川|資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) ひとり親世帯、今までは母子世帯という観点から、つまり所

得の低い、しかも社会的弱者としヴ立場で、子供の成長がゆだねられた、とこういう観

点からの施策が考えられたわけでありますが、かつて医療に関しましては、老人医療の

無料化という画期的な制度が、我が国の福祉の水準を非常に目覚めさせた、ということ

とあわせて、母子世帯に対しては、施行の面でかなり複雑、難しい面もあるということ

から、何となく、政策としては言われながら、我々も実施に至ってない。こういうみず

からのうらみを感じております。

その所帯を特定することの難しさ、これは戸籍上は資料をそろえることはできると思っ

ておりますが、やはり就学援助というふうな面からの資料はあるわけでありますから、

それ以下の子供というのは、ちょっと資料としてつかみ難いか、という感じもいたしま

す。

いずれにいたしましても、母子家庭、父子家庭、とにかく不完全所帯ということで、

当然、いろいろな生活上の不如意、あるいは低所得、弱者、とし、う事実が伴うことでも

ございますので、どうし、う方式をとるならば可能である、ということにつきまして、もっ

と討議を、検討を深めなければならない、というふうに感じたところでございます。

都県レベルの行政で、非常に普及をしているにかかわらず、東京都で、まだ検討過程

中であるという事情もあるようでございますので、むしろ自治体が、市町村単位がもっ

と積極的にその施策の誘導を図るということにも、意味があろうと思っておりますので、

ぜひ実施の可能なように取り組んでみたい、とこのようにお答えをいたします。

0議長 (市川資信君) 中谷好幸君。

誤解を与えかねないような発言がありましたので、最小限必要な反論を加えさせていた

だきたいと思います。

昨日、古賀議員が展開された、歴史観の全体的な特徴というのは、日本が、戦前、戦

中、外国を侵略し、幾百万外国人を傷つけ、殺し、不幸のどん底に落とし入れたという

事実、これをすっぽり抜かして、戦争の責任をすべて外国に押しつけることによって、

真の戦争責任者を免罪するものであった、ということを指摘しておきたいと思います。

こうした議論が、個人的な議論であるならば済まされますけれども、今、政府の首脳

からも、最近しばしば聞かれる見解でもあります。学校教育への日の丸、君が代の押し

つけや、愛国心教育のしつけ、天皇の政治的利用などもあわせて、無視できない危険な

徴候であるととを、指摘したいと思います。

あわせて、スターリ γの民族自決権を否定する大国主義的な誤りが、あたかも科学的

社会主義の本旨であるかのような意見もありましたので、幾つか、私どもの見解を表明

しておきたいと思います。

0議長(市川i資信君) 中谷さん、これは通告質問ではないんで、申しわけないんです

けれど(1"市長の答弁だってあるだろう」と呼ぶ者あり)

09番(中谷好幸君) はい。

そうした大国主義の誤りとは、我が党が抱えている方針とは全くかかわりがない、と

いうことを一言だけ申し添えまして、質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

0議長(市川資信君) これをもって10の2、母子世帯(ひとり親世帯)の医療費無料

化をの質問を終わります。

一般質問11のし消費税の導入に反対し、その市の対応についての通告質問者、秦

正一君の質問を許します。

(22番議員登壇〕

09番(中谷好幸君) ありがとうございます。

022番(秦正一君)

ます。

昨年は、売上税の問題を取り上げまして、 質問したわけですが、今回は、さらに市民

生活に影響を及ぼすと思われる、この消費税を取り上げて、市としての対応、限定され

消費税の導入に反対し、その市の対応について、質問をいたし

先ほど、商庖街のまちづくりについて、第5期革新市政の課題というふうにお話しし

ましたけれども、これは第4期革新市政の課題として、ぜひとも実施していただくよう

に、重ねてお願いをいたします。

あと 6分ほどありますので、時間をお許しをいただし、て、昨日、自民党の古賀議員の

一般質問の中に、歴史をゆがめて、私どもが理論的基礎とする科学的社会主義に対して、

た小範囲になると思いますが、あえて市民生活を守る立場で、消費税導入の反対を質問

させていただきます。

まず、消費税の性格というか、内容について、触れてみたいと思います。
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消費税は、政府自民党が進めようとしている税制抜本改革の柱に位置づけられており

ます。具体的に申すなら、製造から卸し、小売に至るすべての物品、サービスに 3%の

税率を課する、大型間接税であります。最終的には、各段階の税額が小売価格に上乗せ

され、消費者が全税額を負担する、付加価値税であります。

この仕組みは、昨年、廃案になった売上税と同じで、変わりはありませんが、売上税

との相違点をあえて挙げれば、税率が 5%から、当面 3%になったほか、帳簿方式の導

入、それから簡易課税制度の適用対象の拡大とか、非課税業者の範囲縮小、それから税

額の納付回数を年 2回に減らす、等が挙げられます。

税金には、直接税と間接税があります。直接税の、現在、中心となっているのが、所

得税と法人税でありまして、国税の30%を維持してきた法人税は、これ以上税率を上げ

ることは難し¥.，、。かといって、所得税を引き上げるということはできなし、。そこで、無

抵抗で取りやすいところから広く取る間接税を導入しようというのが、政府の狙いだと

思います。それによって、直間比率の見直しをしようということです。

そこで、まず、財政的には、消費税導入の根拠は、ほとんど説得性を持ちませんが、

昭和62年度の自然増収は、補正後でさえ 3兆6，000億円を上回る。 61年度決算でも、ま

た2兆4，400億円の自然増収が出ています。 61年度分だけで、政府の示している63年度

1兆3，0∞億円という税額は、減税は十分実施できるということ。消費税を導入しなけ

れば、大幅な所得減税は実施できないということは、あり得ないわけであります。

税制改革でサラリーマγの重税感、不公平感を解消し、消費税を導入したいと政府は

強調していますが、税率構造を 5段階にし、年収700万円強の人で、最低税率が適用さ

れれば、確かに税率のフラット化はなされます。だが、税率の累進制の緩和はだれのた

めかといえば、国民の数%にすぎない、わずかな人のためですO 年収1，000万円を超え

る高額所得者を初め、有利となついて、資産の不公平化はますま拡大するというように

なってまいります。

一方、法人には、不公平のメスが何も入らないままになっています。キャピタルゲイ

ソ実現への課税も、従来の申告分離総合課税のほかに、源泉分離も選択できる道を開い

たため、消費税の持つ最も大きな欠陥は、逆進制です。税は、本来、能力に応じて負担

するというものであるのに、消費税は、貧乏人も金持ちも同じように税負担をしなけれ

ばならなくなるからです。だから、消費税は弱者を直撃する、ということになります。

まして、今回の消費税は、売上税と異なり、非課税範囲が大幅に縮小されるため、生

活必需品や食料品、寝たきり老人へのホームヘルパーの派遣料となって、福祉サービス

にも一網打尽に課税されるようになるわけです。年収600万円の課税世帯で、差し引き

7万8，000円の減税になる、としていますが、それは、強化された滞納者特別控除が受

けられる片稼ぎ世帯であること。子供二人は高校と大学など、割り増し扶養控除を受け

られる年齢であること。これは、極めて限定されたケースです。したがって、割り増し

扶養控除の恩恵に浴する片稼ぎ標準世帯は、全世帯のわずか 4%にすぎませんo

政府の税制改革要綱に基づく家庭への影響試算によれば、減税があっても、消費税の

負担が大きいため、片稼ぎ標準世帯では、年収329万円以下の家庭で増税になり、所得

の低いほど負担増が多くなります。共働き世帯では、何と年収880万円以下が増税にな

り、そのほか、会社勤めの単身女性の 9割、また、独身サラリーマソのほとんどの人が

増税になります。

また、方向を変えて、食料品業界を見てみますと、野菜や果物を、天候や収穫により

毎日価格が変動する相場、キャベツ一つの値段が日によって、広によっても、 100円に

も150円にも売られている。こうした果物、野菜等の小売庖に対して、一つ一つ品種に

ついて価格転嫁を行えというのは無理な話で、 1個100円のキャベツを買った人に、消

費税分 3円をいただきます、というわけにはし、かない。小売庖が税額分をかぶる、とい

うことになるわけです。

全国の約 3万人の組合員を持つ、全国青果物商業協同組合連合会では、こうし、ぅ、広

く、浅く、薄くという間接税は、果物や野菜、このような食料品には、絶対にかけるべ

きではないと強く反対し、さらに、断固反対の決議まで、しておるそうです。 1円、 1

銭でも安く売らなければ生き残れない。結局、税金分は自分たちでかぶらざるを得なく

なる。スポーツ用品の小売庖の集まりに、連合会長が強調された、といわれております。

小売庖の利益は、平均して 2%程度しかない。価格転嫁ができなければ、吹き飛んでし

まう。

例えば、スーパーで98円だった商品は、 3%の消費税をのせると、 101円にしなけれ

ばならない。その場合、まず心配なのは、 1円単位で販売競争を強いられるため、マー

ジγを減らされ、取り引きされなくなってしまう。消費税が導入されてしまえば、 3%

の税率は、将来、引き上げられることは必至とみなければならない、と思います。

また、物価の便乗値上げが横行する危険性もあります。消費税について、国民、市民

の怒りの声が渦巻いている現在であります。

例えば、朝日新聞の調査によると、消費税の賛否で、 賛成が、わずか18%にすぎず、

反対が60%と、圧倒的に多数を占めてし、ます。日経、読売の両紙の調査でも、それぞれ
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反対が 5割で、賛成が 3割と、圧倒的に反対の結果が出ております。

そこで、質問いたしますが、消費税は絶対反対ではありますが、もし導入された場合

の地方自治体への影響はどうか、ということでございます。税制改革要綱によりますと、

既存の間接税とは、調整ということで、物品税、砂糖消費税、入場税、通行税、及び電

気・ガス税などは、消費税に吸収し、廃止される。現在の間接税は取らないということ

で、消費税に吸収されるということです。

また、酒税とか、たばこ消費税については調整し、消費税と間接税、両方を税金を課

する、ということになっております。

さらに、地方自治体への配分ということで、この税制改革要綱にはのっておりますが、

消費譲与税の創設、消費税の収入額の 5分の lを人口等一定の譲与基準により、都道府

県及び市町村に対し譲与します。

また、 2番目といたしまして、地方交付税の対象種目、税目、消費税を地方交付税の

対象税目とします、とこのように、もし導入された場合の、この地方自治体の歳入面で

すか、これも規定されております。

さらに、消費税を地方税は、税の対象種目として、日野市の場合のような、もし不交

付団体の場合には、地方交付税はどのような扱いになるのか。その辺は定かではありま

せんが、その辺も、わかったら教えていただきたし、と思います。

次に、 2点目といたしまして、もし、導入された場合の中小零細業者初め、一般の弱

い立場に置かれている消費者を守る立場から、市といたしまして、どのような施策を考

えられているか。この消費税に対応なさろうとされるか。その辺が、もしわかったら教

えていただきたいと思います。

最後に、このように多くの市民が反対している消費税導入について、市長はどのよう

に考えていられるか。また、その対応というのか、活動の展開をどのようになされてい

るか、お伺いしたいと思います。

以上、 3点について、質問します。

0議長(市川資信君) 秦 正一君の質問についての答弁を求めます。市民部長。

0市民部長(大貫松雄君) それでは、私の方から、第 l点目の、特に消費税が導入さ

れた場合の市財政、そのうちの市税に対する影響について、御回答をいたします。

まず、消費税法の制定とか、それから地方税法の改正内容が、今、国会等で審議をさ

れている中で、定かではございませんけれども、現時点において予想されます内容をもっ

て、まず申し上げますと、税に関しては、個人住民税の減税ということで、まず、内容

としては、税率構造の改正、これは現段階では 5段階でございますけれども、これを 3

段階にする。

それと、人的控除を、要するに控除額です、これの引き上げをいたす。

それから、配偶者特別控除の拡充をする。

それから、白色の専従者控除額の引き上げです。

これらは、まず、消費税が例えば導入された場合には、減税というか、そういうふう

なものでございますけれども、とれを平年度として見た場合には、 市税に及ぼす減収は

5億5，000万程度になろうかと思います。

それから 2番目として、まず、課税の適性化ということで、先ほど、お話がありまし

た、有価証券の譲渡益の課税の見直しです。

それから社会保険診療報酬課税の特例、特別の是正。これは、現在、診療報酬等の課

税についての緩和してございますけれども、これの是正をする。こういうふうなものが、

約課税が1，∞0万ばかり増収になろうか、というふうな見込みでございます。

それから、法人住民税の減税でございます。これは、国税改正に伴うものとしまして、

法人課税の実効税率の引き下げ、それから小額原価焼却資産等の損益歳入限度額の引き

上げ、それらを 2億9，000万円、減収として見てございます。

それから、 4番目としまして、課税の適性化、これは、やはり国税の改正に伴うもの

といたしまして、法人の市民税、これを約5，000万、増収として見込みがつくと思いま

す。

それから、 5点目として、消費税と地方間接税との調整。先ほど、議員さんからお話

がありました、要するに、たばこ消費税の税率調整です。それから、電気・ガス税、こ

れは間接税ということで、廃止をいたします。そういうふうな類のものです。要するに、

消費税と地方間接税の調整で、マイナス 5億1，800万。要するに、減収というふうにな

ろうかと思います。

そして、先ほどお話のあった、この減収分についての、ある程度の見合い分というん

ですか、消費譲与税、要するに交付税として、同じ額の 5億1，800万ぐらいが配分され

るんではないか。そして、それを全体で見ますと、平年度と見た場合、日野の場合には

7億8，000万ばかりの減収、要するに税がです、落ち込むのではないか、というふうな

予想をしてございます。税の上からは、 消費税が導入された場合には、こういうふうな

影響がある、ということでございます。

以上です。
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0議長(市川資信君)

0企画財政部長(長谷川暢男君) 税関係に関係する部分につきましては、ただし、ま総

0市長(森田喜美男君) 目下、国会レベルにおきまして、 特に政府自民党の立場から、

消費税の導入ということが、極めて強力に展開をされようとしておることに、大きい憂

慮を持って、我々の自治体側は見詰めておるところであります。

見解ということにつきましては、もう今、秦議員が御指摘のとおりの、個人的にも、

公人という立場におきましても、立つわけでございまして、この消費税の反対の態度と

いうことは、同じ自治体の各首長の立場でも、極めて憂慮をされておるということが、

実情でございます。

今、課税担当側の部長と、財政担当の部長が、お答えをしたわけでありますけれど、

現在の地方財政に及ぼす影響といたしましては、直接に減収として計算されるもの、若

干の、わずかの増収分もあるわけでございますけれど、これらを差し引 きすれば、今申

しておりますように、7億8，000万の減収が明らか、ということであります。

また、それに加えて、この税制が施行されますと、日野市としていろいろ調達をし、

あるいは、いわゆる物件費関係で、ごく大まかな計算をいたしましても、やはり 3億円

の支出増となる。つまり、減収に加えて支出増という形で、 負担が増すわけであります

ので、合計すれば、ごく概算的な、数字におきましでも10億8，000万円ほど、とにかく

痛手を受ける。これが、自治体としての立場のようでございます。

市民生活に、また、いろいろな形で生活の圧迫が伴うとい うことも、当然、予測され

ますので、したがって、国民のいろいろな判断の中でも、なお反対意見が相当に強いと

いう状況でありますが、この帰趨もまた、国民にとって極めて注目をしなければならな

い、一番大きい当面の課題だということは、 申すまでもないわけであります。

東京都市長会、あるいは全国市長会、つまり、地方自治の立場から申 しますと、 減収

分が、あるいは支出増分が、どのように補てんをされるか。とりわけ不交付団体におき

まして、どういう形で補われるか。非常にこれは、期待がむしろ困難だ、というふうに

とられるわけでありまして、不交付団体の立場といたしますと、極めてまた憂慮が大き

いということになるわけであ ります。

後ごろの市長会におきましても、政治課題でもございますので、なかなか露骨な言い

方は難しいわけでありますけれど、少なくも目減りするものについて、あるいは負担増

について、必ず補てんをされるという保障を、何らかの形で取りつけなければならなし、。

そのことに対するまた主張を、自治体側で力を合わせて主張していかなければならない、

とこういうことが論ぜられております。

一方の市民生活側、あるいは地域の産業としヴ立場からも、憂慮すべきものが伴うわ

企画財政部長。

額で、 7億8，000万というような数字が出るわけでございます。よって、現状の中で、

財政の立場の中では、歳出面の中で、 63年度の予算計上ベースの中で、約それに関連す

る経費が100億あるわけでございます。よって、それに単純に 3%を掛けた場合には、

3億でございます。これは、市民部の方からは、平年というような中での数字を出しま

した。私の方、財政のレベルの中で、は、 63の予算計上ベースでということで、 3億円で

ございます。よって、その合わせますと、 10億8，000万は、現状の減収見込み部分でご

ざいます。

そういう動向の中で、質問の中にありました交付税の関係で、ございます。現在、この

減収部分についての交付税の算定基礎がどうなるか、というような問題が非常に危ぶま

れ、動向が明確にわかりません。

と申し上げるのは、現状、当市におきましては、御承知のとおり、不交付団体という

ような状況でございます。その算定の基礎部分についての現状がつかめない、というの

が実態でございます。今後、その辺の動向を見ながら、多少の減税部分のはね返りがあ

るかどうか、今後の問題になってくるわけでございます。

1点目につきましては、以上でございます。

なお、 2点目の問題でございますが、市の施策についての対応ということでございま

す。もちろん、この議員さん方の質問の中にもありましたとおり、とれが導入されなけ

ればし、し、わけでございますが、当議会としても、第 2回の定例会の中で、新大型間接税

の導入に反対する意見、というようなことも採択されているわけでございます。

しかし、現実の問題としては、こういった動向の中で、 2点目の施策の問題でござい

ます。当然、各関係部の中でも、この動向を見ながら精査する問題はあるかと思います。

そういう中では、消費者の相談や啓発の問題、あるいは、事業資金のあっせん、事業者

の育成等を初めとした福祉制度の、やっぱり基本的な弱者対策の問題があろうかと思い

ます。

いずれにしても、私の方の立場の中では、各部の検討課題、弱者に対するそういった

問題を、これが導入された場合の課題として残ってくる、というふうに現状では考えて

おります。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 市長。
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けでござし、ますので、ひとつ、反対という主張を大きく展開して、そうして、本来の不

公平税制をなるべく公正な状態にすること。とりわけ、いろいろ政治不信も唱えられて

おるところでありますので、それらの解明こそ、むしろ先行すべきである。

また、公約という意味からも、いろいろ批判が出されておる状況でもありますから、

国民の大きな力を結集をして、日本の将来のために立派な税制が、時間をかけて確立さ

れることを、我々も期待をし、また、その中に、立場としての主張をしていかなければ

ならない、とこのように感じております。

0議長(市川資信君) 秦正一君。

022番(秦正一君) ありがとうございました。

5月31日に、厚生省の 162年国民生活基礎調査」によると、この調査は、保健医療、

福祉、年金、所得などの国民生活の基礎となる統計を終えることを目的としています。

それによると、全世帯数では、昨年6月の我が国の総世帯数は、前年に比べ52万世帯

増加して、 3，806万4，000世帯となっています。その中で、 60%が核家族、ひとり暮らし

世帯が18%、3世代同居世帯が15%となっています。

高齢者世帯を見ると、男性65歳以上、女性60歳以上の夫婦のみ、または 1人、の構成

の高齢者世帯は、 347万1，000世帯。 1年間で15万1，000世帯増加しています。高齢者の

ひとり暮らし世帯は、 129万世帯。 65歳以上の高齢者人口が1，300万人から考えると、お

年寄りの10軒に 1軒がひとり暮らしをしていることになります。

日野市で、 70歳以上のお年寄りの方は7，400人で、 65歳以上のひとり暮らし世帯は、 3

98人となります。高齢化が進む中で、ひとり暮らし世帯も増加しています。急病や事故

に遭ったときに、緊急通報システムが一命をとりとめることもできます。

東京都の緊急通報システムでは、 59年10月、ひとり暮らしで病弱な65歳以上の老人を

対象に始まりました。ことし 6月まで、 71人が通報で出動した救急車で運ばれた、とい

われています。

また、日野市での給食サービスでの急病人を見つけた例もある、と聞きました。ひと

り暮らしやお年寄り世帯に欠かせない必需品でありますので、ぜひ実現をお願し、し、たし

ます。

また、この緊急通報システムは、どこに問題があるのかも、お聞かせいただきたいと

思し、ます。

O議長(市川資信君) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ひとり暮らし老人の緊急通報システムについての御質問に、

お答えいたします。

昭和59年度から、東京都は、おおむね65歳以上の病弱なひとり暮らし老人に対して、

あるいは、身体上の慢性疾患のあるなど、 日常生活を営む上で、常時注意を要する状態

にある者を対象といたしまして、緊急通報システムを開始しております。

また、この事業は、都区市町村、及び都から委託を受けた東京都社会福祉協議会一一

これは飯田橋にございますけれども一一ーが、一体となって実施しているものでございま

先ほど、市民部長の方からは、大体、概算で 7億8，000万。企画財政部長の方からは1

∞億円の 3%、3億円ということで、計10億8，000万。市長も今申しましたけれど、不

交付団体になった場合の考え方、恐らくまたこの消費譲与税、交付金ですか、これが果

たしてどの程度なってくるか。これが目減りすれば、かなりのまた、マイナスになるわ

けです。これは、まだ確定的なものではありませんから、これ以上申しませんが、いず

れにしても生活保護世帯、母子家庭、年金生活者、割合弱い立場の市民のこの生活を守

るためにも、消費税は何としても阻止しなければならない。このように思います。

我々といたしましても、この反対の署名運動を現在展開しておりますが、国会の方に

も提出したい、とこのように思っております。

いずれにしても、この消費税をやろうとするならば、まず不公平税制jの是正をしてか

ら、また、ある程度長い期間をかけて、この消費税の問題を討議し、国民、市民も納得

の上に立ってやるべきだ、とこのように強く主張する次第であります。

いずれにしても、市当局といたしましても、できる限りのこの消費税導入の、しない

ような、その施策を展開してもらいたい、とこのように要望して、この質問を終わりま

す。

0議長(市川資信君) これをもって11のし消費税の導入に反対し、その市の対応に

ついての質問を終わります。

一般質問12のいひとりぐらし老人の「緊急通報装置」の実現の通告質問者、小俣昭

光君の質問を許します。

(10番議員登壇〕

010番(小俣昭光君)

させていただきます。

ひとり暮らし老人の「緊急通報装置」の実現について、質問を

す。

ただ、この制度においては、当該老人の近くに 3名程度の協力者を置く、ということ

になっておりますので、この辺に若干の問題がございまして、計画どおりなかなか普及
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しない、とこういう点がございます。

しかしながら、東京都は、新たに実施要綱を制定いたしまして、 63年9月 1日から、

従来の実施センタ一機能を、現行の社会福祉総合セ γターから、東京の消防庁に全面的

に移設をいたしましたので、迅速かっきめの細かい緊急活動が可能になったように思い

ます。

本市におきましても、先ほど御質問のように、約400人のひとり暮らしの御老人がお

いでですから、何人ぐらいの老人が希望するかは、まだわかりませんけれども、ひとり

暮らし老人対策といたしましては、人命にかかわる重要なものでもございますし、 64年

度におきましては、緊急通報システムの導入を検討していきたい、というぐあいに考え

ております。

0議長(市川資信君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 今、福祉部長の答弁で、 3名の連絡員というか、それは、新た

かせいただきたい、というように思います。

O議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) この点については、まだ検討しておりませんけれども、で

きるだけ市と協力をして、そのような方の、お願いできる方をできるだけ近くに置く、

とこういうようなことは必要ではないだろうか、というぐあいに考えております。

0議長(市川資信君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 私の住んでいる団地でも、 65歳以上の人が100人以上住んでい

る、というような状態であります。そういう点で、その中の 4分の lぐらいの人がひと

り暮らし、というようにも言われておりますので、そういう人たちから、不安であると

いうようなことで、ニュースなどで緊急連絡システムを知って、何とか日野市でも実現

できないか、というようなことで相談がありました。そういう点では、ぜひ64年度から

でも実現できるようお願いしたい、というように思います。

そういう点では、東京都とあわせて、国が 3分の l、東京都が 3分の l、そして残り

を日野市で、ということになっておりますので、積極的に取り組んでいただきたい、と

いうように思っております。

また、ボラ γティアで連絡員が必要な場合でも、早自にそういうお話をしていただい

て、実施するときには、そういう人たちが、希望者があったときには即対応できるよう

に、ぜひお願いしたい、ということを要望を添えて、この質問を終わらせていただきま

な、東京都が消防庁に直接通報することになった、というようなことについても、 3名

の人が必要なんですか。その辺も、ひとつ、もう少し詳しくお答え願いたし、と思います。

O議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 新しく改正されたシステムでは、どのようになっているか、

詳しくまだ私、存じませんけれども、恐らく、これは日野市で実施する際には、近くに

ボラ γティアなり、あるいは、何らかの形で協力してくれる方が、何人か必要だろう、

と思います。

これは、消防庁から、御本人に対する緊急に出動するということのほかに、できれば

そのような方が、 3名といわず、 1名でも 2名でも必要じゃないだろうか。こういう点

では、恐らく地域的な協力体制の中で、老人の地域協力というか、そこら辺のところの

中で、御老人の安全を守っていくということが基本であろう、とそういうぐあいに考え

ております。

0議長(市川資信君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) この緊急通報システムを市が採用する、というようなことになっ

た場合ですけれど、これで、今の連絡員、 1人でも 3人でもというような、まだ部長と

しても詳しく調べていないみたし、ですけれど、そういう中で、これを希望する人が、そ

の人を探して一緒に申し込むのか。

あるいは、市の方でその辺を探すのか。その辺は、どういうような、予想として、ま

だ検討もされていないみたし、ですけれど、その辺どうするのか。考えがあったら、お関

す。

0議長(市川資信君) これをもって12のしひとりぐらし老人の「緊急通報装置」の

実現の質問を終わります。

一般質問12の2、精神薄弱者の地域生活寮の実現の通告質問者、小俣昭光君の質問を

許します。

010番(小俣昭光君)

ます。

国際障害者年を契機として、障害者福祉に対する理解が深まり、その掲げる理念、完

精神薄弱者の地域生活寮の実現について、質問させていただき

全参加と平等が、市民の聞にも浸透してきています。行政においてもその方向で推進さ

れていることを、心強く思っています。

62年12月には、東京都心身障害者対策協議会の「国際障害者年東京都高度計画後半期

計画， 88の策定に当たって」としヴ提言が出されました。この提言には、障害者自身に

おいても、自立意識や世界の参加意識が一層高まり、可能な限り地域社会の中で生活し
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7こし、との意向が強まってきている、との認識に立っております。

ーっとしては、ライフステージに対応した施策の推進O

二つ、自立への道を目指した施策の推進O

三つ日として、共に生きるまちづくりの推進。

四つ目として、福祉水準の向上、の四つの視点を基調に、七つの重点課題を提起して

います。

精神薄弱者においては、地域生活寮を支えていく援助システムのあり方に検討を加え、

実施可能な施策から着手することが必要である、としている点は、障害者地域交流協議

会の掲げる「共に生きょう、このまちで」という合い言葉と、基本的に一致するもので

あります。

障害者地域交流協議会には、立川養護学校を中心に、三多摩九つの市の「手をつなぐ

親の会」など、 19団体が加盟しております。日野市基本計画第4節「参加と平等を目指

す障害者福祉」のところを見ると、現状と課題で、身心に障害を持つ人々に対する施策

は、社会参加と平等を実現することが基本です。すなわち、障害を持つ人も、持たない

人も、共に生きることが普通である社会を実現することです。

しかしながら、こうした理想社会の実現には、なおほど遠い状況にあり、障害者が就

学、就職などを初め多くの面で、いろいろな社会的不利益を受けているのが現実です。

当市の障害者の数は、昭和61年度末現在で、身体障害者手帳所持者、 1，813人。愛の手

帳の所持者、精神薄弱者は、 342人となっており、 5年前と比較して、いずれも約30%

の増加となっています。

こうした障害者に対し、これまでも各種福祉手当の支給等による生活の援護、家庭奉

仕員の派遣等の在宅福祉サービスを充実するとともに、援護施設として、心身障害者福

祉セソタ一、精神薄弱者授産施設、更生施設等の整備を行ってきました。今後、ますま

す就業を望む障害者が増加し、一方、障害者の高齢化や、障害の重度化が進むことが予

想されています。

こうした状況を踏まえ、地域の中での障害者が、生きがし、を持って日常活動、日常生

活を送り、社会活動に参加していけるようにしなければなりません。障害者の程度や年

齢に沿った、よりきめ細かな施策の展開を図るとともに、障害者が安全に、快適に都市

施設を利用できるよう、施設の改善も進めなければなりません、とこういうように、日

野市の基本計画では、第4節のところで述べております。

特に、三多摩地区においては、 23区と比べ、依然、施策の立ちおくれがあり、早急に

次の施策を実現できないか、お聞かせいただきたし、と思います。

生活寮の実現を、ぜひお願し、し、たします。基本計画によると「生活寮の設置」として

出ております。障害者が家族などの介護を受けられなくなったときの生活の場として、

また、障害者自身の自立の場としての、生活寮の設置について検討を進めます。一一こ

ういうように基本計画の 4節の 2のところで、そう述べております。

これから、ますます生活寮での生活を希望する精神障害者は、今後とも増加が予想さ

れ、こうした精神薄弱者の家族の扶養能力低下や、親亡き後に至るその他の生活の場を

確保するためにも必要でありますので、ぜひ実現をお願いし、たします。

第2点目は、通勤寮について、お聞きいたします。

9月4日の読売新聞の「清流」で、このような記事が書かれております。一一多摩地

区に精神障害者のための通勤寮を設置しようという運動が進められている。その母体と

なる「三多摩地区に通勤寮をつくる会」がこのほどできた。通勤寮というのは、就職し

た障害者たちが 3年間共同生活をしながら、食事の作法、お金の管理など、自立のため

の生活指導を受け、それぞれの職場に通う施設。都内では、区部に4カ所、定員合計で

120人があるが、多摩地区には一つもなし、。このため多摩地区に就職が決まってもあき

らめざるを得ないケースや、就職そのものを断念する人もかなりいるとし、ぅ。長い時聞

をかけて通うのは難しい人もいるだけに、職住接近ができるようなこうした施設が各拠

点にあるのが望ましい。つい先日も、羽村町から立川市の福祉作業所に通っている女性

が、 JR立川駅で帰りの電車を間違えて、 4日間も行方不明になった例があった。東大

和市の自宅を改造して生活寮を運営し、障害者4人を世話している高橋澄子さんは「障

害者も親元から離れて自立を望む人が多い。まず通勤寮に入り、生活寮をへて完全に自

立するというのが順序だが、多摩には通勤寮がなし、ので、生活寮もまだここしかないJ

と必要性を訴える。立川市周辺 9市の障害者へのアソケート調査でも、 787人のうち半

分の人が入寮を希望しているが、今までにも、区部の寮に、多摩地区出身者が87人入っ

ている。 1"つくる会」では、これから都や議会など関係方商に建設を働きかけていく 一

ーなどと、新聞にも報道されております。

この通勤寮は、先ほどの生活寮に似ている施設でありますが、養護学校を卒業した精

神薄弱者が、福祉作業所などに通いながら生活の勉強など、 自立のための生活指導を受

け、社会参加を目指すために、特に待ち望まれています。この考えがあるか、お聞かせ

いただきたいと思し、ます。

第 3点目は、社会参加の拡大ということで、 雇用の促進であります。基本計画の「雇
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用の促進について」を見ますと、障害者や、その能力と適性に応じた職場で働けるよう、

関係機関と協力し、雇用の促進を図っていきます。特に、精神薄弱者についても、雇用

促進法が制定されるよう、国などに要請していきます。というように、基本計画にも書

かれております。どのような対応をしていくのか、考えがありましたら、お聞かせいた

だきたいと思います。

以上、 3点について、お聞かせいただきたいと思います。

第 1は生活寮、第2は通勤寮、そして三つ目としては、雇用の促進についてでありま

ので、今後、精神薄弱者の充実のためには、必要な施設だと思います。

しかしながら、社会福祉法人が設置するにいたしましても、今後、この生活寮設置に

ついては、用地の確保、また、就労場の確保、また、寮母の確保、資金的な問題など、

設置までには、いろいろな困難な問題も多々 生じることも予想されます。

今後、日野市といたしましても、総合的に、体系的な障害者の福祉設備全体を検討す

る中で、これについては考えてし、くわけでございますが、好ましい福祉法人によって、

積極的にやられる生活寮については、できるだけ積極的に支援はしていきたい、という

ぐあいに存じます。

それから、二つ自の通勤寮について、御質問がございましたが、都内には 4カ所しか

ございません。この通勤寮ということでは、就労している方が、日常生活について必要

な指導を受ける、ということで設置されるものでございますけれども、やはり両親また

は自宅から遠いところに就労している際に、この通勤寮を精神薄弱者の方が利用する、

とこうしヴ施設でございますので、本来、三多摩にも必要になってきているように思い

ます。

この通勤寮につきましては、東京都が設置して福祉法人が運営をする、とこ ういう よ

うな形で東京都は実施しておりますし、これについては、食費を負担していただいて、

日常的な生活の援助を、指導を行う、とこ ういう精神薄弱者のアパー トのようなもので

ございますが、これが、今後、三多摩にできるようにということでの運動も、 実際に行

われているようでございますので、私どもといたしましても、積極的に東京都の方に設

置について、今後働きかけるように努力をしていきたい、とこういうぐあいに思います。

また、 3点目の雇用の促進でございますが、御指摘のように、精神薄弱者の就労は、

なかなか困難な状況にございます。障害者の就労につきましては、現在、 障害者雇用促

進法によって、1.6%の職員を、労働者を就労させるよ うにという ことで、指導が行わ

れているわけでございますけれども、現実には、身体障害者の場合には、大きな企業に

なるほど軽い障害者ということですね。それで、就労期間も、平均して11年ということ

です。

それから、精神薄弱者の場合には、その障害者雇用の中で、新しく、最近、法の中に

含まれてはいますけれども、具体的に精神薄弱者の雇用についての枠がございませんの

で、なかなか精神薄弱者は就労の機会がない。したがって、ほとんど、なかなか就労で

きないとしヴ状況でございますので、この精神障害者、それからまた、精神薄弱者の就

労の期間も平均して 5年ということで、なかなか長く勤められない。また、大きなとこ

す。

0議長(市川i資信君) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、三つの御質問に、それぞれお答えをしていきた

いと思います。

まず、 1点は、生活寮についての御質問がございました。

当市には、昭和63年の 4月 1日現在で、身体障害者の手帳所持者が2，060名、愛の手

帳所持者が408名。合計で2，468名の方が、何らかの障害を持ちながら生活をしておられ

ます。これらの障害者にとっては、就労、それから生活の自立は、大きな問題でござい

ます。また、核家族化が、その中で、親が亡くなった後で、親亡き後のひとり暮らしに

ついての不安を持たれる方も、多くなってくると思われます。

また、生活する上では、生まれ育った地域の中で、生活していきたい、とし、う希望も強

く、地域の中での生活の場が必要になってくると存じます。

現在、精神薄弱者の生活寮は、都内に27施設ありますが、いずれも23区に設置されて

おります。 63年5月には、初めて東大和市に 4人の生活寮が設置されました。生活寮は、

精薄者の就労に際して、自立生活を助長するために、日常生活における援助、指導を目

的として、設置するものでございます。生活寮においては、食事の提供と、寮母によっ

て日常生活の指導も行うものでございます。

この生活寮では、就労に際して、 自宅から通勤、就職先までの通勤が困難な者を入所

させる、とこういうことでございますし、また、この生活寮の設置及び運営については、

東京都の場合には、社会福祉法人によって設置運営される、こういうことになっており

ます。

現在、先ほどの、幾つかの「手をつなぐ親の会」というお話がございましたが、 三多

摩では、育成会が、 三多摩には生活寮が設置されていないものですから、設置運動をさ

れております。23区に比較して、 三多摩は未設置というところも多いわけでございます
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ろにはほとんど入れない。小さい中小企業、あるいは零細企業で雇っていただ く、とこ

うし、う状況でございます。

したがって、現在、国における障害者の雇用促進事業といたしましては、奨励金が、

重度障害者については 3万円、また精神薄弱者、軽度の障害者についても、2万なり 1

万なりが出ているということでございますが、 3年間、あるいは 1年間とい うこ とで、

それなりの奨励が行われておりますが、日野といたしましても、今回、補正予算でお願

いをいたしましたように、特に精神薄弱者については、すべての精神薄弱者を雇ってい

ただく場合には、国の制度が切れた段階で、重複しないように、雇用者に対して3万円

の奨励金、あるいは援助金をお願いをして、それなりの奨励をしていきたい、とこうい

うぐあいに考えておりますし、また、重度障害者の場合も、1.6%といし、ますと、 63人

職員がし、ますと、 1人雇わなければなりませんので、その法定の1.6を下回る63人以下

の、したがって、小さい雇用所等については、重度障害者を雇っていただけるときには

積極的に援助していきたい、とこういうぐあいなことで、今後、まだ試行的段階でござ

いますけれども、積極的に市内の雇用者が、精神薄弱者または重度障害者を雇用できる

ように、積極的な施策を展開していきたい、こういうぐあいに考えているところでござ

います。

0議長(市川資信君) 小俣昭光君。

ております。

また、養護学校の先生が、今、先ほどの部長の話でもありますけれど、せっかく学校

を卒業したのに就職先がない、というようなことが言われております。そういう点で、

せっかく養護学校を出たのに、近くに勤めるところがなくて遠くに行く。 そういう点で

は、とても通い切れない、というようなことから、この通勤寮というのは考えられてき

た、というように思うわけです。

そういう点でも、この生活寮が各地にあれば、そういう点での問題は解決するわけで

すけれど、それより、もっと身近な形で、この通勤寮というのが言われてきております

ので、ぜひ、せっかく学校でいろいろ勉強して、また社会に出る準備をしてきていなが

ら、最後のところで、学校で勉強したことが生かされてきていない、というようなこと

のないように、ぜひそういう点でも、通勤寮を実現していただきたい、というように思っ

ております。

そういう点で、この点について、市長、どのようにお考えあるか、一言お聞かせいた

だきたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 障害を持つ人たちが社会に参加をして、社会のお互いの励ま

しと支援の中で、生活が安心してできる、とこうしみ状況をつくるのが、また地域社会

に大きな役割ということになることは、理解をしておるわけであります。

これまでにいろいろな運動の形で、ある程度のグループグループに、それの近い状態

の実現を図ってきておりますが、何といっても大きくは、国の制度として、あるいは都

の大きな施策として体系がつくられ、それに地域自治体が取り組んでいける、とこうい

う状態の達成こそ、一番解決をする太い軌道でなければならない、とこのように考えて

おります。

御要望の件も十分理解いたしますので、努めてそういう運動を、都段階、国段階に持

ち上げ、また自治体としても、それに適応できる体制づくりをしていきたい、このよう

に考えておるところでございます。

0議長(市)11資信君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 生活寮や通勤寮についての実現、日野市内には、市長が力を入

れて「すずかけの家」や、あるいは「青い鳥作業所」だとか、いろいろあちこちに施策

が進んできております。ぜひ、そういうところのお母さん方と、本当にこの生活寮実現

を図ってし、くためにも、私たちも頑張っていきますので、ぜひ行政側も積極的にお願い

010番(小俣昭光君) 再質問をさせていただきます。

精神薄弱者の、特に親亡き後のことを考えると、精神薄弱者を持ったお母さん、お父

さん、とても夜も眠れない、というように訴えております。そう いう点で、生活寮が各

地域にできるということは、大変に重要になってきております。

はくちょう学園に入っていた人が、最近、長野に行くんだ。向こうで、せっかく はく

ちょう学園でなれていたのに、長野に行く、嫌がっているんだ、というようなことを聞

きました。これは、やはりお母さんが具合が悪くなって扶養できなくなってきた、とい

うようなことから、長野のそういう施設に入れるということになって、せっかくはくちょ

う学園で作業なんかもやれるようになってきた、というような中で、そういうことを訴

えられたことがあります。

そういう点でも、せっかくその地域で、何とか社会参加できるようになってきている

人が、保護者が具合が悪くなったということで、その地域から遠く、ほかに移されると

いうようなことで、そういう点でも、どうしても生活寮、重要な施設というように思っ

ております。そうい う点でも、ぜひ一時も早く実現をお願いしたい、というように思っ
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0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

現在ある管理棟が非常に老朽化もしておりますので、これについては、やはり改善を

したい、というふうに考えております。現在あるところは、ちょっと下流、グランド道

から言いますと、ちょっと下流なんですが、ちょっと外れたところに設けてありますけ

れども、もう管理棟を建ててから10年ほどたっておりますし、現在、あの用地のところ

は、汚水処理施設用地内であるために、現在のところ、水道その他のことはできません。

そのために、水についてはポンプで揚げているんですが、水質が余りよくないので飲料

水に適さない、というような問題がございます。

したがし、まして、管理棟をつくるにしても、汚水処理施設予定地外のところに移して、

それで、そこにもう少ししっかりした管理棟なり、水飲み場なり、そういったものも設

置をしたい、というふうに考えております。その辺のところは、現在、あそこのグラソ

ドに関しては、大きな問題点ではないか、というふうに考えております。

0議長(市川資信君) 小俣昭光君。

いたしまして、この質問を終わらせていただきます。

0議長(市川資信君) これをもって12の2、精神薄弱者の地域生活寮の実現の質問を

終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたし、と思いますが、これに御異

議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時 5分休憩

午後 3時43分再開

一般質問12の3、スポーツ施設の充実(市民グランド)の通告質問者、小俣昭光君の

質問を許します。

[10番議員登壇〕 010番(小俣昭光君) それでは、再質問をさせていただきます。

010番(小俣昭光君)

ただきます。

事務報告書のグラ γ ド利用状況を見ると、多摩川にある市民グラ γ ドは、年間459回、

1万7，630人が利用されております。このグランドは、つくられてから少年野球など、

スポーツ施設の充実、市民グラ γ ドについての質問をさせてい この市民グラソドに仮設トイレ、水道など、あるいは駐車場を設置してほしい、こう

いう質問が、この議会でも奥住議員から一一何年か前に奥住議員からも出されてきてお

ります。そういう点で、そのときには、かなりし、し、答弁がされた、というように記憶さ

れてきておりますので、ぜひ、そういう点で、特に私は、水道の問題、今、教育次長、

10年前に管理棟ができた、というように言われて、さらに地下水をくみ上げて、それを

使っているというように言われて、実際には飲料不適当というようなことも、言われて

いるわけなんですけれど、そういう点では、 10年来、飲料不適当であったというのは、

私は問題ではないのかな、というように思し、ます。

そういう点では、今度、処理場の(I水ぐらい飲ませろ。死活問題だ」と呼ぶ者あり)、

ここは処理場になっているということから、そういう点では、移設されて、管理棟を充

実させていきたい、というように言われておりますけれど、実際、いつ、その管理棟が

できるのか。その辺をお聞かせいただきたし、と思います。

また、多摩川の下流には、例えば一の宮公園、多摩市になりますけれど、ちょうど多

摩川と浅川合流地点の下流に当たりますけれど、ここには、河川敷内に水道が引かれて

いるということも、はっきりされています。

また、さらに下流に行きますと、関戸橋、ここには仮設トイレも設置されている、と

いうように、私も関戸橋を渡るときに、よく見ます。そういう点では、河川敷内にそう

いう設置、できないといわれていますけれど、他市では、そうい うことをやられている

あるいはソフトボールチームなどから、さまざまな要求が出されてきたと思います。そ

れが、どのように解決されてきたのか。また、どうして解決できないのか。どこにネッ

クがあるのかについて、まず最初にお聞かせいただきたし、と思います。

0議長(市川資信君) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

O教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

市民グラ γ ドにつきましては、多摩川の河川敷を使っているわけでございますけれど

も、現在、 3面ほど、野球で言えば取れるわけですが、やはり自治体の需要から言いま

すと、手狭になっているということで、拡張してほしいとしヴ要望が、一つはございま

す。これについては、今回の議会でも、測量費の補正をお願いしているところでござい

ますが、まず、その拡張を図っていきたい、という問題が一つあります。

それから、やはり河川敷にあるために、いろいろ、一般のグラソドと比べますと、管

理上、あるいは使用上も、いろんな制約がございます。例えば、管理棟を河川敷内には

設けられないとか、いろんなこともありますし、あるいは、水道を河川敷の中に引くこ

とはできないとか、いろいろ制約がございます。

oo 
qο ηο 

Q
u
 

n
4
u
 

nべ
U



という ことに対して、なぜ他市でやっていることが日野でできないのか、というように

感じるわけです。そういう点でのと ころを、再度お聞かせいただきたい、というように

思っております。

また、特にこの市民グラソド、そういう点では、夏場、どこも同じですけれど、日陰

も丸っきりないところであります。また、雨が降っても、そういう点では、逃げ込む場

所もない場所でもあるわけです。

また、グラソドには、赤土が、要するに敷いてあるわけですけれど、滑り込むと、ま

さに顔じゅうというか、体じゅう泥だらけになるというように、状況があるといわれて

おりますので、そういう点では、散水をしたいというような話もされております。まさ

に砂漠の中で野球をやっているような状況である、というようなことも言われておりま

すので、こういう点では、散水できる対策もぜひ考えていただきたい、というように思

います。

また、この市民グランドだけでなく、東光寺グラソドについても、ここには水はあり

ますけれど、水と仮設トイレ、ありますけれど、そういう点では、管理棟がありません

ので、そういう点では、管理棟も、この東光寺グランドにも設置していただきたい。

また、この東光寺グランドも、下流の方で、いま少し広げられるん じゃないか、とい

うように言われております。そういう点で、東光寺グラソドもさらに充実させていただ

きたい、というように思っております。

また、浅川ですけれど、豊田の児童グラ γ ド、ここには、丸っきりありません。また、

堤防の内側には、もうすぐ畑になっていて、そういう点では、このグラソドを使う人た

ちは、まさに土手と畑の隅のところに、農家の人の協力をいただいてだと思いますけれ

ど、グランドを整地するト γボというんですか、そういうのが立てかけてある状況であ

ります。

そういう点では、この地域についても、このグラ γ ドについても、ぜひ、特に豊田南

区画整理の中で、用地、確保していただき、そういう設備もできるようにしていただき

たい、というように思います。

何よりも、そういうすべてのグランドには、管理棟を設置して、そしてそういうとこ

ろでトイレ、あるいは水など、休憩できるような施設、必要だと思いますので、その辺

について、どうしヴ計画で進められるか。その辺について、お答えいただきたし、と思い

ます。

0教育次長(砂川雄一君) お答えをいたします。

0議長(市川資信君) 教育次長。

市民グランドの管理棟の問題につきましては、現在、処理場予定地外の万願寺土地区

画整理地域内、もう少し現在の位置よりも上流側で、大体グラ ソドの中心部あた りに近

いところの堤防沿いのところに、用地を確保するように、今、関係方面にお願いをして、

努力をしているところでございます。その用地が確保できれば、現在の管理棟というの

は58平米ちょっとぐらいでございますけれども、確かに非常に実際の利用上から言いま

すと、非常に狭いということもありますので、必要な面積を確保した管理棟を、その用

地が確保された段階で、つくるようにしたい、というふう に思います。もちろん、そこに

は、万願寺土地区画整理内ですから水道も引けますし、当然、水道等その他もきちんと

整備をするようにしたい、というふうに考えております。

これは、そんなに遠くない時期に実現をしたいということで、現在、努力中でござい

ます。

それから、他市の状況一一多摩市の河川敷の状況についても、一度私も見てお ります

けれども、あそこの場合には、何というんですか、中堤防というのができているんです

ね。低い木が、植栽もしてあったりなんかして、若干その辺は、現在の多摩川の市民グ

ラγ ドの周辺とは状況が違うんじゃないか、というふうに思いますけれど、その辺のと

ころは、いずれにしろ、私どもとしては、きちっと管理棟を設置をするということとあ

わせて、例えば散水泉の問題なんかにしても、御希望がございましたけれども、そ ういっ

た問題もあわせて、国の方ともよく協議をして、可能な方法で、 そう いった御希望に沿

えるような形で検討していきたい、とい うふ うに思ってお ります。

それから、東光寺グラソドにつきましては、ここについても、拡張という御希望がご

ざいました。私どもとしても拡張したいとい うことで、 特に西側の方に拡張をする。あ

るいは、もう少し南側の方に幅を広げるとか、こ ういった点については検討をしており

ます。

現在、河川敷でございますので、 占用許可をとってやっているわけですが、堤防がほ

ぼ完成をしております。数年のう ちには、多分、廃河川敷になるんではないか、という

ふうに思いますが、 そうなりますと、そうなった段階で、さらに用地が拡張できれば、

かなりしっかりしたグラソ ドとして整備ができるんではないか、というふうに考えてお

ります。 その方向で、東光寺についても努力をしていきたい、というふうに考えており

ます。

そういったこととあわせて、東光寺の管理棟等についても進めるようにしたい、とい
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うふうに考えております。

以上です。

O議長(市川資信君) 小俣昭光君。

0議長(市川資信君) 教育次長。

010番(小俣昭光君) 質問させていただきます。

0教育次長(砂川|雄一君) 市民グラソドの下流側の方に、あれは何というんでしょう

か、防護櫛のようなものがつくってあるわけですが、これは国がもちろん設置したわけ

でございまして、オートパイがあそこに乗り入れて、モトクロスをやったり何かするの

を防ぐためだ、という話もありますけれども、私どもの方としては、そこにそういう柵

ができておりますので、そこまでは市民グラソドの延長という形で、グランドを広け了こ

いということで、今、折衝中でございます。そのために測量も必要になってきているわ

けでございますが、まず、そういう形で、拡張ということについては、今後、最善の努

力をしたいというふうに思っています。

それで、いろいろ御指摘いただし、た点についても、どういう形で実際に改善できるか、

その辺のところもあわせて検討していきたい、というふうに思っております。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 豊田児童グラソドについても、私どもで管理しております

けれども、状況をよく調査した上で対策を練ってまいりたい、とこういうぐあいに思い

ます。

特に、市民グラソド、今、現在あるグラソドから下流の方に、草がかなり繁っている。

その先の方に、手すりだと思いますけれど、道が、 川に出られるように、本来、道がで

きているのではないか、と思うんですけれど、手すりが道に柵みたいになってできてお

ります。そういう点では、ああいう構造物が実際にはできているわけですから、そうい

う点では、あれが川について直角に出ているわけですから、そういう点では、洪水が出

たときにも、当然それも障害物となります。そういう点では、あのくらいのものは実際

に設置されている、というように思えば、まさに水道、蛇口がついたぐらいでは、何の

流れに影響はない、というように私は思うわけであります。

特に、多くの人たちが、また仮設で、も結構ですから、この河川敷の中にトイレを設置

してほし~、、とし、う要望も出されてきております。

また、この土手を上って川原へ出るんですけれど、この土手にスロープを設置できな

いか、というような話も、要求も、出されてきております。とかくスロープを設置する

と、また車やオートパイなどで乗り入れるという心配もありますが、それらの対策を立

てていただきながら、スロープを設置していただきたい、というようにも言われており

ますので、ぜひそれらの実現、お願いしたいと思います。

また、管理棟、そう遠くない時期に、新たな管理棟をっくりますということですけれ

ど、ぜひ来年の夏には間に合うように、今から早急に準備をしていただいて、お願いし

たい、というように思うわけであります。

また、豊田の浅川の一一一豊田にあります児童グラ γ ド、これは答弁、福祉部の方かも

しれませんけれど、これについても、ぜひ、あそこは、ほこり対策だと思うんですけれ

ど、今、砂利というんですか、細かい砂利が敷き詰められて、ほこりが出ないようにだ

と思いますけれど、されております。そこで子供たちが野球をやっている、というよう

な状況でありますので、そういう点では、ちょっと危険というか、感じがし、たしますの

で、これらの対策、ほこりの対策も必要かと思いますけれど、ぜひ現地を見ていただい

て、対策を立てていただきたい、というように思います。

そのことを再度お願いいたしまして、また何かあれば、答弁をお願い したいと思いま

す。

0議長(市川資信君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) ぜひ全力を挙げてグラソド整備、お願いをいたしまして、この

件について質問を終わらせていただきます。

0議長(市川資信君) これをもって12の3、スポーツ施設の充実(市民グラ γ ド)の

質問を終わります。

一般質問12の4、西平山一丁目浸水対策につし、ての通告質問者、小俣昭光君の質問を

許します。

010番(小俣昭光君) 西平山一丁目浸水対策についての質問をさせていただきます。

その前に、昨年の第 3固定例会での一般質問で、第一中学校の浸水対策を質問させて

いただきました。早速、対策を立てて工事も終わり、ことしの異常といわれている 8月

の天候でも浸水がしなかった、と聞いております。お母さん方から、これで安心して子

供たちに給食も食べさせることができる、というように大変に喜ばれております。この

場をかりで、御礼を申し上げます。

西平山一丁目の浸水は、ここ 3年ぐらい、毎年、 一度は起きてきております。こと し

は、特にこういう状況の天候の中でありましたので、一日の日に 3回も庖の中まで水が

入るというようなことがあった、といわれております。二、三年前から、その都度、私
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も水路清流課にお願し、し、たしまして、それぞれの対策を立てていただき、ことしは大丈

夫なのかなというように、実は安心していたところでございますけれど、実際には、や

はり浸水がされていたということで、何としてもお広屋さんの食べ物の庖先まで入って

きますので、そう いう点では、衛生上も問題がありますので、対策をぜひお願し、したい、

というように思っております。

特にこの地域は、東平山の二丁目の方からも、あるいは西平山二丁目の方からも、水

が、用水が流れてきていて、雨が降るとそこに集まってくる、というところでございま

すので、そうい う点では、そのくぼ地に水がたまるということで、大変に近所の人たち

は悩まされております。そういう点でのことですので、抜本的な対策が必要だと思いま

す。どのような対策を立てて解決するか、お聞かせいてただきたし、と思います。

また、こ としの第 2固定例会でも質問いたしましたが、直接、西平山一丁目とは関係

あり ませんけれど、オリエ ソト周辺の道路、ことも、ことしも大変に水が出まして、特

に平田さんの前、そしてアパートの前などは40セγチぐらい、道路一面に水がたまって、

実際には歩けなくなってしまう、というようなことが言われております。このオリエ ソ

ト周辺については、 後 日、谷議員からも質問が出されておりますので、 簡単で結構です

が、この対策についても、お答えいただきたし、と思います。

以上、お願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長 (永原照雄君) ただし、まお話がございましたよ うに、西平山一丁目28番地

先かと存 じます。この付近は、 御指摘がございましたように、大雨の降るとき、たひ、た

び浸水を起こ しておりま して、市といたしましても、非常に苦慮いたしているところで

ございます。

これにつきましては、御案内かと存じますけれども、暫定的ではございましたけれど

も、まず、バイパス管を入れま した。本年度の工事で、600ミリ 、60セソチのバイパス

管の設置と、これと、ちょうど水路が、と の辺から下 りてきます道路にぶつかると ころ

にスクリーソがつくってありました。ここに物が引っかかっちゃって、逆流、パックウ

ォーターで水があふれる、というような心配がございましたので、それの移動も行いま

した。このような対策をいた しまして、非常に、もうことしはないんじゃないか、とい

うぐあいに考えていたわけでございますけれども、非常に残念なことに、今お聞きいた

しますと、そのような 3回にもわたって浸水があった、ということでございます。

この原因でござし、ますけれども、御承知のとおり、今議員さんのおっしゃいましたよ

うに、この地域には西平山の四丁目、三丁目 、及び一丁目の雨水が、一気に集まる地形

となっているとこ ろでございます。

また、市街化、今までは田んぼであったところが、急に市街化してきますと、どうし

ても流出係数が大になります。そうなりますと、流出量も多くなるという ことでござい

ます。

この抜本的な対策ということでございますけれども、これに関しましては、現在、こ

こに、西平山の土地区画整理事業、 91ヘクタールでございますけれども、準備中でござ

し、ます。抜本対策は、やはりこの区画整理の中で行ってし、くのが妥当ではないか。それ

までは暫定的に、やはり被害を食いとめるということで、もう 1回、対策を練ってみた

い、というぐあいに考えております。 ひとつ、よろしく御理解のほどをお願し、し、たした

いと思います。

それから、オリエソトのところでございますが、オリエソトで、現在、土どめ工事を

行いまして、従前の指導が、 1問、 1メートノレ82で、ございましたが、これを拡幅いたし

まして、 4メー トルの道路と、1.7メートルの水路の公共用地の確保が可能となりまし

た。最近、電電の土どめの工事も完了しましたので、道路水路用地が明確になりまして、

市道としての空間とし、し、ましょうか、ができました。

それで、現在は、設計の作業中でございまして、年内にこの道路の発注をいたします。

公共用地のつけかえを行いまして、拡幅をされた部分は、数度にわたりまして砂利を敷

いたわけで、ございますけれども、今おっしゃいました平田さんとか、アパートの前に水

がたまるということで、素堀の溝を仮に掘って、雨水を解消するなど、応急対策は講じ

ておったわけでございますけれども、何しろ今回の長雨、豪雨というようなことでござ

いまして、非常に苦慮したわけでございますけれども、本年度中には事業を行いますの

で、解消されるだろう 、というぐあいに考えております。

以上です。

O議長(市川資信君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 再質問をさせていただきます。

西平山一丁目の浸水対策は、区画整理でやるということでは、これからまだ、大分先

になります。まだ事業決定もされていない区画整理ですので、そういう点では、約10軒

ぐらいの人たちが、この浸水で被害に遭うというような状況でありますので、そういう

点では、区画整理まで待っていられない状況であります。

そういう点で、ちょっとお聞きいたしますが、この中清そば屋さんのわきに用水が出
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ていて、それで、そのところから平山住宅のところに直角に当たる用水、これが、そう

いう点では、その用水が満杯であるのかどうかということが、皆さん、満杯になってし、

るんじゃなし、か、というように言われているわけです。

そういう点で、七、八年前にあそこにふたかけをしまして、今、歩道となっておりま

すから、詳しくは私たちもわからないわけですけれど、その水が、そこでのみ切れてな

いんじゃないのかな。そのところの側溝は、今言われました東平山の二丁目、三丁目、

あちらの方から、くやっとそれに流れ込むということで、その水がいっぱいで、要するに

用水から来るやつがのみ切れないのではないか。それでいて、生菓子屋さんや、あるい

は、以前、新聞屋さんだったところ、あの辺に、低くて水がたまってしまう、というよ

うに考えられるわけですけれど、その団地の横の側溝は、まだ許容量はある一一一流れる

許容量はあるのかどうか。その辺、ちょっと、おわかりでしたら、お聞かせいただきた

いと思います。

それと、先ほど、スクリーンの位置を変えたということで、転落防止柵をつけていた

だし、たり、そうしヴ対策を立てて、本当に私も、これであの地域は安心なのかな、と思っ

ていたわけで、すけれど、そういうところで起きたわけで、すから、その辺の調査だとか、

あるいは、さらにこの調査をしていただいて、あるいは、あそこに流れてくる前に、小

学校の下流の方に流れる用水がありますけれど、そちらの方に、さらに西平山三丁目、

四丁目の水は、そちらの方で落とすことはできないのかどうか。その辺、まだあの辺は

田んぼもありますから、そういう点では、すべてシャットアウトできないと思いますけ

れど、非常に水が出たときには、そちらへ落とせるような、そういうようなことで対策

を立てられないかどうか。もし、お答えをいただければと思っております。

それと、オリエントのところは、詳しくやるつもりはありませんけれど、あそこは、

流れっ放しが、流れる先が、実際に今なくて、ですから、あそこの道に全部、低いとこ

ろにたまってしまうということで、確かに素掘りで、オリエソト側にさらに大きな溝を

つけていただいたわけですけれど、そこも満杯になってしまう。あるいは、道全体になっ

てしまう。その流れる先を、ぜ、ひ、向こうの奥の方は、今オリエントで工事をやってし、

ますから、大変かと思いますけれど、ためるだけでなくて、流れる道をぜひつけていた

だきたい、というように思います。

その辺について、再度お答えいただければと思っております。

O議長(市川|資信君) 建設部長。

議員さんのおっしゃいましたように、平山住宅の前は削渠でございまして、管渠でご

ざいます。それにふたをいたしまして、暗渠になったわけで、ござし、ます。これに、今おっ

しゃいましたように、直角に水路が当たっております。その削渠と結ぶ聞は、管渠で結

ばれておる、ということでございます。

では、そこの削渠の中のキャパシティーはあるかどうか、ということでございます。

それ等につきましては、先ほどお答えいたしましたように、私どもの方としましては、

あの水量であればキャパシティーはある、とし、うぐあいには考えておりますけれども、

再調査をさせていただきたい、というぐあいに考えております。

それから、スクリーンの位置は、御存じのとおり移動いたしました。あの途中に、山

の方から、坂から下りてくる水路、あれが非常にまた邪魔している、というぐあいに考

えております。それで、その山からおりてくる水路の上流にスクリーソを持っていくわ

けです。それで対策を講じたわけで、すが、それでもいかん、ということになりますと、

やはりもう l回、調査してみる必要がある、というぐあいに考えております。

それともう一つは、滝合小学校の前に流れている水路がございます。そちらの方に分

流できないか、とし、う問題でございます。これは、議員さんもおっしゃいましたように、

まだ田んぼがございますので、その辺、非常に問題とし、し、ましょうか、困難性があるん

じゃないだろうか、というぐあいに考えております。

それから、オリエソト時計の方でございます。これにつきましては、本年度中に工事

を完了いたしますので、また、雨の時期も過ぎましたので、 解決するんじゃないか、と

いうように考えております。

0議長(市川資信君) 小俣昭光君。

010番(小俣昭光君) 西平山の浸水対策、まだ大きな被害、起きておりませんけれど、

この地域に田んぼが次々につぶされ、あるいは、住宅が建ってし、く地域であります。そ

ういう点では、今のままでいれば、さらに被害が大きくなることは、明らかであります。

そういう点で、被害が大きくならないうちに、早急に、建設部長も調査して「立てる」

と行っておりますので、早急にお願し巾、たしまして、この質問、終わらせていただきま

す。

0建設部長(永原照雄君) 再質問につきまして、御答弁申し上げます。

ありがとうございました。

0議長(市川!資信君) これをもって12の4、西平山一丁目浸水対策についての質問を

終わります。

一般質問13のし日野市の行財政について問うの通告質問者、天野輝男君の質問を許
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します。 再三、申しております。企業に行って、やはり企業から一一企業にお話しに行って、そ

して企業から、そして経営者の意見を市政に反映すべきである、ということを再三、申

し上げてまいりました。

日野市市長が誕生して16年が経過する中で、土地区画整理事業は進捗してまいりまし

たけれど、日野市、個人ともに合わせて16中13までが、昭和31年度から40年にかけて計

画決定され、事業を認可を受けたものであります。要するに、森田市長が計画決定し、

事業認可を受けた土地区画整理事業は、高幡不動、南平南、今準備中の西平山、今後出

てまいります東町区画整理事業であります。(発言する者あり)南平とし、いましたか。

失礼しました、豊田南です。

私は、区画整理事業というのは、それほど時間が経過するものであり、そして、事業

計画、基本計画を立てながら進めていくことが、いかに必要であるか、ということを学

んだわけであります。

現在、土地区画整理事業を実施している箇所は、万願寺土地区画整理事業、高橋土地

区画整理事業、豊田南土地区画整理事業、西平山土地区画整理事業、万願寺第二土地区

画整理事業、東町土地区画整理事業、これは、要するに基本構想、の中で、予算化してい

る分であります。この前期分の金額は、 96億4，797万2，000円であります。後期分は、 20

8億2，687万9，000円であります。総額にして277億7，485万1，0∞円であります。これを平

均しますと、大体39億、 40億近いものが、毎年一般財源に食い込んでくるわけでありま

(6番議員登壇〕

06番(天野輝男君) 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、質問

をさせていただきます

日野市の行財政について問う。私は、市議会議員として 2年 7カ月を経過いたしまし

た。ことしで6回目の視察に参加することができました。そして、地方にあっても、ま

ちづくりを真剣に取り組んでいる姿を学ぶことができ、そして予算の確保、菌、県の補

助を受けるための苦慮、している姿を学びました。今日までの日野市は、都市計画事業の

作業の進み方で、国や都の計画設計を先取りするような作業がなかったように思われま

す。

私は、視察して、地方に行くたびに、特別交付金等の予算は、政治力のある県や市に

交付されている、ということも学んできたわけで、あります。 ことしも、 8月24日から27

日まで、北見市の北綱圏北見文化セソターを視察してまいりま した。私は、この施設を

大変意義深く学んできたものであります。私たち日野市においても、まちづくりが進む

中で、国や都の建物は、全くないわけであります。そういう面で、私は、この複合施設

をつくることが、今後の日野市にとって重要な意義があるのではないか、ということを

学んだわけであります。

日野市は、皆様も御存じのように、立川市の業務都市、そして八王子の商業都市のは

ざまにあるまちであります。日野市は、かつては全国でも有数の財源なまちと して、他

市からもうらやましがられていた自治体であります。日野市の工場からは、法人税を初

め市税がたくさん入ってきたわけでありますが、事業の内容が、輸出を対象としている

企業であるために、人件費や、また、輸出から利益を上げる ということが、困難になっ

てきているわけであります。そのために、事業所の総点検、そして事業所を移転すると

いう企業が、幾つも出てきておるわけであります。

土地の高騰ともに、収益を上げて他の地域へ移ろうとしている企業が、出てきており

ます。今日までの日野市の工場誘致は、先駆者たちの努力により、日野市の財源の確保

に主な目的があったわけであります。その財源も、他県へ本社をとも移転してしまうと

いうような企業が出てきており、大幅な減収となり、財政力は低下してきております。

企業からの財政力が、日野のまちづくりに対して、基本的な財源力であり 、この財源力

があるかないかによって、投資して事業計画が明らかになっていくことであります。そ

の財源力の見通しが、私は年々少なくなってくることを思し、ますときに、私も、市長に

す。

私は、今日までのまちづくりの中で、より早く財源を切り詰めて、日野市の全体像を

把握しながら基本計画を策定していたならば、もっとよいまちができたのではないか、

と私は確信しているものであります。

そこで、私は、森田市長さんが48年に誕生して(1"さんは要らなしづと呼ぶ者あり)

さんがつくこともあるから-49年度に庁内の組織を大幅に改革しております。そして

12の係をふやして、職員を95名増員しているわけであります。この当時の昭和47年度の

一般会計の最終予算額は、 54億1，377万5，000円であります。そして、この年が、要する

にあり余って一一一47年、古谷 栄さんのときのですよね。それで、 48年度のを申し上げ

ます。

48年度は、一般会計歳費予算が83億6，444万3，000円であります。これを見まして、 48

年度にですね、これ、人件費が総額で、多分19億5，586万7，000円かかっているわけであ

ります。

oo 
A
せηο -349-



そういう面で、私は、どうして一気に、この95名、そして12係をふやさなければなら

なかったか。この点を、まず質問、お答え願いたいと思います。(I人口がふえたんだ」

と呼ぶ者あり)人口は、大したことないんだよ、 5，000しかふえてないよ。(I現在の

ことを質問しなさし、」と呼ぶ者あり)

0議長(市川|資信君) 天野輝男君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

0総務部長 (山崎 彰君) 今の御質問でございますが、 48年から現市長が就任された

ことでございます。そして、定数につきましては、今、御質問がございましたように95

名と、前年度との対比でなっております。これらにつきましての、それと人件費の問題

ということでございます。

ちょっと、ちなみに申し上げますと、 48年度におきましては、 1，022人でございまし

た、定数です。それが49年度におきまして、1，117ということで、この差が95というこ

とでございます。

それでは、なぜこのようにふえたか、とし、し、ますと、その前をちょっと見てみますと、

調べてみますと、それでも48年でございますが、それのときにも、 97という数字でふえ

てきております。それから、その一つ下、 47年が19人。それから46年が77というような

形です。

では、こういうものは、どうしてこの時代にこういうことになってきたのか、という

ことにつきましては、今言われましたとおり、日野市が45年ごろから人口急増に入りま

した。そして、 55年ぐらいにかけましての急増が、増加した背景がございます。このよ

うな人口急増とし、いますと、これに基づきまして、当然、出てくるのが行政需要でござい

ます。行政需要が多岐にわたり、これらに対応していかなきゃしょうがない、というこ

とで、既に前市長さんからの時代から、こういうふうな情勢に入っていた、ということ

が言えるんじゃないかと思います。

そうした中で、人口をちょっと例にとりますと、人口につきましては、 35年の国勢調

査から一一国勢調査の、 35年というと、まだ市になっておりませんが、その当時の人口

調査からいきますと、 4万3，394ということでございます。

これに対しまして、 38名、 11月3日におきましては、市制施行、このときは人口は 5

万5，595ということです。

そして、 5年ごとの国勢調査でございますが、 40年には 6万7，000という数字でござ

います。こう した数字を得まして、 45年におきましては 9万8，000、略しますけれど、

それから50年におきましては、 12万6，000というような国勢調査で、ウナギ登りに登っ

てきております。それを見ますと、年問、今、御指摘もございましたけれど、 40年から

45年にかけましては、 6，000人からの人が、 1年にふえてきている。それから、 45年か

ら50年については、 5，600人というような数字が出てきております。

そうした背景をもちまして、この行政需要に対応していくということから、 49年に95

人ということでございますが、これに対しまして、行政の一つの方向として、組織づく

りの、組織の見直し、あるいは、変更して、そして対応してし、く、これが一つでござい

ます。

それから、次は施設。御承知のように、小学校、中学校、幼稚園、保育園が、この時

代に非常にふえてきております。小学校や何かを言うと、毎年のごとくつくってきた事

実がございます。そうした背景の中で、今回、 95人ということが言えるわけでございま

す。

それで、組織的には、課におきまして4課、係におきまして 8課、合計12課、係の増

設が、ここに見られたわけですO これは49年からでございます。そう した形でございま

す。

さて、もう一つの、財政的な人件費につきましては、これは財政指標の推移というこ

とで、決算に基づきまして、毎年出ておりますものでございますが、現在、ここに持っ

ておりますのは、 45年からの、ち ょっとありませんが、経常収支比率というのが、よく

使われます。とれは、その各自治体ごとの弾力的な運営でございます。結局、これが低

いほど、その市がお金を持って、弾力的に独自の政策ができる、ということでございま

す。

それで、その目安といたしましては、 80%を一応、目安にしております。そうした中

で、日野市がどのくらいの位置にいるか、ということを申し上げますと、 56年から、今

データを持っておりますが、これによりますと、 78.9から下がって、それから一番多く

下がりまして、現在は76という数字でございます。そうしますと、 100から76引きまし

て24、24%のものについては、弾力的に日野市独自の政策が打ち出してし、く、というよ

うな、簡単でございます。そうした経過で、ございます。

それを見まして、行政市道というのは、これらを80以下に常に持っていって、それが

各自治体の、優良といっては語弊がございますが、財政運営がうまくいっている、とい

うような指標になっております。

きて、もう一つでございますが、人件費の方でございます。人件費は、年々上がりま

すけれど、これもやはり経常収支比率の中から、その比率を出しております。これも、
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一つの目安として行政指導を受けております。余りこの人件費が多いと、再建団体、そ

うしたことになりますので、注意を受けていきます。

そうしたことで、この目標とし、し、ますのが、大体、 30から40のところでございます。

40以上になっている団体ですね、人件費の、これは再建団体とか、そういうふうな非常

に赤信号、黄色信号に基づきまして、行政指導は強まります。

それで、当市におきましての56年からのデータをとりますと、大体、 33.4%から始ま

りまして、現在は31.3ということで、これらにつきましても、経常経費でございますの

で、今、建設とは違いまして、うちの内部的な努力ということからいたしますと、常に

35を中心にいたしまして、努力をしている次第でございます。

以上でございます。

O議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 人件費につきましては、やはり24%程度だというのは、黄色信

号。これを、行財政の人件費の目安を見ますと、やはり人件費比率は、 20%未満が一応

目安なんです。これを見たときに、日野市は、ここで平均しまして、大体25%以上、み

んないっているんです。

そういう面から見まして、私は、先ほど、いかに財源を早くから確保したら、このま

ちづくりがで、きた、ということを申し上げましたが、実際、私は、森田市議が古谷 栄

さんに一般質問しているところを、私、読んで、気がついたんです。これは昭和45年の

第3回の定例会です。

この内容を見ますと、都市計画に臨む市長の姿勢について問う、というこういう質問

の中で、これを一々読み上げるわけにいきませんから、要約しますと、その中で、急い

で市の発展を進める必要はない。ゆっくりと、きちんとした秩序の中で、将来に立派な

都市建設ができるようにあってほしい。しかし、現実を考えます場合に、社会的な条件、

日野市の置かれている立地条件を考えます場合に、自由な選択はできないようです。言

うなれば、前門のトラ、これは何をあらわしているかと思いましたら、都市計画法によ

る市街化区域の指定、されていたんで、すね。それで、後門のオオカミと書いてあるんで

すね。これ、もう少しよく判断しますと、日増すごとに人口が増加していって、何ら規

制すらない。そういうような方法では、自由な選択はないとしヴ、そこに結びつけてい

るわけです。

また、非常に厳しいものがあるのが、今日の現状である。その中でも、市民の生活の

安定、福祉を守る。そして次の来るべき将来に、施策の姿を想定しながら秩序づけてい

く、両輪の仕事。そして、都市計画法、都市計画、単独都市計画ができるだけの努力を

払って、次々と区画整理事業を終わらせてきましたが、この仕事の変更をするたるや、

遅々一一遅々というのは、最も遅いというやつですね。一一遅々と時間を要しておる、

とそういう質問をしてあるわけです。

そして、この中をもう少し読み上げますと、日野市の都市計画事業の問題は山積して

おり、都市計画事業は水の流れと同じように、下流の方の終末の施設から作業を進める

のが当然考えられる一一私も言っております、このことは。

これまでの古谷市長の御披涯一ーすごい嫌味のように、私はこれを見て感じたんで、す

けれどね一一一中で、苦慮の報告をしているわけであります。古谷さんという方は、正直

な方だったんだと、私は思うんです。

どうも近ごろの 1・3・1号の建設省の直接買収をする、というような話が始まって

以来、それに合わせる時間がない。期間がない、準備がない、というようなこともあり

まして、大変考え込んでおられる姿を見るからであります。要するに、若干自信を喪失

しているようなところが、ちょっと見られる、ということを言っておるわけです。

既に直面しておる、この都市計画事業というものに、どのような基本姿勢をもって臨

んでおるか伺いたいとしヴ、その古谷市長の答弁は、日野市の財源は非常に不況にあり、

小学校第11校の学校校舎の建設が何回入札しても落札しなかったんだそうですね、そう

いうことが書いてあるんです。そして、なぜ落札しないかというと、お金が4月になら

なきゃ、翌年にならないと払えないから、落ちないんだという、苦労した話が、答弁が

あるわけです。私は、だから、こういうことを森田市長は知っておったわけですね。

そういう面で、私は、市長になられまして、やはり何ゆえ基本計画を早くつくらなかっ

たのかということを、私は、まず声を大きくして言いたいわけです。そして、この基本

計画に沿った、きちんとした、要するに事業計画を立てていくならば、もっと実際、こ

のまちづくりが進めることができたわけであります。そういう面から私は、前からさか

のぼって調べて、そしてそのことを回りくどいようですけれども、申し上げているわけ

であります。

そういう面で、私は、この、要するに平山台区画整理事業を、この中に、六四ブロッ

クとして、公共用地ですね、 4万1，865平米を確保したんですね。そして、昭和48年に、

四中と市営住宅を 2万2，417平米使用されて、残りは、残された用地が 1万6，196平米で

すね、これを後でつくったんですね。これ、つくった、要するにこの面積は、道路部分

を除いて 1万8，184平米の用地ですね、この施設を5，670平米しか利用していないわけで
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す。そうすると、あと残っている用地が、 5，240平米あるわけです。この土地を、今、

道路価格で、平米、ここが大体 5万3，700円ぐらいだそうですから、実勢価格というの

は、大体6.6%か、大体 1坪106万3，326円の土地が5，240平米ありますので、 18億5，700

万円の土地がむだになっています。この土地について、何か利用する計画があるかどう

か。このあたりを、質問させていただきます。

0議長(市川資信君) 天野輝男君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 天野議員から、いつも批判的な視点からの激励と鞭捷をいた

だいていることを、ありがたく思っております。大分、しかし、私らの意図してまいり

ました、まちづくりの経過と、認識が違うようであります。

つまり、前の市長の担当されていた時代、それから、私が就任をさせていただいた後、

これの比較をされておるわけでありますが、私は、古くからの行政の指導者の方々が、

日野市という大変し、し、条件の地域、あるいは地形、これらに一定の、そのときそのとき

の判断をもって、また、日本の経済の再復興に合わせて、日野市の今日があり得た、と

いうふうに、客観的には考えるわけであります。

過去の時代の、ちょうど有山市長、あるいは古谷市長、人口の急増時期の担当者とい

うこともありまして、しかし、財政力がなかなか伴わない。都市計画をいかに立てるべ

きか、という苦慮、があったことを、よく承知しております。

当時の日野市都市計画は、昭和36年から 8年ごろに固まりました。そうして、区画整

理を施行すべき区域も、一応のI1慎序をもって決められたのが、そのころであります。今

日、当面しております 1・3・1路線でありますとか、あるいは、その他の都市計画道

路、そのころに図面の上に計画決定としてのせられたものであります。

それを、その後、区画整理の手法をそれぞれに取り入れた、また新しいまちの発展の

姿に合わせて、新しい都市計画事業も差し入れて、そうして今日、ほぼ、将来のまちの

展望が成り立つ時期にもなりましたので、そのことも、計画の今度実現のために、市民

の御理解と力をかりて努力をしている、というのが今日の姿であります。

職員の配置、あるいは組織、構造におきましても、あるいは財政の運営におきまして

も、自治、自治体のもちろん原則といたします最小の経費で最大の効果を上げるという

ことに、きちんと沿った形で、福祉に、教育に、またまちづくりに、鋭意努力をしてま

いりました。議会からもいろいろと御指導をいただき、常に予算等にも賛同をいただき

ながら実施をしてきた。

したがって、日野市の今日のありように対しては、もちろん市民にも、まだまだ期待

をされるものはありましょうが、叱責をされるところは、私はそう大きくはないんでは

ないか、とこのように思っておるところでございます。

今、特に取り上げられました、いわゆる平山台区画整理事業の六四ブロック、これが

粗末に使われているんではないか、とし、う御指摘のようでありますが、この地籍は、約

4.5ヘクターノレ。当時の理事者は、工業団地に使わせるという考え方で、保留地として

設計されたものであります。そうして、その当時のいきさつはいろいろありましたが、

つまり、平山台には、学校用地は必要としない、こうしヴ計画であったものを、私は、

後日、必ず学校用地も必要であるし、市民施設もそれぞれ必要な時期が今に来る。した

がって、工業団地に提供するよりも、日野市の公共用地として確保すべきである、とい

うことを主張をし、そのことのために、市議会議員として市政に出るような過去があっ

たわけであります。

古谷市長の当時、そのことがようやく理解をされて、多分、 1平米 1万5，000円以内、

1万二、三千円だと思うんですが、面積約5ヘクタールの土地を、 6億程度の金で確保

できた。それが、いかに今日、四中の学校用地となり、その他の市民施設となって効を

発揮しておるということは、もう今さら、どなたでも御理解のできるものだと思ってお

ります。あそこに 8施設か 9施設、独自の行政施設が集中しております。そして、第四

中学校をつくることもできましたし、水道の部分水を受けるタソクも設けることができ

まLtこ。

市営住宅住宅も、当時、必要でありましたから、一部、使ったわけでありますけれど、

その後、福祉文化ゾーソとして、既存の施設もあわせて障害者施設、あるいは老人施設、

障害施設としての「つばさ学園」、老人施設としての「かしの木荘」、それから「希望

の家」、学童保育から始まった児童館、また、幼稚園、保育園、それらがとにかくでき

たわけで、ございまして、小学校用地までは取り入れなかったものですから、後日、旭が

丘小学校用地は、いつも話しておりますとおり、民間企業が所有しておられた、つまり

セメソト企業の試験場をっくりたし、ということで、約1.7ヘクタールの所有されたもの

を、強いてお願いをして御理解をいただき、確保することができ、今日の学校施設の用

に十分間に合う、とこうしヴ状況になった次第でございます。

ですから、激励、鞭捷は結構なんですが、正確な認識に立って御指導をいただかない

と、間違いが残るわけでございます。御指導の気持ちもよく理解できますので、これか

らもまた、そういう日野市全体の、今までの基本構想、また、 事業計画、基本計画、そ

して、これからの市民にいろいろお力をか りながら、当商は下水道事業の達成と、それ
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0議長(市川資信君) お諮りいたします。

ままでいいのかどうか。市長、そのあたりを、後で教えていただきたいと思います。

私は、今回、確かに、何しろ16年間を、これ、調べていたら、そう簡単には調べ切れ

ないわけです。そういう面で、私は、特に財政面からつっついてやろうと思ったら、な

かなか難しい面がありましてね。(1しっかり勉強しろ」と呼ぶ者あり)まだ、あるん

だから大丈夫だよ。12月があるんだしね。私は、また、もう少し詳しく調べたいと思っ

ております。

私は、そういう面で、森田市長が、一般的に、まちの声は国道 1・3・1を反対して

おった、ということを聞いているわけですね。そういう面から見まして、この45年度の

定例会の一般質問、森田市議が質問している中では、そんなに強く反対しているように

は、実際、これは取れないわけです。

しかしながら、この 11・3・1のバイパス計画を撤退し、 生活道路促進に関する請

願」というのと、陳情が、これは50年から、 51年、 53年と、日野市西平山の 1-2-5

の田中勇さんという方が出しておるんですね。平山の、西平山の方の人が、どうしてこ

れ、国道 1・3・1へ関係しているのかなと思いまして、ち ょっ と調べてみましたら、

なにか市長が東大の農業実科にいるときの、なにか同窓生であるんじゃないかというこ

とを、実際、 開いたわけなんです。そういう面で、私は、今、市議会のときも、多少反

対している意見も出るんですよ、議事録を見ま してですね。

それで、市長になってからも、このバイパスについて反対していらっしゃるのかどう

か。このあたり、後で市長に答えていただきます。

私は、これらのものを、なぜ質問しておりますことは、やはり日野駅周辺に都市計画

道路が、日野2・1・1ですか、 1号線、都市計画道路が、これは設計されてお ります。

これは、どうしたって、日野市において、確かに厄介な道路かもわかりませんけれど、

これらの都市計画事業は決定されちゃ ってし、るわけです。これを私は、移動するような

ことができるなら、それもし、し、でし ょうけれど、恐らくこれはできない、と私は思うん

です。

そして、特に中央線の、 今後、いろいろ問題が出てきます。ということは、今のまま

では、恐らく 2・2・11の道路が、要するに西側につなが らないわけです。それで、こ

れを調べてみますと、やがて、道路は中央線の土盛りしてあるところでは暗渠になると

いうことを聞いているわけです。

そういう面で、私は、この都市計画道路と、要するに中央線の暗渠、そして都道 2・

2・11との関係は、これは変えることができないものである、と私は思うんです。その

から都市計画道路を完成させて、そうして、日野市の将来の骨格を十分完成させるとと

もに、福祉教育の将来の子供たちのために、十分、地域社会としての方向を明確に維持

できる、そうし、う状況をつくっておくことが、今の時代の市民として重要な責務だ、と

このように考えておるわけであります。

よろしくお願いを申し上げます。

議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

C 1異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

決しました。

天野輝男君。

06番(天野輝男君) 今、市長の説明を聞きまして、私も新たに認識したとこがあり

ますけれども、その中で、私は、この中で、箱物が、つくったわけで、すO 特に、かしの

木荘の利用状況を見ますと、これは61年度、宿泊が年間で307人です。そうすると、一

日、 1人行っていないんです。日帰りが、大体1，485人。一日、 4.8人しか利用していな

いんです。

62年度を申し上げますと、宿泊を使ったのが120件で;427人。一日、要するに380日、

全体使いまして、1.5人の人が利用しているんです。日帰りです。日帰りは、 1，729人で、

一日5.6人しか利用していないんです。だから、一日 7人の人しか、かしの木荘は利用

がないわけです。

そういう面から見まして、私は、今、市長がし、ろいろ、私、お聞きしまして、そうい

う中で、確かにそこの施設、物をつくったり、しかしながら、箱物が有効に利用されて

いるかどうか、ということを私は質問したいわけです。そういう面で、これを私、調べ

たんですから、事実ですから、これしか、かしの木荘を利用している人が、一日 に7人

しかし、ないんです。

こういう面で、私は、それは市長がつく ったんで、すから、そこを利用して、市長の、

何か後援会を集めるとか、また後援者を集める、それは結構な話ですけれども、有効に、

一日に 7名の人が使って、日野市民が有効に使っているかということになると、私は、

大変これ疑問に思うんです。だから、そういう面で、私は、この施設を利用している方

が一日 7人、こうし、う形でずっとし、くのか。市長も御存 じだと思いますけれども、この
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面から、市長が、何か、この道路を、できなきゃし、し、ということを願っている、ような

ことを聞いておりますので、このあたりを、またお答え願いたし、と思います。

以上です。

O議長(市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) よく、かしの木荘が、フルに効果を上げ、ていないことの一つ

の例として、指摘をいただくわけであります。かしの木荘は、老人憩いの家という発想、

でできておる施設でございますが、この源は、もう十数年前から、日野市社会福祉協議

会から、 1円募金という形で、将来、何か老人のための福祉施設をっくりたい、こうい

うことで、各団体あるいは老人会等で、その運動が進められておりました。

それで、いろいろ意見を聞いてみますと、将来、どこか心配なく二、 三泊でもできる

ところが欲しい、とこういうことに、結局、集約できる、という状況でございまして、

いろいろな方の意見を拝聴した上で、いわゆる憩いの家という形にまとまった、とこう

いうことでございました。

そこで、約 1億少々かけまして、施設を設け、いろいろな行政指導上の宿泊施設とし

ての許可、認可もいただきまして、数年前から開園をしておる、とこういうことであり

ますが、場所の、必ずしも交通上便利でない、あるいは、利用の仕方が明確にまだよく

普及していない、とそういうことで、当初からフル利用というとこにはなっていません

でしたが、だんだんと交通状況も、パスが近所にとまったり、それから施設の所在が理

解をされて、年々、利用の度合いも高まっておる、ということであります。

つまり、こういう施設は、不要不急と考えるよりも、将来に必ず役立つ、そういう施

設として、しかも人によりましては、また、それぞれの事情によりましては、 l泊を他

に、ちょっと少し過ごしたい事情があるとか、あるいは、いろいろな、お年寄りの個人

個人の気持ちが、そのまま生かされるように、そして特に福祉セソターとは用途を異に

して、いわゆる憩いの家とし、う性格で存続をすることでありますので、十分これからも、

その意味を理解をしていただき、活用していただくということの方向に進めていこう、

とこういうことで、だんだんと効果があらわれつつある、というふうに御理解をお願い

しておきたいと思います。

それから、日野市の、東京一八王子、つまり甲州街道のバイパスに相当いたします 1・

3・1路線につきましては、当初、住民の反対運動もありましたし、私も、この道路を

日野市に導入することがどういうことになるか、ということを、かなり検討をいたしま

した。都市計画道路としては、まあ存在するわけでありますが、東京に近し、方では、三

鷹でも反対の地点がある。とぎれとぎれの当時の経過でございましたし、日野市が、つ

まり万願寺区画整理事業を行うことによって、この都市計画道路が、現実の問題として

かかわってくるわけであります。

万願寺の区画整理は、当然、下水処理場の設備のためにも、そしてまた、先ほど話が

ありました都市整備は、本来は下流から進めていくのが正しい順序である、という観点

からも、どうしても都市化の計画を施行する大切な地域でありました。その、いろんな

経過がございましたが、つまり、 1・3・1公害道路反対であって、つまり公害性をな

くする、公害性を極力なくする、とこういうことによって、日野市としては受け入れる

とともに、いろいろ意見を持たれる方にも理解をしていただく努力が必要だ、というこ

とに考え方を定めまして、今そういう方向で、既に万願寺区画整理では、 1・3・1路

線が日野市にも現実に敷設される。その延長が、ずっと豊田南、あるいは西平山にもか

かわってくるわけでありまして、甲州街道のバイパスとして、日野市の大きな、つまり

骨組みの背骨として位置づける、ということが必要である。そのことに、全くそのこと

が下水道の敷設にも深くかかわっておりますので、今、それらを完全につないで促進を

図ろうというのが、現在の事情でございます。

2・2・11号線、これは日野市の一つの環状線とも言える性格の道路でありますから、

一番最初に日野市とのかかわりは、今の「市民の森スポーツ公園」の、北に接触してい

る部分が一番の最初でありまして、これが都道として、都が管理してくれるか、あるい

は市が管理しなきゃならないか、とこういう大きな決定にぶつかったわけで、ありますが、

私は、ぜひ都で、この道路に都の管理としてかかわっていただきたい、とし、うことを強

くお願いをいたしまして、そのことが達せられ、この道は、中央線から西向きには、大

切な多摩川幹線とし、ぅ、流域下水道の幹線に当たる道路であります。

そうしてまた、東方の方には、甲州街道を経て、そうして第二万願寺区画整理の第 2

期のところ、既に第 1期のところでも、道路ができておるわけでありまして、これに御

承知のとおりのモノレールが乗ってくるという計画が、数年舞う、明らかになりました

ので、一層この促進のために、新し~~区画整理も組んで努力をしようとしているのが、

現状であります。

今、なにか市長が少し反対意見を言っている、というふうに言われておりますのは、

2・1・1という中央線の100メートルほど上流、日野市にかかわってくるのは、その

地点から甲州街道まで、国道20号線まで、つまり日野坂の下のあたりに、現在では20メー

トルといわれておりますが、将来には40メートルという修正が、また一方にある。

。。
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この道路は何のための道路か。かつては立川基地と横須賀をつなぐ軍用道路の用に充

てるものだ、というふうにも言われておることもありますし、今回、あの地域にかかわ

ります区画整理には、 20メートルの道路として、一定の道路用地はあけていこう、とこ

ういうふうにはしておりますが、 40メーターの、しかも日野市が一番迷惑とする道路に

なりかねませんので、将来、これをどういうふうに位置づけるか。現状は、反対という

立場でよろしいんではないか、と思っておるわけであります。

質問されたのが、断片的な部分だったものですから、それに一応お答えをするという

形で、ある程度の状況をお知らせをしたわけでございますが、新しい道路、特に 2・1・

1ということにつきましては、まだ具体的なことは、表に出ておりません。しかし、あ

そこに区画整理をするとなりますと、やっぱりかかわってまいりますので、区画整理の

範囲は20メートルの道路として、地域の区画整理にはめていこう、こういう考えは、都

市計画事業を尊重するという意味で、まともに取り組んでいくつもりであります。

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 私も、これらのことを質問させていただいたのも、やはり日野

市に住んで、そして日野市を愛するという余りに、大変心配しておるわけであります。

特に、日野市の場合には、先ほど申し上げましたように、森田市政になって基本計画

が出たのが、こしとしであります。そういう面で、私は、なぜもっ と、この問題、この

基本計画を早くつくらなかった。これ、自治省では、昭和45年に位置づけしているわけ

であります。要するに、基本設計の中で、それを盛り込んで、そして図面に図示しなさ

い、ということを示しているわけであります。そういうことでありながらも、そして古

谷前市長には質問をして、よく御存じでありながら、こうして私は、この問題に取り組

んでこなかったとし、うことに、私は、憤りを感じるわけであります。

そういう面で、私は、森田市長さんが、特に、いろいろ、昭和40年からですか、事業

設計された、そういうものを手がけてきた、そういう中で、やはり私は、もっとこの、

そういう質問の内容から見てみまして、このまちづくりについて、もっと真剣に取り組

んでいくならば、私はもっと、よりよいまちができたんじゃないかな、ということを感

じているわけであります。

特に、大きいものについては、特に今、都立の美術館について、請願なんか出してお

りますけれども、私は、都立の美術館を出したからといっても、なかなか都は応じてく

れない、と私は思うんです。 (Iあきらめちゃ、だめだ」と呼ぶ者あり)それは、日野

市にもっと、東京都なら東京都、国なら国に協力しないからですよ。それで初めて土地

なら土地を提供する、そういう形でやっていくならば、できるんですよ。あなた、でき

るんですか、あなた方は。できないでし ょう。当たり前ですよ。できるわけないですよ、

そんなことは。

だから、そういう面で、私は、こういうものをつく りますというために、土地なら土

地を提供しながら、そしてそこに複合的なものをつくっていくなら、私は可能であると

思うんです。そういう面で、私たちのこの日野市には、もう限られた土地しかないんで

す。まとめて10ヘクタールも確保する用地なんて、もうないんですよ。だから、この 3

回の定例会ですね、要するに日野市の開発公社ですね、先取りして買うということにつ

いては、私、ああこれはし、し、ことだなと思うんです。

ということは、用地がないんです。その用地を確保しながら、物をつくらなきゃなら

ない。どうし、う建物、要するに、この六回ブロ ックがもっと有効に、基本的な計画を立

てて、もしつくられていくなら、つくられていったら、それは、こんな小さいものをちょ

びちょびちょびちょび、私、つくることなかったと思うんです。(I小さくない。保育

園、幼稚園、希望の家Jと呼ぶ者あり)そりゃあ、あなたにとってはそうかもしれない

けれど、私たちにとっても、日野市全体の目から見たら、これはやっぱり小さいんだよ。

小さ過ぎるんだ。そして、 ( Iそんなことなし、J I公立の保育園一…・全部あるじゃない

の。老人から」と呼ぶ者あり)

0議長(市川資信君) 御静粛に願います。

06番(天野輝男君) そういう面で、私は、このかしの木荘、こうしヴ、確かに将来

的に見るならば、やがて老人人口がふえてくる。その中で、利用する人がふえてくるか

もわからない。

しかしながら、私たちのまちは、特に下水なんていったら、ひどいもんですよ。広域

下水道を解決するということについても、予算が必要なんです。恐らく、私、こう予算

を計算してみて、 50億ぐらい、あと預金あるかなと、実際思うわけですよ。そうしたら、

もうちょっと下水道も、要するに昭和67年度に一部使えるようになる。使えないところ

の住民は、どう思いますか。そうでしょう。私たちのところが、要するに目安さえない

んですよ。そういう中で、私は、日野市の財政というものは、むだに使ってほしくない

んです。そういう面で私は、こういうような質問をしているわけであります。

そういう面で、私は、市長の考え方もわからないわけでもないけれども、やはり何を

優先順位につけるものをやるのか、ということになりましたとき、やはり日野市の市民

の要望が高い、やはり区画整理事業、下水道、こういうものが最優先されなければ、私、
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ならないと思うわけであります。

そういう面で、私は、今後、これらの問題に取り組み、そして一日も早く解決するに

は、やはり、先ほど市長も、だんだん私の考えに似てきたのか、幹線道路に、要するに

都の本水は入れなきゃならない、ということを言っていただし、て、私もそういう面では

大変安心した面もあるわけです。これを、ある一部では、地主たちがスクラム組んで反

対している、ということを聞いているんです。それはやはり私は、この方々の意見を聞

いてみますと「し、ゃ、森田さんは、かつてあの道路をつくるのは反対したんだよ」とい

う声が出てくるわけです。だから、そういうととろに私は、その方々の、要するに心を

ほぐすことが、この問題を解決する早道じゃないか、とこのように私は考えているわけ

であります。

そういう面で、ぜひ、この処理場ができて、そして本管が入って、そして地域の浅川

処理場を使う方々の使えるようになるには、それはもう 15年も20年もかかることは、自

に見えて明らかなんですね。それを、やはり10年、 15年にしないことには、これ、使え

ない方々、使えないところの地域の方々は、納得できないんです。特に、今でも、排水

がないために、汚物の処理をくみ取りでやっている地域が、たくさんあるんです。そう

いう方々は、ぜひ私たちも、少なくとも浄化槽で処理できる施設が欲しいんだ、という

声が高いんです。そういう面で私は、日野市の財政をいかに健全にしておくか。これが

私たちの一番の課題で、ある、と思っているわけであります。

特に、私は、この本を読んでいるとき、これは長尾市ですね、長尾市は有名ですよね、

人件費を削減したというととですね。ごみの収集を初め各種の民間に委託することによっ

て、人件費の比率は、昭和43年に32.4%、要するに196億円かかったんで、す。ところが5

8年には19.2%に下げまして、 116億円にして、に下げて、人件費を下げまして、 80億円

も浮かしておるんです。そういう努力があるんです。

私は、そういう面で、日野市にも、そういうことを要求していかなきゃならない、と

いうことを思うんです。先ほど、私、申し上げましたように、年間、要するに人件費比

率は平均して25%し、ってし、るんです。日野市は昭和49年度から55年度の平均人件費は32

3億1，405万8，000円になるわけです。いいですか。 1%下げれば、 3億2，000万下がるん

です。 3%だけ下げれば、 9億6，000万下がるんです。 5%下げれば、 16億円も下がる

んですよ。

だから、そういう面で、私は、確かに日野市の場合には、中学の給食をやったって、

保育園等を設けておりますから、一概には言えないけれども、やはり努力するというこ

とが必要なんです。そして、努力を重ねることによって、少しでも財政が浮くようにな

るならば、私はもっと日野市はよくなる。確かに、これを見ますと、三多摩の市でも、

26市中やはりこの企業収益は、府中に続いてよかった、と私は思うんです。そういう面

から見ても日野市は確かに裕福なんです。裕福であっても、何ゆえ下水ができないか。

このことを私は言いたいんです。

基盤整備が何ゆえできないか。それを私は言いたいんです。

駅前の再開発、何ゆえできないか。このあたりを、私は言いたいんですよ。

それはやはり、詰めるところは詰めてやらない限り、この、私は、財源を生み出すこ

とができない、とこのように私は思っているわけです。私のひとりよがりかもわかりま

せんけれども、私たち日野市に生まれ育った者は、ちょっと違うんですよ、感情が。あ

なた方と。申しわけないけれど。

そして、私たちは、多くの人から要望されるんです。どうして日野市は早く下水がで

きないのか、早くやってくれよ、ということを盛んに言われるわけです。そういう面で、

私は、この67年度に終末処理場ができて、そして日野市で、特に本町、日野市の旧町は、

これは使えないんですから。このあたりも真剣にやはり取り組む姿勢が、私は必要であっ

たと思うわけです。

それには、先ほど、くどく言っておりますけれども、今日ではもっとまちづくりも完

成したことでしょう。やはり基本設計をしっかり出して、基本計画を出して、そして作

業を続けてくれば、確かに古谷 栄さんが市長のときに財政が困難で、学校の入札が起

きないということを実際言っております。それは、確かにそうしヴ時期もあった、と私、

思うんです。

しかしながら、ことしなんかは95億円使い、基金を積んでおるわけじゃないですか。

そういう面で、私は、もっとこうしヴ問題を真剣に取り組んでし、くならば、私は、もっ

と早く日野市の下水道ができる、とこのように思っているわけであります。

そういう面で、私たちも今後いろいろの面で、本当に努力していかなきゃならん、と

いうことを感じておりますけれど、そういう面で、ぜひ、この下水道の進捗状況という

ものについては、やはりこの地主が当然いるわけです。そして、その地主との話し合い

がうまくし、かない限り、これは進まないわけですよ。だから、その進まない原因はどこ

にあるかといったら、先ほど申し上げましたように、森田さんが反対同盟になにか関係

して、彼がやっているうちは協力できないんだ、とし、う声が返ってくるわけです。

だから、そういう面で私は、そういう方にも、やはりもう 16年も市長になってから経
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過しているわけですから、やはりこうし、う問題も自分みずから解決する方法でいってい

ただかない限り、この、要するに道路につながる下水の本管はつながらない、と私はそ

ういうふうに思うわけであります。そういう面で、ぜひ、市長みずからそうし、う問題に

も積極的に参加していただきまして、そして問題を解決していただきたい。このように

思います。

そして、それには、まず庁内から、やはり改めるところは改めない限り、人は信用し

ないんです。市民は信用しないわけですよ。何だ、日野市の職員は優遇されているじゃ

いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたします。

午後 5時30分散会

ないか。

そして、私、この調べている最中、やっぱり手放きが見られるんです、仕事の内容に。

この、日野市事務報告書って、あるんです。これに、昭和56年度から人件費の分につい

ては載っていないんです。なぜ、載っていないか、私、知らないけれども、やはり48年か

らずっとこう載っておるんです。それが、 56年度からとぎれているということは、私は、

手抜き以外ないんじゃないかな、とこう思うわけです。

それからずっと、ことしは載ってないわけですから、そういう面で私は、やはり多少、

森田姿勢に甘えがあって、そしてそういう手抜きが見られたんじゃないかな、というこ

とを感じたわけで、あります。そういう面で、ぜひ、この日野市のまちづくりの再建は、

まずこの庁内から実施していただきたい。そして、その庁内でやるならば、きっと日野

市の住んでいる方々は、この問題について理解していただける、とこのように思うわけ

です。

そういう面で、ぜひ改めるところは改めていただきながら、そして確かに人間ですか

ら、欠陥も欠点もあるし、失敗もあると思し、ます。しかしながら、少なくとも、この基

本計画をこうして延び延びになってしまって、そして今日になってしまったということ

は、少なくとも日野市の発展には影響があった、私はマイナス面があったなということ

を、実際、感じているわけであります。

そういう面で、私もきついことを言いましたけれども、ぜひ、このようなところを改

めていただきながら、そして日野市が一日も早くよくなる ように努力していきたい、と

このように思うわけであります。

終わります。

0議長(市川l資信君)

わります。

本日の日程はすべて終わりました。次回本会議は 9月12日、月曜日午前10時より開議

これをもって13のし日野市の行財政について問うの質問を終
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説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森田喜美男君

企画財政部長 長谷川暢男君

市民部長 大 貫 松 雄 君

清 掃部長 坂本金雄君

建 設部長 永原照雄君

水道部長 橋本栄寓君

教 育 長 長沢三郎君

病 院 長 三田盛 君

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 佐藤智春君

書 記 田中正美君

書 記 佐々木茂晴君

書 記 斉藤令吉君

午前10時8分開議

収 入 役 加藤 郎君 O~iJ議長 (一 ノ瀬隆君) おはようございます。 本日の会議を開きます。

総務部長 山崎 彰君 ただいまの出席議員21名であり ます。

生活環境部長 藤浪竜徳君 本日、議長所用のため、私、副議長がその任を務めさせていただきます。特段の御協

都市整備部長 前田雅夫君 力をお願し、し、たします。

福祉部長 高野 隆君 これより日程第 1、一般質問を行います。

病院事務長 大崎茂男君 一般質問14のし日野市の防災行政について問うの通告質問者、高橋 徹君の質問を

教育次長 砂川雄 君 許します。

[3番議員登壇〕

03番(高橋 徹 君 ) おはようございます。それでは質問をさせてし、ただきます。

防災という言葉が、私たち市民の中には年々浸透してきているわけでございますけれ

次 長 こと方留春君 ども、その震災についてでございます。

書 記 濃沼哲夫君 歴史をさかのぼりますけれども、平家追い討ちの功績により、征夷大将軍に命ぜられ

書 記 小林章雄君 ました源 頼朝は、 1192年、鎌倉に幕府を開きました。以来、源氏 3代、さらに引き続

昭和63年 9月12日(月)

午 前 10 時 開 議

いて北条氏の天下となり、 1333年に北条氏が滅ぶまで、いわゆる鎌倉時代とい う一つの

区切りを日本史上につくったわけで、あります。そ してその後、 1590年、小田原城の攻略

を得た北条氏を滅ぼしました豊臣秀吉は、その行賞を兼ねて徳川家康を駿河よ り江戸に

移付したわけであります。そして徳川家康は秀吉の死後、 1603年に江戸に幕府を開き、

1867年に将軍慶喜が大政奉還をするまでの約二百七十七、八年にわたりまして徳川家は

江戸に在服したわけであります。

そして、そのような関係から、幕府の関係の資料が古文書として多数保存をされ、伝

承されてきております。その中から特に地震に関する資料として分析をされた、世に言

う東京大震災、 69年プラスマイナス13年周期説が発表されたわけであります。その結果

は、東京圏の地震対策に一つの転機を与え、功績は非常に大きく評価されているわけで

ありますが、その後、 ドイツの気象学者アルフレ ッド・ウ ェゲナにより「大陸移動説」

が唱えられ、地球は10枚のプレートに分割されている。そのプレートの移動によ って地

震が起きることが明白となり、今日では、私たちの知る地球物理学の知識のーっとして、

最も信頼性の高い説となっております。

そのような地震は必ず近い将来起こるであろうことを想定いたしまして、幾っか質問

をさせていただきます。

この今、日野市内に大正12年の関東大震災並みの大規模な地震が激発したとしますと、

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目10の3

立川速記者養成所 所長 関 根 福 次

速記者 川久保友子君
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大変に広い範囲にわたって地鳴りを伴った激しい地震動が生じると思うわけであります。

そのようなことから見てみますと、市内にはいろんな丘陵地帯を含めた危険箇所が多々

あるわけですけれども、そのような危険箇所の現況と予測は、どのように今されている

のか。そしてまた、地震そのものの、この地震の火災への予測はどのように見ていられ

るのか。壁とか擁壁、ブロック等の倒れたときに、また崩れたときに、また大きな被害

になると思いますけれども、そのような安全面のチェックは、今後どのようにな られて

いるのでしょう。

また 2点目としま して、地震が起きますと、市民はそれぞれ決められたといし、ますか、

定められた場所に避難をしていくと思うわけですけれども、その集められた市民が、そ

こでどのような行動をとって、そして、そこで何を行政としてするのか。そして、さら

に救急のこの医療体制と救急体制が必要だと思いますけれども、 その整備の現況をお尋

ねいたします。

そして 3点目としまして、情報のこの連絡の体制網であります。情報が果たして避難

をされた市民一人ひとりに、どのような順序をもって的確に伝わるのかであります。

そして4点目としまして、少しずつでありますけれども、行政主導型と言われてきま

した自主防災の組織が市内にも幾つかあろうと思うわけですけれども、その自主防災組

織への、行政としてのできる対応の仕方、そして、またさ らには、その訓練等の指導、

それはどのようにされていらっしゃるのか。

5点目としまして、災害になりますと自衛隊の派遣、これが当然、起こってくると思い

ますけれども、この自衛隊との派遣の連絡とし、し、ますか、訓練の方法等についてお伺い

いたしておきます。

そして、さらに 6点目としまして、市では広報課がありまして、月に 2回、広報紙を

配布をしておるわけですけれども、その中で一方的な広報活動じゃなくして、市民を対

象としているその広聴・広報は、今どのようになっておられるのか。

以上の点について、まずお尋ねをいたしますのでお願し巾、たします。

0言Ij議長(一ノ瀬 隆君) 高橋 徹君の質問についての答弁を求めます。生活環境部

O生活環境部長(藤浪竜徳君)

問にお答えいたします。

御質問は、日野市の地震対策全般についての御質問でございます。地震につきます被

それでは、日野市の防災行政について問うとしみ御質

それでは、第 1点目でございますけれども、防災の被害の防止対策でございます。

まず大地震に最も大きな被害をもたらすと考えられるものには、火災による二次被害

でございます。東京都防災会議の公表によりますと、日野市におきましては 7件の出火

件数、それから木造家屋の889件の消失棟数の被害想定をしております。まず 「地震だ、

火を消せ」の防災の合い言葉がございますが、この合い言葉のとおり、火災防止策に努

めておるところでございます。

また都市化の進展に伴いまして、宅地開発等でがけ地あるし、は急斜面の宅地造成によ

る被害の想定でございますけれども、これらの、本来、安全対策は、原則として所有者

及び管理者が行うものでございます。しかしながら、市といたしましても見過ごすこと

のできないことでございますので、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律とい

うのがございます。これらに基づきまして、指導の強化を図っております。またフ'ロ ッ

ク等の、ブロック塀等の倒壊等、新たな災害要因にも市民の理解と協力を得ながら安全

対策の推進に努力いたしたいと考えております。

それから 2番目でございますけれども、 2番目の救援救護の関係でございます。

一般的に直ちに避難をせず、火を出さないように、出火した場合は初期消火を行うよ

うにと、家庭等の防災を徹底することが重要だと考えております。しかしながら、努力

にもかかわらず、地震、火災が広がりまして、生命に危険が及ぶような場合には避難が

必要となります。避難所に集まった人たちに対しましては、小学校に地震用備蓄倉庫を

設置いたしまして、乾パン等の食糧など供給をいたします。

なお医療におきましては日野市医師会、日野保健所等の協力を得ながら応急、救護体

制をとることになっております。また日野市市立総合病院は災害時の市の医療の中核と

しての体制をとっているところでございます。

それから 3点目の情報の連絡体制でございます。

災害対策の基本となワます情報の収集、伝達でございますけれども、的確に行うため

には通信体制が挙げられております。現在、配備されております防災行政無線の最大限

の活用、それからあらゆる広報活動によりまして、その情報伝達を図ってまいりたいと、

このように考えているところでござし、ます。

それから 4点目でございますけれども、 自主防災組織の件でございます。

これにつきましては、市民の方々にはまず、先ほど申し上げましたけれども、災害に

遭ったならば火を消す、そして消した後、安全に避難をしていただく、そういうことで

考えております。

長。

害はさまざまな災害要因が複合して起こると言われております。
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しかしながら、市民一人ひとり、隣保共助、隣同士助け合うとし、う精神も必要でござ

います。この観点から、自治会等の要請によりまして、市それから消防団並びに消防署

の協力のもとに、初期消火訓練等を地域、地域に合った訓練指導を実施しております。

市といたしましても、これらの自主的な組織の育成しやすい土壌をつくりたい。また組

織の編成を考えている地域に対しましては、的確な助言などするなど力を入れていると

ころでございます。

それから自衛隊の関係でございます。

自衛隊によります防災訓練の参加及び災害時の派遣要請でございますけれども、訓練

参加要請ですけれども、三多摩各市におきましては、この要請はしてない状況でござい

ます。ただし、従前に倣いまして瑞穂町のみが実施をしているようでございます。

また災害時におきます自衛隊の要請でございますけれども、日野市災害対策本部条例

及び同施行規則の規定によりまして、対策本部設置の通知及び、自衛隊市ヶ谷駐屯所に必

要に応じまして、自衛隊の出動要請ができるように定められております。

それから 6点目の広報、広聴関係でございます。

被害を最小限に食いとめるためには、すべての市民の方々が地震を正しく受けとめる

ことでございます。1"正しく恐れる」という言葉がございますけれども、との気持ちも

肝心かと思っております。

昨年の 8月には「災害時の避難の心得」というパンフレットを発行いたしまして、各

戸配布いたじました。これからも市広報等によりまして、防災知識の普及等に努めまし

て、また広報、広聴等によります市民の防災意識の高揚、それから防災に関する市民の

ニーズの把握に努めまして、今後の防災行政を進めたし、と、このように考えております。

以上、お答えをいたしました。

0副議長(一ノ瀬隆君) 高橋徹君。

03番 (高橋 徹君) それでは再質問させていただきます。

この再質問は、市長、収入役、教育長の皆さんにお尋ねしたいと思います。 9月の一

番私どもが地震だなと感じたのが 9月の 4日の深夜23時50分ごろだったで、すか。このと

きに大変大きし、揺れがありまして、そのときに、日野のこの防災計画を見ますと、大き

な震災が来たときに本部が設置されますと本部長が市長、そして副本部長が助役、収入

役、教育長と、このようになっておられますので、そのときに、まず最初に何をなさ っ

たか。そして、そのときに何をお考えになったか。そのような基本的な心構えと、また

市民の指導対策。何でも思われたことを何日か日にちが経過したわけでございますけれ

ども、思い起こしていただきまして感想をお聞かせいただければと思います。

O副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 市民生活の安全を預かつております自治体行政として、緊急

時の災害対策ということには絶えず真剣な考慮、と、それから体制づくりを考えておる、

ということであります。

自然災害の発生、つまり地震とか水害とかいうのがあるわけでありますけれど、とり

わけ地震につきましては、過去の関東大震災の経験からいろんな意味でその深刻さが考

えられてまいっております。私も、この間、後ごろの 9月 1日付の広報に「防災は、気

配り、避難、火の位置第一」という言い方で、市民の方々に災害時の心構えと、平素の

心構え、というふうなことをお願いをしてまいっております。毎年、このような形で防

災訓練を行いましたり、いろいろな諸行事、特に消防行政の専門分担であります消防署

と協力をしながら、災害をいかに少なく食いとめるかということにいろいろ苦慮、を日常

的に図っておるということであります。その計画が防災計画という形で、毎年、必要な

改定を加えながら、有事に即応できる体制づくりに用意をしておると、こういうことで

ございます。

今、 9月1日、いつでしたか、 9月1日、 ( 1" 4日だったで、すね」と呼ぶ者あり) 9 

月4日の深夜発生いたしました地震、私もよく承知しておりまして、震度 3とし、う判断

をしたところでありました。つまり心構えといたしましては、私は、対策本部を設ける

かどうするかということを絶えず一番の基準に考えるわけでありまして、 震度 3では防

災本部をつくるとし、う判断は必要がないということでありました。

今まで、この庁舎を建てまして10年もたつわけでありますが、庁舎におりましても、

あるいはそのほかの場所におりましても、震度 4というのはこれまでも経験がありまし

たけれど、これでも人身が一時大騒ぎになるということもないわけでありまして、 震度

5あるいはマグニチュード6.9とか、そういうことになりますと、ただで、は済まない、

こういうことでありました。寝ても起きても、つまり災害時のとるべき態度というもの

は絶えず身辺に持っておると、こういうことでございます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 収入役。

0収入役(加藤一郎君) 9月4日の深夜の地震のことでございますけれど、私も副本

部長とし、う立場の職務、こういったことは常日ごろから、いわゆる本部長を補佐する立

場である、ということはよく承知しているわけでございまして、この 4日の日におきま

しては、本部がまだ設置されないというようなことで、個人的な答えになりますけれど、
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まず、いわゆる地震でおどかされたわけでございますけれど、まず私は雨戸をあけまし

た。いわゆる、これが市長が常日ごろから言われている、自分の身を守る、避難をする

ということですね。こういうふうなことで、まず雨戸をあけました。それから、これは

停電はしてないという中でテレビをつけ、地震情報を見ました。

そういう中で、地震情報の中で、いわゆる甲府の東というような中で、その中心が 4

度であり、この東京、この辺におきましては近いせいか、 3度よりは若干強いかという

感じは受けておりますけれど、ただ4度程度におきましては、従来から本部の設置とい

うようなことはないというふうに私も考えておりまして、一応安心をして休んだと、こ

ういうのが本当の感想でございます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 9月4日の日の地震そのものに対しましては、私の、直接こ

れが大震災につながっていくというような把握はできなかったんですけれど、ただ、こ

うしヴ災害というものが、私、副本部長という立場よりか、教育長という立場で物を考

えることが多くて、必ずしも児童・生徒が学校で授業を受けている中で起きてくるとい

う、そうしヴ問題ではない。家庭にいる場合、あるいは通学途上にいる場合、いつの時

点にそういう災害が襲ってくるかもしれない。

そういう中で、当日も一番頭に浮かびましたのが、おととしですね、大島で、これは

地震ではございませんけれど、全島民が避難するというような大噴火が起きた時点のこ

とが頭にひらめきまして、その際、学校の先生方が一番苦労したのが児童・生徒の掌握、

飛散してしまって、散り散りばらばらになってしまった子供たちを、どういう形で掌握

するかと、このことに大変骨を折ったという話を聞いておりまして、各学校でそういう

事態が起きたときに、一番最初に学校と して取り扱っていかなくてはならない問題が児

童・生徒の完全な掌握を、いかに速やかにやっていくかと、 このことを念頭に置きなが

ら、今後の指導に当たっていかなくてはいけないな、ということをその晩の地震を通し

て考えさせられた内容で、す。

0副議長(一ノ瀬隆君) 高橋徹君。

03番(高橋 徹君) ありがとうございました。地震となりますと、その起こる時間

帯によりましてそれぞれ私も含めてですけれども、感じたことが違うわけでございます。

そのようなところから見ましても、今、日野市内では危険箇所が結構ありまして、それ

が予期せぬ形で負傷者また、ひいては人命を奪うというようなことにつながっていくこ

とと思います。

そのような中で、先ほど市長の答弁の中に、避難することが第ーだと、このようなこ

とだったわけで、すけれども、その避難をするに際しまして、今、この自主防災というこ

とが言われ続けておるわけですけれども、この自主防災の行政主導型でなくして、地域

の町会や自治会が、自発的にそういうときのための初期の訓練とし、し、ますか、そのよう

なことをされているところが年々ふえてきていると思うわけですけれども、その町会、

自治会、また初めとして日野にはたくさん企業がございます。その企業の中の自衛組織

とし、し、ますか、日ごろの訓練をされている事業所、そして、またさらには市内にいろい

ろ福祉の施設等々がかなりあるわけですけれども、そういう各いろいろ団体だとか事業

所だとか町会、そして、またそうしヴ施設等の連携的な日ごろの訓練というものが、ど

のくらい行われているのか。

それで私はよく感じることがあるんですけれども、日野市で年に 1度ですけれども、

消防団のポソフ。の、ポ γプ操法という大会があります。また救急救護法という訓練のま

たそうしヴ大会も行われているわけですけれども、このポソフ操法等もことし等を見て

みますと、あれだけの団員の皆さんが暑いさなか熱心にやられてまして、それを見学さ

れていた市民の方がほとんどいらっしゃらなかったということが 1点と、そしてまた救

急救護法の訓練の大会等におきましても、市民の皆さんの見学とし、いますか、そういう

状態が余り、見てまして見受けられないわけです。

そういうところを踏まえまして、行政がそのような機会と、また地域への各消防団と

かの連携プレーの中で、これからどのような対策といし、ますか、そういうのをとられる

用意がおありか。まず 1点、そこのところをお伺いしたいと思います。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) 企業の持っております自衛消防隊というのがございま

す。これは13、現在あるそうでございますけれども、それとか福祉施設等との連携はど

うなっているか、ということでございますけれども、私どもはちょ っとその辺の情報は

つかんでおりませんけれども、先ほど言いましたけれども、隣保共助、お互い、隣同士

助け合うという精神は必要だろうと思います。自主的な組織、自主防災組織につきまし

ては、自治会等で組織されることであれば何らかのお手伝いはしたいと、このように考

えております。

なお、ポソプ操法大会それから救急救護操法等に市民の方の参加が少なかった、とい

うことでございますけれども、これらにつきましでも、市民にできるだけ参加できるよ

うな方法をとりたい、このように考えているところでございます。以上です。
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0副議長(一ノ瀬隆君) 高橋徹君。 伴って東京都の活躍、活動も一定の領域としてその対策が常に構えられておるわけであ

りまして、今、先ほどの質問にありました自衛隊に対する防災出動の要請というような

ことは、これは都知事がまず大きな判断によって地域地域にそれぞれの要請が行われる。

なお、その要請に対して、なお細かい地元地域は、より正確な情報を刻々として中央の

司令のセγターに伝わるようにしておくと、このことが重要であると思っております。

1年余り前の 3月の大雪で、日野市は 4分の 3が停電をするというし、し、経験を得てお

ります。私は、その際に、つまり東電に対していろいろな連絡をとってみたんですが、

また市民からいろいろな苦情が寄せられるのに対して、的確な状況の説明なり御指導が

できなかったといううらみを大変強く感じましたので、ホットライソとも言うべき東電

からの直送される電話を、東電によってこの庁内に敷設してもらった。そうして日野市

に対する情報はその電話によって、電話線のつながっている限りは停電で支障が来ると

いうようなことはない、ということをはっきり電話で、時々試しながら実験もやってお

ります。

災害というのは、これは時刻のこともありますし、またその形はもう非常に多岐多様

であり、どのような事態がどういう形で起きるかということは、やはりそのときのその

場に近い人が正確に判断をし、まず少なくも市民の方には命を守っていただく本能的な

行動をとっていただく。その次に地域のある程度連絡をし合った 2次避難ということが

考えられますし、非常に災害も大きかったと、こういう際に第 3次の避難施設として、

今指定しております二十数カ所の避難地、なるべく学校を避難場所にしたいというふう

に考えております。

その理由は、建物のありますこと、水のありますこと、情報連絡手段のありますこと、

それから人を相当数また収容もできるわけであります。医療活動とか、あるいは一時の

炊き出しだとか、また一時の宿泊とか、そういうときは有事の際でございますから、学

校をそういう用に充てたい。これがまた平素の教育施設が、有事の際にはそういう役割

を持つ、ということは当然お互いが一番当てにする状態でなければいけないと、こう思っ

ております。

市民の方に、なるべくわかりよく災害時のことを自分の問題として自覚をしていただ

き判断も判断能力を持っていただくとしヴ意味で、いろんな啓発の仕方があろうと思っ

ております。事に触れてそのようなことを正確に行っていきたい、ということを考えて

おります。

03番(高橋 徹君) 今、何らかの方法をとっていきたい、という答弁をいただし、た

わけですけれども、具体的に例えばこういう形を一つの案として考えてますよとか、そ

ういうものは今の段階ではいかがでしょうか。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 先般行いました防災訓練にも、つまり市民生活の関連事業の

担当者であります電気、ガス、水、交通、電話、これらのそれぞれの機関は民営企業と

いう形でゆだねられておるのもあるわけであります。医療機関として日野市のような市

立病院も持っておる機関もあります。形はいろいろでありますが、災害時に、つまりど

うし、う任務を持ってその復旧に努めるか、救援活動につくやかということは、これは、そ

れぞれ防災計画に定められ、またそれぞれのまた担当者が、一段階としては自分の任務

として役割の自覚を持って働いておると、これが防災計画の趣旨であります。

したがし、まして、防災計画の策定にはそれらの機関も皆参加をしてもらって、この点

を新しい事態に応じてかくかく取り組んでくださいと、また、このように取り組みます、

ということをそれぞれが披涯をされて、そうして計画に入れるということを行っており

ます。

机上の計画あるいは文字の上のその意味の展開では、果たして災害発生時にどれだけ

役に立つかということも考えられるわけでありますが、何といってもそれぞれの任務を

まず自分の立場で果たす。防災という言葉は、私は常々、行政側の用語であると、市民

に防災という形で多くを求めるということは無理を伴うので、やっぱり避難ということ

に一時的に努めていただくと、その上で難を避ける、つまり難を避けることがとりもな

おさず防災であると、こういうふうにそれぞれの立場があるべきであると、こう思って

おります。

そうして、今日の情報社会でありますから、大きい情報は正確に、これはラジオ、テ

レビその他放映手段で伝えられるわけでありますし、その際に電気が生きているか停電

しているか、ということが非常にまた影響いたしますので、その際には、やはり電池で

聞くことのできる携帯ラジオを持って、そしてその情報を絶えず正確に把握をする。そ

とから自分たちの方面はこうしヴ状況に進みつつあるとし、し、ましょうか、こうしヴ災害

の状況であるということを正確に判断をし、また恐らく数時間後には、私いつも言うこ

となんですが、数時間後には行政側の救援活動が始まる。大きく言えば内閣総理大臣が

責任者となられる中央のいろいろな対策発令もあるわけであります。それから、それに 0副議長(一ノ瀬隆君) 高橋徹君。
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03番(高橋徹君) それでは広報の件について再質問をいたすわけでありますけれ いっぱいだと、こういうようなことも言われているわけであります。それが果たしてそ

のようなことになってきますと、避難を指定された場所に負傷しながら行きましても、

これはなかなか、普通のすり傷等の外傷ぐらいであれば済むわけですけれども、それ以

上の重症になりますと、火災等が発生してやけどをしたり、重症したり内臓が圧死状態

で破裂ということ等を考えてみますと、人間というのは、大体6時間ぐらいは何とか生

命の危険にさらされながらも生きることができると言われております。そして、そのラ

イソが 6時間だというふうに、こう言われているわけですけれども、そのようなことか

ら、日野市のこの救急医療体制というのを見てみますと、果たして、この16万人弱にな

ろうとする市民に対応し切れるかな、というのが非常に疑問なわけであります。

そこで、この東京近郊のそういう大きな災害時に対応できる病院とは、どうし、う病院

で、その病院はどの辺に地理的にあるのかというのを調べてみたわけで、すO その病院は、

これは東京圏としては唯一の応急医療セソターと、こういうような位置づけをされてい

る病院です。この病院は神奈川県の相模原市にあります北里大学病院であります。いろ

いろお話も聞いてまいりました。

この大学は、北里大学の医学部と大学病院が同じ敷地の中にあるわけです。これは昭

和46年に戦後の新設の医科大学の第 1号として開設、開校されたものであります。大変

に新しい医学の指導と教育、また研究を主体としたものでありまして、それにあわせて

地域医療セソターとしての性格も兼ねているわけです。そして、この首都圏に、日野も

当然三多摩地区ですから含まれるわけですけれども、そのような人身のパニックが発生

したときに、医療の拠点として機能も発揮でき、そしてまたその整備がされている唯一

の数少ない大病院であるわけです。

この負傷者、人間が負傷しますと一般的には先ほど申し上げましたように、外傷また

その他、ガラスとか落下物の危険によって傷を受ける、そしてまた全身打撲とか骨折と、

またやけど、内臓破裂等が発生することが考えられまして、またさらに現在は新建材を

家に使っておりますので、有毒ガスを大変に吸ったりするおそれがあるわけです。その

ような、また合併症が当然起こってきますと、恐らく一般の第 1次、第2次、市内の開

業医のお医者さん、また市立病院、要は 3次医療のできる高度な医療体制を整えている

病院でないと処置ができないというふうに言われております。輸血とか酸素の吸入も必

要になってくるわけであります。

そして、この北里大学病院は、高度な医療知識と診療技術をあわせ持って、お医者さ

んと医療の技術者、看護婦さん、それから事務の職員の方と、それから医学生がおりま

ども、日野市には現在「災害時の避難の心得」とし、う、こうしヴ小冊が出ておりまして、

市民各家庭に自治会を通じて配布をされているということであるわけですけれども、先

ほど私がお尋ねいたしましたように、震度4ぐらいの地震が発生したときに、例えば無

抽出で50でも100ぐらいの世帯でし巾、わけですけれども、そういう市民の皆さんに、だ

からアンケートとし、し、ますか、どのような行動をとられたかと、そういうことをぜひこ

の心得帳を媒体にして、広聴的に情報の、逆に市民にそういう有事のときの心理状態で

すか、そういうものを日野の例えば河川地帯だとか丘陵地帯だとか、いろいろ水団地帯

だとか、地形等々によって、また避難する場所等によっても、皆さん、それぞれ違うと

思うわけですね。

そういうような中から、一つのデータの収集等もぜひしていただきたいというふうに

考えるわけであります。その点いかがでございましょうか。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) まず広報活動でございますけれども、昨年の 8月にパ

γフレットを配りまして市民に喚起を呼びかけをいたしました。それから折に触れまし

て、広報紙を通じまして、防災、災害に対する啓蒙も行っているところでございます。

先ほど御提案がございました地震に対するどういう行動をとられたか、というような

アソケートの方法も一つの方法かと思います。今後、十分に検討をさせていただきたい

と、このように考えております。

0副議長(一ノ瀬隆君) 高橋徹君。

03番(高橋 徹君) それでは、さらに再質問を続けさせていただくわけですけれど

も、救援と救護でございます。

先ほど、日野市の医師会とか保健所、市立病院が災害者また擢災者の救援の拠点となっ

て、そして連携プレーで人命の救助に対応をする予定になっていますと、こういうとと

であるわけですけれども、例えば関東大震災並みの、またそれ以上に大きい地震が来る

かもしれませんけれども、そのときに病院のこの施設とし、し、ますか、これはほとんど機

能しなくなってしまう、ということが言われているわけでありまして、この日野市内に

は開業医の医師の先生がたくさんいらっしゃるわけですけれども、その班の編成とか、

例えば30人、 40人を 1単位としますと、またその先生自体も負傷をされる方もいらっしゃ

るでしょうし、そうなりますと、さらにその人数が小さくなってくるわけでありまして、

病院については看護婦さん、あとお医者さん、それから医療技師の方等で入院患者で手
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すので、約4，000人の方がそういうときに対応ができると、このように言われておるわ

けですけれども、しかし、この4，000人に対応しても、パニックになっていったときに

は、その発揮する、できるであろう力というものは大変に徴力なものであるだろう、と

いうふうにまた言われておるわけです。

こういうような医療拠点としての必要な内容とし巾、ますと、大変に広い敷地を持って

おりまして、 10万1，500坪、約33万5，000平米、 850床であるわけでありますね。そして

また関東ローム層の上に建っていますので、耐震性を考えた建物をあわせ持って、ある

程度の震度には耐えられるということであります。

そして病院と学校の教室がありますので、その病院の方は、入院されている患者の皆

さんで手いっぱいになりますので、その医学部のいろいろ校舎を使うこともできるであ

ろうし、それにまた隣接する麻溝台という県立の学校があるわけですけれども、そうい

う学校も一時的な病院になるであろうと、このようなお話であります。

それから震災時の応急医療のときには電力が必要ですけれども、この電力も1，000キ

ロボルトの、ボルト、アンペアというんですか、これが 2台備えつけられていまして、

それを動かす備蓄の燃料も、 24時間フル操業して 5日間は大丈夫であろうという体制で

す。そしてまた水が必要になってくるわけですけれども、地下水の、地下に大きな貯水

槽を2，0∞立方メートルのこれを数本と、それからまた地下の井戸で、すね、深井戸を約

3本持っておりまして、それをくみ上げるためのポγプの燃料等も備蓄しているという

ことであります。

そして一番の大きな、大病院というのは水を 1日に大変多く使うということでありま

すけれども、当然その使った水を流すには下水の設備が必要なわけでありまして、その

震災等でその下水の部分が壊れますと、もう中はどうしようもないパニック状態になっ

てしまうということでありますけれども、そういう下水の応急処置の方法も非常によく

とられておりまして、この隣接する学校の高等学校の敷地も 1万坪以上有しているわけ

です。

そして、またさらにあそこは東側になりますか、相模原コールフクラブとしヴ、やはり

35万坪を有するゴルフ場がありまして、このゴ、ルフ場というのは、空輸、患者を空輸し

てきたときのヘリコフターの臨時基地になるであろうと言われておりまして、そしてさ

らにこの南側にはある自動車会社の広大な、やはり70から80万坪ぐらいの敷地がござい

まして、そこは自衛隊の車両部隊の臨時基地として使用が可能だと、このようになって

おりまして、この医療拠点としての病院、また施設等が日野市には残念ながらないわけ

であります。そして、そのような施設がすべて整って、初めて有事のときに対応できる

というふうに言われてし、るわけです。

そこで市長にお尋ねするわけでありますけれども、今、日野市としては、また行政と

して、そのような最悪な事態を想定した場合に、果たしてどのような機関と現在情報の

連絡とし、し、ますか、そういうのがとられているのか。

それから 2点目としまして、日野市にないその医療施設、これは大変に非公式だと思

うんですけれども、何日か前に多摩市に三井記念病院ですか、が来るのではないかな、

とし、うことが載っておりました。この病院はベッド数が1，500床、日本でも 5指に入る

であろうとしヴ病院であります。そしてさらに300床のこれから都立の病院が多摩市は

建てられるわけですけれども、日野の隣接する自治体等におきましては、非常にそのよ

うな医療を重視する機関が埋め尽くされてきているわけですけれども、そこでさらに今、

立川基地の跡地の利用計画の中で医療という、その病院関係のものも若干含まれてこよ

うと思います。そういう広い敷地を必要とする、そしてまた現に有しているそういう自

治体、また東京都とかですね、国等に対して、この三多摩圏の自治体として、どのよう

な要望とし、し、ますか、そういうものを今後出されてし、く予定はおありなのか。その 2点

をとりあえずお尋ねしたいと思います。

OilJ議長(一ノ瀬 隆君) 答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 天災と申しますか、地震災害、これはその強度でありますと

か災害の範囲、なかなか予測を立てることは難しいわけでありますが、しかし、過去の

経験とか、あるいは学術なり、いろんな統計上の判断によって、おのずからの推理とい

うことは、人間の能力として成り立つ範囲というふうに私は考えてよろしいんではない

かと思うんです。

戦争災害こそ、これはなかなか予測は立たないわけでありまして、いろんなそのため

にむだなとも考えられる戦争を防ぐ手段が構えられておる。これもその理由としないわ

けでありますが、戦争よりも地震災害ははるかに小さいと、また局地的である。こうい

うことは一般的に言えることだと思います。そうして日本に自衛隊の存続する、存在す

る一つの理由に、国土を守るはもちろんでしょうが、災害時に国民を守る、といういう

ことが大きな意義として説明をされておるわけでありまして、立川!の自衛隊基地も多摩

の地域の防災拠点として、あるいはもう少し広い範囲かもしれませんが、そういう意味

で我々の安心材料、その意味では安心材料に考え得るー要素だと言ってよろしいと思い

ます。
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全面的に無限大な被害状態が地震の際には、そう必ずしも今思った、何ですね、予断

をどの程度まで許されるかわかりませんけれど、日野市が全面的に何か阿鼻叫喚のちま

たになるなぞということは、比較的、地勢といたしましても地形といたしましても、あ

るいは予測といたしましても、そう計算以上に心配をしなくてもし巾、んじゃないかと思

うんです。したがって常識論として考える範囲内のことを正確、的確に行いますととも

に、市民にその批評の場合の臨機応変の行動がとれるようにしていただくと、これが日

常的な私は気持ちの心構えの訓練だと言ってよろしいと思います。

今、北里大学の例を言われ、あるし、は日野市内に医療機関に欠けるではないか、ある

いはそういうその大規模災害の人命救助に能力が低いではないかと、こうしみ立場から

の御質問だと思うんですが、都市なるがゆえに、この東京周辺の災害時の複雑さ、ある

いは密度のはかり知れないということはあり得ますけれど、まだまだ多摩の地域あるい

は我々の日野の地域、いわゆる初期防災活動によって大部分のことは防げると、このよ

うに考えたいわけであります。

そして局地的に火災も出るでありましょうし、あるいは家屋倒壊何かの物理的な人体

の損傷もないことはないと思いますが、私は、手の打ちどころがないというようなこと

は、そんなにないことではないかと、一般的には言えるように思います。北里大学が相

模原だけのために働くわけでもないでしょうし、我々の周辺に医療機関が決してほかの

地域に比較して、能力が低いというようなことはない。

つまり何ですね、学校などの避難場所というのは、まあ素人でもやれるようなマーキュ

ロをつけたりヨードチソキをつけたりして、簡単な消毒をするというようなこともあり

ましょうし、腸が破裂するとか、そういうことにはまた別の対応は、これはしなければ

ならないわけでありまして、医者の医療能力というものもそれぞれに逼迫は考えられる

わけでありますけれど、対応が何か非常に大きなスケールのことを考えておかなければ

不安であるということよりも、現実の課題の中で、現実の状況の中で、一番能力を活用

し得る冷静な、そうしてパニックにならない、そういうことこそまず第ーに打つべき手

だと、こういうふうに我々の防災思想というものは有事即応という形で用意をしておか

なければならないと、こう考えるわけでありまして、それ以上に能力が高まれば高まる

ほどいいには違いありませんし、だんだんまたそういう能力が災害の発生の心配のある

所、つまり直下型地震というのが日野市の場合は一番懸念されるわけでありまして、割

合河川の、河川に近い所が、地層として、あるいは地質として弱し、と、つまり震度が多

いということです。

それから、今心配しますのは、山寄りの開発された団地の木造住宅にもし出火すると、

かなりの被害が出かねない、その時間なり初期の対応によってO その点が心配でござい

ますので、そういうことにつきましては、むしろ地域にそのことの意味を十分日常的に

考えておいていただく。

水の用意、だとか食糧の用意だとか、一定のことは、これは市内で私は調達可能だとい

うふうに思っておりますし、食糧を日常的に持っておられる御商売の方とも、その際の

供出をしていただける一応の相互の契約は持っておるわけでありまして、医療機関もし

かりでございますし、あと地元の能力を一時フルに活用して、そうして災害時には、最

大限に自分たちが自分たちの体を守る、あるいは周辺を守るということで対応すると、

これが私は防災の常識ではなかろうかと、このように思っておりますし、常識こそ一番

能力を発揮する手段であると、このように考えます。

0副議長(一ノ瀬隆君) 高橋徹君。

03番(高橋 徹君) 今、私が伺いたかったことについては、ちょっと触れていただ

けなかったような気がいたします。

周りの自治体との関係だとか、そういうものも踏まえて、あくまでも初期のことにつ

いての心構えといいますか、そういうことに終始をなさったわけですけれども、これは

市長、例えばですね、市長会等がいろいろ年に大変多く開かれていると思うわけですけ

れども、東京都におきましでも第4次の防災計画ですか、これがつくられまして、これ

から63年から向こう67年まで、これを第4次として震災予防計画を遂行されていくと思

うんですけれども、その中で、あくまでも東京都の枠の中だから、そういう自治体とし

て発想をなさらないのか、それとも先ほどお話しされてましたように、その必要がない

からなさらないのか、この点がよくわからないわけですけれども、そういう最悪の事態

を予測したことも、やはり私は市民の生命と財産をそういうものから守るためにも、そ

れからまた被害を最小限に少なくするためにも、私は行政の長として、また理事者とし

て必要な一つの発想とし、し、ますか、そういうものをぜひお持ちいただければというふう

に考えるわけですけれども・…。

O~IJ議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 攻守傍観して何もしないなんていうことは、もちろんあって

はならないことでありますし、今考えられることを地道に、なるべく正確に基本的なこ

とをやっておくと、かなりそれらの対応は私は日野市民はある程度の到達はできている

と、そして一方に災害に強いまちづくりということが、これが都市計画のまた目的でも
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あります。

御指摘のその最大の危険を予測して常時それに対応する、この行政としてのまた構え

は大切でありますけれど、それも今、先ほど言いましたように、常識の推測できること

をきちんと正確に用意をしてし、く、そしてその一面にまた有事の際の医療体制等につい

ても能力が発揮できるようにしておくというために、防災計画の中にもいろいろと定め

ておるわけでありまして、災害本部を設定をし、縦の連絡、横の連絡、そして、なるべ

く職員がどれだけどの時刻に集め得るか、ということがむしろ行政側の大きな課題だと

いうふうに思っている面もございます。危機管理ということで余り表に出ない形のこの

対応のできる能力は持たなければいけないと、このことは同感だというふうに申し上げ

てよろしいと思います。

欠ける点があったらもちろん努力もしなければなりませんが、日野市が特に準備が弱

いとか、災害時により多い危険が明らかに推測できるというふうには考えてないという

ことを申し上げた程度でありまして、十分、いろんな面から研究をいたしまして、能力

を日常的に高めておくという努力をするのが、いわゆる防災を受け持つ行政として大切

だということに尽きるんではないかと思います。

0副議長(一ノ瀬隆君) 高橋徹君。

03番(高橋 徹君) 今いろいろお話をいただいたわけで、すけれども、これは総合防

災となりますとどの部分が欠けても、どの部分が手落ちがあっても、また、どこまでやっ

てもこれでよかろうとしヴ上限がないと思います。それには当然予算というものが限り

ある中で対応、対策を練っていくことが十分にわかるわけですけれども、欠けている部

分、そういうものは、またし、ろんな市民の皆さんの本当の小さな提案とし、し、ますか、そ

ういうものも広聴、広報等を通して、ぜひ実際の対応の場に生かしていただきたいとい

うふうに思うわけであります。

そして、またよく言われる言葉で「震災というのは忘れたころにやってくるJ I備え

あれば憂いなし」ということが代々言われ続けてきているわけでありますけれども、日

野のまちも、長い歳月の積み重ねによって築かれてきているその市民の財産の集積地の

場でもあるわけです。そして、ある日、あした起こらないとも、また 1週間後に起こら

ないとも確信の持てない、そのようなことに対しての訓練というものが非常に風化され

ていく中で、もう一度私たち市民一人ひとりが初心に帰りまして、そういう災害時の心

理的なものから見直す必要が常日ごろあろうかと思いますけれども、また行政におかれ

ましても、常日々いろんな技術的なもの、また医療を含めて総合防災体制というものを

ぜひ続けていっていただきたいと思います。

以上でこの質問を終わります。

0副議長(一ノ瀬隆君)

問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

〔下異議なし」と呼ぶ者あり〕

これをもってはのし日野市の防災行政について問うの質

0副議長(一ノ瀬隆君) 御異議なし、ものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前11時29分休憩

午後 1時5分再開

0副議長(一ノ瀬 隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問15の 1、年金生活者の実状を把握し、きめこまかし、施策をの通告質問者、竹

ノ上武俊君の質問を許します。

[29番議員登壇〕

029番(竹ノ上武俊君) 議長のお許しを得まして、一般質問をさせていただきます。

第 1問自は、年金生活者の実状を把握し、きめこまかい施策をと、こうし、う題名でご

ざいます。

この一般質問をやるきっかけになりましたことが実はございました。百草団地にお住

まいのKさんという人から、 4ページにわたるお手紙をいただいたわけで、ございます。

その主要なところを最初に読ませていただきTこし、と思います。一一毎年8月になると、

わずかばかりでも年金の増額されるささやかな楽しみの 8月である。しかし、ことしの

年金改定の 8月は全く驚いた。今まで厚生年金振込通知書、所得税の天引きは行われて

なかったのに、所得税として金2万4，416円の所得税が天引きされていたのですO 私が

年金の支給を受けるようになったのは、亡妻が寝たきり老人になり入院生活となってし

まったので、付添看護のために退職して年金を支給を受けるようになったのである。闘

病生活で退職金も使い果たし、銀行の預金はゼロに近くなってしまったので、マル優は

大して関係なくなってしまい、以後は厚生年金がただ一つの収入源でひとり暮らしをし

ているわけである。公団家賃の値上げに加え、年金からの強制天ヲ|き徴税などと生活を

脅かされるので、今後は老人ホームのお世話になるよりいたし方ないと思い、老人ホー

ムに申し込みをしてみても、東京の老人ホームは入所希望者が多く、いつ入所のときが

回ってくるのかわからないのが実情である。こうした私たちの耳には、リ クルートとの

-384- F
h
u
 

oo 
q
u
 



株式売買利益の一一ちょっと読みづらい字がございますけれど一ーという話を聞くと、

政府を初め、私たちは、弱い人たちはお年寄りの味方です、などと言っている野党の先

生方も、選挙に組織票を持っていない年金生活者等は見殺してしまえ、とし、うのでしょ

う。政府も野党も信用できないというのが私の実情です一ーということで、共産党には

期待をするということで私のうちに手紙が来たのだと思います。

明細が書いてございます。 62年度の支給額は129万7，291円であった。 63年度、 130万1，

8∞円になっている。前年度に比較して4，509円ふえていた。しかし、強制天引きなどが

あったため、差し引き減収になったと、そういう気がするということがるる述べてある

わけでございます。この方は家賃を約4万円払い、光熱費あるいは交際費、交通費、そ

ういうものなどを差し引きますと、市・都民税等除きましても、月々 3万円ぐらいで生

活をしているというふうに推測することができます。

このようにして年金生活者の人は、まだこの人はこれでもし、し、方だと言う人もいるほ

ど、低い年金を受給されながら暮らしている人が多いわけでございます。最近、私がと

ころどころでお会いする年金生活者の声を簡単に一、二紹介をしたいと思います。

例えばMさんとし、ぅ、やはりひとり暮らしの御婦人の年金生活者です。この人も公団

住宅にお住まいですが、今回10月から6，000円ほどの家賃値上げがあるということで、

これではいつまで公団住宅に私は住めるか、非常に不安な気持ちである。またもう一回

家賃値上げなどがあるのだろうかということで、そういう質問を私に強く投げかけて不

安がっていらっしゃるわけでございます。

また、共済年金を受けている Sさんという方は、体の弱し、奥さんがパートに出て働く。

本人も最近病気がちということで自宅でいろいろとやっている、そういう状況にござい

ます。また、 Hさんという方は、老後が不安で、公団の住民などの運動で実現した同一

団地内への隣接家族の同居という形で、息子夫婦を呼び寄せて何とか暮らしをしている

としヴ状況にあります。また、 Iさんという人は、大変な身体の不自由な人ですけれど

も、乳母車を引きながら、それにすがりながら買い物をして、やっと生活をしている、

こういうような状況にございます。また、 Uさんという方は、息子さんたちは独立して

外国にお住まいだそうですけれども、そういうわけで、老後が不安で不安でしょうがな

いと、どこに頼ればいし、かということでございました。

また、途中で退職をしまして、年金前に厳しい生活を強いられている方々もいろいろ

といらっしゃいます。住宅ローソ等を退職金を食いつぶしながら支払って不安定な生活

をし、年金の受給の時期を待っている、こうしヴ状況の方もいらっしゃるわけでござい

ます。

また、先日はある自治会でお祭りがございまして、私はそこに自治会同士ということ

でお祝いに役員同士で駆けつけました。テントの中で、その定年退職後、会長さんをやっ

ているなかなか社会的教養も深そうな方でございましたが、思いもよらずその人が消費

税のことについて、まことにけしからん税制である。これほどお年寄りをいじめる不公

平税制はないと、こういうふうにお祭りの席で、言われたのには、私も消費税に反対をし

ておりますけれども、こんな方々でも深いところで怒っていらっしゃるのかと、そうい

うことを実感をした次第でございます。こうし、う年金生活者のさまざまな生活状況があ

り、また、精神的にも不安定な人生を送っているという状況が日野市内にも、また全国

に多数存在していることは皆さんも御承知かと思います。

こういう中で、去る 9日には閣議がございました。リクルート疑惑の宮沢蔵相が、そ

こで各省庁の， 89年度予算概算要求額などを報告されております。約64兆円の要求額総

計があったようでございます。これを大蔵省は、年末の予算編成まで査定作業を行う。

こういう中で、特に福祉と教育を削って、そして58億円ほどに絞り込もうというふうに

マスコミ等では報道がされております。この中では地方自治体への補助金カ ットの分、'

84年度の水準に換算して、その差額が 1兆5，203億円余提出をされております。これも

無視されるのではないか、とし、う懸念が大きいわけでございます。こういう一方で、政

府は軍事費は6.1%アップ、防衛庁の予算をそのまま認める動きです。また外務省から

のアメリカの軍事戦略に基づいて要求されているODA-一ー政府開発援助などの増額で

7.4%もアップさせる要求をしており、これも通るのではないかと言われているわけで

ございます。国債費の方も伸びて16兆円余も計上がされているわけでございます。

こうし、う状況ですので、これからこの 9月、 10月、年末に向けて今日本の国民の大き

な世論の力が、リクルート疑惑の解明、消費税反対、軍事費を削って、福祉、教育、地

方自治に予算を回す、こうし、う大運動がこれから展開されようとしております。

具体的な質問をする前に、今回の年金制度の改悪の実態などに一通り触れてみたいと

思います。

中曽根内閣は， 83年 1月の首相訪米で、日米運命共同体、日本列島不沈空母化、こう

いうことを約束してまいりました。日米軍事同盟の強化、軍事分担を進んで引き受ける

ことを明らかにしたわけでございます。政府は軍事費を毎年増大させながら、この新し

い日米関係を推し進める上で、邪魔になる諸制度を総決算しようということで、いわゆ

る臨調行革路線を推し進めてまいりました。社会保障に対する全面的な改悪、再編の攻
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撃を加えてきたわけで、こ。ざいます。この結果、軍事費は年々大幅に増額されております。

この 6年間で43.1%もふえ、その反面、社会保障費はわずか14.3%しか伸びないという

状況に抑え込まれております。

このような中曽根内閣による社会保障に対する攻撃、社会保障に対する国の責任は投

げ捨てて、自立、互助、民間の活力を基本とするとしヴ、こういうねらいを持って次々

と改悪を企てたわけでございます。中曽根内閣のこの攻撃が、第 1ラウ γ ドと言われて

おります。今、竹下内閣は、第 2ラウンドの改悪を進めようとしているわけでございま

す。中曽根内閣になって以来、老人医療費は有料化、 ， 83年2月 1日実施です。健康保

健、本人の給付率は10割から 8割、当分の問、 9割給付、こういうふうに切り下げられ

ることが '84年10月 1日に実施されました。

年金制度は、基礎年金の導入によって給付水準の切り下げと保険料の大幅な引き上げ、

これが今回取り上げました年金制度、， 86年4月 1日実施となってまいりました。さら

に社会保障、福祉の施策に対する国の補助金等の臨時特例等に関する法律によりまして、

生活保護費、 10分の 8から10分の 7ヘ、児童保護費、 10分の 8から 2分の lへ、厚生保

険特別会計法も， 86年度以降は 3年間に約 2分の 1をカットする、というようなことで

合わせて15の法律にわたる国の補助金の削減が一斉に行われたわけでございます。

こうした一連の改悪は、戦後、国民の運動と要求によってっくり上げてまいりました

社会保障の諸制度、これらを根本から掘り崩すものになっております。こうした中で、

各種社会保険料など、労働者と地域住民の負担が強化され、給付水準の切り下げと社会

福祉施設の費用徴収の強化などによる利用者負担が拡大をいたしま した。こうした法的

医療、福祉の切り捨てが進行するもとで、生命保険会社など民間会社による各種年金、

がん保険など導入が急激に進んだわけでございます。また有料老人ホーム、住宅サービ

スなど各種、いわゆるシルバー産業が活発化する状況になっております。

このようにして社会保障の改悪の攻撃が一巡した後、再び老人保健法の改悪が1986年

行われ、二巡回の第 2ラウソドの攻撃が中曽根内閣を引き継いだ竹下内閣によって推し

進められているわけでございます。

その特徴は、本格的な長寿社会の到来を控え、公平で安定した社会保障制度の確立を

図るため、などという竹下首相の言葉で、これまでの社会保障制度の水準を切り下げる

としヴ、今までの地ならしの上に、さらに第 2ラウンドでは踏み込んで、改悪が次々行

われております。一つは医療内容そのもの、医療を受けること自体を規制して、医療費

抑制、国庫負担の削減を根本的に推し進めるために、医療供給制度の全面的な再編を行

おうとしているわけでございます。これらも取り上げてまいりました。一般質問で取り

上げてまいりました。

2番目に、医療保険、年金保険のそれぞれについて一層の給付の切り下げと、労働者、

住民負担の強化、国庫負担の削減を図りながら、制度の一元化を進めようとしておりま

す。 3番目には、在宅福祉への転換などという言い方を用いながら、特別養護老人ホー

ム建設の抑制、入所者の負担の強化、老人保健施設に見られる安上がり福祉への転換、

これらへと方向を転換しようとしてきております。生活保護受給者の締め出しなど、公

的責任の放棄を推し進めようとしているわけでございます。

政府は、社会保障に対する一層の改悪を合理化するために、我が国の社会保障は欧米

諸国に比して遜色のない水準にある、などと歎騎的な宣伝を行っております。しかし、

現実的には、諸外国に比し、我が国の社会保障の水準は、国民所得に対する社会保障給

付費の割合が半分以下という極めて低い水準にあるわけでございます。我が国では、早

いテソポで人口の高齢化が進行しております。人口問題研究所の推計によれば、 65歳以

上の高齢者は1985年の1，240万人、全人口の10.2%から、 2000年には2，130万人、 16.2%

というふうになり、 2020年には3，190万人、 23.5%に達すると見込まれているわけでご

ざいます。こうした高齢化社会の到来に備えて、立ちおくれている我が国の社会保障制

度を抜本的に充実整備することが国政上の当面する、直面する重要な課題になっており

ます。

ところが、政府はこうした国民的課題に取り組むどころか、これに背を向けまして高

齢化社会になったら国家財政が破綻するなどの欺蹴的な高齢化社会危機論を振りまき、

軍備増強、社会保障の切り捨てを推し進めているわけでございます。そして今回の消費

税導入の口実にさえしようとしております。国民が長生きできることは喜ぶべきことで

あります。安心できる老後保障の確立、憲法第25条に明記されております。国の責務で

あります。資本主義世界第2i立の日本の経済力をもってすれば、高齢化社会を安定的に

支えることは財政的にも十分に可能なことであるわけでございます。

政府が、高齢化社会が進めば 1人の老人を支える現役は、現在の6.2人から昭和1∞年

には2.3人になる。現役世代は支え切れないから年金額の切り下げ、というように言っ

ております。しかし、これらは日本の将来、技術革新などによりまして国民総生産が伸

びていく中で、もちろん老齢人口も増加してまいります。 しかし、そういう中にありま

しでも、いわゆる生産年齢の人口、これが強力に今後も力を持ってし、くわけでございま

す。したがし、まして、生産年齢人口が扶養するとし、し、ますか、育てていくというのは、
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逆に子供たちの人口が縮小してまいりますので、総体的には、この生産年齢の人口によ

る力というものは衰えないわけでございます。そういうような数々の厚生省の資料も出

てきているわけでございまして、この高齢化社会による不安をかき立てるという政府の

宣伝を、私たち国民は十分に見抜いてし、く、こういうことが私は必要だというふうに思

います。そういう立場も含めて、本日は質問に取り上げたわけでございます。

我が国は、大企業による低賃金、長時間労働の押しつけのもとで、労働者の健康悪化、

生活破壊が急速に進行しています。産業の空洞化が進むもとで失業者も増大し、 1995年

には 3%に達すると予測されている状況です。低所得者の増大、共働き世帯の増加、核

家族化の進行などで、高齢者人口の増加とあわせた国民生活の変容、生活不安、困難の

増大、これは、ますます社会保障の充実を重要なものとして求めているわけでございま

す。

我が国の社会保障制度を改革する当面の課題としては、第 1は年金、医療、社会福祉

などの給付水準、サービス内容の改善でございます。そして制度聞の格差是正。 2番目

には、諸外国と比べても著しく低い資本家の負担を引き上げるということでございます。

そして被保険者など管理運営に国民を加えて、この管理運営を民主化していく、とうい

うことが、今後努めなければいけない問題であるというふうに私は考えるわけでありま

月から標準報酬の、つまり賃金の12.4%、男子、女子、 11.6%となっておりますが、こ

れを段階的に引き上げて28.9%まで持っていこうとしているわけでございます。そして

五つ自には、老齢年金の支給開始年齢を65歳と決められておりますが、老齢厚生年金の

男子は60歳からで、現状です。女子及び退職共済年金については、共済年金ですね、 55

歳から60歳に引き上げるための経過措置がとられております。政府は、年金の支給開始

年齢を60歳から65歳に引き上げる機会を、今ねらっている状況にございます。そのほか、

さまざまな改悪が行われました。

との今度の年金改悪によりまして、年金の給付水準は全体としてこれまでの 3分の 2

の水準に切り下げられることになったわけで、ございます。この施行に当たっては経過措

置がとられておりますが、昭和生まれのすべての人たちが影響を受ける。年齢が若くな

るに連れて年金給付額は減らされ、戦後生まれの人たちが老齢年金を受けるときには、

全面的にこの新年金制度が実施されることになるわけでございます。

現状の年金は明治、大正生まれの人たちの年金については改善がされておりません。

現在、年金を受けている1，400万人のうちの64%の人たちの年金額は 3万円にも足りな

い月額でございますが、低い水準になっております。

こういう中で、年々高くなる保険料の収納状況は悪化の傾向を続けているわけでござ

います。保険料免除者数は261万人で、加入者の14.8%、保険料納入率89.7%というふ

うに近年はなってきております。それだけでなく、国民年金の老齢年金の受給開始年齢

は65歳からとなっていますが、 64歳で繰り上げ支給を受ける人たちが、男子で61.6%、

女子で68.5%と半数を超え、 65歳まで待ち切れない状態を示しているわけでございます。

こうした劣悪な年金制度に対する国民の切実な要求をよそに、政府は、さらに一層19

95年を最終年といたしまして、公的年金制度全体の一元化ということで改悪を閣議決定

して法律の改悪をねらっている、こうし、う状況にあるのが現在の年金問題の背景ではな

いかと思います。

軍人恩給をもらっている人たちも、ほとんど大多数の人たちが最低保障額を受け取っ

ておられます。年間、 62万から80万ぐらい、こうしヴ軍人恩給の生活にあるわけでござ

います。

以上のようなことに、また自民党の幹部の発言などを聞きますと、私は、国民の皆さ

んとともに本当に腹立たし¥，、思いでございます。かつて自民党の渡部国対委員長が「世

の中には変わり者もいて、おれは80歳まで生きるのは退屈、どうしても50歳で、死にたい

という人は共産党に」というような演説をして問題になりました。有権者を侮厚したわ

す。

それでは、年金の方はどういうふうになってきているか、という点を、既に御存じか

と思いますけれど、経過を一応なぞってみたいと思います。

今度の， 85年4月に国会で改悪されました年金制度の問題、この年金制度の改悪とい

うのは、年金制度が戦前に始まって以来の歴史的な大改悪と言われたわけで、あります。

， 86年4月1日から基礎年金制度の導入が行われました。その主要な内容は、一つには、

これまで国民年金、厚生年金、共済年金など、それぞれ独立した年金制度が一元化され、

すべての国民が20歳から国民年金に加入し、全国民に共通する基礎年金を支給する、そ

ういうことになったわけで、ございます。次に、それに伴いすべての夫人が自分名義の年

金を受けるように変わった。三つ目は、厚生年金の加入者は基礎年金の上に報酬比例の

年金が上積みされ、共済年金加入者には、報酬比例部分と職域部分が上積みされて支給

されるようになったという点でございます。

四つ目は、保険料に対して大幅な引き上げのレールが敷かれました。国民保険料は

'87年4月から月額7，400円、 '88年4月から7，700円というように毎年300円ずつ引き上

げて、将来、月額 1万3，000円にしようとしております。厚生年金の保険料も， 85年10

-390- 司
l
ムハ『

unο 



けでございます。共産党をまた中傷いたしました。そして渡辺美智雄通産相が 3年前、

現在の自民党政調会長です。 I長生きにはコストがかかる、出したかない人は早く死ん

だ方がいいjという秋田で演説をして大問題になったわけでございます。これが自立自

助の本音であるわけでございます。竹下首相も生活保護基準について、かつて自由民主

という雑誌に「日本の生活保護基準は世界ーですよ、 4人世帯で年間190万円ですから。

昔の侍で言うと40石取りに相当する。藤固まことが演じる八丁堀同心の筆頭が40石だそ

うです」などと言いまして、生活保護基準が現在の一般勤労者世帯の消費率の61.7%、

こういう現実に目をつぶって、国民の最低生活の水準が低い水準にあることを押し隠し

ているわけでございます。先日は、共産党は怖い政党だ、という一般質問の発言がござ

いましたが、私は、こうし、う実態を見ると、これは自民党の方に差し上げた方がし、し、と

いうふうに、国民の大多数の人たちは信ずるに違いないと思うわけでございます。

年金改悪のこの中身の実態については市議会の場でもございますし、種々論じたい点

はございますが、別の場に譲りたいと思います。

今、私が私のうちに来ましたお年寄りのこの訴えの切々たるこの手紙、そして、また

二、三紹介しました住民の年金生活者からの声、こういうものを聞くにつけ、見るにつ

け、私は、やはり国民が立ち上がって、特に年金生活者も立ち上がって、政府に年金制

度の改善目指して闘いを向けていくべきであるというのを第ーに考えます。また、そう

いう中で、政府も例えば東京都も日野市なども、自治体においてもこういう年金生活者

が、どうし、う状況で実際に暮らしているのか、この実態をつかむ必要があるのではない

かと考えるわけでございます。そして、また年金生活者の感情あるいは、どういうこと

を希望しているか、何を求めているか、こういうことも正確に今後つかんでいく必要が

あるというふうに思うわけでございます。

そこで、具体的な質問をさせていただきます。

第 1点は、日野市の住民の年金の種類別、国民年金基礎年金だけをいただいている方、

厚生年金の方、共済年金の方、こういうのを人口別につかむことができるか、また、っ

かんでいらっじゃるか、ということでございます。

そして、それとあわせまして、今大方の人が 3万以下ということも話しましたけれど

も、収入別にはどういう状況になっているのか、これを人口別なり世帯別なり、つかん

でし、らっしゃるかどうかという点でございます。

さらに、その世帯の構成につし、ても年金生活者が主たる収入の一家の柱になっている

のか、どういう家族状況になっているのかとしヴ問題。また年金生活者は、どういう医

療制度に入っているかということ、あるいは、どうしヴ就労状況にあるかということ、

また障害の状、況、こういうことなどをさらに細かくつかんでいくことが必要だと思いま

すけれども、そういうことが市の権限なり力の中でできるかどうか、また、つかんでい

らっしゃるとすれば、そういう実態を聞かせていただきたいと思うわけでございます。

第2点は、日野市の年金相談、市民相談などを通じまして、どんな相談が来ているの

かという、そういう資料などがございましたら、中身を紹介していただきたいと思いま

す。どういう相談や悩みが多いのかという点でございます。

第3点は、今後の問題でございます。

日野市は御承知のように、革新市政として15年間、全国に誇る老人施策を実現をいた

してまいりました。日野の福祉の手引などを見ますと、老人の事業として、例えば敬老

事業、市独自の制度の敬老祝金などを初め、いろいろございます。そしてまた社会活動

や仕事、これについても、かしの木学級でございますとか老人クラブの補助事業、その

ほかたくさんの独自の政策がございます。健康の制度についても種々あるわけでござい

ます。健康管理手当を初めといたしまして、いろいろの制度がございます。また、ひと

り暮らし老人、老人世帯に対しても奉仕員の派遣事業でございますとか、さまざまな制

度があります。また、寝たきり老人についても福祉手当でございますとか訪問看護の問

題、さまざまなサービス、こうし、う制度がございます。また老人福祉施設に対する紹介、

援助、委託、こういうことなどもしているわけでございます。そして税の軽減、そういっ

たことも若干はあるかと思います。合わせまして70項目以上の老人対策の事業が行われ

ております。

私は、この点を高く評価したいと思います。これほど日野市が一生懸命高齢者のため

の施策を行っております。しかし、先ほども申し上げましたように、圧倒的な年金生活

者の皆さんは、こうしヴ状況の中にあってもこの制度を知らなかったり、あるいは年金

の制度そのものについて知識が十分でなかったり、いろいろの原因、事情等によりまし

て不安、要望、こういうものが山積しているのが実態でございます。

こういう中でございますので、これからますます一層、私は年金生活者とお年寄りな

どに対する施策というものは、一つ一つをよく分析もしながら、より行き届いた、一般

質問のタイトルでも申し上げましたような、施策の前進ということがまだまだ大いに必

要である、そういうふうに考えているわけでございます。

したがし、まして、今申し上げました70以上もある制度でございますけれども、今後、

こういう点で改善を目指している制度があれば教えていただきたいと思います。
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そして、いまだ実現をしておりませんけれども、老人入院見舞金制度、 これにつし、て

は、今後の展望としていかがなっているか、この点での最後の回答をいただきたし、と思

います。

4点目といたしましては、年金生活者の方々は、さまざまな質問を潜在的にお持ちで

す。しかし、過去の職業の栄光、誇り、いろんなこともありまして、なかなか表立って

おっしゃらないわけでございます。私にお手紙をいただいた方も、以前は、おれは老人

クラブなんか入りたくないと、年金がちゃんと入ってきていて、ああいう活動ではちょっ

となじまないと、おれたちのクラスのいろいろの活動というのを日野市は考えてくれな

いかと、こういうことをおっしゃっておりましたけれども、 一つの事件があると手紙を

出したくなるような、そういう非常にいろんな悩みがあったんだということが私にはわ

かったわけでございますので、そういう意味では、年金生活者へのさまざまな市による

PRが必要であると思います。

年金生活者自身が結束をして立ち上がることも必要ですけれども、私は、日野市自身

が年金生活者などを、さまざまな形で集まっていただくなどのチャンスをつくって、あ

る意味で市が指導的になって組織化とし、いますか、そういうようなこともして、さまざ

まなこの悩みにこたえてし、く、そういうことも必要ではないかと思いますので、その辺

についても、もし考えるところなどがございますればお聞かせをいただきたい。

以上、質問をいたします。

0副議長(一ノ瀬隆君)

O市民部長(大貫松雄君)

竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。市民部長。

それでは、私の方のお答えは、質問の冒頭の部分をお答え

う満額の方ですけれども、年間62万7，200円。それから老齢福祉年金が33万、これも同

じく満額でございますけれども。それから障害基礎年金、ここには 1級と 2級に分かれ

てまして、 1級の方が78万4，000円、それから 2級の方が62万7，200円。それから遺族基

礎年金ですね、これが子供さん l人を含めて81万5，300円、こういうふうな金額でござ

います。

それから、先ほど申し上げま したよう に、厚生年金と、それから共済年金は直接扱っ

てございませんのでちょっとはっきりしたものはわかりませんけれども、厚生年金の場

合、保険庁等聞きますと、日野ですね、約4，300人ということで、これが、この方たち

が平均で約年額200万程度、平均で乗ろうかと思います。それから、共済年金でござい

ますけれども、共済年金も、これは直接ちょっと把握が困難なんですけれども、例えば、

これは共済と、それから厚生年金ですね、これで税の上で一応社会保険庁の方から、こ

の方にこういうふうな年金金額を払いました、という報告が申告の時期にあるわけでご

ざいます。その方たちを一応所得が出ている方ですね。所得が出ている方を足しますと

約2，800名ということでございまして、ちなみに、この税の関係では260万以下の場合に

は非課税の扱いになるということでございます。

それから、あと年金生活者からの市への問い合わせはどんなものかということで、保

険年金課で扱うものは、要するに国民年金は国の機関委任ということでございまして、

例えば老齢福祉年金の場合にはどういうふうな内容だとか、そういうふうな制度的なも

のですね、こういうふうな窓口の相談が多いということでございます。

私の方では以上でございます。(1"物価が 5%上がったらスライドするんだよ」と呼

ぶ者あり)いたしたし、と思います。

まず公的年金受給者の人口等ということでございますけれども、まず、私どもの方の

保険年金課で扱っているのは、国民年金でございまして、まず国民年金の受給者別の人

口を申し上げますと、第一号被保険者、これは農業、それから自営業、要するに厚生、

共済組合以外の人ですね、これに加入している方、この方たちが 3万4，700人の現在加

入の数でございます。それから、第三号被保険者というのは(1"総数で 3万4，700です

ね」と呼ぶ者あり)はい。厚生、それから共済組合ですね。加入をしている方の扶養さ

れている配偶者ですね、この合わせますと 3万4，700人でございます。

それから受給者数の老齢基礎年金を受給している方ですね、これが約5，100名。それ

から老齢福祉年金、これが1，300人。それから障害基礎年金、約950名ですか。それから

遺族基礎年金、 84名でございます。ちなみに金額で申し上げますと、老齢基礎年金、も

0副議長(一ノ瀬隆君)

O福祉部長(高野隆君)

ほかに答弁ございますか。福祉部長。

それでは、年金生活者の実情とその施策についての御質問

にお答えいたします。

昭和59年に日野市の老人実態意識調査を実施しております。そこでの60歳以上の老人

の収入状態の中で、一般老人の所得でございますと15万以下のものが36.7%にあるに対

して、ひとり暮らし老人は15万以下が80.1%ということでございます。また10万円以下

は56.4%ということでございます。その収入源といたしましては、一般老人の年金、恩

給の収入源が60.4%、それに 2番目が仕事からの収入が27.4%となっております。それ

に対して、ひとり暮らし老人につきましては、年金、恩給の収入源の比率が86.8%、2

番目に仕送りからの所得が25.0%、こうしヴ状況でございます。

A
斗
ム

Qυ 向。
戸

h
u

Q
d
 

no 



このような状況でございますので、私どもといたしましては、年金生活者の増加に伴

いまして、今後の高齢者の施策の展開ということについて考えております。

平均寿命の伸長、また余暇の増大等、高齢者の社会参加また生きがし、対策については、

今後ますます重要な課題としてとらえる必要がある、というぐあいに考えております。

日野市の基本計画では、仮称高幡特別養護老人ホームの建設に伴いまして、高幡福祉

セγターの新設、中央福祉セソターの開設を計画しております。また高齢者事業団への

援助に伴う就労対策等にも力を入れております。また老人クラフeへの補助、または老人

団体の育成、またゲートボール大会、高齢者作品展の開催、かしの木学級の開設、老人

農園の開設、教育委員会による寿大学の開設等、生きがい対策を実施しております。

特に、ひとり暮ら し老人の就労対策及び所得保障の問題が低所得者の老人一一高齢者

の低所得者に対する施策としては重要な課題になる、というぐあいに考えております。

現在、一般老人が33%の就労に対しまして、ひとり暮らしの就労状況は 7%と、こう

いう状況でございます。また一般老人の就労規模が高まってまいりまして、 60歳から64

歳の方の就労が44%で、さらに、その他の就労してない方が21%就労を希望している、

こうしヴ状況もございます。また70歳から79歳の数を見ますと、現在、就労が24%でご

ざいますが、さらに就労を希望しておられる方が14%と、こうし、う状況でございます。

80歳以上の方の就労規模は、就労している方が現在8%、就労希望はゼロということで

ございます。前歴に見合う職業を見つけること、また生きがいとなるような小さな仕事

をあっせんしてほしい、内職をあっせんしてほしい、おしゃべりをしながら働ける場所

が欲しいと、こういうような希望が出されております。

その就労希望の希望の理由は、一つは生活費の必要から。また健康のために働きたい、

こうしヴ状況でございます。ひとり暮ら し老人の就労が 7%でありますが、就労率が低

い、就労希望が 8%ということに、低いという状況につきましては、ひとり暮らし老人

の大半が御婦人であるとしヴ状況も関連がある状況ではないか、とし、うぐあいに考えて

おります。

今後、これらの就労対策につきましては、高齢者事業団等の整備によりまして、ある

いはまたその他の職業あっせんの施策等の展開によりまして、さらに就労の体制を考え

ていく必要がある、というぐあいに考えております。

二つ自には医療対策でございますが、医療対策は老人に限らず市民全般の問題ではご

ざいますが、入院見舞金制度の実施等についての請願がなされ、審議がされているとこ

ろでございまして、今後、これらの施策をどのように展開するか、ということについて

の検討を十分にいたすところでございます、いたしているところでございます。また62

年からは老人の入院看護料の貸付制度を実施しております。

特に医療対策といたしまして、単なる、その他お世話料、ベッド差額、部屋代、おむ

つ代等の支出等も多い状況でございますので、現在、その他の医療支出に対する医療助

成の政策化についての検討を現在いたしております。

3番目には住宅政策でございます。

高齢社会を迎え、高齢者の住宅問題は、今後の重要課題のーっとなっております。特

に、ひとり暮らし老人の住宅問題が大きな問題でございます。公営住宅に入居できない

方、また劣悪な住宅環境におられる方等の、今後の住宅問題に対する対応が求められて

おります。特に公団住宅の建てかえに伴う入居ができないのではないかという不安、ま

た民間アパートからの老齢化の理由によって追い出される方等の住宅問題についての不

安解消の問題について検討しております。

日野市の老人実態意識調査、先ほど御紹介した調査でございますが、それによりまし

でも、ひとり暮らし老人の持ち家率が46%と低く、公団住宅並びに民間住宅への依存が

高いと、こういうことから考えまして、今後、向川原市営住宅建てかえのときには、 老

人住宅の確保、昭和64年から、老人住宅の確保が昭和64年から65年度に計画されておる

ところでございます。

また先般、 8月 1日付の広報で、公共住宅等の提供のお願いをいたしましたけれども、

今後、ケアっき住宅の建てかえ、建設促進を進めるということ、また公営住宅の優先入

居を進めること、また家賃補助の問題等、高齢者向けアパートに対する、また地域サー

ビスの問題、このような問題を今後の検討課題として進める必要を感じております。

また特別養護老人ホームにつきましては、老人の住宅問題と関係するところでござい

ますけれども、仮称高幡特別養護老人ホーム建設につきましては、厚生省の社会局長か

ら、過日内示をいただいておりますが、現在、担当課を中心として着々と建設準備を進

めておるところでございます。将来的には、市内に数カ所の特別養護老人ホームの建設

を計画中でございます。

介護などの問題についての御質問がございますけれども、今後、在宅の御老人に対す

る総合的な福祉サービスの展開も重要な問題でございます。現在、市内には200名の寝

たきり老人及び400人のひとり暮らし老人等がおられるわけでございますけれども、保

健所や生活環境部保健課による訪問看護事業、またそれぞれの指導、助言がなされてお

ります。また老人家庭奉仕員の派遣及び家事援助事業あるいは福祉事業団による在宅ケ
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ア事業など、在宅老人を対象とした援助事業も行われているところでございます。今後

はさらに保健所、市立病院、医師会、就労機関代表等の御協力を得まして、在宅者に対

する医療と福祉の一体的で総合的なサービスの展開が必要とされております。そのため

の検討を進めているところでございます。以上でございます。

OilJ議長(一ノ瀬隆君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) ありがとうございました。きょうの質問では大分テーマの広

い質問でございますので、具体的にこういう施策をこうしてほしい、といったような質

問をいろいろやりとりしよう、ということはまた次の機会にさせていただきたいと思い

ます。

今、日野市の現在行っている施策と、それから、これから前進させようと考えている

予定、計画などについての答弁をいただいたわけでございます。この中で、やはりお年

寄りの人たちと会いまして、私どもが一般的に受ける大きな要求というのが二、三ある

ように思います。

その第 1番は、夫婦で年を重ねた場合あるいは、ひとり暮らしの場合、仮に元気であっ

ても、市の職員なり、そういうケアをする方々なりボラ γティアの方々なり、こういう

方々がしょっちゅうその訪問をしていただきたいと、そういうことをまた安心の頼りに

したい、というようなことでございます。こういうことに関する私は施策というものは、

もっともっと発展をさせていくべきである、というふうに思うわけでございます。そう

いう中では給食ということについても非常に要望が強く、また歓迎をされております。

利用者は現在一定の数しかございませんけれども、潜在的な希望というのは、そういう

点で非常に大きなものがございます。これらについても内容を改善しながら、また負担

の点も住民要求に沿いながら強化していくことが必要だ、というふうに思っているわけ

でございます。

そして、もう一つの問題は、住宅の問題、老人ホームの問題です。これも先ほどの手

紙で読み上げましたように、いろいろの人がし、ろいろな所に入れそうだと思って行くけ

れども、資格がないという例が多数であるわけでございます。そういう点で、この住宅

問題、老人ホームの問題も特段の力を今後市として入れていくべき課題である、という

ふうに考えるわけでございます。

それから最後に、医療費の問題です。この点については、ちょっと私、十分に聞けま

せんでしたので、最後に市長からも答弁をもう一度いただきたいと思いますけれども、

老人入院見舞金制度の今後の具体的な展望ということも含めて、日野市の考え方をこの

点では聞かせていただきたいと思います。

再質問はしないつもりでしたけれども、簡単にいたしたいと思います。

それは市民部長の方からの答弁がございました。それで、まだまだ日野市でっかんで

いる年金生活者の実態というのは、非常に概略的にし過ぎると、こういうふうに思うわ

けでございます。それで私は、市民部でやってほしいということではございませんけれ

ども、どこの部でも結構なんですけれども、生活実態の調査を、福祉部長が古い資料で

答弁いただきましたが、とういったものをもう少し現実に合わせて、私はもう一度やる

べきではないかというふうに思います。

東京都も厚生年金等につきましては、そうし、う意味で権限の範囲以外ということでしょ

うか、抽出による実態調査というのを行っております。これは東京都が昭和61年度版と

して62年 5月に福祉局から発行している資料がございます。それは都民の生活実態と意

識、というものでございまして分厚い資料でございます。これは社会福祉の充実を図る

手だてのーっとして、毎年、老人や事業団などの福祉施策ごとのテーマを定めて、東京

都社会福祉基礎調査を実施しています。今年度の調査では、過去4年間に実施した福祉

サーピスの対象者ごとの調査結果を広く一般都民の生活実態と比較するために、都内の

全世帯を対象にその生活実態を把握しました、というもので、まあ相当な項目がござい

ます。しかし、その抽出度が少ないわけですね、人口から見まして。

この調査は、住民基本台帳から調査客体として 1万500世帯を無作為に抽出したと。

抽出率は444分の lである、ということなんですね。そのうち調査不能世帯が2，302世帯、

こういうことになっております。回収率78.1%0 しかし、これを見ても高齢者の方々の

生活実態が細かにわかります。そして南多摩の分も集計がしてありますので、抽出調査

ではあるけれども、私は、この日野、多摩、稲城方面の資料というものが、東京都には

存在しているのではないかと思うわけでございます。全都的集計結果だけが一冊の本に

なりまして発行されているわけでございます。

私は、この東京都のこの生活実態の調査、福祉基礎調査となっておりますが、こうし、っ

たものを市としても、やっぱり今後もっともっときめ細かくやっていく必要があるので

はないか。もちろん人権侵害になっては因るわけでございますので、その辺の配慮はし

ていただきたいと思いますけれど、それらの点について、市としてどうかとし、う点をも

う一度質問をいたしたいと思うわけです。

それとあわせまして、答弁をしっかりと聞けなかったんですけれども、年金生活者へ

の接触とし、し、ますか、こういうことについて日野市として何らかの試みというものをし
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ていただけないか、ということでございます。

年金制度はすべて申告制になっておりますから、これは、すべてそういう形にさまざ

まなシステムがなっているわけですけれども、公的な立場、市役所の方が年金生活者に

的を絞って、テーマを絞って接近してし、く、そして実態を調査する、あるいは、いろい

ろ一問一答の会を開くとか、さまざまな親切なそういうサービスをしていただくという

ことはどうかと思うわけでございます。

もう一つは、老人入院見舞金制度ということで御答弁いただきたいと思います。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 再質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 御質問の何点かについてお答えを申し上げます。

まず老人に対する接触の機会を多くすると、こういうことの訪問の回数の問題でござ

いますけれども、これにつきましては、現在、先ほども御紹介いたしましたように、幾

つかの施策があります。

これについて現在、総合的にできるだけ相互に関連づけながら実施するように配慮、し

ておりますけれども、特に、ひとり暮らし老人に対しましては、きめの細かし、訪問を現

在ゃるようにしております。したがって、御要望のない方にも、できるだけ伺って御注

文を受けると、こういうような構えで訪問をいたしております。また、今後、訪問の総

合的な展開を目指して少し検討していきたいと思います。

また 2番目の高齢者の生活実態調査、これは東京都による調査がございます。これは

承知しておりますけれども、これを市でやれということでございますが、これは私ども

も必要は感じておりますけれども、今後、少し検討いたしまして、老人の生活実態に迫

る調査をできるように、何らかの形で検討していきたい、というぐあいに思います。

また3番目の年金生活者に対する福祉のPRについて御質問がございましたんで、すが、

これは市民部との協力をいたしまして、何らかの形でそのような機会を持つような努力

をしていきたい。特に福祉施策が細かくありますので、その辺のところについての機会

を、ぜひつくるように努力をしてまいりたいと思います。(I市長、一言ありましたら」

と呼ぶ者あり)

0副議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 9月の月は、敬老の月と言えるぐらいでありまして、高齢者

福祉について、既に定まっております制度や行事をそれぞれ実施しておるとともに、もっ

と深い今後にわたっての高齢者福祉を、一応の体系は得ておりますが、もっと具体的に

深めたいと、こういうことをけさも職員に対しますスピーチで申し述べたところでもあ

ります。

今、年金生活者とし、う領域を対象として、つまり年金生活の方にもいろいろ段階がご

ざいますのと、それから、特に厚生年金あるいは共済年金、やや制度化の整っている領

域と、それから、いわゆる老齢年金と言われる無拠出あるいは少額の拠出、これに依存

をする年金制度もあるわけではありますが、非常に生活費を賄うには劣勢な状況である

と。この方々も含めて、いろいろな福祉施策、つまり不安のない老後を、どのように地

域社会として提供ができるかと、条件整備ができるかということは、これからのまさに

高齢化社会の大きな課題でもあります。そのための資料も非常に重要だというふうに考

えております。

今お答えは一応しているとおりでございますけれど、なお、ごく最近、最近とし、いま

すよりも、御質問の中で、例えば就業の場として高齢者事業団の活躍より、もっと内容

を深めたいわけでありますが、その高齢者セソターという言い方で、中央道高架下のス

パソを借りることが確実になりました。間もなく着工をし、作業や事業のできる場所と

して取り組みが拡大できると、このように考えております。

それから、民間に依存するアパートを何とか工夫したい、ということで若干の情報を

得ることができました。これにも積極的に今年度内に必要な予算化ぐらい、調査費ぐら

いはつけたい、こういう考えで進みつつあります。

今、医療対策といたしまして、いわゆる老人入院見舞金制度というのが、住民からの

求めもあり、議会でも請願審査をやっていただいておるわけであります。このことにつ

きましては、入院見舞金という一つの手段でありますが、本来的には、かつての老人医

療の無料化制度があった、そのことに対します老人側としての、固に対する要望という

ことから始まった一部分の自治体に求める一つの方式、ということで幾つかの市が取り

組みを進めておることもよく承知しております。

地域保健協議会に数年前ですが、老人医療無料化に資する方策、ということで諮問を

したことがございますけれど、余り的確な答申内容というまではいきませんでしたが、

老人入院見舞金は一つの施策になり得るから実施することが望ましいと、こういう所見

もいただいておりますので、議会中の御審議のこともありますが、来年度の予算には、

何らかの形で実現のしるしを進めていきたし、と、このように考えておるところでありま

す。

質問に対します若干のお答えとして、以上、お答えします。

0富Ij議長(一ノ瀬隆君) 竹ノ上武俊君。

-400- 喝，ょハU
A
H
t
 



029番(竹ノ上武俊君) ありがとうございました。年金受給者というテーマで質問を

いたしました。横の広がりとし、し、ますか、そういう点でとらえどころがなかなか複雑で

難しいと、広過ぎるということが感じられるわけでございます。しかし、今までの市の

答弁、今後の努力ということが相当なされる ように感じましたので、今回の質問は以上

をもって終わりたいと思います。

一言だけ意見を申し上げておきます。それは先ほど不規則発言でちらっと聞こえたん

ですけれど、物価スライドの制度があるんだよ、というようなこともございました。こ

れは今度の改悪では基本部分だけではなくて、下級の年金額加算額、そういうのにもス

ライドをするということに建前はなっております。しかし、このスライドの率というも

のが極めて低くて、また適用をほとんどされないということで、生活実態にはないわけ

でございます。逆に、もし消費税でも施行されたら、 3%だけでも物価スライド分の 5

倍から10倍、年金生活者から奪われていくと、こういうことになるわけでありますので、

そういう観点から、私は年金生活者の暮らし、精神生活も含めまして自治体としても大

いに守っていく、そして政府に対しては軍事費を削って、福祉、教育、地方自治に予算

を回せと、こういうことで市民一丸となって頑張りたいという決意も添えまして、意見

を一言申し上げます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) これをもって15の1、年金生活者の実状を把握し、きめこ

まかし、施策をの質問を終わります。

一般質問15の2、タクシーパスなど市内交通対策について問うの通告質問者、竹ノ上

武俊君の質問を許します。

029番(竹ノ上武俊君)

ただきます。

それでは、市内交通対策のことについての質問に移らせてい

時間が意外と経過してしまいましたので、新しく設置されましたこの機械が17分とい

うことを残り時間を示しております。答弁も詳しく聞きたかったんですけれども、ひと

つ簡潔にお伺いし、たしたいと思います。

私も交通対策の特別委員会にも入っておりますので、そういう場なども通じまして、

さまざまなことに今後取り組んでまいります。本日は 4点にわたって質問をさせていた

だきます。

一つは、タイトルにも書きま したように、タクシーパス、大型タク シーと言うべきで

しょうか。いろいろの呼び方があると思いますけれども、これを日野市も市的な企業な

どももちろん考慮、に入れまして開発をされたらどうかとということでございます。日野
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市の方も、当然、今までにいろいろと検討されているようでございます。

特に私は自分が住んでいる地域が近いからというのではありませんけれども、西武住

宅とか西武のマソショ γ、あるいは程久保、こういう所に高齢者の方がふえております。

そして坂道が多いわけですね。そういうような状況で、実験的にこういう所を循環ノミス

路線の延長というような形で試みてはどうか。もちろん市内全域、一挙にやっていただ

くことが望ましいことであり、私も心からそれを切望いたしております。しかし、もし

全面的にできない場合は、今回の市内連絡便が通っていない地域などで、今度はこの問

題を(r森田市長の第 1回目の選挙公約じゃないか」と呼ぶ者あり)実験的にでも取り

入れてみていただいてはいかがと、こういうふうに考えるわけでございます。

第2問目でございます。これは日本信販の住宅など、新しい開発されました分譲住宅

がございます。私は、日本信販の中を歩いてみて、また住民の人たちからお話を聞きま

すと、ここに交通標識といたしまして道路には線がヲ|し、たり、いろいろのことがありま

す。スピードを制限する規則を示す、こういう標識がほとんど今立っていないわけでご

ざいます。それで、ほかの市などを見ましたところ、新しいところにも住宅地には時速

20キロとか30キロとし、う交通標識がすぐ近隣でも立っておるところもあります。そうい

う点で、ぜひ市あるいは関係機関と協力をされまして、また住民の意見も聞いて適正な

スピードを決めて、交通標識というものをもっと充実をさせていただきたい、こういう

願いからの質問でございます。

第3点目は、高幡不動駅前等の自転車整理、バイク整理を市も熱心にやっていただい

ております。しかし、 50CC以上とし、し、ますか、もっと大きなバイクなどさまざまなも

のが最近はふえまして、やはりどうしようもない状況なのかもしれませんけれども、こ

れらが道路に不法的に並べられてしまう。商庖街や通行人の邪魔になる、あるいはドラ

イパーの邪魔になる、こうしヴ状態が起こっております。これらについて今後、適切な

処置をしていただきたし、と思いますので、これらの見通し、今後の対策をお願いしたい

と思います。

4番目は、百草団地の外周道路というものがございます。市に移管されておりまして、

野猿街道から川崎街道に通じております。これの車の通行量が大変に最近はふえてきた

わけでございます。この通行量をひとつ調査していただきたし、というのが一つの要望で

あります。今後、ダイクマ等の出庖その他で、またさらなる激化が予測されております

ので、住民のさまざまな疑問、こういうものを今後解決し、対策をとっていく上からも、

この交通量の調査というものを日野市にしていただきたいと思いますが、そうい うこと

-403-



ができるかどうか、御答弁をいただきたいと思います。

以上、 4点お願いします。

0副議長(一ノ瀬隆君)

部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) 1点目の御質問のタクシーパスの問題でございます。

竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。企画財政

中にかかっております規制といたしましては、駐車禁止、追い越し禁止、 30キロのスピー

ド制限等がかかっております。今御質問の趣旨をとらえまして、公安委員会とも打ち合

わせをいたしまして、公安委員会に設置するようお願いをすることといたしたいと存じ

ます。

また高幡の駅付近の50CC以上のバイク、ここにつきましては議員さんもおっしゃい

ましたように、最近に至りましては、非常に自転車の移動など行いまして大分よくなり

つつあるというぐあいに考えております。また現在は63年秋の全国週間も間近でござい

まして、これのメイソテーマといたしましては「心にゆとり、さわやかマナー」という

ことでございまして、やはり各人のマナーにまっところが大でござし、ます。これにつき

ましては、 50CC以上につきましては日野警察とも相談いたしまして対処いたしたい、

というぐあいに考えております。

4番目の百草台団地の外周道路の交通量の調査の件でございます。

これにつきましては、どこで、いつ、その時間帯はどうするかというような点もござ

います。住民の方々の御意見等も入れながら前向きで検討をいたしたいというぐあいに

考えております。以上でございます。(i甲州街道もやれ」と呼ぶ者あり)

0副議長(一ノ瀬 隆君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 1点だけ再質問いたします。

最初の乗り合いタクシ一、このことについてでございます。

運輸省等が初めてのケースである。都心部としては、ということだと思いますが、一

定の時間が欲しいという回答でございます。この一定の時間というのがし、ろいろござい

ます。私ども市議会で、例えば交通対策委員会等が陸運局なり関係省庁に行くとか、さ

まざまな住民の署名運動があればよいとかですね、さまざまなことも住民のサイドから

も、あるいは議会のサイドからも協力できると思うんですけれども、これらの点が長く

かかるような気もするんですけれども、それらを早めるためには、どういう点を市民と

しては努力すればいいのか。そういう点ですね、担当者の方でお考えがあればお聞かせ

いただき、行政と住民が一緒になって実現を早めるということをしたいと思うわけでご

ざいます。答弁があればお願いします。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 再質問について答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) 再質問にお答えいたします。

大変難しい問題でございます。私の方も関東運輸局に 7月の28日でございます。事前

の相談ということで行ったわけでございます。その後、そのままにしているということ

御承知のとおり、多くの議員さんからパス問題について、また交通対策検討委員会の

中での不便地域の解消、というような問題の中の間題があるわけでございます。今、御

質問の趣旨としては、タクシーパスということでございますが、運輸省が現在全国で一

部試行的に認可しているのが県で4カ所、県の中の 2市2町ということでございます。

その中身としては、正確には乗り合いタクシーというような名称でございます。これは、

もちろん試験的に行っている目的としては、過疎地域であるということを前提とした 3

点の条件があるわけでございます。

一つは、パスによる運行が非常に困難な路線、狭い道であるということが 1点でござ

います。 2点目につきましては、タクシー、その市内、町内、地域内のタクシー業者が

やるということでございます。 3点目としては、運行としては定時的あるいは定路線と

しての認可ということでございます。

私の方も、そういった内容を一応のレベルで、調査をいたしました。その実態を研究し

ながら、したわけでございます。事前の相談として東京都の都内の中で、あるいは運輸

省にそういう話があるかどうか、また現状として市の考え方、こうしヴ実態だというよ

うな訴えをすべき中で、運輸省の方に話を持っていってあります。

しかし、初めての話であるというような新しい、東京都地域内の初めてのケースでご

ざいます。検討の期間を十分欲しいということでございます。ただ私の方も、それを実

現するという目的もありますが、それ以外に現在の、やはり京王の路線のパスの主要道

路への増発、そういったものを含んでの目的もあります。両面から今後実現方に努力し

ていきたし、というふうに思います。以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) では、限られた時間でございますので、ごく簡単に御回答

申し上げたいと思います。

まず日本信販の中でございます。他市、多摩市だろうと存じますけれども、標識等が

ちゃんと出ていると。しかし、団地の中には出てないじゃないか。私の方で、調べたとこ

ろが、出ているところもございますけれども、御指摘の点はよくわかりますので、この
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ではございません。何回か電話等で連絡もとっております。

しかし、実際の問題としては運輸省、関東運輸局としては、現在、日野市内を路線パ

スとして京王に認可しているケースがございます。その中での、一つは市の要望を踏ま

えて、京王に対しての行政指導、これが第一条件としているわけでございます。そうい

う中で、京王を呼んで指導をした上での後ほどの市の方の回答ということで、今の時点

では状況を見守っているというのが実態でございます。以上でございます。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) ただいま答弁がございましたように、道路運送法ですか、こ

ういう道路関係のさまざまな法律で、京王などの大手ノミス路線等が優先権を持つという

ような法律があるわけでございます。しかし、私どもがさまざまな私鉄資本とさまざま

な立場で交渉、話し合いなどを相当やっております。こういう中で、私鉄の経営者の姿

勢というものもいろいろあるんですね。住民に対する認識とか公的公共機関としての認

識とか、そういうのがございます。そういうことで、私は自由競争の時代だし、こうい

う中ではさまざまなことを市としても智恵を働かせていただいて、電話などでの交渉だ

けではなく、陳情を繰り返すとか、そういうことなどをしていただきたい、こういうふ

うに願うわけでございます。

我々住民としてもそうしヴ悠長なことではなく、日野市でもパス不便区域というもの

が明らかになっているわけでございますので、さまざまな住民運動のサイドからもリア

ルなこの市民の気持ち、あるいはお年寄りたちの気持ち、こういうものを、そういう陸

運局等の職員の方にも切実な形で伝えまして、この実現のために努力をしたし、と、こう

いうふうに考えているわけでございます。

そういうことで要望をいたしますけれども、ぜひ積極的に日野市でそうしヴ、何とい

いますか、先例をつくっていただくということを実現をしていただきたし、と思います。

市内循環パス路線については、御承知のように粁余曲折がございましたが、さまざま

な形でこれが実現をされまして、この市内連絡便等初め利用者もどんどんふえてきてい

る。また福祉タクシーについても大変大きな好評を市民から受けているわけでございま

す。そういう意味で、着々と革新市政の私はこのバスの、市内循環ノミスの政策も前進を

してし、く、こういうふうに評価いたしておりますが、今後とも、さらなる発展をお願い

するわけでございます。

それから百草団地の交通量調査でございますが、場所等につきましてはぜひ自治会と

当局で話し合いをしていただいて実現をしていただきたい、このように願います。
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市長からもし御答弁なければ、これでも十分でござし、ますので、以上をもってこの質

問を終わりにしたいと思います。

0言IJ議長(一ノ瀬 隆君) これをもって15の2、タクシーパスなど市内交通対策につ

いて問うの質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(一ノ瀬隆君)

0副議長(一ノ瀬隆君)

御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

休憩前に引き続き会議を開きます。

午後2時31分休憩

午後 3時4分再開

一般質問16の1、健康を損ねた苦い経験から「標準体重維持運動」の展開を提唱の通

告質問者、小山良悟君の質問を許します。

(14番議員登壇〕

014番(小山良悟君) 小説の分野に、分野というか分類というか、に私小説というの

がありますけれども、作者の経験とか心境を書いた小説でありますが、これからの私の

一般質問は、議会版私小説でございます。(I全部洗いざらい言っちゃえJと呼ぶ者あ

り)

この私自身の私小説は、選挙の洗礼を受ける者にとっては、非常にマイナスな話にな

るわけであります。あるいは企業の経営者にとっても決してプラスになる話ではない。

病気であるということを公表するということは非常に勇気の要ることでもあるわけであ

りますが、しかし、議員であるがゆえに、私の苦い経験が多くの市民の皆さんの参考に

なると、ためになるということであるならば、むしろ勇気を持って公表し、市民の皆さ

んに大いに関心を持っていただく、そういうことで今回の一般質問の題材にさせていた

だいたわけであります。

先般、入院した折には皆さんにお見舞し、においでいただきまして、まことに恐縮でご

ざいました。改めて御礼を申し上げたいと思います。また病気のために、議員活動を全

うできなかったことを市民の皆さんにもおわびを申し上け了こいというふうに思います。

さて、私も昭和17年生まれで46歳であります。外見から見ますと健康優良児そのもの

という印象を与えると思います。少なくとも昨年の、 1年前ぐらいまでは私もそういう

心づもりでおったわけで、ありますが、どこから見ても健康そうに見える、そうしヴ私が、
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この健康を損ねてしまった。そのまず理由とし、し、ますか、背景とし、し、ますか、そのこと

から、個人的な話からスタートして恐縮でありますけれども、この話は 1億円や 2億円

の金にかえられない貴重な話ですので、ぜひこの庁内で、この議会で聞いている方、そ

してまた庁内のモニターテレビを見ていらっしゃる方、ぜひ関心を持って聞いていただ

きたいというふうに思います。

私がかかった病気は糖尿病でございます。この議会の中にも、あるいは庁舎の職員の

中にも糖尿病で悩んでいる方もいらっしゃるかもしれませんし、御本人が気づかないで、

ここが一番大事なところなんです。本人は気づかないで糖尿病とか、いろんな成人病が

進行している方も大勢し、らっしゃるんです。私は、まずこの病気になったのは、まず家

系の遺伝といし、ますか、おじがちょうど何年前ですか、 10年ぐらいになりますか、岩手

県の北上の市議会の副議長をやっていたときに、糖尿病がもとで現職で亡くなりました。

そういう家系の遺伝を受けたというふうに、これはもう宿命ですから、これはやむを得

ないというふうに思うわけでありますが、それがまず第 1の理由であります。

その次に「病識あって病識なし」糖尿病だということは前から言われておりました。

お医者さんにも言われてたんですが、痛くもかゆくもない現実の毎日でしたから、気を

つけなけりゃならない、糖尿病というのは怖いんだ、というふうに言われておった。あ

る程度の知識は持っておったわけですけれども、病識あって病識なし、というのは、つ

まり病気の知識は持っていても、今自分が病気なんだ、気をつけなけりゃならないんだ

という意識ですね、その病識がなかったということが、この病気になったという大きな

理由の一つでもあります。

これは皆さんにも実は言えることなんです。今、私のこの話を聞いている皆さんも、

痛く もかゆ くもない人がほとんどだと思うんですけれども、そして病気の怖さ、成人病

の怖さというものは、 いろいろマスコミなり本なり、いろいろ形で知識を吸収して頭の

中では知っていると思う んですけれども、それを自分自身が意識の中に絶えず入って気

をつけるとし、う、そう し、う部分は、残念ながら日々元気で飛び回っていると忘れてしま

う。病識あって病識なしということ、この言葉をひとつき ょうの私の話の中で皆さんひ

とつ頭に入れておいていただきたいというふうに思うわけであります。

それから 3点目は、お医者さんの注意を甘く見ていた。これは先ほどの話と同 じよう

に、お医者さんに注意される。糖尿病というのは合併症が怖いですよ、 目が見えなくな

りますよ、神経痛で苦しみますよ、いろいろな注意を受けていた。しかし、 先ほども申

し上げましたように、そうなると因るな、大変だな、そういうふうになりたくないなと
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は思いつつも、その段階ではよく見えてます。春になれば桜が満開になって、実にいい

景色だな、ゴルフ場に行けば、もう壮大なグリーソがし、っぱい広がって、ああ本当にきょ

うはし、し、天気で、いいメ γパーに恵まれて最高の日だなというふうに、そういうふうに

楽しんでおったわけでありますけれども、そういう状態のときにはお医者さんの注意し

ていたこともついつい忘れてしまって、ゴルフの休憩時間中にビールを、生ビールをお

いしそうなのを飲んでいると、つい自分も 1杯だけ飲もう、そういうふうになってしま

うわけです。そういうふうなことで、お医者さんの注意というものを甘く見ていたとい

いますか、そういうことも結果として反省をしているわけであります。

もちろん、そのお医者さんの、きょう、お忙しい中、市民の健康と命を守る重要な立

場におられる病院長が、私の質問のために御出席いただいて大変恐縮でございますが、

そうしろ先生のいる前で大変恐縮ですけれども、お医者さんの言い方も患者に大きな影

響を与えるということを、これはもう院長先生、ぜひ私の苦い経験から参考にしていた

だきたいんですが、例えば私の自の障害でありますけれども、ある病院での先生は、眼

底にちょっと出血してきましたね、焼いておいた方がし巾、でしょう。こういうふうに言

われる。そうすると、眼底出血というのは余りよくないそうだというのはわかっておっ

たんですが、出血、焼いて、光凝固ですね、しておいた方がし、し、だろうというふうに言

われると、じゃあ光凝固すれば、 ある程度はいいのかなという受けとめ方をするわけで

す。ところが、ある先生のところに行けば、 違う病院で、ある先生のところに行きまし

たら、これはもうかなり進んでいる、大変ですよ、このまま行きましたら、もう 5年も

しないうちに失明してしまいますよ。おどかされました。厳しく 言われたんで、す。その

先生の言葉で私も、これは大変という気持ちになって、初めて真剣になって、これはも

う対処しなくちゃならないというふうになったわけですね。

ですから、治療の方法は先生によ ってそう大差はないと思うんですね。お医者さんの

技術とか、そういうものはそうどこの病院に行ってもそう大差はないと思うんですが、

患者に対するその接し方、 注意の仕方は先生によって大分違うわけです。ですから、そ

れが、以後の患者の心構えに大きな影響を与えるということで、ぜひ市立病院の先生方

にも病気に対する怖さ、そういったものについての患者に対する説明ですね、十分に効

果のあるよ うなひとつ話し方をしていただきたし、というふうに思うわけであります。

さて次に、も う一つ、46年間の人生で、これもやっぱり間違いだったなというふうに

思ったのは、 薬が病気を治 してくれる、お医者さんが病気を治してくれる、こう いう気

持ちがどこ かにあったんですね。そういう気持ちがあるから、ついっし、し、ろんな例えば

-409-



高血圧だとか通風とか心臓病だとか、何かし、ろいろな多少障害が出てくるんだ、肝臓が

ちょっと弱っているんだというふうに言われても、どこかにそういった部分が一一一薬が

治してくれる、お医者さんが治してくれるというふうな部分があって、ついついこれぐ

らいならし巾、だろうというふうに飲んでしまう。これで失敗するということが多いとい

うことですね。そのことも反省の材料だというふうに思います。

現実的な毎日の生活の中で、健康によくないなというふうに思うようなことがあって

も、例えばアルコールなんかもそうですけれども、少しぐらいならし、し、だろう、あるい

は、きょうは、今夜はっき合いだから、もうしょうがない、あしたから飲まないように

しよう、気をつけよう、ということで自分自身に勝てなかったということですね。そう

いうことが、この病状を悪化したということにつながってきたというふうに反省をする

わけであります。

それから、個人差があって個人の立場が違うからですけれども、私の場合に、会社経

営と議員活動の二足のわらじでありますが、会社の経営も非常に厳し¥.，、、議員活動も思

うように任せないというふうな、そういったことのストレスとか過労、こういったもの

も病気の誘因する大きな理由になっておりました。そして、また皆さん同じように、車

社会ということで、車で行動することが多くて運動不足になっている。このことも病気

を招く大きな理由であったということであります。

私が今申し上げたことは、あえてここで言わなくても皆さんが重々承知していること

ばかりを申し上げているわけであります。がしかし、わかっていても、話としてわかっ

ていても、実感として感ずるというのは、やっぱり実際に失敗した者が改めて口で話す

ことによって認識していただけるんじゃなし、かというふうに思ったものですから、わか

り切ったことをあえて申し上げた次第であります。

さて私の現在の、もう少し個人的な話におつき合いをいただきたし、と思うんですが、

障害の状況であります。 1年前、去年の4月ごろから実は私は親しい友人に誘われまし

てゴルフを始めました。これはし、し、スポーツを勧められたな、本当に楽しいですね。い

いスポーツだな、よし、これを、ゴルフをこれからもう生涯の趣味としてやっていこう

というふうに張り切っていた、そのころにはよく目が見えておりまして、視力が1.5、1.

0、そういう視力だったわけで、すO 何ですか、検視表というんですか、表がありますね、

下から 2番目、 3番目ぐらいで、見えてたんで、すね。ととろが、その後、どうも目がかす

むようになってきた。打ったボールがみんなが見えるのに私だけが見えない、というふ

うな異状に気がついてきまして、昨年の11月に目を焼かなきゃいけない、光凝固しなきゃ

ならないというようなことで、光凝固を11、12月で合わせて2，400回打っておるわけで

す。

そうしましたら視力も大分落ちてきたわけですが、いわゆる糖尿性網膜症ということ

で、これには程度がありまして、軽度、中度、重度といし、ますか、そういう中で、重度

の初期の段階だ、というふうに言われたんで、すO もう少し真剣になるのが早かったらね、

ということを医者から言われるわけですけれども、そういう段階になりまして、眼鏡を

外しますと0.1、0.2、一番上とその次ですね、の視力に 1年間の間にあっと言う聞に視

力が落ちてしまった。で、眼鏡をかけますと、今現在、右目が0.5、左目が0.4、眼鏡か

けてです。ですから非常に議場の中も暗いんですね。そこに立っている名札もやっと見

えるぐらい、後ろの方がちょっと見にくいというぐらいの段階ですから、そうし、う状況

だと車の運転も、もうそろそろあきらめなきゃならないかなというふうな状況に追い込

まれてしまった。夜なんか特にもう何というか、前のテールラソプとし、し、ますか、を頼

りに運転する部分がありまして、非常に危険ですし私自身も疲れる。車での行動をあき

らめかきゃならないかなというふうにある日、つい先日でありますけれども、運転しな

がら思った。すると自分の行動のパターソが全然変わってくるわけですね。

そういうふうに思ったときに、本当に不覚の涙を流したというか、今まで元気はつら

つで社会生活をやってきた、議員活動もやってきましたけれども、大きく制約される形

になってくる。まだ46歳働き盛りで、こんな悔しい思いないなというふうな思いが立ち

込めてきて、思わず泣いたわけじゃないけれども、涙が勝手に出てきたとし、う、そうい

う体験をしました。

そこで、そのことはまずひとつ皆さんも、今は順調で健康だという中で、そういうこ

とは大して私の今の話はぴんとこないかもしれませんけれど、みんな、その候補生なん

ですね。そういう事態にならないためにも、今回あえてこういう私自身にとってはマイ

ナスイメージにはなるけれども、しかし、世のため、人のためになることなら勇気を持っ

て皆さんに問し、かけ、話をして参考にしていただく。そのことが、また私自身の失われ

た視力と別に、新しいまた別の力がわいてくるんだという考え方に置きかえて、私は今

回こういうふうに申し上げたわけなんです。

選挙の力は、そういう健康だけが力じゃないとし、ぅ、金ばかりが力じゃないというこ

とにも考えあわせて、自分の気持ちを置きかえる。そうでなければ自分自身が崩れてい

きます。自分自身を崩さないためにも、そういう悟りを開いたとし、いますか、まだ世の

中を達観するには若くて、また若造で、すからまだまだ早いんですけれども、しかし、 貴
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重な苦い経験をしたことから、そういったような人生観を持つようになったということ

であります。

そして障害の中には、末梢神経、糖尿病のこれは特色でありますけれども、末梢神経

をやられまして、 46歳は四十肩というか五十肩、どちらが正確な言し、方かわかりません

が、心情的には四十肩と言いたいわけですが、 50代の方に近いから五十肩というのか、

とにかくそれに悩まされてから手足のしびれとかあるんです。朝、神経痛で目が覚める

ことがしばしばあるんです。前は、ですからよく寝坊もしたんで、すけれど、最近は余り

寝坊ができなくなっちゃった。年を取ったというふうにはまだちょっと早い年齢だと思

うんですが、結局は神経痛に悩まされて、それで自が覚めるとし、ぅ、隠された苦労が実

はしよっているわけなんですけれども、そういう障害の状況になったわけで、あります。

そこで、この病気を克服するために、じゃあどうしたらし、いか、私自身も真剣になり

まして個人的な取り組み方を考えました。まずお医者さんの指示はもう素直に従う。こ

れがまず大事だ、お医者さんのだめだと言うことはすべてやらない。それから、何日置

きに病院に来なさいと言われたときには、これはもう、もう本当に正直な話、議会の公

務があっても末長い議員活動をするためには大自に見ていただいて、とにかく病院に行っ

て検査を受けたり治療を受けたりするということをしようということで、医者の指示に

は忠実に従うということであります。

それから入院したときもそうですが、患者としてできることは、理想体重にとにかく

近づけるということ、体重を減らすということがまず大きな目標でありました。入院し

ている場合には、もういや応なしに食事の量が減りますから、入院の経験がない方はわ

からないと思うんですが、入院の御経験がある方はよくおわかりと思うんですが、日ご

ろのレストラ ソゃなんかの食事とか、自分の家庭の食事に比べて、病院の食事というの

はこれはもう大変質素とし、し、ますか、そういう食事で、それを食べているといや応なし

に体重が減っていき ます。毎朝起きて体重をはかつて何キロになった、何キロになった

とい うのを記帳していたんで、す。それが毎日の日課でしたけれども、理想体重を維持。

で入院しているときはし、し、んですが、問題は退院してからなんですね。その退院して

からの失敗が多いわけで、その繰り返 しをやっているわけですね。だから、それを同じ

そうしみ失敗を繰り返さないためには、まず自分自身がとにかく食事の制限をしな くちゃ

いかんO 常に腹八分自にするんだ、その一つの目安としては、 1食のう ち一つは弁当を

食べる、小さい弁当を。それに 1食。それが 1日3回の食事の一つの目安に しよ う。難

しいカ ロリ一計算を計算機をこうやってカロ リ一計算を しながら食事なんて、 とてもで

きゃ しない。そこまで要求したらできないんですね、現実には。だから自分で、感覚で

覚えるしかない。だから一番いいのは、弁当の量というのが比較的、安全とし、し、ますか、

大体カロリー的に間に合う量ですから、それを目安にしまして、まずそういう量、腹八

分目、そして当然のことながら甘い物とか、それから油物は食べないし、塩辛い物は食

べない、それからアルコールは一滴も飲まないということを徹し切っております。おか

げで、いわゆる血糖値の方は良好な状態、になりまして、非常に体調そのものは、糖尿病

の後遺症一一目の障害とか神経痛には悩まされておりますけれども、体調そのものは非

常によくなってきております。以前よりはむしろ気力も充実してきたということが言え

ると思うので、このままの調子で元気が出てくれば、場合によっては市長選挙に立候補

しょうかというぐらいの元気さを持ってきております。(I大丈夫だJ Iそれを言いた

かったのか」と呼ぶ者あり) (拍手)

それから、これはもうぜひ皆さんにも実施してもらいたいんですけれども、朝は

( I冗談だと思って聞いているな、本気だぞ」と呼ぶ者あり)朝は、まず食事をしまし

てからラジオ体操をやることにしております。体が動かさないからいろいろ五十肩とか、

そういうのになる。ところが、自分で号令をかけて体操をやるったって3日J続けばもう

し巾、方です、だめになっちゃう。そこでテープを買いまして、テープをかけて音楽を流

してやりますと、自然にやっぱり体も乗ってきまして、これが習慣、うまくつけられま

した。私はこれでうまく成功した、意志が弱し、から何かの助けがないと、家庭生活も女

房の助けがないと成り立たないと同じよ うに、選挙も後援者の皆さんの助けがないと成

り立たないと同じように、助けがなくても立派にやっているのは、助役がし、なくても立

派にやっている市長ぐらいなもので、私はそれほど強くないから助けが必要だ、という

ことでテープを、ラジオ体操のテープを買いまして、 それを朝、カセッ トにかけてまず

体操をやる。

それから運動をしなけりゃならない、やせただけで、は体力が落ちてパワーがなくなる。

運動もしなさい。ただし過激な運動はいけませんよ、 ということをお医者さんに言われ

る。そこで朝の散歩、 1時間の散歩を しますが、これも 1人で散歩するというのは、こ

れも意志が弱く てできない。高野部長なんか、お昼時間にジョギソグを l人で一生懸命

こうやっているんですね、毎日ですね。大変見上げた根性とし北、ますか、立派な意志だ

とい うふう に思いますね。高野部長は恐らく病気にならないと思いますけれども、私自

身は、そ ういう点ではちょっと弱い、弱い。したがって愛犬を連れて、犬と一緒に走り

回って 1時間を散歩する、ということで足を鍛えるわけです。足を鍛えるのは健康のも
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う基本だというふうに考えてやっております。そして夜はネオソ街には背を向けてゴル

フ練習場へ行っております。飲食業者の方は、御商売をされている方がこの中にいるか

どうかわかりませんが、私個人は、アルコールを飲まないんだからネオソ街に行っても

しょうがない、ということで自然、と足は夜間のゴルフの練習場の方へ行くようになって

きました。これはもう大変、私にとってはですよ、行って来いの大きな差が出てくるわ

けです。今までは、たばこの煙がもうもうある所で、アルコールを飲んで、夜更かしをし

て、そして、うちへ帰ってくる。そういうのと、練習場へ行って 1時間ぐらい汗を流し

て、そして帰ってくる。その差は行って来いの差は大きいんです。そういうことで標準

体重を維持するために、そういう努力をしているわけです。

それから、月に何回か親しい友達とゴルフのコースに行く。これがもう一番の今の私

にとっては生きがいとし、し、ますか、政治活動が一番の生きがいですけれど、それを支え

る、意欲の源泉となるのがゴルフでありまして、この中にもいつも御一緒させていただ

く方がたくさんおるわけでありますが、本当に気の合った仲間と壮大なグリーソに出て

プレーをするということは、もう精神的にもストレスがなくなる。それからポールの距

離に連られて知らず知らずに歩きます。本当にこれはもう健康にいいんです。決してぜ

いたくなブルジョアのスポーツじゃないというふうにも思いますので、ぜひ皆さんもゴ

ルフをすることをお勧めしたいと思いますけれども、そういうことで、健康維持のため

にそういう努力をしているわけでありまして、そして毎朝決まった日課は、起きてすぐ

体重計に乗っかるんです。そういう毎日の成果が答えがちゃんと出るわけですね。

それで自分の健康状態を、これは素人が自分の健康状態を手軽に把握するには一番手っ

取り早い方法なんですね。やせただけで必ずしもし巾、ということは確かに言えないんで

す。例えば食べ物のバランス、それが崩れててのやせ方もあるわけですから、一概に言

えませんけれども、一応いろんな食べ物のパラ γスを考えて、そしてこういう運動をし

て、そしてその状況を素人が一番判断するには体重計に乗ってみて、体重がオーバーし

てないか、あるいは下過ぎてはし、ないかとしヴ、それが一番し、し、目安になるものですか

ら、そうし、う体重計に乗る習慣を身につけているわけです。

こういうことで努力しているわけですが、先ほど申し上げましたように、私自身が今

まで最初からこうし、う気持ちでやっておれば、今も目がよく見えて元気よく活動できた

わけでありますけれども、残念ながらこの網膜症は、白内障にもなっているわけで、太

陽が非常にまぶしいわけですね。非常に切ない思いをしているんですが、白内障の方は

手術をすれば視力回復するという道があるわけですが、網膜症の場合には、 ーたんそれ

が侵されてきたらもとに戻るということはないんですね、現代の医学技術ではできない

わけでありまして、視力が落ちてきたらもうそれ以上、落ちたままで上がらないとし、う

状況で、先ほど言ったように本当にもう健康のときのことを考えたら、もう悔しくてし

ょうがなし、。それで、そういう思いは皆さんにもさせたくなし、、こんなことで標準体重

維持運動というふうな、ちょっと議会の一般質問になじまないんじゃないかというふう

に思うような題材かもしれませんが、しかし、一人ひとりの健康が、市民のまちの活力

を生むんですね。一番大きな要素だというふうに思うわけですから、大きな意味でとら

えると大変重要な行政としてもテーマだというふうに思うものですから、あえてこうい

う提唱をしたわけであります。

さて、この標準体重維持にこだわって、肥満を、肥満という言葉は余り響きがよくな

いんですが、恐れる理由ですけれども、もしこの議場に、いやこの庁内に肥満の方がし、

たら、ぜひお許しをいただきたいんですが、これは、それは御自分自身で自分が太って

いるか、太ってないかというのは自分自身が感ずることで、肥満だろうが、やせていよ

うが、そんなことは余計なお世話だとおしかりを受けそうですが、しかし、皆さんの健

康を心から願う天の声だということで、ひとつお許しをいただきたいというふうに最初

にお断りを申し上げておきたいと思いますが…

さて肥満になりますと、糖尿病はもうもちろんでありますが、高いコレステロールと

か高血圧から動脈硬化などの心臓病など、特別の病気にかかりやすい。いわゆる病気の

問屋ですね、いろんな病気を抱え込んじゃう病気の問屋になると言われております。私

自身も20代の後半から30代前半にかけては、現在の体重より15キロぐらい多かったんで

す。だから私も実は若かりしころというか、 20代後半から30代前半は、いわゆる肥満体

であったわけです。それから肥満者が病気になりますと、なったで早死にしますし、ま

た病気にならなくても一般の人よりも早く死ぬ傾向があるわけで、お相撲さんの平均寿

命が50代半ばというのも一つのし、し、例ではないかというふうに思うわけであります。

イギリスの、いきなり話が大きくなりますが、イギリス王立医学調査会議社会医学部

会のデータは、イギリス、アメリカ両国の主要保険会社全部の資料を分析しまして、次

のような指摘をしております。いささか抽象的でありますけれども、どの年齢をとって

も肥満者は死亡率が高い。 20代でも30代でも50代でも70代でも、どの年齢をとっても死

亡率が高いということであります。そして30歳以後、その後20年間にわたって危険度は

一層高くなる。こういうことであります。さらに、リスクの度合いは肥満の度合いに比

例している。保険会社ですからこういうとらえ方も真剣にやるわけですが、さらに高血
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圧で、かつ一族の中に心臓病を持つ者の場合は、リスクがさらに高くなる、そして肥満

者が心臓病や腎臓病で死ぬ率は、何と50%高い。また糖尿病にもなっている場合は、そ

のリスクはさらに高くなるということであります。さらにアメリカ上院栄養問題特別委

員会、何か、とってつけたようなデータで恐縮なんですが、根も葉もないデータではご

ざいませんので聞いていただきたいんですが、このデータによりますと、標準体重から

30%以上体重の超過した人は、糖尿病には男子が3.83倍、女子は3.72倍と、約4倍もか

かりやすくなるということであります。

そういうふうな簡単なデータでありますけれども、一端を申し上げましたけれども、

この標準体重維持運動の提唱の動機でありますけれども、せっかく健康な体で、この世

に生を受けながら、適切な健康管理をしなかったために病気になる人が実に多いわけで

あります。私自身も健康管理を怠って健康を損ね、失明の危険に脅かされる身となって

いるわけであります。私も、ある日突然、大出血してといし、ますか、ことで失明するおそ

れも50%あると現在言われているんです。そうし、う状況になっているわけですが、悔い

が残る毎日であります。こんな思いをとにかく皆さんにさせたくない、そして、また長

寿社会と言われてきている今日、寿命が世界ーになりましたけれども、一方で、寝たき

り老人など、介護を要する老人もこれまた世界ーなんですね。福祉の費用や医療費の負

担も増大する一方ということなので、行政としても健康づくりに関する知識の普及等啓

発及び動機づけなどに取り組み、健康に対する市民意識の活性化と高揚を図って、自分

の健康は自分で守るとし、ぅ、市民一人ひとりが自己責任を強く持ち、健康で生き生きと

暮らせる日野市にするために、健康の手軽なバロメーターになる標準体重維持運動を提

唱したわけで、あります。

健康に関する問題をるる申し上げてきましたが、もともと健康な人にはこう いう話は

ぴんと来ない、人事の話だというふうに思いますが、とにかくそういう人も、今健康で

はつらつな方々も、いつ病気するかわからない。そういう人たちを救うためにも行政が

積極的にやって、しかも動機というか、気持ちを持たない人に気持ちを持たせるんです

から少々のことではだめです。もう大げさなくらい、この運動を展開しなければならな

いというふうに思うんです。

私自身は、この標準体重維持運動をどういうふうに展開したらいいのか、深くは考え

ておりませんが、皆きんからのいろいろなお智恵を拝借して、実りのある運動展開にし

ていただければ、この質問を取り上げたかし、があるなというふうに思うわけであります

が、例えば、とにかく市民の皆さんに大きく意識を持ってもらうわけですから、宣言塔

をつくったり、核兵器廃絶・平和都市宣言の横に、そういうこの健康に関する宣言塔あ

るいは庁舎に消費税粉砕という垂れ幕も見たことがありますけれども、あれ以上でかい

垂れ幕をつくっていただくとか、それから広報で連続啓蒙するというか、特集をやって、

健康づくりのための特集とし、し、ますか、そうし、ったものを広報で取り組むとか、あるい

は成人式なんかの記念品に、アルバムとかいろいろ記念品を出しておりますが、体重計

を配るとか、そして成人と同時に、成人病対策に取り組むというか、健康の意識を強く

持って責任ある社会人として活躍してもらうという願いを込めて、体重計を記念品に差

し上げるのもし、し、んじゃないか。そして最終的には各家庭に体重計がどこにもあるとい

うふうにしていければなというふうに思うわけであります。

それからデモγストレーショソも必要ですから、健康づくりフェスティパルでも計画

して大いに意識を高める。あるいは例えばいろいろな行事で、この議員さんの中には梨

畑を経営されている方もありますが、梨狩りサイクリソグとか、そういうふうなもので

も企画するとか、あるいは健康教室、健康づくり講演会、例えば講師なんていうのも、

どこそこの大学の教授なんていうのばかりじゃなくて、私みたいにもう失敗した者、経

験者の体験談、そういうのも大いに参考になるんじゃないか。ぜひ私を講師に呼んでい

ただきたいと思うんですが、そういう講演会も開かれたらどうかなというふうに思うわ

けであります。そして公共施設には、もうどこにでもヘルスメーターが置いてある。い

つでも手軽に、あっ今おれの体重は、私の体重は何キロかなというふうなことが、血圧

計がよく置いてありますけれども、ひとつヘルスメータ一一一体重計ですね、これをぜ

ひ公共施設のところにはどこにもあるというふうに、健康都市宣言をした日野市の面白

躍如というふうな形で、ぜひやっていただきたいとし、うふうに思います。

いろいろ申し上げてきましたけれども、そこで質問をいたします。

病院長に、きょう本当に大変恐縮に思ったんですけれども、お呼びするのはもう恐縮

だなとは思いましたが、しかし、健康の問題はとにかく大きな問題だから、私のような

ったない質問にわざわざおいでいただくのは恐縮と思ったけれども、そういった意味で、

お呼びしたわけでありますが、病院長から、素人の私がし、ろいろ申し上げるのも、一つ

は話としては参考になるかもしれませんが、医者の立場から、太り過ぎとか、やせ過ぎ

の弊害とし、し、ますか、そういったこと。そしてまたこの標準体重維持ということの意義

ですね、医者の立場からひとつ述べていただきたいというふうに思います。

それから市長から、この標準体重運動の提唱ということで一般質問の通告をしたわけ

でありますが、この提唱についてどのように受けとめ考えているかを、市長の方から述
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べていただきたいというふうに思います。

それから、ついでに市長の身長と体重もお聞かせいただきたし、というふうに思います。

じゃあ 2点。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 小山良悟君の質問についての答弁を求めます。病院長。

0病院長(三田盛一君) 病院長の三田でございます。ただし、ま小山議員さんのいろい

ろな私小説というふうに御自分でおっしゃいましたが、大変に実のあるお話でございま

した。大変、私はお世辞を言う必要はございませんが、 日野市の議会の議員の皆さんは、

全くよそでは開けない体験談をお受けになったと思うんです。これは病人の方にこうい

うお話をしてもらいますと、えてして愚痴になります。しかし、今の議員さんのお話は、

私どもも実は、これは学生に聞かせたい、あるいは我々病院の医師にも聞かせたし、くゆら

いの非常に実のあることであるというふうに私は思っております。これはお世辞を申し

ているわけではございません。

それで、まず基本的に申し上げたいのは、人間の死亡率は1∞%だ、ということは私

は前にここでも申し上げたかと患いますが、皆元気でおられるんですが、必ず最後は死

ぬわけです。そういうことがございまして、今の議員さんのお話のように、自分だけは

命は長らえる、自分だけは健康であるとし、う、えてして非常に間違った考え方と申しま

すか、自分だけは、という考えがどうしてもございます。これは、こんなことを申して

いる私自身もそうなんでございまして、自分は人の病気はわかるが、自分の病気はわか

らないと、こういうことがございます。そんなところで、大変に大きな問題を提案をし

ていただいたし、今議員さんのいろいろなお話のことをとやかく言うべき事柄でもなく

て、全く間違っていないわけです。大分専門的に御勉強なさったようでございまして、

糖尿病性の網膜剥離、網膜症という問題もぱっと出てまいりましたが、これはなかなか

普通の方では出てこない言葉でございますので、今のお話は、私は、むしろテープにとっ

てもう一度お聞きいただいた方がし北、んじゃないかとよかように思います。

きて、それで肥満とやせの問題がございますが、一般に肥満、これは今いろいろお言

葉の中に標準体重ということがございまして、標準体重維持運動というふうに言ってお

られますが、その標準体重で自分は肥満だ、あるいは自分はやせているという数式につ

いては、もう議員きんですから十分御存じだと思いますが、あえて申し上げれば、標準

体重あるいはその肥満だ、いや、やせだとし、う定義は、結局、摂取カロリ一、自分でとっ

たカロリーに対して、消費のカロリーが多ければやせに移行しますし、摂取カロリーが

多ければ太ってくる、これはもう極めて自明の理でございます。

それで、それの数式はもう既に御存じだと思うんですが、先ほどから体重計を、とい

う御指摘がございますが、まず自分の体重を調べていただきます。それから100を引く

か、あるいは下2けた掛ける0.9、そして、それをいたしますとそれが標準体重だとい

うふうにお考えいただければし北、わけです。

肥満の場合は、その標準体重のプラス10%前後はまあまあよろしい、標準体重であろ

う。しかし、その10%を超えますと過体重、要するにでぶ、でぶというか太りというか

肥満というか、そこまではいかないけれども、危険信号ですよと、こういうことになり

ます。マイナス10%を超えますと、これはやせの方向に向かっていきます。そしてプラ

ス20%以上、先ほどイギリスのあれでは30%というふうな御指摘がございましたけれど

も、日本の成書では今のところ、一応20%以上というふうに言っておりますが、その場

合には肥満であるというふうに判定をいたします。やせの場合も同様で、マイナス20%

の場合に、これは病的なやせというふうに相なるというふうに御理解いただければよろ

しいわけです。

そういうふうなことで、あとは肥満度あるいはやせ度というものをチェックしていろ

いろな検討をするわけでございますが、そういう数値の問題はさておいて、やはり肥満

という場合でも、スポーツマγは必ずしも肥満ではないですね。体重が10%を超えても

必ずしも肥満だとは言い切れないわけです。筋肉質の方もございますし、そのほか自分

で麗蕩があるような場合は、体重は著しい増加をすることもございますので、その数式

だけで肥満度を判定するわけにはいかないということも、ちょっと例外として考えてお

かなくちゃいけないわけです。

さて、それでその肥満というのは、どんなふうな原因あるいはどんなふうなという分

類をいたしますと、もう単純な肥満ということと、それからいろいろな疾病による肥満、

それから、先ほどから御指摘のような先天的なものによる肥満、三つに分けることがで

きます。この中で我々の医師の分野では、病的な肥満というものをどうしても取り上げ

ることになります。一般的に肥満と言われるのは、俗に言う中年太りというやつなんで

すね。これはもう単純に摂取カロリーと消費カロリーのアンバラソスから起こってくる

ものだと、こんなふうにお考えいただかなければならないわけです。

ここでちょっと話が飛びますが、単純な肥満の場合はよろしいんですが、病的な肥満、

あるいはその反対のやせている場合は、これは病的にスリムであってどうこうというよ

りも、むしろ病気、疾病が原因でやせることがございますので、その辺はむしろ肥満よ

りもやせた方の方が我々は重篤な疾病を考えて注意しなきゃいけないと、こんなふうな
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ことがやせと肥満という問題の医学的な物の見方でございます。

さて、それでじゃあ肥満のときにどんなふうなことが生体、体に起こるかと、こうな

りますと、肥満というのは簡単に言ってしまえば、脂肪組織がふえ、体の中に全体につ

く、こういうことになります。この脂肪組織は体の中の全部の臓器の被膜の下にずっと

蓄積されます。そういうことがありますので、当然心臓の動きも、その周囲の脂肪が増

加しますから、心臓の動きも余計な動きをしなければならなし、。あるいは筋肉と筋肉の

間にも脂肪がたくさんたまりますので、その運動は、普通の脂肪のない方に比べれば運

動量は非常にふえるわけです。それが逆に今度は、エネルギーを使いますので摂取量を

ふやしてしまう、それがまた肥満につながる、こういうふうなことがござし、ます。それ

から、そのほかには腎臓だとか心臓だとか骨格筋、こういう筋肉の筋肉自体がふえると

いうようなことがございまして、これは脂肪以外の問題ですが、ふえることがございま

して体重全体を増加させ、そして体の運動の動きを減らしてしまう。こんなことがござ

います。

そういうふうな肥満のために起こってくる肉体的な変化のほかに、例えば先ほどから

議員さんもおっしゃっておられましたけれども、肥満がありますとイ γシュリ γが増加

します。このイソシュリンが先ほど来の糖尿病と非常に大きな関連のあるホルモγでご

ざいますが、そのイソシュリンが増加する。そのために過食をしなければならない、そ

れがまた体重増加につながると、こんなふうなこともございます。で最終的には糖尿病

に移行すると、こういうととが言える。

ちなみに肥満の方は大変糖尿病になりやすいわけですが、糖尿病の方が必ずしも肥満

であるとは言えないと、かように指摘されておりますので、その辺は十分御注意いただ

きたい。それから血中のコレステロールの値も著しく増加し、たします。そのために動脈

硬化も起こってまいりますでしょうし、コレステロールの血液が胆汁の中に大変たまり

ますので、肥満の方は胆石になりやすい、こんなふうな疾病も起こってまいります。

外見的な問題としては、例えば非常に体重がふえますので骨関節炎を起こしやすい。

先ほどの四十肩あるいは五十肩と、こういうふうにおっしゃっておられましたけれども、

これは体重不過の問題ではございませんが、この四十肩、五十肩というのは肩関節炎、

関節周囲炎といって炎症なんですが、そういう炎症を起こしやすいというようなことも

ございます。それから神経そのものに影響が出て座骨神経痛を起こしやすい、こんなこ

ともまた肥満のために起こってくる問題であろうと思います。血管壁への脂肪の蓄積が

血管性の静脈癒を起こす、あるいは血管の中に血栓をっくりやすい。それから体重がふ

えますので、おなかの壁が抵抗の弱し、ところができてヘルニアを起こしやすいとか、い

ろいろ問題がございます。

なお肥満の場合と高血圧との関連は、残念ながら学問的にははっきり因果関係がまだ

証明されておりませんけれども、肥満の方には血圧の高い方が非常に多いということは

現実の事実であると、こういうふうにお考えいただきたいと思います。

なおもう一つは、太っておりますと、夜分に寝ている間に自然に気道の閉塞を起こし

て酸素の不足と炭酸ガスの増加が起こってきて、そのために睡眠を妨げられる。そのた

めに逆に昼間に眠りやすくなるという過剰軽眠の形が出てまいります。そういうことが

実は酸素の減少あるいは炭酸ガスの増加というのがまたし、ろいろと心臓やその循環系へ

の非常に大きな負荷につながる、あるいは赤血球が濃くなってしまう、あるいは肺性高

血圧を起こす、それから肺性心とし、う非常に怖い、死に直結するような病気になると、

こんなふうなことで、肥満そのものは、確かに一見健康そうで20%以内でしたらよろし

いんですが、それ以上になりますと非常に大きな病的な問題を起こしてまいります。そ

れが先ほど一番最初に申し上けYこように、人間100%の死亡率である、ということにま

たつながっていくということがござし、ます。

そんなところで、肥満ということとやせるということ、それの極端な場合は、人間ほ

どほどにやはりしなければいけませんので、そういうふうに十分お考えいただきたいと

いうことになりますと、先ほどの議員さんからのいろいろな御指摘がありますように、

やはり、まず標準体重を維持するようにするんだと。それには飽食の現在の時代は、な

かなかこれは避けがたいことではございますけれども、みずから戒めない限りは何とも

いたし方ないことでございます。

ちなみに運動に関しましては、例えばエアロピクスですか、最近のああいうエアロピ

クスを30分やりましでも大体120カロリーぐらいしかない。ところが、 30分散歩しまし

てもやっぱり110カロリーぐらいだというようなことがございますので、私は、やはり

運動という問題は非常に大きな問題なんだと、かように考えますが、それも過度に過ぎ

たのでは全然意味がないわけですね。肥満が心臓への負担が多い。そこへもって過度の

運動は、これは大変まずいわけです。そこは、やはり良識ある皆さん方の一応あれに従

わなければならないだろうと、かようには思っております。

それで、しかし、先ほどの議員さんの中で、私は非常に大切なことを言われたことは、

体重の減少を肥満の方がまず第一にやることではあるんですが、それが退院をしたら崩

れてしまうということを御指摘になりました。つまり体重を、下げた体重を維持すると
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いうことが肥満の方に大切なんであって、一挙に下げることはどなたも努力すればでき

るわけですが、それを維持することが大変難しいんだと、そういうことになりますと御

指摘のような、一つの運動として動かなければいけないんではないかな。

それは確かにPRというような問題もございます。それで厚生省でも、たしか58年ぐ

らいから国民健康運動というような問題を取り上げて非常にやっているということが厚

生白書にも記載してございました。それでは、それは国民健康運動づくりというのが何

か53年からですね、失礼しました、 53年からやっていると。その目的の 1は、生涯を通

じての健康管理をいたしましようということですね。このためには健康診査だとか、保

健指導体系の確立ということが挙げられているようでございます。

第2番目には、健康づくり体制の整備ということで、これは健康増進セγターだとか

市町村の保健セγターの整備であるとか、保健婦、栄養士のマンパワーの確保というこ

とが取り上げられているようでございます。

それから第 3番目には、健康づくりの啓発、普及としヴ問題。先ほど議員さんがPR

をやりなさいと言われたけれども、全くそのとおりでございまして、その健康づくりの

啓発、普及ということが大きな第 3番目の柱として取り上げられているようですし、そ

の中には、食生活の改善という問題も PRの中に取り込まなければいけないんではない

か。こんなようなことで、国自体の施策としてもやっているようでございますし、ひる

がえって日野市においても、そのし 2、3いずれもパーフェクトではないにしても、

何らかの形で非常にやっているように私は見受けております。

しかし、いずれにしても最後に議員さんがおっしゃったように、自分の健康は自分で

守る、というこの基本原則は徹底するべき事柄であろうと思っております。そのために

は第 1次に、予防として健康増進、疾病、難病疾病の発生の予防を第 1次の予防として

行うべきであろう。第2次の予防としては、疾病の早期発見、早期治療だと、こういう

ことに相なるわけです。第 3次は、これはもう医療機関での問題になりますが……。

果たして議員さんの御質問に適切にお答えしているかどうかわかりませんけれども、

むしろ私なんかが申し上げるよりも、ただし、まの御質問の中の私小説的なところに全部

網羅されているように私はむしろ思っております。以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 市長の答弁はありますか。市長。

0市長(森田喜美男君) 日常的に行政の領域でも、あるいは個人の健康保持でも、政

治も行政も一人ひとりの市民、国民に、また社会にも民族にも、福祉をいかに広げ、守っ

ていくかということが我々の課題であるというふうに言えると思います。

そして、そのために日常的に行政は市民生活を守る努力をしておる、また個人の健康

保持にいろいろな手段、施策を用いて健康を守る努力をしている。この度合いが行政の

成功であるか、不成功であるかの一つのバロメーターにもなるものだと思います。

個人の健康を守る手段として、今、提唱として伺いました一つの体重の適正な数値を

維持する、ということも一番端的な手段としては大いに結構であるというふうに思いま

す。もう少し領域を広げますと、やはり新鮮な空気を吸い、自然のいし、水を飲み、自然

にかなう生活をする、ということもまた大切な手段だと思うわけでありますので、行政

としてはまたそういうことを広い意味で、狭い意味で、いろんな形で努力を重ねていく

ということになるものだと思っております。

きょうの今のお話を聞いておりまして、病気をなさった方が体験的にみずからの健康

保持について専門家の指導を受け、あるいはまた自分で判断をし、そのことが的確なま

た健康行政、福祉行政に役立つということは申すまでもない貴重なことであると、こう

思って伺っております。

例えば、このたび生活・保健セソターの役割というふうなことを考えます場合に、そ

ういうことを含めて大いに該当できる手段が存在するというふうにも考えるわけであり

ますし、また日野市は病院を経営して、医療的なサイドからも、今の病院長が答えまし

たとおり、積極的な健康を守る手段をとってし、く。先ほど別の場で院長と日帰りのミニ

ドックというようなことをぜひやりましょう、ということを話したところでありまして、

私も個人事を言いますならば、十数年来 1年に 1回は 1晩泊まりドックぐらいで一応の

健康診断を受け、守るべき事項を指示されて、努めてそれに沿うべき努力はしてまいっ

たつもりでおります。

そういうことを、やっぱり市民の皆さんに自発的に実施できるような条件づくりをす

ることが、一人ひとりの健康を守っていただく手段として、個人としてやれる領域とし

て、やはり重要だと思っております。個人として健康をみずから守ろうという努力に、

あわせて地域の行政がその意欲をますますみずからが実行できる、そういう条件づくり

をする。もっと広くは環境問題あるいは食糧問題という分野でも健康の守れるような、

個人個人の努力がそのまま機能できるような、そういう条件づくりは大切だと思うわけ

であります。

先般、健康の一つのバロメーターになります血圧を、血圧測定機を一番身近な所で用

いれるような施策をやれ、というような御提言もいただきました。ぜひそのように保健

セソターの場で、お求めがあればいつでも御相談ができるし、また機器の使用もしてい
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ただける、こうし、うような条件整備をいたしたいというふうに考えておるところです。

私の個人的な体重と、何か身長というふうに言われましたが、百六十二、三セソチ身

長がござし、ますのと、体重は60キロ少々ある。 10%近く今体重がオーバーと言えばオー

ノミーかもしれませんが、もう 10年間のコソスタソトの状況ですから、特に何か無理をす

ることもあるまいというふうな心境でございます。(I市長に関しては何も問題はない

よ」と呼ぶ者あり)いやいや、そんなことはありませんが、御指摘の点を十分行政にも

生かして、そうして意識の、個人個人には健康を守っていただく。

つまり日野市のちょうど市民憲章には「元気に働き、生き生きとして心豊かなまちを

つくりましょう」というのが第 1節でありますし、今、庁舎に掲げております市民憲章

の第2節「手をつなぎ、ともに健康で明るいまちをつくりましょう」ということをます

ます標傍いたしまして、いろんな御指導をいただきながら市民の方々にも大いにPRを

していきたいと、このように考えております。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 病院長にも市長にも御答弁いただきました。ありがとうござい

ました。

ただ、今の市長の答弁になりますけれども、市長の答弁になると、ちょっともう話し

がつまらなくなっちゃうんですね。今までの、いわゆる行政マγとしての枠の中にはまっ

た答弁とし、し、ますか、やっぱり例えば「ともに健康で明るいまちをつくりましょうJと

し、ぅ、あるいはやってますというふうに言っても、これはどれだけ皆さんにですよ、実

感として響くでしょうか、これ。市長としては、そういうことをスローガγでやってま

すという満足感はあるかもしれませんが、それを見る市民とか我々は、さほどそういう

ものとして、ともに健康で明るいとしヴ、何と言いましたっけ。私自身もしっかり覚え

てませんが、明るいまちにしましょう、というんですか、それはスローガγとしてのあ

れはし巾、んだけれども、それが実感として響いてこない。

それから、例えば健康であるためには、例えばきれいな空気でおいしい水を飲んで云々

という話も出ました。そういう話としてはわかるんですけれども、それが、じゃああし

たから空気が清浄で、きれいな水が飲めるんだというふうな状況になるわけじゃないん

ですね。建前とか、そういうふうな部分から、やっぱりどうも超えてないとし巾、ますか、

もう少し単純に、余り利口にならないで、私も単純なとらえ方をしているから、単純な

とらえ方で単純な提言をしているということは、大勢の市民の皆さんに率直にすぐ響い

てくるような話だというふうに私は思うんですよ。

だから、そういう今の市長のいろいろ施策、いろいろやっているというのも、それは

当然のことですけれども、端的にすぐできることをやろうじゃないか。個々の家庭でそ

の標準体重、許容量が、今院長さんの話だと、 20%オーバーぐらいまでは大体許容量だ

ということもわかりましたけれど、すべてその範囲内におさめられるように家族みんな

が、私の場合は、そういう私自身がそういう健康を損ねたから、女房も子供も、うちは

ワソ公まで体重をはかっている状況ですけれども、それがもう、そういう意識を持てば

自然の一日の何ていうか、行動の中に取り込まれるんですね、自然と。

だから、そういう身近に、そういう身内にそういう病気したり、死んだり不幸なこと

があったときに初めて気がつくということが普通一般なわけです。ですが、そういう事

態になってからでは遅いから、そうなる前に、そしていろいろな健康政策はこれから展

開していかなくちゃいけないけれども、まずその前に、水際作戦じゃないけれども、例

えばさっき言ったミニドック、ミニドック行く習慣も大事だと思うんです。しかし、そ

の次にどういう結果が出るかということですね。ミニドックを受けたときに、当然、のこ

とながら何もなかったよという結果が出るためには、その前の水際作戦できちんとおさ

えておかなくちゃいけない。

それは、各家庭でそれぞれがそういう健康というものの意識を強く持って、健康管理

に気をつけるというふうな、全市民の全家庭がそういうふうな気持ちになれば、相当病

気の人を防げる。もちろんそういう各家庭での健康を守るための努力をするのは当然で

すが、そしてまたミニドックなり、あるいはたまに定期的に病院に行って健康診断をし

てもらうということは必要であります。そういうときにし、し、答えか出るように、そして、

それが結果的に医療費の負担の軽減にもなるわけですし、税負担の軽減にもつながって

くる。

一番、考えてみれば、愚かなことを例えば私自身がやったわけです。一番愚かなこと

を私自身がやったんです。医療費を負担をかけ、またあるいは健康保険組合の余計な出

費をさせて迷惑をかけた。これが、この健康保険の赤字にもまた一つふやしたというこ

とになるわけですけれども、だから、みんな、いわゆる税金をどうのこうのとよく言い

ますけれど、だれも税金の負担は軽い方がし、し、わけですし、それも何よりも健康でいら

れるというこの喜びというんですか、それが結果的には後々にミニドックを受けても、

はい、あなたは健康です、何でもないですよ、というふうな結果が得られることはどん

なに幸せなことか。それがもう行政、市民が健康でいるということがもう行政の活力の

原点なんですね、市長。
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まあ率直なところ、市長、残念ながら私のこの提唱に対してそう積極的に、よし、わ

かった、やってみようじゃないか、とし、う意気込みがちょっと感じられないのが残念で

すね。病院長には大変高く評価いただきまして、これで私もストレスもかなり下がって

血糖値も下がるんじゃないかと思うんですが、市長の答弁で若干また上がったような気

がするんですが、 (笑声)私は今茶化して言っているつもりでも何でもない。皆さんに

興味を持たれながら、なおかつやっぱり市長にぜひわかっていただきたい。それが16万

市民の健康と命を守る市長の役割じゃないか。

来年の 4月は市長の改選期です。どなたが市長になるかわかりませんが、だれが市長

になっても、きょうのこの私の提案には真剣にひとつ耳を傾けていただいて、各家庭で、

とにかくみずからが健康を守る。健康に対する意識を強く持つ。それが結局、長寿社会

と言われて日本は世界ーだと先ほども申し上げましたけれど、寝たきりも世界ーだとい

うことを考えますと、森田市長のように元気ではつらつで、それこそ人命を全うすると

きまでぴんぴんしているかもわからない。そうし、う人生を送れれば最高です。私もそう

いう人生を送りたい。しかし、日本は寝たきりになって寿命を延ばしている人もかなり

いるということですね。同じ長生きするにも大きな差があるわけです。寝たきりになっ

た人、恐らく意識のある人は本当につらい、切ない、悔しい思いをしているんじゃない

かという気がするんですね。極端なことを言うと、自分で、死にたくても死ねなし、。そう

いう思いでいるかもしれないんです。だから、そういう人たちを一人で、も少なくするた

めに、行政が真剣になって、行政の原点が何だということを考えて。行政の原点は市民

の健康だ、そこからもう一度スタートして取り組んでいただきたいというふうに思うわ

けであります。

蛇足になって恐縮ですけれども、また若干さっきの話に戻らせて、そして最後に締め

ますが、この成人病というのは長い間の食事の間違いといし、ますか、いうことから起き

る食源病一一ー食べる源ですね、食源病だと言われているわけですが、肥満を招く要因と

いうのは脂肪とか砂糖とかがふえて、繊維不足とし、し、ますか、の欧米型食生活というか、

そういったようなものが指摘されているんですが、先ほど申し上けYこアメリカの上院栄

養問題特別委員会では、食事の改善で、がんは20%、心臓病は25%、糖尿病は50%減ら

せるというふうに報告しているわけですね。このように食生活が私たちの健康に大きな

影響を与えているということでありますので、健康のバロメーターである標準体重を維

持するためには食事の内容がポイントになる。議会で取り上げる順番がちょっと逆になっ

たなというふう に質問しながら思ったんですが、次回は食生活の問題について、市長や

病院長にまた質問して勉強させていただきたいというふうに思います。

病院長が出席されていてちょっとさっきお褒めいただいたんで、このまま黙ってヲ!っ

込めばいいんですけれども、一言だけあえて申し上げておきたいことは、現代の医学は

薬とか手術だとか、そういうふうな医療技術の向上とし巾、ますか、そういったものに目

覚ましい発展、進歩をしてきていると思うんですが、そういう部分の比重が高くて、肝

心の栄養の食事とか、その栄養の問題ですね、についての取り組みがなおざりになって

きたんで、はないかという印象を受けるわけですね。行政で言えば、予防医学という分野

がよく後追い行政なんていう言葉がありますが、今の森田市長の姿勢は、余り、もう最

近余り、大分角がとれたようで余り悪く言いたくないんですけれども、ちょっと予防医

学とし、いますか、ある意味で予防医学以前の市民の健康を守るという、そういう行政の

役割とし、いますか、そういったものが典型的におくれている、後追い行政ですね、後追

い行政の典型的な今、形じゃないかなというふうに思うんですね。

だから日野市だけは、もう他市に先駆けて、各家庭の、各個人の健康をどう守るか、

どうしたらし、いかということを、それこそ積極的に全市挙げて、花火を上げてもいし、。

毎月 1日は健康の日だ、花火どんどんと上げる、あの花火、何だ、運動会か、何だろう

というふうに必ず家庭では話題になる。そういうときに、いや、きょうは健康の日だよ。

そういうぐらいの積極さがあっていいんじゃないか。もうそういう取り組みをやれば、

これはまたもう全市民的な支持を得て、森田市長、 5期日の当選も夢ではないわけです

けれども、きょうの私のこの提案をまあ軽く受けとめるようだと 5期日の当選ができる

かどうかわからないという感じがしますけれども、冗談はさておきまして、重ね重ねの

お願いでありますけれども、私自身のこの苦い体験、普通に議会にも来て、普通に憎ま

れ口も聞いているから何でもないだろうというふうに思われますけれども、やはり心中

はかなり悔しい思いをし、切ない思いをしている毎日ですけれども、しかし、くじけちゃ

いかん。いいことばかりの人生もないし、心の持ち方によっては災い転じて福とまでい

かなくても、物の考え方、人生観も変えることができる。

「人間万事塞翁が馬」というふうな、そんな気持ちでさらにこの試練を乗り越えて皆

さんの期待にこたえるように、私自身も一生懸命市民の健康を守るために頑張っていき

たいと思いますので、森田市長もどうかひとつ元気で、病気したことがないというのは

常々わかっているんですが、先ほど院長が言われました人間の寿命は100%、いつかは

必ず人命を全うするときがあるんですけれども、森田市長もそういった健康の割に、結

構お酒も飲まれるようですけれども、今、標準体重が10キロぐらいオーバーしていると

円。
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0副議長(一ノ瀬隆君)

とに決しました。

一般質問17の 1、豊田駅周辺の交通対策についての通告質問者、夏井明男君の質問を

許します。

御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長するこ

メーター幅の踏切にして、現在に至っているとし、う状況であります。この約20年間の聞

に住宅もふえましたし、交通量も圧倒的にふえております。そういう中で、現在の一方

通行とはし、え、非常に危険な歩行者、また通行する車両にとっても危険な状況があるん

ではないかとし、う認識を持っておりましたので質問をここで取り上げさせていただし、た

次第であります。

具体的に申し上げますと、豊田駅に近い関係がありまして、非常に遮断機の開閉の回

数が非常に多い所であります。豊田駅の構内に車両が八王子方向から入ってきますと、

既にそこで信号機が鳴っておりるとしヴ状況で、非常に忙しい信号機であります。その

中を待たされて急いで両面から 3メーター幅のところを通ってくるという状況で、歩行

者にとりましても非常に危ないなというふうに思うわけであります。私も自動車で日野

二小の方から上がってくることが何回かあるんですが、対面から歩行者またはノミイクを

ヲ|っ張り、また自転車を引っ張って来る人と会うときに、非常にすれ違いが非常に厳し

くて、線路の中に入る前で待っていて、渡り切ってからこちらから入るという状況もあ

ります。

先日の日曜日でしたけれども、約 1時間ほど、 5時から 6時ごろ見ていたわけですが、

その問、自動車、単車も含みますが、約 1時間の間に126台の車両が通行いたしており

ます。自転車、歩行者の方の通行量が166人であります。自動車の126台というのは 1分

間で約2.1台、自転車、歩行者の 1分間に交通する量が2.7人という通行量でありました。

そこで見ていて非常にわかったことですけれども、間断なく電車の通過した後に通って

いくというぐらいの所だということがわかりました。

この黒川踏切を、これからも継続して長期的に使うということが私は土台としてある

というふうに思います。堀之内踏切の方向の道路が整備されたとしても、この問題は、

やはりこれからも残ってくる問題だというふうに考えております。

そこで市の方としまして、この現状の危険とし北、ますか、どのような認識をされてい

るのか、その辺のお話と、やはりこの辺の交通量を考えると、道路幅をやはり最低でも

5メーターぐらい拡幅をしておく必要があるんではないかというふうに、私は調べてみ

て、さらに意をその感を深くしたわけでありますが、市の方ではどのようにお考えになっ

ているか、お尋ねをしたいと思います。

第 2点目は、自転車置き場に身障者の方の優先枠を枠をつくっていただきたいという

ことであります。

これは前にも少し決算委員会でも触れたというふうに記憶しておりますが、大坂上の

いうことですが、標準体重に近づける努力をされて、お酒も少し控え自にされれば、そ

して無理に、さらに 5期目の挑戦などしないで、少し{J¥安らかな、いわば余生を送って

いただけるならば、恐らく 100年はおろか120年、 120歳くらいまでは優に元気で生きら

れる方だというふうに尊敬申し上げておりますので、どうかひとつ健康に対する意欲を

どん欲なまでに持って、行政のかじ取りをしていただきたし、ということをお願いして、

質問を終わります。(拍手)

O富Ij議長(一ノ瀬 隆君) これをもって16の 1、健康を損ねた苦い経験から「標準体

重維持運動Jの展開を提唱の質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたし、と思いますが、 これに御異

議ありませんか。

( I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(一ノ瀬 隆君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後4時22分休憩

午後4時48分再開

0雇Ij議長(一ノ瀬隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

(13番議員登壇〕

013番(夏井明男君)

ただきます。

この件につきましては、本年の第 1回の定例会だと思いますが、ここで質問をさせて

それでは、豊田駅周辺の交通対策ということで質問をさせてい

いただきました。その積み残しということで取り上げさせていただきました。

一つは、非常に前から気になっていることですけれども、東豊田三丁目より東豊田二

丁目にかかわります、いわゆる JR中央線の黒川の踏切の拡幅の件であります。

現場は 3メートル幅ということで車両の一方通行の所であります。前にお聞きしたと

ころ、昭和42年に1.8メーターを 3メーターにした現状で、ある。ですから約20年前に 3
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ある身障者の方から、日野駅の周辺に自分は通勤をしているんだけれども、身障者用の

枠を設けていただけないか、とし、う話が発端でありました。考えてみますと、自動車に

おきましては、身障者用の方の優先枠の駐車場がこの日野の市役所の中にもあるわけで

あります。さらにまた都内でもこのような方の優先枠を設けて実施をしているところも

ございます。例えば都内ですけれども、墨田区等で具体的に私も知っております。

そういうふうな観点から見ますと、私はここで豊田駅周辺というお話をしましたけれ

ども、今、自転車置き場の整備が精力的に進められているわけですが、やはりこういう

ふうな枠があってもよろしいんではないか、というふうに私は考えているわけですが、

この辺どういうふうにお考えになっているか御答弁をいただきたし、というふうに思いま

す。

第3点目でありますが、これは自動車の駐車場対策の問題であります。

私も57年からこの議会に出させていただし、て、年々気がつくわけですけれども、各スー

パーができました。その周辺を見ますと、交差点近くまで夕食時の時間帯等には両側に

自動車が駐車をしている状況があります。また市立病院に来る方だと思いますが、市立

病院の前も御承知のとおり両側に、曜日によって違いますけれども、車がずらっと並ん

でし、る状況であります。また豊田駅の周辺で、もそういうふうな状況が見られます。日野

駅のいなけ・ゃの周辺のあたりでもとまっているという状況であります。むしろだんだん

この駐車場が足りないことによって、自動車の道路におけるアブノーマルなとめ方の問

題が年々深刻になっているというふうに私は理解をしております。

この日野市の基本計画でも、今後の問題として検討していきたいということが少し触

れているわけですけれども、それを将来的にどういうふうにするかということが具体的

に提示をされていないように私は思います。特に大都市一一ー東京が大きな問題になって

いるわけですけれども、駐車場の確保が非常に難しい状況になっております。

そういう中で、都市公園の落川駐車場という構想まで浮かんでまして、この都市公園

の下の、地下に駐車場をつくる、それもつくるのも第 3セクタ一方式あるいは民間に委

託してまで駐車場を建設してやろう、という考え方が出ているわけであります。既にそ

ういうふうな実例も上野の、上野駅のそばですけれども、上野の上野パーキソグセγター

というのが実例として出ているわけであります。

日野市におきましても、この都市公園的なものに地下駐車場というところまでは構想

としては追い込まれていないかもしれませんが、これからの将来のことを考えますと、

公共施設的なものには、やはりこの駐車場的なものを大規模に構想を立てていきません

と、この深刻さをそのまま野放しの状態に置くんではないかというふうに思うわけです

が、この辺どういうふうにお考えになっているのか、具体的にその構想なりあればお尋

ねをしたし、というふうに思います。 1問自については以上です。

0副議長(一ノ瀬 隆君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(永原照雄君) ただいまの議員さんのおっしゃいましたように、東豊田の

三丁目から二丁目の聞を黒川踏切という一方通行の踏切がございます。これにつきまし

ては、今議員さんもおっしゃいましたように、昭和40年当時だったと存じておりますけ

れども、当時、国鉄でございましたが、国鉄の第 3次の長期計画に基づきますところの

輸送緩和の一環といたしまして、東豊田の電車区の新設及び豊田駅付近の改良に当たり

まして、本市にも種々協議のあったところでございます。

その中で、先ほど議員さんもおっしゃいましたように、この踏切は、他の踏切の統合

ということで、幅員1.8メートルのものを現在の 3メートルに拡幅したものでございま

す。今、その後もう20年もたっているという現実をとらえた中におきまして、この人口

の増加、車両もふえていると、しかも幅員としては 3メートル余もない、踏切の付近で

すね。

大体道路を設計する場合、 1車線は大体2.25、高速道等については3.75で、 1車線を

計画いたします。そういう観点から見ましても、このすれ違う、車が入ってきて歩行者

がすれ違うのに非常に危険を感じるということはごもっともかと存じます。そして、な

おかつ実際に日曜日の日にみずから歩行者と通行量の調査をしていただいて非常に恐れ

入っているところでございます。自動車が 1時間に 5時から 6時の間に126台であると、

1分間平均2.1台だと、自転車及び歩行者が166人、これは 1時間。 1分間にして2.7人

であるというような状況の中におきまして、この踏切をこのままにしているのは、やは

り危険であるという判断をいたしております。

今までJRの方と、これについて今まで正式に折衝したことはございませんでしたけ

れども、これを機にいたしまして、この踏切の拡張ということに対しまして JRに対し

て強く要望していきたいというぐあいに考えております。

今おっしゃいましたように、幅員 5メートルということでございますが、その辺の点

は折衝の中でどうなっていくか問題かとは存じますけれども、極力努力をいたしたいと

いうぐあいに考えております。

それから一例といたしまして、日野駅をとらえられまして、駅周辺の駐車場に、自転

車の駐車場でございますけれども、日野駅には市の駐車場は 5カ所、豊田につきまして
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はやはり 5カ所ございます。この所に車いすのための枠を設けよ、ということでござい

ます。

これにつきましては、身障者のために環境のまちづくりということからいきましても

必要なことでございますので、ちょっと計算したわけでございますが、駅が日野には中

央線で2カ所、それから京王線で4カ所、計6カ所ございまして、これに市の自転車の

駐車場が25ございます。約7，000台を収容しているわけでございますけれども、これに

つきましては、まだ余裕があるというところまではいっておりませんけれども、今後や

はり駅の近い、一番近い所に車いすの置けるように確保に努力したいと思っております。

ちょっと申し上げますと、自転車の場合、大体 1台幅が70セγチで、長さ 1メートル

80必要でございます。車いすになりますと、回転もされる必要も生じるかと存じますの

で、幅員がどうしても自転車の倍ぐらい、約倍近く必要になるんじゃないかというぐあ

いに考えております。車いす自体そのものの幅員というのは大体80セγチでございます

けれども、回転をされる必要があるかもしれないというようなことから、そういうこと

の基準等も踏まえながら、ひとつ何台か車いすの枠を設けていくよう努力したい、とい

うぐあいに考えております。以上でございます。

O副議長(一ノ瀬隆君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 第3点目につきましてお答えをいたします。

駐車場の問題でございますけれども、先般、交通対策特別委員会に、豊田、日野、高

幡不動駅、この周辺の駐車場の現状につきまして報告をしたわけなんですが、その資料

で豊田駅周辺の状況を申し上げますと、一例でございますけれども、駅から半径250メー

タ一、この区域内に現在、箇所といたしまして31カ所でございます。台数にいたしまし

て657台という状況でございます。議員さんからも御指摘がありましたように、現在の

商業活動等からいたしますと、非常に不足しているというのが現状でございます。最近、

路上駐車のためのパーキソグメーターもつきましたけれども、そう大きな収容台数では

ないということでございます。

御指摘は地下駐車場、これは地上も含めてのお話になろうかと思いますけれども、そ

ういう一つの提案でございますけれども、構成面につきまして若干御説明申し上げます

と、大きくは建築基準法、それから公園等使う場合には公園法が出てくると、そのほか

には公害それから防災上の法令が関係してくるということでございます。

特に大きな問題は建築基準法でございます。これは地下にいたしましても地上にいた

しましでも、いわゆる駐車場をつくるということになりますと一つの建物になるわけで

ございます。現在の建築基準法からいきますと、第一種の住居専用地域、それから二種

住居地域、こういったものには、いわゆる地下及び地上の駐車場ができないと、いわゆ

る建築物ができないということでございます。ただし書きがございまして、付属施設と

してはできるということでございますので、今問題になっております駐車場は不可能と

いうことになるわけでございます。したがって、今度言いかえますと、近隣商業とか商

業地域等につきましては地下、地上の、いわゆる駐車場のピル施設はで、きるということ

になるわけでございます。

それから、あと公園法でございますけれども、これは公園の管理者の同意を得るとい

うことになりますが、原則として児童公園にはできない、そういうことになっておりま

す。それから、つくる場合には、いわゆる国との、いわゆる占用許可をもらう場合に、

国との協議も若干生まれてくると、そういうことでございます。

それから駐車場等の整備の手法でございますけれども、考え方でございますけれども、

一つは公営あるいは、いわゆる民営の駐車場をつくるということがーっと、あと一つは、

駐車場の需要を発生するような用途の建築、こういったものが生まれた場合には、駐車

場を設置の義務づけをすると、そういうこともあるわけでございます。

いずれにいたしましても、庁内的にも 1謀部でまとまるものでもございません。庁内

的にいろいろチーム等っくりまして、今後の考え方とか、あるいは整備方針を固めてい

かなければいけないというふうに考えております。

今後の将来構想とか整備方針につきましては、いま少し時間をちょうだいしたいとい

うふうに考えております。

0副議長(一ノ瀬隆君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) それでは再質問させていただきます。

黒川踏切につきましては危険度、拡幅の必要性ということを認識していただいている

ようですけれども、具体的な例を一つ落としましたので申し上げますと、例えば御老人

の方が自転車でそこを渡ってくる。対向車が来たときに線路の方に足を踏み入れて自転

車をその 3メーターの踏切の上を通しながら手でヲ!っ張っていくとし、ぅ、そういうこと

もありました。それから、非常に遮断機が開閉があるものですから、皆さん非常に急が

れる、待つ時間もかなりあるものですから、歩く人も自転車に乗ってくる人も車の方も

急し、で渡ろうというふうになりますので一層危険度が増しているように思いますので、

ぜひ、その辺総合的に判断をしていただいて進めていただければありがたいというふう

に思います。
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それから、自転車置き場に身障者用の優先枠ということで、今、車いすの御利用の方

のお話もお話しいただいたわけですが、それと、これは身障者の方でも普通の自転車が

乗れるような方もいらっしゃるわけですけれど、そういう方ももうちょっと広げていた

だし、て、 1カ所に置いても 1台か 2台ぐらいというふうな枠でよろしいんではないかと

いうふうに思うんですが、そういうことも含めて御検討いただければありがたし、という

ふうに思います。

それから 3番目の駐車場の問題なんですけれども、この基本計画の中にも137ページ

のところで、昭和57年には交通事故の発生件数は16叫牛であったと。 61年には377件となっ

て約2.4倍になるというお話であります。この377件という数字は大変な数字だというふ

うに思います。もしも路上駐車が一つの交通事故の一要因となって引き起こされている

ようなケースがあれば、やはりその辺は真剣に取り組まなければいけないんではないか

というふうに思います。交通事故の状況、対応等によって何が一番要因であったのかと

いうことも、ぜひこの377件の中から分析をしていただきたし、というふうに思います。

ここでも基本計画のその中でも、駅周辺の路上駐車問題の抜本的解決策を検討します、

ということであります。今の都市整備部長のお話ですと、少々時聞をいただきたいとい

うことでありますが、ぜひ早ければ早いほどよろしいわけですので、具体的な成果が出

ましたときには、議会の方へ報告をしていただきたいというふうに思います。

最後に、市長に今までの質疑を通じましてお考えがあれば一言御答弁いただきたいと

思います。

OalJ議長(一ノ瀬隆君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 豊田駅周辺の交通対策ということで3点の質問をいただし、て

おります。

黒川踏切の拡幅は、これは南方の区画整理にあわせていずれ必要になってくる課題で

もございますので、当局となるべく早く解決の方策を進めたいと、こう考えます。

それから、障害者に優先できる自転車置き場ということでありますので、今伺います

と、車いすの場合はもちろん、もうすぐにも一番駅に近いところに設ける必要があると

いうふうに感じましたことと、それから自転車であっても、ということもございますよ

うですから、そのルールがうまく守られることを何か、有料の場所ならばそういうこと

も可能なんですが、無料の場所をどうするかなということで、ちょっと考えをまだ結論

が持てないわけでありますが、ぜひ実現をするように、それぞれの駅のもよりの箇所に

考えなければならないと、そのように承ったところです。

一般的に、市内の駐車場の設置ということを都市計画的に考える必要は大いに今後の

車社会のことを考えますと必要だというふうには考えますが、どういう用地のことを考

えるかということで確かに大きな検討を要することだと思います。

将来、地下ということも十分検討すべき課題だと思っておりますので、公園下などは

なるべく使えるようにできないものかと、こんなふうにも思っておりますことと、今後

一層この駅周辺の駐車場ということで考察を詰めていきたいと思います。以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) これをもって17の 1、豊田駅周辺の交通対策についての質

問を終わります。

一般質問17の2、小・中公立学校の当面する課題の通告質問者、夏井明男君の質問を

許します。

013番(夏井明男君) ここで、当面する課題ということで表題を掲げさせていただき

ましたけれども、私は、ここで、述べたいことは移動教室の補助金の問題、 2番目に学校

給食の食器の問題、 3番目に学区編成の問題ということで 3点質問をさせていただきま

す。

そのほかにも当面する課題は多くあるわけですけれども、基本計画にもあります72ペー

ジのところで、施策の方向ということで学校給食の充実、保護者負担の軽減、学校区の

適正化ということで述べられておりますけれども、この問題を中心にして話を進めさせ

ていただきます。

移動教室のあり方につきましては、 59年の第 3固定例会で、大成荘の建てかえ問題と

絡めましてお尋ねをいたしました。そこで私が申し上げましたのは、この移動教室は義

務教育の一環として行われるものである。現在の教育制度のもとでは、義務教育は無償

とする、というふうに定めている。この義務教育の無償制の考え方を、やはり直接には

授業料の、授業料をとらないということですけれども、子弟に機会均等の教育の場を提

供するとし、う精神からすれば、それにかかる費用について、はやはり無償化が現行憲法

の精神に合致しているんではないかとしヴ立場で、この移動教室についても補助の考え

方を導入してはどうかということでお話をさせていただいたわけで、あります。

そのときに私は、現在、父兄の方がどのぐらい負担をしているかということを教育委

員会からいただし、た資料をもとにして若干データを述べさせてもらいました。 58年のデー

タですと、潤徳小学校で 1人当たり、小学校の 5年生ですけれども、 1万2，179円かか

る。一番低いところでは日野第二小学校で7，750円かかる。ほとんどのところがその当

時で 1万円から 1万1，∞0円の負担をしているということをお話ししました。中学校に
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おいては、一番高いところで、三中で 1人、 2万4，356円かかる。二中で 1万8，641円、

大体 2万円台の負担を父兄がしているというお話を申し上げました。

日野市におきましても、小学校の 6年生におきましては、修学旅行と兼ねて移動教室

ということで補助をしているというお話があったわけですけれども、現在、この移動教

室に対して、日野市はどのように具体的に取り組んでいるのか。修学旅行も含めまして

お話をしていただきたい。すなわち個人の負担割はどのぐらいかかっているのか。市の

補助は現在どういうふうに行われているのか、ということをまずお聞きしたいと思いま

す。

第2番目には、他市の状況はどうかということを質問させていただきたし、というふう

に思います。

他市の状況についての中では、特に日野市では林間、臨海については授業が行われて

いないというふうに理解をしておりますので、他市の状況の中で、林間、臨海について

の補助のあり方についてもわかればお知らせをいただきたし、というふうに思います。

次に学校給食の食器の問題であります。

とれは第六小学校で、ことしの 7月の 4日ですが、会費200円ということで父母の給

食試食会、試しに食べるということですが、が12時15分ぐらいから行われたわけであり

ます。私も試食会に参加をしましたけれども、その試食会が終わってから、父母の方が

栄養士さんを囲みまして給食に関してのさまざまな質問会を行いました。その中に話が

ありましたのは、非常においしい、というお話がありまして、きょうのメニューのっく

り方を教えて くださいという質問もありました。

それから一番皆さんの共感を呼んでうなずいて、どうにかならないのかというのが出

ましたのが、 食器がアルマイ トでできているけれども、この辺はどうにかならないんだ

ろうかという質問が二、三のお母さんから質問がありまして、そこにいらっしゃった多

くのお母さん方も深くう なずいておりま して、栄養士さんは、この辺については私ども

としてはどうにもならない問題です、というお話をされておりました。

この問題につきましては、去年、宮沢清子議員からこの食器の問題についての質問を

いたしているわけであります。そのときに、市の方の答弁としましては、将来検討をし

ていきたし、というお話で推移をしているかと思います。

日野市の教育委員会の担当の方も、この問題についてはいろいろ調査をされているよ

うであります。現在使っている食器についてのさまざまな長所、 短所をデー タとして集

められているわけであります。現在使っているこのアルマイ ト製の食器については熱伝

導がよ過ぎて、食器自体がすぐ熱くなってしまうという欠点がある。それから冷たい感

じがすると、食事らしくない感じがすると、こういうことであります。ただ長所の点と

しては、危険が少ないということとか壊れにくいとかいうふうな経済性の問題も挙げて

し、るわけであります。

さらに、このアルマイト製の欠点を、私申し上げますが、スプーン等の扱い、食器等

の扱いが非常に乱暴になって くる傾向があるとい うふうなお話であります。この生徒の

方、さらには保護者の方、調理員の方、栄養士さんに対する反応というものも出ている

わけですが、例えば職員の方からは、ほかのものに変えることはできないだろ うかとい

う声が出ているそうであります。例えばポリプロですとかメラミソ等というふうなお話

もあるようであります。保護者の方から、ほかのものに変えてほし¥，、という希望が強い。

金属製以外のものがないものかというお話でありました。調理員さんの立場からすれば、

作業上、問題のないものであったら変えてほしいということであります。栄養士さんの

立場とすれば、ほかのものに変えたい。例えば陶器であるとか、耐熱性のガラスなどが

よろしいんではないかということであります。

特に、このアルマイト製の食器について欠点があるとすれば、熱が非常に早く伝わり

やすくて、食器がもう熱くなってしまう。温かし、ものを皆さんに差し上げたいというこ

とで盛るわけですけれども、中身が食べやすくなるまでには、周りの方はまだ熱い。そ

の熱さが持てるぐらいになってくると中がも っと温度が下がっているということがある

ようであります。

過日の新聞にも、この食器の問題について新聞に報道されており ましたけれども、そ

の中では市によっては既にこれを導入をしているという市があるそ うであり ます。都内

にも耐熱強化ガラスを使っているところが、 全都ですが、105件あり ます。アルマイト

製の764件から比べればまだまだ 7分の lぐらいの状況ですけれども、実際に導入をさ

れている例があるわけであります。

教育長も、教育次長でしたか、 学校給食も教育の一環として、やはり体系的に把握を

して育て上げていくということが必要ではないかというお話もあるわけですけれども、

この点から見ますと、やはり この食器の問題は重要な観点だろうというふうに思うわけ

であります。

ちなみに私もどう いうものか、 質問をする前に担当の方に食器を取り寄せていただき

まして、ここに持ってまいりましたので御参考までに見ていただきたいと思うんですが、

現在使われているのがアルマイト製の、これは中学校用ですけれども、こういうふうな
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ものなんですね、 3種類あります。小学校の場合はもう少し小さいわけですけれども、

特にアルマイト製を使っている場合に、みそ汁とかそういうのを入れた場合に、熱いも

のですからこういうふうに持てないわけですね。こういうふうな形で持つと。場合によっ

てはこういうふうな持ち方をして食べるわけです。当然、ここには熱くて口がつきませ

んから、どうしても多少犬食いとし、し、ますか、そういうふうな食べ方になってしまうと

いう欠点もあるようです。当然、食べ方も姿勢が悪くなるというふうな欠点も出ている

というふうに聞いております。これは教育委員会の方で、どういう食べ方をしているか

調査をしていただければ、このアルマイト製の食器によって子供たちが持つ姿勢、食べ

る姿勢がどの辺まで影響を与えるかということは具体的にわかると思いますので、ぜひ

その点も調べていただければありがたいというふうに思います。

これは耐熱の磁器なんですけれども、ダイヤセラムというふうな保証っきで強化度は

普通の食器よりも 3倍から 4倍かたいというふうに言われております。これはちょっと

高くて1，100円ですけれども、これは日本軽金属の製品だそうですが、無地ですと7∞円

で、こういうふうに色がついていると890円、こういうことであります。それから、皿

製のものがあるわけですが、何種類か、 3種類か4種類使って組み合わせて食器を食事

に出しているわけですけれども、こういうふうなものもあるわけであります。とれは耐

熱ガラスでできております。これはセラミックでできているわけですね。一つ、これは

ωo円とか750円とか、これは910円でできております。特にアルマイトの方は値段が約

3分の lぐらいで230円ぐらいでできてますので、値段の点からすれば多少高いという

ことと壊れやすいんではないかということがあるそうですが、実際に使っている豊島の

例ですとかに、聞きますと、これをわざと欠くような形にしなければ欠けないというこ

とで、消耗度も思ったより少ないということでできるそうであります。これは見ていた

だし、たとおり、このアルマイト製は新しいので非常に見やすいようなんですが、何遍も

使っていますと、かなり何といし、ますか、試食会に出たお母さん方の話だと、随分粗末

な食器を使っているなという感想が一様に出てきております。

そういうふうな観点からしますと、やはりこういうものを導入しても、学校に通わせ

ていない方、税金を払っている方から見ても、これはぜいたくな話ということには私は

ならないというふうに思うんです。難点とすれば、実際にアルマイト製の食器を使って

調理のシステムができ上がっていますので、全部一遍に導入するということは私は難し

いかと思いますけれども、一つでも二つでも一番子供が熱い食器として使う食器につい

ては、こういう食器の端をこういうふうな持ち方でするような形がないようなものをと

りあえず一つでも導入されたらし北、んではないかというふうに思っております。

この辺を、教育長は現場を預かつておりまして、どの辺までお考えになっているか、

認識をされているか、将来的にはそういうふうな方向にあるんではないかというふうに

思いますが、その辺どういうふうにお考えになるか、その辺をお尋ねをしたいと思いま

す。

それから最後に、今度は学区の編成の問題についてお尋ねをしたいと思います。

この問題は、私も57年に市会議員になりまして何回かこの問題については相談を受け

た問題であります。過日も 9月の 1日ですけれども、長沢教育長への陳情に私も同席し

ましたけれども、七生中学校への通学を願う陳情、ということで行われたわけでありま

す。そこで生徒並びに父母の立場から、この学区の問題をどういうふうにとらえている

のか、どういうふうに重要性として悩んでいるのかということが、陳情を読みますと切々

と出てきておりますので、紹介をさせていただきたいと思います。

陳情の代表者は東豊田一丁目の藤井さんという方であります。女性の方です。一一一日

野市の教育行政につきましては日ごろより御尽力を賜り厚くお礼を申し上げます。とこ

ろで、私どもの子供は、 64年春、日野第二小学校を卒業しますと日野第二中学校へ入学

することになります。ところが以下のような憂慮すべき問題を掲げながら今日に至って

おります。 1、二中への通学は遠い距離にあり、しかもその途中には段丘地帯が 2カ所

ある関係上、 2回急、な坂を上下いたします。また JR中央線を朝夕ラッシュ時になかな

か開かない黒川踏切、堀之内踏切を渡ります。 1、それだけでなく、一番問題なのは、

この地域からの通学路は狭く、暗く、歩道も整備されていない箇所が多いことです。ま

た街灯も少ないです。その上、近く日 2・2・5号線が開通しますと、自動車、バイク

が急速に多く流入してきて、一層危険になってくるところであります。 1、また女子生

徒にとっては、吹上地区からおりてくる道は 3カ所ありますけれども、どの道も人通り

が少なく、暗くて狭い道です。また黒川地区内の通学路についても、途中暗い場所が何

カ所かあります。一例を挙げれば汚水処理場わきの所です。特にクラプ活動で帰りが遅

くなるときの親の心配は大きいのです。特に、私どもの地域から来年二中に通学予定の

女子生徒を持つ家庭は、全員が七生中に行くことを切望していることからも、この親の

心配がいかに大きいかを知っていただけるかと思います。私たちは学校内の事故につい

てもさることながら、毎日通う通学途上の無事故を切望しております。この私どもの地

域からの通学路を歩いていただければ、いかに交通事故対策の上からも、また犯罪防止

の上からも不適当なものであるか、十分知っていただけると思います。 1、そして一方
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では、私どもの家からいつも眺めることができる七生中が近くにあり、しかも同じ地域

内に七生中に通って家庭があることを見ますと、親として子供の立場になってみて、何

とかしてあげたいと思うわけであります。そこでお願いですが、至急に通学路を再調査、

検証していただき、私どもの心配が決して誇張でないことを御理解ください。その上で、

私どもの子供が七生中に通学できるようにしていただきたく、ここにお願いする次第で

あります。一一こういうふうな内容であります。

このような親の切実な陳情が、何回かこの地域から出ているということも私は知って

いるわけであります。そこで教育長より、 59年の11月22日、日野市学区域検討委員会、

教育長からの諮問によって委員会の答申を出しております。その中で、学区の意味とい

うところで、児童・生徒の通学の使や学校規模を配慮、しながら、ということですが、こ

れらの変更に際しては住民の意向を尊重することが大切であると、こういうふうな観点

も踏まえて、この学区の検討をしなければいけないということで、小学校区の検討を答

申が出ているわけであります。現在、この学校区域の検討の必要性ということを次に述

べてまして、早急な学区域制定を余儀なくされ、学区の制定は万全というわけにはし、か

なかった状況にあった。したがって、その後の社会情勢の変化に伴い、いろいろの問題

が生じてまいりました、ということで、この変更の必要性を十分に委員会と して認めて

いるわけであります。

その第 1点として、児童数の鈍化と各学区間の不均衡を挙げているわけであります。

特に児童数の減少が出ているところ、さらには第 1世代から第2世代へと移る傾向で、

逆に児童数がふえているところを認めております。また町名地番の変更等によって、こ

の区域の変更についても必要性を認めております。そのようなところから、児童数の増

加が一応沈静化し、各学校施設に余裕ができたのを機会に、現在ですが、第 1次の学区

域検討を行うことを時宜を得た処置だと考える、というふうに指摘をしているわけであ

ります。

この学区域整備の視点ということから、第 1には適切な通学距離にあるかどうかで、

第2に通学途上の安全確保はどうか。第 3に児童の生活圏や住民の意向はどうかであり

ます。第4が都市構造の将来像。第5が、わかりやすい学区の境界線、というふうな形

で視点の重要性を述べていると思います。それは小学校区についての検討ですが、やは

り中学校区におきましても、この視点は維持をされる重要な視点であろうというふうに

思います。

特に、ここで私は問題にしたいのは、この委員会の答申の中で現行学区域で早く手直

しをしなければいけない地域ということで、第 1Vこ日野第二小学校区域の一部区域を挙

げております。第 2が平山小学校区域の一部区域についてであります。第 3が旭が丘小

学校区域についてであります。

将来、再検討を必要とする区域ということで続くわけですけれども、その一番最後の

ところに中学校区域についての要望があります。将来、中学校区域については、小学校

区域との関連、同一小学校からは同一中学校へ入学の原則を配慮しながら検討すること

が望ましいというふうになっているわけであります。

この学区域の変更は極めて重要な問題であって、今後、これらを十分検討していく余

裕を持って、恒常的に検討していくような委員会の設置が望まれる、というふうな形で

この委員会の答申が結ばれているわけであります。

私は、これは記憶で申し上げますので不正確かもしれませんが、教育長は、この議会

におきましても、さらには委員会におきましても、この学区の変更、学区の問題につい

ては早期に取り組んでいくんだと、その土台としては中学校区もあるけれど、まず小学

校区を手がけて、その次に中学校区にいきたし、んだということで、私は具体的なスケジュー

ルも発表されているように記憶をいたしております。

そういう点を踏まえまして、現在どのような認識をされているのか。どのような手順

で進められていくのか。さらには、この検討委員会の答申をどのように受けとめられて

いるのか。その辺のお考えを受けたいというふうに思います。以上であります。

O~1j議長(一ノ瀬 隆君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。教育長。

0教育長(長沢三郎君) それでは、 3点にわたっての御質問についてお答え申し上げ

ます。

まず第 1点目の移動教室の補助金関係の問題でございますけれど、現在、日野市では、

移動教室あるいは修学旅行というような形で、小学校の 5年生、これは主に三浦半島の

方に 1泊2日の移動教室を行っております。経費としては、 1人平均、各学区ごとに若

干の違いはあるんですけれど、平均 1万3，000円ぐらい、 11'白 2日の移動教室に経費が

かかっております。それから小学校の 6年生、これは日光へ移動教室をやっております。

これは日光の場合は 6年生は 2泊 3日ということで、経費としては 2万1，∞0円、 2万1，

000円平均かかっております。その 2万1，000円のうち、 4，500円というものにつきまし

ては市の方から補助を出しております。

3番目に中学の 2年生、中学の 2年生につきましては、主に琴科方面に移動教室をし

ている。これも 2泊 3日というような形で、経費としては 1人平均 2万6，000円程度の
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経費が中学の 2年生の蒙科の移動教室についてはかかっております。それから中学の 3

年生、これは修学旅行ということで関西方面に、これも 2泊 3日ということで出かけて

いっております。平均して4万6，000円、 4万6，-000円ぐらいの修学旅行の経費がかかっ

ている。このうち9，500円を市の方で補助として出している。内容としては、移動教室

関係につきましては、現在、今申し上げたような状況でございます。

それから 2番目の給食のこの食器関係の問題でございますけれど、今議員さんの方か

らもお話がありましたように、学校給食とし、う問題につきましても、だんだん中学校で

は食堂方式が取り入れられるとか、あるいは小学校でもあいている教室等を使ってラ γ

チルーム形式の給食を始めるとか、なるべく学校給食というものを学校教育の一環とい

う形の中に位置づけながら、できるだけやはり望ましい給食が行われるような手だては

とっております。

ただ、今お話が出ました食器関係の問題で、ございますけれど、確かに学校給食会ある

いは栄養士会等でも、いろいろこの食器の問題等については検討をしております。今の

市で使っておりますのが議員さんが指摘されましたようにアルマイト製品の食器を使っ

ている。これは非常に単価の上では非常に比較的低廉であると、安い経費で購入できる

ということと、壊れにくい、あるいは作業がしやすい、それから収納にそれほど場所を

とらない等いろいろ便利な点もあるものですから、アルマイト製品を使っておりますけ

れど、最近、確かに熱伝導、非常に熱が伝わりやすいということで、先ほど議員さんが

指摘されたように、その犬食いとか、非常に給食という観点から言ったときの姿勢が悪

いというような状態、食器を手に持って食べるということが、熱いものですから、どう

しても口を食器の方へ近づけてし、く、そういうような問題等もありまして、確かに給食

会あたりではその辺の改善というものについて話が出ております。

26市の全市的な状況でございますけれど、アルマイト製品が比較的早くから学校給食

に取り入れられてきたというようなこともございまして、大多数の学校ではこのアルマ

イト製品を使っているんですけれど、最近ではポリプロピレγという、プラスチックの

一種でできておりますポリプロピレγという食器を使って給食をやっている学校も次第

にふえてきております。これは熱の伝導がアルマイトと違いまして、プラスチック製品

なものですから比較的少なし、というようなことも手伝いまして使われていると。それか

ら比較的、重量等も割合とこのアルマイトに近い、そうとにかく作業をしてし、く上で食

器の重さ、そういうものは負担がかからないというようなことゃなんかも手伝って、こ

のプラスチ ック製品の食器を使う学校も徐々にふえてきている。あとはステソレスだと

かメラミソ等を使つての食器が行われているんですけれど、ステンレスの場合には、こ

れはアルマイトと同様に熱の伝導が強いものですから、やはり食器としてはアルマイト

と同じように、手に持って食べるということが非常に持ちにくい。そんなような状況も

ありまして、ポリプロピレンあるし、はメラミ γ等が使われているんですけれど、今問題

として、これらの食器をいろんな角度から取り上げていきますと、先ほど議員さんの方

から指摘されているように、最近では非常に内容的に進んでまいっておりまして、陶器

も非常に強化ガラスとか耐熱ガラスと、いろいろなガラス製品あるいは陶製品、陶器の

製品、そういうものも出始めているんですけれど、重量があるとか、あるいは収納に場

所をとるとかというようなことがありまして、まだ全体的には普及していないというよ

うな状況でございます。

将来的には、この食器の厚さによる保管庫の問題だとか、あるいは食器の安全性の問

題とか、いろいろ検討しておりますけれど、できるだけ子供たちに給食という場を通し

て、やはりなるべくよい学校給食が行われるような内容での食器類の手だて等について

も考えていきたし、と、こう思っております。

それから、 3番目に学区編成の問題でございますけれど、前回の議会の際にも石坂議

員さんの方から非常に強く指摘されまして、学区編成というような問題は、問題を提起

してから 2年、 3年という年月を要する問題であるので、なるべく早く教育委員会とし

て一定の方向を出すべきではないかというような指摘を受けております。確かに、小学

校だけでなくて、中学校の生徒数も非常に減ってきていると、今まで学区域をちょっと

手をつけますと、学校によっては教室数の不足とか施設の面に影響してくるという面も

ありまして、中学校の学区域の問題については手をつけないできていたわけですけれど、

ここへ来て中学校の生徒数が相当な勢いで減少していくという状況で、中学にも余裕教

室が出てきたということで、ぜひこれは小・中一貫した形の中の手直しを早急に検討し

たい。来年度予算にはこの中学校区の検討委員会を含めて、 59年に出されております小

学校の答申とあわせて検討委員会を設置して、小・中一貫した形の中の学区の検討を進

めていきたいと、こんなように考えております。

ただ、との学区域の変更というものにつきましては大変部分的には抵抗もあるわけで

ございまして、いずれにしても、その答申を実施段階に移していく中では、学年進行的

な方向とか、あるいは、ある期間を区切っては、ある年限を区切ってきょうだいが同じ

学校に通うというような問題等も含めながら部分的には、部分的には、場所によっては

自由学区的な方向も取り入れざるを得ないような、そうし、う経過期間を経ながら順次学
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区域の適正規模あるいは適正配置というようなものをまとめていきたし、と、このように

考えております。以上です。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) それでは、再質問をさせていただきます。

移動教室については今お話をいただいたんですが、父母負担の軽減措置ということで

各市のデータがあります。その中では、個々修学旅行に補助を出し、移動教室には出さ

ないというところもありますし、その逆もありますし、さらには林間学校、臨海、林間

学校の方へ補助を出すという制度もあります。

日野市も決してこの補助のあり方については施策的にはおくれて、比較の問題ですが、

おくれているというふうには思いませんけれども、具体的にもう少し把握されていれば

ありがたかったんで、すが、実際にそれだけの負担がかかるというお話が具体的にありま

した。小学校5年生で 1万3，0∞円、 6年生で2万1，∞0円。中学校の場合では 2年生で

2万6，∞0円、 3年生で修学旅行兼ねて4万6，∞0円ということがありました。

この中には私は身仕度代とし、し、ますか、その支度に例えばリュックを買ったり運動靴

を買ったりですね、親の気持ちとしては、やはりほかの子供と同じようなことにしてあ

け7こいというのは親心ですから、やはりその辺の出費も私はしているというふうに思う

んですね。そういうふうなことも踏まえますと、要保護・準要保護の御家庭の方にはそ

の辺の基準を見て対策を立てられているんだということはわかるんですが、やはりこれ

だけではおさまらないということも考えていただきたいというふうに思うわけです。

私は、これは何も福祉のばらまきとか、むだ遣いというふうには考えません。先ほど

も申し上げましたとおり、やはり義務教育の無償制、義務教育、義務としての反面とし

て、やはり無償制ということがわざわざ憲法にまで掲げられているわけですから、やは

り生存権的な権利を強化、拡大していくというのが私は時代の流れにもなっているとい

うふうに思うわけです。ですからこそ、わざわざこの日野市の基本計画の中でも保護者

の負担軽減ということで、保護者の経済的負担を軽減するため、移動教室、修学旅行の

費用及び給食費の一部補助の充実を図ります、というふうに述べているわけですから、

その辺、やはりもう一歩進めていただきたし、というふうに思います。

その辺の基本的な考え方を、これは市長から御答弁いただきたいと思います。

第2問目が、先ほど食器の問題を質問させていただきました。これは私は手順として

は、ランチルームをつくるとか食堂をつくるというよりも、まず先にこちらの方を手順

としてはやらなければいけなかったんではないかなというふうに感じをしております。
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それまでの聞に製品としてでき上がっていなかったというお話もあると思うんですけれ

ども、ちなみに、これは教育委員会の担当の方の試算でありますけれども、このコレー

ルという耐熱ガラスの約750円のお皿ですけれども、これを小・中学校全部に 3食器と

してこういうふうな形でもそうですけれども、一式そろえて全中・小に予算配分した場

合にどのぐらいかかるかとし、し、ますと5，400万ででき上がります。

先ほど教育長の御答弁でポリプロピレンというんですか、ここにありますけれども、

これは220円でここにありますが、これは1，584万でできるというお話であります。ただ、

難点とすれば、今までアルマイト製の食器を使つての給食室の整備体制ができています

ので、そこでどの辺までこれが受け入れることができるかということが、これからの課

題になるかと思いますけれども、私は積極的にこれは取り組んでいただきたいというふ

うに思います。これは、やはり市長の方から最後ですが、御答弁いただきたいと思いま

す。

それで、第3点目ですが、第 3点としまして学区の変更の問題であります。

これは、やはり石坂議員からも強い指摘があったというお話ですけれども、私は、こ

れはもう当然だろうと思います。 59年になる前の57年、 56年ぐらいからこういうふうな

切実な要望が出てきて、 59年に諮問をされて答申を受けている。その問、どういうふう

に進展をしているのか。確かに教育長がおっしゃるとおり、これは大変難しい問題で困

難な問題だと思いますが、やはりこれはこのまま放置をしていくというわけにはいかな

いというふうに思います。

今の教育委員会の姿勢から見れば、私は本腰入れて取り組んでいる熱意を感じませんo

そういう意味で、ぜひこれは、どうせやらなければいけないととなんですから、もうぜ

ひ今おっしゃっていただいたように来年の予算の配分も考えながら進めていきたいとい

うことのお話がありましたので、その辺、希望して、この問題については終えたいと思

し、ます。

前の 2問について、市長より今の質疑を通じまして御見解をいただきたいと思います。

O副議長(一ノ瀬 隆君) 市長の答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問のまず移動教室の補助金のことですが、これまでにも

一定の努力はしてまいったところでありますけれど、義務教育は、これを無償とする、

という大原則のこともあるわけでありますし、移動教室の運用の仕方をなお教育委員会

で内容のあるものにしていただくとともに、父母負担の軽減を一層努力したいと、こう

考えております。
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学校給食の食器のことにつきましては、いろいろ他の市でも課題に、問題になったと
9月13日 火曜日 (第 7日)

いう状況は承知しております。今後、どういう方法が適切であり、教育委員会の方針あ

るいは学校当局の考え方ということを十分承って対応をすべき課題であるというふうに

考えております。以上のとおりです。

0副議長(一ノ瀬隆君) 夏井明男君。

013番(夏井明男君) 以上で終わります。 昭和 63年
日野市議会会議録 (第38号)

0副議長(一ノ瀬隆君) これをもって17の2、小・中公立学校の当面する課題の質 第 3回定例会

聞を終わります。

本日の日程は、すべて終わりました。 9月13日 火曜日 (第 7日)

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。 出 席 議 員 (30名)

本日はこれにて散会いたします。 1番 奥 住 日出男 君 2番 宮 沢 清 子 君

午後6時 3分散会
3番 ~司主「 橋 徹 君 4番 土 方 尚 功 君

5番 山 ロ 達 夫 君 6番 天 野 輝 男 君

7番 干面 島 盛之助 君 8番 福 島 敏 雄 君

9番 中 谷 好 幸 君 10番 俣 昭 光 君

11番 JII 嶋 博 君 12番 ，馬 場 繁 夫 君

13番 夏 井 明 男 君 14番 山 良 '悟 君

15番 ，馬 場 弘 融 君 16番 高 橋 徳、 次 君

17番 鎮 野 行 雄 君 18番 一ノ瀬 隆 君

19番 板 垣 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

21番 中 山 基 昭 君 22番 秦 正 君

23番 黒 )11 重 憲 君 24番 古 賀 俊 昭 君

25番 谷 長 君 26番 市 ) 11 資信 君

27番 石 坂 勝 雄 君 28番 名古屋 史 郎 君

29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 日召 男 君

欠 席 議 員 (なし)
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説明のため会議に出席した者の職氏名 日程第 1から第 3まで

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加藤 郎君

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 山崎 彰 君

市民部長 大貫松雄君 生活環境部長 藤浪竜徳君

清掃部長 坂本金雄君 都市整備部長 前田雅夫君

建設部長 永原照雄君 福祉部長 高野 隆 君

水道部長 橋本栄高君 病院事務長 大崎茂男君

教 =月旨 長 長沢二郎君 教育次長 砂 川 雄 君

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 佐藤智春君 次 長 こと方留春君

書 記 田中正美君 書 記 濃沼哲夫君

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君

書 記 斉藤令吉君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目10の3

立川速記者養成所 所長 関根福次

速記者 保木シゲル君

議事 日 手量

昭和63年 9月13日(火)

午前 10 時開議

日程第 1 一般質問

(請願上程)

日程第 2 請願第 63-20号 義務教育学校の学校事務職員に対する義務教育費

国庫負担制度の維持に関する陳情

日程第 3 請願第 63-21号 「食品安全委員会Jの設置を求める請願

本日の会議に付した事件
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午前10時23分開議

0議長(市川資信君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員24名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問18の1、豊かな高齢者社会をめざしての通告質問者、谷 長一君の質問を許

します。谷長一君。

(25番議員登壇〕

025番(谷長一君) それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。

豊かな高齢者社会をめざして、というタイトルでさせていただきます。また、この日

野市の老人福祉施策の体系について事務局の方で、私の議席のところにお配りいただい

たのを今いただきまして、ありがとうございます。

それから、きょう私も朝、市役所へちょっと早く参りまして健康診断を、胃の検査を

受けてまいりました。本当にこのようなことをしていただし、て、私は心から感謝いたし

ます。そのようなこともあわせて申し上げまして、質問に入らせていただきます。

考えてみますると、日野市の人口、この人口たるものは、一体、非常に多くの内容を

秘めているわけです。何事を考えるにいたしましても、また何事を行うにいたしまして

も、この人口というのは一番の基礎になるのではないか、ということを私は、いつも考

えております。

そこで、日野市の人口、これを見ますると非常に高齢化というふうになっているので

はないか、と考えてみましたけれども、きて、そうではなかった、というところで安心

した次第です。日野市の人口の高齢化は、 21世紀に向けまして急速に、私は進行するの

ではないか、と考えております。日野市の人口の40年後を考えてみますると、 4.5人に

1人ぐらいは65歳以上の高齢者で占められる、という高齢化社会が到来する、というこ

とが予測できるのであります。

このような社会は、人類が、いまだかつて経験したことがない社会でございます。急

速な人口の高齢化は、高齢者の雇用、年金、医療等の分野にだけではなく、すべての面

におきまして大きな影響を与える、ということは必須である、と考えてよろし¥.，、んでは

ないかと思います。

急速な人口の高齢化は、これはいかなる方法をとるにしても私は防ぐということじゃ

なくて助長させなければいけない。これは、一体どのような施策を行うことによって、

ということになると、やはりこの健康行政、それと、まず第ーにその前に平和ではない
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か、ということを考える次第であります。

日野市の人口は、現在、見てみますると、 65歳以上の人口が 「統計ひの」により ます

と1万651人というふうになっております。総人口の6.8%に当たります。そこで、現在

の日本の高齢者人口の比率を見てみますると、この問、発表されたのを見ると11.2%と

いうふうに発表になっております。また、との日野市が 7%を超えるのは、いつか、と

いうことも考えてみますると、瞬く聞に超えてしまうんじゃないか、というふうに考え

られます。

そこで、一体この高齢者社会というのは、どのような社会が高齢者社会か、というこ

とになると一応の基準というのはあるようです。国際的に申し上げますと、 7%を超え

ると高齢者社会というふうに言われるわけです。そうなると、日本はもう 11.2%ですか

ら当然高齢者社会と言えるわけです。

そのような中におきまして、今度は高齢者社会になって一番、特に考えなければなら

ない特徴とでも申しましょうか、そのあたりは、まだまだ我々も経験していないわけで

す。どなたも経験していないと思うんです。戦後の日本というのを見ますると、本当に

まだ昭和20年のときには国勢調査がなされなかったんで、すけれども、その時分は、平均

寿命は50歳ぐらいじゃなかったか、と言われております。それですから、年齢というそ

の言葉は、我々が生活をしてし、く上において、いつも脳裏から離れるものではない、と

言われております。

そのような中におきまして、この高齢者人口というのは、 10%を超しました1985年、

また、その20%になるのは、そうなるといつごろか、ということになりますと、推計で

ございますけれども、 2009年ということになるそうです。わずか24年しかかからないと

いうような、非常に早い速度で高齢化が進行しているわけです。

そこで、日本の高齢化のスピードぐあい、進行のぐあいというのを外国と比較してみ

ると、スエーデγの場合は、日本の24年で、この進行した高齢化というのは24年が85年

かかっているわけですね。またフィソラソドは、その 2倍の48年というふうになってお

ります。それらを見ますると、高齢化のスピードは、今申しました 2倍、 3倍と人類が

いまだかつて経験したことのない早さで高齢化が進んでいる、ということが確認でき る

わけであります。

そこで今度、厚生省は、 62年度の簡易生命表をことし発表しま した。これは、各年齢

層別に、あと何年生きられるか、というととをまとめたものでございます。これは、ゼ

ロ歳から八十幾つまで、 90歳までもあると思うんですけれども、それらを見ますると、

日本の平均寿命は、女性の場合は世界で初めての81.39、男性は75.61、世界最高水準に

あり、今後さらに延びる傾向がある、というようなことが言われます。

そこで、この高齢者の死亡率というのを見てみますると、いわゆる年齢が延びる、と

いうことは死亡率が低下している、その結果、年齢が延びる。その延びる原因というの

は何か、ということになりますと、医療とか、または年金とか、福祉とか、さらには就

業問題等が、延びることによって多くの問題が出てくる。そうなると、社会全般の関係

という中におきまして、高齢化に対する対策というのが、私は必要となってくるのでは

ないか、と考えております。

このように、今の簡易生命表というのを見てもわかるように、高齢者の死亡率が下が

るとともに男女間の格差が広がってきております。こ の広がりぐあいを見ますと5.78歳

ということになっており、その比率は欧米、ヨーロッパの方に比較しても同じぐらいじゃ

ないか、ということが言われております。

先ほどもちょっと、昭和20年の時代の日本の平均寿命に触れましたけれども、一体、

支那事変の始まる前の昭和11年の日本の平均寿命というのを見てみますると、男性は46.

92歳、女性は49.63、女性でさえ50歳には達していなかった、ということがわかるわけ

です。そこで、戦後、昭和22年に国勢調査が行われまして、そのときの人口から比較し

ました年齢別の平均寿命というのからいきますと、男性は50.6歳、これは昭和22年です。

女性は53.96歳、やっと人生50年と言われましたけれども、それまでは人生50年じゃな

くて40年代だったんですよね。その前は、 30年代というふうに言われていたんじゃない

か、と私は考えております。

そのような中におきまして、この平均寿命を国際的に比較してみると、延びのぐあい

は45.78ということでヨーロ ッパやアメリカ並みになったけれども、果たして長寿とい

うことになるとどうなのか、ということも考えてみる必要があるのではないかと思いま

す。

そこで、長寿国、今日本と並ぶ長寿国というのをちょっと拾ってみましたら、 アイス

ランドが男性で75.04、女性が80.38、次がスエーデンで、これは男性が一一先に男性を

申し上げますけれども、 73.97、オランダが78.51、フラソスが72歳、アメリカが、これ

はアメリカの場合は、白人の人口というのは、かなり的確に把握されているそうですけ

れども、黒人の人口というのは、 また年齢というのは確かに把握されていないそうです。

そこで、ここの場合は、一応アメリカの場合は白人ということでいきますと、男性は72.

5歳、こういうふうになっております。
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そこで今度は、一体、女性で80歳を超えているところ、ということになると、日本が

一番ですから、その次が先ほど申しましたアイスラ γ ドの80.38、オラソダの80.07、ス

イスの80、それからフランスの79.5、アメリカの79、このような順になるわけです。そ

れですから、男性も女性も平均寿命は世界一トップというのは間違いない、ということ

が言われるわけです。

そこで、また考えなければならないのは、我が国の、いわゆる「統計ひの」にも出て

おりますけれども、この死亡因というのを見ますると、日野市におきましても、非常に

高率であり、また日本でも死因の一番高い 6割以上を占めているものは何か、というこ

とになりますと、昨日も小山議員が質問いたしたときに病院長がおっしゃっておった死

因というのは、やはり、がんですね。その次に心臓の疾病、それから脳卒中、この三大

死因と言われております。そうなると、いわゆる三大死因、がん、心臓、脳卒中をどの

ように医学的にも、または科学技術の発達の面からも抑えなければならないか、という

ことによって、平均寿命が今度は、さらに延びるということになる、と言われておりま

す。

そうなると、この高齢化ということを頭において考えると、これは、ただ年寄りだけ

が長生きするわけではなくて皆さんが全部長生きするわけですから、高齢化になると親

も子も長生きをする時代ですから、 85歳以上の女性または男性が、今度はまた自分の子

供がそうなると65歳、 70歳になってしまうわけです。そうなると、 65歳以上の方が、こ

れは男女を問わず親の面倒を見なければならない、これが一般化するであろう、という

ことが予測されるわけであります。

そうなると、高齢者が増加すると当然、高齢者は老人ですから、今度はまた、さらに超

老人、または老人が増加するわけですから病気とか寝たきり、または痴呆、その他障害

のある者は、たくさん統計学的に、また対数的に考えてもふえる、ということは、もう

明確に言うことができるわけです。これらの障害のある高齢者の比率ということは、た

だいま申しましたように当然、増加するわけですから医療費の増加を招くと同時に病院と

か家庭においての介護、またはもろもろの負担が多くなる。

そこで社会は、これからの生活を送る上においての、生まれてから老後にわたって、

どのようにしてその長い間を生きがし、のある豊かな高齢者の社会をどなたも目指してい

るわけですから、その目指すという一つの目的を達成するために考えなければならない

のは、当然、老後の保障が高くならなければいけない、というふうになるのではないかと

考えております。

幸い、日野市には老人憲章があります。この精神を生かして施策を繰り広げて事業を

行っているようでありますので、今のところは、差し当たり大きな障害はないであろう

が、しかし活力の充実した高齢者社会、これを来てから築く、じゃなくて、もう今から

やらなければ一一私は今でも遅い、というふうに考えております。そうなると、一体、

我々が年老いて生きがし、を持ってこの老後を豊かに暮らそう、ということになると、当

然、先ほども申しましたように、施策としてこれを確実に推進していかなければならない、

ということになるのではないか、と思うんです。

そこで、私は日野市におきまして、このような事業を現在進めておる、または将来こ

れを行おうとするような事業も、まだたくさんあると思いますので、第 1点といたしま

して、現在、これから、もう予算も取りましたけれども、一番として特別養護老人ホー

ムについてお尋ねをいたします。

次は幾つかありますけれども、一つ一つ順を追って質問をしたいと思いますので、よ

ろしくお願し、いたします。

そこで、老人ホームの施設ということを見ますると、養護老人ホームということにな

そこで、この三大死因というのを解決したならば、一体どのくらい平均寿命が延びる

のであろうか、ということになりますと、男性は約10歳延びるそうです。それですから

今の75歳に10歳を加えれば85歳だ、それで今度は、女性は、ということになりますと、

女性は男性よりもちょっと延びが少なくて 9歳ということになるわけですね。

そういうことなると、この年齢の延びというのを試算して見ますると、やはり何をお

いても医学の進歩ということを図らなければならない、図ることによって男性は85歳、

女性は90歳という時代も夢ではない、というふうになるんではないか。それを考えて見

ますると高齢化社会の到来というのは、さらに今度は現実味を帯びてくる、今のような

甘い行政等では、到底これを乗り切ることができない、ということが言われるわけであ

ります。

そこで、この 9月というのは敬老の月だ、と昨日も市長さんが言われました。 日本の

高齢化というのは、まずとどまるところを知らない、といってもし、し、んじゃないかと思

います。そうなると、ますます高齢化というのは、いかに先行きが、真剣に考えてみた

ら暗くて、また憂哲彦な時代が一一これは、とめようと思ったってその時代は来るんだ、

また来ることによってその間に、いかに幸せをおのおのが得るか、ということが、おの

おのの努力、または行政の努力等によって解決をするような道を、国民の英知を総合し

たところで発揮させていかなければならないのではないか、と私は考えております。
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ると65歳以上の方で身体上、または精神面等の理由で、いつも介護を必要とする、または

うちにおいても介護を受けなければならない、という方が入所するところであります。

このような特養が今度は高幡につくられる、ということでありますけれども、私は、こ

れからは、昨日の福祉事務所長の答弁にもありましたように、特養ホームを五、六カ所

つくるんだ、ということを聞きましたが、しかし、単に特別養護老人ホームだけではな

く、やはり養護老人ホーム、または軽費老人ホーム、それから有料老人ホーム等を併設

をしまして、それで併設をしてやっていくとしヴ方が就労等の関係を考えたり、または

ボラソティア等のことを考えてみまするとし巾、んじゃないか、と考えています。

そこで、一体、軽費老人ホームというのは、どのような老人ホームか、ということを

見ますと、住宅事情等によって家宅の生活が困難なお年寄りの生活の場を提供するんだ、

ということになっているわけです。それですから、日常生活上必要なサービスを提供す

る、ということでA型と B型ということがあるわけですから、身体にそんなに支障のあ

る方じゃないんですね。そうなると、長い間、社会に貢献してくださ ったお年寄りでは

ございますけれども、さらに超高齢化社会になるということになると、それではその年

金制度ももっと拡充され充実されたということになると、特養の世話をしてあげてもい

いんじゃないか、というボラ γティアの精神も当然わいてくる方もいると思うんです。

そして、また有料老人ホームが併設されていれば、これは健康な方ですから、もうす

べて自分の身の回りの仕事というのは、完全にできるわけですから、また同じような考

えを持つ方もいらっしゃるのではないか、このように私は考えております。

このような観点に立って、特別養護老人ホームをつくられるということですから、も

ろもろの面からこれを類推しまして、これからの、どのような、特養だけでし、くのか、

または併設というのも検討しているのか、という点につきましてお伺し巾、たします。

0議長(市川資信君) 谷 長一君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、特別養護老人ホームについての御質問にお答え

したいと思います。

昭和63年 1月 1日現在で、日野市の65歳以上の人口は 1万1，202人になっております

ので、既にこの時点で7.1%ということで高齢化社会に日野市は突入をした、というぐ

あいに理解をしております。現在の計画では、高幡特別養護老人ホームにつきましては

進行中でございますけれども、これにつきましては厚生省社会局から内示があった旨、

東京都の福祉局長から 8月9日付で通知をいただいております。現在、準備を進めてい

るところであります。

御質問の軽費なり、あるいは養護老人ホームとの併設を考えているか、ということで

ございますが、先般、新聞紙上等で報道がございました東京老人ホームの例を申し上げ

ますと、軽費老人ホームと特別養護老人ホームの併設という形で進んでおりますが、日

野市の場合も今後、必ずしも特別養護単独ということではなくて、軽費老人ホームなり

を、あるいは軽費老人ホームをもう少し応用した形の老人アパートのような形のもの、

とかいうようなものとの併設も考えられるのではないか、と思いますが、土地の関係、

敷地の広さの関係等がございますので、なかなか条件を満たすような土地がみつかるか

どうかわかりませんが、そのようなことも十分考えられると思います。

以上でございます。

O議長(市川資信君) 谷長一君。

025番(谷長一君) ただいまの福祉部長の答弁にもありましたように、併設の点に

つきましては、やはりそのようなこともひとつ考えあわせて、やっていただきたい、と

いうことです。

それから特養の件につきましては、ただいま福祉部長が答弁なされた件で、厚生省の

内示が出て 8月9日に通知があった、ということでほっと安心したわけですけれども、

それでいいです。

それじゃ、次の質問に入ります。

いわゆる高齢化してきますと、高齢者向け住宅、または独居、ひとり暮らし老人等も

含めまして、どうしても今申し上げました点につきまして、老人アパートと今おっしゃ

られましたけれども、その関係がまた出てくるわけであります。そのことからいきます

と東京都下におきましても、この26市、高齢者またはひとり暮らし老人等の住宅難とい

うことが聞かれているわけでありますけれども、貸家が新築されても借りようと思ったっ

て70歳以上の方は、または夫婦であっても貸さないというようなところがたくさんある

わけです。

そのようなことを考えてみますると、長い間、社会に貢献してくださった高齢者では

あるけれども、非常におのずからが考えなければならない、ということになると、それ

らに対しまして日野市が、ただし、ま部長がおっしゃった高齢者向けの住宅ということが

出てくるわけであります。

過去の広報等を見ましても、民間活力を利用するということで、市長は土地信託等を

含めての土地を提供する方はないか、というようなことで、広報が出されておりました

けれども、これらを私は積極的に推進するよう強く要望するものであります。
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そこで、高齢者向けの住宅をどのように、ひとり暮らし老人を含めて確保したらし、し、

か、という点について、さらに第 2問としてお伺し北、たします。

それから、その次に 2、3というのを一緒に聞きたいんです。

それから、あと一つは痴呆セ γターの建設ということで、豊かで明るい長寿社会を目

指す日野市は、急増する痴呆性老人の援護をいかにして推進していくか、ということが

重大なる課題である、と私は考えております。家族の病気など等で介護が受けられない

痴呆性老人ほど惨めなことはない、と考えております。

ショートステイサービス等の拡充、または通報等による介護が受けられるデイホーム

の建設、さらには高齢者が、先ほど申し上げましたように超高齢者というこ通りの高齢

者ができるんじゃないか、と思うんです。そうなると非常にこれらの問題は、身近な問

題として考えていかなければならない、ということになるので、やはりこの点につきま

しても、考えもお伺いしておかなければいけない、ということでございますので、 2問

3問についてお答えをお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 一つは、高齢者向けの住宅をどう今後建設するか、という

ことでございますが、現在、日野市では、市営住宅の中に老人枠をっくりま して優先入

居させる、こういうような施策をとっております。現在、向川原市営住宅の建てかえの

際にこれを適用する、ということで進んでおります。

しかしながら、これだけでは不足いたしますので、ケアっきの老人アパートの建設を

現在考えております。これは、今後、土地の確保が民間の方の御協力等で得られた場合

には、できるだけこのようなケアっき老人アパート等の建設をしていきたい。これにつ

いては、一定の福祉的な施策も施しまして、老人が住みやすいように、低所得者の対策

を十分に行うような形で充足できるような住宅政策として展開していきたい、こういう

ぐあいに考えておるところでございます。

二つ目の、痴呆性老人の対応について特段の考えがあるか、ということでございます

が、先ほども御指摘のように超高齢化の進行、こういうことでは、確かに高齢化に伴う

身体的、または精神的な気質の損傷、こういうようなことが非常にいろいろな形で出て

まいりますので、その中では特に精神的な障害が対応としては非常に難しいものだろう、

特に痴呆性老人の対応というのは難しいものだろう、と考えております。

これらにつきましては、現在日野市では八王子の山水圏に特別なベッドの確保をお願

いをしておりますけれども、これか ら仮称高幡特別養護老人ホームもできますことです

し、先ほど御指摘のようにデイホームも実施するわけでございますので、そこでの痴呆

性老人の処遇等についても実験的に実施をすることも必要だろう、と考えております。

また、デイホームだけでは不足だ、ということも考えられますので、痴呆性老人のデ

イホームという、それは毎日、日中、老人を預かつてお世話をするような制度も今後と

も検討する必要が出てくるんじゃないだろうか、こういうように考えております。

東京都では、特別養護老人ホームの中に特別介護棟という形で制度を持っておりまし

て、これに対する補助をする体制jもありますけれども、いろいろと今後、市の施策、あ

るいは東京都の施策を活用しながら痴呆性老人対策も阻害することでなくて、我々とし

ては受け入れる形で何とか老人の幸せが実現するような形で考えていくことが必要だ、

と考えております。

0議長(市川資信君) 谷長一君。

025番(谷長一君) ただいまの部長の答弁で、高齢者住宅ということになると、そ

のケアっき住宅等も考えているんだ、それには民間活力の導入も図るんだ、という考え

が述べられましたので、本当に私は、この件を必ず単なる答弁ではなくて確実に実行し

ていただきたい、とよく検討しましてお願いしておきます。

それから痴呆性の件につきましては、日野市では八王子の山水圏と契約してベッドの

確保がなされている、ということであり、また特養の関係でデイホームを実施する、こ

れは試験的ではあるけれども、今後そのような形で検討する、ということをおっしゃい

ました。

それから、さらにこれらを行うということになると、東京都にはそのような補助対策

という事業もあるようでありますので、やはり、どうこうは申しましても東京都、それ

から日野市が一体となって痴呆性老人対策というのをひとつ施策として、これから十分

怠りのないように進めてし、く、ということが肝要ではないか、と考えております。これ

は、これでもうよろしいです。

それから今度は、 4点の高齢者の在宅サービスということについてお伺し、し、たします。

この高齢者の在宅サービスということになると、これは非常に老人福祉施策という中

においての体系の中において、これは考えてみる、ということが大切ではないか、と考

えております。

一般に、昨日も敬老ということをおっしゃいましたけれども、やはり敬老事業という

ことは非常に大きな事業でありまして、これは昭和40年の 4月 1日から始まっているわ

けです、市のです。それで市の施策において行ってし、るのは、 70歳以上の方に対しまし
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て5，000円、それから、これは都制度として、やはり75歳以上の方ということで5，000円

をお贈りしているわけであります。

これらの点につきましても、 62年度の当初予算におきましては3，500万ですか、これ

が組んであって、これが実施されたわけでありますけれども、このトータルにすると、

これは5，575万円になっておりますよね。そうなると、やはり祝い金制度も日野市は随

分長いんですね。それがやはり当時、新しく決められた事業の実施になってから現在に

至るまでの年月等からいくと、当然これを、やはり5，000円をもっと 1万円なら 1万円

に上げても、私はし、し、んじゃないかと思うわけです。

どうしてかとし、し、ますと、昨日も市長の答弁にもありましたように老人の医療は、前

は無料化だったんで、すよね、無料化だったのが今度は有料になったんだから、そのあた

りをやはり考える必要があるんじゃないか、と考えております。そうなると当然、東京

都が上げなかったならば日野市は、思い切り5，0∞円を 1万円だ、というふうにしても、

これは長い間一一ーたびたび言うようですけれども、社会のために尽くしてくださった方

ですから、私は何ら異議を唱える方は 1人もいないと思うんです。

そのあたりを考えていただいて、 5，∞0円を今度は 1万円なら 1万円にする、という

ふうに祝い金をしても私はし、し、んじゃないか、と思うんです。それらの点を特に強調し

ておかなければならないと思います。これも、やはり高齢者の在宅サービスの一環じゃ

ないか、と思います。

特に居室の増改築資金の貸付とか、住宅貸付、補修相談、さらには都営等におきまし

ても、老人に対しましては都営住宅の優先入居等があるわけです。これは60歳以上の方

で、同居親族の中にだれか当てはまる者がいればし、し、わけですよね。これをちょっと見

てみますると、おおむね60歳以上の人ということになっているわけです。それですから

都営住宅の優先ということになると、やはりこれは身体障害者も含まれるわけですけれ

ども、身体障害者とか精神薄弱者、身体障害者の場合には 1級から 4級、精神薄弱者の

場合は、精神的障害のある人で愛の手帳では 1度から 3度、ということになっているわ

けであります。

そこで市営住宅等も、先ほど部長がおっしゃられましたけれども、今度は向川原住宅

というのに対しては、老人向けをつくっておる、ということでありますけれども、市営

住宅、これは総務部の管財課の関係でありますけれども、当然ではないかと思います。

さらに、高齢者クラブに対する事業の補助ということで、会員 1人に対して130円と

いう形で補助がなされているわけですけれども、やはり、これも高齢者の孤独感を取り

除いて相互の啓発、それから援助等をやる、というような市の施策の結果、ここに生ま

れているわけですから、そのようなことが行われることによって生きている、または生

きがし、をおのずからがエンジョイできる、ということになると思うんです。

さらには樫の木学級とか寿大学もそうですね。それから健康体操教室、そうしたり老

人農園、ゲートボール事業、高齢者の作品展示、それからシルバーパスの交付とかボラ

ソティアセソタ一、それから高齢者事業団に対する補助ですね、また、高齢者の職業相

談、高齢者の雇用促進、それから高齢者の健康管理、これは管理に対しましては、 70歳

以上の方で年額に対して 1万円を支給します、これは敬老金と一緒ということになって

おりますけれども、これは70歳以上ですから 1万円ということになると、これは私は市

と都が一緒かというふうに考えて、本当に70歳以上の方には年額 l万円を支給するのか

どうか、敬老金と一緒に渡す、ということになっておりますけれども、その点について

もちょっとお伺いしたいわけであります。

それから、健康手帳の配付ということについては、これは65歳から70歳未満の方でマ

ル福の対象者というふうになっていますよね。とれは健康課が配付するわけです。それ

から老人医療費の公費負担、これは初診者の場合は800円を払っている、診療日にです

ね。それからまた、診療の月ですね。それから診療費が800円未満のときには、 .8∞円を

払うんだ、というふうになっているわけです。入院や何かのときには、一日について40

0円を払うんだ、 2カ月を限度として一日について300円というふうになっているんです

ね。それから老人保健法の医療費ということで、マル老ということがあります。

それですから、このようなことを考えてみると、当然、私が先ほど申し上げました市の

祝い金というのを5，000円を l万円にしたって、私はちっとも不足はないんじゃないか

と思うんです。それから、先ほど申しました痴呆性老人の短期保護等の事業もあるわけ

です。保護をしなければならない、ということですよね、 65歳以上の方で医師が承認し

た者ということで。そういうことを見ると、先ほど部長が答弁なされた八王子市内の特

養で山水圏、それから立川市内の至誠養護、特別養護老人ホーム、これは多摩市内にあ

る桜ケ丘のホームです。これは自己負担分等も、やはり食費相当分というととで一日1，

830円を負担するということになっておって、生活保護の場合は無料ということになっ

ている Q

それから、これは日野市の事業で、理容とか美容の利用券、これは配付されているわ

けです。さらには、これは、いわゆる70歳以上の方で利用券は 6回ですか、それから美

容券は 2四分と 1回分ということになって、市が直接利用者に郵送する、このような制
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度もあるわけです。これらも、やはり一部不足分を利用者が負担しているようでありま

すけれども、やはりお年寄りにその差額を出させるようなことのないように、私は来年

度の予算措置というのは取っていただきたい、ということをお願いしておきます。

それから、ひとり暮らし老人、またはその世帯等に対しまして老人家庭奉仕員等が派

遣されております。これは、やはり非常にこの話を伺いますと、ホームヘルパーの話を

聞きますと大変だ、やはり食事の世話とか衣類の洗濯、買い物、通院の介助、相談、助

言等を行うわけですから、行ってすぐ帰ってくるわけにもいかず相当ひまがかかって大

変だ、ということがささやかれております。 これは日野市のみではなく他市等において

も同じであります。このようなことを考えてみますると一体このホームヘルパーは、現

在これでどうなのか、ということも考えざるを得ないということになるわけであります。

それから、老人福祉電話とか入浴サービス、入浴料の一一これはひとり暮らし老人で

ありますけれども、助成、それから今度は日野市が始めております老人給食事業、さら

には昨日も部長が答弁されましたおむっとか、日常生活用具の給付とか、いろいろある

わけです。これは寝たきり老人の分としますけれども、やはりお年寄り、または身体に

障害のある方、ということになりますと自治体が、行政が手厚い看護、やはり私は手厚

くてやり過ぎた、ということはないと思うんです。どれほど、これは行ってもこれでい

いということはない、と思うわけでございます。

まだまだ申し上げれば、たくさんあるわけですけれども、そのあたりをよく考慮、して

いただきまして、私は、この高齢者のことを考えてみますると、どうしても今のような

福祉事務所では、当然これらの対策を十分に行うことはできない、と思うことで高齢者

の在宅サービスセソターをつくっていただきたい、ということにつきまして質問をせざ

るを得なくなるわけであります。

以上について、この点だけ質問させていただきます。

0議長(市川資信君) 谷 長一君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 幾つかの御質問がございました。総体の中でのまとめとい

たしましてサービスセンターの新設、あるいは創設ということについての御質問でござ

し、ま LtこO

まず敬老金等の引き上げをやらないか、こうし、う御質問でございますけれども、現在

日野市では70歳以上の方に5，000円、それから健康管理手当を 1万円、さらに東京都の

敬老金を5，000円、 9月の敬老月間の初めのうちにお配りをしております。現在、 2万

円ということでの一一75歳以上の方は 2万円ということになっておりますし、 70歳以上

の方は 1万5，000円、こういう状態でございます。他市と比べまして、決してそう劣つ

てはいないように思っておりますし、今後これをふやすかどうか、というととにつきま

しては財源的な問題等が、かなり問題だろうと思いますし、一定の財源の中で効率的に

老人の福祉が展開するというか、充足できるような形の一定の経済効率的なものを考え

ながら運用を図っていくことも今後の必要なことではないだろうか、こういうぐあいに

考えておりまして、医療費助成等も含めて総体的な制度の検討を現在しているところで

ございます。

その他の幾つかの福祉施策、老人福祉施策を展開する中での現在の組織体制では不足

ではないか、こういうことでございますが、ことしの63年4月には老人福祉課を創設い

たしまして、一応それなりの整備をしておりますし、今後必要な施策の展開にあわせた

充足等も必要になってくると思いますし、老人がますますふえてくる、要求も実現しな

ければならないものがたくさん出てくる、ということの中では、今後ともそういう点で

の組織の強化に努めてまいりたい、というぐあいに考えております。

それから 3点目の、高齢者の在宅サービスセソターをつくるか、ということでござい

ますが、これについては基本計画の中でも触れておりますように、日野市では数カ所の

サービスセγターの設置が必要だ、こういう ぐあいに考えておりますし、このサーピス

センターにつきましては、各種のデイホームサービス、あるいはショートステイサービ

ス、リハビリテーショソ、給食サービス等を行う在宅老人、地域サービスの場として、

サービスセソターとして設置をするものでございまして、特別養護老人ホーム、または

高齢者住宅等の併設等も考えながら市内に設置をしていきたい。今後の長い期間かかる

と思いますけれども、地域全体に、小規模のサービスセγターを地域に活用していただ

けるように設置をしていくことが大切だ、というぐあいに考えております。

0議長(市川資信君) 谷長一君。

025番(谷長一君) あと34分きりなくて、もっと早く、少し簡単に答弁してもらい

たいんですね。

それから次は、 5番のは高齢者の在宅サービスの中に含まれるので飛ばしてもらいま

して、次は結局、日野市に今農園が、市が入園料ということで 1年契約で貸し付けてあ

りますけれども、この高齢者の農園ということになると、行ってみましでも非常にあっ

けないわけですよね。それですから、やはり高齢者農園の中に今後でもし、し、から御婦人

の方を交えて、高齢者農園とひとつ併設をするという形で、していただければ、という

ことでいるわけです。
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いわゆる60歳以上の方だけを対象として、老人農園というのは抽選で今100区画です

か、もっとあるんですか、やっているようですけれども、やはり申し込みも非常に多く

てありますけれども、現地に行ってみますると年を召された方だけなんです。その中に

やはり20歳、 30歳、 40歳の若い御婦人がし、らっしゃれば、さらにそこに花を添えていた

だけるんじゃないか、と思うわけです。やはり、この豊かな高齢者社会をつくる、とい

うことになると、やはりどうしても御婦人の協力をいただかなければ、私はできないん

じゃないかと思うんです。豊かな社会ということを考えると、どうしても真剣に、これ

は私が冗談で言っているわけじゃなくて真剣に申し上げているわけですので、市はその

点につきまして、御婦人と高齢者をミックスした農園ということを、ただいま考えてお

るかどうか、また考えているかどうかじゃなくて、ぜひ、これを実施していただくよう

に一一非常に簡単なことなんですね、これだけは......。

この点につきまして、これは市長に答弁をお願いしたいんです。お願し、し、たします。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 豊かな高齢者社会ということで、いろいろ御質問をいただき、

まずこ今市民農園、消費者農園という言い方をしております。また、老人農園というのは、

市が直接所有している土地を一時提供する、という形で実施をやっております。

このたび、公共事業のための土地を求めております、ということを訴えましたところ、

かなりの数の情報をいただくことができました。その中で一番多いのは消費者農園、つ

まり有国農園として使え、こうしヴ提言がかなり来ておりますので、その中で適当なも

のを適当な地積、あるいは場所を選んで、今御指摘のような家庭の御婦人にも参加して

もらう、こうしみ方法は十分実施できるんではないか、このように思っております。

また婦人団体の方でも、そのような検討もされておりますので、これらをあわせて、

ひとつ実現できるように進めていきたし、と思います。

0議長(市川資信君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) 次は、ひとり暮らし老人の福祉サービスの一環としてホームへ

ルパー制度があるが、先ほど申 しましたけれども、非常に在宅福祉というのは大きな問

題であります。いわゆる福祉の、日野市が出しているのを見ますと、 65歳以上の方で要

観察訪問というのもあるわけです、市がですね。やはり、これからは、より以上に責任

を持って一一今でも責任を持ってやっておりますけれども、それらの点につきまして重

要視をしまして、ホームヘルパーをさらに市はふやすとか、もっと増員する、またはど

うしてもできなかったならばアルバイト等でも雇って福祉の充実を図る、という考えが
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あるかどうか、ということですね。

それから、あと一つは 8点目として、老人相談コーナーは市役所の中にはないんです

よね。これは市長相談等が各分野にわたっての要望とか意見とか苦情等を聞いておりま

すけれども、広報のところへ行っても、または、今度は健康課が向こうへ行っちゃった

関係で、こっちには恐らくそのようなあれはないんじゃないか、と思うんです。

いわゆる老人の一般医療の相談とか一一一生活環境等は生活環境部の生活課においてやっ

ていると思いますけれども、やはり非常に心というのをこれからは大切にしていかなけ

ればならない、ということになると、やはり心があるから、これは精神病や何かになる

わけなんですよね。心がなければ私はないと思いますので、この心というのを大切にす

る、とし、う意味におきましても、この老人相談コーナーというのが市役所のどこかにあっ

たら教えていただきたい、と思うわけです。そしたり、また、やっているところは社協

の相談ですね、これは心の健康相談のほかに、いろいろな相談もやっております。心配

事相談とか高齢者の職業相談というのがあるようです。

特にここで考えなければならないのは、やはり日野市には老人憲章があるわけですか

ら、この老人憲章をどのように基本にこれからの政策を確実に、しかも的確に進めてい

くか、ということを考えてみますると、これは相談コーナーがないというのは、非常に

私は寂しいんじゃないか、と思うんです。あるかどうか、また、なかったら設けるかど

うか等についてお伺し北、たします。

ホームヘルパーと、それからアルバイトの、ひとり暮らし老人の福祉施策の一環とい

うことで、簡単にこの二つについて答えてください。お願いします。

O議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) それでは、まず在宅福祉ということでのホームヘルパー及

びホーム看護等についての御質問でございますが、ホームヘルパーについては、現在ひ

とり暮らし老人を対象にして実施しておりますし、今後、これの必要な方についても枠

を広げて対応できるような形のものも検討していきたいと思います。

また、福祉事業団での有料サービスという形になっておりますけれども、これも大分

活用される方が多くなっておりますので、これをまた有効に活用しながら、組み合わせ

ながら、低所得者との組み合わせをしながらうまく活用していきたい、というぐあいに

考えております。

また、老人相談コーナーについての御質問でございますが、これは、現在日野市の福

祉部の中には設置できておりませんが、これから必要な施策と考えておりますので、ぜ
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ひ何らかの形で設置できるような検討をしておりますし、今後設置していきたい、とい

うぐあいに考えております。

0議長(市川資信君) 谷長一君。

025番(谷長一君) それから、その次は寝たきり老人、それから、これはひとり暮

らしを含むわけですけれども、宮沢議員がちょっと触れましたけれども、緊急通報シス

テムを私は導入していただきたい、ということをお願いするわけです。小俣さんか、宮

沢さんも言ったかな、二人とも言ったと思うんです。

この緊急通報システムというのは、お年寄りが自宅で倒れたときや何かに、胸にぶら

下げてペγダソト式ということになっていて、そのペソダソトから無線が発信されたり、

またはされる、ということと、あと一つは、有線でポタソを押すと、自分でボタンを押

すことによって緊急信号が出される、というような方法なんですね。それが、いわゆる

セソタ一等におきまして、また事務所でもし、し、んです、どこでもし巾、ですから市が責任

を持って、そのような係をつくって24時間体制をして、緊急通報システムを導入すると

いうことになれば、すぐ市の職員とかまたは民生委員、または協力委員等が駆けつけて、

病院の手配とか救急車の手配とかし、うようなことをやることなんで、非常に私は簡単で

はないか、と思うのであります。

そこで東京都では、もう既に武蔵野は 6年前から採用したり、文京区、それから杉並、

豊島、板橋、また近くは府中とか調布、それから小平、東村山ですか、やっているよう

なんです。これらの点につきまして日野市の場合は、やる考えがあるかどうか、導入す

る考えがあるかどうか、お伺いし、たします。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ひとり暮らし老人、並びに寝たきり老人等の緊急通報シス

テムの設置について御質問がございましたが、これにつきましては、既に東京都もいろ

んな実施要綱を新たに設定しておりますし、日野市といたしましても実施する段階に来

ている、というぐあいに考えておりますので、 64年から実施できるように現在検討して

おるところでございます。

0議長(市川資信君) 谷長一君。

025番(谷長一君) それから高齢者を隔離しない地域社会を、私は豊かな高齢者社

会をつくってし、くためには、どうしても必要じゃないか、と考えております。

先ほど申しましたように、高齢化社会に急速に入っちゃっているわけですから、特に

定年者、または高齢者が地域社会で快適に生活をする、ということになると、一つの中
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に、やはり老人ホームとか健康老人センターとか、またはカルチャ一、それから老人の

保健施設などをつくって、お年寄りを、高齢者を町から市民から隔離しないまちづくり

ということを考えなければいけない、というふうに当然思うわけです。

前に、私がアメリカの例を取り上げまして、市の中心部に高齢者の施設が総合的につ

くられているわけです。あれ等を見たときには、実に、やっぱりさすが大国アメリカだ

な、と思いました。いいところは社会主義であろうが自由主義社会であろうが、やっぱ

りまねをしてやってし、く、まねが上手にできれば一一ーやはり、まねもろくすっぽできな

いような人が、どうしてそれをそれ以上のものをっくり出すことができるか、というこ

とを私は明確に言わなきゃいけない、と思うんです。やはり、まねではあっても、いい

ことはぜひまねをして、それをさらにクリアして、大きな豊かな高齢者の社会をつくっ

ていただく、という意味において高齢者を隔離しない地域づくりというのを考えている

かどうか、ということをお伺いいたします。

0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) まさに御指摘のとおりだと思っております。

老人、痴呆性老人を含めまして地域の中で生活できるように、すべて、老人も障害者

も、あるいは一般健常者も地域の中で長く住めるように、また楽しく住めるように、我々

の方といたしましては施策を展開していく必要がある、というぐあいに考えております

し、そのための施策を現在つくっているところでございます。それが現在お手元にお配

りしました、既に 3月議会にお配りをしてございますけれども、高齢化社会の体系化と

いうことで考えております。

これは、施設を中心として在宅福祉サービスをさらに展開する、そして市内で充足で

きるような生活をっくり出す、ということを基本に置きながら、医療、それから就労、

また保健、住宅、福祉等の総合的な施策の展開を結びつけてできるような今後の運用を

していきたい、というぐあいに考えております。

0議長(市川資信君) 谷長一君。

025番(谷長一君) そこで、ただし、ま質問いたしました一つの、市長さんもよく耳

をそばだててお聞きになっていたと思いますので、まとめとして市長に豊かな高齢者社

会をつくるための、どのような考えを持っているか、ごく簡単でよろしいですからお伺

し、し、たします。

0議長(市川|資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 幅広い高齢化社会に対するいろいろな対応、行政施策につい
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て、それぞれ御指摘をいただいております。

高齢化社会というのは、とかく考えようによりますと暗いイメ ージが伴う、というこ

とではあってはならない、と思うわけであります。明るい展望の中で高齢化時代を迎え

る、そのためには御指摘のとおりの豊かさ、という人間の気持ちの発想が大切だと思い

ます。もちろん、物質的な豊かさも伴わなければなりませんが、精神的に人に思いやり

のできる、そういう幅広い人間的な、人間性の能力、こういうことが非常に大切だ、と

いうふうに思うわけであります。

そして、施設のこともそうでありますが、地域社会がゆったりと支えられる、そうい

う地域社会としての能力が、また重要であります。非生産性であって、そして消費や要

福祉、福祉を求める階層だ、という発想では全く成り立たない、また、そうであっては

いけないわけでありまして、高齢化社会を十分支えられる、そういう基盤づくりが一つ

の地域社会、あるいは人聞社会の本質だ、というふうに考えたいと思っております。

そういう観点に立ちまして、御指摘のとおり、いろいろな施策の展開と、それから市

民的な理解によって大きく支えてし、く、こういうふうに考えたし、と思います。

0議長(市川資信君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) 確かに、この福祉ということにつきましては大変なことである

と思うんです。やはり福祉なくしては豊かな高齢化社会ということはあり得ないわけで

あります。

そのあたりから、やはり、お考えいただし、て、参考ではございますけれども、世界ー

と言われるスエーデソの社会福祉ということを考えてみると非常に素晴らしい、と私は

考えております。昨日、市民部長が答弁なさっていたのを聞いておりましたら、やはり

国民年金等におきましては、 62万円ですか、最高が。その後、やはり無拠出と一部拠出

ということで、やはりお万、 32万ということであります。それから身体障害者の場合に

はちょっと多くて、 72万ぐらいでしたか、そんな程度ですね。

そういうことを考えてみると、やはり、もっともっとこれらを充実して、大きくして

いかなければいけない、というのは我々の任務でもあるのではないか、と考えておりま

す。また、厚生年金等においても非常にまだ安いわけですよね。日本で一番厚生年金と

いうのが高い、というのは山種証券で、 40年勤務をして部長になった人を例にとって、

その人が 1年に530万というのが日本で最高なんですね。そのあたりを頭において次の

ことをお考えいただければ、それで結構です。

スエーデソの社会福祉は、先ほども申しましたように、やはり素晴らしい。老齢年金

は平均、単身者で年113万円であります。夫婦で約180万円、これに、間違えてはし、けな

いと思うんです。聞き違えないでください。 2部屋でキッチγ、 トイレ、シャワーっき

のアパートが保障されているわけであります。日本の水準を非常に多く私は上回ってい

る、ということになるのではないか、と考えております。

定年前に高給を取っていた人の中には、付加価値年金が多いとか何とか、と言うけれ

ども、そういうものではない。やはり夫婦で、年400万円の例にもなる、というふうに

私は、この場合から行くとスエーデンはなってしまうんじゃないか、と思うんですよ。

そうなると一体、日本では400万円の年金をもらっている人が幾人いるか、ということ

になると非常に少なくなる、ということが言えるのではないかと思います。

さらには、この料金によっては収入は違いますけれども、スエーデソの場合は、最も

少ない人は食事とかマッサージとかの経費を除いたって、月280万円ぐらし、は一一共用

ということで施設や何かを計算するとなるわけです。私は、大きく目を見張る必要があ

るのではないかと思うわけです。それらを考えますと、スエーデソの老人福祉は量的に

は、ほぼ私の考えだと完壁に近いと思いますけれども、やはりそのような完壁な中にお

きまして、いわゆる病気とかを減らす、またはボケを減らす、そしたり老人を今度は隔

離しない、一般社会の中で暮らすようにという努力を今しているわけです。

これらの点は、やはり非常に大きくクローズアップされているけれども、なかなか進

歩しない、発展しない、特に一般社会の中において暮らすようにするということが大変

だ、というふうに言われております。そのようなことを考えてみると、日本人が考えれ

ば、なんだ、老人福祉は手厚過ぎるんじゃなし、か、ということを考える人がし、らっしゃ

ると思いますけれども、私は、老人福祉に対しては手厚すぎるということは、どこにも

ない、そのような批判は許してはいけない、と思っております。

やはり福祉は十分ほど、いいことであります。問題は、その費用をどうして賄うか、

先ほど部長がおっしゃられたように、財政面ということをおっしゃし、ました。確かにそ

のとおりであります。しかし、それらの問題をどのようにしてクリアしていくか、とい

うことが私は大切ではないか、と思うわけでございます。

それらのことをやはり考えまして、他の福祉等も、これは市町村が第一義的な責任を

負って、この地方自治、または、何回も申しますけれども、福祉の増進を考えてし、く、

ということがスエーデソの例からいきましても、日本では言えるんじゃないか、と考え

ております。

そうなると、やはり税制改革の面からいくと、今、政府では税制改革ということを強
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力に押し進めていますけれども、一般の方ですね、スエーデソなんかの場合は最高制限

税率というのも含めますと、地方税は30%前後でありますけれども、所得税等を含めま

すと最高が75%なんです。普通の我々労働者であっても、やはりどのような方でも40%

も取られちゃうわけです。課長さんとか部長さんになれば、もう50%以上、間違いない

ですよね。

しかし、やがては人間というのは、一つから一一一病院長が言ったように生きている問、

必ず傷病老死、煩悶苦悩、四苦と八苦というのは必ずあるわけす。それをどのようにし

て克服していくか、ということが私は大切だと思うんです。私も病気の予備軍であり、

または死というのは100%ですから、私は病院長が言っているのをきのう聞いていたん

ですよね。なるほど、そうだよな、とそう思いました。

そのような観点に立って考えてみますると、どうしても福祉というのは税制改革を行

う必要はあるけれども、やはりその中において必要である面は福祉だな、ということを

つくづく感じさせていただきました。

以上で、豊かな高齢者社会をつくる質問を終わります。

0議長(市川資信君) これをもって18の1、豊かな高齢者社会をめざしての質問を終

わります。

一般質問18の2、オリエγ ト時計周辺と宮地域道路の整備について問うの通告質問者、

谷長一君の質問を許します。谷長一君。

ということになるわけです。この道路というのは川崎街道、オリエントと郵便局本局か

ら万願寺の区画整理に至るまでの約480メートルぐらいの距離じゃないかと思うんです。

その聞の整備等をどのようにして行うか、通告してありますので、時間もあと 7分と

いうことでありますので、建設部長に通告に従って答弁をしていただきたい、というこ

とをお願し北、たします。

0議長(市川資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 今、時間の関係もございますので、必要にして十分な答弁

025番(谷長一君)

ます。

この件につきましては、オリエγ ト周辺の道路の整備ということで、昭和58年だと思

うんですけれども、小俣議員とその周辺の道路を整備して、冠水とか溢水という箇所が

オリエγ ト時計周辺と宮地域道路の整備についてお伺し、し、たし

ができるかどうか問題でございますけれども、オリエγ ト時計の道路のところの整備、

東側でございますが、これにつきましては、今、議員さんもおっしゃいましたようにオ

リエγ ト会社の方で擁壁も完了いたしております。

4月施行すべき道路、水路の整備ということになるわけでございますが、延長約270

メートルございます。当初、 260メートルのうちの180メートルというものを本年度で、

と考えておりましたけれども、できることならば全部をやっていきたいな、というぐあ

いに現在調整中でございます。

それから宮の方に通じる南側の道路でございます。これにつきましては、非常に区画

整理の中にも入っておりませんので非常に重要な道路になってくるかと思っております。

水路につきましでも上流部で溢水をいたしている、というようなところでございます。

ですので、この道路と水路を同時に改修していきたい、というぐあいに考えております。

設計もほとんど終わっておりますので、まず本年度は、先ほどおっしゃいました全体

で380メートルござし、ますが、本年度は180メートル、このうちの180メートル、これで

ネックになりますのが都道横断のところでございます。これにつきましては南多摩西武

建設事務所とよく協議をして、今年度中には、やりたい。しかし、今、議員さんがおっ

しゃいましたように、残る約3∞メートルにつきましても整備をしていかなきゃならな

い、というぐあいに考えておるところでござし、ます。

以上でございます。

O議長(市川資信君) 谷長一君。

025番(谷 長一君) ただいま部長の答弁で、 180メートルにつきましては本年度中

全部やりたい、そのあたりにつきましては調整中だということでありますので、これは

ひとつ一一昨日、朝6時45分に私は現地に行ったんで、すO そうしましたら、オリエγ ト

の北側の方から新しくできた水が、飲み切れなくて側溝から吹いているんですね。

それから、あと一つは、小俣さんがおっしゃられた平田さんのところが、メジャーを

たくさんありますので、なくしてください、ということをお願いした、というふうに記

憶しております。

そこで、やはり今オリエソト時計の周辺というのを見ますると、まず第一段階として

オリエγ ト時計と話をしてみました。ちょっと見たときもあるんですけれども、今朝も

行って来たんで、すO そうしましたらオリエソト時計周辺というのは、全部オ リエント 時

計の責任の範囲にいては塀や何かを全部引っ込めて、もう既にコソクリートの擁壁、さ

らにはネット等ができて終わっているようです。恐らく市には、そのような報告が入っ

ておると思うんですけれども、そのあたりにつきまして北側は前に整備をしていただい

ております。本当にありがとうございます。残っているのは東側と、今度は南側の道路
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持っていってはかつてみたら27センチありました。 27センチというと長靴を大人が履い

てやっと-一…。子供のは、みんな中へ入っちゃうんですね。それですから、あそこにお

母さん方が出て子供を通学路でありますから、おぶって渡しておりました。それまで見

て来ました。

それから、あと一つは、アパートのところがやはり水がたまっておりました。おっしゃ

られるとおりです。それですから、ぜひ今年度中にこの180メートルというのは、やっ

ていただきたい、ということを強くお願し巾、たします。

それから、南側の道路につきましては上流部分も含めて、これは設計も終わっている

ということであります。この問題につきましては、前に赤松さん、それから前の助役の

野呂さんですね、 2回とも、やるやる、やるやる、よく都と協議をしてやる、と言って

おっても、してくれなかったところなんですね。やっと緒についた、ということであり

ますので、本年度中には必ずやってもらいたい、ということを強く要望します。

それから道路の、郵便局から万願寺の区画整理までの区間ですね、これは宮の主要道

路でもあります。ぜひ、この川等も、何ていうんですか、箱型というのは、あれは、ボッ

クスカルパートにしていただいて、やはり有効幅員をもっとふやしていただし、て、現在

自動車がすれ違うことがやっとですね、そういうことを考えて見ますると、あそこは、

どうして今まであのままで置いておいたのか、ああ、市役所も心臓がし、し、な、と私はそ

ういうふうに思いました。

そういうことを考えてみると、やはり直すべきところは直して一一ここで直してくだ

さる、ということになったからし巾、けれども、行政というのは、よく中山議員が先取り

をしなければいけないんじゃないか、ということを言っておりましたけれども、そのよ

うな形で、この道路もやはり区画整理から、はずれている関係上、非常に宮の自治会に

住んでいる方は、あそこも溢水しているわけです。昨日の朝、やはりオリェγ トの東側

を見て、ぐるぐるっと回って宮へ行き、それから今度は万願寺の一部を回って、ああ、

区画整理のここは水が出ている、と言って指摘をし、さらに今度は神明上の区画整理の

高速の下まで来ましたら、マソホールの下からマンホールを持ち上げ、て、蓋がぷくぷく

やっていましたよね、ああ、あぶないな、と思って 5分ばかり見ていましたら、水が引

くのも早いもんでおさまったんですよね。おさまったからやっと一一一出るのも早いけれ

ども、おさまるのも早いなと思いまして、今度はまた、ずっと来まして、市役所の上の

方へ来まして、あちこち歩いて、もう議会にも行かなきゃならない時間だな、と思って

うちへ帰って、早速こ っちへ来たわけですけれども、ちょっと遅れちゃったんです。

あと 1分とし、う表示がありますので、時間以内ということでやっとおさまりましたの

で、どうもありがとうございました。以上をもちまして、終わります。

0議長(市川l資信君) これをもって18の2、オリエソト時計周辺と宮地域道路の整備

について問うの質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市)11資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前日時53分休憩

午後 1時32分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問19の 1、道路管理について問うの通告質問者、奥住日出男君の質問を許しま

す。奥住日出男君。

C 1番議員登壇〕

01番(奥住日出男君) 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして道路

管理について問う、と題しまして一般質問させていただきます。

道路管理とし、いましても大変範囲が広うございますので、一つの事例を上げまして道

路工事について質問をしていきたい、こんなふうに考えます。

ことしの 6月の16日の某新聞に「都道陥没症候群」とし、う見出しでもって、道路の陥

没事故の記事が載っておりました。内容は、 5月末からの 2週間でもって都内で12カ所

の道路陥没があった、とし、ぅ記事でございます。過去、車や歩行者、こういった方々に

影響を与える交通規制jをしなければならない、とし、ぅ、そういう大きな陥没事故という

のは、年平均四、五件しかない。いかにこの12カ所の事故が異常であるか、というよう

な内容が載っていたわけでございます。これだけ集中して発生した例は、過去になかっ

たということでございます。

さらに東京都の調べて、この12件のうち10件までが、水道管の漏水などで地盤が緩ん

だところへ車の振動などでさらに事故が起こ った、というこんな内容もつけ加えられて

おるわけですけれども、とりわけ、私が危険だな、と思いましたのは、銀座の晴海通 り

で日にちは置いたんですけれども、 2件続けて同じ道路で起こったという事故、これは

長さが39メートルにわたって地下に直径 1メートル、深さ50セソチの空洞が点在してい

ることが判明した、ということなんです。
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その後の調べで、これは水道、下水道、あるいはガス工事、こういった工事の後の埋

め戻しをしっかり行わなかったことが原因である、こんなふうに見られていたわけでご

ざいます。

そこで東京都では、こういうことがほかにもあるんじゃないか、ということで、都内

では年内いっぱいをかけて、ということでしたけれども、中央区内を走る都道12路線に

ついて道路の表面のでこぼこの状況、あるいは地下の探査機というんですか、そういっ

たものを使って空洞の有無を調べる、ということをやる、現在もやっているそうですけ

れども、大変な時間もかかるし、お金もかかる、 という、一つの仕事をしっかりやらな

かったために多くの税金が費やされる、とし、う事例があったわけで、ございます。

しかしながら、陥没事故は、その後もとどまるところを知らず8月末現在で24件、都

内では発生している、とし、ぅ。 3カ月で24件ですから大変な数でございます。こんな報

告がされております。

これまでの内容は、都区内で起こった事故で、ございますけれども、時を同じくして我

が日野市内でも規模こそ違いますけれども、同じような事故が十数件発生をしておりま

す。私がこの目で確認したのが、 6月から 8月にかけて4件ございました。それは、い

ずれも下水道工事が終わった後の事故であったわけで、ございます。幸い発見が早かった

ですから、ガス漏れとか水道管破裂とか、あるいは交通事故等々に至るまでにはならな

かったわけで、不幸中の幸いだということで、その後、補修事業は行われたわけでござ

いますけれども、今後、この下水道工事が軌道に乗りまして計画的に行われる、という

情勢下にあることを考えますと、大変市民の 1人として不安でなりません。

徹底した調査はもとより工事後の厳しいチェック、こういったことをお願いしたい、

ということで再発防止策も含めまして、一般質問として取り上げさせていただいたわけ

でございます。

具体的に 2点について、基本の部分でございますので質問をさせていただき、その御

答弁の内容によりまして、さらに深くお聞きを したい、こんなふうに思います。

まず、 1点目でございますけれども、日野の市道を占用する場合、基準はどのように

なっているのか、また現場での指導、監督、及び復旧状況の点検はどのように行われて

いるのか、お聞きしたい、これが 1点目でございます。

それから 2点目は、道路を常時良好な状態に置いておしということが、当然道路管

理者としては仕事でございますけれども、それも、あっちこっちでちょこちょこ、ちょ

こちょこ、占用工事がやられているんでは、たまったもんじゃない。計画的に、あるい

は合理的に施工することが経済面にとっても、あるいは道路の耐用年数等々をとっても

効果につながるんじゃないか、ということで、二つ目としては占用工事業の調整、これ

はどのように行っているのか、以上2点について御質問いたしますので、お答えいただ

きたいと思います。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 奥住日出男君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 今御指摘がございましたように、日野市でも 8月、調査に

よりますと 8月末までに4月から約18件ほどの陥没事故を起こしております。

今、議員さんもおっしゃいましたように、小さいうちに発見を通報していただきまし

て復旧に努め、不幸中の幸いでございまして、人身事故とか、そういうものがなかった

ことを幸いに思っております。

今お尋ねの、道路占用の基準はどのようにしているか、ということでございます。

市には、道路占用規則というものが昭和51年に規則10号でできております。これ等は

主に、現場のことではなくて申請の手続き等について述べているところでございます。

御指摘の点は、占用の許可標準とし、し、ましょうか、許可基準というものをつくる必要が

あるということを、ただいま痛切に感じているところでございます。

じゃあ、道路法上はどうなっているか、という件になるかと存じます。道路法32条で

「本来ならば道路というものは人の移動と物資の輸送であるべきである。しかし、そこ

に空いている空間を、ある特定の人が特定の目的のために使う、ということが起こり得

る。それは公共性の強いところの水道、ガス、電電のNTTのケーフ'ル、生活に密着し

ているものについては、これは許可を与えることが前提でございます。その場合、施工

基準でございます。どのような占用の基準をするか、ということを道路法の施行令の12

条で、水道、下水管、またはガス等の占用の場所」という見出しで書いております。

それによりますと、当然でございますけれども、道路の敷地外に当該場所にかわる適

切な場所がない場合は、道路の許可を与えなさい、ということで、先ほど言ったことを

まず書いております。

それから、水道、ガス管等につきましては、埋める深きというものを規定いたしてお

ります。その施設の頂部、頂きの部でございます。頂部から1.2メートル以上の土かぶ

りがある、ということ。それから下水道管は、また別で、ございまして、下水道につきま

しては、原則としては 3メートルだ、とい うこ とをうたっておりますけれども、これは

施工上やむを得ない場合は、これを 1メートルまでの深さ以上にしなさい、というよう
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なこと。

それから、やはり施行令でございますけれども、 「工事実施の方法」という項目がご

ざいます。これは道路を掘る、掘削する場合の方法、すなわち、えぐり掘りとし、し、ます

か、そういうことはだめですよ、普通に、たこ掘りとか溝掘りをやってくださし、、やら

なきゃならない。これは、当然、市でも法律の施行令でございますので守っていかなけれ

ばならない原則かと思っております。原則といたしまして、道路の片側は、常に通行す

ることができるようにしておきなさい。

また、道路の復旧の方法ということを道路施行令でうたっております。これによりま

すと一一これは、施行令では非常に簡単に書いております。 i掘削土砂を埋め戻す場合

においては、層ごとに行うとともに確実に締め固めることj これを受けまして、建設省

の道路法の施行規則でございます。これにつきましては、埋め戻しをする場合、これは

4条の 4の6に書いてあるところでございます。掘削土砂の埋め戻しの方法ということ

でございます。 i占用のため、道路を掘削した場合における掘削土砂の埋め戻しの方法

は、次の各号に掲げるところによるものである」ということでございまして、その 1と

いたしましては、 「各層の厚さは原則として0.3メートル、土表部分にあっては0.2メー

トル以下とする。すなわち、このごとにラソマ3等によってつけ固めを行っていきなさ

し、」とし、うこと。

こういうことを書いておりまして、まだほかにございますけれども、当然こういうこ

とを準用しながら道路の占用の基準としているわけでございます。

それと、じゃあ現場の監督、現場を復旧した場合、それをどのようにして点検してい

るか、という点でございます。非常にガス、水道でもそうでございますけれども、その

日掘って、その日復旧をしてしまいます。警察は、それでないと許可をいたしませんの

で、やはり何とし、し、ましてもそうなってきますと、もし仮にガス、水道、水道は市、受

託水道でございますけれども、下水道というようなところは、やはり責任施工をしてい

ただくのが原則だろう、というぐあいに考えております。それと復旧についても責任を

持っていただく 。

じゃあ、ガスとかNTT等に現場の復旧状況、舗装の仮復旧までだと存じますけれど

も、これになりますと、やはり一日一一水道だったら大体30メートルぐらいで一日の量

になりますので、それを根切りをしまして、管の据えつけをやって埋め戻し、それから

仮復旧の舗装、これまでを同時に一日でやってしまいます。そうなりますと、一現場に

1人の市の職員を張りつけなければならない、ということになるわけでございますけれ

ども、その点、非常に苦しいところでございまして、やはり、これにつきましては責任

施工ということで、もし、万一これによって生じた損害とか事故、これについては責任

を持っていただく、ということを許可条件といたして、許可しているところでございま

す。

その次に占用調整とし、し、ますか、きのうガス管を掘ったと思ったら、 1カ月もしない

うちに水道を掘った、というようなことの調整をどうすべきか、ということの御指摘で

あろう、というぐあいに考えております。

その点につきましては、事前の協議ということで調整を行っているわけでございます

けれども、これでは、やはり十分とは考えられませんので、今後につきましては、やは

り四半期ごとではちょっと多いかもしれませんが、年に 2回は道路の調整会議というも

のをつくりまして、そこで調整をしてし、く、という必要が生じてくる、また、そうしな

ければならない、というぐあいに考えております。

そういうことで、一応御答弁にしたし、と思います。

O議長(市川資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) ありがとうございました。

何点か再質問させていただきます。

今、部長がおっしゃられたことは、よくわかるんですけれども、要は、きちっと工事

をやって、終わって、これで安心して通行ができる、とし、ぅ、これを住民は願っている

わけでございます。それが、わずか 3カ月ぐらいでもってあっちこっち陥没をしてしま

うような事故が起きた、ということで、あえて一般質問として取り上げさせていただい

ているわけでございますけれども、今、部長がおっしゃられたようなことをきちっと業

者がやっておれば、まず、あのような事故は起こってこないんじゃないかな、というふ

うに思います。

例えば、埋め戻しの道路復旧の方法ですか、これの方法についても、今言ったように

道路法施行規則の中でのお話がされたわけでございますけれども、 0.3メートルごとに

きちっと点圧をしていくという、こういうことをやっておれば、まず、ああいうことは

ないんじゃないかな、というふうに思うわけです。かなり、 30セソチごとの固めとい う

のは大変な作業であると思うし、その辺のチェック、管理課としてどのようにチヱツク

をされているのか、これは、まだ御回答いただいてないわけでございますけれども、ど

ういうふうな管理をしているのか。

例えば、きちっと埋め戻しをどんどん、どんどんやっていて、ここまで来ました、 あ
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とはもう上を舗装しちゃってし、し、ですか、どうですか、というような、当然、業者からの

話があるのか、あるいは、すべて施工業者に責任施工ということで任せている、とし、し、

ますけれども、占用許可部門としては、私はそこまできちっとチェックをして、よし、

これならもう舗装してもし巾、ょ、というそれが最後の仕事じゃないか、と思うんです。

疑問に感じているのは、どうも何か陥没事故なんか起こると、修理してくるところが

土木課が来るんですね。私は、あれを土木課が補修をするのは本来業務ではない、とい

うふうに見ておるわけでございます。とし、し、ますのは、仕事というのは、ある課が、こ

れをある業者にやらせる、完全に最後までやったかどうか、というのをチェックして、

よし、と、それでまた何かトラブルが起こった場合には、当然やらせた部所が業者を呼

んで、なぜこんな仕事をしたんだ、と言う。私は、その繰り返しがあっちゃいけないん

ですけれども、仕事というのは、そういうものだと思うんですよね。次の部所である土

木課に、後はし、し、ょ、何かあった場合には土木課に任せなさい、これじゃ余りにも情け

ないし、本来あれは土木課の業務ではない、というふうに思うわけでございますけれど

も、その辺がどうか、もう一度お開きしたい。

それから、今、一日でもって復旧しなければならない、警察が許可をしないから、と

いうお話がございました。それを徹底的にやるには職員が 1人張りつかなきゃいかん、

というようなお話があったわけですけれども、それはわかりますけれども、じゃあ一日

でもって、朝掘って夜埋めるのであれば、それなりの仕事をきちっとやらなきゃいけな

い。市民に対して、いや、これは、けさ掘ったんだけれども、きょう中に何とか埋め戻

しをしないと警察に怒られるんだ、だからちょっと大自に見てくれ、というようなこと

ではあってはならないし、とんでもないことだ、と思うわけでございます。

ですから、その辺をきちっとチェックが必要だな、ということで、再発防止というこ

とで質問をしているわけでございます。指導も含めて、その辺がどうなっているのか。

逆に一一例えば、もし職員が必要である、本当に大変なんだよ、ということになれば部

内会議とか、あるいは何かの会議の中で、組織の見直し等もしてしかるべきじゃないか

な。例えば管理課でもって、こうし、う今問題があるんだけれども、ひとつ論議してほし

いな、というような提言等が、私は課から上がってきてもし巾、んじゃないか、あるいは

上がっているんじゃないかな、それを職員は、なかなかふやせないよ、というようなこ

とで、言い方は悪いんですけれども、抑えてしまっているのかどうか、その辺もざっく

ばらんにお聞きしたい、というふうに思います。

それから、道路法の施行令でございますけれども、この中で施行規則の中の各層、層

の厚さというのは原則として0.3メートルごとに、ということですけれども、この日野

市道路占用規則、これによりますと、例規集によりますと埋め戻しの方法というのがあ

りまして、舗装しない道路と舗装する道路というふうに分けられておって、舗装しない

道路の場合には下層土、いわゆる一番下から順次15セソチずつ埋め戻しなさい、と書い

てあるんですね。これは舗装しない道路である、そういう埋め戻しをして固めろ、とこ

う書いてあるんです。規則では第23条に。

じゃあ、舗装した道路はどうかといったら、前号に準じて施行しなさい、ということ

ですから、当然15センチずつやって最後には舗装する、というふうにとれるわけでござ

いますけれども、この道路法施行規則の原則として30セγチというのと、日野市の占用

道路規則の15セγチ、これはどう使い分けておられるのか、この辺も、もしおわかりに

なりましたら教えていただきたい、というふうに思います。

これほど連続して起こった事故というのは、私も過去、余り記憶がないわけでござい

ます。今の部長の御答弁で18件もあった、とし、ぅ、大変な数でございます。特にあそこ

の湯沢会館の前の下ったところの道路の事故、あれは、パスがまたいで行って事故にな

らなかった、という。最初はこんなに小きかったんで、すけれども、夕方になったら、も

のすごいひどくなった、という。パスは、御案内のように乗客を積んでいますから、も

しそれが落ちて死亡事故でも起こったら、責任部署はもとより大変な対策会議が開催さ

れたんではないかな、たまたま今回の場合には、幸いにして大きな事故にならなかった

んですけれども、ああいう形でもって、すっと通過をしたわけでございますけれども、

災害の、やはり先取りということになりますと、あってはならない事故があった、本当

の小さな事故が大きくならないために、かなりの時間もかけても結構ですから、お金も

かけても結構ですから、きちっとした対策を講じてほしい。もし、こうなった場合には

どうなんだろう、という、そこまで御論議がされておるのかどうか、その辺もひとつ教

えていただきたい、というふうに思います。

それから、占用工事の調整でございますけれども、これは、ある程度部長の方から、

年に 2回そういった調整会議みたいなものを開催したい、ということですから、この件

は結構でございます。

いずれにしても、東京都、あるいは総武国道の工事事務所でも道路工事調整協議会と

いうのをつくりまして、その中でうまくやろう、ということもやっておりますし、固と

しても年度末にいろいろと道路の工事等が集中してしまう。これもなくす、ということ

で昨年ですか、見直しがされて、具体的に今後、年間を通じてきち っとした工事をやろ
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う、というふうに前向きになったようでございますけれども、市としても年に 2固とし、

うことですから、その辺はうまくやっていただきたい、ということで2番目の方の質問

については答弁結構ですけれども、 1点目の質問について、もう少し突っ込んだ面でお

聞きをしたい、というふうに思いますので、よろしくお願いします。

0議長(市川資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

工事をやった後、安心して通行できる、ということがまず大事であろう、とし、う御発

言、御もっともと存じております。それが 3カ月もたたないうちに壊れる、というよう

なことは因る、ということでございます。業者をどのように指導しているのか、という

問題でございます。

先ほど申し上げましたように、責任施工ということで現在はやっている、というのが

現状でございます。そういうことを、今、議員さんが御発言の中で、責任施工というと

ともあるけれども、やはり管理課がチェックした上、オーケーを出して、初めて舗装の

復旧をすべきではないか、ということでございますが、これ等につきましては、やはり

人員の配置、技術屋の配置等、いろいろな内部調整もやらなければなりませんし、また

市役所全体として受けとめなければならない問題だ、というぐあいに考えておりますの

で、これについては検討をさせていただきたい、というぐあいに考えております。

この復旧について土木課がやるのは、おかしいじゃないか、これは、やはり原因者で

あるところの業者にやらせるべきである、お説もっともだと思います。しかし市民の方々

からとか、また市の職員が発見することもございますけれども、何しろ急を要します。

即やらなければならない。業者を呼んで、それ舗装を直せとか、そう言っているいとま

は全くございません。これは即やらなければならない、そのためには市の方で土砂、及

びアスフアルトの、常温のアスフアル ト等を盛っております。これによって、やはり復

旧するのがよりベターじゃないか、その後に業者に対して十分なる注意を与え、その対

処をしていくべきではないだろうか、というぐあいに考えているわけでございます。

一日に復旧する距離は決ま っている。これは、あくまでも市とか警察が決める問題で

はございません。業者が自分の能力、持っている機械、バックホーとかカッター、当然

舗装の場合はカッターでカットしなければ舗装が取れないわけでございますけれども、

その能力によって、自分の能力によって、それと土質、そこが砂れき層一一一関東ローム

ですと案外工事は進みますが、砂れき層になりますと、なかなか進んでいかない、とい

うのが現状でございまして、一日の工事量というのは、これはあくまでも業者自身が決
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める。また日野市としては大体の地層がわかっておりますので、それを勘案した下水道

なり水道部では、工期を見ていらっしゃるだろう、というぐあいに考えております。

組織のことにつきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。

それと道路占用規則23条の埋め戻しの方法が、各層ごと15セγチと書いてあるじゃな

いか、施行規則との関連はどうなのだ、ということでございまして、まことに手厳しい

御指摘でございます。何しろ、昭和51年の規則でございます。これは、やはり法に従っ

た方向で改正をしていくべきであろう。

と申しますのは、昔は機械力は発達しておりませんでした。もし仮に根切りをするに

しても全部人力です。現在では、バックホーなんて、普通、ユソボ、ユソボと言ってお

りますけれども、一日に人の何百人分も工事してしまいます。そして、っき固めにつき

ましても昔はタコで手でもって、とんとんとついていたわけで、ございますけれども、今

は優秀なラ γマーというような機械等も出ております。

そういうぐあいで技術的には日々進歩いたしておりまして、工法そのものも、その機

械によって変わってくる、ということでございますので、もう 1回、この道路占用規則

につきましては一一土方議員からも前、御質問があったわけでございますけれども、内

部、再点検いたしまして、やはり法律に近い方が、私はいい、というぐあいに考えてお

りまして、また、この23条等には敷砂利、砂利道なんていう言葉が出てまいります。今

では日野市でちょっと管でも埋めようか、というところで、砂利道のところは私はない、

というぐあいに考えておりますので、これ等の見直しもしていきたい、というぐあいに

考えているところでございます。

以上です。

O議長(市川資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) ある程度理解できるんですけれども、ちょっとしつこいよう

ですけれども、今の部長の冒頭の方の答弁の中で、何しろ、土木課が本来やるべきこと

でないにしても急を要するから、土木課がそういったいろんなものを持っているからす

ぐにやった、ということなんですが、実は、この 4件、全部市内の業者であるわけです

ね、この下水道工事をやったのは..一..。なぜ、市内の業者にもかかわらず、 急を要する

から、市内の業者といっても土木課の方が早いんだ、というふ うにやるのか。

本来、道路管理の場合、維持、補修、こうし、ったものも含めた一連の管理が私は一番

ベターじゃないかな、というふうに思うわけですけれども、何ですか、日野市の場合は

昭和40年ごろには一連の部署であった、それが最近になって分かれた、というふうに間
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いております。分かれた理由は関かなかったんですけれども、多分、責任を明確化させ

るための分け方なのかな、というふうに、し、し、方に私は理解したわけで、ございますけれ

ども、それが昔のとおりになって、どんなデメリットがあるのかどうかわかりませんけ

れども、少なくとも責任を持って仕事をやる、ということになりますと、やはり道路管

理という面では、何か事故があった場合には、きちっとその業者にやらせる、とし、う、

これが本当の原則じゃないか、と思うんです。

例えば、 8月に起こった日野台二丁目の陥没事故は、 8月14日、お盆だったんですね。

お盆のときに起こって、開きましたら、実は業者が休んでいるんです、今、夏休みだか

ら、お盆休みだからいなし、。それで急濯、土木課にお願いして補修をした、ということ

なんです、あの事故は。わかるんです、そうであれば一.....。たまたま 8月のところはお

盆でしたから、ああいうことで住民の方も理解できるんですけれども、普段は、そうい

うわけにはいかないんですね。

しかも東京の方の業者ならともかく、市内のすぐそばにいる業者がやった事故ですか

ら、その結果、ああいう形になったわけですから、急を要するから土木課、というのは

ちょっと私には合点がいかない答弁に思えます。

道路の管理の維持、補修、この辺の組織的な問題ですけれども、よく組織機構の改革

とか見直しをしなさい、ということで、行政改革の問題の中でいろいろ、過去、取り上

げておりますけれども、実際に仕事をやっていて、何か壁にぶち当たって、ああ、これ

じゃ何とかしなきゃいかんな、ということで組織の改革なり見直しがされる、これが私

は本当の仕事のあり方だ、というふうに思うわけでございます。あくまでも管理課は管

理課、土木課は土木課、というような形でもって、置いておくのもし巾、んでしょうけれ

ども、事、今回の事故を見ますと、管理と補修、これが一連の流れの中で工事が行われ

るような、あるいは仕事ができるような部署であったならば、もう少し、こうし、う事故

は少なくなるんじゃないかな、というふうに思うわけでございます。

この62年度の事務報告書を見ますと、土木課の仕事の中に 7件ですか、補修工事とい

うのがあるんです。これが果たして、今回、起こったようなことなのかどうかわかりま

せんけれども、 3，000万以上のお金が使われている、ということになると、かなり大き

な事業である。土木課の本来業務というのは何かな、というようなここでも疑問を抱い

たわけで、ございますけれども、その辺の組織の見直しについて、もっと具体的にお答え

がし、ただけるかどうか。今後検討する、ということであれば、私、それで結構でござい

ます。

ただ、過去ずっと見ますと、今回は多分に回数が多かったんですけれども、いろいろ

と陥没とか、あるいは何か倒れたとかし、う事故があって、即、土木課に頼んでぱっとやっ

てもらうんですけれども、あれは、あくまでも応急処置であって本来の仕事じゃないわ

けですね。たまたま、ああいうアスフアルトみたいな材料を持っているから、土木課が。

悪いけれども、その車をちょっとこっちへ回してくれないか、ということでやられたん

じゃないかな、暫定的な、しかも本当の応急処置というふうに見ているわけでございま

す。

今後、その辺の根本的な見直しをどうされるのか、もう少しお聞きをしたい、という

ふうに思います。

それから、補修をした後、復旧する、道路が……。よく白線が消えたり黄色い線が消

えたりしているのが見受けられるんですね。本来は、もともとは白線がずっとヲ|し、てあっ

た。たまたま、その部分だけ修理しちゃったから消えちゃった、当然その後、白線を引

くんでしょうけれども、それがなかなかヲ|いてない、ということ O

それで、いろんな施工業者、責任施工ということでやっておるわけですけれども、例

えばガス工事の後を見ますと、黄色いペンキの上に赤い字でもって iGJというマーク

がついていますね。これは、ガス工事をやったんですよ、というようなマークだと思う

んですよ。何かあったら、ガス工事をやった私が悪いんだから文句を言ってきなさい、

というふうに言うのか、あるいは、ここは我々だけれども、あっちは違う、というふう

にきちっと責任部署を明確に言うのかどうかわかりませんけれども、じゃあ下水道の場

合には、どんなマークをつけるのがいいのか、あるいは水道管を移設した場合には、ど

んなマークをつけたらいいのか、電気工事の場合には、どうやったらし、し、のか、この辺

のお考えがあるかどうか。

そういうことによって責任もかなり明確化されますし、やる方も、きちっとやられる

と思うんですが、その辺について何かお考えがあったらお聞きしたい。大変しつこい内

容で申しわけないんですけれども、本当に安心して、今後道路を通行したいもんですか

ら、ちょっと乱暴な言い方もありますけれども、もう少し突っ込んだ御答弁をいただけ

れば、というふうに思います。

0議長(市川資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 管理課と土木課の業務の内容でございます。これは日野市

の組織条例で定めているところでございます。

管理課の職務といたしましては、道路橋梁の管理に関すること、それから道路の認定、
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こと。

あるいはガス工事を許可するとしヴ。確かに責任施工でそれはやってもらうのは当然、の

ことなんですけれども、やはり、許可している部門が最後にはチェックをするのが本来

の業務であろう、ということでありますので、そういう仕事をさせた結果として、ああ

いうふうになった、事故が起こった、というのは、あくまでも私は占用許可部門の管理

課が責任を持っていただいて業者にやらせるべきじゃないか、指導も含めて二度と再発

をしないように、というこういう意味から質問をしたわけでございますので、その辺、

ひとつ御理解願いたいというふうに思います。

それから、先ほどの15セγチと30センチの件でございますけれども、これは古い規則

で、ということでございます。ただ、私どもとしては、この道路法施行規則の中では、

どんな道具を使ってもいい、というふうに書いてあるんですね。手でやってもいい、足

でやってもいい、機械を使ってもいい、ラソマーで固めてもいい、ただし、結果として

確実に固めなさい、というふうに書いてあるんですよ。ですから、どんなやり方でもい

いから、きちっと固めていただければこんな事故は起こらなかったんじゃないかな、と

いうふうに思うわけでございます。

見直しも結構ですけれども、ひとつ、規則は規則ですけれども、私は、こういうふう

にやっていれば絶対に事故は起こらない、というふうに信じていますので、その辺の指

導を今後、厳しくやっていただきたい、というふうに思います。

復旧状況の点検、最後の復旧状況の点検はどこの場面なのか、しかも、それを点検し

て、舗装して、仕事を終わり、という形で、ザ・エソドになるのかどうか、それでし、し、

のかどうか、私は、そこまでやって一一一例えば、下水道なら下水道部が工事を全部業者

にやらせた。一応全部終わりましたよ、これでもう終わったから、あと舗装するよ、管

理課さん、いいですね、というふうに言って、管理課さんの方でチェックしていただい

て、はい、いいです、舗装してください、というふうになって私は初めてその事業は終

わり、というふうに見るんですけれども、それでし巾、のかどうか、その件だけ、もう一

度確認したいと思いますのでお願し、します。

O議長(市川資信君) 建設部長。

0建設部長(永原照雄君) お答えし、たします。

今御発言のことは、もっともなことでございまして、これは、やはり許可を下ろした

ところが、それの検査を行うというのが当然だ、というぐあいに考えております。

これは、じゃあ現在はどのようにしてやっているか、という点でございますけれども、

先ほどから申し上げておりますとおり、責任施工ということでございまして、現場にし、

廃止等に関すること、道路敷等の処理に関すること、公共用地の境界確定に関すること

とか、公有土地の水面使用に関すること、そのほかに交通安全係というのがございまし

て、これは放置自転車とか交通安全施設に関することでございます。

土木課については、どういう係があるか、と申しますと、道路係と補修係がございま

す。道路係の主な任務といたしましては、道路、橋梁、及び付属工作物の新設、及び改

良に関すること。 2番目といたしまして、市施行の都市計画道路の事業認可、及び施行

に関すること。それから 3番目に、私道の整備に関すること。その 4番目といたしまし

ては、他部課からの受任工事の設計及び施行に関すること。 5番目に課の庶務に関する

補修係は何をやるのか、とし、し、ますと、一つ、道路、橋梁及び付属工作物の維持、補

修に関すること、とございますので、土木課がやるのが当然かというぐあいに、組織か

らいった場合は当然であろう、というく、、あいに判断いたします。

それから、舗装が悪いので改修して、白線が引かれていて、その白線が消えていると

ころがある、という御指摘でございます。これ等につきましては、今後、十二分に留意

し、その白線を前どおりにするように心していかなければならない、というぐあいに考

えております。

それから、もう一つ、ガス会社が、東京ガスでございますけれども、復旧した場合は

御指摘のように iGJ、マルに赤い字でマークが入っております。これは私の方でやっ

たんで、す、責任は私が持ちますよ、というぐあいのマークというふうに私どもは考えて

おります。じゃあ、水道と下水道について、とし、う具体的な一つの例を挙げて御質問で

ございますけれども、これにつきましては、やはり担当部課と打ち合わせをいたしまし

て、対処してまいりたい、というぐあいに考えております。

以上です。

O議長(市川資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) 余りしつこいので最後にしたし、と思うんですけれども、復旧

状況の点検ですね、じゃあ、復旧状況の点検というのは、どこが最終点検なのか。舗装

する前が私は一一こう見ながら、す.っと責任施工させているんでしょうけれども、よし、

これでし、し、ょ、舗装してし、し、よ、と言うのは、私は最後の点検の場面だと思うんですが、

それでいいのかどうか。

それから補修係というのが土木課にある、という、私も存じております。ただ、私が

言っているのは、占用許可部門である管理課がそういう工事を、下水道なり水道なり、
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て、ただ見るだけでは、その埋め戻しの状況、それと舗装の後に行ったといたしまして

も見ただけで、は、点検には全くならないわけでありまして、やはりコアを取るとか、い

ろんな問題が生じてくるかもしれませんけれども、そうなりますと、やはり、先ほど私

が言いましたように舗装するときも見ておかなければならない。また、埋め戻しをする

ときも、その現場に立ち会わなければならない、というような問題が種々生じてまいり

ますので、この点につきましては非常に苦慮、しておるところでございますけれども、内

部で再検討いたしたい、こういうぐあいに考えております。

以上です。

O議長(市川資信君) 奥住日出男君。

01番(奥住日出男君) ありがとうございました。

いずれにしましても、これから主に下水道工事が、長く 10年以上続く、という計画で

ございます。

今回の事故は、幸いにして大きな事故にはつながらなかったわけで、ございますけれど

も、ひとつ、小さな事故が大きくなる、ということにならないように、また、もし、こ

うなった場合には、どんな手を打ったらいいのか、この辺を肝に命じて、ひとつ対策会

議等を開いて万全の策を講じていただきたい、とい うふうに患います。

蛇足でございますけれども、民間企業の場合は、けがが発生してからじゃ遅い、とい

うことで安全の先取りということで「ひやり、はっと」というような運動をどこの企業

でも展開しております。これは、ひやっとしたとか、はっとしたとか、このことが災害

につながるであろう、という、こんなこ とから、あなたは、ひやりしたことがあります

か、はっとしたことがありますか、とし、ぅ、こういうことをそれぞれが出していただい

て、それをもとに、じゃあ、こうなった場合にはどうなるんだろうか。

この間も地震の話がありましたけれども、例えばロッカーの上に物が置いてあった、

地震が来たらあの物が落ちてくる、そうすると、かなりなけがになるんじゃないか、じゃ

あロッカーの上には、何か物を置かないようにしよう、とか、こんなことにもつなげて

いくわけでございますけれども、少なくとも今回の事故は、はっとしたとか、ひやっと

したとかいうことじゃないんですね。本当に、私、のぞいたんで、すけれども、上の部分

というのは10センチぐらいしかないんです。ところが、下はもう完全な空洞なんですね。

どんどん、どんどん人聞が歩いても、じわじわ、じわじわいっているような状況、大変

な陥没事故であったわけでございます。

ぜひ、小さなことでございますけれども、よかったな、だけで済まされない問題です
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から、今、部長がおっしゃられたようなことを十分に論議をしていただし、て、今後に期

待をしたい、というふうに思いますので、ひとつ管理という面では大変な仕事でござい

ましょうけれども、ひとつ市民の安全ということをお考えになっていただし、て、十二分

に手を尽くしていただきたい、このことをお願し、し、たしまして質問を終わらせていただ

きます。

0議長(市川資信君) これをもって19の1、道路管理について問うの質問を終わりま

す。

一般質問20の 1、老人福祉施策の体系化を急げの通告質問者、福島敏雄君の質問を許

します。福島敏雄君。

(8番議員登壇〕

08番(福島敏雄君)

いたします。

それでは、老人福祉施策の体系化を急げ、と題しまして質問を

もう20番になりますと、いろいろと前の方がお話になっておりますので、できるだけ

重複を避ける努力をしながら質問をしてまいりたいと思います。

今回、私がここで質問する趣旨は、先ほど谷議員さんの質問のときに、 「日野市の老

人福祉施策の体系」というのが机上に配られました。私は、この老人福祉施策の体系、

今できている体系、さらに、その後追加になっております日野市基本計画の中での事業

計画、こういったようなものをつけ加えても、この福祉施策がまだ不十分ではないか、

という考えを持たざるを得ない、ということから、この福祉施策の体系、現在ある体系、

さらには基本計画で追加をしている体系、こういったようなものを掘り下げて、さらに

立派な老人福祉施策の体系を築き上げる必要がある、こうしヴ立場で質問をするわけで

ございます。

今、奥住議員さんの方からも民間企業のお話がありましたが、要するに、今、税収が

21億予想、より伸びた、という中で法人の業績が上がった分というのは、かなり多いわけ

でございます。どうして、そうした法人が利益を生み出すことができるか、ということ

になりますと、やはり現在の企業というのは、要するに国民なり、あるいは全世界の皆

さん方が欲しいと思う物をできるだけ安く提供する。それに勝ったところが企業として

存続し、結果として業績も伸びてし、く、こういうふうに一口で言えば考えられると思い

ます。

特に翻って老人福祉施策というのを見ますと、これは国なり、あるいは都なり、やっ

ている部分があるわけですけれども、身近な地方自治体がやるべき分野というのは、大
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変多いと思います。

それで日野市の住民というのは、八王子なり、例えば府中なりに行って、し、し、ものが

あるから、といって買ってくるわけにはいかないわけです。そういうことがありますか

ら、日野市の福祉は進んでいる、こういうふうに、客観的には評価されているかもしれ

ませんけれども、この一つ一つの施策を分解して、どういう理由でその施策ができてい

て、では、どのぐらいの対象の人がその恩恵に浴しているか、問題点はどういうところ

にあるか、というところをやっていきませんと、要するに、市民が市役所の福祉につい

て、例えばスーパーにいろいろ、ここに施策が並んでおりますから展示されていて、自

分が欲しいという施策がないとすれば大変これは不幸なことだ、こういうふうに思うわ

けであります。

さらに市民の中では、これが欲し¥t、、とし、う福祉を買いに行くと物が少ないために、

なかなか買えない。例えば入浴サービスにしても、もっと買いたいんだけれども、と思っ

ても品物がないから、月、 1個にしてください、こんなような話になっているわけでご

ざいます。

したがって、私は、市民の皆さん方がどういう老人福祉施策を望んでいるか、また実

態として、どういうようなところに苦労しているのか、というところに焦点を当てて、

みんながディスカッショソをし、そこから必要な施策を洗い出していく、それを体系化

する必要があるだろう、というのが表題の趣旨でありまして、意見を述べれば、もうと

れで終わり、ということにるわけでありますが、若干の背景などを述べさせていただき

たいと思います。

私は、もう議員になって 7年目を迎えるわけですけれども、現在の地方自治体という

のは、今までの自治体がどうあったかわかりませんけれども、政策をっくり上げる自治

体間の競争の時代に入っている、というふうに考えておりますし、また、そういう意識

で自治体が行政を進めない限り市民は大変失望する、というふうに考えております。

例えば高齢化社会に、どう対応する地方自治体の政策をっくり上げていくか。さらに

は高度情報化社会と言われる中で、自治体は、じゃあ、どういうことをやれば高度情報

化社会に対応しているのか、というようなこと、あるいは国際化社会が地方自治体にも

影響があるんだ、と言われますけれども、じゃあ地方自治体は国際化社会ということに

対して、具体的に何をしたらいいのか、ということがあると思います。

それから、例えば大分のように一村一品運動に代表されますように、今、それぞれの

地域で特徴のある政策を、村興し、まちづくりをがんばっているところがあります。こ
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うし、ぅ、それぞれの自治体間でそれぞれのまちづくりのために考えてし、く、というそう

いった競争の時代に、今、入っているんだ、というふうに認識をすべきだ、と私は思う

わけであります。

今言った4点の問題にいたしましても、いずれにしてもそれぞれの中で、この政策が

あれば、それぞれの高齢化社会なり情報化社会に適応しているんだ、というふうな決まっ

たような政策は、私はどこにもないと思うんです。したがって、それぞれの自治体で要

するに首長さんなり担当なりが意識して仕事を進めているところが、いわゆる先進市と

していろいろな政策を掲げて、それが全国的な運動に少しずつ取り入れられている、と

いうのが実態だろう、というふうに思います。

私も、議会の調査費をだんだんふやしていただきますので、その一部といたしまして

雑誌を取らせていただいているんですけれども、本屋さんに何かいい本はないか、とこ

ういう話をしましたら、じゃあ「職員研修」という本と「地方自治」というのを、毎月

私のところに本屋さんから持ってきてもらっているわけでございます。

それで私は、この「職員研修」など見てし、ますと、それぞれの地域で何をやっている

か、というのがかなり出ております。大変参考になるわけですけれども、最近では、こ

の本に日野の緑地信託制度が取り入れられている、ということで全国的に紹介されまし

た。したがって一一私ども、この中にし、てわかりかねるかもしれませんけれども、こう

いった本を編集している立場でいくと、日野の緑地信託制度というようなのは、やはり

全国の自治体にお知らせすべき内容だ、ということで、これは、日野市のとれからやっ

たことが、全国的に少しずつ、形はどうあれ精神が取り入れられていくものかな、とい

う感じがしております。そういうことでし巾、んですけれども。

したがいまして、そういうものを数多く日野市の中で出してし、く、というのはどうし

たらし巾、か、特に老人福祉施策というものについても、私は日野方式というか、そうい

うものをぜひ出していくべきだろう、難しいことはいらないから、日野の市民がこれは

欲しい、と思うものでできるものは取り入れていく、簡単なことですけれども、そういっ

たようなものをしていくべきじゃないか、こう思うわけです。

私は、昭和59年の 9月議会で、たしか武蔵野市の福祉公社、あるいは有料福祉サービ

スについてやるべきじゃないか、という話をここでさせていただきましたら、当時の福

祉部長、現在の福祉部長、さらに市長、要するに、この制度は関心はあるけれども、ほ

かの武蔵野に続く市がないので検討はしますけれども、という答弁でございました。私

は、そのとき非常に残念だな、いずれ必ずこの時代が来る、とし、う確信を持っていたわ
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けでありますけれども、昭和61年ですか、有料の給食サービスが始まって、福祉事業団

で今有料の在宅サービス、こういったものが始まってきた。

したがって、そのときに私は、よその市でやっている、あるいはほかの市でやってな

い、ということが判断の基準じゃなくて、やっぱり、これをやれば市民が本当に望むの

か、望まないのか、必要なのか必要でないのか、というところをやって、大胆に必要と

思ったら政策に取り入れる、こういう考え方がなくてはいけないんではないか。そうで

ありませんと、市民が請願を出したものを、それを行政の施策の中に追加をしていくだ

けに過ぎないのではないか。ここにあるのは、非常に失礼な言い方をするけれども、そ

ういったようなのがあって現在の福祉施策の体系という形になっているんではないか、

というふうに思うわけです。反論があればしていただきたいし、時間がありませんので

後日やる、ということになれば、またそういうときに回していただし、ても結構でありま

す。

私は、ここで大変「職員研修Jの中で、 「これからの自治体職員のあり方」という小

論文がありましたので、短いですからちょっと紹介をさせていただきたい。

変わる地方自治体。

ひところから見ると地方自治体は、かなり様変わりした。地方行革の風が吹いたせ

いもあろうが、どこの自治体でも事業や組織の見直しが進んでいる。公益法人や民間

企業への委託による民活事業もふえている。従来のお役所仕事を見直し、行政の文化

化、 C1運動の推進などによるユニーク行政も花盛りだ。 -CI行政、やっぱりこれ

は企業がイメージ作戦をとっておりますけれども、コーポレートアイデγティティーと

いうんですかね、こういうことです。

さらに、国際化や高度情報機器の普及による環境の変化も、行政の体質の変化を迫

る要因になっている。村輿し運動や→村一品運動も定着し、自治体間競争は、これか

らますます蛾烈をきわめそうである。自治体の活性化は、組織と職員の活性化でもあ

る。イキイキ組織とヤル気職員が新しい波を起こす原点になるだろう。

求められる職員像。

なんといっても第一に求められるのは、仕事の能力である。よく住民による国公務員

批判がかまびすしいのは、プロと思って信頼していた公務員がアマチュアなみの対応を

しているときだろう。組織がタテ割で動きが鈍く、職員の仕事に対する誇りが感じられ

ないようでは、住民は不安になってしまう。プロとしてたえず磨かれ有能な人材が生か

されている組織編成が必要である。
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第二に職員の不断の体質改善である。これを行政の文化化といっていい。職員の無関

心、怠惰と打算、事なかれ主義がはびとって、自治体行政が停滞することがないだろう

か。公務員の安定した身分保障が逆効果になっていないか。時代の変化、住民のニーズ、

自治体の目指す目標などの視点から、行政体質を検証しつづけなければなるまい。

第三に、すぐれた市民感覚と公平な姿勢である。言いかえれば納税者意識を持ち、仕

事は迅速、公平、忠実に実行しているか、ということだ。

地方自治体には、特定された地域があり住民が暮らしている。その人たちが何に悩み

何を望んでいるか、を知らなくて実りある行政は期待できない。かつて寺山修治が「書

を捨てよ、街に出ょうJと言ったように、机上ではなく足と耳と自で仕事をすることが

大切である。

最後に「自治体はおもしろいJと書いてあります。

どこの地方自治体でも人材が多い。厳しい採用試験にパスし、充実した研修制度によ

り磨かれ、町の人たちとの交流が人間に厚味をつける。いうならば自治体職員はヤル気

集団なのである。トップマネージメントは、職員と住民に誇りと希望目標を掲げ、そこ

に向かつてやさしさと熱気を込めた連帯を図るならば、自治体はロマγだ。一一こうい

うふうに書いてあります。

私は、これは日ごろから、そういうものだな、というふうに思っていましたので、か

なり同感だな、ということで、ここで紹介をしたわけで、ございますが、日野市の行政で

もかなりこれに当てはまらない部分が多いと思います。要するに、みんな一生懸命やっ

ている、町に出ている、という感じがし、たしますけれども、これから、やはり新しい施

策を考えるときに、私は「書を捨てよ、町に出ょうJということが政策づくりの根幹に

座るべきではないか、というふうに思うわけです。

市民が何に悩み何を望んでいるかを知らなくて実りある行政はできない、全くそのと

おりだと思います。私は、市民参加に加えて職員参加が、今、日野で大いに求められて

いる、というふうに感じております。

ちょっと主観的な話になって恐縮でございますけれども、建設部、あるいは都市整備

部というところでは、かなり、問題があればまず現場を見ょう、ということが定着をし

てきているように思います。大変し、し、方向に進んでいると思います。私が、がんばって

ほしいと思うのが、これも理解不足のところがあるかもしれませんけれども、福祉部、

それから生活環境部、教育委員会、こういったようなところには、もう少し現場に密着

した日ごろの仕事というものを考えていただきたい、というふうに思うわけです。

-491-



特に福祉部では、これからの老人福祉がどうあるべきか、ということ。さらに今議会

でも、いろいろ提言をされております障害者福祉というものには、どうなきゃいけない

か、というふうなことについては、もう少し、もっと現場を知る、ということが必要だ

と思います。

これも59年の 3月議会で、今度補正予算をつける、というその障害のある人を雇った

雇用主には、お金を出したらいかがか、というのを59年 3月議会で私も提案をしており

ます。それから 4年半にもなるわけでありますけれども、やっぱり障害者の自立、障害

者が仕事につく、ということになれば、雇う人の身になった政策というのがそこにあれ

ば、必ずその道は開ける、というふうに思うわけで、これもし、し、ことだな、という感じ

はしておりますけれども、かなり遅い。実態からいわれてみれば遅いな、という感じが

いたします。

それから生活環境部では、これも毎度議会のたびに言われておりますけれども、特に

産業経済、これからの農業をどうする、あるいは商業をどうする、こういったようなも

のについて、もっと担当する市民と話し合って、それぞれが構想を練り上げてし、く、と

いうのがなければ、これからのまちづくりには、大変し巾、まちづくりはできないし、特

に生活環境部の中でも健康課、これもよく指摘をさせていただきますけれども、市民の

健康と医療を守る、というのは、私は健康課の方々が本当に真剣に一つ一つ考えてもら

わないとできないことだ、というふうに思います。

したがって、そういうところ、今までも一生懸命やっているとは思いますけれども、

もっとやってほしい、とし、う意味で、これからの御健闘を期待しているわけです。

それから、教育委員会なんですけれども、これは、私はすごく単純に考えますけれど

も、それぞれの学校で非行というんですか、暴力というのがある、というふうに耳には

聞くんですけれども、そういった実態について、本当に教育委員会がーから百まで知っ

ているのかな、という感じは大変疑問でございます。

したがって現場を知るということ、それからこれからの、要するに福祉社会とし、し、ま

すか、ゆとりある社会ということを日野市内で実現していくためには、文化行政はどう

なきゃいけない、施設はどうなければし、けない、さらにスポーツ行政、体育施設はどう

なきゃいけない、というようなことは、もっとそれぞれの市民と連携を密にする必要が

あるし、大変重要だと思いますのは、教育委員会で行政の効率化という面で、まだまだ

大変遅れているところがある、というところでございます。時代の変化に対応できてい

ないんではないか、というような感じもしております。

大変、言いにくいことを率直に言わせてもらって、議員はここで言っていればいい、

ということで失礼な部分があったらお許しをいただきたいと思いますけれども、そうい

う感じがしております。

今までも、こういったような状況については、それぞれ一般質問をして提起をしてま

いりましたけれども、冒頭申し上げましたように、これからの老人福祉はどうあるべき

か、ということにしぼってお聞きをするわけでございます。

まず質問は、冒頭申し上げましたように老人福祉施策の現状と、それから基本計画に

追加されていた内容、これでは大変不十分だ、ということでございます。したがって、

少しお話ししてもし、し、んですけれども、お手元に渡きれております中で追加されている

内容というのが、老人相談コーナーを開設しました、ということと、住宅のところでは

高齢者向けの住宅も確保いたします、ということ。それから、ひとり暮らし老人では緊

急通報システムを導入します、というのが基本計画に載っております。

このひとり暮らし老人のところでは、今議会におきまして市長答弁で政策の追加があ

ります。老人アパートを早急につくってまいります、来年には、何となく予算化もした

い、こういうのが基本計画にはなくて、市長答弁で追加がされております。

それから、ずっと後は上の方からなくて、医療費等の助成などにつきましても、これ

も市長答弁で、追加がされております。入院見舞い金を来年4月から新設をいたしたい、

ということでございます。

さらには、追加されている内容といたしましては、寝たきり老人の充実ということで

訪問看護の充実、さらには老人家庭福祉委員等の派遣の充実であります。それから、痴

呆性老人の援護の充実でございます。

それから、特別養護老人ホームの建設はそうですけれども、在宅サービスセ γターも

あわせて、今、高幡に併設をする、ということですけれども、先ほどの福祉部長の答弁

では、市内に数カ所考えております、というのが追加をされております。

それから、一番最後の社会参加の促進という欄では、施設の設置というところで福祉

センタ一、高幡福祉センタ一、これは改築、それから中央福祉センタ一、整備、という

のがありまして、福祉の体系に加えられている基本計画、並びに今議会における福祉部

長答弁、市長答弁で追加されたのを全部入れて、これがあわせて福祉の体系の項目であ

ります。

したがって私は、この中では足らない部分がかなりある、というふうに感じておりま

す。やはり老人は、お年寄りはそれぞれの姿があるわけで、その姿に合った施策をど う
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考えるか、ということだと思うんです。健康状態のお年寄りがかなりいるわけです。こ

の健康状態のお年寄りに対する施策というのは、 一番下に就労、社会参加の促進、こう

いうのがありますけれども、ここで、やっぱりもう少し考えなくちゃいけないことがあ

るんではないか。

例えばゲートボール場は、今もっと欲しいと言われているところはないのかどうなの

か、ここにゲートポール場の整備というのがありますけれども、やっぱりそういったよ

うなところはないのか、どうなのか。

あるいは福祉セγターというところで見ますと、これからの方針は高幡に建てかえ、

中央福祉センター整備ということですけれども、私は、これは、やはり長い目で見て、

本当に今の福祉セソターの配置で偏りがないのか、という感じがし、たします。はっきり

言って偏りがあると思います。福祉セソタ一、高幡、湯沢、と何かあのライ γにずらっ

とあるだけだ。こういうのは、やはり広く市民の居住地の配置を見た場合に、これでい

い、ということはあり得ないし、こういうところに私は抜けがあると思います。

それから、健康状態から今度は病気になる、通院する、という状態になると思います。

通院するというときには、やはりこれはお年寄りですから、近くに診療所なり医者があ

る、こういうことが大変必要なことだと思います。そうし、う見地からの老人福祉施策の

体系というのが出てきてないんじゃないか、と思います。

それから入院という状態については、そこに、健康の部分にあるわけですけれども、

市長は、先ほど入院見舞い金の新設というのを、これは来年の事業に入る、こういうこ

とですけれども、私は、やはり本当にお年寄りが今病気になって因っているのは何なの

か。医療費、一日400円負担があります、入院して。本当にそれで因っているのか、さ

らに差額ベッド代が取られて因っているのか、お世話料を余分に取られて因っているの

か、貸しおむつとか、そういうものの費用で困っているのか、こういうような分析をし

ていけば、やっぱりここに、寝たきり老人の、あるいは医療費等の助成の中に、もう少

し違った形の福祉施策というものが、あるいは出てこなくちゃいけないんではないか、

という意味から、これは足らないんじゃないか、という感じがし、たします。

それから、入院から退院をした状態になるわけですけれども、この中で何が必要か、

ということになりますと、やはり個人の御家庭で見てみますと、お年寄りが入院して帰っ

てきた、そのときに、いかにしてリハビリするか、あるいは社会に復帰できるような介

護を続けていくか、復帰させられるか、ということは、非常に家族としては重要なポイ

ントだと思う。そういう面で何をすべきか、というようなところが、特に機能回復訓練、

さらには病院から自宅との聞の中間的なところで、リハビリなり、いろいろ介護するよ

うなところ、こういったようなところが実態面としては、かなり必要じゃないのかな、

という感じがしておりますけれども、この辺が抜けていると思います。

それから寝たきりになりますと、入浴サービスというものを例にとってみても、今やっ

ている、車で送っていって入浴させて帰ってくる、というのが大変し、し、とは思いますけ

れども、かなり物理的に限りがある人きりできない、ということになれば、本当に寝た

きりになって入浴できない人に、もっとほかの入浴させる手段はないのか、ということ

を考える必要だってあるんじゃないか、何も全部施設でもって、そこで入浴させる、と

いうことを考えると、大変難しいことだと思うわけです。

私は、特に第一段階として、おふろ場を改造して一一何か私のおふろも、かなりまた

がなきゃ入れないおふろなんですけれども、改造して、はってでも入れるようなおふろ

なら自宅でも入れる、というケースの人もあるかもしれない。

それから、今は有料福祉サービスで、要するに家事サービス、買い物サービス、こう

いうサービスがありますけれども、入浴サービスもできる介護サービスというところま

で広げて、そういう人たちが訓練を受けていったならば家族と手を合わせてやれば入浴

できる、という人もいるかもしれない。そういったようなものを削っていけば、本当に

施設で入浴させなきゃいけない、という者は、私は、かなり減ってくるんじゃないかと

思う。ですから、入浴サービスーっとっても手法は幾つもあるわけで、実態、に合わせた

形で、幾つも考えられる方法があるわけです。何も全部連れていかなければいけない、と

いう方法を考えるだけじゃ、これからの老人福祉は限度がある、という感じがいたしま

す。

そういうような具体例を幾つか挙げさせていただきましたけれども、要は、本当に介

護をしている人、あるいはヘルパーさん、あるいは市から派遣されていますホームヘル

ノミーさん、こういった人たちが、要するに、もう少しこういう施策が追加されれば本人

も家庭も楽になりますよ、というようなことがかなりあるんじゃないか、という感じが

するんです。したがって私は、そういうこれからの老人福祉施策の展開を図る場合に、

実際にやっている人の話を聞いてみる、このことがどうしても必要じゃないか、という

ふうに思います。

したがって、質問ですけれども、私はこの老人福祉施策、長期計画、 68年度分も含め

て、これで足りていないと思うけれども、市の方はどういうふうに考えているか。さら

に職員参加、それから、実際に携わっている人の意見を汲み入れて必要な施策を追加し
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てし、く、という考え方について、どのようにお考えになっているか、その辺につし、てお

聞かせをいただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 福島敏雄君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 今、多くの御指摘をいただいたわけでございますが、私ど

もといたしましても、日野市が高齢化社会になって、今後なすべき自治体としていくこ

とは何か、こういう点については非常な責任を感じております。

また、国なり東京都なりがやるべきこととは別に、地方自治体として市民の健康と福

祉を保障する、こういう観点から今後の高齢化社会に向けて福祉の充実を図ってし、く、

ということで日々考えておるところでございます。

御指摘のように、現在日野市の福祉行政は、幾つかの施策も展開しておりますけれど

も、これで十分というぐあいに考えているわけでは決してございません。

先般、私どもといたしまして、日野市の高齢化福祉施策の体系化について、というこ

とで、日野市老人福祉協議会に諮問を市長がいたしました。これに対する答申が来てお

ります。この審議の内容での答申は、今後の日野市の体系化についての提言がなされて

おりまして、これに沿って私どもといたしましても充実をしていく、という方向で考え

ております。

決して日野市の基本計画、昭和62年を初年度として 7年計画が出ておりますけれども、

これで十分というぐあいに考えているわけではございませんし、今後、幾つかの御指摘

のありましたような点も、事項も含めまして、充実を図るべきことは多々ある、という

ぐあいに考えておるところでございます。

特に御指摘のありましたような医療費の助成、これについても非常に難しい問題が含

まれておると思いますけれども、いわゆる医療費のほかの医療外支出の問題の負担が、

かなり老人等の家庭にかかってきている。こうしヴ問題も考えますと、単に医療費助成

ということだけでなくて、総合的な助成制度も今後検討しなければならないんじゃない

か、こういうことを現在検討しているところでございます。

また、退院後のケアホームとし、し、ますか、ケアする場所としての中間施設、これも国

が現在、月々 1人22万円の経費の中で個人負担 5万円ということで政策が出ておりまし

て、既に全国で 7カ所、 62年度が実施をし、 63年度からは、またさらにふやしたところ

で実施をしてし、く、という国の構えがあります。これが現在、いろいろ論議を呼んでい

るところでございますので、これについても中間施設ということで、本来、小規模の地

域に密着した形の施策が展開できればし、し、わけですけれども、この施策の成り行きを見

ていますと100人以上でないと赤字になる、こういうような話もありますし、今後、こ

の辺のところの成り行きを見定めて地域に密着した中間施設として、御指摘のような形

で活用できる中間施設ができるならば、これはまことに結構なことだし、またぜひ、そ

ういうものができれば実現する努力をしていきたい、こういうぐあいに思います。

その他、入浴サービスについても御指摘がありましたけれども、確かに、単に入浴サー

ビスを現在 1回を 2回に、というぐあいに拡充するだけでは不十分だと思いますし、今

現在、障害者に対する入浴、ふろ場の改修費、改修等の補助を福祉の施策の中で実際に

行っております。これは申請がありまして、一定の障害がある方には、ふろ場の改修が

できるような費用が補助できるようになっておりますけれども、このようなものも今後

拡充して一般の老人に適用できるかどうか、その辺のところも検討する必要があろうか

と思います。

その他老人の実態に迫る調査をせよ、という御指摘でございますが、私どもも改めて

現在の日野市の老人の実態に迫る調査を、社会的な調査を実施してみたい、というぐあ

いに考えます。

0議長(市川資信君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) 今、幾っか私が指摘をいたしました中間施設、あるいは医療費

の助成のあり方、あるいは有料福祉サービスに介護とか看護を追加すべきだ、というの

は、質問の趣旨ではありません。これは、例えば一例としてこういうのが抜けているん

ではないか、こういう話ですから、それを福祉部長の答弁を聞し、ておりますと、それを

検討しましょう、というのは、私は余り好きじゃないんです。

先ほど言いましたように、ヘルパーさんなり、それから老人福祉課、福祉部、全員が

寄ってですね、寄って老人福祉施策はこれでし、し、のか、ほかに追加するものはないのか、

こういう議論の中で私はそれぞれを出してもらって、何をしなくちゃいけないか、とい

うものをっくり上げてほしい、というのが質問の趣旨であります。

今、答弁がありましたが、要するに、この施策の体系は不十分である、とお認めになっ

た上で、これからのリードしていくものが老人福祉協議会に諮問して得た答申をもとに、

とこういう話がありました。私は、これも必要だと思います。老人福祉協議会に諮問し

て答申なされた内容をもとに、というのは、それはいし、と思し、ます。

だけれども、今までの、この日野市のいろんな福祉な り、いろんな行政で、そうし、う

ものを少し当てにし過ぎてはいなかったか、職員がみずから考える努力を怠ってはいな

かったか、それを指摘をさせてもら っているんです。自分が考えてこうしなく ちゃいけ
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ない、というものは、職員が考えたならば日常の実践にも必ずやそれがあると思う。人

が考えて提言されたものは、これはどこかにほこりをかぶって、すごく意識としては薄

いものになってし、く。まちづくりのそこに、かなり日野市の場合一一それは学者さんの

いし、意見もし北、でしょうし、高度な知識を持った方のアドバイスもいいんでしょうけれ

ども、やっぱり市民と一番接している人たちの考え方を尊重してやることが、私は市民

のためで、もあり、働く人のためで、もある、という感じがしておりますので、この辺につ

いては市長から基本的なお考えをお聞きしたし、と思います。

それから、いま一つ市長にお聞きしたいんですけれども、そうしたことを考えますと

きに私は、日野市の中で1，4∞人から印0人の職員がし、らっしゃる、この中でお年寄りを

抱えて苦労された人はかなりいるんじゃないか、と思うんですね。そういう方々の中か

ら老人福祉施策を少し考えて仕事をしてみたい、という人はいると思うんです。自己申

告制度にそう書く人がし、るかどうかわかりませんけれども、本当に実態を、職員の中で

もそういう人を老人福祉課なり福祉部に集める。しばらくの間は動かさないで徹底して

やっていただく。こういうことが、要するに公募で決まっているという仕事というもの

については、職員をかなりローテーショ γしても私はいし、と思いますけれども、庁内で

自発的に、日野市が独自に立案できる政策に携わる分野の人というのは、やはりそういっ

た立場の人に長いこと携わっていただしということが重要だし、産業経済のまちづく

り、農業のあり方についても当然そういうことだと思うんです。

ですから、そういった意味で、人事配置の中で、これは人事権に踏み入るようなことで

恐縮なのかもしれませんけれども、そういった工夫をするお考えがないか、ということ

と、私はいま一つ組織の面で見直す必要があるんじゃないかと思うんです。

日ごろ、 2階の福祉部を見ておりまして、本当にデイリーワークに追われて今これか

ら先、何をしなくてはいけないか、ということを考える余裕のある人がし、ないんではな

いかと思うんです。それから産業経済においても私はしかりと思うんです。

ですから、やはり新しい施策をっくり上げてし、く部所、要するに生活環境部なり産業

経済なり、福祉部の老人福祉課なり、というようなところには一ーやはり 4階の企画と

いうのがありますけれども、あれを下に下ろすというような感じぐらいの、 1人新しい

人を、これも市長とのパイプも必要でしょうし、市長との意見調整というものも必要で

しょうし、庁内の意見調整、あるいは市民のニーズを知る、いろんなことでデイリーワー

クから離れたこういう企画部門というのか、管理部門というのか、こういう人を配置す

べきだ。何もこれ、定数をふやさなきゃできない、というんではなくて、私は工夫でで
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きる、というふうに感じておりますけれども、そういったようなことをする考えはない

か。

それから、いま一つ、先ほども福祉部長にお尋ねして返事がなかったんですけれども、

やっぱり、福祉事業団に給食サービスなり、いろいろな有料福祉サービスを委託してい

る。あれはあっちでやっているからし巾、ょ、というんじゃなくて、常にコ γタクトを持っ

ていなくちゃいけないんじゃないか。それで、その福祉事業団、あるいは福祉事業団に

働くボラ γティアの皆さん方と、福祉部なり市長との懇談会というものはしょっちゅう

行われて、それで新たな施策の展開というものもなくちゃいけない、というふうに感じ

ております。

新たな福祉施策の体系化を練り上げる上で私は、その辺のところが、組織的にも日常

の組織面でも考えられなくてはいけないんではないか、とい うことを日ごろ考えており

ますので、最後に市長の御見解を伺いたし、と思います。

0議長(市)11資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) きょうの議場での御質問には、いろいろと幹部職員を勉強さ

せていただくところがあった、というふうに伺っておるわけであります。

いろいろな、この行政に対しますエネルギー、市民のいろいろな実例、発想に依存す

べきことは、もちろん大切でありますが、庁内に、またそれに応える生き生きとした機

能を絶えず維持しなければならない、こういう観点から、とかく固定しがちなこの状況

に新鮮な発想を常に加えていく、ということが非常に大切だ、こう思っております。そ

れが庁内の職員参加の形、あるいは市議会とか協議会とか、資本団体に対します体系的

な答申、これらをあわせながら、きめ細かくやっていくところに、常に一日新たな施策

の展開が生まれてくる、こうし、う意味で、御指摘は極めて教訓!として伺うべきことだと

思っております。

体系一一私、よく全体を把握するのに、絶えず全体を見た中での要点とか、重点とか

いうものがそのとき、そのとき必要になってくる、と思っておりますし、今できておる

ものがすべて完成だなんていうことは全くないわけでありまして、これに、どういう新

しいニーズに応えてし、く施策を大項目、小項目をいろんな形で、はめていくか、という

ところに行政責任の前進が伴う、このように考えておりますのと御指摘は同じだ、この

ように思っております。

いろいろな高齢社会は、特に未経験の社会に突入する大きな課題でございますので、

新しし巾、ろいろな情報のそれを分析をしたり、あるいは集合させたりできる能力が非常
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に重要だ、ということをつくづく感じておりまして、今までの蓄積、集積は、それぞれ

の御指摘等に基づいて一歩一歩前進過程にある、というふうに御理解をいただき、一層

の御指摘、教ヨ11もいただきたいと思っております。

0議長(市川資信君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) ありがとうございました。

その一つが私は用地の確保だというふうに思います。地主があるわけでございますの

で、いかにほしいと言っても、これは大変難しい困難なことだなと思うわけであります。

いま一つは、やはりこれからのまちづくりで用地と並んで難しいのは、何回も申し上

げておりますけれども、やはり職員組合と、いかによきパートナーとしての関係を自立

していくことができるか、このことが行政一一一特に森田市長としては、ほかのことは何

でもできる感じがし、たしますけれども、その二つは森田市長の考えだけでは済まないよ

うな感じがし、たします。本日は、職員組合との関係ということは別にいたしまして、用

地の確保について考え方をお聞かせをいただきたいと思います。

質問の 1点目は、昭和68年までの基本計画が今できております。これを達成する上で

現在用地がなくて、用地を手当てしなければできない計画というのは、面積に直してど

のくらいあるのか、ということが質問の 1点目であります。

それから質問の 2点目は、今議会に当初予算に比べまして21億円の市税の自然増が、

それの補正予算が提案されているわけでありますが、このうち豊田南区画整理で、土地

開発公社が所有していた土地を市が買い取る、という形で、 8億4，5∞万お金を支出し

ようということが提案されております。私は、こうした現在の中で、思いもかけない税

収の伸びの中でこうした用地取得費にその財源を割く、ということについては賛成でご

ざいます。

したがし、まして、ぜひ、そういうふうに進んでもらいたいという気持ちで質問をする

わけです。恐らく、質問の第 1点目で基本計画を達成するに必要な新たな用地という問

題については、私はあんまりないんじゃないか、こういうふうに思います。というのは

68年までの基本計画、あるいは事業計画に乗っているものについては、そういう難しい

問題は避けている、という感じがし、たします。

したがって、むしろ邸年以降、計画に乗せるべきもの、事業計画に乗せるべきもので、

これから用地を取得しなきゃいけないものが、というふうに広げたら、かなりあるとい

うふうに思います。例えば石坂議員も指摘をされておりますように、都市計画道路の建

設というのがあります。石坂議員は第二関戸橋というところの道路を例に挙げられてお

りましたけれども、そのほかに2・2・11、特に中央線の西側というようなところを考えま

すと、あそこは区画整理の予定がないわけでして、一部はもちろん、ありますけれども、

ないところが多いわけでして、用地買収方式によって道路を広げていかなければならな

い、ということになっているわけです。

そのようなときには、今、あの中央線から西側のところに2・2・11の予定地の上に、 7こ

ぜひ、そうした意味で市民が喜ぶ施策の開発とし、し、ますか、そういった面で御努力を

お願いしたいと思います。

冒頭言いましたように、日野市というスーパーにしか日野市民は、買いには来られな

いということでございまして、ぜひ、よそに負けない品物を並べるという ことの発想を

強く持っていただいて、努力していただきたいと思います。この質問を終わります。

0議長(市川資信君) これをもって20の1、老人福祉施策の体系化を急げの質問を終

わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時12分休憩

午後 3時42分再開

0議長(市)11資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問20の2、税金の増収分は公共用地の確保に使えの通告質問者、福島敏雄君の

質問を許します。福島敏雄君。

(8番議員登壇〕

08番(福島敏雄君) それでは 2点目の質問に入りますが、残り時間46分ですが、で

きるだけ表題のとおりの内容ですので手短に質問いたします。

先日も一般会計補正予算の提案の際に、石坂議員から質問がされておりますので、で

きるだけ簡単に重複を避けるような形で質問をさせていただきたいと思います。

私がこの質問をする基本的な考え方は、これからの日野市のまちづくり、当面基本計

画を策定してあるわけでございますし、基本計画に乗らない施策の方向というのも提議

をされております。したがって、そうした基本計画なり、これからの市の方針をどう達

成し実現していくか、という観点からいけば、私は二つ、森田市長と言えども力の及ば

ないところがあろう、思いどおりにならないところがあると思います。
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しか47戸ばかり家があるというお話を聞いておりますけれども、私は、これを促進する

ということになりますと、 47戸の皆さん方の行き先ということを考えなければ、なかな

か事業の進展ができないんではないか、こういう感じがし、たします。

2年ほど前ですか、市長はそういう考え方のもとに、東京都に住宅用地としてあると

ころの一部、そうしたものへの転用について都に要請をされている、ということがある

わけで、私もそうした動きには大賛成でございました。そういうのに加えまして、やは

りそうしヴ都市計画道路が予定されていて、区画整理でなくて用地買収をしなくちゃい

けないようなところは、直接買うとし、う方式もあるかもしれませんけれども、代替地を

買っておいてそこに移転をしていただく用地を持つということが、事業計画の遂行の上

から大変重要だと思います。

さらには天野議員さんも、いつも指摘をしております日野駅周辺の再開発といし、ます

か、特に森町、北原、あの辺のところを再開発する、ということになりますと、あそこ

から何人かの人が外へ出なければ空間が出てこないわけでございまして、そうした意味

からいくと線路の西側で四ツ谷で区画整理をしている、ということになるとすれば、も

し、あの区画整理をするところの地主さんが市に譲ってもいい、というようなことがあ

るとすれば、これはあれを買っておけば、その向こう側の人がこちらへ出てくるという

ことによる再開発も可能になってくるわけでございます。

そのほか、考えれば病院の建設のための用地、さらには基本計画の構想にもあります

けれども、中学区ごとに一つの複合文化施設の建設というようなことになりますと、こ

れも用地がないところが多いわけでして、この手当てが必要でありますし、さらに、きょ

うもいろいろ議論になっております特別養護老人ホームを、さらに幾つか建てる、とい

うことになりますと、例えばこの市営住宅を高層化して、そのわきに建てる んだという

方式でやれば、用地は浮いてくるかもしれませんけれども、そのほかのことを考えると

すれば用地としヴ問題も出てくるわけでありまして、これから先の68年以降の事業計画、

基本計画を作成していくことになりますと、 21世紀を展望して用地ということが大変必

要なことになってくるだろうと思います。

私は、そうした意味で、今、土地は一時上がってきまして、この高いのに土地は買え

ないよ、とし、う議論もあるかもしれませんけれども、しかし、まだ日野市内を見回して

土地があるわけでございまして、そうした中では、できるだけ将来に向けて、高いかも

しれませんけれども用地を確保してし、く、ということが行政の一つの柱になっていく必

要があるんではないか、という感じがし、たしておりますので、そうした意味で、用地確保

を、こうした税収が思いのほか余分に入ったというようなときにこそ進めるべきではな

いか、という考え方を持っていますし、さらには、し、し、土地があれば基金を取り崩して

でも買っておくということも、私の一方的な話かもしれませんけれども、多くの市民の

皆さんの賛同を得られる話ではないかな、という感じがしておりますので、その辺の御

見解も 2点目にお聞きをいたしたいと思います。

3点目は、そうした意味で、用地買収をこれから進めていくとしヴ前提に立ちますと、

私は、やはり用地買収というのは大変難しい事業だ、というふうに思います。

したがって、用地買収交渉力とし、し、ますか、そういうものの強化が一段と必要になっ

てきているんではないかと思います。そうした意味では、用地課の皆さん、大変御努力

をいただいておりますし、ときによっては事業を進める担当の部所でも用地交渉にも出

かけております。そういった努力は評価するわけでありますけれども、一層用地取得が

困難な情勢になって、取得を進めていく、ということを考えますと、私は市の幹部も用

地交渉に、もっと出てし、く必要があるんではないか。これは素人考えですから、そうで

はない、というお考えがあるのかもしれませんけれども、やはりここに、市役所で何十

年仕事をされて事務所の皆さんとも顔つなぎのある、そういうような人、それで役所の

中の立場もそれなりの人があいさつに行く、ということは大変重要な、用地取得の交渉

の中でも重要なことではないかな、という感じがしているんですけれども、その辺の御

見解をお聞かせいただきたいと思います。

さらには、再三この職員研修を例に出して恐縮ですけれども、これの 8月号にいろい

ろな市の施策が紹介されているわけですけれども、土地対策といたしまして「公共用地

の買収を民間に委託」という見出しで栃木県足利市の例が出ております。

「公共事業を実施する上での困難、難題は用地の取得、担当職員は地権者との用地買

収交渉に骨身を削っているが、足利市は 6月から公共用地取得業務の一部を民間に委託

する民活方式を導入した。もちはもち屋、というわけで不動産業者での組織である足利

宅地建物取引業共同組合に用地買収を委託するものO 市と同協組が公共用地の買収交渉、

建物など地上物件の移転交渉、代替地の取得交渉について委託契約を結び、同協組は組

合員が用地買収交渉グループを編成して交渉に当たる。交渉が成立した場合、市は提示

した取引額の 2%以内の委託料を支払う。」という内容でありまして、 「当面は主に道

路の拡張に伴う代替地の取得業務を委託する方針だが、うまく軌道に乗れば前面委託す

ることも考えている。」こうし、う記事でございます。

こうし、う方法がし、し、のかどうなのか、というのは担当の皆きん方の判断によるでしょ
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うけれども、私は、やはり可能性を追求するということで一つのものを実現させる、達

成させるためにどういう手段があるか、というのを、先ほどの話とも関連するんですけ

れど、それぞれ洗い出す、用地取得という事業というものに対して、民間企業では特性

要因図というのがありまして、これは魚の骨ですね、それぞれに枝葉をつけて用地を取

得するに必要ないろんな条件は何か、というのをそれぞれがプレーンステイプストーミ

ソグというか、それぞれの部所の人が出し合って、こういうことをやればし巾、じゃない

か、こういうのがあるわけで、私はそれに近い形で今言っているわけです。要するに市

の幹部が出ていったらどうかな、と。

それから、よく地元の人とつながっていると思われる、そうした地元の業者の皆さん

方の情報なり力を借りる方式も一つの案としてあるんではないかな、そういうことをし

てでも用地確保が次の時代のまちづくりに必要だ、というふうに考えて、そういう質問

をするわけですけれども、以上 3点につきまして御見解をいただきたいと患います。

0議長(市川資信君) 福島敏雄君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) お答えいたします。

1点目の問題でございますが、 68年度までの基本計画に伴う用地ということでござい

ます。私の方も当然、 前期、後期68年を持った基本計画を立てる時点で財政的な部分、

概算ではございますが、用地の算定も一応はしております。その中では、もう細かし、こ

とは申し上げませんが、当然これからの基本計画実施に当たっては、個々に福祉、教育

などの市民施設の問題、あるいは都市整備分野の問題、公園等の問題、あるいは自転車

の駐輪場等があるわけでございます。

そう いうものを一つの実施計画、あるいは施策の方向づけをした中で、まだ実施計画

が見込んでない部分も含めて、当然施策の方向の中にも大きな問題が残っております。

そういうものを含めて、 試算的には概算でございますが、ただ、この土地利用の仕方と

しては各議員さんからもいろんな御指導をいただいておるところでございますが、その

中には、現状の用地の複合的な活用の問題、 多様化の問題、方法はあろうかと思います

が、そういった施策の方向等を全般的に含めますと、面積では約、少なくとも11万平方

メートルぐらいは必要だろう、というふうに私の方では概算で積算しております。

それが、 1点目の全くの考え方の概算でございます。

2点目でございますが、当然、、税収に基づく用地確保に努めるべきではないか、とい

うような御質問でございます。

議員さんも御承知のとおり、過去にもこうし、う増収分があったわけでございます。 59
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年には10億5，000万、あるいは60年度には13億、主に市民税の税収部分が主でございま

す。その中には用地の取得、あるいは繰上償還というような対応をしてきた経緯がござ

います。当然今年度の増収の中におきましても、先ほど議員さんからお話ありましたと

おり補正予算の中で、土地区画整理のための用地取得に当初予算等を含んで8億4，500万

というような63の計上になるわけでございます。

また建設基金としては、ここで補正もお願いしてお りますが、それをトータルします

と44億強というような数字に現行では、なっております。

今議会の中に石坂議員きんからも、いろんな用地の確保の問題等も御質問いただし、て

おります。公共施設の建設のためには、ある程度の用地が、鎮静化した現状の中で、や

はりこれは所有者の協力、そういったものを求めなければならない問題があるわけでご

ざいます。やはり、これからの公共施設の整備促進には、何としても用地だろう、と私

自身は考えております。

そういう中では、今後基金の問題等含みながら、その準備のための基金をここで積み

立てているわけでございますので、取り崩しをしながらでも用地確保をすべきだろう、

というふうにお答えいたします。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 総務部長。

0総務部長(山崎 彰君) 3番目の件でございますが、 総務部長からお答え申し上げ

ます。

3番目の件は、用地買収交渉力の強化とい うことで現在の力量、それから民間の問題

というようなことで提議され、その考え方が提唱された、というふうに私は判断いたし

ます。

現状の用地につきましては、現在、用地課におきまして各事業の主体であ ります建設

部、それから都市整備部、 そう したところから依頼を受けま して、 そして、 それを毎年

度事業に予算化し、たしまして、 開発公社が。そして、それを実行に移してきてお ります。

昨年度のこれは決算にも出ておりますが、例を引きますと大体20件を 3万4，265平米で

したけれども、この用地を買収した、という形でございます。

御承知のように昨年10月から国土法の指導に基づきまして、 100平米以上の届け出と

いうような規制が出まして、それは土地高騰化の抑制ということでございます。それで、

それらに基づく事業も都市整備部の都市計画課と用地課で分担して、今年の 3月まで実

施してきた。そして、今年の 4月からは用地課の方に一本化した、というような経過で
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進んでまいりました。

そうした中での新聞や報道によりまする土地の高騰の鎮静化というものが昨年の12月

をピークといたしまして、非常に件数が減りまして、現在は、それからパーセソトにい

たしまして約10%ぐらいの高値からの問題が下がってきているんではないか、というふ

うに考えております。そうした用地の買収の難しさ、それから御指摘になりました道路

用地の代替地の要求、そうしたものにつきましても鋭意努力はしております。

また、これは過日の広報で、それらとは別な方法での用地の借用ということで、広報

に出しましての公共用地の借用というような手も今打ってきておるわけでございます。

そして、この考え方の中で非常に難しい用地の買収でございます。そうした考え方の

中で一つの、福島議員さんから今言われました市の幹部の用地交渉はどうなんだ、それ

を充てたらどうなのか、というようなお話でございました。既にこれは、再雇用という

ような形で公社の理事長さんのそうした経験と行政知識を持ちまして、こうしたふうに

振り込んでおります。そうした方も今後お願いして、そして交渉に当たらせていただき

たい、というふうには思っております。

そうした検討も随時やっていきたし、と思っております。

それから、その中での 2点目の足利市の問題でございますが、非常にこれは民問委託

との問題でございますので、十分検討させてもらいたい。今後の課題でもありますし、

やっていきたし、と思います0

7こだ、今言えることは、東京都におきましては国土法の抑制ということの網をかぶり

まして、そして実際に用地の高騰の抑制jということでの直接指導を東京都から受けてお

る、というような状況の中でございますので、今の問題につきましては十分検討してい

きたい、と思っております。

以上でございます。

O議長(市川資信君) 福島敏雄君。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 再質問にお答えしたいと思います。

68年度までの事業計画に要する面積としては、 3万7，000程度でございます。もちろ

ん、これには先ほども申し上げましたが、いろんな活用の方法、また、先般広報の中で

「市長室から」ということで、公共施設建設のための用地を求めて、というような地主

に対する協力等も求めております。そういったものを合わせながら当然検討するわけで

ございますが、当時の概算の面積としては 3万7，000平方メートルということでござい

ます。

0議長(市川資信君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) くどいようで恐縮ですけれども、 3万7，000平方メートルを手

当てしないと計画は成り立たない、とし、う理解でいいんですか。わかりました。そのほ

かのことにつきましては、一応市長の御見解も賜りたいと思います。

特に増収分、あるいは基金を取り崩しても代替地とか、そういうものの用地確保に回

す考えがありや、なしゃ。さらには、用地買収交渉力の強化のために何なら市長みずか

らも乗り出すか、というような決意のほどがありましたら、お聞きいたしたいと思いま

す。

08番(福島敏雄君) ありがとうございました。

それから、いま一つ、先日の石坂議員さんの質問には、基金を取り崩すといっても、

すぐ買えば100億ぐらいはすっ飛んじゃうから、そうはいかないよ、というお話があり

ました。私は、そうした意味でこれも市長にお聞きをしたいんですけれども、土地開発

公社が先買いをする、ということでやってきていると思うわけですけれども、利子負担

を、どの程度になっているのか、ちょっと調べさせていただきましたら、要するに一般

会計から土地開発公社に対する利子の負担でありますけれども、昭和60年度が2億3，83

7万円、昭和61年度が 1億6，404万円、昭和62年度が 1億4，333万円、こういうふうになっ

ております。 60年度まで多かったというのは、南平八丁目の用地を土地開発公社が持っ

ていた、ということの利子負担が大きかったようでございます。

私は、この土地を税収分そのもので市が直接買い取る、ということになると、用地費

もばかにならないと思いますけれども、土地開発公社に利子負担を思い切り、もっとす

るから可能なところは手当てしろ、こうし、う指示の仕方もあろうかと思います。

先日、これに対して土地開発公社の決算のときに古賀議員さんから、いつまで古いの

を持っているんだ、とこういう意味の質問もございました。大変その兼ね合いは難しい

ところだと思いますけれども、そこに公共施設が建設されることが明白だ、というその

周辺なり、そういったようなところがあるとすれば、私は若干その用地が寝てもやむを

1点、今の答弁で再質問したいんですが、基本計画達成に必要な用地の面積は、 11万

平方メートルぐらいである、こういうことでございますが、じゃあ、これ新たに取得し

なければ事業計画が進まない、用地が11万平方メートルというのは理解がしにくいんで

すけれども、この68年までの事業計画を達成するのには、このうちのどのくらいの面積

なんでしょうか。 1点、お聞きいたします。

0議長(市川資信君) 企画財政部長。
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得ないんではないかな、という感じもしておりますので、私は、一般会計から利子負担

を開発公社に年5億もすれば、かなり必要な用地の先買いもできる、という感じがいた

します。税収分のm億をそのまんま、今回の残った分をそっくり、基金というのもおか

しいですけれども、公社が買ったらば利子補給する、ということも、乱暴な話かもしれ

ませんけれども、今までないと思っていたお金ですから、そのくらいの意気込みでもい

いじゃないかな、という感じがし、たしますので、市長の御見解を賜りたいと思います。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 聞いた話で、すけれど、ロ γ ドソの近郊の自治体と言えますか、

保に努力をしていかなければならない、というふうに思っております。

特に道路のそこを使わなければ、道路が設計できない、というようなととろは、これ

は代替地でも出して何とか理解をいただく、ということも大切でありますし、当面、公

共用地拡大法に基づきます土地開発公社の役目というのが、相当高し、一一用地確保に能

力と申しましょうか。そういう役割を分担をいたしております。とりあえず買えるとい

う際には、一番てっとり早い方法であります。

税制上のことも、また伴いますので、なるべく公共用地も明確に、用途も明確にして、

そして税制に優遇の措置が適用できるように努力もしておる。そういうことで、比較的

契約がやりよくなっている、というふうにも思っております。

必要面積は、もちろん積極的に確保することが望ましいわけでありますのと、それか

ら土地を確保する力量ということでは用地課が、あるいは関係のそれぞれの課が、比較

的適切な方法で努力をし目的を果たしている、という事例もかなりございます。

そのために市長自身、ないしは幹部が率先して確保のために当たる、ということも大

切なことでありますので、これまでも多少そういう役割も果たしてまいりましたし、こ

れからも十分果たしていかなければならない、こんなふうに思います。

民間委託ということも、これも一つの手法だと思いますが、いろいろと条件整備をす

べき部分もあろうと思っておりますし、斡旋をしていただく、という方法なり、それか

ら一一一要するに情報をなるべく広く知りながら、その中で選択をしてし、く、ということ

が適切ではなかろうか、こう思っております。

0議長(市川資信君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) ありがとうございました。

用地確保の必要性、それに対する意気込みというものを十分感じ取れます答弁でござ

いましたので、今後の一段の御努力をお願いして、質問を終わりにいたします。

0議長(市川資信君) これをもって20の2、税金の増収分は公共用地の確保に使えの

質問を終わります。

一般質問21のし緑と清流のネ ットワー クについての通告質問者、板垣正男君の質問

を許します。板垣正男君。

(19番議員登壇〕

その都市では、それぞれの市の面積の30%ぐらいが公共用地として保有されている、と

いうことを開いたことがあります。つまり地方自治体が、ある程度、将来の事業をやり

よく展望する中で使える用地を持っている、ということは、極めて大切なことだと思い

ます。

日野市でも既にできております道路とか公園とか、それから施設関係の用地とか足し

ますと相当な面積にもなるわけでありますが、もっともっと、これからも可能な限り用

地を積極的に求めてし、く、という姿勢は大切だと思っております。

このたび、年度半ばで税収の補正をお願いしておるわけでありますが、これは現在の

認識といたしましては、増収というよりも減収がやや復活をしてくる方向に向かった、

これから大いに期待もいたしたい、こういう感じでございまして、 とりわけ年度半ばで

ございますので、何にそれを充てるか、というこ とで、半ばをいずれ事業化をしなけれ

ばならない用地という形で肩代わりをすることがし、いだろう、というこ とを判断をいた

しまし7こO

先般も、用地につきましての市民の理解を得るために、若干のお願い広告も出してみ

たわけでありまして、区画整理を行います地域には、豊田につきましてもそうですし、

西平山その他の区画整理の予定地も、あらかじめできるだけの用地を持っている、とい

うことは、事業そのものを円滑に進めるという意味もありますし、それから事業の中で

特に公共施設のための用地として政策的にも大変必要だと思っております。

土地に対しますひとつの民間活力の導入ということも考えまして、賃貸契約あるいは

信託契約、その上に売買契約、あるいは委託契約、このような方式をできるだけ公共施

設のための手段として成り立たせていきたい。そういう意味で地元の地主さんにも公共

事業に対する理解をお願いをしたい、こういうことを申し上げておるところでございま

して、これからも、 ときどきこのような情報をいただく呼びかけもやりながら、用地確

019番(板垣正男君) 質問を行います。

今議会21名の議員の皆さんの発言通告中、発言順位21番でございます。もうしばらく

御協力をお願いしたいと思います。
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私の今回の一般質問のテーマであります緑と清流のネットワークについて、でありま

す。

ことしの夏は、例年になく大変雨の多い日が続きました。緑にとっては、干ばつにな

るよりも雨の多い方がよろしいかとも思うわけでありますが、しかし、余りにも降り過

ぎますと逆に災害とし、う問題も生じるわけであります。

実は、私の住んでおる近くの緑地の周辺に居住しております住民の方から、余りにも

雨の多いその翌日に緑地の斜面の崖崩れ等を心配いたしまして、私に話を持ち込んだ件

がございました。私も現地を早速住民の方と見たわけでありますが、確かにその危険を

感ずる箇所もあったわけでございます。

私の見た箇所は、わずか一、二カ所でございますので、日野緑地全体を初めといたし

まして南部地域の緑地などを含めますと、緑地の保全というものも、また一つ課題にな

りつつあるんではないか、という感じを持っているわけでございます。

こういうことと考え合わせまして、私は、ことしの 1月でありますが、日野市河川整

備構想、なるものが発表されました。この中でも河川を中心といたしまして、日野の緑と

清流を取り戻す、という施策の方向が全面的に展開されておるわけでございました。こ

ういうことなどを見る中で、本当にこの構想、が一日も早く具体化し、 市民の望む望まし

いまちづくりになってし、く、こういう期待を持っているわけでございます。

災害の問題については、また後ほど触れる、ということにいたしまして、緑と清流の

ネットワークの問題について順次質問を行ってまいりたし、と思います。

昭和57年の 3月に緑のマスタープラγが発表されました。これは報告書という形でま

とめられているものでありますけれども、日野市の作成いたしましたこの緑のマス ター

プラ γ、西暦2000年、昭和75年を目標として超長期の視点に立って環境保全、屋外レク

リェーション、防災の観点から系統的な緑地の配置計画を行い、 安全と健康、 文化的な

都市環境を目指し、自然環境の保全と公園緑地の創出を計画し、実現へ積極的に対置す

るものだ、こういうふうに述べているわけでございます。

この緑のマスタープラ γの出てまいりま した背景といたしまして、この報告書に述べ

ておりますのを一部御紹介いたしますと、要するに昭和30年以降、東京都心の人口の受

け皿として、多くの大規模住宅団地の建設が推進された。都市化に拍車がかけられ現在

に至っている。将来においてもこの傾向が継続することが予想される、ということでご

ざいました。そして、日野市が安全、利便、快適な諸条件を満足できるような住宅都市

として整備される必要がある、というわけであります。

昭和53年現在で日野市の市民 1人当たりの公園面積は、1.31平米となっておりまして、

日本の中都市の中にあっては極めて低い水準にある。急激な都市化によって緑地の蚕食、

河川の汚濁、交通公害等、生活環境の悪化は、大きく市民生活をむしばんでいる、とい

うふうに述べております。

多く申し上げるまでもなく、緑の問題、清流の問題は、何回とな く、あるいは何十回

となくこの議場で論議をされてまいってきたわけでございます。今後も恐らく論議をさ

れてまいるわけでありましょう。そういう論議の中から新しい施策の展開も可能になる

わけでありますし、より日野の緑のマス タープラソ、清流を取り戻す施策が積極的な方

向を明らかにできれば、なお幸いであるわけであります。

森田市長が就任をいたしまして、 16年近くなるわけであり ますが、就任当初、それよ

り以前の市政において、今申し上げましたようなことなどが具体的に日野市内で展開さ

れたために、いわゆる乱開発の状況にあったわけであります。現実を正確に掌握し、そ

してその現実の手当てとして打ち出されたのが、緑と清流を取 り戻すという発想、ではな

かったか、と思うわけであります。

私は、その当時から、あるいは今日考えても、緑と清流を取り戻すとい うこ とを単な

る一つのまちづくりの分野の政策にとどめないで、 行政のメイ γスローガソに掲げたい

というところに森田市長の創意性があった、と考えているわけであります。そのことが

市政執行の中心的な政策の方向を示して今日まで至ったものと推察するわけであります

が、特に緑と清流というこの言葉が一日野の自治体だけにとどまらないで、その後の全

国の市町村の行政目標に掲げられている、ということを見るならば、私は地方自治体の

本来行うべき最も基本的な施策が、 こういうところにもあるのではないか、 と考えるわ

けであります。

それだけに、 今回取り上げました緑と清流のネッ トワークという のは、日野市の掲げ

ております今後の行政施策の中心をなす一つであると同時に、全国的な市町村、自治体

の施策の方向をも示す重要な計画にもなってし、くのではないか、と考えるわけでありま

す。

こういうことで、私はこれまで日野市が行ってまいりました緑と清流に関するいろん

な調査、あるいは提言、これらの構想なり計画をもとに質問を行ってまいりたいと思い

ます。今、私が引用いたしました緑のマスタープランの中におきまして、緑と清流のネッ

トワークという部分につきまして紹介をしておきたし、と思うわけであります。

歴史的にたどってまいりますと、本格的な調査の上に成り立ちまして、こうしたネ ッ
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トワーク構想が出てまいりましたのが、この日野市緑のマスタープラ γの中でござし、ま

す。環境保全系統の配置計画という中で骨格的な緑地の保全、水系の保全、貴重な緑地

の保全、生活環境緑地の保全、というふうに項目が分かれておりまして、 「骨格的な緑

地の保全Jという中では、例えば多摩川、浅川、多摩丘陵、日野緑地、こうした大きな

緑地を指しているわけでございます。これらをまず保全する、というととになっておる

わけであります。

二つ自の「水系の保全Jということで、これも浅川や多摩川、そして程久保川、ある

いは用水等々の保全、清流化の促進を述べておるわけでございます。

「貴重な緑地の保全Jというところには、主に文化的な遺産にかかわる緑地の保全を

指しているわけでありますが、例えば高幡不動尊、百草国等々の神社、仏閣、あるいは

公園等を指しているわけであります。もちろん、都市公園も中に含まれるわけでありま

すが、こうした中で「生活環境保全の緑地の保全」ということになってまいりますと、

ぐっと身近なものになってくるわけでございます。このところに私は、緑と清流の連続

したネットワークの形成に非常に重要な役割を果たす部分がある、こう考えるわけでご

ざいます。

この生活環境緑地の保全は、児童公園であるとか、あるいは近隣の公園、ちょっとし

た空き地、生産緑地等々も含まれるわけでありますし、用水路なども当然含まれてくる

わけであります。最も生活に身近なところの緑地というこ とになるわけでございます。

こういうことなどが、具体的な項目として指摘されてまいってきているわけでござい

ます。

この緑のマスタープラ γを受けまして、昭和60年の 3月には 「住むことが喜びであり

誇りである町を」と題しまして、日野市行政調査報告書が発表されました。多くの学者、

専門家などの協議を経ましてまとめられました、いわば日野市の将来像とも言うべきそ

れぞれの思いが述べられてあるわけでございますが、ここでもネットワークということ

に限って私のとらえたことについて御紹介をしておきたし、と思います。

建築家の菊村清訓さんとおっしゃるだろうと思うんですが、この方が、都市の三つの

ネットワークということで述べられておるわけであります。一つは交通のネットワーク、

二つ自にはショッピγグのネットワーク、 と続きまして、三つ自にグリー γネットワー

クということで日野の町における緑のネットワークの可能性を述べておるわけでござい

ます。

例えば、この中でこうしヴ部分がございます。1"浅川の両岸で今残されているとこ ろ

は大切に取り扱い、緑地指定とか公園指定や風致地区指定などによって、そこに、例え

ば桜なら桜をどの地区に年間何本ぐらい植えていくか、という形で、それを続けていく

と、大変な景観ができることになる。かつて江戸でも隅田川の桜は市民が自主的に植え

たものである」というわけであります。さらに、 「市民にとって一番関心が深いのは、

やはり中央高速道路の両側ではないか、中央高速道路の両側の処理は、早急に手をつけ

たい部分で、例えばイチョウならイチョウをずっとベルト状に並ぶ形でまとまると非常

に美しい景観となるJということで、以下、詳しく述べているわけであります。

そして、こういうふうにも述べております。1"国道に関しては、このくらいの計画、

付属緑化計画は、日野市として条件をつけてもよいのではないか。道路の外側に必ず一

定のグリー γベルトの余地をとって、そこをちゃんと緑化することを義務づけることで

ある」ということでございまして、東京都あるいは国に対する意見なども積極的に述べ

ることを指摘しているわけでございます。

さらに、 「生活道路こそ、もし階段があったら、その階段には必ず手すりをつけるべ

きである」こういうふうにも述べておるわけでございまして、細かい配慮、も伺えるわけ

でございます。

さらに、 「衛生処理場の場所があるこうし、う施設は、最近は屋上を全部緑化して、む

しろ緑として利用する例が多い。そういうおもしろい立体公園が演出できる部分だと思

われる」こういうふうに述べておるわけでございます。

これは、その後、日野市でも北川原公園との計画をっくり、それに向けて今、着々と

準備が進められていることは御承知のとおりであります。

こういうふうにいたしまして、かなり具体的な点などを挙げまして、緑化あるいはネッ

トワークの必要性を説いているわけでございます。将来の日野市のまちづくりには、こ

うしたことなどが必要だ、ということを述べていることだと思います。

さらに、ことしの 1月発表されました日野市河川整備構想、緑と清流を生かすまちづ

くり、これも報告書になっておりますが、御承知のように建設省、東京都、日野市、三

つの機関の合同作業によります河川整備構想でございます。浅川を中心といたしまして、

両端の緑などをうまくネットワーク化する、こうしヴ構想が、かなり、きめ細かく述べ

られてまいってきているわけでございます。

年度的に見ましても、昭和57年から63年の 1月とし、し、ますと、 6年間の時聞を要して

いるわけでありますし、これらの構想や計画の上に成り立って、さらに一段と具体化、

前進した構想になってくるのも当然だ、と言わなければならないわけでございますが、
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これもネットワークの分だけを御紹介いたしますと、項目的に次のように述べておりま さらにつけ加えて申し上げますと、今、 2・2・10の計画道路が、立日橋の片側開通にあ

わせまして促進の工事が行われております。来年の 4月、片側開通と発表されているわ

けでありますが、この2・2・10の開通に伴う道路を一体、緑と清流のネットワークの観点

からとらえたならば、どういうことが、日野市として東京都に注文を出すことがあった

のか、なかったのか、出す必要がない箇所なのか、この道路の隣には市民の森スポーツ

公園があるととは、既に承知のとおりであります。将来、この路面にモノレールも通る

ということになっておるわけであります。

先ほど、日野市行政調査報告書の中の部分を紹介いたしましたように、国道や都道に

関することであるならば、積極的に国、あるいは東京都などにも注文を出していいんで

はないか、という提言があるわけであります。こういうことに基づいて緑と清流のネッ

トワーク化ということに、そういう観点から見るならば、私は必要な注文も出してしか

るべきではないか、こう考えるわけでございます。

さらに、もうーっつけ加えて申し上げますならば、いよいよ二番橋の構想、も進んでま

いりまして、実施段階に入ってきたわけでございます。浅川をはさみまして高幡方面と

万願寺地区を結ぶ橋ということで、大変住民から期待の高まっているものでございます。

これに関連いたしまして、私は、先ほど処理場の上を緑化する、北川原公園として整

備される計画があるととも申し上げました。あの処理場周辺は、一つの大きな公園にな

ることも可能になってくるわけでございます。一方、南の方を真っすぐ見てまいります

と百草圏がございます。そして落川の、あるいは百草の地区広場などもつくられている

わけでありますが、落川、百草地域と万願寺から少し東に寄った石田地域を結ぶ橋をか

けることも、一つのネットを結ぶ重要な路線ではないか、こういうふうに提言する議員

もおったわけであります。

例えば中谷議員などは、盛んにこういうことを提唱をしているやに伺っておりますし、

そういうことなども地域住民との会話の中でも伺っている、ということを話しておりま

した。仮称第三橋とも言うべきことになるかもしれませんが、やはりこうしたことは、

大きな一つのネットを結ぶルートになる、ということにもなりますし、そういうことを

考えなくとも一つの生活をする上での利便さ、という点を考えるならば、ちょうどあの

辺にも 1本橋が欲しいな、というのは住民の偽らざる希望ではないか、と思うわけでご

ざいます。

二番橋の効用という点では、この整備構想、の中にも幾つか詳しく述べられてございま

すが、二番橋の新設は、次の効果をもたらすものと考えられるということで、 一つは、

す。

「生態系の保全回復」ということで、これは主に清流に関するものでございます。さ

らに「水質浄化のための施策」一一一下水道の普及、その他水質の浄化に対する施策の方

向づけ。三つ自に、 「行事・組織による活性化」というふうなことが述べられておりま

して、 4点目に「緑と清流のネ ットワーク化」という項目がございます。

この中の一つに、遊歩道、サイクリングロードの整備が挙げられております。この文

章の中のは、一々御紹介いたしませんが、項目だけを御紹介してまいりたし、と思います。

二つ自に散歩、散策ルート、三つ自には拠点の配置と連絡ルートとなっております。

結局は、拠点の緑を保全するということは、これまでの計画の遂行などによって、あ

る程度可能な方向をたどっているわけでありますが、この拠点と拠点を結ぶ連絡ルート

をどうするか、ここに私は大きなポイソトがあるんではないか、と思うわけであります。

したがし、まして、この「拠点と配置の連絡ルート」というところにも、かなり詳しく

項目的な地名、あるいは公園、そうしたところが列挙されているわけでございます。

そうして、整備のスケジュールといたしまして、昭和70年度を目途といたしまして、

全面的な構想、の促進がうたわれているわけでございます。ことしの 1月に発表されたも

のでありますから、これらに基づきまして、年々予算化をし具体策を進めるというのは

恐らくこれからになるでありましょう。これからになるものであったとしても、これら

の構想に基づいて相当具体的な方向、あるいは箇所、予算等の検討がなされているもの

と考えるわけでございます。

そこで、この緑と清流のネ ットワーク化についての一つの市側の取組と、今後、昭和

70年までに示されました整備計画の方向つ'けなどについて、余りだぷらない範囲で、ひ

とつ説明していただきたいと思います。

二つ自に、これは先ほど来、強調しておりますように、拠点と拠点を結ぶルートをど

う整備し促進してい くか、という問題であります。

例えば日野緑地と多摩川を結ぶ線、あるいは日野緑地と浅川の河川を結ぶ線、さらに

浅川!から高幡不動を経まして南部の丘陵緑地を結ぶ線、といろいろ構想は示されている

わけであり ますが、 それを、 さらに地域的に見てまいりますと結局その線が切れてしま

う。ルートが切れてしまう。あるいはルートとして成り立つのか、とし、う疑問も起きて

くる箇所もあるわけでございますし、 あるいはルートとして成り立つけれど、なかなか

具体化していかない、 というような箇所もあるのではないか、と思うわけであります。
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まちづくりの一環としての役割、 二つ自 に緑のネットワ ークの一環としての役割がある

ということが述べられております。これは、もう私が多く言うまでもなく高幡の景観、

そして万願寺地区の緑、こうしたものを結ぶ役割を果たす、ということになるわけであ

ります。

さらに、通勤、通学路としての役割であるとか、日野市のシ γボルとしての役割、避

難路としての役割等々述べられてございます。

これは、いずれももっともな役割ということになるわけでございますが、私は、この

二番橋ということの意味を考えるならば、仮称三番橋とも言われる百草、石田地区を結

ぶ橋というのも、それなりに大きな役割を果たすのではないか、こういうふうに思うわ

けでございます。大きな点で言えば、そうしたことなどを行ってこそ、初めて拠点と拠

点を結ぶルートになってし、くわけでございますし、まさに生活に密着したところでのこ

うした緑と清流のネットワーク化が図れる、ということになるわけでございます。

もう一つ身近なところで言えば、例えば用水の役割というのが重要でございます。用

水は、まさに生活の中に入り込んでいるわけでありますから、これらをどう、ネットを

結ぶ一つの生活の中に入ったネットワークのルートにするか、ということになるわけで

ございます。用水の浄水化ということとあわせまして、用水の活用ということが重要な

役割を果たしてまいるものと考えているわけでございます。

こうしたことなどについて、市側はどのようにお考えになっておられるのか、 2点目

として伺っておきたし、と思います。

それから、 3点目の質問点といたしまして、最初に申し上げましたように緑地の安全

な保全の問題であります。御紹介いたしました箇所は、新町の二丁目 2番地先の箇所で

ございまして、ちょうど甲州街道の下って左手の斜面に当たるところでございます。こ

の近くの第三小学校の下の緑地の崖崩れについては、以前、たしか秦議員だったと思う

んですが、取り上げておられたこともございました。

今回の、この緑地も言ってみれば続いている箇所に当たるわけでございます。恐らく

雨の降ったとき、かなりの危険を感ずる箇所などは、ここだけにとどまらないでまだあ

るのではないか、と思うわけでございますだけに、私は緑地の保全ということも、これ

は当然考えていかなければならないことだ、と思うわけでございます。

ネットワーク化をする上では、これはもう安全性ということは前提になるわけでござ

いまして、十分な手当てと事前の策を講じておいていただきたい、と思うわけでござい

ます。

以上 3点、質問いたしますので、それぞれお答えいただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(永原照雄君) ただいまの河川整備構想、としヴ問題、これにつきましては、

御発言のございましたとおり 1月にこれを発表いたしております。

これの主な趣旨は、 21世紀を視野に置いたところの中における浅川を活用した日野市

のまちづくりは、どうあるべきか、それを河川の方からと内陸部の方からと見て、そう

して緑と水のネットワークということを書いているわけでございますが、拠点となる公

園は、 16カ所を挙げております。

例えて言いますと、百草圏、多摩動物公園、平山の丘陵公園とか、高幡不動尊、北川

原の公園とか、多摩川グラウ γ ド、市民の森スポーツ公園、東光寺グラウ γ ドといろい

ろございますが、これは17、それらを核といたしまして、緑地及び水路、緑道等をどの

ようにてして結んでいくか、という計画でございまして、そこで現在まで拠点となる公

園につきまして、ここに踏まえてみますと16公園のうち 9公園、百草園、多摩動物公園、

それから高幡不動尊、多摩川グラウソド、落川地区の広場、東光寺グラウ γ ド、市役所

及び日野中央公園、黒川清流公園、大和田の運動公園、これは 9カ所でございますが、

これは、この核としては、ほぼ完成をいたしておるところでございます。

また、南平丘陵公園につきましても現在工事中でございまして、 64年の 4月には供用

を開始したい、というぐあいに考えております。また、御発言のございました北川原公

園でございます。これは9.6ヘクタールの計画決定をいたしておりますが、流域下水道

関連施設部分を除いたところの都市計画街路の1.3・1の西側、1.4ヘクタール、これの事

業決定をいたしまして、昭和68年の完成を目指して現在用地の取得に努めているところ

でございます。

市民の森スポーツ公園につきましては、 6.0ヘクタールのうち都市計画街路の2・2・11

の南側の3.9ヘクタール、これにつきましては、既に供用を開始しているところでござ

います。

また、日野緑地でございますが、 20.2ヘクタールの都市計画決定をいたしまして、現

在約35%が公有化され、供用を開始しているところでございます。

それから、残りの65%につきましては、今後用地を取得をして整備に努めてまいりた

い、というぐあいに考えておるところでございます。これは、今言っていますのは、拠

点づくりを申したわけでございます。この河川整備構想の中にも書いてありますところ

の豊田の田園公園、これにつきましては豊田の南の土地区画整理区域内でございますの
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で、この進捗状況にあわせながら対応していきたい、というぐあいに考えておる とこ ろ

でございます。

それから、仮称駒形公園、これは清流公園と河川|整備構想では書いておりますが、現

在公園として駒形公園があるわけでございますけれども、この駒形公園を取り組んだ中

で整備を進めてまいりたい、というぐあいに考えております。これ等につきましては、

やはり何とし、し、ましても浅川の堤防がし、まだ完成をいたしておりません。この堤防の進

捗状況にあわせながら考慮して対処していかなきゃならない、というぐあいに考えてお

ります。

もう一つ、整備構想、に書いておりますのが平山の親水公園でございます。これは浅川

に接した構想、でありまして、これは当然、河川管理者、京浜工事事務所との調整も必要と

思っておりますが、これ等は70年を目標に整備する予定でございます。

以上、緑と清流のネットワークの拠点である公園の実態でありますが、これらの核と

核を連結する緑道系の道線について述べてみたいと思います。

まず京王線の百草駅をはさみまして落川地区広場から百草圏、多摩動物公園を経て平

山域社公園に至るこの間は、市といたしまして多摩丘陵の七生の散策コースがございま

す。これによって、ほぼ結ぼれてし、く、ということでございます。

それから、黒川清流公園から日野市役所、日野中央公園、日野緑地への道線につきま

しては黒川の段丘外の散策コース、及び整備済みでありますところの市道を利用するよ

うに、ということで目的が、まず達成されているんではなかろうか、というぐあいに考

えているところでございます。

その他の道線につきましては、一部を除きまして各地区の区画整理の中で、やはりこ

れらのネットワークを図っていくということが、やはり一番適切ではないだろうか、と

いうぐあいに考えているところでございます。

一方、また用水のことも普通河川でございますけれども、河川水系系統の道線につし、

てでございます。これにつきましては多摩川、浅川の堤防上を利用いたしまして、サイ

クリソグロードとし、し、ますか、散策路とし、し、ますか、 62年度末までに約60%が完成して

いるところでございます。残りにつきましては67年度までに完了する予定であります。

こうなりますと、やはりこれは例えて言うならば、東光寺グラウγ ドから堤防に上がっ

て、ずっと行っていただく、そうして水と親しみながら今おっしゃいました市民の森ス

ポーツ公園、これの2・2・10、これにやはり下りまして、そこに行っていただく、そして

また堤防上の散策路を通って市民グラウンド、及び北川原公園等に水と親しみながら行っ

ていただく、というようなことでございまして、そのサイクリソグロードは67年度まで

に完成をする予定でございます。

程久保川の旧河川敷の緑道計画でございますが、これは、 68年度を目途に整備を行う

ことにいたしたい、というぐあいに考えております。

次に、用水を活用する親水のネットワークでございます。これにつきましては、黒川

親水路を初めといたしまして、東光寺、仲田の遊歩道を配した親水性のある道、ネット

ワークの整備を図ってまいりたい、と考えております。

水路のネットワーク化でございますけれども、これにつきましては、やはり将来を考

えまして、これは残すべき水路、すべての水路を残すことは不可能かと存じますので現

在のうちから計画をつくりまして、残す水路を明確にして、これのネットワークを図っ

てし、く。そうして、細し、一一モータリゼーショ γの時代でございますけれども、こうい

うものに脅かされないで安心して歩ける。細くてもし巾、んじゃないか、と考えていると

ころであります。

ほかに区画整理等もございますので、これ等の事業ともあわせまして一つのネットワー

ク、清流に親しめる町を目指していきたい、ということでございます。

0議長(市川資信君) 答弁中でございますが、あらかじめ会議時間の延長の件を先議

させていただきます。

お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって、会議時間を延長すること

に決しました。建設部長。

。建設部長(永原照雄君) 次に、二番橋を取り組んだ浅川と多摩川の合流地点の一大

公園化をし、百草と万願寺、そのところに橋を、というような件でございます。この二

番橋は高幡と万願寺を結ぶということで、先ほど御説明ございましたように、まちづく

りの一環としての橋とか、緑と清流のネットワークの一つの目的、五つ述べられました

が、そのとおりでございまして、ここに橋を、という問題でございます。

仮称三番橋というような、御発言がございました。これ等につきましては、やはり何

とし、し、ましても河川管理者等との打ち合わせが十二分に必要かと存じます。その中にお

いて考慮、しなければならない、というぐあいに考えており、早速、計画といたしまして

は駒形のところと、それから豊田の田園公園と対岸を結ぶ、という計画が既にございま
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す。

そのほかの、もうーっということでございまして、これ等につきましては、京浜工事

事務所ともよく打ち合わせをいたしまして対処していきたい、というぐあいに考えてお

ります。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前回雅夫君) 第 3点目につきまして、お答えいたします。

御指摘の緑地でございますけれども、この緑地の所在地は、新町二丁目 2番 1でござ

います。面積にいたしまして6，808平方メートルでございます。これは昭和52年に日野

緑地を目的といたしまして取得をしたものでございます。

その後、どうしているか、ということになるわけでございますけれども、この土地を

取得した後に判明したことでございますけれども、この隣接地に住む方がこの土地を、

建築基準法上の確認手続きの中で借地を、いわゆる地主の同意、を得まして敷地延長のよ

うな形で使っていた、いわゆる法律上使っていた、ということでございます。

現在この問題につきまして、周辺の開発行為等の指導の中で道路を近くに呼んできて

おります。これらも大体見通しがついてきている、ということでございます。

それから、あと 1軒は甲州街道の下にある家でございますけれども、これは用地取得

する以前から、いわゆる西の方から車を入れていた、とそういう問題があるわけでござ

います。今、その辺の 2点の問題について解決を都市計画課の方で、しているというこ

とでございます。

本年の 4月 1日に機構改革をいた しまして、公園、緑地の建設、それから管理につき

ましては建設部の方にいっております。 この土地につきましては、ただし、ま申し上げま

したようなことがありますので、今、都市計画課の方で処理をしている、ということで

ございます。

御指摘の危険性の問題でございますけれども、この緑地の中には 2カ所地下ごうの入

り口があったわけで、ございます。この地下ごうの入り口は、もう既に埋められてお りま

して、この部分が少し崖崩れをしているような、そうしヴ形態をな している、というこ

とでございます。

この危険性でございますけれども、いわゆる南北ののり面、いわゆる北に面したのり

面でございますけれども、水が集中して、何てし、し、ますか、 崩壊池をつくったというこ

とじゃなくて、原因が地下ごうでございます、ということと、それから上部に旧都道、

現在のこれは都市計画道路の2・1・4号線でございますか、この道路があるわけでござい

ますけれども、その道路の一部に面しておりますけれども、その道路からの雨水等の排

水は、この緑地には落ちてない。何か以前に落ちまして、その対策は一部コソクリート

とか、そういうものでしである、ということでございます。

そのほか、 1カ所、いわゆる西側の地下ごうの後でございますけれども、これは地肌

が出ておりますけれども、まず防災上は問題ないだろう、というふうに私どもは見てい

るわけでございます。

いずれにいたしましても、財産上の処理はし、し、わけでございますけれども、実態上の

管理が完全とは言えないわけでございます。十分調査した中で、きちっと整備をし、早

急に日野緑地としての、いわゆる行政財産としての位置づけをいたしたい、というふう

に考えております。

以上でございます。

0議長(市川資信君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 3点目の質問でありますが、緑地の保全は、もうネットワーク

以前の一一安全の保全というのはネットワーク以前の問題だろう、と思うんですね。危

険を感じながらネットワーク云々というふうなことは、これはなかなか論じにくいわけ

でありますから、まず安全な緑地の保全を行う、ということから出発していかなければ

ならないと思うんです。

かなりの集中豪雨がございますと、防空ごうがあったその箇所から、 かなりの水が、

雨水が集中するわけですね、そこへO くぼんでいますから、そこへ集中して下ヘ流れて

し、く、ということになってまいりますと、今、お話ありましたように斜面の中間にあ り

ます砂利道の部分の土砂を押し流してし、 く、ということになってし、くわけであります。

そのために、下の住民の方々が不安を感じて、崩れる可能性があるんではないか、 とい

うふうに見るわけであります。

私も実際現地を見まして、この雨がもっと続いたら、あるいはそういう部分も出てく

るんではないか、そういう印象を持ったわけでございます。かなりの住宅も最近は張り

ついてありますだけに、安全策を事前に講ずるということから今後取り組んでいただき

たいと思います。

さらに 2点目の質問でありますが、今の部長の説明で大体わかるわけでありますけれ

ど、もう少し具体的な方向が細かい点であるのではないか、と思っておったわけで、あり

ますが、大きなところの整備計画というのは、大体想像も予想もつくわけですね。これ
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まで計画も発表されている、ということなどもあるわけであります。

例えば、ことしの 3月に発表されました基本計画によりますと、ちょうど緑と水のネッ

トワーク化の推進というところもございます。水と親しめる町という ことでございます

が、やはり、これも整備構想に基づきまして緑と水のネットワーク化を推進する、とい

うことになっているわけでございまして、具体的な年度まで示されているわけです。

例えば昭和62年から64年度の事業内容を見てまいりますと、河川の自然公園の新設、

川辺のプロムナードの整備、人道橋の新設などがございまして、これは面積にして33万

9，280平米ということになるんでしょうか。自然、公園の新設は 1カ所、川辺プロムナー

ドの整備は4，780メートル、人道橋が 1橋、という内容でございます。

それから水辺環境の整備では、基本計画の策定というのがございます。この基本計画

の策定というのが何に当たるのかわかりませんが、例えば64年度までにこれをつくる、

ということになるのではないかと思います。

それから、親水路の整備が3，680平米ということになっております。

さらに清流の保全ということでは、水浄化施策の整備ということで 1カ所、 6000平米

ということでございます。

この年度計画で見てまいりますと、来年度いっぱいでこれだけの計画が予定されてお

りますし、さらに68年度までには、それぞれ計画内容が示されているわけであります。

これらの計画は、予定どおり進んでいけば恐らくこの構想に盛られた内容などもほぼ完

成していくんではないか、と予想しているわけであります。現在でも構想の中の67%が

完了している、ということでありますから、残すところ、あと33%の部分を整備すれば

よい、ということになるわけであります。

私は、ここで、その際に行政レベルで、のさまざまな検討も当然必要ですから、これは

これで大いに進めていただきたし、と思うんでありますが、市民の関係者の意見などももっ

と聞く機会を持ってもし、いんではないか、こういう気持ちも持っているわけでございま

す。

例えば清流であれば、水路清流監視員という方々がおられますし、緑であれば、緑推

進委員というのは東京都の推進委員が日野市内におられます。さらに、日野市の緑化推

進委員、緑化協会の各メ γパーの方々もおられますが、市民の方々の直接意見を聞く機

会をやはり持って、こうしたネ ットワークの促進の上で意見を取り入れてし、く、という

ことが必要なんではないかと思うんです。

別の場で、いろいろと意見を聞く機会が持たれてはおられると思いますけれども、ネ ッ

トワ ーク化ということで、しかも身近なところの整備をするという場合、私は、やはり

関係者の意見を聞く機会というのを積極的に持った方がし北、んではないか、 こう考える

次第でございます。

私もことし、初めてではございましたが、多摩川のシ ソポジウムに参加をさせていた

だく機会を与えていただきまして、ありがとうございま した。これは立川で行われたわ

けでありますが、かなりの方々が参加をされておりまして、行政関係だけではなくて、

いろんな市民の方々が参加をされておったわけであります。

シンポジウムでも貴重な御意見なども拝聴する機会がございました。私は、大事な点

は、そうした貴重な意見を聞く機会を得た我々がそのままの状態になっておる、とし、し、

ますか、その後、何もないということが今日まで続いているわけであります。

例えば、こうしたシソポジウムなどに参加した市民の方を含めたそれぞれの市の担当

者を交えて感想を述べ合うとか、あるいはシソポジウムを聞いた後の、それぞれの意見

を述べ合う、とし、う機会を持つならば、そのシソポジウムに参加したことが一層生かさ

れる機会というのも出てくるんではないか、と思うんです。

ただ、シソポジウムに参加して聞くだけ、ということに終わらせないで、私は行政へ

のさまざまな意見、提言を得る機会を積極的につくる、ということが一つのやはり大き

な、大事な点ではないか、こういう ふう に思うわけでございます。

そうしたことなどに関連いたしまして、これらのネ ットワー ク化の施策を推進する上

で、やっぱり関係者の意見なども十分間くことが必要だと思うわけでございますので、

その辺について市長から、後でお答えがあれば幸いでございます。

ただいま建設部長から、仮称第三橋の問題につきましては建設省と協議をする、とい

う、大変前向きな姿勢の答弁があったわけでございます。市長のお考えなどをこの際、

伺っておきたし、と思いますので、この辺の事柄についても市長の考えをぜひ聞かせてい

ただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市の市域の自然の地形、それから先人の方々の長い年月

の間の努力によります大きな特徴が、特に緑と水という関係で自然の恩恵が大きいとい

うことが、どなたにも異論のないところだと思っております。

その日野市の特色といたします緑と水をあしら った環境のし、し、まちづくりをしよう、

ということには、どなたも異論なく受けとめていただいておるところだと思います。そ

うして、近年ようやく、それらの、いわゆるネ ットワー ク的な計画がだんだんと構成を
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され進みつつあります。これから、その計画に基づいて、できるだけ実施を豊かにやっ

てし、く、というところに将来の大きな展望が持ち得るように思っております。

今、お話の中の、例えば多摩川シンポジウムの出席者の方々にも勉強していただいた

わけでございますので、今、 1年に何回か環境緑化市民会議というのを行っておるわけ

でありますが、これは広報で呼びかけて自由参加をしていただく。四、五十名程度の方々

が常連として出席をしておられますし、特別な方には御案内を差し上げて出席をしてい

ただけるような仕組みにいたしたい、こう考えたところでございます。

今、質問の中にはなかったわけでありますが、立川で行われました行政側、主として

行政側の建設省、あるいは川崎に所在します京浜工事事務所、これは裏方の主催者だっ

たわけでありますが、そこに参加されたノミネラーの方に、私どもの日野市がし、ろんな意

味で提言を受けておりますNHKのチーフディレクタ一、加藤 辿さんがおいででござ

いました。その方の発言の中に、つまり今日の多摩地域の景観をなしておる、あるいは

従来のこの農村の発展を来した大きな功労者として、川崎平右衛門という方の紹介があ

りました。あの水路を掘り、それから雑木林をあちこちに設けて、そうして荒れた、し

かも風の非常に強い多摩の地域に農業が定着できるもと、もととし、し、ますか、発展の基

礎をつくられた、このような紹介もありました。

こういうことを過去の大きな先輩の文化活動という観点から、何か日野市でやらない

か、というふうなことも提言をいただきましたので、そのようなことも今、劇作の専門

家にお願いをしておるような事業のこともございます。つけ加えて、ちょっと紹介をさ

せていただきました。

御指摘のこと、なるべく姿を崩さないように短期、中期、長期のそれぞれの施策がみ

んなの頭に受けつがれていかなければならない、と思っておりますので、そのような努

力もさせていただきたいと思っております。

以上です。

O議長(市川資信君) 板垣正男君。

一般質問21の2、交通安全対策について一一都道169号線に関してーーの通告質問者、

板垣正男君の質問を許します。板垣正男君。

019番(板垣正男君) 請願の第63-1号、都道169号線(通称東光寺道路)の全般的

0議長(市川資信君)

を終わります。

これをもって21のし緑と清流のネットワークについての質問

改善に関する請願というのが提出されました。ことしの最初に提出された請願でありま

す。東光寺小学校PTA役員の方々の提出でございますが、私が 3人の紹介議員の中の

l人で、加わっておるわけでございますが、あとの 2人の、福島議員も紹介議員に加わっ

ておられるわけであります。議会での審査の結果、これは採択されまして、執行機関に

送付されて、請願の内容に応えて既に実施された箇所もございます。

この請願の文章を見てまいりますと、いわゆる日野の駅から東光寺方向を抜けまして

八王子に通じている道路でございます。最近、八王子における宇津木台団地が入居が始

まりまして、かなりの人々が日野駅を利用する。加えてパス路線が開通されまして、バ

スの開通によって相当の自動車の通行が激しくなってきている、という実情でございま

す。そのことで交通事故が発生する、ということなどもあるわけでございます。

そして、その請願の内容が、例えば信号機または横断歩道の設置、その位置といたし

まして栄町二丁目モリヤストア角。 2点目は道路幅の拡幅、 3点目は道路北側に歩道を

設置、 4点目に、事故多発地帯の立て看板の設置、 5点目にスポーツハウス・アンの前

の横断歩道の縁石の撤去、ということになっておりまして、この 5番目の縁石の撤去は

既に実施されておるところでございます。

しかし、その後一ーなかなか実情を見てまいりますと、信号機の設置などについては、

近くに信号機が既につけられている、ということであるとか、道路幅の拡幅といっても

都道でもあるわけでありますから、そう簡単ではなさそうにも思われるわけであります。

道路北側に歩道の設置という項目がございますが、これも都側は、 一体どういうふうに

受けとめておられるのでありましょうか。

それから 4点目の事故多発地帯の立て看板の設置、というのもございますが、今日に

至るまで特に立て看板があの地帯に立てられた、というふうには、まだ見受けることが

できないわけでございます。

この箇所のこうした請願の内容、住民の御希望に沿って市側でも努力されてこられた

と思うんでありますが、その後、東京都との折衝などを通じまして、どう、とれまでで

きていない要望、事項などが、今後どう実現の可能性を見てし、るのか、ということにつ

いて伺いたいわけでございます。

さらに、もうーっつけ加えておきたいことに、請願にはないのでありますが、あの都

019番(板垣正男君) これまで市側の答弁でも、積極的な方向を示したものと私は受

けとめているわけでございます。ぜひ、構想、にとどまらないで具体的な計画、実施とい

う方向に今後予定どおり進んでまいりますよう、一層の御努力を期待いたしまして、こ

の質問を終わります。
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道169号線のわきには日野用水路が流れております。用水路上に歩道がつくられており

まして、歩行者の安全を確保する、という点で大きな役割を果たしているわけでありま

す。あの歩道も、既に今から15年以上も前にできたものでございまして、大分老朽化し

た部分もございます。路面の板も部分によっては折れている、とし、う箇所などもござい

まして、住民の方からの御要望なども東京都に寄せられているようでございます。

東京都も、この路面の改修などを行うベく、日野駅の方向から日野保育園の入り口の

ところまで全面改修を行いました。コンクリート張りになって、大変歩きやすい歩道に

全面改修されたわけで、ありますが、そこから西の方向にかけて、まだ手がついておりま

せん。私も何回か、あるいは何人かの方々から、路面の全面改修や腐りかけている概の

改修などを要望されたこともございますし、東京都にも問い合わせを行ったことなども

置は困難である、とし、う交通管理者の回答でございます。

道路の拡幅の件でございますが、これに関しましては、現在その計画はない、という

回答でございます。

3番目に、道路の北側に歩道の設置の件でございます。これにつきましては、将来、

地元住民、及び関係者等の総合的な賛同が得られれば、歩道設置を交通安全施設事業と

して考慮することは、いたします、という回答でございます。

それから、 4番目の事故多発地帯の立て看板の件でございます。その回答でございま

すが、看板などを設置する適否については、管内の都道全体の状況を見ながら検討をし

ていきたいと考えております、こういう回答でございます。

それから、 5番目のスポーツハウス・アソ前の横断歩道を遮る縁石の撤去の件でござ

います。これにつきましては非常に迅速な対応をしていただきまして、回答書をもらう

以前に既にこれを整備していただきました。非常に感謝しているところでございます。

しかし、全部がこちらの住民の方々の要望を満たすものではない、というぐあいに考え

ますので、要望に近づくよう再度都の方と協議をいたしたい、というぐあいに考えてお

ります。

それから、歩道の件でございます。これは、日野保育園の新町ーの 5のところまでは

改修をしていただいたところでございますが、歩道の路面、それから柵の全面的改修の

見通しということでございます。

都道の、同じく 169号線でございますけれども、日野の保育園から栄町の五の18、東

光寺松山線でございます。この入り口のところまで約1，050メート ルの距離がございま

す。路面の改修及び柵は、さび等がありまして、今、議員さんもおっしゃったとおり路

面の板の破損、それから栂にきび等が見受けられます。

この件につきましては、今までそういう要望があったか、というような御質問もござ

いましたけれども、私どもといたしましては、直接聞いたことはございませんでした、

段差のことは聞きましたけれども。これにつきましては、ここで改めて文章をもって南

多摩西部建設事務所の方に要望をいたしたい、というぐあいに考えております。

以上でございます。

0議長(市川|資信君) 板垣正男君。

ございます。

そう大きな支障があるというふうにも、私は思えないのでありますが、市側では、ど

ういうふうに、この歩道の全面改修という点では掌握されているかどうか、市側にはそ

ういう意見は寄せられていなかったのかどうか、などについても、あわせてお聞かせい

ただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(永原照雄君) 交通安全対策について、ということで、 63年の第 1号の請

願についての具体的事項のその後の処理について、ということでございます。

この請願は、先ほど議員さんからも御発言がございましたように、 63年の第 1回定例

会において採択されたものでございます。

そこで、市といたしましては4月11日付でこの請願の意を対して、 「都道169号線の

道路改善について」と題しまして、南多摩西部建築事務所長あてに要請をいたしました。

ところが、南多摩西部建築事務所の方も早速現地を視察していただきまして、 5月18日

に回答がまいっております。

その回答の内容でございますけれども、まず信号の設置、また横断歩道の設置、モリ

ヤストアの角ということでございます。これらにつきましては交通管理者、これは日野

警察でございますけれども、ひとつ御協議をして御依頼を願いたい、ということでござ

いましたので、日野警察と現状の状況を踏まえて協議をいたしました。

ところが、現在信号機が設置されておりますのが新町ーの 6でございまして、今度請

願されたところに信号を置いてくれ、とおっしゃるところまでの距離は、 50メートルよ

りございません。非常に短い、ということで、交通渋滞の原因となる恐れがあるので設

019番(板垣正男君) なかなか、東京都を相手といたしますだけに難しさもあるだろ

うと予想、もしておりますが、例えば 1番目の、信号機または横断歩道の設置であります

が、近くに信号も既についている、その距離わずか50メートルで、なかなか信号機をつ
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けることは難しい、ということであります。

信号機にかわるものは、ないのかどうか、ということも素人考えで、あるわけですね。

例えば、赤色灯というんですか、あるいは黄色い電灯がくるくる回るということで注意

を促すものがございますね。ああいうものでもつけることはできないのか、ということ

などもあるんですね。これは、住民の方からいろいろ話を聞いてみると、そうし、うこと

はできないんでしょうか、ということも言われるわけですよ。

ですから、信号機そのものだけで話をするというのではなくて、いろいろとその可能

性がほかにないかどうか。少しでも歩行者、あるいは車を運転する方々の注意を改めて

その箇所でヲ!く、という方法がないかどうかということを、やっぱり警察なり東京都と

よく協議をする、ということも大切ではないかと思うんです。

ぜひ、もう一度、話を進めていただきたいと思います。

それから 4番目の、事故多発地帯の立て看板の設置でありますけれども、これは都道

全体の状況を見て考えてみたい、ということですから、一一一東京中の都道を南多摩建設

事務所が全部検討して、それから考えるということなのかどうか、ちょっとわかりませ

んけれども、仮に今答弁のありましたようなことが回答としてあったら、私は、ちょっ

と東京都も不親切なんではないか、というふうに思うんですね。

例えば、日野市とよく協議をして、この立て看板について、もし設置する必要がある

というふうになったら、じゃあ、どういうふうにしてつけるようにできるか、というこ

との協議をいたしましょう、というくらいの回答があってしかるべきじゃないか、と思

うんですね。莫大な予算がかかるというふうにも思えませんし、事故多発地帯の立て看

板が何本か立つことによって交通事故が減る、ということになるならば、これはもう人

命にかえられない大きな役割を果たす、ということにもなるわけでありますから、もう

少し東京都とも、この点についての協議はする必要が、余地があるんではないか、こう

思うんです。

私もできることであれば、私の立場でもやってみたいと思いますけれども、市からも

ぜひお話を再度していただきたい、と思うんです。

道路幅の拡幅であるとか、道路北側に歩道設置としヴ問題は、これはなかなか難しい

わけでありますし、すぐ回答するとし、うことには、なかなか至らないでありましょう。

私が先ほど申しました 1点目、そして4点目、再度協議の余地のある事柄ではないかと

思し、ますので、強調しておきたし、と思います。

それから、歩道の改修でありますが、これは、部長も現状は把握されたようでござい

ます。改めて文書で東京都に申し入れる、ということでありますから、期待をしておき

たいと思います。

近く私も東京都南多摩建設事務所にも伺ってみたい、という考えも持っておりますだ

けに、市側からのそうした要望が同時にある、ということであれば、これはもう 100万

の見方を得るようなことでもあるわけでありますし、森田市長、もし、そちらに伺う機

会があるならば、こうしたことなどもぜひ話し合っていただきたい、ということをお願

い申し上げておきたいと思います。

以上で、この質問を終わります。

0議長(市川!資信君) これをもって21の2、交通安全対策について一一都道169号線

に関して一ーの質問を終わります。

これより請願第63-20号、義務教育諸学校の学校事務職員に対する義務教育費国庫負

担制度の維持に関する陳情の件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第63-20号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により議長におし、

て文教委員会に付託いたします。

これより請願第63-21号、 「食品安全委員会」の設置を求める請願の件を議題といた

します。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第63-21号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により議長におい

て厚生委員会に付託いたします。

本日の日程は、すべて終わりました。

明日から始まります常任・特別委員会は、お手元に配付した日程表のとおりです。委

員の皆様には日程表に基づきご参集願います。

次回本会議は、 9月28日、水曜日、午前10時より開議いたします。時間厳守でご参集

願います。

本日は、これにて散会いたします。

午後 5時39分散会
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9月28日水曜日 (第 8日)

昭和 6 3年

第 3回定例会
日野市議会会議録 (第39号)

9月28日 水曜日 (第 8日)

出 席議 員 (30名)

1番 奥住 日出男 君 2番 宮 沢 清 子 君

3番 主Y司主r 橋 徹君 4番 土 方 尚 功 君

5番 山 口 達 夫君 6番 天 野 輝 男 君

7番 福 島盛之助 君 8番 福 島 敏 雄 君

9番 中 谷 好幸君 10番 俣 昭 光 君

11番 JII 向島 博君 12番 ，馬 場 繁 夫 君

13番 夏 井 明 男 君 14番 山 良 悟 君

15番 ，馬 場 弘 融君 16番 主fi:色ヨ「ヨ 橋 徳、 次 君

17番 鎌野行雄君 18番 一ノ瀬 隆 君

19番 板垣正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

21番 中 山 基昭 君 22番 秦 正 君

23番 黒川 重 憲 君 24番 古 賀 俊 昭 君

25番 谷 長 君 26番 市 ) 11 資信 君

27番 石坂 勝 雄君 28番 名古屋 史郎 君

29番 竹ノ上 武俊 君 30番 米 沢 昭 男 君
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説明のため会議に出席した者の職氏名 する条例の制定について

市 長 森田喜美男君 収 入 役 加 藤 郎君 (厚生委員会)

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 山崎 彰君 日程第 4 議案 第 72号 日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

市民部長 大貫松雄君 生活環境部長 藤浪竜徳君 制定について

清掃部長 坂本金雄君 都市整備部長 前田雅夫君 日程第 5 議案 第 74号 日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部

建設部長 永原照雄君 福祉部長 高 野 隆君 を改正する条例の制定について

水道部長 橋 本 栄 寓 君 病院事務長 大崎茂男君 日程第 6 議案 第 75号 社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例

教 育 長 長沢=郎君 教育次長 砂川雄 君 の臨時特例条例の選定について

日程第 7 議案 第 76号 日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 制定について

局 長 佐藤智春君 次 長 ごと方留春君 日程第 8 議案 第 77号 日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の

書 記 田中正美君 書 記 濃沼哲夫君 制定について

書 記 佐々木茂晴君 書 記 小林章雄君 日程第 9 議案 第 78号 日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定に

書 記 斉藤令吉君 ついて

日程第 10 議案 第 79号 日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目10の3 制定について

立川速記者養成所 所長 関 根 福 次 日程第 11 議案 第 84号 昭和63年度目野市受託水道事業特別会計補正予算

速記者 小野口純子君 について(第 1号)

(建設委員会)

議 事 日 Z呈 日程第 12 議案 第 73号 日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業施行規

昭和63年 9月28日(水) 程を定める条例等の一部を改正する条例の制定に

午 前 10 時開議 ついて

日程第 13 議案 第 82号 昭和63年度目野市土地区画整理事業特別会計補正

(議案審査報告) (総務委員会) 予算について(第 1号)

日程第 1 議案 第 71 号 日野市市税条例の一部を改正する条例の制定につ 日程第 14 議案 第 83号 昭和63年度目野市下水道事業特別会計補正予算に

いて ついて(第 2号)

(総務・文教・厚生・建設) 日程第 15 議案 第 85号 市道路線の一部廃止につし、て

日程第 2 議 案 第 81 号 昭和63年度日野市一般会計補正予算について(第 日程第 16 議案 第 86号 市道路線の認定につし、て

2号) (一般会計決算特別委員会)

(文教委員会) 日程第 17 議案 第 62号 昭和62年度日野市一般会計決算の認定について

日程第 3 議 案 第 80号 日野市立幼児教育セソター設置条例の一部を改正 (特別会計決算特別委員会)
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日程第 18 議案 第 63号 昭和62年度日野市国民健康保険特別会計決算の認 る請願

定について 日程第 34 請 願 第 63-11号 日野市立第二中学校音楽室に机を設置させるべく

日程第 19 議案 第 64号 昭和62年度日野市土地区画整理事業特別会計決算 日野市教育委員会に勧告に関する請願

の認定について 日程第 35 請願第 63-12号 郷土芸能の保存に関する請願

日程第 20 議案 第 65号 昭和62年度日野市下水道事業特別会計決算の認定 日程第 36 請 願 第 63-14号 再び万願寺一里塚現状保存を訴える陳情

について 日程第 37 請 願 第 63-17号 「中学校40人学級を 3年生より行う逆学年進行方

日程第 21 議案 第 66号 昭和62年度日野市立総合病院事業会計決算の認定 式実施」のための日野市議会に対する請願

について 日程第 38 請 願 第 63-19号 義務教育費国庫負担制度堅持の意見書の提出を求

日程第 22 議案 第 67号 昭和62年度日野市受託水道事業特別会計決算の認 める陳情

定について 日程第 39 請 願 第 63-20号 義務教育諸学校の学校事務職員に対する義務教育

日程第 23 議案 第 68号 昭和62年度目野市農業共済事業特別会計決算の認、 費国庫負担制度の維持に関する陳情

定について (厚生委員会)

日程第 24 議案 第 69号 昭和62年度目野市老人保健特別会計決算の認定に 日程第 40 請願第 62-19号 東町地区公害に関する請願

ついて 日程第 41 請願第 62-24号 犬の不妊・去勢手術に関する市と市内病院(獣医

日程第 25 議案 第 70号 昭和62年度日野市仲田緑地用地特別会計決算の認 師)との委託契約の改善と猫に対しての不妊・去

定について 勢手術に対する補助に関する請願

(請願審査報告) (総務委員会) 日程第 42 請 願 第 62-30号 老人入院見舞金制の制定と実施に関する請願

日程第 26 請願第 63-7号 ジュネーヴ条約追加議定書の加入についての請願 日程第 43 請 願 第 63-3号 保健、医療、福祉の拡充に関する陳情

(厚生委員会) (建設委員会)

日程第 27 請願第 62-43号 日野市南部地域への総合医療機関の設置を求める 日程第 44 請願第 62ァ 3号 「国民の食料を守り、農業再建に関する意見書J

請願 提出についての陳情

日程第 28 請願第 63-21号 「食品安全委員会」の設置を求める請願 日程第 45 請願第 62-29号 多摩平六丁目 32番地の 8、9に建設予定のマソ

(取り下げ) (厚生委員会) ショソ建設阻止に関する請願

日程第 29 請願第 62-48号 食品安全条例(仮称)の制定を求める請願 日程第 46 請願、第 62-36号 米の市場解放反対、農畜産物の輸入自由化阻止の

(継続審査) (総務委員会) 意見書採択に関する陳情

日程第 30 請願第 62-53号 法務局の増員に関する要請についての陳情 日程第 47 請 願 第 62-42号 山王下公嵐周辺の市営駐輪場設置反対に関する陳

日程第 31 請願第 63-16号 都営住宅家賃値上げ中止の意見書提出を求める請 情

軍兵 日程第 48 請願第 63-9号 日野市東平山地区における緑地を守るとともに、

(文教委員会) 私有地の買い上げを求める請願

日程第 32 請願第 62-6号 公立中学校英語の授業時間増に関する陳情 日程第 49 請願第 63-18号 「宮」 町名存続要望に関する陳情

日程第 33 請願第 62-32号 第三幼稚園における 2年保育4歳児の増員に関す (継続審査議決)
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日程第 50 下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 51 スポーツ・公園対策特別委員会の継続審査議決に

関する件

日程第 52 交通対策特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 53 市立病院等対策特別委員会の継続審査議決に関す

る件

午前11時 3分開議

(請願上程)

日程第 54 請願第 63-22号

0議長(市}11資信君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員27名であります。

これより議案第71号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といた

します。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

東京都住宅供給公社住宅の家賃値上げ中止を求め

る意見書提出の請願

0総務委員長(夏井明男君) それでは、総務委員会に付託されました議案71号、日野

(議案上程)

日程第 55 議員提出議案第 8号 リクルート疑惑の真相究明を求める決議

日程第 56 議員提出議案第 9号 ジュネーヴ条約追加議定書の加入を求める意見書

市市税条例の一部を改正する条例の制定について、について、委員会の報告をさせてい

ただきます。

市民部長より、議案についての説明があって後、委員から、各質疑がなされました。

内容を御紹介いたしますと、ここで、公的年金とはどんな種類を指しているのか、こ

の公的年金の取り扱いが、給与から雑所得の取り扱いになって、その結果、減税となる

のか、増税となるのか、とし、う質疑であります。

これに対しまして、公的年金は、社会保険庁を経由します共済年金、それから国民年

金、厚生年金。基本的には減税になる、というふうに答弁されております。

さらに、優良住宅地の譲渡所得の場合に、特別控除というのはどういうことなのか。

これに対しまして、譲渡益から4，000万円を差しヲ|し、たものを言うのだ。この新しい

新設規定は、相続税の関係による譲渡に起因するものを指している、こういうことであ

ります。

さらに、優良住宅地の譲渡の場合に、税率の改正によって市税がどれほど減るのか、

という質疑に対しましては、全体で約300万ぐらいの減収になるのではないか、という

ことであります。

その後、意見に入りまして、特に意見はなく、全会一致原案可決となりました。よろ

しく御審議のほどをお願い申し上げます。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

本日の会議に付した事件

日程第 1から第56まで
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0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第71号、日野市市税条

0総務委員長(夏井明男君) それでは、議案81号、昭和63年度目野市一般会計補正予

か、ということであります。

御答弁としましては、広報の10月15日付で、具体的にPRをしてまいりたい。さらに、

市民謀、各支所、さらに市民の利用されるような場所に、パンフレットをつくってPR

を、活動していきたい、こういうお話であります。

別の質疑に入りまして、生活保護国庫負担金の返還の関係ということで、御質疑があっ

たわけですが、本年8月に新聞に出ておりました、生活保護者が福祉部で暴力を振るっ

た事件が報道された、ということであります。

この場合、二度のヲ!っ越し料を支給したとしみ事実が報道されているようだけれども、

実際どうであったのか、という御質疑であります。聞くところによると、 18万を 2回渡

したという報道でもある、ということであります。市民感情としては、このような報道

については、非常に不合理なものに映るけれども、その辺、どういうふうに考えている

か、ということであります。

この事件は、生活保護者が酒を飲んで福祉部に来て起きたとし、ぅ、非常にまれな事件

であった、特異な事件であった、というふうに考えている、というお話であります。

さらに、別の質疑に入りまして、増収分が積立金に回ってお りますけれども、昭和68

年度までの事業実施計画が早まるということはないのか、ということであります。

企画財政部長より、用地確保の問題はあるけれども、極端に早まるということは考え

られない。そうし、う認識をしていただし、て結構だ、というお話であります。

さらに、余剰金が出た場合に、積立金にするのか、繰り上げ償還にするのか、二つの

方法が考えられるけれども、余剰金を繰り上げ償還に充てていかないというのはどうい

うわけか、というお話であります。

御答弁としましては、市債を受ける時に、市債の返済計画を提出しているわけであり

ます。もし、おのおのの市が余剰金が出たときに、返済計画以上に繰り上げ償還に充て

てまいりますと、全体的な自治省の計画が崩れて くるとしヴ、制度的なものがある。そ

のような大枠の観点から、自治省からも指導も受けておる、とこういうお話であります。

さらに、別の質疑ですが、環境緑化事業は、従来の要綱で運用していくのか、という

御質疑であります。

現在の要綱は、そのままにして、法人化に伴う条例を制定すべき準備をすすめている、

ということであります。

さらに、答弁としましては、緑化財団法人に向けて、条例化の準備を現在進めている

ところである。しかし、現在の緑化協会事業は今までどおりというふうにお考えいただ

例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第81号、昭和63年度目野市一般会計補正予算(第2号)の件を議題とい

たします。

本件については、 4常任委員会に分割付託いたしておりますので、順次審査報告を願

し、ます。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

算についての、総務委員会に付託されました予算内容についての質疑及び結果を御報告

申し上げます。

質疑の内容でございますが、今回、合併処理浄化槽の補正がなされておりますが、そ

の内容について、としヴ質疑であります。

答弁としましては、この処理浄化槽設置対象区域、これは昭和68年度までに、下水道

が完備されない地域を指しております。

日野市の場合、町名で言いますと、栄町、大坂上、新町、宮、平山、東豊田の地域で

ある、というお話であります。

さらに、内容としましては、世帯数が50人以下の浄化槽が対象であり、市内でとりあ

えず50基は消化をしてまいりたい、というお話であります。

さらに、合併処理というのは、台所の雑排水を合わせたもの、とこのようなものと考

えてよろしいか、ということであります。

そのとおりである。特に、家庭の雑排水が河川を汚す主な原因になっているので、そ

のような観点から、この制度ができてきた、という趣旨の御答弁がありま した。

さらに、現在、単独で利用している方が合併処理を希望した場合には、どのような扱

いになるのか、してし、くのか、進めていくのか、ということであります。

答弁としましては、っくりかえをしていただく、それに対して補助をしてし、く、そう

いうふうな手続、というお話であります。

さらに、この制度の担当課が、清掃部ではなくて公害防災課になっている理由、とい

うお話がございましたけれども、これは、庁内で検討した結果、公害防災課にお願し、を

したとし、う経緯である、という御答弁でありました。

さらに、この合併処理浄化槽の設置についての PRを、どういうふうに進めていくの
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きたい、というお話であります。

以上、特に意見もなく、全会一致原案可決になりました。よろしく御審議のほどお願

し、申し上げます。

0議長(市川資信君)

0議長(市川資信君) 生活環境部長。

これより質疑に入ります。天野輝男君。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) 目標といたしましては、この50基の 1基、 1家族 1軒

で大体 5人槽を予定しております。それの50基分ということでございます。

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) 浄化槽の件について、質問させていただきます。

これは、 68年度以降ということで、浅川処理場、また、秋川処理場ができた、その問

題として出てきたことだと思うんですけれど、実際、この場合、ところどころに浄化槽

を50基つくるということなもんですから、当然これは用地も必要になってくるわけです

ね、ため槽、ためる場所をね。そういうことが出てくるわけですから、このあたりを、

どう考えていらっしゃるのか。

それと、実際、やがては日野市全域に、処理場に生放流できるようになるわけですか

ら、その場合に、この50基つくった、そういうものが、やがて生きるのかどうか。

このあたりを、ちょっとお伺いしたし、と思うんです。わかる範囲で結構ですから、教

えていただきたいと思います。

0議長(市川資信君) 総務委員長。

0総務委員長(夏井明男君) 今の御質問に対しましては、かなり突っ込んだ、技術的

なことですが、この辺についての質疑はございませんでしたので、詳しくここで担当の

方からお聞きいただいた方が、 よろしいかと思いますので。

0議長(市川資信君) 生活環境部長。

0生活環境部長(藤浪竜徳君) ただいま、合併浄化槽の設置のことで、御質問でござ

いますけれども、これは家庭での浄化槽でございます。現在、各家庭では、単独浄化槽

というのが主体になっておりますけれども、これを、台所、それからお風呂場、そういっ

た水を合併して、各家庭で処理するものでございます。

ですから、普通の単独浄化糟より若干大き目になりますけれども、単独浄化槽に比べ

て、若干、多目になりますけれども、利用地があれば、家庭の中であれば、そこで設置

をしていただく、というものでございます。

それから、いずれは公共下水道に切りかわるわけでございますけれども、このときに

は、公共下水道につないでいただく、とし、う手続になると思います。

0議長(市川資信君) 天野輝男君。

06番(天野輝男君) それでは、栄町、大坂上、新町、宮、平山ということになると、

これはとても私、足りないんじゃないか、と思ったものだから、それでお聞きしたわけ

ですよ。

大体、話の内容はわかりましたけれども、この間、たしか去年か、おととしだったか、

千葉の方で、千葉大で、たしか開発した浄化槽というのは、簡単で、すごく性能がし、い

というんです。大きい処理場を通ってくるよりも、きれいに浄化できるというのを、た

しかやっておりましたので、これはそんなに金額は張らないんです。 1基分、たしか60

万か、それぐらいでできるんです。

そういうものもあるもんですから、まだ68年、ちょっと時間があるしね。一般財源が

食い込んでくるわけだから、十二分にそのあたりも研究しながら、確かに処理場を使え

るところと、使えないところの差が出たんじゃ、本当に市民サービスの面から見ても、

これはマイナス面になると私は思うもんですから、少なくともそういう形で処理場が、

本管につながるまで、そういう市民サービスをするのが、'我々の役目じゃないか、とい

うことを感じております。

そういう面で、ぜひそのようなことで、日野市全域に使えないところで、全員そうい

う形でやりたし、んだといったら、全員に少なくとも補助金を出すぐらいの気持ちで、頑

張っていただきたい、このように思います。

0議長(市川資信君) 鎮野行雄君。

017番(鎮野行雄君) 同じく合併浄化槽の件で、ちょっとお聞きしたいんです。

私の聞き違いだったら、甚だ申しわけないんですけれども、この対象区域、これはた

しか委員長、平山というような御説明だったと思うんですけれども、私の聞いていると

ころでは、言わばこの事業は、流域下水道がおくれそうな地域、つまり平山に関しては、

浅)11の北側ですね、西平山が該当するんではないか、というふうに、私、理解しておっ

たわけで、すが、その辺、いかがでございましょうか。御質問いたします。

0議長(市川資信君) 総務委員長。

06番(天野輝男君) なにか、これは50基とし、し、ましたよね。 50基というのは、 50戸 0総務委員長(夏井明男君) 浅川の一番おくれる地域とし、し、ますと、浅川の左岸一帯

をつくるということでしょう。そうじゃないですか。 の地域を指しているわけで、今、その中で大ざっぱに、大坂上という中でも、浅川処理
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区に入らないで、ほかの地域に入るところも一部あるのかもしれませんが、今、地域の、

私、お話ししましたが、かなり正確なものが市にあると思いますので、今、平山という

お話もしましたけれども、私も、今、飯野議員のおっしゃるとおりだなというふうに、

ちょっと思っているわけですが、正確には、私の方から資料を出します、ということで

はありませんので、各地域、要するに日野市で下水処理場が非常におくれる地域につい

ての区域が、線引きを正確にしてありますので、その辺の図で示しませんと、どの辺か

らどの辺の地域ということは、正確にはちょっと御報告できない、と思うんですが、対

応については、今、鎮野議員がおっしゃったような形ではなかったか、というふうに、

私も思っております。

正確にはちょっと、地域はここからここまで、というふうなことは言えませんので、

大事な問題ですので、改めて生活環境部長の方から、答弁的にお答えしていただきたい、

と思います。

0議長(市川資信君)

これをもって総務委員会関係の審査報告を終わります。

次に、文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

0文教委員長(高橋徳次君)

育費でございます。

補正額は、 2，898万円でございます。主な補正の内容は、次のとおりでございます。

それでは、文教委員会に付託されました歳出のうち、教

0生活環境部長(藤浪竜徳君) 浅川処理区の左岸でございます。万願寺区域を除いた

小学校費の学校管理費、 800万円です。また、電動式ノミスケットゴール、これの 2基

の設置です。

次に、中学校費の学校管理費の1，330万円です。これは、一中の屋上の防水工事と、

外周のフェソス工事になります。

そのほかといたしましては、総務費の中の林間施設費95万円でございます。これは、

大成荘の調理場の雨漏りですか、これを修理するものでございます。

あとは、市民グラソド費です。委託料の84万円。これは、グランドの下流の拡張のた

めの測量費用でございます。

これらについての主な質疑の内容といたしましては、バスケ ットゴールの設置の場所

は、どこの小学校になるのか、また、設置の順は、どのように決められるのか、全校設

置計画の予定よりおくれているのではないか、等の質問がなされました。

これらに対する答弁は、今回の補正での設置は、第三中学校と平山小学校。設置順位

については、要望等を考慮しながら設置していきたい。全校一斉に設置したいのですが、

1基につき400万円ないし500万円かかるので、なかなか難しい点がある、ということで

ございます。

また、そのほかに質疑といたしましては、ふるさと博物館、これの臨時職員の件、ま

た、館長と事務長と教育長とのかかわり、また、大成荘の建てかえ、今後の見通し、等

の質疑がございました。

意見といたしましては、計画性を持って設置しないと児童がかわいそうである。体育

だけでなく、すべての面において平等に行ってもらいたい、等の意見がございました。

慎重審査の結果、原案可決と決定いたしました。よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。

生活環境部長。

区域でございます。したがって、平山地区は入っておりません。

O議長(市川資信君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 合併浄化槽の課題は、東京都が、河川の汚染に対します施策

として打ち出された施策を、日野市がどういうふうに受けとめるていくか、ということ

から始まっておるわけであります。

一方に公共下水道を進めながら、また、合併浄化槽の補助施策を行うということに、

若干、矛盾はあるわけでありますが、長期の期間を経る地域もございますので、できれ

ば、新しく建築の始まる家を対象にしていくことが、 説得力があるんではなかろうか、

とこんなふうに考えております。

既存の単独浄化槽を設置されているおうちに、余り強いることはできないんではなか

ろうかと思いますので、新しい建築を対象にしていくのが妥当ではなかろうか、とこの

ように考えております。

これからの需要によりまして、河川の汚染を防ぐとし、う御理解によって、ある程度の

消化はしていかなければならない課題だ、とこのように受けとめております。そのこと

を、ち ょっと言わせていただきます。

0議長(市川資信君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

0議長(市川i資信君)

たします。

これをもって文教委員会関係の審査報告を終わります。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い
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0厚生委員長(米沢照男君) 補正予算歳出のうち、民生費、衛生費、消防費について

最初の、 1点目の質疑に対しましては、初めから補助金で行うべきかもしれませんけ

れども、補助というには、事業が明確でなかったので、市の事業として、市が主体になっ

ていました。市内タクシー業者 3社がそろって福祉的に事業を行うと決まり、陸運局の

許可を得たのが、昭和63年 6月となったものであります、という答弁がされ、 2点目の、

各施設についての状況でありますけれども、 「かざぐるまの家Jは、平山区画整理地内

の市有地にプレハブ2階建て、 「すずかけの家」については、北野街道沿いの市有地に、

これもプレハプ平屋建て、 「青い鳥作業所」については、宮にある民地の貸家、地主が

土地を市に買ってほしい、との考えを持っている。いずれ買いたい、とし、う意思表示が

されております。

4点目の「たんぽぽの家Jについては、豊田駅踏み切り近くの貸家で、 2階3室を使

用しているとし、う、四つの施設の状況について、答弁がされております。

さらに、障害者雇用に関して、市の制度は職安を通さなくてもいいのか、という問い

に対して、縁故採用等でもよいこととしている。制度を運用するに当たっては、職安、

労基署と-労働基準監督署ですが-十分協力体制をとっていきたい、こうし、う答弁がさ

れております。

あと、細かし、質疑がなされておりますけれども、省略をいたします。

本件については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。よろしく

御審議をお願いいたします。

0議長(市川|資信君) これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

027番(石坂勝雄君) 私、厚生委員なんで、委員長報告で、青い鳥の施設は、私もそ

こまで市が、買ってもらえることは、私、大賛成なんですけれど、いろんな、多少換地

等があって、問題があって、すぐそういうことに、そういう明快な答弁、いわゆる福祉

部長から「買いますJというような答弁はなかったーまあ、できないんじゃないし、な

かったんで‘はなかろうか、とこう思うんですが、むしろ私、逆に委員長の方が少し積極

性があり過ぎるのも、結構な話なんだけれどね、ちょっと、だから質問します。

0議長(市川資信君) 厚生委員長。

次に、厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

の、厚生委員会の報告をいたします。

今回の補正額は、歳入歳出おのおの24億2，550万6，000円を追加しようとするものであ

ります。

このうち、当委員会に分割付託されたものは民生費で、 3，919万2，0∞円の増額。衛生

費では、 2，989万7，∞0円の増額。消防費は、 9万8，000円の増額であります。合計6，918

万7，∞0円の補正増額となっております。

なお、今回、補正に関連して、根拠条例となるものについては、議案第75号、議案第

76号が、関連して今議会に提案をされております。後ほど報告いたしますけれども、こ

の関連した二つの条例の一部改正案については、全会一致で可決を見ております。

各部長より、事項別明細の主要な各項について、説明が行われております。

アゼリヤ会の老人福祉の、 35ページにかかわる補正の計上でありますけれども、アゼ

リヤ会特養ホームスプリ γクラー設置費負担金の名称は、補助金とすべきであった、と

いうことで、福祉部長から訂正がなされ、委員会として了承いたしておりますので、御

承知おきいただきたいと思います。

質疑の主なものを御報告いたしますけれども、障害者雇用促進事業の対象者数をどの

程度に考えているか、とし、う質疑に対して、同種の施策を実施している人口43万人の横

須賀市の例から勘案して、働きfこし、と思いながら勤労の場を有していない方が、 25名ほ

どはいると思います。今回の予算は、試行的意味もあり、 10名分を見込んだ、とこうい

う答弁がされております。

それから、車いすタクシーが、計上科目を委託料から補助金に組みかえられて、この

理由はなぜか、という問いに対して、市の責任の事業を、都民交通へ委託する事業であっ

た。タクシー各社が福祉的業務を会社の責任で運営してくれる、ということになったの

で、補助金に組みかえた、とこうし、う答弁がされております。

さらに、車いすタクシ一事業の予算科目組みかえの理由は聞いたけれども、パス運行

事業と同様、特殊な事業だと思う。この種の事業は、最初が大切なので、よいことだか

ら、ともかくスタートするということではなく、慎重に した方が穏当だと思う。

さらに、障害者雇用促進助成補助事業に関連して、次の施設の土地、建物の様子を聞

きたし、ということで、四つの施設の現状について、問いがなされました。

0厚生委員長(米沢照男君) 地主の方の意向では、将来、買ってほしいという考えを

持っているようだ。いずれは、でき得れば買いたい、とこういう意味の答弁だったかと

思し、ます。

特に、私の今お答えしたことに誤りがあれば、部長の方から御訂正いただきたい、と

思います。
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0議長(市川資信君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ただし、ま委員長からの御説明のとおりでございますけれど

も、いずれか買いたいと思っております。

現在、一部、国有地が入っておりまして、それとの関係の調整が、手間がかかります

ので、その調整が済み次第に、いずれか購入したい、というぐあいに考えておるところ

でございます。

0議長(市川資信君)

結いたします。

これをもって厚生委員会関係の審査報告を終わります。

次に、建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

緑化費 3億円につきましては、市長が行政報告の中で報告されておりますが、 3億円

の緑化費につきましては、財源は繰入金から歳入であります。

運営面では、日野市環境緑化協会資金として、来年度より財団法人の資金として、利

子で管理、運営を賄うことを目的とするものであります。

三つ目は、住宅管理費867万3，000円でございます。市営住宅の高幡団地、ガスの切り

かえでございます。高幡特養老人ホーム建設に伴って、都市ガスが引ける。この管を利

用し、 LPガスから都市ガスに切りかえることと、 5団地のガス漏れ警報器期限切れが

来ましたので、取りかえも含む。

以上でございます。採決の結果、全会一致原案可決でございます。よろしく御審議を

お願し、いたします。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

0建設委員長。11嶋博君) それでは、議案第81号の一般会計補正予算の歳出のうち たします。

これをもって建設委員会関係の審査報告を終わります。各委員長報告について御意見

があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であ りま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議あ りませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第81号、昭和63年度目

野市一般会計補正予算(第2号)の件は原案のとお り可決されました。

これより議案第80号、日野市立幼児教育セソター設置条例の一部を改正する条例の制

定の件を議題といたします。

委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本件については、文教委員長から目下委員会において審査中の事件につき閉会中の継

続審査にされたいとの申し出があります。

あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの

申し出があります。

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとお り閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

の、土木費についての建設委員会に付託された内容、審議の経過と結果を報告させてい

ただきます。

歳入の財源を申しますと、国、都の支出金と繰入金が主な財源となっております。補

正総額が12億206万2，∞0円であります。

それでは、 JI慎を追って説明を申し上げます。

まず初めに、道路橋梁費、 9，696万4，000円であります。主な内容は、日野 1号線舗装

改良費であります。日野橋下流、多摩川右岸堤防下の道路でございます。

次に、補助 2号線の道路改良費でございます。谷議員、小俣議員が指摘されました、

オリエント時計南側郵便局間の拡幅工事、延長180メートルであります。

補助17号線の道路改良は、新井橋、浅川右岸下流堤防下の道路であります。

また、旧程久保川架橋撤去 3カ所であります。

その他、滝合橋、橋上街路灯の改修、日野交通安全協会の被服費、新しく婦人部がで

きましたので、その補助金であります。

2番目に、都市計画費でございます。予算は、 10億9，642万5，∞0円であります。その

うち、大きく三つに分けて申し上げますと、区画整理費は、繰出金として、議案第82号、

土地区画整理事業特別会計補正予算の財源になっておりますので、上程された時点で、

内容を説明させていただきます。

下水道費は、議案第83号、下水道特別会計補正予算へ繰出金として財源になっており

ますので、同様、上程された時点で、内容説明をさせていただきます。

0議長 (市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって文教委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。
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0厚生委員長(米沢照男君) 議案第72号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する

るのか。そして、条例改正のポイソトはどこにあるのか、という点を、まず明らかにし

てほしい、こうしづ要望が出されております。

それぞれ事務当局では、この委員会での要望を積極的に受けて、説明については改善

をしていただきたい、ということをつけ加えておきたいと思います。

この日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、委員会では原案可決

と決しました。よろしく御審議をお願し、し、たします。

0議長(市)11資信君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。中谷好幸君。

09番(中谷好幸君) 日野市国民健康保険条例の一部改正をする条例について、一言

意見を申し上げます。

この条例改正は、昨年9月の税制改正により、年金収入については、給与所得から雑

所得へ所得分類を変更することに伴い、改正されるものです。厚生委員会の質疑の中で

も、明らかにされますとおり、この改正によって、国保税は、 65際未満では若干の減税

がありますが、 65歳以上の世帯では、若干の増税になる、ということが明らかになって

おります。

税制改正の建前は、所得控除の一つである老年者控除を大幅に引き上げる、というこ

とでありましたから、この趣旨からして、 65歳以上の老齢者の国保税の増税は矛盾して

いるもの、といわなければなりません。このことは、自治省なども認め、調整を検討し

ているようでありますし、厚生委員会でも、市当局から是正を政府に求めているという

答弁がございました。一層厳しくなる年金生活者や、老齢者の生活実態を考え、強く政

府に是正を要求するように申し上げまして、意見とさせていただきます。

以上です。

O議長(市川資信君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前日時45分休憩

午後 1時18分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより議案第72号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定の件を議

題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

条例についての、委員会の審査報告を申し上げます。

本議案は、地方税法、及び地方税法施行令の改正に伴い、日野市国民健康保険条例の

一部を改正しようとするものであります。

主な改正点は、 2点あります。

第 1点は、昭和63年4月1日施行の地方税法改定により、年金が給与所得とされてい

たものが、不労所得という位置づけから、雑所得の範鳴に入ることとなりました。これ

に伴い、公的年金受給者については、年金支給者から市区町村に対し公的年金等支払い

報告書の提出が義務づけられることになりました。この関係を条例中に登載することに

なった点が、 1点であります。

2点目は、付則10、昭和62年度分の国保税に限り、第17条の規定の適用については、

同条中「法第314条の 2第 2項に規定する金額とあるのは28万円とする。」は法に規定

することにしましたので、市区町村の条例からは削除することになったものであります。

質疑といたしましては、この今回の改定で、国保税税額の増減は生ずるのかどうか、

という問いがありました。

これに対して、二つに分かれます。 65歳未満は減額となります。しかし、 65歳以上の

方は、控除額が変わった関係で、若干、増額となります。増額になってしまう点につい

ては、厚生省にその改善を申し出てある、こういう答弁がされております。

なお、委員会の審議に先立って、官頭、要望意見が出されました。それは、従来から

求められていた点でありますけれども、条例改正の際の説明に、改正する必要がなぜあ

結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市)11資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第72号、日野市国民健

康保険条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第74号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条
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例の制定、議案第75号、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の臨時特例条例

の制定、議案第76号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定、議案第77

号、日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の制定、議案第78号、日野市遊び場

条例の一部を改正する条例の制定、議案第79号、日野市児童育成手当条例の一部を改正

する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(米沢照男君) 議案第74号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例

部を助成するため、条例を制定しようとするものであります。

なお、本条例制定議案と連動するものとして、議案第81号、昭和63年度目野市一般会

計補正予算第2号の中の款 3、民生費において、アゼリヤ会特養ホームスプリ γクラー

設置費補助金として、 343万円の増額補正が提案をされ、当委員会に付託をされており、

審査をしたものであります。

対象施設は、東京都八王子市美山町1478番地、社会福祉法人アゼリヤ会、みやま大樹

の苑であります。

補助金の算出根拠は、スプリンクラー設置費、法人負担分1，891万円を、各自治体の

確保ベッド数に応じて、補助金を支出しようとするものであります。

質疑といたしましては、各市の割り振りはどのようになるのか、という問いに対して、

答弁としては、全ベッド数110床のうち、自治体があらかじめ確保してあるベ ッド数に

応じて、新宿区が110分の40、狛江市が110分の 5、府中市が110分の 5、日野市が110分

の20、とういう負担割合である、という答弁がされております。

本件は、委員会として全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。よろ

しく御審議をお願し、し、たします。

次に、議案第76号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定についてで

あります。

本件は、元条例とも言える東京都老人福祉手当に関する条例の改正に伴い、日野市老

人福祉手当条例の一部を改正しようとするものであります。

本条例の対象者は、身体上または精神上の障害のため、日常生活に著しい支障のある

老人であります。具体的には、 65歳以上の方で、常時寝たきりの状態、またはこれに準

ずる介護を必要とする方たちを対象といたします。

改正額は、 70歳以上 3万7，∞0円が 3万9，000円に、 70歳未満 3万1，500円が 3万3，000

円に、それぞれ引き上げられます。所得が一定額を超えている場合の方たちには、 2万

1，000円が 2万2，000円となります。

なお、適用は、昭和63年10月 1日から、とされております。

委員会で出された質疑といたしましては、寝たきりのお年寄りの把握はどのようにし

ているのか、漏れはないのか、という聞いがありました。

これに対して、地域に密着している民生委員に、その地域の把握をしてもらっており、

漏れることはまずないでしょう、こうしヴ答弁がされております。

委員会としては、本件を全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。よ

の一部を改正する条例の制定について、委員会の報告をいたします。

本議案は、元条例とも言える東京都の心身障害者(児)福祉手当に関する条例の支給

手当額増額がなされたことに伴い、市の条例を改正することとあわせて、日野市独自の

項目についても、支給手当額の増額と支給対象の拡大を図ろう、とするものであります。

1点目は、手当額の増額改定として、おのおの500円の増額を図るものであります。

2点目は、支給対象の拡大であります。特殊疾病、いわゆる難病については、既に40

の疾病について、手当の支給対象としておりますけれども、今回の改正は、これに四つ

の疾病を加える改正であります。

質疑としては、この条例改正に伴い予算の関係はどうなるのか、という質疑がされま

しTこ。

答弁としては、支給方法は、申請のあった月の分から、 4月、 8月、 12月に、銀行等

の本人の口座に振り込む形になります。昭和63年12月、昭和64年 1、2、3月分は、昭

和64年4月に支払うということで、来年度予算で賄うことになります。補正予算は組ま

れていないので、組まないで済むものであります。こうしヴ答弁がされております。

委員会では、本件は全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。よろし

く御審議をお願し、し、たします。

さらに、議案第75号、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の臨時特例条例

の制定についてであります。

本議案は、八王子市に所在する社会福祉法人アゼ リヤ会の特別養護老人ホームが、東

村山市所在の特養ホーム松寿園で発生した火災事故を教訓として、利用者の生命と生活

の安全確保のため、スプリソクラーを設置することに対しまして、その設備整備費の一

-550- 噌

tム
「「
U

F
h
u
 



ろしく御審議をお願し、し、たします。

続いて、議案第77号、日野市立児童館設置条例の一部を改正する条例の制定について

であります。

本議案は、市立日野児童館七小分室が、第七小学校敷地内に移設することに伴い、日

野市立児童館設置条例の一部を改正しようとするものであります。

改正の内容は、七小分室日野市神明三丁目 3番地の?を、日野市神明三丁目 2番地に

改正するものであります。

なお、移設先の施設は、建物面積99.37平方メートルの、 5年間リースのプレハブを

用意すること、とされております。 63年9月から移る予定になっております。

特に質疑、意見は出ませんでした。

本件は、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議を

お願いし、たします。

次に議案第78号、日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定についてであります。

本議案は、四ツ谷こども広場の廃止、及び向川原こども広場の新設に伴い、日野市遊

び場条例の一部を改正しようとするものであります。廃止、新設とも 1カ所のため、遊

び場総数は32カ所に変動はございません。

四ツ谷こども広場の廃止理由としては、地主の都合により、返還することになったも

のであります。

新設の遊び場は、向川原こども広場、向川原市営住宅の建てかえに伴って設置をされ

た遊び場で、あります。南平五丁目30番地の 1、面積は311.44平方メートルであります。

質疑といたしましては、地主側の都合では仕方がないと思うけれども、よく利用され

ている広場であった。今後の対応としては、神綱電機の社宅の跡地などについて考えて

もいいのではないか、考えてもらいたい、こう しみ質問がされました。

答弁としては、二、三カ所地元で、当たってみたけれども、つくるのに適当なものはな

かった。他の部局とも協力して、今後、対応していきたい、こう しヴ答弁がされており

ます。

なお、現在、地主から返還を求められているのは、どことどこか、借地はどの程度か、

としヴ質問がなされました。

答弁としては、市有地が12カ所、固有地8カ所、民地が11カ所、固有地と民地合わせ

たものが 1カ所、合計32カ所、こうし、う答弁がされております。

なお、その32カ所の所在地については、参考資料として、委員会に提出をされており

ます。

委員会として、本件については全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。よろしく御審議をお願いをいたします。

次に、議案第79号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定についてで

あります。本議案は、元条例とも言える東京都児童育成手当に関する条例の改正に伴い、

児童育成手当の支給額を改めるため、日野市児童育成手当条例の一部を改正しようとす

るものであります。

手当の目的は、児童の健全な育成と、福祉の増進とされております。

改正の内容は、育成手当9，∞0円が9，5∞円に、障害手当 1万1，αm円が 1万1，5∞円と、

改正されるものであります。なお、適用は、 10月1日から予定されております。

委員会として、本件は全員異議なく原案を可決すべきものと決しました。よろしく御

審議をお願いし、たします。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本6件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

とれより本6件について採決いたします。本6件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

[ I異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第74号、日野市心身障

害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定、議案第75号、社会福祉法人

に対する助成の手続に関する条例の臨時特例条例の制定、議案第76号、日野市老人福祉

手当条例の一部を改正する条例の制定、議案第77号、日野市立児童館設置条例の一部を

改正する条例の制定、議案第78号、日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定、議

案第79号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可

決されました。

これより議案第84号、昭和63年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 1号)の

件を議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(米沢照男君) 議案第84号、昭和63年度日野市受託水道事業特別会計補
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正予算第 1号についての、委員会の審査報告をいたします。

今回の補正額は、歳入歳出おのおの4，979万8，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

16億8，869万8，∞0円にしようとするものであります。

歳出の計上科目は、建設改良費のうち、工事請負費であります。これは、四小南の都

道と、日野本町七丁目地内、この 2カ所の水道管を太くしよう、 100ミリから200ミリに

しよう、こういう補助管の取りかえの工事であります。

なお、歳入は、歳出に見合う額が、都支出金のうち水道事業委託金として、東京都よ

り入ってくることになっているものであります。

この議案については、特に委員会で質疑、意見はございませんでした。本件は全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。よろ しく御審議をお願いし、たします。

O議長(市川資信君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第84号、昭和63年度目

野市受託水道事業特別会計補正予算(第 1号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第73号、日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業施行規程を定める条

例等の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(川嶋 博君) それでは、議案第73号、日野都市計画事業万願寺土地区

画整理事業施行規程を定める条例等の一部を改正する条例の制定について、委員会とし

て、経過と結果を御報告をいたします。

第 1条の中に、 7条の 1項 1号と 3号の改正であります。第 7条の中の 1項 1号は

「国又は公共団体が公用又は公共の用に供するとき」としヴ文言がございますが、 新 し

く改正の内容は「国又は公共団体が公用若しくは公共の用に供するとき又は代替地の用

に供するとき」これをつけ加えるものであります。

第 3号につきましては、 「東京都新都市建設公社が公共の用に供するとき」、 この文

言を「日野市土地開発公社文は東京都新都市建設公社が公共の用に供するとき」、この
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ように変更するものでございます。

言いかえますと、この73号は、大きく分けて二つ言えると思います。言いかえますと、

日野市の公共事業を促進するため、道路等代替地を先行投資的なことができる目的で現

行の不備の点を改正するものでございます。

二つ自には、 「万願寺土地区画整理事業」とありますが、万願寺土地区画整理のみで

はなく、高幡土地区画整理事業、豊田南土地区画整理事業、同様の文言でもあります。

質問の中には、実際に適用できる土地があるのか、または、積極的に土地を求める誠

意、があるか、こういう質問がございました。

以上で、慎重審議の結果、採決の結果、全会一致原案可決であります。 よろし く御審

議をお願い申し上げます。

0議長(市川資信君) これより質疑に入 ります。福島敏雄君。

08番(福島敏雄君) 委員長にお尋ねいたしますが、そ ういう質問の後、理事者側か

らどのような決意表明がなされたか。

0議長(市川資信君) 建設委員長。

0建設委員長(川嶋博君) 大変失礼いたしました。

答弁の中には、 1件、関戸橋の関係で、 用地を万願寺地区内に求めたい、または 1・

3・1の用地の問題、としみ答弁がございました。

もし、私の答弁で不備の点がございましたら、担当部長より、さらに明快に答弁をお

願いしたいと思いますけれど、お願いします。(1"了解」と呼ぶ者あり)

0議長(市川i資信君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第73号、日野都市計画

事業万願寺土地区画整理事業施行規程を定める条例等の一部を改正する条例の制定の件

は原案のとおり可決されました。

これより議案第82号、昭和63年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 l号)、

議案第83号、昭和63年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 2号)の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
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C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

0建設委員長 ()II~鳴博君)

正予算第 1号であります。

付託されました内容につきまして、経過と結果を報告させていただきます。

議案第82号、昭和63年度目野市土地区画整理特別会計補

たします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本 2件について採決し、たします。本 2件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川l資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第82号、昭和63年度目

野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 1号)、議案第83号、昭和63年度日野市下

水道事業特別会計補正予算(第2号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第85号、市道路線の一部廃止、議案第86号、市道路線の認定の件を一括

議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

歳入歳出 8億1，504万5，∞0円を追加し、総額を44億1，778万5，∞0円とするものであり

ます。

歳入の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金、それと繰入金を合わせて 8億

1，504万5，0∞円であります。

歳出につきましては、国、都合わせて7，000万円は、委託料として、埋蔵文化財発掘

調査費であります。他の 8億4，504万5，∞0円は、事業費、公有財産購入費として、豊田

南区画整理事業用地、 2，776.8平米の土地を購入するものであります。

慎重審査の結果、全会一致原案可決でございます。よろしく御審議をお願い申し上げ

ます。

次に議案第83号、昭和63年度日野市下水道事業特別会計補正予算について、第2号で

あります。

歳入歳出 1億4，960万2，000円を追加し、たしまして、総額48億6，372万6，0∞円とするも

のであります。

歳入の財源といたしましては、一般会計より繰入金、 2，480万5，000円、繰越金 1億2，

479万7，0∞円であります。

歳出につきましては、大きく二つになっております。一つは、下水道総務費でござい

ます。予算は、 50万、印刷製本費でございます。 i日野市の下水道J500部の制作であ

ります。

二つ自は、管きょ建設費であります。予算としては、 1億4，910万2，000円であります。

秋川処理区の旭が丘幹線、西平山幹線の管きょ埋設実施設計費、 6，800メータ一分でご

ざいます。浅川処理区、万願寺地区内公共下水道管きょ埋設費1，700メータ一分、そし

て公共汚水升設置でござし、ます。

慎重審議の結果、全会一致可決でございます。よろしく御審議をお願いし、たします。

O議長(市川|資信君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

0建設委員長 ()II嶋 博 君 ) 議案第85号の、市道路線の一部廃止について、委員会に

付託されました件につきまして、経過と結果を御報告いたします。

この市道一部廃止については、路線名といたしまして、小構12号、基点といたしまし

て、日野台一丁目 1番地 7地先から、日野台一丁目 2番地31号、延長7.26メーターでご

ざいます。幅員は1.8メートノレ。

当委員会といたしまして、現地を視察をいたしまして把握してまい りました。

慎重審議の結果、原案可決でございます。よろしく御審議をお願し、し、たします。

続きまして、 86号、市道路線の認定についてでございます。

この路線名は、新町7号線。基点、新町五丁目20番地の15号先から、新町五丁目17番

地の14号先まで、 304メーター500 幅員が 6メーターでございます。

言い換えますと、この路線は、日野自動車工業のグラウ ソドの境界線に当たるところ

でございます。現地を視察いたしまして、慎重審議を行いました。地権者との了解済み

であります。

全会一致、原案可決でございます。よろしく御審議をお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いたしま
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す。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第85号、市道路線の一

部廃止、議案第86号、市道路線の認定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第62号、昭和62年度日野市一般会計決算の認定の件を議題といたします。

一般会計決算特別委員長の審査報告を求めます。

〔一般会計決算特別委員長登壇〕

。一般会計決算特別委員長(馬場繁夫君) 一般会計決算特別委員会に付託されました

議案62号、昭和62年度目野市一般会計決算の認定について、委員会の審議の経過と、そ

の結果について報告いたします。

委員会は、 9月20日、 21日、 22日の 3日間開催され、延べ57名、 178項目、実質20時

間34分にわたり、慎重に審査を行いました。

62年度の一般会計決算額は、歳入総額331億5，443万1，285円で、歳出総額は324億9，426

万870円であります。

歳入歳出差し引き額は、 6億6，017万415円で、実質収支額も 6億6，017万415円であり

ます。

歳入全般につきましては、 6人の委員より、およそ25項目、 2時間44分にわたり審議

がなされました。

主なものを報告いたしますと、一番多い質疑は、滞納、不納欠損で、 23%であります。

不納欠損の差し押さえ状況とか、 62年度、どのような取り組みを行いましたか、などで

あります。

次に多いものは、市民税、国庫支出の補助金関係が、それぞれ11.5%の質問がありま

しTこo

歳出のうち、議会費、総務費につきましては、 9人の委員より30項目、 3時間にわた

り質疑がされました。

主なものは、教育セソターへの事務費への補助金の根拠について、電算化による効率

化の促進について、市民会館の収支状況及び喫茶室の有効活用等であります。

民生費につきましては、 9人の委員より29項目、 3時間 9分にわたり質疑がされまし

た。老人福祉、高齢化社会への関係が、 全体の約40%を占めております。
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主なものは、福祉事業団、老人施策充実のための、自治体のあるべき方向性等につき

まして、老人入院看護料貸付制度の充実、特養老人ホーム工事総合問題について、障害

者施設充実への提案等であります。

衛生費、労働費につきましては、 7人の委員より 16項目、 1時間52分にわたり質疑が

されました。

主な質疑は、し尿処理費の委託料について、衛生害虫駆除、さらには勤労者互助会運

営費の使用等についてであります。

農業費、商工費、土木費、消防費につきましては、 6人の委員より19項目、 1時間40

分にわたり質疑がされました。

主な質疑は、道路安全施設の整備促進について、登録樹林の保存、生け垣の考え方、

さらには自治消防団の訓練の考え方等についてであります。

教育費、厚生費につきましては、 11人の委員より34項目、 4時間31分にわたり質疑が

されました。

主な質疑といたましては、事務職員、用務員の定数管理について、教育施設費、 体育

施設費の整備促進について、通学路の安全整備について、書籍の購入先について、社会

教育のキャソプ村施設の今後の考え方等についてであります。

総括質疑につきましては、 9人の委員より25項目、 3時間38分にわたり質疑がされま

し7こ。

主な内容は、電算導入により職員数減と事務改善等の効果について、委託、入札、及

び臨時職員選択の権限と考え方、緑地信託制度の考え方、消費税による市民への影響に

ついて、助役不在により市政への影響等であります。

以上が、質疑内容の概要であります。

総括意見は、前例にならいまして、各派代表議員が本会議場で述べることを確認し、

すべての審査を終結いたしまして、一般会計決算の認定について、採決をいたしました

結果、全員異議なく原案のとおり認定すべきものと決しました。よろしく御審議のほど

お願し、し、たします。

以上、報告とさせていただきます。

0議長(市川|資信君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。谷 長一君。

(25番議員登壇〕
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025番(谷長一君) それでは、一般会計決算について、簡単に意見を申し述べてい くと、 77%ということになっております。

また、依存財源は、 76億3，261万8，000円。それは前年比で 3億1，060万8，000円、 3.9

%減ということになっており、構成費は23%であり、最もこれは構成費の中では多いと

いうことです。

そこで、減少したものは、ということになりますと、国庫支出金であるということが

言われます。

ここで自主財源の趨勢を比率的に見てみると、60年を1∞とした場合、 61年は99.8%、

それから62年度は105.6%というふうになっております。

また、依存財源趨勢の比率は、やはりこれも60年を100とした場合に、 61年86.4%、6

2年83%、とこういうような形になっております。

そこで、この依存財源は、年々減少してきてしる。これは、財政需要額が年々上昇し

ているという中において、財政収入額がさ らにこれを上回ったから、ということになる

のであります。

そこで、日野市の財政力というのは一体どうなのか、ということになると、需要を上

回る収入があるということで、財政力の指数というのは、当然よくなりまして、単年度

は1.16ということで上回るわけです。

それでまた、趨勢比では、1.19という数値になって出てくるわけでございます。それ

でありますから、財政力がある、とい うことになるわけであります。

そこで、今度は公債比率はどうか、ということになりますと、これは当然、公債比率

は11.6ということになって、比較的低いということが言えるわけです。詳細は、現在、

314億8，039万7，0∞円。政府資金は、 237億6，604万9，000円ということになっており、政

府資金以外の資金ということになると、 77億1，434万8，000円であります。この77億1，43

4万8，∞0円の中に、縁故債というのが含まれるわけです。

それですから、議会のたび、に、いろいろ債権の返済ということで問題に、意見が出る

わけでございますけれども、このようなことを考えてみると、返済という道ということ

は、非常に難しい。地方債は、やはりどう考えても、現代の方々が負担するだけでは、

これは賄い切れない。そのようなことになると、やはり後世代負担ということに、当然

なるわけでございます。やはり後の時代の方も、その恩恵を受けるということになれば、

当然ではないかということで、このあたりで、また考えを新たにする必要もあるのでは

ないか、と考えております。

また、投資的経費でありますけれども、これは関係上、長期にわたり返すということ

きたいと思います。

この一般会計が組まれた当時、これを振り返ってみますと、新しい時代を展望したま

ちづくりをめざして、ということであったと思います。当然、この高齢化、高度情報化、

経済環境の変化に対応できる一般会計予算だ、と私は考えておりました。

また、公共事業に対する国庫補助金負担割合等の引き下げが行われたということは、

この61年度に補助金の10%カットが行われたということで、引き下げが行われたという

ことになるわけです。

地方自治体におきましても、この財政運営は、財政投資の拡大、民間プロジェクトの

活用、地方公共団体の単独事業の拡大等に期待が寄せられた、ということになっており

ます。これらを踏まえ、事業の緊急度、効果等を総合的に勘案し、経常経費の節減を図

り、地元企業にもたらす経済的波及効果など、景気対策を意図にして、この予算が執行

されたのであります。

そこで、当年度の歳入、この予算額を見てみますると、 329億6，837万6，000円、調定

額にしまして、 338億8，198万2，0∞円で、予算額に対しまして106%ということになって

おります。

また、決算額は、 331億5，443万1，000円。調定額に対しまして97.9%の収入率という

ことになっております。

また、収入済額331億5，443万1，α泊円、前年に比較対比しますと、 3.1%の伸びであり、

また、歳出の決算額324億9，426万1，000円。これは、前年度と対比してみますると、 3.9

%の伸びであります。

また、歳入歳出差引額、これは 6億6，017万円、これが実質収支となったわけであり

ます。

これを前年度と比較してみますると、前年度の実質収支額は、 8億5，096万3，000円。

62年度は 6億6，017万円で、前年度と対比いたしまして、 1億9，079万3，000円減という

ことになっておるわけであります。

また、財源別にこれを比較してみますると、自主財源は255億2，181万3，000円、前年

に比べまして12億9，810万6，000円、 5.4%の伸びでございます。これは、市税の収入が5.

9%伸びているわけでありまして、また、その繰越金も28.8%伸びているということ等

にもよります。

また、自主財源決算は、前年度と比較対比しま して、1.7%、この割合構成比からい
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になっております。返還ということが非常に難しいだろうけれども、財政調整資金等を、

この際、どのように有効に財政運用するかということ以外に道はない、ということにな

ると、それぞれ、その道、その道におきまして、研究をし、検討を重ねて、精査をして

適切なる運用を図る以外にはない。慎重に調査、研究を続け、重ねて経済的効果の拡大

を図る。十分、調査研究をして、適切に、かつ有効に、この財政運用を図らなければな

らないというふうになるのではないか、と考えております。

それから、今度は教育の問題、特にこれは小中学校についてでございます。小中学校

について、この趨勢を見ますと、昭和56年以降、小学校児童数は、 しばしば、小学校児

童数を初め減少しているわけでございます。小学校は 6年制でありますから、 6年後に

は、この中学校の生徒も当然、また減ってくる、 というふうに考えるのが至当ではないか

と思います。

そこで、この小学校の児童数を、 56年、 57年、 58年、 59年、 60年、 61年、 62年までを

見てみますると、 56年には 1万5，758人。学級にして416教室。これが57年には、これは

児童数だけでいきますと、 1万5，424人。 58年が 1万4，876人。 59年が 1万4，309人。 60

年が 1万3，569人。 61年が 1万2，838人。 62年が 1万2，036人。それから63年、ことしは、

1万2，071人ということになっておりまして、この推移を見てみますると、 非常なる減

少ということになり、その数は3，687人ということに、減がなるわけであります。

また、中学の方に、生徒に推移をみますると、 これはもう62年が7，276人。これは63

年は、もう421人減になりまして、 6，855人。それから64年は、これは推計です。 6，334

人。 65年は6，242人。 66年は6，045人。 67年は5，951人ということで、 63年からの 5年間

で、 67年まで、 1，325人も減になるわけでございます。

このようなことを考えると、先ほど申しましたように、小学生は、 56年と63年を比較

してみたときに、 3，687人減になっているわけです。中学生は、 62年と63年とを対比す

ると、 1年で非常に数が多い。 421人というふうになっているわけでございます。

これを長期的に観察すると、出生等の戦後の最も低かったというのは、厚生省の発表

によりますと、昭和63年ということになっているわけでございます。こうなると、児童

生徒は大幅にこれから減少するということは、確実であります。

そのような観点に立って、この教育の施設ということを、今後どのように運用していっ

たらし巾、か、ということになりますと、教育施設の整備の分野においても、各施設を今

までのように、量的ではなくて、今度は各施設の質的向上を図る。これは、やはり非常

に人口急増のときには、日野市は他市に先駆けて早く学校整備に着手した、ということ

もある関係上、他市に先駆けて良好なる教育環境をっくり出すということが、当然、市

民から強く求められてくるのは、当然のことでございます。

また、空き教室等も、児童生徒の減少に伴いまして、出てくるわけでございます。こ

れらを、いかに社会教育の場として、地域に開放するかということも、当然、要求され

てくるわけでございます。このあたりにつきまして、また、幼稚園等を見ると、どのよ

うなことかとし、うことになると、幼稚園も同じではないか、ということができます。

また、この一般会計の中で、下水道に対する繰出金ですか、これを見てみると、やは

りあるわけです。そうなると、快適なる生活環境の形成をどのようにしていったらし巾、

か、ということになると、水路や河川の浄化を進める、また、汚水管の整備を積極的に

進めていかなければならない。そういうふうになると、市民が要求している下水道の早

期完全普及ということに、当然なるわけでございます。これからも、市民は、下水道を

早期に完成、普及させてくれるよう、要求をさらに強めてくるのではないかということ

は、当然であります。

このような観点に立って、今後、行政はどのように施策を展開していかなければなら

ないか、ということになると、どうしても早期にこれを完全普及をさせるということが

大事じゃないか、と思うわけです。

そのあたりに立ちまして、当会計の一般会計よりの繰入金というのは、一体どのぐら

いなされているか、ということになりますと、 13億2，786万1，000円の繰入金がなされて

いるわけでございます。財政面より、この公共下水道全体計画というのを見ると、整備

面積が2，240ヘクタール、管渠の総延長が46万3，100メートノレ。この63年にはどのくらい

できたか、ということになりますと、 63年3月末で、現在、その管渠の延長が 7万6，26

0メートノレ。総延長の16.46%0これは、 26市の中でも非常に低い。このようなこ とがあっ

ては、私はな らないと思います。いかにこれを、さらに整備 し、 普及をさせ、 促進させ

ていくかということが、これからの日野市にとっては大切ではないか、と思います。

そこで、一体、事業というのはどのくらいかかるのかとし、し、ますと、 570億かかる。

これを15カ年でやる、ということになっているわけです。

それで、その事業費の内容等を見ますると、起債390億であります。国、都の補助金

が180億。これを 5カ年でやるということになれば、単純にこれを15年で割ってみても、

起債の方が26億で、国の方が12億。それから 1年あたりの事業費というのは、こうなる

と当然、プラス38億になるわけですね。

そこで、いわゆる日野市の決算で見ると、当年起債が20億8，700万円。一般会計から

ワ
ω円。

「

hu 向。
ハ
b

F
h
υ
 



の繰入金が、先ほど申しましたように、 13億2，700万円ということであり、国からの支

出金も、また、あるわけでございます。これをトータルすると、 39億3，700万円という

ことになって、これを少し上回るわけでありますけれども、やはり事業というのは、 62

年度の事業内容というのを計画的に見ると、大幅に計画を上回っている、ということに

なるけれども、事業量等において、惜しいことですが、入札差金が大幅に出ている。そ

れを年度内に消化することなく、次年度に繰り越してしまう。年度内予算は、これは全

予算を通しても言えることでありますけれども、年内に消化に努める。これが、私は大

切ではないかと思います。

そのようなことを、やはり適切に、しかも明確に行わなければいけない、ということ

も言わざるを得ません。

それからまた、不用額等について申し上げてみますと、この不用額が55件、 4億7，41

1万5，∞0円であり、1，∞0万円以上の不用額を出したところも、何カ所もあるわけでご

ざいます。

特に、人件費というところを見てみますると、職員の給料等も含むわけでありますけ

れども、 2，223万円が人件費で、不用額が出ているわけです。人件費、この中には、職

員の退職金も含まれている、ということであります。これは、職員となると約1，400人

分、これは扶養とか、家族とか、諸手当等も含まれている、ということでありますけれ

ども、ここで見逃してはならないのは、助役の給与であります。

市長は、早い機会に助役選任についてのことで、八方に手を尽くしたと私は思ってお

りますけれども、今日に至っても、まだ助役がし、ないということでございます。その問、

市長の苦渋というものも、私は、さることながら(I反対しているからだよJと呼ぶ者

あり)、やはりどうしてかというと、反対しているからできないという声もありますけ

れども、そんなことはないですよね。やはりこの苦渋というのは、私たちも反対の立場

にありますけれども、よく知っております。

その中におきまして、部課長の労苦というか、心労は、私は察するに余りあるものが

あるんじゃないか、ということを申し上げておかなければならない、というふうに考え

ております。市長は、残余の在任期間中といえども、最後の最後まで、助役の選任を怠

ることなく、鋭意努力することを、強くお願いしておきます。

なお、あと 2年有余の問、助役が不在だったというような市町村は珍しいんじゃない

か、ということも話しています。ぜひ、この選任をしてくださることを、重ねてお願い

申し上げます。在任中に必ず助役を見つけて、議会の際、まだまだありますので、提案

がなされるべきであるということを、ここで意見として申し上げておきます。

また、じんかい処理費の需用費、これは1，136万5，000円というのがありますけれども、

こういうのは、助役の人件費のと、結局、違いまして、入札差金でありますから、こう

いうのはうんと出して、確かに業者の痛めつけもありますけれども、やはり経営の範囲

内で、これはもう効率的に入札に参加している、というふうに考えれば、当然ではない

かと思います。

また、この病院の補助金、これが 1億4，153万3，000円、当初予算に組まれております

けれども、病院経営がよくなったということで、必要となくなった。このようなことは、

大いに歓迎しなければならない。

ただ、その歓迎しなければならないけれども、この予算を今度はどのように使うかと

いうことが、また大事じゃないかと思うんです。先ほど申し上げたように、やはりこの

年度内の消化ということも非常に大切である、ということを、意見として付しておかな

ければいけないと思います。

また、文化財の保護費、発掘調査等でございますけれども、これは、豊田の 2・2・

5号線の工事がおくれた、ということでございますけれども、このような工事のおくれ

というのは一体何か、ということになると、やはり長期にわたる不断の努力がなされて

いなかった、ということも申しておかなければならないと思います。

そういう観点に立って考えてみると、やはりこの予算というのは、当初の見積もりと

いうのは、非常に大切であります。当初の見積もりが、私は、また私の方の会としても、

甘かったんではないか。執行中、または最終になって不足を来したならば、因るんだ、

というような安易な考えは捨でなければいけない、というふうに申し上げておきます。

このような見積もりはしてならない、と今申し上げましたけれども、これは製造業等

で、このようなことがあったとしたらば、 1年間、製品が倉庫に眠ってしまうわけです。

当初予算のこの積算ほど、見積もりほど大切なものはない、ということを申し上げてお

きます。このことは、やはり前に委員会等で、議会のたび、に指摘されておりますけれど

も、庁内のOA化に際しましでも、出発が悪かったといわざるを得ない。

そのようなことを考えてみると、その責任の当事者は一体だれなのか。 5億4，000万

も経費を投入して、まだまだ事務の改善が、なかなか図られない、進捗をしない、とい

うことに対することに関しまして、強く事務の合理化を図れ、ということも申し述べて

おきます。

また、この補助金、また委託料等についても、これは以前より議会監査等で精査をす
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るよう、指摘されているわけでございます。今さら申すことでもありませんけれども、

確実に、この再検討をすべきであるということも、意見として言わざるを得ないのでご

ざいます。

また、その市税の滞納繰越が、 2億1，590万あります。これは、市税の不納欠損につ

ながるわけでございます。消滅事項、執行停止、 2，500万円もあるわけでありますけれ

ども、納税は国民の義務であるので、 100%徴収がなされなければならない、というも

のであります。

また、この予算執行に当たっては、非常に難しいかもわからない。法規にのっとった

行為で決定されるものであり、執行は適正かつ明確を期さなければならない。そのため

には、この整理の方法と内容が明確でないと、不可能でございます。事務処理の適正化

が十分に行われ、完全なる予算執行体制の確立を求めまして、昭和62年度一般会計決算

を認定といたします。

以上です。

O議長(市川!資信君)

013番(夏井明男君) それでは、 62年度一般会計決算を認定する立場で、公明党を代

営に当たりましての健全財政の維持に努めていただきたし、。 特に、社会経済、行政事情

の変化が絶え間なくあるわけですが、それに弾力的に対応できるような、投資的経費の

枠を維持する、そういう上からも、経常経費の節減を図っていただきたい、と思うわけ

であります。

その意味で、今回、委託事業の中の小中学校のトイ レ清掃の話が、具体的に、 ある一

歩前進した成果を見ているわけですけれども、それは経常経費の節減につながる努力と

して、担当の御努力を評価したい、と思うわけであります。

また、別の角度からも、人件費の軽減という長期的な展望に立って、日野市の事務の

OA化、 OA機器化ということで、導入を図っているわけですけれども、今後の具体的

な成果に期待したい、と思うわけであります。

具体的な62年度の主な施策を取り上げまして、個々に意見を述べさせていただきたい、

と思うわけであります。そして、来年度の予算編成、さらには運営に向かいまして反映

していただければありがたい、と思うわけであります。

まず、第 1点は、老人福祉の施策についてでありますが、仮称高幡特養老人ホームの

建設事業ということで、基本設計に着手したわけで、あります。

これは、日野市民の方が前から待望し、望んでいたわけでございますけれども、この

基本設計に入っていく過程、決定過程、さらには、今後の運営形態の規模のあり方等、

さまざまな問題を抱えているわけであります。将来の運用課題ということで、注目をし

ていきたい、というふうに思うわけであります。

さらに、時代の趨勢としまして、在宅福祉サーピス、在宅ケア制度を発足させたわけ

でありますが、これも今後、重要な施策として、大いに期待をしたいところであります。

また、老人ホーム判定委員会が、この時期に設置をされたということは、適切な対策

として評価をしたい、と思うところであります。

また、老人入院看護料貸付基金をっく りまして、運用に入ったわけでありますが、 P

R等の不足か、初年度ということもあったのかもしれませんが、 2件に終わっていると

いうことであります。これは、適切な療養の確保と、いわゆる家計の負担軽減を図ると

いうことで、きめ細かな施策等のーっとして、重要な柱であります。これからも育てて

いただきたい、と思うわけであります。

さらに、住宅建設事業につきましては、市民が非常に待望、望んでおります向川原市

営住宅建設建てかえ工事が、 2年自に入っているわけであります。この建てかえとし、う、

非常に困難な事業につきまして、一歩一歩前進していることは、担当の御苦労を思いま

夏井明男君。

(13番議員登壇〕

表しまして、意見を申し上げ、たし、と思います。

62年度一般会計歳入総額は、先ほど委員長からも説明ありましたが、 331億5，443万1，

∞0円でありまして、歳出総額は324億9，426万であります。余りの 6億6，017万を翌年度

へ繰り越す、という内容でございます。特に心配されました歳入につきましては、円高

不況からの脱出ということが、具体的に法人市民税にあらわれまして、前年度の対比7.

9%の増加を見たわけであります。

また、個人市民税の自然増収も 8%増ということで、市税収入の対前年度比は5.9%

という伸びになった、という報告でありました。

ただ、国の財政事情等から来ているわけですが、国庫補助負担率の削減措置というこ

とが、 61年度からさらに 3年間、継続になりまして、地方自治体の方に、 より拡大強化

された状況があるわけであります。このことも、やはり具体的に決算委員会で明らかに

なったわけであります。

また、財政構造の弾力性を示しております経常収支比率、これが前年度から比較しま

して、 76%ということで、好転に転じた報告もなされております。

今後とも、具体的に61年度 4月の行財政調査会の報告もありましたけれども、財政運
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すと、非常にありがたい、というふうに思うわけであります。

さらに、将来の課題として、運用上、非常に重要な問題として、健康づくりの施策で

ありますが、生活・保健センターができ上がりました。これは、市立総合病院との関係

をどうするか。生活・保健セソターの中の事業内容をどういうふうにするか。これから、

さまざまな具体的な問題にぶつかっていくことと思いますが、市民の健康、予防医学と

いう観点の強い、中心的な施設でございますので、充実発展に努力をしていただきたい、

というふうに思うわけであります。

さらに、学校建設整備につきましては、第四中学校が、中学校給食、普通、食堂新築

事業ということで、整備を見たわけであります。今後の課題とすれば、まだ残っている

わけですけれども、給食の教育の一環ということから見ますと、食堂の新築、食堂をつ

くったというだけでなくて、給食内容、食器の選定、改良も含めて、給食内容について

は、まだまだ課題があるようでございますので、ぜひ前向きに検討をしていっていただ

きたい、というふうに思います。

社会教育事業につきましては、ふるさと博物館が 2カ年の事業ということで、着手し

て入っているわけでありますが、規模等の問題もありまして、どのぐらい市民の方に、

要望にこたえることができるか、さまざまな問題がありますけれども、運営面で、新し

い施策でございますので、担当の方の慎重な配慮を得ながら進めていただきたい、と思

います。

さらに、社会教育事業の一環として、とらえたいんですが、図書館活動でございます

けれども、今回、市民要望の強かった開館時間の延長がございました。まさに、市民の

方の要望にこたえたということで、評価をしたいわけでありますが、今後とも、この開

館時間の延長の問題は、祭日等も含めて、需要を増してくるものだろう、というふうに

思いますので、その点も前向きに、先取りをするような形で取り組んでいただければあ

りがたい、というふうに思います。

日野市で、初めて生活・保健センター内で、温水プールの事業が実施され、結果を、

過日お尋ねしましたところ、非常によい結果を生んでいる、ということであります。 た

だ、初年度でございますし、物珍しいということもありますし、長期的に有効な運用を

図っていくということで、さまざまな課題があろうかと思います。利用者の選定の仕方、

時間帯、さまざまあると思いますけれども、このことは、今後の温水プールの建設に、

貴重なデータとなって出てまいりますので、十分な対応をしていただきたい、と思うわ

けであります。

日野市が、かなり力を入れているといわれております、緑のある環境づくり、緑と清

流の問題であります。南平の丘陵公園、これが関係者の方の御努力によりまして、具体

的な整備に入ったわけであります。自然破壊を免れたということもありますけれども、

具体的な丘陵公園としての形態を、整えつつあるわけであります。

その意味で、一番、今回、関心がありました、緑の保全事業であります。主要な施策

の成果の中にも、新規事業として、緑地信託制度をつくった、ということであります。

長期的に見れば、ぜひ成功させなければいけないという思いは、どなたも強いと思うわ

けでありますけれども、この緑の保全の問題につきましては、運用上、さまざまな問題

が、抱えているというふうに思います。ぜひ知恵を絞っていただし、て、着実に、多少の

試行錯誤はあると思いますけれども、取り組んでいただきたい、というふうに要望した

いと思います。

さらに、個々に、小さな事業として、まだ芽の段階だと思いますけれども、将来的に

は、日野市の親水地域の整備事業ということで、各用水を結びつけて、遊歩道を設け、

さらには、水に親しむような地域づくりを、今、進めているわけですけれども、ぜひ、

これを着実に進めていただきたい、というふうに思います。

ただ、多摩川、浅川の堤防上の整備の問題で、浅川等には霞堤の問題が残っておりま

すけれども、また、一貫して安全なコースとして、堤防上を歩くということが、まだ困

難な箇所が何カ所かございます。ぜひ一貫性を持たせるような形で、この難事業に取り

組んでいただければ、市民の方も非常に喜ぶのではないか、と思うわけであります。

日野市が、数年前より重点施策として進めております、都市基盤整備事業の問題でご

ざいますが、下水道事業が確実に進捗しております。昭和63年度中には、ほぼ南多摩処

理区についてでございますが、供用開始などという報告であります。

ただ、多摩平処理場施設の改修につきましては、地域の住民の方の対策ということで、

特に臭いの問題ですが、数年前から改修を行ってきております。来年度におきましては、

この改修の作業が一貫して終わるということでございますので、ぜひ、この問題は解決

をしておいていただきたい、というふうに思います。

道路整備事業につきまては、過日、詳しい報告書をいただいたわけでございますけれ

ども、その中にも、まだなかったかと思いますが、今後の駐車場の建設の問題でありま

す。日野市の公共施設の周辺には、一般道路に、駐車、停車の状況がございます。日野

市が率先して、この駐車場対策をしていきませんと、民間の御協力も得られない、とい

うふうに思うわけであります。そうし、う意味で、市立病院等に代表されますような、あ
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のような状態を一刻も早く解消していただきたい、と要望したいわけであります。

さらに、地の利もありまして、勤労青年会館の使用状況が、非常にいい成績をおさめ

ております。これは、ぜひ今後の参考にしていただきたい、と思います。

各論の一番最後になりますけれども、公務災害につきましては、年々ふえる傾向にご

ざいます。特に臨時職員等の方の公務災害ということは、深刻な問題も抱えることだと

思います。関係者の方も、この問題については、非常に注意を払ってこられている状況

はわかりますけれども、年々増加しがちな、この問題につきまして、減少への努力をし

ていただきたい、ということを要望したいと思います。

本年は、日野市基本計画を作成したわけであります。この策定に当たりましては、市

民参加によるまちづくりということで、広く素案を市民の方に公表して、意見を仰いだ

ところでございますけれども、これで策定が終わったということではなくて、市民の意

識、意向を、十分これからも反映しながら、計画に盛り込んでいっていただきたい、と

いうふうに要望したいと思います。

最後に、また引用させていただきますが、 61年度の調査会の意見にもありますとおり、

今後とも、財政の予測と、それに対応する事業計画の立案、さらに事業の優先位、優先

順位ですけれども、優先位づけ、今後とも、これからもこの問題は行政にとりまして、

ますます重要な課題になりつつある、というふうに思います。その点を踏まえて、計画

の策定に当たりましては、庁内の総力を挙げて検討し、推進をしていただきたい、とい

うことを最後に要望しまして、昭和62年度日野市一般会計決算を認定する立場での意見

とさせていただきます。

以上。

O議長(市川資信君) 小俣昭光君。

(10番議員登壇〕

010番(小俣昭光君) 共産党市議団を代表して、昭和62年度一般会計決算に対して認

定する立場から、一言意見を申し述べたいと思います。

御承知のように、 62年度予算編成期には、自民党中曽根内閣は、公約違反であり、国

会決議違反の大型間接税、売上税の導入を進めていました。

また、地方自治体に対しても、売上税を盛り込んだ予算編成を行うよう指導するなど、

売上税の導入をごり押しに進めていました。

自民党中曽根内閣の売上税は、日本共産党を初め日本国民の、日本列島騒然といわれ

る猛反対に遭い、また、 4月に行われた統一地方選挙で、自民党は大きく後退して、売

上税を断念せざるを得ませんでした。

ここで、改めて申し述べたいことは、中曽根内閣から引き継いだ、竹下内閣の進める

消費税につし、て、高齢者世帯で見れば、支給される年金は、ほとんどすべて生活費とし

て支出され、それが全部課税対象であります。高齢化社会対策としての税制改革が、政

府、自民党のうたし、文句であるが、それは、老人のためではなく、老人にも負担増を強

いるものであることは、明らかであります。弱者に課税する世紀の悪税、消費税に対し

て、日本共産党は断国反対表明し、再び日本列島騒然といわれる反対の渦を巻き起こす

決意、であります。

歳入に関して、意見を申し上げます。

中曽根自民党内閣が、国民と地方自治体に規制を強いた60年度 1年だけと約束の、国

庫補助金の一律削減が、 62年度でも 5億1，400万となっており、 60年、 61年、 62年度の

3年間で、 11億の国庫負担が削減され、その多くは生活保護費、児童福祉費、老人福祉

費や、教育費となっています。市民生活を守るためにも、国庫補助金を元に戻させるよ

う、政府に強く要求するものであります。

歳出に関して、特に評価する点を申し述べます。

第2次日野市基本構想、昭和57年制定を発展、具体化させるために、昭和62年度より

昭和68年度までの 7カ年からなる日野市基本計画を策定しました。 62年度は、基本構想、

の初年度として、大きく前進をさせています。長年、 市民からの強い要望であった、市

内に特別養護老人ホームの基本設計に着手するなど、生きる喜びをっくり出す、健康と

福祉のまちにふさわしく、施策を前進させ、さらに在宅ケア制度を発足、老人入院看護

料貸付基金を創設して、適切な療養の確保と、 家計の負担軽減を図るなど、老人福祉を

前進させています。

旭が丘児童館が、 5館自の施設として実現。

学童クラブでは、三沢台小学童クラブの、学校内移転改造工事が行われています。

市営住宅では、向川原市営住宅建てかえ工事は、年次計画どおりに進み、 48戸の竣工

と、 64戸に着手してきました。

生活・保健セソターが完成し、市民の保健衛生と健康づくりの場としての、中心施設

としての期待がされております。

豊かな人間性を育てる教育と文化のまちでは、第五小学校校舎全面改築に向けて、基

本計画の策定を実施。

中学校給食では、第四中学校で整備を行いました。
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スポーツでは、市民の森スポーツ公園の陸上競技場は、 400メー トルトラックを整備

した本格的な運動施設でもあります。

自然、と調和する安全、快適なまちでは、緑のある環境づくりの施策では、仮称南平丘

陵公園、 4.1ヘクタ ール築造など着手し、新規事業として緑地信託制度、市民が母体の

日野市環境緑化協会の協力により、緑豊かなまちづくりを推進しました。

都市基盤整備事業では、下水道や区画整理事業など、まちづくりは確実に進捗してお

りますが、一層の前進を望まれます。活気ある産業と、豊かな消費のまちでは、小規模

事業者育成事業についても、 2年目を迎え、経営基盤の弱し、小規模事業者への育成に寄

与しています。

参加と連帯をつくる市民自治のまちでは、平和推進事業では、広島・長崎の平和事業

への参加補助や、反核講談と映画の集いを行うなど、積極的施策として喜ばれておりま

す。

まずーっが、下水道建設、道路整備などの都市基盤整備の充実。

2番目が、命と健康を守る医療、保健行政の充実。

三つ目が、老人福祉、障害者福祉など、本当に弱し、立場の人への、きめ細かい対応。

4番目が、余暇の有効活用。さらには、ゆとりのある生活のためのスポーツ施設、文

化施設の拡充。

5番目が、緑と清流のある自然、を生かしたまちづくり。その中にあって、教育施設、

環境の整備。

さらに、 6番目といたしましては、農業、商業、工業の、パラソスのとれた発展O

7番目が、税負担の軽減、効率のよい行政、さらには、将来を展望した、計画的なま

ちづくりの推進、等に集約できると考えております。

そうしたことと、昭和62年度に実施された事業とを照合してみますと、まず、下水道

事業では、浅川処理場、八王子処理場の建設、着工、さらに、区画整理では、万願寺、

高幡、豊田南等の事業の進展。

2番目は、生活・保健セγターの建設。

3番目が、特別養護老人ホームの建設のための設計、さらには、有料福祉サービスの

実施。

4番目が、市民の森スポーツ公園、あるいは東光寺グラウソドの開設。

5番目の、自然を生かしたまちづくりにおきましては、南平丘陵公園の建設着手。さ

らには、緑地信託制度のスタート。さらには、建設省との河川整備構想への取り組み。

最後には、昭和68年を目標年次といたしました基本計画の策定、ということが、 62年

度の主な事業として紹介できるわけでございまして、先ほど申し上げました市民要望に、

大綱に沿った事業が実施されたものと考えております。したがいまして、市長以下職員

の努力に、敬意を表するところでございます。

ただ、現在の市行政を、それぞれ一歩踏み込んで分析をしてみますと、課題も少なく

ないわけであります。ここでは、来年度予算編成に生かしてほしい幾つかを、申し述べ

たいと思います。

大きく、ーっといたしまして、市民の生活実態、悩み、要望にミートした行政施策の

展開をお願いしたい、ということであります。

これには、まず職員が、自分の担当する分野におし、て、現状をしっかりと把握し、今、

何をなすべきなのか。本質に迫る論議を展開してほしい、と要望するわけでございます。

具体的に、幾つか取り上げてみますと、ーっといたしましては、老人福祉、障害者福

64年度予算編成に積極的に生かしていただくよう、幾つかを要望いたします。

1点目は、生活保護行政であります。この問題は、我が党の議員が一般質問でも明らか

にいたしましたので、多くは述べませんが、弱者の立場に立って、積極的に対応してい

ただくよう要望いたします。

2点目は、老人入院見舞い金制度の実現であります。既に老人医療費無料化制度は、

二度、請願が採択されておりますので、積極的に対応していただくように、お願し、し、た

します。

3点目は、環境公害行政をさらに充実させるためにも、職員をふやすなど、積極的に

対応していただくようお願し、いたします。

4点目は、今決算額において、歳入歳出ともに前年度を上回る結果となっています。

また、 63年度の補正を見ても、 10億を計上しております。 64年度の予算編成に当たって

は、市民の要望を積極的に予算に組み込むようお願し、し、たしまして、昭和62年度一般会

計決算認定の意見といたします。

0議長(市川資信君) 福島敏雄君。

[8番議員登壇〕

08番(福島敏雄君) それでは、社会クラブを代表いたしまして、昭和62年度一般会

計決算を認定する立場で、意見を述べたいと思います。

現在、日野市民が市政に要望すること、期待することは、数多くあると考えますが、

整理すれば、次の 7項目になると思います。
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祉での、本当に弱者への血の通った施策を展開してほしい。

2番目が、下水道事業におきましては、特に、浅川左岸地域の早期事業認可の取得と、

事業の着手をお願いしたいと思います。

三つ自が、区画整理予定地以外の都市計画道路建設の手順はどうするのか。そういっ

た方向づ、けを、ぜひ論議し、確立をしてほしいと思いますし、同じように、区画整理予

定地以外の再開発、整備に対する考え方を、ぜひまとめてほしいと思うわけでございま

す。

粘り強く交渉をしてほしい、ということをお願いしたいと思います。

以上、大きく分けて 2点の要望をいたしまして、昭和62年度一般会計決算を認定する

に当たっての意見といたします。どうか、一層の御努力をお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) 川嶋博君。

(11番議員登壇〕

四つ目が、公共施設、特にスポーツ施設、公園、図書館、児童館、地区センタ一、福

祉セソタ一等のこういった公共施設は、市内配置がかなりァγパラ γスだ、というふう

に認識をしておりまして、このア γバランスをいかに是正をしていくか、ということに

ついて、基本計画等の絡みもありますが、さらに一層の論議を深めて、市民の前に明ら

かにしてほしい、と思うわけであります。

5番目が、子供の健全育成というととの立場で、それぞれ関係する部署におきまして、

特に学校教育とのかかわり、社会教育とのかかわり、こういったようなことにつきまし

て、考えられる施策を、ぜひ前向きに展開してほしい、というふうに考えます。

そのほか、あろうかと思いますが、各担当部署におきまして、課題を整理して、前向

きな施策の展開をお願いしたい、と思います。

大きな 2番目といたしましては、行政の効率化に一層の努力を傾注してほしい、と思

し、ます。

具体的には、まず 1点といたしましては、電算化は何のためにやるのか。電算化した

ら、仕事の仕方はどう変わらなければならないか。これを、職場ごとに、ぜひ論議を深

めてほしいと思います。

2点目は、これからは市民サービスの向上に向けて、地方自治体は、政策、施策で、

競争の時代に突入していると思います。職員は、知識、能力、経験を生かした、より質

の高い仕事を受け持ってほし¥.，、、と思っております。

そうした視点から、委託の内容を見直すと同時に、委託のポストについても、高い関

心を持って対応してほしい、と思います。

3点目は、これまでに、議会、監査委員、行財政調査会等から指摘をされました事項、

特に給与制度、組織機構改善と、人員の再配置、その他、幾つかあるわけでございます

が、これらにつきまして、ぜひ一番初めに、市側の対策と方針をしっかりと確立してほ

しい、と思います。そうした市側の方針に基づきまして、職員組合とは、誠意、を持って

011番 ()II~島博君)

ていただきます。

先ほど、委員長より、 62年度の決算特別委員会における、慎重審議の報告がなされま

昭和62年度決算に対する、市民クラブとしての意見を発表させ

した。この中で、予算の執行における努力、そして施策の事業が確実に実施されている

ことを、深く理解するところであります。施策の事業の、さらに一層の充実、発展を図

るために、意見を付して、その努力を要請してまいりたいと思います。

ことし、日野市は、市制施行25周年を迎え、人口も15万8，0∞と、発展してまいりま

す。農地や山林が、住宅地や団地が形成され、多くの事業所や企業の進出に、東京都に

おける有数の生産、経済都市に変容し、活力あふれる近代都市へと、成長を遂げてまい

りました。

しかし、近年では、社会経済の環境変化、土地の高騰などで、制約によりまして、人

口の増加は鎮静化してまいりました。こうした地域社会の移り変わりと、さらには、多

様化が言われる中で、価値観や市民生活に最も身近な行政として、信頼と連帯にあふれ

る親切な、きめ細かな行政運営の推進が、強く期待され、望まれるときであります。

この中で、国家の財政事情によって、国庫補助金負担率の削減措置は、 61年度よりさ

らに 3年間も延長され、その結果、 62年度も、日野市の負担がふえ、市民生活に影響を

与えるようになってまいります。

幸いなことに、 62年度に入り、円高不況、立ち直りを示し、長く続いた不景気が、 62

年度において、法人市民税が 8%の増加、個人市民税も好転してまいりました。明るい

健全な地域社会、健康な市民生活を守るために、さらに有効かつ重点的な行財政の運営

と執行に、市民より期待が求められているのであります。

初めに、行財政の運営についてでございます。

62年度の財源の構成におきましては、市民税を主体に、自主的財源が60.2%を占め、

前年比5.9%の増加を示すよい条件の中に推移した、と言えると思います。

一方、人件費、物件費、扶助費など、経常収支比率で見ますと、 61年度に対し、やや

横ばいでありますが、 62年度の決算総額がア ップしておりますので、年次ごと上昇に推
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移しており、財政の運営の硬直化の傾向を一層強め、これが現在の財政の実態ではない

か、と思います。こうした厳しい財政を、より効果的に運営を図るために、長期的な展

望と視点からの行財政方針と、的確な計画の確立、そして財政と、事業施策の運営を図

ることが、最も大切なことであります。

次に、健康と福祉の施策についてでございます。高齢化社会への急速な進行に伴い、

日野市における新しい課題として、これまで市民クラプとして声を大きく主張してまい

りました。老人福祉の充実、高齢化社会に向けての対応について、 62年度の成果にある

ように、お年寄りが日野市内で安心して暮らせる施策として、仮称高幡特養老人ホーム

の建設事業に着手、さらに在宅福祉サービスの向上を図るため、在宅ケア制度の発足、

障害者福祉施策の充実、児童福祉では、児童に健全な遊び場を与え、その健康増進や情

操を豊かにする施設として、旭が丘児童館の建設。

さらには、住宅政策において、向川原市営住宅建てかえ第2期工事に着手。

健康づくりの施策では〈生活・保健セソターが完成し、健康に対する役割に大きな期

待がかけられています。

特別会計決算にも報告されておりますが、市立病院に、高速多項目自動化学分析装置

や、内視鏡ビデオ情報システムの導入により、一層の医療体制jの充実に、これからも質

の向上に、創意工夫をしていただきたい、と思います。

続いて、高齢者健康施策についてでございます。

乳幼児からお年寄りまで、市民が、だれもが健康な生活をおくれるよう、行政は、保

健所、医師会などの協力を得て、早期発見、早期治療、障害者の社会参加など、健康づ

くりの積極的な努力が必要とされるときであります。市民から強い要望にこたえるため

に、市立病院の機能と施設の整備、高幡、南平地域への総合医療施設の配置、救急医療

体制への整備、病院対策特別委員会と協力のも とに推進し、実現に向けて積極的な努力

をお願いするものであります。

次に、教育、文化、スポーツについてでございます。

学校整備では、第五小学校校舎全面改築に向けて、基本計画の策定、第四中学校の食

堂新築事業、第二小学校、百草台小学校などの大規模改修、第七幼稚園の増築など、さ

らには社会教育の商で、ふるさと博物館の新設、図書館行政のサービス向上、市民の森

のスポーツ公園陸上競技場などが充実されました。

見方を変えて申し上げるならば、ハードの面で資本を投資し、教育環境が整備される

と、教育が充実したと思いがちでありますが、非行をなくし、創造性豊かな真の教育が

行われるよう、小中学校40入学級の早期実現を含め、重点課題を積極的に取り組んでい

ただき、改善に向けて努力を要請してまいりたい、と思います。

続いて、産業と勤労者のための施策についてでございます。市内に働く勤労者の福祉

厚生の向上、勤労者互助会の設立、雇用促進事業等、経営改善や地域産業の振興につい

ては、一応の評価をするものの、今期補正予算に見られるように、法人市民税等、高額

増収がありました。別にクロヨ γといわれたり、株やキャピタルゲイソで、得た金で、はな

く、一生懸命努力し、働いて得た所得の税金であることを忘れてはいけない、と思いま

す。

また、行政側として、日野市で勤労する方々に対して、必ずしも住みやすい環境であ

るとは、言えないのであります。日野市内に住みたいと希望しでも、土地が高い。なか

なかマイホームを求めることができない。補正予算の増収の一部でも基金を設立し、勤

労者のための利子補給の一部に充てる、このような施策を進めていただきたい、と思い

ます。

現在、日野市の住宅政策の一環として、市営住宅の建てかえなどの推進をしておるこ

とに、一応、評価いたします。標準的な勤労者が市営住宅を申し込みをした場合、対象

から外れてしまうのであります。しかし、仕方がなく他市へ住まいを求めるのが現状の

住宅政策では、所得の低い方々のみ対象ではなく、標準的な勤労者を含め、日野市で働

き、市内で生活できるような、趣旨に沿った温かい思いやりのある行政を進めていただ

きたい、と思います。

次に、都市環境整備についてでございます。都市が開発きれ、発展すると、豊かな自

然、が破壊をされてしまう。自然、と調和は、口で唱えることは簡単でありますが、実行と

なりますと、大変な予算と時間が必要であります。南平丘陵公園、北川原公園、そして

緑地信託制度の設置など、都市化が進む中で、日野市民の財産として緑を守る、そして、

さらに清流を取り戻す事業として、水質浄化対策を積極的に進め、年聞を通じ、啓蒙、

啓発を図るなど、制度の役割は大きいものがある、と思います。

重点施策の一つであります公共下水道事業、確実に進捗していること、特別会計決算

委員会で報告がなされておりますように、南多摩処理区では、 20ヘクタール供用開始、

浅川、秋)11処理区の管渠埋設工事等、 67年度稼働に合わせ、一層の努力をお願いするも

のであります。

土地区画整理事業につきましては、万願寺土地区画整理に関して、 125棟の建物の移

転、高幡及び豊田南土地区画整理に換地業務等を行い、順調な進捗状況が報告されてお
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ります。

しかし、日野全体を見ますと、 10年先、 20年先、下水道の計画や見通しが立たない地

域があるものも、現状であります。市民側に立って、生活環境の早期改善に努め、その

対応の推進に努力をしていただくことを、要望をお願いしたいと思います。

また、市民生活に欠くことのできない道路関係の整備状況には、舗装率が改善され、

道路の安全対策の標識が整備されておりますが、 1・3・1や2・2・11路線等、東京

都や国道の整備が、日野市内が一番おくれている関係については、行政担当が違う、と

いうことではなく、市民生活を見れば、日野市が積極的に努力し、国や都と協力して道

路整備を推進する。結果的には、公共下水道の幹線の管渠埋設が可能になるのでないで

しょうか。

思、し、ます。

言うまでもなく、決算とは、議会で可決された予算に対し、実際の収支の結果がどう

であったか、を示すものであります。地方自治法第233条の規定にあるとおり、決算事

務の過程は、大きく三つに分かれています。

まず、収入役が出納閉鎖後、 3カ月以内に決算を調整し、それを市長に提出するとこ

ろから始まり、それを受けた市長は、次に監査委員の審査に回すことになるわけであり

ます。

監査委員は、意見をつけて、次年度の予算を審議する議会の会議までに、議会の認定

に付さなければならないことになっているわけであります。

ちなみに、監査委員については、地方自治法第195条から第202条までにわたり、規定

がございます。当該決算につきましても、日野市監査委員は、この規定の定めた規定に

基づき、収入役によって調整された決算を、鋭意審査されたものと思います。

審査の結果では、総括の中で、事務事業の予算執行については、地方自治法第 2条第

13項、及び第14項の規定に沿って、おおむね適正に処理され、所期の目的が達成されて

いるものと認められた、と述べられております。

これは、監査委員の審査が、主に、計数的な間違いがなかったかどうか。また、収入

支出については、関連する諸法規にてらして、適法に行われたかなど、極めて会計技術

的な面からの検査検討が、その視点である以上、他の自治体においても多く見受けられ

るような、大体において問題なし、式のものになることは、いたし方ないもの、と判断

されるわけであります。

これに対し、議会の決算審査は、監査の結果を踏まえながらも、新たに別の視点から

行わなければならないものであります。つまり、 1年間の具体的な行政運営や、執行さ

れた施策が、果たして真に住民のために実行されたものかどうか。その結果を、政治的

に点検するわけであります。

基本構想、や基本計画、あるいは予算編成の方針から導き出される政策との関連などか

ら、その自治体の基本的姿勢を含めて、いかなる評価を与えるのか、極めて重い政治的

意義のある行為といわなければなりません。

また、決算議会では、議論は当然、のこととして、新年度の予算編成にも生かさなけれ

ばなりませんから、その意味からも、ますます軽視することのできない場である、とい

うことになることが、おわかりいただけるものと思います。

私は、以上のような立場から、責任野党の立場に立って、以下、不当、不善と思われ

そのほか、下水道の整備に関し、毎回、降雨浸水が発生する箇所には、安全、衛生面

からも、早急な対策を講ずる必要性を指摘するものであります。

次に、行政運営についてであります。日本の経済は、順調とはいえ、国際化の波をま

ともに受け、圏内では高齢化が進み、政府より地方公共団体への補助金の削減など、地

方財政に一層の過酷なしわ寄せが余儀なくされる現状にあります。日野市においても、

市民の健康を守り、生活改善を図るため、組織の熱意と活力を市民サービスに向けてい

ただきたい、と思います。

昔から、お役所仕事と、一口に言われてきましたが、常に仕事を見直し、新しい感覚

に立って判断し、不要なものは速やかに削除し、必要なものは犬いに発展をさせる。事

務処理等は、コンビュータ化を行い、職員研修等で質を高め、市民からの納めていただ

く税金を、むだなく市民の財政に、日野市の財政に生かされ、市の発展に役立つことが、

行政としての重要な役割であります。

これから、日野市が文化都市への発展するために、市民の健康や生活基盤の上に立っ

て、何点か指摘をしました。市民生活の安定を目標に、職員が一丸となって、創造と工

夫をもとに、行政の施策や事業の充実に努力を要請いたしまして、昭和62年度決算認定

の立場より、市民クラブとしての意見を述べさせていただきました。

ありがとうございました。

0議長(市川|資信君) 古賀俊昭君。

(24番議員登壇〕

024番(古賀俊昭君) 議案第62号、昭和62年度日野市一般会計決算の認定について、

自由市民会議並びに自由民主党の一員としての立場から、一言、意見を申し述べたいと
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る点について列挙をし、意見を申し述べていきたいと思います。

まず、決算審査の前提になる資料の提出を、市当局が拒んだという点について、批判

を加えなければならない、と思います。

御承知のように、日野市は、市長みずからが開かれた市政を標傍しつつ、また、先年

は、情報公開条例が制定されるなど、表面的には、情報が市民に対し、議会に対しても

公開されているとしヴ前提は、整っているわけであります。

しかしながら、今回の決算議会におきましても、また、以前の委員会等におきまして

も、私どもが要求をしております、いわゆる社会教育セソターにかかわる補助金につい

ての予算決算資料が、市当局からは、何回となく私どもから要望するにもかかわらず、

一切提出されない、という点についてであります。

具体的には、昭和62年度当初予算事業予算見積書というものが、作成をされておりま

す。これは、御承知のとおり、当局が予算編成するに当たり、各部局から、それぞれの

必要とされる次年度の予算等の内訳について、企画財政部が提出をさせるものでありま

た、施設の用地まで市が負担をして、丸抱えで運営をされるということが、果たして正

常な姿であるでしょうか。

私どもは、議会で審査をするに当たり、これらの資料を要求するのは当然、のことであ

りますし、また、市においては、これらを提出をする義務が発生をするし、また、出さ

なければならないものだ、と確信をいたしております。

このように、市の情報公開というものは、都合の悪いものは棚上げ、にして、みずから

に不都合な資料はふたをして提出をしないという行為は、明らかに議会の権能を否定す

ると同時に、市民の期待をも裏切っているものだ、といわなければなりません。この資

料未提出について、強く、まず抗議をしておきたいと思います。

次に、先ほどから意見の中で述べられているように、本年度の、 62年度決算について

は、法人市民税の落ち込み等が、当初考えられ、初めてマイナス予算1.3%を、対前年

度比で減の予算を組んでおりました。

しかしながら、幸いにして、景気の回復、内需拡大策が功を奏して、自主財源も決算

総額に占める割合が77%と、大きく確保され、法人市民税の増収によって 6億6，000万

円の繰り越しを見るまでになっております。こうした予算を受けて、私どもが評価をし

なければならない施策、また、我々の要求が実行されたものもあります。

しかしながら、ここでは、市に改善を求め、また、改めてもらわなければならない幾

つかの点について、指摘をしていきます。

まずーっは、違法な職員の給与制度について、 61年度まで当初の計画では、改善をす

る、つまり地方公務員法に定める職務給の導入が、計画では明らかにされておりました

が、 62年度が終了した時点においても、この職務給の導入が行われていない、というこ

とであります。違法な給与制度が職場の活性化を阻み、また、職場の活性化とともに、

市の事業を、前面で推進をしていかなければならない職員の皆さんに対して、大きな影

を落としているということは、既に多くの議員の皆さんの指摘するところであります。

たまたま、 62年、第4回定例会において、一部職務給の導入は図られましたが、つい

に計画で示された、昭和61年度中における職務給の遵入は果たせないまま、 62年度が終

了しているという点は、大きくまちづくりに取り組んでいる職員の皆さんの処遇にもか

かわる問題でもありますので、まず、この点の指摘をしておきたいと思います。

特に、給与、退職金について、自治省から再三にわたって、指導団体の指定を受けて

いる不名誉な現状について、市長はいま少し自覚を深めていただかなければならない、

と思うわけであります。市長の職務怠慢、行革努力が全く見られない姿勢について、強

す。

今回、問題となっております総務費のうちの補助金、 2，390万6，000円のうち、従来か

ら社会教育セγターの維持管理費等については、条例で補助金が交付されることになっ

ておりました。しかしながら、本年度、昭和62年度については、新たに条例や要綱等に

もなかった事務費の補助が、つけ加えられたわけであります。

つまり、社会教育センター登録団体の受付事務に携わる人の人件費を、これまた補助

金で面倒を見ょう、というものであります。

社会教育セソターの運営状況については、市長ですら認めるように、人員配置の面、

また、運営管理の面、そういった運営姿勢について、数々の改善をきれなければならな

い、再建のための策が幾つかある、ということが指摘をされております。市も、もちろ

ん指導にあたっていることだとは思いますが、用地費を日野市自身が面倒を見、しかも

維持管理費はすべて市が負担をする。機器の修理についても、市が負担をする。そして

今回は人件費まで、条例に規定のない補助金を交付しているわけであります。当然、責

任ある議会の立場として、決算審査の場においては、それらのもとになった資料の提出

を求めることは、けだし当然ではないでしょうか。

しかしながら、市長を初め企画財政部の部長には、これらの再三にわたる要求にもか

かわらず、内部資料であるから提出をできない、ということで拒み続け、今日に至るま

で提出を行っておりません。一民間施設が、このように維持管理費から人件費まで、ま
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く反省を求めたいと思います。

次に、職員定数の問題であります。 62年度は、第 3固定例会において、 10名の定員増

を市当局は、市長は提案をいたしました。 1，448名にする、というものであります。議

会では、審査の結果、 4名を削減をし、 6名増を認めました。

しかしながら、市長が進めてまいりました事務の電算化等によって、先ほどの指摘に

もあるように、市の事業はかなり簡素化、効率化に向かつて進みつつある現状を考えま

すと、これらの職員増は、議会の立場から、否定的に見ざるを得ないわけであります。

昭和48年に、市長は市長に当選をして以来、毎年、職員の数をふやし続けてまいりま

した。そして、今回は、議会の良識が、この職員増にストップを、今年度はかけている

わけでありますが、 62年度においては、なおかつ10名も、あつかましくも提案をしてき

たということは、議会の立場から、認めるわけにはいかないわけであります。

先ほどのお話にもありましたように、コソビュータの導入については、昭和63年度ま

でに5億円以上のお金を費やしてきております。ちなみに、その決算委員会で示されま

した内訳を申し上げますと、昭和60年度から63年度までの 4カ年にわたって、 5億4，30

0万の事務改善推進費が計上されております。

つまり、コ γピュータ導入に伴う、電算化のための費用で、あります。これらは、事務

費、維持管理費、施設費、開発費、これらが含まれているわけでありますが、 5億4，00

0万のお金を費やしながら、 1円の削減も我々に示すことができなし、。 1名の定数削減

も、議会に対して説明できない。この現状については、これまた市民の認めるところと

は到底なり得ない、と思うわけであります。高価なお金を費やして、一向に定数の削減、

また、総定数の維持ができないのであれば、これらの電算化に費やされたお金は全くむ

だであった、ということになってしまうわけでありますので、引き続き電算化に要した

これらの 5億円以上のお金が、効率化をした、また、簡素化をしたとしろ、私どもにはっ

きりわかる形で、市民に理解できる形で、一日も早く定数等の面に反映されることを求

めておきたい、と思います。

昭和62年度は、新聞紙上でも取り上げられました、いろいろな問題がありました。

一つは、 3短の問題であります。通常、 12カ月で一度昇給をするとしヴ、給与昇格の

システムを、全職員一律に昇給期間を 3カ月短縮するということが、 62年の第 3固定例

会で提案をされました。こういった行為についても、強い批判を、市民の批判を浴びた

ことは、皆様御承知のとおりであります。

次に、助役の不在の件について、申し上げナこし、と思います。昭和61年の 6月に、不幸

なことではございましたが、前の赤松助役が自殺をされました。その年の 2月から入院

をされておりましたので、大体、約 3年間、市長は、女房役不在で、行政運営に当たっ

てこられたわけで、あります。 62年の 6月には、上程を一度見送り、また、さかのぼる昭

和61年の第 3回定例会では、助役2人制を、いきなり提案をして、市民のひんしゅくを

買い、否決を議会でされております。

このように、本来、市長の片腕として、また、行政実務のとりまとめ役として、市長

の補佐役としての一翼を担わなければならない助役が、今もって議会の同意が得られる

形で提出をされていないという点は、これまた、大いに反省をしてもらわなければなら

ない点だ、と思います。

その次に、政治姿勢にかかわる問題について、触れてみたいと思います。

それは、昭和57年に、日野市役所内で発覚をしました、日野市遺跡調査会の使途不明

事件について、市長は今もって昭和62年度完了の時点においても、一切その責任を明ら

かにしていない、ということであります。この点については、採算にわたり、その責任

のあり方を、私ども、議会の場で求めて、問うているわけでありますが、昭和62年度中

も、日野市役所で行方不明になった4，∞0万円にのぼるお金の行方について、今もって

解明されていないことは、もちろんでありますが、当時、遺跡調査会の会長であった日

野市長、森田喜美男としての責任が、いまだにとられていないという点は、決算の審査

を行うに当たって、まず、誠実性にも絡む問題として、これも触れておかなければなら

ない、と思うわけであります。

謝って済むものではなし、。しかも、公的な立場にあり、遺跡調査会の総責任者として、

いまだにその責任がとれないという政治姿勢は、果たして革新市政が清潔であるのか。

また、責任感はどうなっているのか。こういった点、市民に対しても明らかにしていた

だきたし、と思いますし、一日も早い責任のとり方を、議会に対しても説明していただき

たい、と思うわけであります。

また、不名誉な事務の不手際もございました。これも、新聞紙上で大きく報道されま

したが、昭和62年度に発覚をいたしました都市計画税の誤課税についてで、あります。こ

れは、 11年間の長きにわたって、程久保の市街化調整区域で、本来、都市計画税を、税

金を徴収してはいけないところから、 10年以上にわたって、誤って税金を取っていた、

というものであります。これについては、職員の方が、 1人、責任をとって退職をして

いるということも、我々、忘れるわけにはまいりません。昭和57年度から61年までの分、

5カ年について、本税と利息合わせて1，964万円が返還をされておりますが、それ以前
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の分については、時効となっております。職員の辞職、また、これらの誤課税が10年以

上にわたって誤って課せられていたとしみ、市の事務運営については、 62年度中の事件

でありますので、これも大きく反省をしていただく。猛省を促しておきたい、と思うわ

けであります。

また、森田市長は、公共料金の値上げが、大変好きであります。昭和62年第 1回、第

2回定例会で、国民保険税の大増税を行いました。 8.32%の引き上げであります。課税

額も、最高額31万円から、プラス 2万円、 33万円、一挙に 1億1，000万円の増収を図る

増税を提案してまいりました。国保事業については、さまざまな背景があるわけであり

ますが、一度に市民の負担を、急激に求めるべきではありません。こうした公共料金や

税の増税ということは、くれぐれも慎重に対応していかなければならないわけでありま

すので、森田市長の、この増税についても指摘をしておきたい、と思います。

次に、下水道使用料の値上げについてであります。

昭和60年、第 3固定例会において、 18%の下水道使用料の値上げを行いました。南多

摩処理区の供用の開始等に伴い、いろいろな背景理由は考えられるわけでありますが、

2年を待たずして、こうした公共料金を一度に 2けたも上げるという行為は、やはり市

民の納得が得られるものではないだろう、と思います。

議会では、いろいろな議論がありましたが、革新市政下にあっては、やはり責任のあ

る行政運営を行う場合には、こうし、った提案も、場合によってはせざるを得ないのだな、

という感はいたしますが、常日ごろ、都や政府の料金等の問題については口やかましい

市長みずからが、やはり市長の立場に立てば、こうした提案もしなくてはならない、と

いうことを私は指摘をして、余り他の批判について、声高におっしゃらない方がし、し、の

ではないか。こういう点を指摘をしておきたい、と思うわけであります。

次に、適正負担の件について指摘をしておきたい、と思います。

これは、市営住宅の使用料の件でございます。日野市には、現在、市営住宅338戸ご

ざいます。この中で、収入基準オーバーの世帯が183戸、 47%。約半分は、市営住宅の

収入基準を超えている、ということになっているわけであります。所得の比較的少ない

人たちに、市民の皆きんに、良好な住宅を提供していくとし、う市営住宅の目的、また、

公営住宅法の趣旨等からいたしますと、この点について、やはり放置することは、許き

れない問題ではなかろうか、と思うわけであります。

また、学童クラブの使用料についても指摘をさせていただきたい、と思います。学童

クラブにつきましては、御承知のように、かぎっ子対策として、各自治体が進めている

わけでありますが、父母負担3，160円、一月のこの使用料については、長年、据え置か

れてきております。年々、歳出合計の内訳を見ますと、これらの収入の占める割合は、

低下をしてきております。東京都の支出金が16.4%、一般財源、日野市の会計から持ち

出しているものが68.8%、父母の皆さんの負担は14.8%となっております。市長も、決

算委員会の場で、これらの使用料の見直しについては、既に発言をされているわけであ

りますので、受益者の適正負担の観点からも、見直しが行われるのが至当ではないかと

思し、ますので、指摘をしておきたし、と思います。(Iそうしたら、公共料金の値上げと

言うでしょうJと呼ぶ者あり)

次に、市長の最後になるかと思いますが、政治姿勢の件について触れておきたい、と

恵、し、ます。

御承知のように、毎年5月3日に行われております憲法行事等で、市長の発言等を聞

いておりますと、私どもが到底理解ができない、納得することのできない発言が、相次

いでいるわけであります。

62年度は、我が会派の鎌野議員からも指摘がありましたが、 5月3日の憲法記念日の

基調報告の中で、沖縄の読谷村を訪れたときの感想、を述べ、北方領土が返ってこないの

は、沖縄に軍用基地が、米軍基地があるから、幾ら北方領だけについて叫んでも返って

こない、というふうに、市長は述べているわけであります。

これは、市長を推薦をする政党や団体の人が聞けば、飛び上がって喜ぶようなことか

もわかりませんが、明らかに、常識的、社会的な、また、国家的な立場から見て、誤り

であります。

御承知のように、日米安保条約によって、極東における国際平和及び安全の維持に寄

与することを目的に、日本圏内の施設、及び区域を使用することが、安保条約の第6条

によって許されているわけであります。国会で議決をされ、しかも合法的に決められた、

これらの取り決めを全く否定するような、国際間の常識からも著しく逸脱をした、こう

した見解を、日野市長の立場で、市民集会的な場を利用し、共産党のしり馬に乗って、

こうした発言をすることは、甚だ不穏当、不適当であります。日本の防衛と安全を、責

任を持って全うしてし、く。そして、備えをすることは、国として最も大事な責務である

と同時に、アジアの安定と平和の確保のために、我が国がとっている現在の施策につい

ては、多くの国民が認めているところであり、これらに反する見解を、しかも北方領土

の問題と対比をして述べるということは、到底、納得がいかないわけであります。

特に、北方領土の件については、先般申し上げましたとおり、歴史的にも、法的にも、
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国際法的にも、日本の固有の領土であるということは、諸外国の見解も一致をしている

わけでありまして、ソ連のみがこれに反し、今もって軍事占領を続けているとしづ現実

を無視をし、このような見解を述べたということについては、市長の政治姿勢としては、

私ども、認めるわけにはまいりません。政治、行政の基本にかかわる問題でありますの

で、あえて指摘をしておきたし、と思います。

次に、市長の行政運営の中で、これらの政党の中で、特に市長を支持する政党との癒

着、奉仕、これらを今申し上げましたが、このことは、同時に、職員組合等についても

言えるわけであります。

つまり、職員組合が行う数々の違法行為については、 一切不聞に付している、という

ことであります。こうした件については、なかなかほかの皆さんが御指摘なさらないわ

けでありますので、あえてこの場で、具体的な事例をヲ|し、て指摘をしておきたい、と思

います。

御承知のように、週休2日が叫ばれ、日本人の働き過ぎを改めようということで、労

働基準法が改正をされ、また、土曜閉庁の件も具体化していくことは、御承知のとおり

であります。

それでは、日野市の職員組合の長が、昭和62年度、この決算年度に果たしてどれだけ

労働に就いたかとし、ぅ、その時間についてであります。一般の職員の皆さんは、規定労

働時間2，210時間のうち、休息時間、また夏休、年末年始休暇、国民の祝日、週休を差

しヲ|し、て、実際には1，863時間45分、勤務を行っております。

今、国民は2，∞0時間を、我が国では何とか切ろうということで、さまざまな、労働

省あたりを中心に、施策の検討が行われているわけでありますが、日野市の場合には、

昭和62年度の実績で、一般の職員の皆さんは、 1，863時間45分であります。

これに比較をして、職員組合委員長は、何時間の勤務に実際就いていたのか、という

ことであります。実労働時間については、職免の時間、これらを組合活動等による休暇

を差し引きますと、実際には1，534時間30分ということになるわけであります。また、

組合の職免、有給で、組合活動に従事をした人の延べ人数は、約1，0∞人前後と毎年なっ

ておりますし、延べ時間も5，000時間前後となっております。つまり、人件費約 2人分

が、組合活動のために、組合の専従的、活動のために費やされているという事実を、指摘

しなければなりません。

このように、組合迎合、革新政党奉仕の姿勢は、こうした市長の政治姿勢とあいまっ

て、市行政の、市役所内の無気力、また自己本位、こういったことを助長するきらいも

あるわけでありますので、私は、単なる偏見から申すわけではありませんが、市長は、

やはりこういった点、毅然として職員組合との対応をなすべきだろうと思いますので、

勤務時間等をもとにこの点を指摘をしておきたい、と思うわけであります。

最後に、市長の、私どもが決算でも問題にいたしました、どうしても改めていただか

なければならない、不当な行為について、指摘をしておきたいと思います。

それは、老人福祉施設「かしの木荘」の管理事務を行っております、臨時職員、本多

善蔵氏についてであります。

御承知のように、日野市の臨時職員については、日野市臨時職員取扱要綱によって、

臨時職員の勤務のあり方等が規定をされております。

また、地方自治法においても、同様の規定がなされているわけであります。この内容

については、既に皆さん、御承知のことかと思いますが「臨時職員の雇用期間は 6カ月

以内とする。ただし、やむを得ない場合は 6カ月を超えない期間で更新することができ

るが、再度更新することはできない」ーとのように規定をされているわけであります。

この、本多善蔵氏は、昭和61年の10月の 1日に臨時職員として、 「かしの木荘Jに勤

務するようになりました。半年間が限度でありますので、契約書では、 62年3月31日と

なっておりました。

ところが、この臨時職員の本多善蔵氏は、引き続き62年の 4月1日から62年の 9月30

日まで、契約期間を更新をしているわけであります。この更新については、先ほど読み

ました、臨時職員の取扱要綱にもあるとおり、 6カ月を超えない期間で、一度は更新で

きることになっておりますので、この点については、問題はなかろうと思います。

しかし、ここで、私が声を大にして言わなければならないのは、本多善蔵氏という方

が、森田喜美男後援会の役員である、ということであります。みずからの後援者、しか

もその幹部を、臨時職員の要綱によって採用するという行為は、 「李下に冠を正さずJ

のたとえどおり、本来、慎まなければならないことだと思います。

ところが、この本多善蔵氏は、一度更新された以降も、今日に至るまで、昭和63年の

今月いっぱい、 9月30日までを期間として、いまだに契約が続いているわけであります。

決算委員会の答弁で、これは地方自治法の臨時職員のうち、嘱託に当たるものだとして、

期限は切る必要がないという答弁が、職員課長からなされておりました。

しかしながら、私が昭和62年の 9月の決算議会で、この件を取 り上げたときには、臨

時職員であるということは、職員課長は認めていたわけでありますが、一度の更新で、

先般の決算委員会では、嘱託職員であるというふう に、答弁を覆しております。つまり、
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嘱託職員だということにすれば、無期限に採用できるわけでありますので、今日まで勤

めている、この森田喜美男後援会の役員、本多善蔵氏については、嘱託であるというこ

とにしなければ、つじつまが合わなくなるからであります。

特に、本多善蔵氏については、当初、日野市役所の中に、履歴書も存在をしない。ま

た、臨時職員としての、市に雇用されるに当たっての雇用契約書も存在をしない、とい

うことであります。

本来、市の職員として採用される方はもちろん、臨時職員でも、きちんと臨時職員雇

用契約書というものを、締結をいたします。その前には、もちろん、どこのだけだかわ

からない人を雇うわけにはまいりませんから、履歴書の本人からの提出を求めるわけで

ありますが、日野市職員課には、この本多善蔵氏の履歴書は、存在しなかったわけで、あ

ります。しかも、雇用契約書には、日付等がない、というものでございました。

つまり、森田市長の意向があったればこそ、履歴書なしで契約がされ、雇用されてい

る。しかも、臨時職員であるにもかかわらず、 3回にわたって更新が行われ、いまだに

臨時職員として勤務をしている、ということであります。本来、考えられないととであ

ります。

こういった、行政を私をし、また、市民に説明のつかない行為を、平然と、ことしの

9月まで延期をして続けてきたわけでありますので、市長がたとえ適当な、適材適所と

いう観点からの人材だという説明も、以前ございましたが、やはり要綱や法律は、きち

んと守っていかなければならないわけでありますので、急、濯、嘱託職員ということに辞

令を変えて、つじつまを合わせようなどという行為は、市民のひんしゅくを買うばかり

でなく、甚だ不当な行為として、ここで強く糾弾をしておきたい、と思うわけでありま

す。

るわけでありますので、行政運営の中で、予算執行の中で、やはり 1点でも批判を受け

るような点があれば、その点を、議会の審査の場で指摘をするということは、当然、私

どもの務めだと思いますので、もちろん最初に挙げましたとおり、私どもの要望がかな

えられ、通ったものもありますので、その点は省くといたしまして、今挙げました幾つ

かの点は、今後の行政運営に当たり、改善をしていただかなければならない問題であり

ますので、あえて挙げた次第であります。

申すまでもなく、議会、あるいは議員が、決算議案を認定するということは、決算を

通してあらわされている決算年度 1年間の、一つ一つの施策が、また、それを含む全体

を認めるか、また、肯定をするか、ということを意味するわけであります。住民の立場

に立ち、豊かで実り多い地域社会を築いていくために、より効果的な政策を求める観点

から、決算審議の結果、認定に賛成できないケースも当然に発生をしてくるわけであり

ます。

本件、昭和62年度の日野市一般会計決算の認定に当たり、今まで挙げました幾つかの

問題点を組上に上げたわけでありますが、これらは、いずれも革新市政の末期症状を示

すものばかりであります。私は、あえてこの場で決算の認定に反対を申し上げませんが、

革新市政と森田市長の、不善と堕落に抗議をする立場を表明をして、私の意見といたし

ます。

0議長(市川!資信君)

結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は認定であります。

ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

市には、御承知のように、国や東京都のように、出先機関や、また下部機関というも

のも少ないわけでありますので、市の職員を退職される皆さんの中で、希望される方が

あれば、こういった市の施設の管理に当たっていただく、そうした門戸を開いておくべ

きでありまして、みずからが息のかかった人を、何の手続も踏まずして、しかも臨時職

員の採用の基準、要綱を超えて採用しているという現実は、いかに森田市長が行政を私

視しているかという、一例を示すものだと思いますので、この点、反省を求めながら、

糾弾をしておきたいと思います。

以上、何点か申し述べてまいりましたが、最初に申し上げましたとおり、議会は、決

算審査に当たり、監査とはまた別の観点から、この議案を見ていくとし、う意味合いがあ

本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第62号、昭和62年度目

野市一般会計決算の認定の件は原案のとおり認定されました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時54分休憩

午後4時33分再開

0議長(市川資信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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0特別会計決算特別委員長(緩野行雄君)

員会の審査報告を申し上げます。

本委員会は、一昨日、 26日ですが、10時5分開会しまして、 2時32分間会ということ

それでは、昭和62年度特別会計決算特別委

が4億1，576万円あるわけですけれども、こ の水準は、果たして都下の26市中、どのぐ

らいの程度か、というような質問が、 まずございました。

これにつきましては、 人口割 りでは、ほぼ中間ぐらいだ、とこういうような答弁がご

ざいましたけれども、予算総額に占める繰入金の割合で申し上げますと、26市中、パー

セγ トが12位だ、とい うこ とだそう でございます。そういう答弁がございま した。

また、全国の自治体の国保特別会計において、繰入金が全然、ないところがあるだろ う

か、とこう いう質問がございま した。

これについては、奈良県の大和、 これは後ほど資料が配付されたわけで、すけれども、

大和郡山市ほか何市かあるそ うでございます。ただ、そういう市は、割合、保険税が高

額だ、とこういうことのようであります。

さらに、国保会計の健全運営の考え方について、どう考えているか、理事者は、とい

う質問でございます。

とれについては、市長の答弁がありました。東京都においては、 23区に比べて、市町

村は市民の所得水準が割に低いということと、高齢者が多いということがありまして、

各自治体とも国保会計の運営については、非常に頭を痛めている。

大体、どのぐらいが妥当な限度であるか、ということですが、従来、約、被保険者当

たり 1万円ぐらいが限度、適当ではないか。これは、国保加入者以外の市民との行政の

公平という面もありますし、一つは、さっき申し上げましたように、低所得者の加入者

が国保には多いとい うことで、福祉的な意味からも、やむを得ないという面もありま し

て、1人当たり 1万円とい う数字あたりが、ほぼ妥当な線ではないか、とし、う答弁でご

ざいます。

実際には、たしか運営費は、 この数字が 1万2，∞0円ないし3，∞0円ぐらいの金額になっ

ているかと思います。何としても健全運営を図らなければならないわけですが、国保税

の値上げとしみ手段もあ りますが、そればかりでなく、さっき申し上げましたよう な事

情で、 23区よりも東京都においては市町村の国保の運営が非常に厳しいとしヴ事情があ

りまして、都に何とかその改善方の処置をとってもらいたいということを、市長会を通

じて強 く要望している。

また、健康行政を徹底して行って、医療費の増高を防く¥とこうし、う処置を考えてい

ます、という答弁でございました。

次に、 日野市の行政の中で、医療を含めて健康行政というものが、大変重要な課題で

ある。ひとつ、将来に向かつて、総合的な、計画的な計画を建てるべきである。どう考

お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君)

決しました。

これより議案第63号、昭和62年度日野市国民健康保険特別会計決算の認定、議案第64

御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

号、昭和62年度日野市土地区画整理事業特別会計決算の認定、議案第65号、昭和62年度

日野市下水道事業特別会計決算の認定、議案第66号、昭和62年度市立総合病院事業会計

決算の認定、議案第67号、昭和62年度日野市受託水道事業特別会計決算の認定、議案第

68号、昭和62年度目野市農業共済事業特別会計決算の認定、議案第69号、昭和62年度目

野市老人保健特別会計決算の認定、議案第70号、昭和62年度日野市仲田緑地用地特別会

計決算の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川i資信君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

特別会計決算特別委員長の審査報告を求めます。

〔特別会計決算特別委員長登壇〕

で、極めて短時間に、おかげさまで、ふなれな委員長、副委員長ではございましたけれ

ども、皆さんの御協力をいただきまして、順調に、スムーズに審議することができまし

7こO

結論から申し上げますと、議案第63号、昭和62年度日野市国民健康保険特別会計決算

の認定の件等を含めまして、 8特別会計のすべての議案を、全員一致認定すべきものと

決定いたしました。以下、 JI原を追いまして、審査報告、質疑、意見、採択の結果につい

て、御報告申し上げたいと思います。

予算現額、 あるいは決算額につき ましては、すでにお手元に配付してあります決算書

のとお りでございますので、 報告は省略させていただきたし、と思います。

まず、 議案第63号の昭和62年度日野市国民健康保険特別会計決算の認定の件でござい

ますが、主なる質疑から、まず御報告申し上げます。

質疑と して、特別会計の繰入金の件でございます。これにつき まして、繰入額、これ
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えているか。こういう質問があったわけで‘あります。

これも市長答弁でありますけれども、一つは、市立病院があります。それの医療水準

を高めるという対策もある。また、生活・保健センターができましたが、これを活用し

たい、とこういうことを合わせて、市民の疾病予防の対策に努力したい、という答弁で

ありました。

いま一つ、相当、市民の中には、高額の国保税を納付されている方もあられるわけで

すけれども、その方たちから、こんな高額の国保税を納めているにもかかわらず、どう

も国保の運営内容が、全然我々には理解ではない。知らされている努力がされていない

んではないか。こういうような不満があるけれども、対応はどうするのか、とこういう

ことで、質問でありましたけれども、それにつきましては、使途内容をもっと広報なり

何なりで、市民に周知するように努力したい、とこういう答弁が返ってまいりました。

質疑を終わりまして、意見ということでありますけれども、特に意見はございません

で、採決の結果、この議案は、全員一致認定すべきものと決定しました。

続きまして、議案第64号、昭和62年度日野市土地区画整理事業特別会計決算の認定の

件であります。

これについても、幾件か質疑が交わされました。

一つは、先ほど、たしか川嶋議員からの報告の中にもありました、家屋の移転の補償

の問題であります。関係者から聞いたところ、事前の周知徹底が不十分で、どうも事業

に着手するまで、よくその内容が知らされていない、とこういう声があるが、その辺は

どう処理しているのか、とこういう質問であります。

これについては、担当課長から説明がありまして、まず、地元説明会なりで、ある程

度理解されているんではないか。

それから、その後、換地の決定の段階で、換地決定ができませんと、移転がどうなる

かということは、これは決まらないわけでありますので、その決定の段階で周知を行っ

ている。さらに、具体的には、移転に着手するときには十分対応しているつもりである、

とこういう説明でありました。

ただ、問題は、いつか中谷議員も、今議会の行政報告でしたか、触れられました、借

家人に対する対応はどうなっているか、という問題があるようでありますけれども、借

家人については、アパートを含めて、非常に移動が激しいという事情もありまして、そ

の全貌をなかなか把握できない。したがって、そういう方たちに対する連絡は、自治会

を通じて、区画整理便りなりの広報手段によるよりもほかに対応の手段がない。いざ移

転に入る前には、調査をする段階で初めて権利者は借家人ですね、借地権者、これは登

記簿上あるものは事前にわかっているわけですが、借地人あるいは借家人、こういうも

のが確定できる段階でよく調整している、とこういう説明でありました。

いま一つは、保留地の問題であります。これも先ほど条例改正が行われたわけですけ

れども、今、土地の高騰によって、公共用地の取得が非常に難しくなってきている。保

留地処分、今まで主にこれを日野市に在勤、在住の方から、公募とし、う手段によって処

理していたわけですけれども、これからは、公共施設なり、その代替地として大いに活

用していきたい、とこういう説明でありました。

まず第ーに、段階として、地区内のその区域内の公共用地に充てる。

第2番目に、地区外ですね、外の公共用地の代替地として利用したい。

最後に、一般の市に在住在勤の方の宅地として公募したい。

これが、大体の手JI原である、とこういうような説明でありました。

いま一つ、保留地処分の単価、これについてはどうなっているか、こうしみ質問であ

りましたけれども、これは、保留地の登記が、換地完了後でないとできない。換地完了

というのは、ほぼ区画整理の最終段階に当たるわけですけれども、その段階にならない

と登記ができない。したがって、買った人が抵当権の設定なりができない。したがって、

それを担保に借金ができないという事情があるので、おおむね市価の10%あるいは15%

安で処理している、単価が、というような事情のようであります。

主なる質疑は以上でありまして、質疑を終わりまして、意見。意見は特にございませ

んで、これも全会一致認定すべきものと決定いたしました。

次に、議案第65号、昭和62年度目野市下水道事業特別会計決算の認定の件であります。

これにつきましては、例の立日橋を絡みまして、その完成年度という関係、あるいは、

それに対する進入路、 2・2・10号線、これについては、工事案件で議案に出てきてい

ました、皆さん御承知かと思いますけれども、まだ未買収の土地が 3カ所あるというこ

とで、今、鋭意折衝中だが、妥結に至っていなし、。仮に妥結しても、これからいろいろ

手続を経て、工事は来年度になるであろうという見通しで、これについて、四谷団地と

し、し、ますか、あの辺が非常に浸水事故が多い。ぜ、ひ早急に 2・2・10号線の都市下水路

につなげるべきではないか、つなげられないのか、とこうしヴ質疑があったわけで、あり

ますけれども、既に 2・2・11号線につし、ては、下水管が埋設してある。

ただ、今言ったような状況で、 2・2・10号線の神明上都市下水路の工事が完了しな

いと、これに接続できないので、それが完了次第、接続することになる、とこういう説
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明でありました。

主なる質疑は以上でありまして、これも意見もなく、採決の結果、全会一致認定すべ

きものと決定した次第であります。

次に議案第66号、昭和62年度市立総合病院事業会計決算の認定の件を上程 しました。

これについても、幾つか質疑がありました。

失礼しま した。先ほどの下水道特別会計の質疑を追加いたします。

秋川処理区の八王子処理場の進捗状況はどうなっているのか、今、なにか堤防工事を

やっているようだが、あの関係はどうなっているのか、という質問がございました。

これについては、ほぼ浅川処理場と同時期に完成の見通しだ。したがって、使用開始

もその時期になるであろう、とこういう説明がありました。

市立病院の質疑の説明に入りますけれども、これについて、他の公立病院の調査研究

はやっているのか、どうなっているのか、というような、まず質問がありました。

全国的な統計については、まだ十分調査はしていない。ただ、都下の公立病院、例え

ば青梅とか町田、こうし、う公立病院については、絶えず情報交換をしている、こういう

説明がありました。

さらに、病院長と市長との病院経営の方針に食い違いはないのか、その辺はどうなっ

ているのか、という質問がありました。

これについても、市長答弁でありますけれども、病院をつくった以上、その病院の医

療水準を上げるという願いでは共通している。市長と院長と見解が違うということはあ

りません、という説明でありました。

さらに、市立病院を含めて、将来の医療の位置づけはどう考えているのか、とこうい

う質問です。

これにつきましては、東京都では南多摩医療圏ということを考えているようだが、日

野市においては、それもあわせて日野医療圏、日野市医療圏というよう な考え方も必要

ではないか、とこういうように判断される。医師会ともよく話し合いながら、現在、地

域保健協議会というのがありますけれども、そこで発展的な構想、が、市立病院の将来、

あるいは南部地区に病院というようなことも含めて、基本的な計画はできるのではない

か、とこうし、う答弁が返ってきたわけであります。

さらに、看護婦の充足状況はどうなっているか。あるいは、貸付金という制度がある

んだが、その利用状況についてはどうか。定数割れの状況はどうなのか。原因は、どう

考えているのか。こういうような質問がなされました。

非常に市のほかの職員と違って、移動状況がつかみにくい。例えば、年度末にやめる

とか、そういうことがある程度わかっていれば、事前にですね、対応もしやすいんだけ

れども、主に、例えば盆暮れの賞与の後、やめる傾向が多い。それも、突然やめる場合

が多いので、非常に対応に困るんだ、ということのようであります。

現在、これは決算期末の数字ですけれども、正看護婦48名、准看37名、看護助手 6名

というのは、定数が102名だそうでありますから、大分、定数割れの状況であるようで

ありますが、何とか今のところパートで対応している。

貸付金については、制度があるにかかわらず、現在、非常に利用者が少なく、現在は

たった 1人きりの利用者しかない、という状況のようであります。

さらに、貸付金は何か条件がついているであろうと思うけれども、その条件はどうい

うことなんだろうか。

これについては、正看については、 3年勤務すれば返済を免除する。助手については、

2年勤務すれば返済を免除する、とこうし、う制度になっておるようであります。

さらに、定数割れの原因は何か、とし、う問題であ りますけれども、 これについては、

いろいろ原因が考えられるようでありますけれども、看護婦が、今の若い人たちは、都

内の大病院を目指す傾向が強いということも、主な原因と考えられる、とこういうよう

な答弁であります。

以上で質疑を終了しまして、特に意見もなく、採決の結果、全会一致で認定すべきも

のと決定いたしました。

あと、議案第67号、昭和62年度目野市受託水道事業特別会計決算の認定、さらに議案

第68号、昭和62年度農業共済事業特別会計決算の認定、 69号の日野市老人保健特別会計

決算の認定、最後に、昭和62年度日野市仲田緑地用地特別会計決算認定の件につきまし

ては、特に申し上げるような質疑、意見もなく、全案件、決算認定ということで、全会

一致決定いたしました。

以上のとおりでございます。よろしく御審議のほどお願し、し、たします。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本8件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 8件について採決いたします。本8件に対する委員長報告は認定でありま

す。本 8件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
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C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認めます。よって議案第63号、昭和62年度目

野市国民健康保険特別会計決算の認定、議案第64号、昭和62年度目野市土地区画整理事

業特別会計決算の認定、議案第65号、昭和62年度日野市下水道事業特別会計決算の認定、

議案第66号、昭和62年度目野市立総合病院事業会計決算の認定、議案第67号、昭和62年

度日野市受託水道事業特別会計決算の認定、議案第68号、昭和62年度日野市農業共済事

業特別会計決算の認定、議案第69号、昭和62年度日野市老人保健特別会計決算の認定、

議案第70号、昭和62年度目野市仲田緑地用地特別会計決算の認定の件は認定されました。

これより請願第63-7号、ジュネーヴ条約追加議定書の加入についての請願の件を議

題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0総務委員長(夏井明男君) それでは、請願63-7号、ジュネーヴ条約追加議定書の

加入についての請願。

請願者は、栄町5-12-2、全国抑留者補償協議会、代表者、鹿蔦兼吉さん。紹介議

員は、石坂勝雄議員、福島盛之助議員、黒川重憲議員、川嶋博議員であります。

前回の定例会より、この請願につきましては、慎重な審議を進めてまいりました。今

回も、その上で、資料等もお願いをしながら、請願の審査をさせていただきました。

今回の総務委員会での請願審査におきましては、庶務課長より、この請願内容につい

ての報告、また、三多摩各市の提出の状況、可決の状況等の報告をいただきました。

委員より、国は条約の批准をしていないということなのか、という御質疑ですが、ジュ

ネーヴ条約そのものは批准をしているけれども、第 1議定書、第2議定書は、まだ批准

は行っていないということになる、というお話でございました。

そのほか、特に質疑はなく、意見としましては、国は批准すべき状況にあると思う。

したがって、日野市においては採択をしていくべきではないか、としヴ御意見があり、

ほかの議員からも同意見が述べられ、全会一致採択と決した次第であります。

その結果、正副委員長で、意見書を作成するということで、準備を進めさせている状

況であります。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。

本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって請願第63-7号、ジュネー

ヴ条約追加議定書の加入についての請願の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第62-43号、日野市南部地域への総合医療機関の設置を求める請願、請

願第63-21号、 「食品安全委員会」の設置を求める請願の件を一括議題といたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(米沢照男君) 請願第62-43号、日野市南部地域への総合医療機関の設

置を求める請願についての、委員会の審査報告を申し上げます。

この請願は、昨年の 9月26日に、日野市南部地域に総合医療機関をつくる会、吉光先

男さん外 1万4，285名から提出されたものであります。

日野市南部地域には、総合的な医療機関がなく、人口が急増し、医療機関の不足が深

刻な問題になっています。住民の生活と要望に密着した医療、地域に根差した住民の健

康に責任を持つ医療機関の、早期実現を求めた請願であります。

これまで、ちょうど 1年間、 7回にわたる熱心な論議が重ねられてまいりました。南

部地域の病床不足の解消と、現存する市立総合病院の拡充、強化、この二つの当面する

課題をめぐって、さまざまな論議が重ねられたわけであります。 9月16日の委員会での

主な質疑を中心に、報告をしたいと思います。

御承知のように、千代田区泉町にある社会福祉法人三井記念病院が、多摩市へ移転し

たい、という意向が伝えられている。 1，500床との新聞報道になっているけれども、こ

れに対して、市当局としてはどう受けとめているのか、という質疑がなされました。

企画財政部長、そして市長から、この間いに対して、新聞報道があったことは承知を

しておりますけれども、確認はしておりません。同じ南多摩の医療圏ではありますけれ

ども、東京都からも、多摩市からも、何ら話はありません。

また、市長からは、今の都の考えから言えば、迷惑な話として扱われているのではな

円。
Q
d
 

F
h
u
 

η
i
 

Q
d
 

F
h
u
 



いか、と思う。日野市の小医療圏としては、とりわけ不利益というものがなければし巾、

が、と思う。日野市には、 3次医療機関はなくとも、 2次、 2次半は欲しいと思ってい

る。既に市立病院を持っている 2こいう日野市の性格がありますので、この活用を考えて

し、くのが現実的であろう、と思う。こうしヴ答弁がされております。

さらに、市立総合病院長は、ある程度のベッド数がないと 2次医療はできないと言っ

ているけれども、どうか。また、南部地域の病院用地はどうか、こうしヴ質疑がされて

おります。

これに対して、市長は、 2次医療は持ちたい。民間では150床が一つの経営単位であ

る、とも言われている。 4科ないし 5科では、この程度が適当とされている。地域の中

核病院になるのが公立病院だと思う。

また、用地については、用地だけは用意しておいて、公募するということでよいので

はないか、と思う。区画整理の中で可能である、と思う。 150床ぐらいは、用地として

確保できるのではないか。こうしヴ答弁がされております。

7回にわたる、そして 1年聞にわたる相当深い論議が、経過としてあるわけでありま

すけれども、この日に行われた、 16日に行われた厚生委員会では、市立病院と南部医療

機関は、やはり関連があると思う。今の市立病院並みのが南部にあってよいと思う。市

立病院には、人工透析やミニドックなども欲しいところだ。採択してよいのではないか、

という意見やら、すぐ実現というわけではないから、かなり実現は先に行くだろうとい

う意味合いで、採択の意見が出されました。

さらに、市立病院等対策委員会の意向を重視する、とこうしみ意味を持たせて採択、

という意見が出されました。

さらに、一般病院について言えば、少ないというのが、これまでの調査、意向で明ら

かである。特に浅川南部は、医療については過疎の状態である、ということから、採択

が強調されました。いろいろ意見が出された中で、最終的に、本件は全員異議なく採択

すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いをいたします。

次に、請願第63-21号、 「食品安全委員会」の設置を求める請願であります。

この請願は、市長の付属機関として、消費者、学識経験者、関係行政機関、及び市の

職員などで構成する委員会を設置してほしい、こういう内容のものであります。

委員会といたしましては、慎重審査の結果、全員一致で採択と決しました。よろしく

御審議をお願いし、たします。

0議長(市川資信君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は採択でありま

す。本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なしjと呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって請願第62-43号、日野市南

部地域への総合医療機関の設置を求める請願、請願第63-21号、 「食品安全委員会Jの

設置を求める請願の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第62-48号、食品安全条例(仮称)の制定を求める請願の件を議題とい

たします。

本件については、請願者より委員会へ取り下けYこいとの申し出がありましたので、厚

生委員長より報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(米沢照男君)

ります。

昨年の12月3日、中西さん外4，891名の方から出された請願で、あります。今、議長か

請願第62-48号、食品安全条例の制定を求める請願であ

ら紹介がございましたように、 9月 9日に、この請願の代表者、中西環子さんから、請

願取り下げ願いが、議長あてに提出をされております。当委員会としては、この請願取

り下げを承認することに決しております。よろしく御審議をお願し、いたします。

0議長(市川資信君) ただし、まの委員長の報告のとおり、これを承認することに御異

議ありませんか。

C I異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって請願第62-48号、食品安全

条例(仮称)の制定を求める請願の件は取り下げることに決しました。

これより請願第62-53号、法務局の増員に関する要請についての陳情、請願第63-16

号、都営住宅家賃値上げ中止の意見書提出を求める請願の件を一括議題といたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市)11資信君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

総務委員長の審査報告はこれを省略いたします。
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本2件については、総務委員長から目下委員会において審査中の事件につき、閉会中

の継続審査にされたいとの申し出があります。

あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの

申し出があります。

お諮りいたします。総務委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって総務委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付する ことに決しました。

これより請願第62-6号、公立中学校英語の授業時間増に関する陳情、請願第62-32

号、第三幼稚園における 2年保育4歳児の増員に関する請願、請願第63-11号、日野市

立第二中学校音楽室に机を設置させるべく 日野市教育委員会に勧告に関する請願、請願

第63-12号、郷土芸能の保存に関する請願、請願第63-14号、再び万願寺一里塚現状保

存を訴える陳情、請願第63-17号、 「中学校40入学級を 3年生より行う逆学年進行方式

実施Jの為の日野市議会に対する請願、請願第63-19号、義務教育費国庫負担制度堅持

の意見書の提出を求める陳情、請願第63-20号、義務教育諸学校の学校事務職員に対す

る義務教育費国庫負担制度の維持に関する陳情の件を一括議題といたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

文教委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本8件については文教委員長から目下委員会において審査中の事件につき閉会中の継

続審査にされたいとの申し出があります。

あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの

申し出があります。

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川!資信君) 御異議ないものと認めます。よって文教委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。(1"議長」と呼ぶ者あり)

名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 継続審査、結構なんですけれども、文教委員会の 8件の継続

の中の、 63-11号、日野市立第二中学校音楽室へ机を設置させるべく日野市教育委員会

に勧告に関する請願、これが初めてじゃなく、継続にこうなってきていると思うんです

が、これについて、どういう形の審議が行われているのか、委員長に伺いたいんですが、

よろしいでしょうか。

。議長 (市川資信君) 名古屋史郎議員に、ちょっとお聞きしたいんですが、文教委員

長から報告を受けた方がいいのか。理事者、教育長から受けた方がし、し、のか。委員長で

よろしいのか。(1"今、もう決まったんじゃないか。質疑は終わったんじゃないかJと

呼ぶ者あり)

議長から、名古屋史郎議員に申し上げたいんですが、これまで、継続審査の請願につ

いて、委員長から経過説明とかとい うことがなかった、前例がない、ということなんで

すけれど、そういうことでよろしゅうございますでしょうか。

名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) あのね、前例が全くないことではないと思うんです。

大分古い話になりますが、高幡橋のつけかえというんですか、それのときに、たしか

近所の住民からそれが出て、継続になったんで、すO そのときに、住民が、橋のそれが急

に変わると交通事故でも起こるんじゃないか、というような設計というか、そんなふう

で、大変不安で、出した請願なんですが、それについて伺ったときは、きちっと経過な

どが御説明があったように覚えていますんで、前例が全くない、ということではないと

思うんですがね。(1"議事進行」と呼ぶ者あり)

0議長(市)11資信君) 小山良悟君。

014番(小山良悟君) 議事進行で、発言を求めさせていただきますが、ただいまの名

古屋議員の質問でありますけれども、前例がないわけじゃない、というふうな御指摘も

ありましたけれども、今議会での取り扱いについては、そういうふうな、一応取り運び

にはなっておりませんので、また、そういうふうな差し支える必要があるということで

あれば、改めて議事の運びについて協議をしなければならない、というふうにも思いま

すので、できれば、名古屋議員にその辺の御了解がいただければ結構ですし、どうして

も御了解いただけないということであれば、しかるべき取り扱いの協議をしなきゃなら

ん、ととう思います。

議長の方から、取り計らいを改めてお願いしたいと思し、ます。

0議長(市川資信君) 名古屋史郎議員に申し上げたいんですが、今、議運の委員長か
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028番(名古屋史郎君) 問題提起というか、一つの議会のあり方ということで、取り

厚生委員長の審査報告はこれを省略し、たします。

本4件については厚生委員長から目下委員会において審査中の事件につき閉会中の継

続審査にされたいとの申し出があります。

あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの

申し出があります。

お諮りいたします。厚生委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

らも発言がございましたように、本件について、もし文教委員長の答弁等を求めるので

したら、あえてここで休憩をとって、議運等でちょっとお諮りした上で、再度承りたい、

かように存じますが、そうし、う形式でよろしゅうございますでしょうか。

名古屋史郎君。

扱いからして、ちょっとなじまないとおっしゃるなら、それで、これで打ち切りたし、と

思うんですが、審議というか、ちょっと相談するぐらいのことはできる、というんだっ

たらば、そちらの方をお願いしたいと思います。

0議長(市川資信君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたし、と思

いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認め暫時休憩いたします。

午後 5時25分休憩

午後7時31分再開

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって厚生委員長の申し出のとお

先ほど、請願の継続審査に関して、お願いをしましたところ、

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第62-3号、 「国民の食料を守り、農業再建に関する意見書」提出につ

いての陳情、請願第62-29号、多摩平六丁目32番地の 8、9に建設予定のマγショ γ建

設阻止に関する請願、請願第62-36号、米の市場開放反対、農畜産物の輸入自由化阻止

の意見書採択に関する陳情、誇願第62-42号、山王下公園周辺の市営駐輪場設置反対に

関する陳情、請願第63-9号、日野市東平山地区における緑地を守るとともに、私有地

の買い上げ、を求める請願、請願第63-18号、 「宮」町名存続要望に関する陳情の件を一

括議題といたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認め一括議題とし、たします。

建設委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本6件については建設委員長から目下委員会において審査中の事件につき閉会中の継

続審査にされたいとの申し出があります。

あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの

申し出があります。

お諮りいたします。建設委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付する ことに御

異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君)

名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議会運営委員会を開いていただきましたようで、私の方も、先ほども申し上け了こように、

若干タイミ γグがずれていた感じもいたしますので、私が申し上げた取り扱いを撤回し

ていただいて結構だ、というふうに思いますので、これからはタイミ γグなど、さらに

研績を重ねまして、あるいは意見の方法など、いろいろ研究いたしまして、議会に出て

まいりたい、と思います。

ありがとうございました。

0議長(市)11資信君) 了承いたしました。

これより請願第62-19号、東町地区公害に関する請願、請願第62-24号、犬の不妊・

去勢手術に関する市と市内病院(獣医師)との委託契約の改善と猫に対しての不妊・去

勢手術に対する補助に関する請願、請願第62-30号、老人入院見舞金制の制定と実施に

関する請願、請願第63-3号、保健、医療、福祉の拡充に関する陳情の件を一括議題と

いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川i資信君) 御異議ないものと認めます。よって建設委員長の申し出のとお

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第50、下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

下水道対策特別委員長より、下水道に関する事件の調査研究のため閉会中の継続審査
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にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川l資信君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第63-22号、東京都住宅供給公社住宅の家賃値上げ中止を求める意見書

提出の請願の件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第63-22号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により議長におい

て総務委員会に付託いたします。

お諮りいたします。請願第63-22号は閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第51、スポーツ・公園対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題とい

たします。

スポーツ・公園対策特別委員長より、スポーツ・公園に関する事件の調査研究のため

閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第52、交通対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

交通対策特別委員長より、交通に関する事件の調査研究のため閉会中の継続審査にさ

れたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に 日程第53、市立病院等対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたし

ます。

市立病院等対策特別委員長より、市立病院等に関する事件の調査研究のため閉会中の

継続審査にされたいとの申 し出があります。

お諮り いたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川|資信君) 御異議ないものと認め閉会中の継続審査に付することに決しま

しfこO

これより議員提出議案第8号、リクルート疑惑の真相究明を求める決議の件を議題と

いたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) リクルート疑惑の真相究明を求める決議を提案申し上げます。

0議長 (市川i資信君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申 し出のとおり閉

決議案の文案につきましては、既に議場に配付されているとおりでございます。国民

注視の内容でございますので、全会一致、議決していただくようお願い申し上げます。

O議長(市川資信君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。本

件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第8号、リク

ノレート疑惑の真相究明を求める決議の件は原案のとおり可決されました。

これより議員提出議案第9号、 ジュ ネー ヴ条約追加議定書の加入を求める意見書の件

を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。夏井明男君。

013番(夏井明男君) 先ほど、請願63-7号で、総務委員会に付託されましたジュネー

ヴ条約追加議定書の加入についての請願を受けまして、提出をいたしました案件でござ

います。

資料につきま しては、既にお手元に配付されましたとおり、賛成者、総務委員すべて

の方に入っていただいている議案でございます。よろしくお願し、し、たします。

0議長 (市川資信君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。本
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件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

地方自治法第123条第 2項及び日野市議会会議規則第81条の規定によ

り署名する。

0議長(市川資信君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第 9号、ジュ

ネーヴ条約追加議定書の加入を求める意見書の件は原案のとおり可決されました。

本日の日程はすべて終わりました。

これをもって昭和63年第 3回日野市議会定例会を閉会いたします。

午後 7時41分閉会

日野市議会議長 市
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